
決算特別委員会の審議方法について 

 ＜付託案件の審議順番＞ 

日   程 審 議 順 番 

９月６日（月） 

１０：００～ 

議  会  室 

令和２年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・監査委員 

・議会事務局 

・総務課 

・企画財政課 

・会計室 

９月８日（水） 

１０：００～ 

議  会  室 

令和２年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・町民生活課 

・税務課 

・住民課 

９月１０日（水） 

１０：００～ 

議  会  室 

令和２年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・福祉課 

・子育て支援課 

・健康介護課 

・産業観光課 

９月１４日（火） 

１０：００～ 

議  会 室 

令和２年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

・教育委員会 



９月１６日（木） 

１０：００～ 

議  会  室 

１．令和２年度宮代町国民健康保険特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・住民課 

２．令和２年度宮代町後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・住民課 

３．令和２年度宮代町介護保険特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・健康介護課 

４．令和２年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

５．令和２年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸藤栄一君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  決算特別委員会委員長の丸藤でございます。 

  本日、９月６日から16日までのうち５日間にわ

たりまして委員会が開催されるわけでございます

が、円滑な運営にご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

  決算審議の方法につきましては、先日お手元に

配付しました決算特別委員会日程及び審議方法に

ついてのとおり、一般会計決算、各特別会計の決

算、水道、下水道事業会計の順に審議を進めてい

きたいと思います。また、審議につきましては、

最初に監査委員に対しての質疑、その後一般会計

につきましては、課ごとに議会事務局、総務課、

企画財政課、会計室、町民生活課、税務課、住民

課、福祉課、子育て支援課、健康介護課、産業観

光課、まちづくり建設課、教育委員会の順に審議

をお願いいたしたいと思いますが、議事進行の都

合により変更もあると思われますので、よろしく

お願いいたします。 

  なお、本特別委員会への町長及び副町長の出席

につきましては、ほかの公務との調整を図りなが

ら交代で出席をするとのことでございます。 

  それから、委員会の運営上のお知らせとお願い

がございます。 

  初めに、運営上のお知らせでございます。新型

コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今回の決算

特別委員会については、傍聴席を議会室外に設置

させていただくとともに、傍聴人数の制限をさせ

ていただいております。また、出席職員について

も、議会室内の入室を制限させていただくことと

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、運営上のお願いでございます。質問者、

答弁者共発言されるときは、必ず挙手をして、委

員長の許可を受けてから、質問者、答弁者の氏名

を述べていただき、発言をしていただくようお願

いいたします。 

  最後に、委員皆様のご協力をいただきまして、

委員会が慎重審議かつ効率的な運営が図られます

よう特段のご配慮をお願い申し上げまして、あい

さつとさせていただきます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎開議の宣告 

○委員長（丸藤栄一君） ただいまの出席委員は12

名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに決算特別

委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議長あいさつ 

○委員長（丸藤栄一君） これより議事に入ります。 

  それでは、議長、ごあいさつをお願いいたしま

す。 

○議長（田島正徳君） おはようございます。 

  決算特別委員会の委員の皆様には、各決算の審

査をお願いするわけですが、先ほど委員長からも

お話がございましたとおり、効率的な中にも慎重

な審議ができますよう、また、この決算の審査が

来年度に向かって有意義な審査となりますよう、

お願い申し上げまして、あいさつとさせていただ

きます。よろしくお願いします。 

 

────────── ◇ ────────── 
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◎議案第３３号～議案第３８号の監

査委員質疑（監査委員） 

○委員長（丸藤栄一君） 本日は、新祖代表監査委

員に出席いただいておりますので、一般会計、各

特別会計の決算、上下水道事業会計について、代

表監査委員に質疑がございましたら、よろしくお

願いします。 

  質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 質問を２点ほどさせていた

だきます。山下秋夫です。 

  大変ご苦労さまでした。少ない経費で監査をし

てもらい、議員として厚く御礼を申し上げたいと

思います。 

  質問の内容なんですけれども、この決算に当た

りまして、準備も含めてどのくらいの時間がかか

ったのか、それを教えていただきたいということ

と、それと、この令和２年度監査に当たっての特

に注意した点を、２点このことをお願いしたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 新祖代表監査委員。 

○代表監査委員（新祖 章君） 代表監査委員の新

祖でございます。 

  ただいまのご質問でございますけれども、決算

について、ヒアリングそれ自体はこの決算審査意

見書のほうに書かれてございますように、６月30

日が上下水道の決算審査、それで、一般会計、特

別会計のほうは７月９日、15日、16日、20日とい

うことで４日間で行っております。 

  昨年は、確か６日間だったかと思うんですが、

時間としては、一般会計、特別会計のほうは朝９

時スタートだったですかね、それで大体、終わる

のが４時くらいまでという感じでしょうか。その

日によって、早く終わるときと、時間が延びてし

まったときとありましたけれども。そんな感じで。 

  あと、上下水道のほうは例月検査と併せてやっ

たんですが、一応、６月30日の午前中、トータル

で午前中２時間から２時間半くらいですかね。そ

の時間で、時間的にはやったと思います。ヒアリ

ングそのものはそういうことですけれども、やは

りどうしても、その前に頂いた決算書、それから

主要な施策に関する説明書、成果書ですね。そち

らのほうは、やはり一通り目を通さないといけま

せんので。 

  それと、コロナになってから例月検査もそうな

んですが、質問は事前にということで、直接その

場での質問では、質問も当日する場合もあります

が、原則事前にメモを出すということで、必ずそ

の検査日の２日くらい前にメモで質問させていた

だいていたりしますので、決算審査も同様の方向

でやりました。ということで、ちょっと時間的に

は大体、一般会計、特別会計なんかですと、課に

よってもちろん事業の多少がございますので、な

かなか平均何時間というのはあれですけれども、

大体、少なくともこのヒアリングより少ないとい

うことはなかったかと思います。資料に目を通し

て、いろいろ分析して、どういった内容を質問す

るかということにつきましては。 

  本当に、私の場合は職員の皆様にいろいろご迷

惑もかけちゃっているかなと思うんですが、次々、

関連する質問なんかも出てくるといいますか、こ

れもちょっと聞きたいなとかいろいろ質問項目が

多くて、職員の皆さんにはいろいろご苦労をかけ

たと思いますけれども、そういうようなこともあ

りまして、その辺ちょっと、時間はすぐ何時間と

か出せないんですが、少なくともヒアリングの時

間以上、1.5倍くらいかな、感覚としましては、

そんな感じくらいかかったかと思います。 

  例月検査の場合もそうですけれども、資料はや
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はり事前に頂いて目を通すということで、それで

大体１日かけてしまいますので、決算審査の場合

は大体その、当日２課のヒアリングがあるとする

と、やはりそれぞれその２課のヒアリングについ

ては、その日のヒアリングについては何日か前に

一通り、１日くらいかけて目を通していますので、

私はちょっと別に仕事を持っているので、やはり

時間の長短はありますけれども、そういうことで

心がけてなるべく一通り目を通すようにして、特

に決算書と成果書との対比等で、関連する質問を

させていただいたりするときもございますので、

そういう意味ではかなりの時間がかかっているか

なとは思っております。 

  それから、あと注意点ということでございます

けれども、やはり何といっても令和２年度の決算

については、意見書にも書きましたけれども、コ

ロナ関係の予算がもうかなりの比重を占めていま

したので、あと町政始まって以来の規模の歳入歳

出ということもございましたんで、やはりコロナ

関係でいろいろ国のほうからの国庫支出金が出て

いましたけれども、やはり意見書にも書いたんで

すが、裁量がかなり広い範囲というふうに考えら

れているお金でしたから、これが適正に執行され

ているかどうか、通常ですと決算審査のときにこ

ういうことを調べたいということで、各課に出し

ていただく資料がございますが、そこの中には例

年、必ず入れるもののほかに特にコロナの関係に

ついては、どういうものを買ったのか、どういう

事業に使ったか、そういったものを全て出してい

ただいて、金額の大きいもの50万円以上のものに

ついて出していただいて、それについても審査を

特別にしたところでございます。その辺が、例年

とは大きく違ったところかなというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村でございます。 

  今、ご答弁ございましたように、令和２年度歳

入がコロナ禍の影響で、国庫支出金で約40億を占

めて、歳入全体の３割近くという状態で、通常年

度ベースと異なる状況となっておりました。した

がって、決算審査自体が先ほどお答えがありまし

たとおり、大変であったと推察をいたします。 

  そうした中で、審査意見書、総括意見、（3）

のまとめの指摘について、１点だけお伺いをいた

します。 

  その中で、まとめの中で、少子高齢化の流れは

社会保障関連経費の引き続く増加により、財政運

営は大変厳しい状況にあると。特に、特別会計の

繰出金、子育て支援に係る支出増などに伴う財政

圧迫が懸念されますという指摘がございます。こ

の打開のために、町の財政運営はどうあるべきか、

特に公共施設更新の問題が今後、出てくると思い

ますけれども、監査の立場で何かお考えがありま

したら、ご指摘をいただきたいかなと、ご意見賜

りたいかなと思います。 

  以上でございます。１点だけ、お願いいたしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 新祖代表監査委員。 

○代表監査委員（新祖 章君） 監査委員の新祖で

ございます。 

  ただいまのご質問ですが、なかなか難しい問題

で、私としてこういうふうにしたほうがいいと、

なかなか決め手を申し上げにくいんですけれども、

意見書の中にも書きましたけれども、やはり何と

いっても歳入の確保と、歳出の経常経費の節減、

それから、選択と集中による各種事務事業の効率

化というふうなことで、一般的にはいいますけれ
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ども、社会保障の場合は、やはりどうしても必要

な部分もございますので。 

  それと、やっぱりちょっと財政といいますか、

お金と相談してやる必要のあることというのがあ

るので、その辺をやはり仕分けといいますか、そ

れでなるべく、なるべくというか、同様の事業に

ついては精査していく。 

  それで、あと歳入確保の面ではやっぱり、なか

なか町単独というのは難しいと思いますので、や

はり県とか国に財源確保についての要望といいま

すか、それをやはり展開して、これはまあ、１町

だけではできませんので、市町村全体等でという

ことになるのかもしれませんけれども。 

  それから、あと制度改正みたいなこと、特に国

民健康保険のほうは財源的には少し減の傾向です

けれども、介護保険とか後期のほうは増えていく

状況にございますので、その辺は根本的なその制

度の改正みたいなことも、やはり今後考えていか

なくちゃいけないのかなということで、なかなか

町単独でそれを切り抜けていくというのは厳しい

状況なのかなと。ちょっと回答になっているのか

分かりませんが、そういうふうに考えています。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

で代表監査委員への質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１７分 

 

再開 午前１０時２０分 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（議会事務局） 

○委員長（丸藤栄一君） それでは、本委員会に付

託されました議案第33号 令和２年度宮代町一般

会計歳入歳出決算の認定についての審査を行いま

す。 

  初めに、議会事務局から始めたいと思います。

本日出席している説明員の紹介をお願いします。 

○議会事務局長（野口幹雄君） 改めて、おはよう

ございます。議会事務局長の野口でございます。

よろしくお願いいたします。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） おはようござい

ます。主幹の小林です。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 本件につきましては、既

に本会議において説明済みですので、直ちに質疑

に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。質疑は

ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） おはようございます。丸山

でございます。よろしくお願いします。 

  決算書46ページ、議会広報紙について伺うんで

すが、業者が変わりました。その経緯をお聞かせ

願いたいのと、金額的にどうなったかということ。

２年度、何かあって変わったのか、それとも、制

度的に変わったのか、それをお聞きします。 

  あと、48ページの議員共済会負担金というのが、

1,308万3,840円て、この金額は大体、毎年同じく

らいでしたっけね。何か、元議員のだと思うんで

すけれども、そこもお願いいたします。 

  あと、もう１点、すみません。会議録の件なん

ですが、会議録の結構お金がかかっているんです

が、衛生組合とかは今、会議録というか、議員に

わたす分が議事録がないんですけれども、衆議院
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はあって、参議院はなかったと思うんですが、こ

ういうのって、大体どの町もまだ配付をしている

のか、紙媒体で議事録というか、みんなに渡して

いますよね。そういうのはどうなのかお聞きしま

す。 

  ３点です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  主幹。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 議会事務局主幹

の小林でございます。 

  まず、１点目の広報紙の業者が変わった経緯に

ついて、まずご説明させていただきたいと思いま

す。 

  広報紙につきましては、昨年度、監査委員さん

のほうからも、これまで広報紙については１業者

さんのほうで、１者随契ということでやらせてい

ただいていたんですけれども、監査委員さんのほ

うからも、１者随契ではなくて複数業者さんのほ

うからやったほうがいいんじゃないかというご提

案をいただきまして、それを踏まえて、令和３年

度につきましては、見積合わせという形ではある

んですけれども、業者さんのほうを複数社で見積

りを取りまして、その中から業者のほうを選定さ

せていただいているというような形で、広報紙に

ついては予算をつくらせていただいたところでご

ざいます。 

  続きまして、金額がどうかというお話なんです

けれども、一応、これまで１者でやっていた頃よ

りも３者で競合するということもありましたので、

金額については昨年度よりも下がっているという

ような形になっています。ただ、紙単価のほうが

ちょっと上がってきているので、また今後、紙の

単価が上がってきたりすると、ちょっとその辺の

状況はまた変わってきてしまうのかもしれないと

いうところが、ちょっと懸念材料がございます。

１点目は以上でございます。 

  続きまして、２点目の共済会の負担金の関係で

ございます。共済会の負担金につきましては、一

応、算出の計算式がございまして、一応、昨年度

と今年度ということで比較してしまうと計算の根

拠の中で議員さんの人数が関わってきますので、

そちらの部分でちょっと影響が出てきてしまう。

あと、負担率のほうが変更があった場合はちょっ

と金額に変更が出てくるというところでございま

す。基本的には、同じような形で算出はしていた

だいているというようなところでございます。２

点目については以上でございます。 

  ３点目の会議録につきましては、こちらについ

ては、宮代町の議会については、各議員さんのほ

うに本会議のときに前の議会でやった会議録につ

いて、一応、冊子という形で各議員さんに配付の

ほうさせていただいております。一応、こちらの

ほうは例規上のほうでも定めがございますので、

作成させていただいて、配付のほうさせていただ

いているというようなところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 再質問。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございます。 

  １者随契で、３者でやったということなんです

けれども、ということは、これって毎年されると

いうことになるのか。あとは、町の広報紙の業者

さんありますようね。町の広報紙みやしろの業者

さんと同じということを聞いたんですが、たまた

ま一緒になっちゃったのか、やっぱりかなりこう

業者さんの努力という形でそうなったのか。一緒

になったら便利な点とか何かあったらお聞きした

いのと、ちょっと紙質とかがやっぱり悪くなって

いるかなとか、すみません、感じて。やっぱり、

町の広報紙もそうなんですけれども、見るので、
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材質っていいのがいいなとかってちょっと、作り

手のときもちょっとあれ、読み手として見たとき

にちょっとそれを感じたんですけれども、その辺

りはどうでしょうか。 

  それと、あと、すみません。共済会のほうの人

数で、この負担率というのはたまに変わるんです

かね。あまり変わらないものなのかなと思ったん

ですけれども、そこもう１回確認です。 

  あと、会議録が今、検索システムで結構、すご

くよくできていますよね、ネットで。とてもすご

く分かりやすくて、紙媒体でこう探すより、自分

の発言も、いろんな皆さんの発言とかすごく分か

りやすいので、せっかく導入しているので、ちょ

っと大事な部分もあるんですけれども、どうなの

かとちょっとそこを、すごく便利なシステムを入

れているので、というのをちょっと引っかかった

のでお聞きしました。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  議会事務局主幹。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 議会事務局主幹

の小林でございます。それでは、再質問のほうに

適宜、回答させていただきたいと思います。 

  まず、１点目の議会だよりの業者のほうが毎年

変わるのかということなんですけれども、こちら

については、今年度、令和３年度から見積合わせ

をさせていただいて、一応、来年度も同じような

形で見積合わせをさせていただこうかと考えてお

りますので、その際に当然、見積合わせというこ

とであれば、そのときに一番適した金額で入札し

ていただいた業者さんという形になりますので、

そちらの業者さんが今回取られている業者さんが

同じように努力していただければ、そちらの業者

になることもあるでしょうし、また別の業者さん

が努力されれば、ちょっと金額のほうで新しい業

者になるということもありますので、そちらにつ

いては必ず同じ業者さんになるかどうかというの

はちょっと分かりかねます。毎年、そちらについ

ては、させていただこうかなということで考えて

いるところでございます。 

  広報の業者のほうなんですけれども、一応、業

者のほうは広報紙作っている業者さんのほうも参

考にはさせていただいて、その上で業者選定させ

ていただいているんですけれども、一応、多分、

今回うちのほうでやっている業者さんと、広報の

ほうのやっている業者さんは、多分、同じように

業者のほうをそれぞれで選定していますので、ち

ょっと別の業者さんがとっているという形になっ

ているかと思います。 

  続いて、紙質のお話なんですけれども、一応、

業者のほう見積合わせで選定する際に、仕様書と

いうことでこういったもので、紙質ですとか、紙

の大きさですとか、文字のサイズですとか、そう

いったものを仕様で指示した上で、金額出してい

ただいておりますので、基本的には、ちょっとす

みません、丸山委員のほうでちょっと紙質がとい

うことだったんですけれども、基本的には去年と

同じもので指示はさせていただいているので、同

じじゃないかなと、こちらは思っているところで

はございます。 

  すみません。１点目の広報紙については以上で

ございまして、続きまして、共済会の負担率の関

係です。 

  こちらなんですけれども、一応、負担率につい

ては毎年ちょっと通知が来まして、それに合わせ

て負担率というのは算定されておりますので、一

応、毎年金額のほうについては若干ではございま

すけれども、パーセンテージの変更についてはあ

るというのが現状でございます。 

  あと、ちょっとお待ちください。 



－８－ 

  すみません。最後の会議録の関係なんですけれ

ども、一応、こちらにつきましては、町の会議規

則、こちらのほうで、会議録のほうについては印

刷して議員さんのほうに配付するということで、

ちょっと今、例規上、定めがなされている状況で

すので、丸山委員からご提案ございましたが、す

みません、今、例規上、そういう形なのでこれま

でどおりやらせていただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございます。 

  広報のこと分かりました。 

  会議録については、検索システムがすごく使い

やすいので、なんかそう思っているうちに、衛生

組合とか、参議院の話とか聞いて、世の中ってだ

んだん変わっているのかって言って、変えてくれ

という意味でもなくて、どうなっているのかとい

うがちょっと気になりましたし、検索システムは

非常にいいので、そこは言いたかったのと、これ

からどうこうということでお聞きしました。 

  共済会の負担金についても分かりました。あり

がとうございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。２点質

問させていただきます。 

  決算書の46ページの議会だよりの件なんですけ

れども、配布先と製作数、そして、余りは何部く

らいあるのかというのをお伺いいたします。 

  ２点目が、47ページです。録画配信についてな

んですけれども、こちらの閲覧数を教えてくださ

い。お願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  議会事務局主幹。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 議会事務局主幹

の小林でございます。 

  それでは、塚村委員からご質問のありました議

会だよりの関係についてご答弁させていただきま

す。 

  まず、配布先でございますが、一応こちらにつ

いては町のほうの公共施設、そのほか、小学校で

すとか、あと駅、そういったところに配布のほう

させていただいております。 

  続きまして、印刷部数なんですけれども、部数

につきましては１万1,300部印刷のほうさせてい

ただいておりまして、すみません、あの、残部と

いうことなんですけれども、一応うちのほうで窓

口のほうとかにあるものについては極力、庁舎内

の棚ですとかそういったところに入れさせていた

だいて、できるだけ持っていっていただくように

しておりますし、各公共施設についても施設のほ

うに足りないというお話とかいただけば、お渡し

しまして追加で配布のほうしていただいていまし

て、特にうちのほうで残部のほう幾つという、ち

ょっとすみません、今のところ管理はしておりま

せんので、特にちょっと残部が幾つだというのは

把握はできていないような状況でございます。議

会だよりについては以上でございます。 

  続きまして、一般質問の録画放送の閲覧件数と

いうことなんですけれども、令和２年度の閲覧件

数につきましては1,074件、閲覧があったという

ような形でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） ありがとうございました。 

  議会だよりの件で、ちょっと細かいことなんで

すけれども、もう一度伺わせていただきます。 

  １万1,300部を１回につき製作しているという

ことなんですけれども、この内訳をもう一度教え
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てください。配布先の。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  議会事務局主幹。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 議会事務局主幹

の小林でございます。それでは、議会だよりの配

布の関係で再質問ありましたのでご答弁させてい

ただきたいと思います。 

  まず、議会だよりのほうなんですけれども、一

応、自治会のほうに広報配布ということで配布さ

せていただいておりまして、そちらのほうが大体

１万部くらいになります。残りは、公共施設、あ

と先ほどお話させていただいた学校ですとか、そ

ういったところに配布させていただいているとい

うような形になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  私、議会室のことでちょっとお尋ねしたいと思

っているんです。1つ、私の目の前にあるタイマ

ーの件です。一般質問で行うタイマーの件、直す

と言っていますけれども、 

〔「議場」と言う人あり〕 

○委員（山下秋夫君） 議場のことなんです。すみ

ません。タイマーの件、どうなっているのか。 

  それと、申し上げにくいんですけれども、この

議会室の椅子も何年たっているか分かりませんけ

れども、あれ私が入ったときから重たくって、腰

に合わなくて、姿勢に合わない。本当に困って、

私は腰が痛くなったんですよ、最初の頃は。最近

は慣れてきましたけれども、でも動かせない。大

変な騒ぎだなと思っているんですけれども、議会

事務局としてこの辺のところはどういうふうに考

えているのか、検討する余地があるのか、事務局

として、その辺のところをお聞かせ願えればと思

っております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  議会事務局主幹。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 議会事務局主幹

の小林でございます。山下委員からご質問ありま

した２点について、ご答弁させていただきたいと

思います。 

  まず、議場の、今、山下委員のほうで見づらく

なっていて申し訳ないんですけれども、あちらの

タイマーの関係でございます。こちらのタイマー

のほうなんですけれども、令和３年度予算で議場

の音響設備等を今回入れ替えのほうをさせていた

だく予定でございまして、その中に、モニターを

２台ほど設置させていただく予定でございます。

その今回、本会議終わった後の工事になってくる

かと思うんですけれども、議場の音響設備の入れ

替えのほうが済みましたら、今度、タイマーのほ

うはそちらのモニターのほうで表示させていただ

く形になりますので、これまでのように壁面に映

像のほうを映して見ていただくような形にはなり

ませんので、今後はこちらのプロジェクターの光

のほうはご心配なさらないで大丈夫ではないかな

というふうに思っているところでございます。 

  続きまして、議場の椅子の関係なんですけれど

も、すみません。こちらの椅子については、申し

上げにくいんですけれども、事務局のほうでどう

こうしますというのはちょっと言い難いのかなと

思っておりまして、もしそちらについては、議員

さんの議会としてちょっとご検討いただきまして、

その上で、こういうふうにしたほうがということ

でありましたら、それを踏まえて、予算要求する

なりという形で、うちのほうも対応させていただ

ければと思います。ちょっと事務局のほうで椅子

については、議会からのご提案があればちょっと
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予算要求ということも執行部に要望できるかなと

思いますけれども、うちのほうから換えますとか、

どうしますというのはちょっとお答えしかねる部

分かなと思いますので、すみませんが、こういっ

た答弁でご容赦いただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村でございます。 

  よく聞こえないんで、ダブりが入るかもしれま

せんけれども、まずこれは決算書46から48ですよ

ね。全部です。議会事務局の関係。 

  １つは、会議録の印刷配付、これについて質問

をいたします。会議録については、確かに配付し

なければならないという、そういう規則があると

いうことは前から伺ってはいるんですけれども、

令和２年度も印刷製本で166万円使っているわけ

ですよ。一方において、私が利用するのは会議録

の検索システムなんですよね。これで十分間に合

っちゃうんですよ。したがって、今の流れとして

は会議録を最低限度に、絶対置かなきゃいけない

ところだけにして、あとは配付する必要がないと

思います。その点について、どうでしょうかとい

うのが１点。 

  もう１点は、これは町長もご出席されておりま

す。議会事務局の事業に直接影響するわけではな

いんですけれども、議員活動を保障するというか、

支援すると、そういう意味で議会事務局の１名増

を検討してもらいたいんですよ。で、例えば、議

員が一つの条例を作成して提案をする、予算を伴

うというケースもあるし、ないケースもあります

けれども、それらをやる場合に、これ１回、私も

１期目のときにやったんですけれども、かなり苦

労したんですよね。要するに、議会事務局のほう

での職員の方が一生懸命、支援をしてくれるんだ

けれども、あんまりノウハウがないからそれほど

有効には役に立たなかったんですけれども。 

  町が条例を出さないものを議員が条例として提

案するというのは、当然の権利であるわけで、そ

ういったものを保障するということも必要なので

はないかなと、これは議会事務局の答弁というこ

とではなくて、やっぱり人事を扱う、この問題は

前から言われているんですよ。令和２年度の決算

というか、決算は予算に基づくもんだから、これ

はしょうがないんですよね。でも、今後というこ

とになれば、やはりその点は考えていただきたい

ということで、これは町長に対する質問になりま

す。お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  議会事務局主幹。 

○議会事務局主幹（小林賢吉君） 議会事務局主幹

の小林でございます。西村委員からご質問ありま

した会議録の印刷配付の関係について、ご答弁さ

せていただきたいと思います。 

  会議録のほうは、西村委員からのほうからもご

指摘ありましたように、今、現在、印刷して配付

のほうさせていただいているところでございます

が、印刷部数のほう必要部数でという、今お話し

いただきまして、その紙のほうの削減に当たりま

しては、今回、議員研修の中でＩＣＴ研修という

ことで久喜市に研修に行かれるかと思うんですけ

れども、その中でタブレットのほうを多分、研修

でご覧いただくと思うんですが、今後そういった

議会のほうでタブレットを利用するとかという形

になった場合、会議録のほうの部数のほうの、印

刷部数とかも削減とかというのも考えていく必要

があるのかなと思いますので、そういったデジタ

ル化の内容と併せて今後、議会とご検討させてい

ただければなと思っております。ちょっと、単純

に減らしますとかというよりは、そういったもの
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と絡めてちょっとご検討させていただいたほうが

よろしいかなというふうに考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 町長。 

○町長（新井康之君） お答え申し上げます。今、

西村委員さんからご質問いただきました議会事務

局職員の増についてですけれども、この件につき

ましては、昨年も要望があったかと思います。 

  議会事務局と議場が離れていますので、そうい

う問題、また３人で議会活動の支援が本当にでき

るのかという点、いろいろご不便をかけて申し訳

ないと思っています。 

  この件に関しましては、今、役場の職員が200

名ちょっとの中での采配でやっと行っております

ので、もう少し総務課人事担当のほうとも、もう

１回真剣にこの辺、検討して前向きに進めていけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 会議録の配付についてです

けれども、デジタル化の中でその辺のことは検討

するということで理解していいんですね。違う。

違うんだったら違うと言ってください。 

  それで、ほとんどこんなこと言ったら大変申し

訳ないんですけれども、会議録なんか配付されて

も１回も見ていません。でね、うちの床が抜けち

ゃうんですよ。あれ、ずっとやっちゃっていると。

ほとんど利用されていないんですよ。もっとも、

例えば一般質問でも前にどうだったか、どういう

答弁したかということを参考にされる方は、書面

のほうが早いかもしれないんですけれども、検索

システムで十分それはできるんですよ。だったら、

こんなのやめちゃえと。これ流れなんですよ。そ

ういう流れの中だから、これは令和２年度はやっ

ちゃったんだからいいんですよ。令和３年度も予

算はついているけれども、どうするかというのは

途中で変えられるわけですから、その点は考えて

いただきたいなと、これは要望にしておきます。 

  それから、職員の増員について、町長にもご理

解をいただいているわけで、今後いろんな要素が

ありますけれども、それを踏まえて検討していた

だくということをいただきましたので、それで結

構です。終わります。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ２点ほどちょっとお聞き

しておきたいと思います。私の声は聞こえますか。

あまり早くしゃべると全然聞こえないので、ゆっ

くりしゃべらせてもらいます。 

  １点目は簡単なやつですけれども、録画配信委

託料、いいんですけれども、ちょうど１年を終わ

るのかな、これで。どのくらい利用、一般の町民

の方が見ているのかどうかね。もし分かっていた

ら。ほとんど町民の方が見ていなかったら意味が

ないんだよね。それはちょっと。 

〔「1,074件」と言う人あり〕 

○委員（小河原 正君） そう。私、知らないうち

に報告があったんだ。今あったの。ちょっと聞こ

えないから分からないんだよ。質問している言葉

と答弁の言葉が全然ここでは聞こえないよ。西村

さんも今、質問したけれども、聞こえないなと言

っていたの。あんまり早くしゃべるとなお聞こえ

ない。 

  千幾ら。 

〔「74」と言う人あり〕 

○委員（小河原 正君） 1,074ね。分かりました。

結構あるんだね。失礼したね。それについては終

わります。 

  もう１点、ちょうど我々、改選後間もなく２年

が終わるんですね。今の議員の中で、議員の役が
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終わるのがあと２か月くらいで終わります。来年

３月には新たな役になりますよね。ですから、質

問するんですけれども、あまり言いたく、今まで

やらなかったのは、近隣の市町村こう全部見ます

と、議長室のつくりね、これが最低だよね、宮代

は。で、副議長だけ、私、こうしていうのは、今

だから言うんですけれども、来年は副議長をやる

なんて毛頭ありません。ですから、質問するんで

すけれども、副議長の机もない。この近隣にない

のは宮代だけ。ですから、何かでいろいろ意見述

べたくて、どっかで机のあるところで申し上げよ

うと思っても、しゃべる場所がない。ですから、

私はここ１年間はあそこの入り口でお話していま

す。そういうところは宮代だけ。ほかはみんな、

議長、副議長はちゃんとしたところがある。 

  なぜ言いますかというとですね。やっぱり、議

長は議長であそこでいろいろやっているかもしれ

ないけれども、やっぱり副議長もそれなりの立場

があるわけですよ。私はここで辞めるつもりがあ

るから申し上げるんだけれども、近隣に本当にな

いのはここだけ。机もなければ椅子もない。そこ

へ来て座っている人いるけれども、これどういう

ことなんでしょう。町はね、前々から私は言って

いるんですけれども、議会に対して冷たい。また

文句になっちゃうからね。本当に、前々から議会

に冷たい。本当に冷たい。そのくらいのこと考え

ないのかどうか。ちょうどこの決算で申し上げて

おかないと来年の３月にはできませんので、ちゃ

んとしたものをつくってもらいたい。椅子もない

んだよ、椅子も。副議長用の椅子もない。ですか

ら、私は出入り口にいつもお話ししています。そ

ういうところはこの近隣に宮代だけだよね。 

  議会に対してちゃんとした議論してくださいと

いってもね、そういう場所がなかったら議長と副

議長でいろいろと親密な、親密じゃ、悪い話じゃ

ないよ。この２年間、町のための話合いというの

をやったことない。よっ、よっと、あいさつで終

わり。座るところもないんだから。そういう町だ

よね、宮代町は。やっぱり議会軽視だなと、私は

前々から思っているの。前の町長のときにも言っ

た、そのことは。何考えているんですかと。どう

思いますかということを聞いておきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  議会事務局長。 

○議会事務局長（野口幹雄君） 議会事務局長の野

口でございます。 

  今、小河原委員さんからご質問のあった、まず

は専用議場がないということの中で副議長室がな

い、または会派のそれぞれの控室もないというこ

とにつきましては、前々からいろいろご意見をい

ただいていると思います。ただ、なかなか、ちょ

っとハードの問題になってしまうので、私からす

ぐにつくりますというお答えもできないのが現状

です。 

  ただ、今ある中で、副議長が来られてそこで議

長とお話ができる、そういうことがちょっとでき

るのであれば、今の中で考えていきたいと思うん

ですが、ちょっと現状の中ではそれだけのスペー

スを取るということが、今頭の中で考えて、ちょ

っと広さ的にも難しいのかなということもありま

すので、これはやらないということではなくて、

そういう議会としていろいろ話せる場所というも

のは必要だと思っていますので、今ある資源とい

うんですかね、広さの中で、もしできるのであれ

ば議会事務局としても考えてみたいと思いますが、

ちょっと今、即答でつくりますという答えはでき

なくて申し訳ないんですが、そのような答弁とさ

せていただきます。 
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○委員長（丸藤栄一君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） どうもありがとうござい

ます。 

  確かに、場所はないのは分かっています。でも

私はこの12月議会までしか今の立場はありません。

ですから、特に言わせてもらうわけです。まだな

ったばかりで、同じような質問すると、やつは特

別にそういうのを設けてもらいたいのかと言われ

るのが嫌だから今まで黙っていたの。本当に宮代

町は近隣では最低の机の配置ですよね。椅子もな

いというのは、しつこいようだけど、宮代だけ。

当然、机もないよね、椅子がないんだから。です

から、何か議長といろいろ打合せしたくても場所

がない。それだけ申し上げておいて、一つ宮代町

の議会事務局も大変でしょうけれども、何か考え

ておいたほうがいいと思います。 

  今、前段の西村さんが職員も増やしてくれと言

ったことも大事なことですから、また職員が増や

しても座るところがないですと言うなと思ってい

るの。それをどうしたらいいかと、それは前々か

ら流れがあるんですよ。そこの教育委員会の左に

ある部屋使ったらどうだとか、そこに会計室があ

るよね。そこは議長室つくったらどうだとかいろ

んな意見は出しているわけ、宮代町は聞きっぱな

しで右から左にいくのが大好きだから、言っても

何の効果もない、今まで。歴代のこの本庁舎がで

きた町長にも何回も全員の町長に言ったことある。

ただ、耳がよすぎるのかどうか、右から左、左か

ら右にいっちゃって終わり。頭の中に残してくれ

ないんだよね。一つ、頭の中に残しておいてもら

いたいと思います。そのこと申し上げて。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） ありません。ないようで

すので、以上で議会事務局の質疑を終了いたしま

す。 

  時間ですので、休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時１６分 

 

○委員長（丸藤栄一君） それでは、再開いたしま

す。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（総務課） 

○委員長（丸藤栄一君） これより、総務課の審査

を行います。質疑に入る前に、本日出席している

説明員の紹介をお願いします。 

○総務課長（赤井誠吾君） 総務課でございます。

総務課長の赤井です。よろしくお願いいたします。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。よろしくお願いいたします。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 総務課人

権推進室長の柴﨑です。よろしくお願いいたしま

す。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課主幹の村山と

申します。よろしくお願いします。 

○総務課主幹（星野靖史君） 同じく総務課主幹の

星野と申します。よろしくお願い申し上げます。 

○総務課主幹（飯山保孝君） 総務課主幹の飯山と

申します。よろしくお願いします。 

○総務課庶務職員担当主査（齋藤千洋君） 総務課

庶務職員担当主査の齋藤でございます。よろしく

お願いいたします。 

○総務課広報担当主査（平向優子君） 総務課広報

担当主査の平向と申します。よろしくお願いしま
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す。 

○総務課文書法規担当主査（松井美絵君） 総務課

文書法規担当主査の松井と申します。よろしくお

願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。質疑は

ありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。よろしくお願い

します。何点かお願いいたします。 

  １点目、決算書50ページ、総務管理事業委託料

メンタルヘルスについてお聞きします。 

  これ毎年、計上していて、メンタルヘルスの、

職員に対してやっていただいているんですが、今

回、一般質問にも出しましたが、職員の窓口対応

とかやる気というのを出させていただいたんです

けれども、メンタルヘルスの効果というか、ちょ

っとそういうところが結構表れているんじゃない

かなと思ったのもあって、質問しました。何かち

ゃんと生かされているのか、そこもう少し力を入

れるんじゃないか、入れたほうがいいんじゃない

かなと私は思ったので、そこ１点です。 

  あと２点目は、決算書の52ページ、図書追録整

備事業の委託料、例規集データベース更新委託料

が110万円、ちょっとこれ金額がすごく大きいの

で、あと使用料及び賃借料、例規執務サポートシ

ステムというのが143万880円とかあるんですが、

あと54ページの文書管理事業、12項目の文書管理

システム保守委託料27万6,936円て、これって毎

年かかるんでしたっけ。何年かに１回なのか、そ

こを、すみません。気になったのでお願いします。 

  あと３番目が、決算書54ページの人権・平和推

進事業で、補償、補塡及び賠償金、人権啓発講演

会講師委託キャンセル料のところが５万円となっ

ているんですが、これコロナ禍でできなくてキャ

ンセル料を払ったのか、人権の講習はやったよう

な気がしたので、ちょっとこの５万円のいきさつ

はどうなっているのか、お願いします。 

  あと、決算書56ページ、広報・広聴事業の、施

策に関する説明書は71ページです。何度か前も質

問させていただいているんですが、広報みやしろ

の戸別配布と各自治会、町内会の配布による枚数

の違いて、多分5,000枚くらい今回あったような

気がするんですが、その全戸配布しないときの多

分１万1,000くらいは配布していると思うんです

が、5,000枚くらいの差で情報は届いているのか、

今後も町内会通すと、町内会に入った人にしか行

かないので、全戸配布をするためにはどうしたら

いいかということで、そこの枚数についてお聞き

します。 

  それと、久喜宮代衛生組合だよりは、年４回配

布していますけれども、あちらの予算では世帯数

で確か町のほうに来ているはずなんです。そうす

ると、やっぱり世帯数で来ているので、そこで何

千枚の配布の違いができているんですけれども、

戸別配布のときは多分、全部出していると思うん

ですけれども、その差額の枚数はどこへ行ってい

るのか、かなり大きな枚数なのでお聞きいたしま

す。 

  あと、すみません。町の広報紙なんですが、私

はこの広報紙は内容がいいので応援しているんで

すが、やっぱりちょっと、年齢高い方とか見ずら

い、杉戸町の広報はとても写真とかもいい、例え

ばオリンピックの聖火リレーの写真もとても同じ

ようによかったのに、やっぱり杉戸のはいいよね

という評価もあります。それで、幅広い年代に読

んでもらうためにタブレットにしたというんです
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けれども、これ基本的にタブレットにした理由、 

〔何か言う人あり〕 

○委員（丸山妙子君） ごめんなさい。タブロイド

版にした理由をお願いします。 

  あと、私もちょっとしちゃうことあるけれども、

新聞紙と同じなので、気づいたときに新聞紙と一

緒に処分しちゃっていてないとか、そういう声も

聞くんですね。何で変えちゃったんだろうという

声も聞くので、もう一回、すみません、そこをお

聞かせ願います。 

  あと、昨年度、令和２年度は、顧問弁護士委託

事業、決算書54ページなんですが、弁護士に相談

することも多かったと思うんですが、金額の増が

なかったのか。ないようなんですけれども、なか

ったのか。どうしてなくて済んだのかお聞きしま

す。 

  あとは、決算書66ページ、男女共同参画社会推

進事業、12委託料、第３次男女共同参画プラン策

定に関わる意識調査業務委託料について、アンケ

ートとか取っていただいたと思うんですが、全部

委託してしまうのか。どういう内容でとか、担当

課とはどういう委託先とかにはどういう話合いと

いうか、どういう内容で委託しているのか、お聞

きします。 

  以上です。大きく６点です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  まず、ご質問いただきましたメンタルヘルス事

業の関係ですけれども、こちらメンタルヘルス、

ストレスチェックということで、毎年実施はさせ

ていただいております。窓口業務とのちょっと関

連性というのはどういう結びつきがあるのかなと

いうのは、何とも言えない状況にはありますけれ

ども、ストレスチェックを行いますと、どうして

もやっぱり高ストレス者というのはいらっしゃい

ます。その方たちに対しては、総務課で誰が高ス

トレスなのかという個々の把握というのはできな

いということで決まっておりますので、相対的な

把握でしかできないんですけれども、そういった

方々には自らのそのストレスの状況というのを把

握していただいて、例えば専門機関への相談です

とか、周りの職員への相談、そういったものをし

ていくようにということで、対応を取っていると

ころです。 

  続きまして、図書追録の委託料ですとか、例規

のサポートシステム、文書管理システムの委託料

ですとか保守、こういったものは毎年かかってく

るものです。業者とは毎年、見積りはもらってい

て、委託料は減額にならないかということで交渉

は毎年度、行ってはいるんですけれども、何年か

前に例規のシステムですかね、こちらについては

多少見直しをしていただけたということで、事あ

るごとにこの委託料というのは見直しというか、

業者と交渉はしている状況にございます。 

  私からは以上になります。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 続きまし

て、人権・平和事業につきまして…… 

○委員長（丸藤栄一君） ちょっと待って、手を挙

げて。 

  総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 人権推進

室長の柴﨑です。大変申し訳ございませんでした。 

  続きまして、人権・平和推進事業につきまして

お答え申し上げます。 

  人権・平和推進事業、21補償、補塡及び賠償金

の人権啓発講演会、講師委託キャンセル料につき

ましてご説明申し上げます。 

  こちらの事業ですが、昨年度、人権啓発講演会
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といたしまして、９月に人権講演会を開催を予定

しておりました。こちらの事業ですが、県からの

委託金を頂いて事業を実施するもので、概ね３年

から４年に一度、宮代町で実施をしております。 

  こちらの事業につきまして、４月当初、契約講

師のほうと、落語家さんに講演いただく予定で進

めて、契約等させていただいておりましたが、４

月の中旬、緊急事態宣言が発令されたことにより、

全ての業務を中止してほしい、こちらの補助金に

つきましては法務省の委託金を受けておりますの

で、法務省のほうから中止していただきたいとい

う旨の通知がありましたことから、中止となった

ものでございます。 

  当初このような通知が来ると思っていなかった

ため、講師の方と契約を結ばせていただいており

ました。その際に講師のほうと契約するに当たり

ましては、新型コロナウイルスを理由とするキャ

ンセルについては５万円を頂きたいという旨の契

約となっておりましたことから、こちらキャンセ

ル料といたしまして、賠償金のところから支出し

たものでございます。 

  なお、こちらの５万円につきましては全て県か

らの補助金、委託金ということで支出のほうさせ

ていただいております。 

  以上でございます。 

  続きまして、顧問弁護士委託料につきましてで

ございます。こちら増減があったかというご質問

でございますが、相談件数につきましては、顧問

弁護士の相談につきましては、昨年度、緊急事態

宣言もあったんですが、全て対面での面談を感染

防止対策を講じながら実施したものでございます。

こちらのほうは、成果書の67ページにも記載させ

ていただいておりますが、町民からの相談は73件

ございまして、前年度と大きな差はございません

でした。また、町からの相談は増えておりまして、

19件ということでなっております。合計で92件の

ご相談をさせていただいたということでございま

す。 

  以上でございます。 

  続きまして、男女共同参画プランの住民意識調

査の委託料の関係でございます。こちら委託する

に当たりまして、今年度までが第２次の男女共同

参画プランの策定の、今年度が最終年度となって

おります。次年度からのプランを策定するに当た

りまして、プラン、宮代町の住民の意識の調査を

させていただくに当たりまして実施したものでご

ざいます。 

  こちらのプランにつきましては、大きな項目と

いたしまして男女平等に関する意識、家庭生活・

子育て、男女の就業・仕事、女性の社会参画、男

女間における暴力、健康、男女共同参画を推進す

るための取組、防災災害に関する対策、性的マイ

ノリティーの分野において調査をさせていただき

ました。 

  今回、宮代町におきましては、成人18歳以上の

方800名、小学校５年生、中学校２年生の子供に

対する意識、また役場職員の意識ということで、

３パターンに分けて実施したところでございます。

小・中学校及び役場の職員は約90％以上の回収率

がございまして、一般の方も52％と、意識調査の

アンケートの回収率としては非常に高い結果とな

っておりますので、多くの方が宮代町の男女共同

参画の意識が高かったのかなという、回収率でも

反映ができるところかなと思っております。 

  業者のほうにつきましては、こちら業務委託に

つきましては入札において、実施をさせていただ

ておりまして、地域計画株式会社が落札をしてお

りますので、そちらに委託をさせていただいてお

ります。調査の制度設計から結果に至りましては、

業者のほうと調整をさせていただいて、打合せ等
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をさせていただいて、実施をさせていただいてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課主幹の村山と

申します。ご質問にあった広報の関係の分で、お

答えします。 

  まず、１点目、個別配布、全戸配布の関係でご

ざいますけれども、平時、新型コロナが蔓延して

いないときにつきましては、自治会の区長さん等

を通じまして配布してございます。約１万1,000

部世帯、配布させていただいております。 

  今回、緊急事態宣言等を受けまして、外出をな

るだけ控えましょうというような国の旗振りがあ

りましたので、郵送等で送りましたけれども、郵

送については約１万5,000強の世帯について郵送

をさせていただいております。 

  差異については約4,000くらいありますけれど

も、通常時の考えですと１万1,000を自治会さん

経由で配布をしまして、それ以外は駅や公共施設

等で手に取っていただく、ないしはホームページ

でデータを配信しておりますので、ウェブで見て

いただくということがあるのかなとは思っており

ます。 

  なるだけ、やっぱり多くの方に知っていただき

たいというのもありますので、今回は新たにコン

ビニさんのほうにも広報のほう置かせていただき

まして、なるだけその漏れがないような取組みは

していきたいというふうには考えております。 

  ２点目、広報紙が見づらいというところで、杉

戸町さんの広報よかったと、私も拝見しましたけ

れども、すごくよかったなと思っております。改

めて、タブロイド紙にした理由というところでご

ざいますけれども、こちらは、まずは親しみやす

い紙面にしたいというところ、あと、これまで広

報紙を見ていなかった方にもぜひ取っていただき

たいと、まるっと言えば、幅広い世代の方にぜひ

取っていただきたいというところで、広報みやし

ろＡ４版からタブロイド版にして、かつフルカラ

ーにして、いろんな工夫した紙面づくりができる

ようにというところをさせていただいたところで

ございます。 

  また、予算委員会でもご案内しましたけれども、

ＬＩＮＥ上で今年２月にお友達の皆さんにアンケ

ートさせていただきまして、概ねいいというとこ

ろですけれども、当然、逆にここは見づらいよと

いうような、委員ご指摘もありますので、まるっ

と見づらいほうに傾きますと、今いいと言ってい

る人が、いやそうじゃないとなりますので、そこ

はやはりバランスかなと思っておりますので、ぜ

ひ引き続き、こういったふうにしたらいいんじゃ

ないかという提案をぜひ広報のほうにいただけれ

ばチャレンジして、マイナーチェンジを繰り返し

てよりよい広報にしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課主幹の村山で

す。大変失礼しました。ご質問だった久喜宮代衛

生組合だよりの残部ですけれども、今ちょっと担

当にも話ましたけれども、総務課のほうで、残を

どうやっているかまでは把握していないので、こ

の場ではちょっとお答えできないというのが現状

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございます。 

  じゃ、１点目のメンタルヘルスは把握できてい

ないということで、ご本人が分かって、病院行く

なり、ちょっと気をつけるということなんですが、
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結構、窓口でこう顔を伏せてしまうとかというの

は、気持ち的にかなと思うところもあるので、な

んか毎年メンタルヘルスのほうはきちんとやって

くださっているので、個人情報もありますけれど

も、何かこううまく生かしていただいて、多分、

担当課の上司というか、把握したりとかとなるん

でしょうけれども、ちょっと気をつけていってい

ただきたいなと、やっぱりメンタルヘルスのこれ

大事なことですので、関係ないとは言えないかな

と思うところもありますので、よろしくお願いし

ます。 

  あと、２番目です。例規集のほう、これ毎年と

いうこと分かりました。町の、見てみると結構、

委託料が非常にかかっている、金額的に非常に大

きいので、かかるのは仕方がないですけれども、

例規に関しては見直しをしてもらったということ

なので、ちょっとこれからもそういうところ、で

きるんだったらお願いしてほしいと思います。 

  あと、３番目の人権の講師、分かりました。法

務省から中止の依頼が来たということと、県の委

託金で払ったということで、きちっと講師の方も

そういう条件があって、コロナ禍だったら５万円

ということだったということで分かりました。こ

の講演、また聞けるといいなと思っております。 

  ４番目の広報みやしろに関しましては、ネット

で見ている若い方も多いんですが、私もちょっと、

若めの方にはネットに載っているからとか、パソ

コンする私くらいの年代の方も言っているんです

けれども、はっきり言って、パソコンのほうすご

くいいんです。分かりやすいし、見やすいし。だ

から、言っているんですけれども、情報が届かな

い、意外に若い人は町の広報もなかなかホームペ

ージ見ないと思うので、ほかのところは見てもい

ろんな幅の世代の人に見てもらうようにやってい

るとは思うんですけれども、すごく私はちょっと

応援しているんですが、やっぱり高齢の方がどう

しても読みづらいというところは、ちょっと工夫

してもらってもいいのかなと、その前も言ったと

思うんですけれども、そのページに関しては字を

大きくするとか、何かちょっとしていただくとい

いかなと思います。 

  あと、衛生組合のほう分かりました。あとでお

願いいたします。 

  あと、タブロイド版、はい、いいです。 

  あと、顧問弁護士料も、分かりました。 

  あと、男女共同参画のほうも、初めの段階から

相談しているということで、はい、分かりました。

理解しましたのでいいです。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。４点質

問をさせていただきます。 

  決算書の50ページ、私もメンタルヘルスについ

て、もう少し詳しくお伺いしたいんですけれども、

ストレスチェックをして結果が出て、それで自分

が今これくらいストレスを抱えているんだという、

自分での再認識ができるということだと思うんで

すけれども、それによって、自分がストレスを抱

えているような職場環境である、その環境という

のを変えるために、その庁内の中での相談体制と

いうか、その辺までつなげて改善をしていくよう

なことをしているのかということを、ちょっとも

う一度お伺いいたします。 

  ２点目が、決算書の54ページです。成果書が66

ページになります。こちらの町民相談なんですけ

れども、こちらの相談員が３名ということで、こ

ちらどのような相談の内容というか、何回相談し

ているのかとか、どのようなことなのか、もう少

し詳しく教えてください。あと、町民の方という

ことなんですけれども、どのような方が相談を受
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けているのか、もう少し詳しく教えてください。 

  ３点目なんですけれども、法律相談につきまし

て、今回、成果書67ページで、町民相談の部分で

73件ということなんですけれども、こちらは同じ

方が何度も相談にのっているのか、それとも一度

だけなのかということを詳しく教えてください。

確か、１回30分くらいだと思うんですけれども、

それでは相談の内容まで行きつくのが短いかなと

思うんですけれども、その辺りもどのようになっ

ているのか、詳しく教えてください。 

  最後に、情報誌のふらふーぷについてなんです

けれども、こちらの部数と配布先と反応のほう、

どのような反応があったのか詳しく教えてくださ

い。お願いいたします。決算書では66ページで、

成果書は68ページです。男女共同参画情報誌ふら

ふーぷの発行というところで、お願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  １点目のメンタルヘルスの関係でお答えさせて

いただきます。 

  こちら相談の体制ですとかなんですけれども、

ストレスを抱えている方に限らず、いろんな悩み、

そういった抱えている職員も少なからずともいら

っしゃると思いますし、またその時々によってそ

ういったストレス、悩みを抱えるといったケース

もあるかと思います。 

  一番は、まず、一番近くにいる同じ担当の職員

ですとか、その上司、そういった方が相談の窓口

であったりとか、なるかなと。そういうふうに考

えております。なかなか、同じ担当内、同じ部署

内だと相談しづらいという方もいらっしゃるかと

思うので、当然、総務課でも言われれば相談を受

けたりとか、あとは、周囲の職員からちょっと最

近元気がないんだよねとか、様子がちょっと変か

なという報告があったりします。そのようなとき

には総務課のほうから逆に声をかけて、状況を伺

ったりとかしている状況にあります。そこで解決

に至る場合もありますし、なかなか解決に至れな

い場合もありますけれども、なるべくそういった

職員を把握した場合には、定期的にというんです

かね、状況を把握するように努めて、声掛け等を

中心にまずはやっている状況にあります。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 人権推進

室長の柴﨑です。町民相談の関係のご質問につき

ましてお答え申し上げます。 

  町民相談につきましては、毎月１回第２月曜日

に実施しております。相談を受けている方は人権

擁護委員になります。こちらは、宮代町町民相談

員設置規則第２条に、人権擁護委員の中から町長

が委嘱すると決まっておりますので、人権擁護委

員３名が相談員として従事しております。 

  昨年度につきましてですが、緊急事態宣言発令

中は、町民相談を実施は中止させていただきまし

たが、それ以外の期間は実施をさせていただきま

した。相談件数は３件ございまして、概ね相談内

容は家族のこと、近隣のこと、相続ということで、

３件ございました。 

  以上でございます。 

  続きまして、法律相談につきましてのご質問に

お答え申し上げます。 

  昨年度、73件、相談がございましたが、同じ方

が何度も来ているかとのご質問でございますが、

同じ方が何度か来ている方もいらっしゃいますが、

概ね初めての方が多くなっております。 

  大体、お１人、目安として30分程度ということ

でさせていただいておりまして、まず、例えばご
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連絡をいただいた際、受付の際に30分程度でお願

いしますということで、相談者の方にお伝えさせ

ていただいております。その際には、待ち時間等

がある場合があるので、要点を何か紙にまとめて

いただいて、すぐに相談が話せるような状態のほ

うがお時間がかからなくていいと思いますという

ことで、アドバイスのほうをさせていただきなが

ら、ご相談のほうをさせていただいています。た

だ、あくまでも目安が30分ですので、状況によっ

てはそれ以上の時間もかかっている場合もござい

ますし、逆に30分かからないという場合もありま

す。 

  以上でございます。 

  続きまして、男女共同参画情報誌ふらふーぷに

つきましてでございます。 

  こちら、年に１回発行をさせていただいており

ます。作成部数ですが、昨年度、１万7,500部印

刷をさせていただきまして、配布先は昨年度から、

広報紙の折り込みの特別付録ということで、配布

をさせていただきまして、全戸配布をさせていた

だいております。また、町内の公共施設のほうに

も配布をさせていただいております。 

  反応につきましては、あまり直接いいお言葉を

というんですか、は、なかったんですけれども、

たまにあった言葉としましては、男女共同参画情

報誌を初めて全戸配布させていただいたので、表

紙に男女共同参画を取り組んできた町の歩みとい

いますか、ふらふーぷ情報誌の歩みを掲載させて

いただいたところなんですが、そういったところ

を見ていただいて、かなり昔からこういったもの

に取り組んでいて、そういう歴史が分かりました

というような言葉をいただいたりもしております。 

  また、全戸配布して、昨年度、宮代町にある子

育ての優良企業を掲載させていただいたんですが、

そういったところも見て、宮代町にこういって子

育ても仕事も充実できる、要は女性が活躍したり

できる企業があるんだねというところを知ってい

ただいたというところでお声をいただいたところ

ではございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  １点目のストレスチェックなんですけれども、

相談体制ができているということなんですけれど

も、そういう悩みとかを言いやすい環境をつくら

れているとは思うんですけれども、そこで職場環

境が変わるとか、変えてもらえるとか、そういう

ことが期待できないと、言ってもしょうがないか

なという感じで、１人で抱え込んでしまって状況

がこう悪くなるという場合もありますので。 

  あと、窓口対応に関しては今回、私も一般質問

でしたんですけれども、ちょっと困っている方の

相談を受ける際は、理解をしようという気持ちで

臨んでいただきたいというのは、役場とかは温度

差があるというのは町民の方も思っていまして、

役場に行ってそういったことを相談をして、対応

に傷ついたりとかする場合があると思うんですけ

れども。そこの改善として、そういった相談をし

てくださる方に寄り添うということも大事なんで

すけれども、一方で、理解をしようとしていると

ころで言いますと、こちら側の相談を受ける側も

線を引いて、お互い自分を守りながらといいます

か、そういうことも大切だなと思うんですね。な

ので、何かその辺りのご指導というか、接客で全

部、町民の、もちろん町民の方、困っている方に

寄り添うことは大切なんですけれども、その共感

を無理にしようということはすごく負担になると

思うんですね。なので、そのお互い行き違いがな

く、傷つかない相談窓口対応の仕方というか、そ
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ういうのを伝えていただけると、お互い負担がな

いのかなということは思います。そのような要望

をいたします。 

  あとは、承知をいたしました。法律相談も30分

の短い時間なんですけれども、何回かそこで終わ

らない場合はもう一度、１回もう相談したからだ

めだよということで、できないというわけではな

く、受付けてくださっているということで、承知

をいたしました。 

  あと、町民相談に関しては、月１回ということ

で、この報酬というのはどういう計算になって出

ているのか、そこをもう一度、教えてください。 

  ふらふーぷに関しては、私も拝見しまして、と

てもいいなと思いました。年に１回ということで、

またお願いいたします。 

  その１点だけお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 総務課人

権推進室の柴﨑です。町民相談員の報酬の算出の

根拠ということで、ご質問いただきましたのでお

答え申し上げます。 

  こちらにつきましては、町の特別職職員の報酬

及び費用弁償に関する条例の中で、町民相談員の

報酬の金額が決まっております。町民相談員は日

額6,000円、費用弁償300円となっておりますこと

から、こちらの条例に基づき支出をさせていただ

いております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉伸一郎君） 泉でございます。よろしく

お願いします。 

  ３問聞きたかったんですが、前段の委員の質問

と全く同じということがありまして、それで、ち

ょっとその中で追加でお聞きしたいんですけれど

も、まず、決算書53、54ページで、町民相談件数

なんですが、これ３名用意されていて、なおかつ、

毎週月曜日にされていますね。時間も午前、午後

とありまして、結構３時間、３時間で６時間くら

いされているんですかね。そういう中で、年間３

件しか相談されていないというのに驚いたわけな

んですが、これについてどのようにお考えかをお

聞きしたいということが１点です。 

  それから同じ54ページの中で、法律相談の関係

なんですが、これ大体、町民の相談が同じくらい

の数字になっておりますが、これはこの相談回数

というんですかね、それがほとんど埋まってこの

ような感じになっているかということをお聞きい

たします。 

  それと、ふらふーぷの件なんですけれども、こ

れも重なっているんですけれども、理解いたしま

した。その中で、これ情報誌となっているんです

けれども、これ何ページくらいになっているかお

聞きいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 総務課人

権推進室の柴﨑です。 

  町民相談員、年間３件しかないのに、３人の配

置、相談員としているということでございますが、

相談の内容が、町民の皆様がどういったものを相

談があるかというところがそのとき多分、思われ

る相談、悩みごとがあると思いますので、毎月１

回、１回だけなんですけれども、門戸を開いてい

るというところです。 

  町民相談員につきましては、月は１人だけ、毎

月１人対応でおります。確かに、時間のほうが10

時から４時までということなので、５時間おりま

すが、町民相談、電話でも受けるような相談とな
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っておりますので、町民相談員が一日配置して皆

様が相談があった場合にはお受けさせていただく

という体制を取っております。 

  確かに、結果として、昨年度、緊急事態宣言も

あった中で中止をさせていただいたので、件数は

年間としては少ない状況ではございますが、門戸

は開いて町民の皆様の相談を受けていきたいと考

えておりますので、ご理解をいただきますようお

願い申し上げます。 

  続きまして、法律相談の件数でございますが、

昨年度とほぼ変わらない件数だということで、相

談の枠が埋まっているんではないかというご質問

でございますが、昨年につきましては特に予約制

ということではしておりませんで、当日にお越し

いただいた先着順ということでの相談を受けさせ

ていただいておりました。月によっていらっしゃ

る人数も全く違うんですけれども、たまたま一昨

年と変わらない相談件数があったということにな

ります。枠といいますか、昨年につきましては、

いらっしゃった方全て受けておりますので、もち

ろん月によって時間が余ってしまうというんです

かね、空いている時間帯もありました。 

  以上でございます。 

  ふらふーぷにつきましては、タブロイド版の大

きさで、広報のタブロイド版のちょうど真ん中に

特別付録ということで、折り込みをさせていただ

いたところです。ページ数といたしましては４ペ

ージとなっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉伸一郎君） ありがとうございました。 

  １つだけお伺いいたします。 

  法律相談の中で、やはりこの段階で解決される

のが一番いいことだとは思うんですけれども、残

念ながらその弁護士のほうと契約して、そういう

ふうに進んだという件数というのは何件くらいあ

ったんでしょうか。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 総務課人

権推進室の柴﨑です。 

  弁護士のほうに委託してというお話でございま

すが、弁護士相談につきましては、あくまでも町

民の皆様の法律的なものの解釈の助言ですとか、

アドバイスが中心となっておりますので、その方

の悩み事の受託というんですか、委任を受けると

いうことではございませんで、住民の方が悩んで

いるものに対しまして、解決の糸口を法律的な観

点からご助言をいただくという目的で実施してい

るものであります。そのため、弁護士さんに受任

したというところまでは把握はしておりません。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） すみません。角野です。

お願いします。 

  決算書の48ページの一般管理費の説明の中で、

報酬の会計年度任用職員の報酬、短時間199人と

いうふうにご説明されましたが、ちょっと分から

ないので教えていただきたいんですが。あと、各

課ごとに会計年度職員というのが載っていまして、

そこに様々な手当がついているんですが、施策に

関する説明書の７ページの性質別の人件費という

ところで１番の会計年度任用職員の開始に伴う増

ということで、この令和２年度から会計年度任用

職員という制度が始まって、様々な支出が出てく

るんだろうと思うんですが、結果、会計年度任用

職員の人件費というか、報酬プラス含めて期末手

当、保険料含めてどれだけ上がったのかというの

は、どこを見たらいいのかお伺いします。何名だ
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ったのか、そして幾らだったのかというのをちょ

っと聞きたいと思います。 

  それで、その７ページのうち職員給というのは

減ったのは選挙がなくなったための減ですよとい

うふうに書いてあります。人数的には変わったと

いうことでなくて、３つの選挙、知事選だとか、

様々な選挙の手当てが職員にあった分のが減った

分が1,132万円なのかということで、ちょっと確

認させていただきたいと思います。 

  それから、広聴・広報事業、決算書56ページな

んですが、成果書の中では、緊急事態宣言で直接

郵送委託による個別配布というふうに書かれてい

ますが、具体的にちょっと聞きたいのは、４月く

らいに緊急事態宣言になって、そして職員が配布

したこともあるのかなと思いますが、何月に直接

郵送にしたのか、委託にしたのか、調整区域だけ

郵送にしたんだとか、そういう具体的な細かいと

ころなんですが、お伺いしたいと思います。 

  それで、この広聴・広報事業に２年度決算が

1,214万円と成果書には書いてありますが、この

広聴広報費の支出済額の決算書のほうは1,344万

円となっています。これは何が違うのかなという

ふうに思うので、そこもお伺いしたいと思います。 

  それから、有料広告で54万円というふうに出て

いますが、これは前年度より大分増えているとい

うその理由というのは何かあるのかどうか、お伺

いします。 

  それから、ＬＩＮＥ、プッシュ型の情報発信と

して今、公式ＬＩＮＥというのを開設したという

ことなんですが、現在どれくらいの人が町とつな

がってＬＩＮＥを開設しているのか、人数が分か

ったら教えてください。 

  以上、お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） では、ここで休憩いたし

ます。 

 

休憩 午後 ０時０５分 

 

再開 午後 １時０５分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  角野委員の答弁からお願いいたします。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  会計年度任用職員の関係でご質問をいただきま

した件について回答させていただきます。 

  まず、令和２年度中、会計年度任用職員として

任用した人数ではあるんですけれども、本会議の

補足説明の際に199名と申し上げたかと思うんで

すけれども、正式には189名になります。 

  こちら、会計年度任用職員にはフルタイム、職

員と全く同じ勤務時間働いていただく職員、会計

年度任用職員と、それよりも短いパートタイムの

方がおりまして、合計で、フルタイムが12名、パ

ートタイムが177名ということになっております。 

  それで、令和２年度に会計年度任用職員に係る

人件費の総額ではあるんですけれども、なかなか

決算書の中から数字を導くことは非常に難しい状

況になっておりまして、口頭で申し上げさせてい

ただきます。 

  こちら一般会計の分ということで申し上げます

と、令和２年度は２億1,412万6,682円です。全部

の会計含めますと２億3,006万5,560円です。 

  先ほどの189名というのは、全部の会計含めて

になります。 

  会計年度任用職員のご質問に対してへの回答は

以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 総務課主幹。 
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○総務課主幹（村山善博君） 総務課主幹の村山で

す。 

  角野委員さんからの広報の関係で３点ほどあり

ましたので、順次お答えします。 

  令和２年度の広報の配布につきまして、緊急事

態宣言等を受けまして、どんな感じで配ったのか

ということですけれども、まず町が直接配布した

のは４月あります。令和２年５月号及び６月号、

令和３年２月号、３月号です。 

  一番最初、令和２年５月号は、こちらは職員と

社協の応援もありましたけれども、ポスティング

と郵送を併用しております。主に市街化地域を職

員等人的なもので配布をしまして、調整地域につ

いては郵送をしておるというところです。おおむ

ね郵送が4,000通強、4,000通ぐらいです。職員で

１万通ぐらいとなっております。 

  令和２年６月号と令和３年２月号は、こちら郵

便で送ってございます。 

  令和３年３月号につきましては、シルバー人材

センターによるポスティングを行っておるところ

でございます。 

  それと、決算書、ページで言いますと55、56ペ

ージというところで、成果書、こちらは広報・公

聴事業なので71ページの歳出の金額が違うがとい

うところですけれども、決算書のほうにつきまし

ては、款項目が広聴広報費の中には成果書の71ペ

ージでございます広聴・広報事業のほかに、決算

書でいうと58ページです、秘書事務事業あります

ので、この秘書事務事業と広聴・広報事業合わせ

まして、目でいうと広聴広報費の1,344万5,942円

の支出となりますので、ちょっとそこが成果書と

はうまく突合しないところでございます。 

  ２点目、有料広告、決算書でいうと40ページ、

上から６番目ぐらいですか、88万8,000円のうち、

広報担当で所管しているのは54万というところで、

大分伸びているんですけれども、内訳を見ていま

すと、特に広報紙のほうで大口３枠、横にぼんぼ

んぼんとつながるような３枠の大きい広告が複数

月にわたって掲載の申込がございまして、決算額

を引き上げているものと考えております。 

  最後、ＬＩＮＥですけれども、ＬＩＮＥの友達

数は最新でいうと、こちら８月末ですか、9,519

人となってございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  今、ご答弁いただきました広報については、緊

急事態宣言が急遽出たということで大変だったの

かなと思いますが、これについては早く締切りが

あるのにかわら版というのを差し込めるというの

はすごくいいことだなというふうに思いました。 

  この中で56ページの広報配布業務委託料168万

円はシルバー人材センターということですねとい

うこと、これ３月号の分ということですね。それ

から、今、最初の５月は職員と社協とそれから調

整区域は郵送4,000通、６月と令和３年２月は郵

便で行ったということで、52ページの文書通信費

のところ、文書通信庶務事業、ここにも入ってい

る郵便料ということで、これはそのままそっちへ

行っているのかどうか、その辺ちょっと確認して

おきたいなと思いますのでお願いします。 

  それから、こういう、今もそうですが、緊急事

態宣言ということで、最初は封書だったのが今は

透明の、今回の９月のは透明ですごく、だんだん

よくなってきているのかなと思っているんですけ

れども、緊急事態宣言だから郵送ということで、

町としては職員がポスティングしたり、また郵便

であったり、シルバーさんに委託したりと、結果

としてはどういうのが理想というか、元へ、早く

自治会に戻したいなと思っているのか、その辺の
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評価というか、その辺をお伺いします。 

  それから、会計年度任用職員については令和２

年度の数は分かりましたが、緊急事態宣言という

ことで働き方というのも、ちょっとストップした

というところもあったり、催し物がストップした

りということもあったりして、この緊急事態宣言、

コロナ禍でなかったならば当初のイメージの会計

年度任用職員とそれから緊急事態というコロナ禍

であっての職員の決算の人数というか、その辺の

違い、例えばパートタイムとか、その辺の結果は

どんなふうに違うのか、全然変わりないんならそ

れはそれでいいんですけれども、その辺をお伺い

します。 

  それから、ＬＩＮＥ9,519人と、９月、デジタ

ル庁が発足して、もうデジタル化に進んでいるん

だなというのがよく分かりますが、広報するとい

うやり方がどんどん変わってきているのかなとい

うふうには思いますが、この辺についてはどうな

んでしょう。ＬＩＮＥが一番いいのかなというふ

うに思ったりもするんで、その辺もちょっとお伺

いします。 

  それから１つ忘れたんですが、男女共同参画の

アンケート、たくさんの、成果書69ページなんで

すが、普通の意識調査で52％出たというのはすご

いというふうな答弁があったんですけれども、男

女共同参画プラン策定のためということで、特に

防災に関して、それに関してもアンケートに入れ

たとありますが、防災についてはどのようなこと

をアンケートに入れたかお伺いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課主幹の村山で

す。 

  今のご質問に、広報関係ですね、お答えさせて

いただきたいと思います。 

  緊急事態宣言中は町が直接配布をして、それ以

外は自治会さんを経由ということで、評価という

ところでお話ありましたけれども、当然、緊急事

態宣言中というのは国、県、町がなるだけ人と人

との関わり、接触を減らしましょうということを

町民の皆様に呼びかけておりますので、町が直接

郵送するというのは、これ行政の責任なのかなと

担当は考えています。どこからが平時かというの

はなかなか基準がないものですけれども、本当に

一般的に平時と皆さんが思われる場合であれば、

広報担当とすると、従前の自治会さんを通じた配

布をぜひ継続していきたいとは考えておるところ

です。 

  何点か理由はありますけれども、やはり一番大

きいのは費用負担の問題で、毎月毎月広報を配布

するという作業に対して、経常的に郵送費がかか

るというのはできれば避けたいというところは、

担当の思いではあります。 

  ただし、様々な、後段のＬＩＮＥのくだりに関

わりますけれども、世の中が、今回、ＬＩＮＥが

9,000人友達が増えた経緯は高齢者のワクチン接

種が、これＬＩＮＥで行ったというところで、非

常に多くの方がＬＩＮＥのお友達としてなってい

ただいております。 

  つまり、ＬＩＮＥで町が発信すれば、そのお友

達の方は拒否をしなければ手元に情報が届くとい

うふうな時代にもなってきておりますので、そう

いったことを踏まえると、いつの段階かというの

は分かりませんけれども、中長期的にはそういう

電子化というのは、やっぱり究極的には目指して

いかなければならないのかなというふうには思っ

ておりますが、今、現実においては自治会さん経

由の配布というのがベターではないかと考えてい

るところです。 

  ＬＩＮＥにつきましては、今のお答えの中でも
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ありますけれども、町のほうから本当にプッシュ

で情報が発信できる非常に有力な手段かと思って

います。 

  実際、広報担当も今月号の広報は直接配布しま

すというのは毎回ＬＩＮＥで送っていたんですけ

れども、友達が数千、1,000人とかのときには、

いわゆる電話でお問い合わせが多かったです、今

月の広報どうするのというのが。 

  今、9,000人いる中で、ＬＩＮＥで、今月号の

広報は町が送りますと言いますと、ほとんどやっ

ぱり連絡がないです。もうそのＬＩＮＥで分かっ

ているという状況なので、やはりもうお友達が

9,000人もいるＬＩＮＥというのは非常に重要な

町からの情報発信手段と考えておりますので、今

後も大切に使っていきたいというふうに考えてお

ります。 

  もう一点、郵送料の関係で、シルバー人材のポ

スティングにつきましては、決算書56ページ、広

聴・広報事業の委託料でございます。郵送料につ

きましては、一部特別定額給付金の記事を掲載し

たことがありましたので、それにつきましては、

その特別給付金のほうの事業からやっております

けれども、それ以外に郵送料につきましては総務

管理費、一般管理費の役務費、郵送料から支出し

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 続いて答弁願います。 

  総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 総務課人

権推進室長の柴﨑です。 

  男女共同参画社会推進事業の男女共同参画のプ

ラン策定に伴う意識調査の点についてお答え申し

上げます。 

  防災についての項目はどのような項目で調査を

したかという点でございますが、防災に関しまし

ては、近年、地震や台風等で大規模な自然災害が

発生していることに伴って、地域の防災力を向上

するための目的といたしまして、やはり男女共同

参画の視点の防災対策というのが求められている

と考えております。 

  そのため、今回の調査におきましては、調査項

目がとても全体的に多いので、そんな多くの質問

はさせてはいただかなかったんですが、やはり性

別に配慮して取り組む必要がある対策はどんなも

のですかというところで、選択になりますが、選

んでいただいております。 

  その中の１つの選択としましては、避難所の設

備ですとか、あと乳幼児、障がい児に対する備え

やニーズの把握、支給のための配慮ですとか、災

害時の緊急医療体制、避難所運営に女性の視点が

入ること、災害対策本部に女性を配置、防災計画

等に女性が参画すること、被災者に対する相談体

制の充実、このような項目を聞かせていただいた

ところでございます。 

  結果につきましては、ホームページ等でも公表

させていただいていますが、この中で、やはり男

女とも多かった回答につきましては、やはり避難

所の設備について、要はトイレ、更衣室、防犯対

策等について配慮が必要ではないかというのが

70％以上の方で回答をいただいたところです。 

  続きまして多かった回答は、特にこちら女性で

多かった回答なんですが、乳幼児、障がい児等に

対する備えやニーズの把握、支給の際の配慮をし

てほしいという要望が、対策が必要であるという

のが大体69.3％、男性ですと２番目に多かったの

が災害時の緊急医療体制というような回答になっ

ているところです。 

  ３次のプランを策定するに当たりましては、防

災対策のこちらのほうも配慮をした形で、反映で

きるような政策を考えていきたいと思っておりま
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す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  会計年度任用職員の任用に当たりまして、緊急

事態宣言等何らかの影響がというところでご質問

いただいたかと思うんですけれども、こちら任用

に当たっては基本的には変更はございません。た

だ、新型コロナ対策ということで新たに雇用した

いと、任用したいとそういう要望はありました。 

  また、緊急事態宣言に伴って逆に出勤の回数を

減らさざるを得ない、例えば業務がなくなる、そ

ういったこともありましたので、そういった場合

にはほかの部署での事務等を、何か手伝えるもの

はないかということで、相互にやり取りしあいま

して、なるべく仕事に従事していただくようには

したんですけれども、どうしてもそういった仕事

がない場合には、そういった本来勤務すべき日に

ついては補償したということで対応をさせていた

だいております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  男女共同参画策定プラン、策定の防災に関する

男女共同参画ということで、避難所運営だったり、

設備だったり、またそういうことを配慮してほし

いという、これ本当に男女共同参画で一番力を入

れてほしいところなので、なかなか男女共同参画

という総務がやっているのは、イメージ的にはな

かなかそういうところに入らないですけれども、

そこを第３次では特に入れてほしいなというふう

に、特に要望したいと思います。 

  それから、52ページの文書通信庶務の絡みなん

ですが、特別定額給付金は実施するのは産業観光

課でしたが、給付金の封書を送ったのが総務課と

いうことでこの文書通信費の中に入っているとい

う捉え方でいいということですか。今のご答弁で

そんなふうに捉えちゃったんですけれども、違い

ますか。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課主幹の村山で

す。 

  今のご質問ですと、特別定額給付金の関係で送

ったのかというふうに、決算書でいうと55、56ペ

ージの中段、ちょっと上ぐらいに特別定額給付金

給付事業というものがございまして、こちら11節

役務費郵便料419万357円、この中に広報紙の郵送

料も含まれてございます。それはこの広報の中で、

特別な給付金の情報について掲載をしているとい

うところで、こちらの事業から支出してございま

す。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  それでは、数点質問させていただきます。 

  先ほど、48ページなんですけれども、２款の１

目一般管理費、会計年度任用職員の報酬となって

おります。これ、会計年度任用職員報酬ですけれ

ども、この採用に当たってどのような基準で採用

しているのか、それと同時に、これはパートさん

も177人いるということで、この方らもどういう

基準で採用しているのか。毎年、１回採用すると

ずっと何年まで勤められるのか、その辺のところ。

毎年毎年、採用を変えるわけじゃないと思うんで

すけれども、その辺の基準を教えていただきたい
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なと思っております。 

  それと、50ページの総務管理事業、報償費でご

ざいますが、弁護士相談料となっていますが、ど

んな内容なんでしょうか。 

  また、54ページで顧問弁護士委託事業ですが、

説明書67ページを見ますと92件の相談があったと。

先ほどの町の説明だと、町の、町民の相談だと、

法律相談、ただの法律相談ということで、細かい

ことまで弁護士さんに相談するところまで、弁護

士を立てるところまではやらないということでな

っているんですけれども、町の相談も19件あるん

です。このこともやっぱり、弁護士を立てて、法

律相談だけなのか、それとも細かい内容まで調査

してもらったのか、その辺のところお願いします。 

  それと、この町のほうで弁護士さんを頼んだん

ですけれども、どういう内容で大ざっぱで結構で

す。どういう内容で19件もなってしまったのか、

去年よりか10件も増えてしまったのか。元年度よ

りか10件も増えているとか、その辺のところの事

情をお願いします。相談の結果、解決できたのか

どうか、その辺のところお願いします。 

  あと、50ページの一番下の12節の委託料、備考

欄の12の委託料でございます。健康診断委託料で

すが、元年度では57万8,000円でしたもんですけ

れども、２年度では82万2,000円となっています。

この辺のところの説明を、細かいようですけれど

も、説明お願いします。 

  それと、４番目としては66ページ、男女共同参

画社会推進事業です。説明の中で職員や小中学生

の生徒に対して、先ほども伺っておりました男女

の問題とか、社会の問題、最低賃金の問題とか、

いろんな防災だとか、いろいろありましたけれど

も、この内容の結果というんですか、どういう結

果が出たのか、もう一度、ちょっと教えていただ

きたいんですけれども。 

  それと、この説明書の68ページで、ＬＧＢＴな

どの取組なんですけれども、このアンケートに対

しての、何かそういうのがあったのかどうか。 

  あと、それともう一つなんですけれども、こう

いうアンケートを取りながらでも、庁舎内の男女

差別というのはあるのかどうか。私が見た限り、

幹部職員、女性ゼロですよ、宮代では。その辺の

ところはどういうふうに考えているのか。去年あ

たりは１人いたような感じしたんですけれども、

今ゼロです。これで男女差別があるのかないかと

いえば、見た目は男女差別ですよ、私から見れば。

やはり、この辺のところを改善しなければ、幾ら

アンケートを取っても、庁舎内がそれなんじゃ、

これはちょっと矛盾しているんじゃないかなと、

私は感じております。その辺のところ、どういう

ふうに考えているのか。もう一度お願いします。 

  あと、最後の88ページなんですけれども、監査

委員運営事業、私は、先ほども監査委員に質問を

しました。そうすると一般の監査したときの1.5

倍ないし２倍ぐらいの仕事量があるんだというこ

とで言っておりました。時間にしても相当時間か

かっている。それと最後のまとめとかそういうの

もあるんだろうと思います、自分の考え調べたり

何かしたり。 

  そういうことで、これを見ると、監査委員のを

見ると15万ぐらいですか、お金の問題じゃないん

ですけれども、やはりこれだけの業務、ほかの委

託している人たちの問題もありますけれども、こ

れだけの仕事をやっているのにどうなのかなとい

う感じがするんで、その辺のところが、私、上げ

ろか何とかいう、総務のほうでもう少し考えたほ

うがいいんじゃないかという感じで質問をしてい

ますので、その辺のところはどう考えているのか

だけでも、回答していただければありがたいなと

思っております。 
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  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  まず、会計年度任用職員の任用の基準というこ

とで、ご質問をいただいた件について回答させて

いただきます。 

  こちら任用の基準というのは、採用に当たって

は、全て面接試験をやっております。その前に、

令和２年度の採用に当たっては、令和元年度の１

月に募集をかけました。募集をかけまして、応募

があった方について、面接を行い、適任であると

判断された方を任用しております。任用に当たり

ましてのそのような流れでやっているということ

になります。 

  あと、１回任用されるとずっと任用されるのか

ということでご質問あったかと思うんですけれど

も、会計年度任用職員というのは名称にもあると

おり、会計年度で区切って採用されるということ

になりますので、毎年度、同じような職、仕事が

設定される場合には、毎年度募集して、応募いた

だいて、面接をして任用ということになります。

２年間保証するとか、３年間保証するとか、そう

いったものはございません。 

  それと、庁舎内での職員の男女差別、管理職に

女性職員がいないということですけれども、委員

ご指摘のとおり、職員、管理職に限らず、管理職

の総人数に占める女性の職員というのは非常に少

ないです。令和２年度につきましては４人です。

管理職51人、管理職おったんですけれども、女性

の管理職は４人、非常に少ない状況となっており

ます。 

  それは総務課といたしましても、少しでも女性

の管理職となるべき職員がなっていただきたいと

考えておるところではあるんですけれども、その

前にどうしても主査になっていただかないと、管

理職への道というのはなかなか開けない状況にあ

ります。 

  その中で、令和２年度においては、女性の主査

が２名増えております。この２名の女性の主査を

含めまして、今後、管理職へと登用できる人材と

いうのを育成しながら、女性管理職が１人でも多

く増えていってもらいたいなと考えているところ

で、増やすためのという努力というのは何とも言

えないですけれども、今後、今、女性の主査が10

人おります。その中から管理職へと今後進んでい

ってもらえるものと期待をしているところでござ

います。 

  それと、監査委員の報酬に関しましてご質問い

ただきましたけれども、こちらの質問に関しまし

ては毎年度いただいているかと思います。こちら

としても監査委員の報酬、ちょっと低いのではな

いかということで、毎年度、県内の町村の監査委

員さんの報酬の統計があるんですけれども、宮代

町の監査委員の報酬は非常に低いほうの位置にあ

ると、そういう現状は認識しているところです。

ただ監査委員のみの報酬が低いというわけではな

くて、ほかの執行機関、選挙管理委員会であり、

固定資産評価審査委員会であり、教育委員会であ

りという、そういった執行機関ありますけれども、

そういった委員の報酬というのも、そんな高い位

置にあるわけではないので、全体を通してどう見

直していくかというところで、検討はしてはいる

んですけれども、なかなか引き上げには至ってい

ないというのが現状でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 総務課人
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権推進室長の柴﨑です。 

  それでは町民法律相談の関係でご答弁申し上げ

ます。 

  92件、相談をさせていただいたということで、

成果書のほう67ページには記載させていただいて

おります。その内訳としましては、町民からの相

談が73件、町執行部側からのご相談が19件、合わ

せて92件となっております。町側の相談につきま

しては、19件の内訳でございますが、今回、昨年

度につきましては議会事務局、総務課、町民生活

課、まちづくり建設課、産業観光課、子育て支援

課、住民課からの相談がございました。 

  そのうち、多く、会議録の有料サイトの登録に

ついて、文書の取扱いについて、土地の所有者に

ついて、公共施設の駐車場の関係について、所有

者不明の土地の関係について、水道料金について、

ＴＭＯについて、借地契約について、学童保育に

ついて、あと弁護士法に基づく照会の回答につい

て、あと町民対応についてという質問で19件とな

っております。 

  こちら解決したかということにつきましては、

多くのものにつきましては、解決といいますか、

弁護士のように法律的な解釈、ご助言をいただく

というところになっておりますので、そういった

助言をいただいて、町の方向性を決めているもの

だと解釈しております。こちらにつきましては以

上でございます。 

  続きまして、男女共同参画プランに係る住民意

識調査の結果につきましてお答え申し上げます。 

  調査の結果についてですが、大まかな項目がと

ても多いものですので、大体代表的なものにつき

ましてお答え申し上げます。 

  一番気にされているかと思いますが、男女平等、

男女の平等に関する意識について、住民のほうに

学校生活ですが学校教育、職場、政治、地域活動、

社会通念や風潮、法律や制度、社会全体、各項目

によって、今回ご質問をさせていただきました。

こちらの項目で、例えば不平等感がとても強かっ

た項目、といいますのがおおむね政治、あと社会

通念や風潮、社会全体についての不平等感という

のが、男女共にとても高かったという結果になっ

ております。 

  それ以外にも、男女の性別の役割分担意識、そ

ういったものも聞かせていただいております。そ

ういった男女平等の役割分担意識につきましては、

やはり、このような考え方、男は仕事、女は家庭

という考え方に同感しますかという問いにつきま

しては、60％以上の方が同感しないという回答を

いただいております。このことからも少しずつで

はありますが、やはり男女平等、性別、役割分担

意識というのが少しずつ薄れてきているのではな

いかというふうに考えているところでございます。 

  ＬＧＢＴにつきましても回答をいただいており

ます。ＬＧＢＴ、性的マイノリティーの認知度、

まず言葉を知っていますかというところから入ら

せていただいております。ＬＧＢＴという言葉を

知っているという言葉を知っているという回答の

70％が知っていますということで、町内の方の

70％が知っているものと判断しております。今ま

で性自認や性的指向に悩みを持ったことがござい

ますかという質問もさせていただいております。

その中で全体的に５％、5.3％ではございますが、

悩んだ経験があるという方もいらっしゃっており

ます。そこで、性的マイノリティーの方、これは

全ての方に聞いたんですけれども、マイノリティ

ーの方、すみません、これは役場の職員の対象の

調査の中で、役場の職員に聞いたんですけれども、

性的マイノリティーの方々にとって、生活のしづ

らい社会でありますかという問いについては、職

員の約40％の職員がそう思うと、どちらかという
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と思うという方で48％いますので、おおむね80％

超が、80％、90％近い方がやはり生活しづらい社

会ではないかということで意識をしているという

ことが分かっております。 

  続きまして、庁舎内で男女差別があるのかとい

うお問い合わせでございましたが、役場職員に対

してアンケート調査をした中で、職場において男

女平等の意識はどのようなものですかというとこ

ろで聞かせていただいております。役場職員の中

では平等と回答している女性が21％、男性が36％、

不平等という回答をしている女性は21％、男性が

21.8、どちらともいえないという回答は女性のほ

うが55.8％、男性が37.3％という結果になってお

ります。 

  今後、このような住民に対しても職員もどのよ

うに思っているかという回答を受けまして、男女

共同参画プランのほうには女性活躍推進法に関す

る基本計画ともなりますので、そういった部分で

は施策等を織り込んで策定としていきたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  先ほどご質問いただいた健康診断の委託料の関

係で答弁のほうが漏れておりましたので、回答さ

せていただきます。 

  こちらは令和２年度から始まった会計年度任用

職員、こちらで健康診断受診していただく方とい

うのを予算措置した関係で令和元年度よりも上が

っているということになります。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  この最初の一番目の会計年度任用職員の採用の

基準、毎年、毎年やっているんだということなん

ですけれども、そうすると、これは去年は倍率は

どれぐらいだったんでしょうか。その辺のところ、

もう一度お願いしたいなと思っております。 

  それと同時に、これは一度、任用して、１回解

雇するという意味なんでしょうか、毎会計年度と

いうことで。そういう、毎年、毎年、募集すると

いうことになると、やはり経験積んだ職員が、私

は問題だなと思っておるんですけれども、それの

ところ、町のほうとしてはどのように考えている

のか。 

  それで、倍率なんですけれども、先ほど言いま

したけれども、この毎年どういう募集をかけ、募

集は令和元年度にやったということで、年度をこ

のようにやったということなんですけれども、こ

れだとやっぱり、町の技術の継承というのですか、

その町のこの会計年度任用職員の技術というのは

継承されるような仕事じゃないということになっ

てしまうんじゃないかなと感じがするんですけれ

ども、そういうところが、どのように抱えている

のか、そうするとやっぱりやる気がなくなってき

ますよね。せっかく覚えた仕事を解雇されるとか

になると。その辺のところがよく考えているのか

どうか、その辺のところ、ちょっと難しいなと思

っております。 

  それから、弁護士の報償費なんですけれども、

10件も多くなっている、19件で多くなっていると

いうことなんですけれども、いろんな細かいこと

を言っていましたけれども、やはりそれだけ町に

対して町民からの苦情とか、また職員間と町から

すると困ったことが多くなってきているんじゃな

いかなと、私は思っておるんですけれども、あと

最後に言いました業務上相談ごとみたいなことが、

相談しなくちゃいけないみたいなことが言われた
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みたいなんですけれども、これは業務上で、町民

が何か町で対応できないようなことだったんだか

どうか、まずそれは、その弁護士さんに相談する

ぐらいですから対応できなかったんじゃないかな

と推測されるんですけれども、そういう細かいこ

とで業務が時間が取られる、そういう問題が今後

多くなってくると、業務に支障が来るんじゃない

かなと、私は思っているんです。その辺のところ

もどういうふうに考えているのか、もう一度、ど

ういうふうに考えているというか、これは解決し

なくちゃいけない問題だと思うんですけれども、

細かいことを言えたらで結構ですので、お願いし

ます。 

  あと、女性の管理職、先ほども言いました。主

査が増えているというんですけれども、これはあ

と最初に入ってくる、任用したとき入ってくると

き、条件はみんな同じですよね。なぜ女性だけが

管理職にならないのか、それはもともとそういう

姿勢で町の職員を募集していないんじゃないかな

と思っているんです。やはり町の業務を全部こな

してもらいたいということでやっていけば女性だ

って、それは話、女性だってというと御幣あるか

もしれないけれども、女性の地位向上にも役に立

つんじゃないかなと。 

  要するに男女間の、そこからもう間違っている

んじゃないかなと、私は思っているんです、最初

の採用から。やはり採用するとき、採用人を募集

するのは面接をしてやるわけでしょう、きちんと。

町の業務というのはこういうもんだということで

やるわけですから、その辺のところは、もう一度、

きちんと町のほうでは、総務としてはやるべきじ

ゃないかなという感じはするんですけれども。じ

ゃないといつになってもこれは変わらないですよ。

幾ら主査を増やした、やる人がいませんでした、

募集してもやる人はいませんでしたという回答に

なりますよ、来年度も。 

  そんなところをどういうふうに考えているのか、

本当に。なくす気だったらもう少し深く考える必

要があるんじゃないかなと感じはします。全員職

員集めても結構じゃないですか、そういうときは。

全職員、全女性集めてもいいですよ。私はそう考

えているんです。そんなところをもう一度お願い

します。 

  それから、ＬＧＢＴです。取組なんですけれど

も、庁舎内でアンケート取った場合は何％と言っ

たかな、結構数％いるということなんですけれど

も、悩んでいるということで。その辺のところは

やっぱりこういうことで差別してはいけないと思

うんで、町のほうでは、例えばそういう人がいた

場合はこの辺のところも含めて採用試験も含めて

なんですけれども、昇格試験、そういうのにもや

っぱり差別しないようにお願いして、やっていな

いと思うんですけれども、万が一やっていたら問

題だなという感じがするんで、その辺のところも

含めて考えていただきたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課長。 

○総務課長（赤井誠吾君） 総務課長の赤井でござ

います。 

  それでは、順次、ご質問にお答えしたいと思い

ます。 

  まず、会計年度任用職員、倍率は後ほど副課長

のほうからお伝えをさせていただきたいと思いま

すけれども、１年ごとに解雇するということかと

いうお話ありました。会計年度任用職員につきま

しては、先ほど副課長からもお話させていただき

ましたけれども、会計年度ごと、任期を定めて採

用してございます。なので、基本的に雇用契約自

体が３月31日で切れることとなっておりますので、
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これは契約の解除ではなくて、任期満了というよ

うな形になります。翌年度以降につきましては、

先ほどありましたけれども、毎年度１月に再度募

集をかけさせていただいているところでございま

す。 

  また、総務省の示しているマニュアルにもなる

べく継続して同じ方が任用しないように、普通の

正規職員の採用と同じように、能力実習の方法に

よって、面談等を行った上で採用するようにとい

う指導が来ているところでございます。なので、

これに従って、町のほうでもやらせていただいて

いるということでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

  また、技術の継承はということでございますけ

れども、こちらにつきましては会計年度任用職員

の行っていただく仕事というのも、毎年度、各課

に照会をかけまして、人数等、どういった業務を

やってもらうかというのを決めているところでご

ざいます。 

  したがいまして、毎年度同じ業務になるかとい

うところは、またこれは別の話でございまして、

そういう技術継承という部分もあるかと思います

けれども、必要な業務を必要な人数にやっていた

だくという考えの下、毎年度照会をかけてやらせ

ていただいているところでございます。 

  また、弁護士のところでお話ありました。ここ

につきましては、先ほど柴﨑のほうからも説明さ

せていただきましたけれども、本当に多岐にわた

る相談が庁内の各課から寄せられてきているとこ

ろでございます。そういったことを考えますと、

やっぱり町としても、そういった各種の問題で法

律の問題というところに触れる部分が多くなって

きているのかなというところは思います。 

  したがいまして、そういったことを踏まえて、

顧問弁護士にご相談できる態勢というのを総務課

のほうでも整えさせていただいて、何かあればす

ぐに聞けるということが重要なのかなというふう

に思っているところです。 

  また、続いて、女性の管理職というところでお

話いただきました。私どもは特に女性を差別して

いるとかということは全くなくて、女性職員の方

にもお話を聞く機会がございます。そうするとや

はり家庭との両立とかというところでなかなか難

しいという女性職員もいることはいると思います。 

  また、管理職にはなりたくないという考えをお

持ちの方もいらっしゃるのも事実です。そういっ

た方々も含めまして、本当に管理職になりたいと

いう意欲のある職員が管理職になれるような環境

を整えるということが総務課でやっていかなくて

はいけないことだと思っていますので、議員ご指

摘のとおり、女性職員集めての意識向上というと

ころでは、女性のキャリアアップ研修などを総務

課のほうでも行わせていただいておりまして、適

宜、管理職の意欲というのを向上させる取組を行

わせていただいているところでございます。 

  また、ＬＧＢＴの件についてもお話ありました。

ここにつきましては、例えば採用試験におきまし

ては、性別欄は任意記載というんですか、一応性

別欄を設けている、これは町村会で一括して実施

しているので、特定の様式というものがございま

すけれども、こちらには一応、米印というんです

か、注を付させていただいて、記載は任意ですと

いうことで、書かなくてもよいというような対応

をさせていただいているところでございます。 

  そのほか、そういったＬＧＢＴの方、職員にい

らっしゃれば、そういったそのところに配慮でき

るような体制というのも、今後、総務課としても

考えていかなければならないと考えているところ

でございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  会計年度任用職員の任用の倍率ということでご

質問いただきましたけれども、大変申し訳ないん

ですけれども、令和２年度任用ということで、令

和元年度に実施した率については、今持ち合わせ

ていないんですけれども、令和２年度中に実施し

た令和３年度任用の会計年度任用職員、こちらの

採用率というんですか、応募があった方の採用に

至った数ですけれども、中には応募いただいても

途中で受験辞退しますと、そういった方もいらっ

しゃいます。そういった方を除いてなんですけれ

ども、約９割の方が任用ということになっており

ます。 

  女性の管理職の関係ですけれども、先ほど、総

務課長のほうからも説明ありましたけれども、差

別的な取扱いというのは全くやっておりません。

新採用職員として採用するに当たっても、特に男

性が、女性がということもなく、公正な作業とい

うことで実施しておりますし、実際のところ、こ

こ何年かは新採用職員として、新規採用職員とし

て入る職員は女性のほうが多いです。実質的には

多いです。その中からやっぱり将来に夢を抱いて

いただいて管理職までの道筋というのを個々の職

員、これは女性に限らず、男性にも言えることだ

と思うんですけれども、職員になった以上はどう

やったら道を歩んで、自分はこの組織で働いてい

くのか、そういった道を描けるように、総務課と

してはやっていく必要があるんだと思うんで、そ

ういったところで努力はしていきたいと考えてい

ますので、決して女性を特別扱いするとか、そう

いったことはなく地方公務員法でしっかりと平等

的な取扱いの原則というのもございますので、そ

れを遵守して行っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

  私からの答弁は以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 総務課人

権推進室長の柴﨑です。 

  先ほどご質問がありました性自認や性的指向の

悩みの有無につきましては、こちら大変申し訳ご

ざいません。一般の方から聞いたパーセントとい

うことなので、役場の職員が5.3％ということで

はなくて、一般の方の調査の中で5.3％の方が悩

まれたという回答をしているというところになり

ますので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  先ほど、会計年度任用職員の任用の倍率という

ことで、関連してというか、補足になるんですけ

れども、あくまでも４月１日から任用する方につ

いての数字でございます。年度の途中から任用を

する職もございます。それについては、個々やっ

ておりますので、数字的なものは持ち合わせてお

りません。あくまでも４月１日から任用する会計

年度任用職員ということでご承知おきいただけれ

ばと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初の48ページの任用です。

面接で基準を決めるんだということを先ほど言い

ましたけれども、この面接というのはどんな基準

があるんですか。それが、基準がちょっと分から

ないというか、採用に当たっての。何か試験でや

るのか、ただ面接だけでやるのか。落ちた人がこ
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れは困っちゃうんじゃないですか。やっぱりそれ

なりの勉強だったらしてくれるんだと思いますの

で、その基準というのはどういうもんで採用の、

ただ人と人と会って、この人は気に入ったから面

接する、採用だと、これじゃ困っちゃいますよね。

やっぱり基準というのがはっきりしていないと、

あるのかないのかだけでも結構です。あるんだっ

たら大まかで結構です。おっしゃってください。 

  あと、ほかのことについては弁護士さんのこと

も本当は細かく聞きたいんですけれども、いろい

ろあと細かい業務上の問題があって相談している

んだということで言っていますので、これからも

多くなるのかなと感じが私はしないでもないです

けれども、その辺のところお願いしたいと思いま

す。 

  健康診断のことについては分かりました。 

  それから、男女共同参画推進事業なんですけれ

ども、宮代町、一番の欠点は女性の管理職が少な

いということ。これ、ほかの自治体に行っても女

性の管理職は多いです。ゼロ％というの宮代ぐら

いじゃないですか、この近隣では。それで男女差

別がないと言われても、ちょっとクエスチョンが

つくんですよね、ええっと。よく言えるなという

感じがする、私は。そう思いますよ。その辺のと

ころがやっぱり町の行政として、きちんと把握、

町の外の自治体等もよく見て把握する必要がある

んじゃないかなという感じがします。そうしない

と、女性の意見が聞けていないといっても、いな

いんじゃ聞きようがないですよね、幾ら職員が言

ったって、上司に対して、いやこうなんだという

ことは言えないですよ、はっきり言って。 

  その辺のところは至急改善する必要があるんじ

ゃないかなと思っております。 

  あとは、監査委員のことも分かりましたので。

この辺のところは全体的な関係もあるので、検討

する必要があるんじゃないかなという感じも。監

査委員だけじゃないです、私も言いたかったのは。

実際にはやっぱりいろんなところで、他の自治体

と比べたら差があるなという気がしますので。こ

れは町の財政規模もあるんだと思いますので、そ

の辺のところはきちんと精査しながら直すところ

は直していく、それが必要じゃないかなと思って

おりますので、ぜひ検討のほどよろしくお願いい

たします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  会計年度任用職員の任用に基準でございますが、

こちら任用に当たって細かいところというのを公

表してしまうと、これは公平な採用にならなくな

ってきてしまうので、細かい点は申し上げられな

いんですけれども、一般的な面接でのやり取りか

ら、多少専門的な知識が必要な会計年度任用職員

についてはそういった専門的なことも聞いた上で、

そういったことが正しく回答ができるかどうか、

そういったところも確認しながらやっております。

もちろん知識ばかりではなくて、やっぱり職員と

して適切、ふさわしいかどうか、そういった視点

も大きな重要な要素ということになってくるかと

思いますので、そういったところを踏まえまして、

面接で質問しながら判断しているところでござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  副町長。 

○副町長（渋谷龍弘君） 補足でございますけれど

も、すみません、副町長の渋谷でございます。 

  女性の管理職の関係でございますが、これは以
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前から大きな課題として考えております。先ほど

副課長のほうから話がありましたとおり、採用試

験を行いますと、筆記試験と面接で基本的には採

用していきますけれども、やはり最近は女性のほ

うがかなり得点が高いんです。なぜか分かりませ

んけれども、本当に女性は優秀です。機械的に点

数で上から基本的には採っていきますけれども、

どうしても女性職員のほうが優秀というのは最近

の傾向でございます。 

  そういった中で、やはり女性職員をきっちりと

育成していくことが大事だと思っておりますし、

最近はその採用の面接試験のとき、当然、本人の

能力ですとか、やる気ですとか、人格ですとか、

そういったものを当然採点として加えております

けれども、そのほかに組織への貢献度、将来、あ

なたは組織にどういった形で貢献できますかとい

ったこともきちっと確認をしながら、そういった

管理職として意欲のある方、そういった方も優先

的に採用するように努めておりますので、中期的

な課題ということで、最近、主査試験の女性職員

も増えていますんで、中期的には女性職員の管理

職が増えていくというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ございません

か。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） すみません、決算書の48ペ

ージです。 

  一般管理費、人件費、１つだけ質問させていた

だきたいんですけれども、給料で町長、副町長、

職員給料ということなんですが、この職員給料、

ほかの自治体を見ると、各歳出ごとに人数を書い

ているところがあると思うんですけれども、宮代

町は人数が入っていないんで、歳出ごとに金額が

いろいろ人件費変わってくると思うんですけれど

も、やはり人数を入れたほうが見やすいというふ

うに思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  委員ご指摘のとおり、決算書には人数載ってお

りません。一般管理費についてですけれども、一

般管理費、こちらは総務課の職員と企画財政課の

職員、あと会計室の職員、町民生活課のうち町民

生活課長と環境推進担当を除いた人数分の人件費、

46人分の人件費ということになっております。こ

れは町長、副町長も含めてになります。 

  全体的な決算書への人数の記載については、こ

ちら決算書を作成の財政の担当等と一度相談をさ

せていただいて、今後の課題とさせていただきま

すので、一度検討したいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありませんか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村でございます。 

  もう総務課所管分の時間、午前入れて２時間経

過しているので、重複というか今までに出た話は

しませんけれども、なお６点ほどちょっと質問だ

けしたいと思います。簡単です。 

  まず、決算書から入りますけれども、47ページ

の一般管理費の人件費の関係ですけれども、この

一般管理費人件費の職員手当等のうち、職員の超

過勤務手当545万1,933円執行されておりますけれ

ども、この超過勤務時間数、総数と平均、それと

最大時間、これについて教えてください。 

  ２つ目は同じく決算書56ページになりますが、

情報公開の推進事業ということで載っております

けれども、この公開請求の件数とその請求に対す

る対応を教えてください。 
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  それから、３つ目は同じページの行政不服審査

会の運営事業ですけれども、行政不服審査申し立

て件数、多分ゼロだと思いますけれども、及び申

立てに対する対応についてお願いをします。これ

が３つ目。 

  ４つ目は、今度は主要な施策のほう、つまり、

成果書ですが、ページ、66ページ、これまでも既

に質疑交わされていますが、人権・平和推進事業。

これ人権に対する取組については種々これまで質

疑がありましたのでいいんですが、平和、特に核

兵器禁止条約に対する取組が全くないというのは

どういう理由からでしょうか。４つ目です。 

  それから次、５つ目、成果書の70ページ、職員

研修事業ですが、女性職員のキャリアデザイン研

修というのが出ておりますけれども、その研修の

内容と、今回、参加者48人ですけれども、成果が

あれば教えてください。 

  最後になりますけれども、成果書の71ページの

広聴・広報事業ですけれども、町長への手紙があ

りますけれども、ここには68件と出ている。その

提案、意見、それぞれあると思うんですが、その

内訳、そのうち実施に至った件数があれば示して

いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１７分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  休憩前の西村委員の質疑に対する答弁からお願

いいたします。 

  答弁を願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  ご質問いただいた件について回答させていただ

きます。 

  まず、人件費のうちの職員の超過勤務手当の関

係でございますけれども、こちら令和２年度の超

過勤務の総時間数ですけれども、１万1,959時間

になります。平均いたしますと75時間、年間で75

時間、最大の時間数ですけれども339時間になり

ます。 

  続きまして、情報公開の関係ですけれども、こ

ちら件数とその対応ということですけれども、総

件数につきましては51件になります。51件のうち、

全部公開ということで対応したのが20件、一部公

開、部分公開ですね、一部公開で対応したものが

15件、文書が不存在と対応したものが15件、非公

開としたものが１件、この51件になります。 

  行政不服審査会への申立てについては、件数は

ございません。 

  続きまして、研修の女性職員のキャリアデザイ

ン研修に関してでございますが、こちら研修の内

容といたしましては、先輩職員、令和２年度を持

って退職する職員がおりましたことから、その職

員から自らの経験ですとか、仕事に対する取り組

み方、また考え方、そういったものを女性職員に

話をしていただいて、効果としてはこれが大きく

結びついたかどうかというのは何とも言えないで

すけれども、主査昇給試験への受験につながった

と考えられることですとか、あと女性職員の中か

らは仕事に対する見方、考え方がちょっと変わっ

たと、そういった意見も聞いておるところです。 

  こういった研修を続けることによって、キャリ

アデザインというのを毎年度、日々描いていただ

いて、少しでも多くの職員、女性職員が全員が管
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理職目指していただくのも一つかと思いますけれ

ども、職員一人ひとり、女性に限らず男性もそう

ですけれども、自らがこの町の職員としてどう働

いていくか、どう組織に貢献していくか、どう仕

事をやっていくかというところを描いていただい

て、職務を全うしていただければ一番いいのかな

と考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 総務課人

権推進室長の柴﨑です。 

  人権・平和推進事業につきましてお答え申し上

げます。 

  核兵器禁止の取組というところでございますが、

宮代町としましては、平成６年に人権尊重平和都

市宣言、平成７年度に核兵器廃絶平和都市宣言を

行って、それ以後、世界の平和恒久のため、町民

の平和意識の高揚を図る、平和の大切さを啓発、

平和教育を行ってまいりました。その代表的な事

業といたしましては、子供たちに参加をしていた

だいておりました朗読劇「私たちと原爆」という

朗読劇を26回まで続けて、毎年実施しておりまし

たが、27回目となる昨年度につきましては、新型

コロナウイルス感染症拡大防止のため、やむなく

中止となり、今年度も中止とさせていただいてお

ります。 

  こういった事業を継続的に続けていくことで、

核兵器の悲惨さ、残酷さというものを戦争を知ら

ない子供たちにも伝えていく事業ができているん

だと思っております。 

  また、いつもどおり、例年ですと、朗読劇に併

せまして、平和に関する展示会というのを開催さ

せていただいております。こちらにつきましては、

広島・長崎の原爆の写真展を図書館のホールで実

施をさせていただきまして、やはり核兵器の悲惨

さというものを多くの方に見ていただき、二度と

このような戦争等を起こさないように気持ちのほ

うを意識の高揚を図っているところでございます。 

  昨年度につきましては、朗読劇を中止にしたた

め、広島・長崎原爆写真展と同時に宮代町の中で

の戦争関係資料を展示させていただいて、平和の

尊さについて考えるような事業をつくったところ

でございます。またそれと同時に、図書館で実施

をさせていただいておりましたが、郷土資料館で

も宮代町の資料館の館蔵資料に見る戦争の記録と

いたしまして、宮代町の戦争がどんなものだった

のかというような展示を行い、平和の尊さ、そし

て戦争の悲惨さ、この戦争の恐ろしさを二度と繰

り返してはいけないということを皆様に知ってい

ただく機会を設けさせていただいておるものでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課主幹の村山で

す。 

  広聴・広報事業、町長への手紙68件の内訳とあ

とは実際に着手したことということでございます

けれども、昨年度まで成果書では分野別に集計し

ておったんですけれども、今回はしてございませ

ん。というのも、なかなか区別がしづらい手紙が

すごく多くなってきたなというのが印象でござい

まして、昨年ベースに集計すると、ちょっと、ん

と思うところがありましたので件数のみ表記しま

したけれども、内訳です。 

  まずは町政への方針、まちづくり全般に関する

ものが４件、環境や防犯・防災・交通安全系が11

件、子育てや福祉系が６件、保健・健康これに新

型コロナ関係も含まれますけれども19件、産業・

観光系が１件、道路都市計・水道が４件、教育委
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員会関係が３件、特別定額給付金等を含むその他

というところで20件と、内訳でございます。 

  また、実際にお手紙をいただいて、着手した、

実現したことということですけれども、総数でい

うと16件取り組みました。一番多かったのは年度

早々に学校の再開のときに、国が緊急事態をしま

すということを出す前には、当然春休みが終わっ

たら再開しますというアナウンスでしたけれども、

それが決まる４月の本当の２日、３日、４日ぐら

いに、こんな状況で学校をやるのかということを

非常に多く来ました。だから、そこは本当に日に

日にというか、１時間、１時間で状況が変わるよ

うなことでしたので、なかなか答えできなかった

んですけれども、国のほうが緊急事態宣言出しま

すということがありましたので、４月７日に町の

新型コロナウイルス対策本部会議で４月８日から

５月６日までの臨時休業が決まりましたので、そ

れについては皆様のご希望に沿えたのかなと思っ

ております。 

  それ以外には、排水溝、外注で処理してほしい

だったり、職員対応ちょっといかがなものかとい

うものであったり、広報紙がこういった点が見づ

らいというものの対応だったり、あとはこれも新

型コロナ関係ですけれども、防災無線を使ってぜ

ひ外出の自粛とかを呼びかけてほしいというもの

もあったり、あと回覧板を少なくしてほしいとい

うものだったり、川沿いの草刈りをしてほしいも

のだったり、ぐるる宮代の備品について修理して

ほしいというものについては対応した次第でござ

います。 

  計16件対応しているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  まず、超過勤務時間数をお尋ねしたのは、言う

までもなく新型コロナの関係がどう令和２年度、

職員に対して影響したのかということを知りたい

ために時間数を聞いたわけですけれども、これ、

対前年比較では当然、伸びていると思いますけれ

ども、お答えください。 

  それから、情報公開推進事業、公開請求件数51

件、これは多いと見ていいんですか、通年に比べ

てどうなんですか。これもちょっと、対前年比較

で教えてください。 

  行政不服審査申立てはなかなか出ないからゼロ

件だというふうに思っていますけれども、一応、

確認のため聞きました。 

  それから、職員研修事業、女性職員のキャリア

デザイン研修、なかなかいいことをやられている、

これ今回が初めてだと思うんですけれども、今日

の状況の中では宮代町の職員の、女性職員の気合

を上げていただくためにも、やはり続けてやって

いただきたいかなと思います。 

  それから、核兵器禁止条約に対する取組の件に

関して、丁寧な説明がありました。確かに核兵器

禁止条約についての町の対応というのが、過去こ

ういう形でありましたよという説明は分かります

けれども、今、核兵器禁止条約そのものが令和２

年度において、３年度か、２年度だと思ったけれ

ども、新しい局面に入っていると思うんです。そ

ういう中で、確かに原爆展を含めた成果書の中に

載っている内容のものを開催されているし、一部

中止になったイベントもありますけれども、こう

いう中で、やはり核兵器を禁止というところでや

っていただければよかったのか、今後、そういう

ことでより関心を深めていただきたいなとそうい

うふうに思います。 

  それで、最後に、町長への手紙について詳しく

提案、意見、実施に至った件数含めてご説明いた

だきました。ただちょっと聞くところによると、
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こういう提案、意見があった場合に、広報みやし

ろですか、そういうところに載せていいですか、

悪いですかということで、された方にお問い合わ

せをされるということが、本人がいや載せてくだ

さいというふうに言ったときに、これ載せるとい

うのはやられているんでしょうか。それはお答え

ください。 

  以上、１番目の超過勤務時間、それから、核兵

器の取組、それから町長への手紙です。この３点

お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  超過勤務の関係で、コロナの影響でどうなった

かということで、ご質問いただきましたけれども、

全体で手元に時間数はないんですけれども、減っ

ております。決算額で申しますと、昨年度は

3,000万円ほど超過勤務に対して支出があったん

ですけれども、これは全会計含めてです。全部の

会計で3,000万円ぐらい。今年度は全体でそれよ

り減りまして、減った金額が1,300万ぐらい減っ

ております。これは新型コロナの影響で、逆に各

種事業、イベント、こういったものが中止になっ

たというのが非常に影響しているかなと考えてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課主幹の村山で

す。 

  私のほうからは町長への手紙の関係の公開の関

係でお話しいたします。 

  町長への手紙につきましては、回答を希望しま

すかというところと、提言、お手紙の内容を公開

してほしいですかという希望を聞いてございます。 

  公開につきましては、当然、いいえと、公開し

てほしくないというものについては公開しており

ませんけれども。公開をしてほしいというものあ

ったものについては、町のホームページ、こちら

のほうで公開をさせていただいているところでご

ざいます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課人権推進室長。 

○総務課人権推進室長（柴﨑記代子君） 総務課人

権推進室長の柴﨑です。 

  平和推進事業につきましてお答え申し上げます。 

  核兵器禁止の取組を積極的にというご質問でご

ざいました。核兵器禁止につきましては先ほども

申しましたように、平和展、戦争平和展というこ

とで、広島・長崎の原爆写真展、また中止になり

ましたが朗読劇を中心に実施を今までしておりま

したが、やはり核兵器禁止という大きな題目とし

てはしていなかったところもございますので、こ

のような展示を含めて、核兵器禁止についてもア

ピールをしながら平和事業の推進に努めてまいり

たいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 最後にします。 

  職員の超過勤務時間については分かりましたけ

れども、イベント中止というのが影響して、金額

的に1,300万、これは全職員を対象にしたものと

いうんですが、ここにある先ほどご答弁された１

万1,959時間というのは、これは前段のご質問の

中で出てきた一定の課のみのものなのか、全職員

の対象にしたものなのかお尋ねします。仮に全職

員を対象としたものがあればいいんですけれども、

そうでなく一定の数字、数字といいますか、一定
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の課を対象にしたものがあるとすれば、全体では

どうなっているのかお答えください。 

  それから、あと町長への手紙については、そう

いうことなんだということで、これ、漏れること

は、まずないですよね、必ず本人が何か出して、

公開してくださいと希望された場合にはホームペ

ージを含めたところで公開をすると、こういうこ

とで理解してよろしいでしょうかと。 

  それで、先ほどちょっと質問を飛ばしちゃった

んですが、やっぱり情報公開について、全公開と

いうのが51件のうちに、20件、一部が15件、それ

からもう一つよく分からなかったんだけれども、

これ15件というのは何だったんですかね。それで、

非が、非公開が１ということなんですが、内容に

ついては問いませんけれども、全部公開、一部公

開、それからその次の15件というのが何の公開な

のか、黒塗りの公開なのか、その点について、ち

ょっと落として申し訳なかったんですけれども、

それだけお答え願います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） 総務課副課長の鈴

木と申します。 

  まず、超過勤務に関してですけれども、こちら

は全部の課が対象ということでの数字になります。

全部の課ではあるんですけれども、管理職のこち

ら時間は含めておりません。主査級以下というこ

とで、町の組織といたしましては、課長、副課長、

主幹、これは管理職ということで位置づけており

ます。それ以外の主査、主任、主事、こちらの超

過勤務の時間ということになりまして、職員数で

申し上げますと、163名分の超過勤務の時間とい

うことになります。 

  続いて、情報公開の先ほどの15件の件ですけれ

ども、これは不存在、文書が不存在ということで、

そういった文書はありませんという回答をしたも

のが15件ということになっております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 総務課主幹。 

○総務課主幹（村山善博君） 総務課主幹の村山で

す。 

  町長の手紙に関するご質問で、公開してもよい、

公開してほしいというところであったものについ

ては、漏れなく公開しているかというものですけ

れども、まず１点、回答の様式、町が回答する際

には、ご本人様、どこの誰それということをきち

んと名乗ってやってほしいという旨やっておりま

す。そういったものをしないで、匿名とかであっ

て公開してほしいというものについては公開して

おりません。また、あとは特定個人に関わるもの、

私の特別給付金の手続はどうなっていますかとか、

そういったものについても公開してほしいとは言

うんですけれども、それが全町民に対するホーム

ページでの取扱いとしていいのかどうかというの

が、担当としてすみ分けをして、それであればき

ちんと特別定額給付金担当に、いついつ申請は、

いついつ振込ですよというのをきちんとホームペ

ージ上で全町民に知らせたほうがいいと判断した

ものもありますので、一概に公開してもよいとい

うものについて全部公開しているものではないで

す。ただ基本的にはきちんと回答要件を満たして

いて、内容が理解できるものであれば公開してお

ります。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長（鈴木淳史君） すみません、終わ

り間際に大変申し訳ないんですけれども、先ほど、

山下委員からご質問いただきました健康診断委託
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料の増加の理由なんですけれども、ちょっと私の

ほうで回答に誤りがありましたので、訂正をさせ

ていただきたいんですけれども、こちら会計年度

任用職員分ということで申し上げたんですけれど

も、そういった上昇分もあるんですけれども、基

本的には対象者の増加、正規職員の健康診断、対

象者の増加です。若手職員、特に新規採用職員含

めてなんですけれども、人間ドックをまだ受ける

ことができないので、健康診断を受けていただく

ことになります。年々、ここ何年か予算に対する

執行率が高くなってきたので、その分も含めまし

て増額させていただいたのと、あとは健康診断の

委託料、こちらが多少値上がりしたというのもご

ざいます。健康診断自体の委託料が9,500円から

１万円に500円値上がりしたというのと、あとは

胃検診、これはバリウム検診と胃カメラとあった

んですけれども、令和２年度については胃カメラ

にしてもらいたいということで話があったので、

その分の予算計上ということでさせていただいた

ものです。その点をちょっと訂正させていただき

たいのと、もう一点、川野委員からご質問いただ

きました決算書への職員数の記載の関係なんです

けれども、私のほうで財政の担当と協議してとい

うことで申し上げたんですけれども、会計室、会

計管理者と協議させていただいて検討しますので。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

で総務課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０２分 

 

再開 午後 ３時１５分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（企画財政課） 

○委員長（丸藤栄一君） これより、企画財政課の

審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○企画財政課長（栗原 聡君） それでは、企画財

政課の説明員を紹介します。 

  私、企画財政課長の栗原です。 

  副課長の伊東です。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） よろしくお願

いします。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 管財担当主査の島

村です。 

○管財担当主査（島村 剛君） よろしくお願いし

ます。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 対話のまちづくり

担当主幹の小川です。 

○企画財政課主幹（小川雅也君） よろしくお願い

します。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 財政担当主査の中

村です。 

○財政担当主査（中村淳一君） よろしくお願いし

ます。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 対話のまちづくり

担当主査の大越です。 

○対話のまちづくり推進担当主査（大越一範君） 

よろしくお願いいたします。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 情報担当主査の飯

尾です。 



－４３－ 

○情報担当主査（飯尾浩之君） よろしくお願いい

たします。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 以上でよろしくお

願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ２点、質問をさせていただきます。 

  決算書の68ページです。ふるさと納税管理事業

についてです。 

  説明書の74ページなんですけれども、ふるさと

納税の使途別の寄附の分野があるんですけれども、

これをどのように決めたのかということをお伺い

いたします。 

  ２点目が、決算書の68ページ、ＯＡ管理事業で

す。 

  成果書の79ページです。 

  こちらのＯＡ機器を整備しまして、事務の手間

が省けて効率化をされたと思うんですけれども、

その辺りのことを教えてください。お願いいたし

ます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東でございます。 

  まず、私のほうからは、ふるさと納税の分野に

ついてのご質問についてお答えさせていただきま

すけれども、この宮代のまちづくりをみんなで応

援する寄附制度というのは、条例で定めておりま

して、その分野についても基本的に４分野を条例

で定めて、その他について町長が別途定めるとい

うことにしておりまして、上から３つ部分につい

ては具体的に条例に書かせていただいております。

それ以外については、その時々の状況によります

けれども、近年はこの項目で固定をさせていただ

いておりまして、その他町長が定めるということ

で定めをさせていただいておるところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 企画財政課長の栗

原です。 

  成果書の79ページにございますＯＡ機器のリー

ス等ということの説明を。 

  役場の中のＩＴの機器類については大きく２種

類ございまして、一つが情報系システムと言われ

るもので、通常のインターネットの閲覧であると

か電子メールの送信、あるいは役場の中での会議

室、車の予約、共通カレンダー等の情報システム

です。役場の人間が、日頃コミュニケーション、

情報共有を取る上で必要なもの、ファイルサーバ

ーなんかもこれに当たるんですけれども、情報系

のシステムというのがあります。 

  もう一類が基幹系のシステムというもので、こ

れについては住民基本台帳ネットワークであると

か税務情報、福祉などの情報、住民に対する窓口

での証明書の発行であるとかそういったものが基

幹系のシステムと言われるものです。 

  今回については、ＯＡ系の機器については、基

幹系については５年に一度リース替えというのが

ありますので、昨年度はそれの年に当たったとい

った内容でございます。説明とするとそんなとこ

ろです。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ありがとうございました。 

  ふるさと納税の寄附の概要は、条例で定められ

ているということで承知をいたしました。ふるさ

と納税で納税していただくときに、この項目を見

て、納税される方は選んでされると思うんですけ

れども、この分野に納税して、その税金をこちら

の75ページのこの成果というところで、こういう

形で分けて担当事業にご利用いただいているとい

うことなんですけれども、それぞれこのふるさと

納税の税金の一部が充てられているということで

すよね。 

  それで、例えば市民活動支援に関する事業とい

うことで、コミュニティセンターの進修館の事業

に活用されているとかそういうことなんですけれ

ども、間接的に事業に使われていて、この直接的

な市民活動の支援にもっとつながったらいいなと

いうことをちょっと思いまして、この寄附をされ

る方もいろんな思いで納税していただいていると

思うんですけれども、その辺りをもうちょっと内

容を考えていただくことはできるのかなというこ

とをもう一度お伺いしたいと思います。 

  あと、ＯＡ機器のリース料に関しては、５年に

一度のそういうシステム改修ということで承知を

いたしました。これからいろいろなこういったシ

ステム機器を導入して、なるべく効率のよい形に

なっていけばいいなと思っているんですけれども、

これはそういうことで承知をいたしました。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 副課長の伊東

です。 

  今、塚村委員さんからご意見をいただいたわけ

でございますけれども、このふるさと納税という

のは、多くの場合がこういった分野を設けて、個

人の場合ですと返礼品、幾つかの種類のものをご

用意してご選択をいただいて、具体的にその分野

を指定される方ももちろんいらっしゃいますし、

その他ということで特に指定をしない方もいらっ

しゃいます。 

  過去に、例えば山崎山を購入したときに、こう

いう目的に寄附をいただける方というのを募った

ことも町の中では過去にあるんですけれども、ほ

かの自治体の動きなんかを見てみますと、例えば、

具体的にこういったお祭りを残したいからふるさ

と納税、いわゆるクラウドファンディングという

ような方法なんかを使っている自治体も増えてい

る。 

  すなわち、その返礼品を求めないけれども、こ

ういった事業を直接的に応援したいんだというよ

うな動きに対して寄附をされる方という、される

自治体そういったことを条件として設けて、それ

に賛同する方が寄附をされるといった動きも増え

てきている。 

  その返礼品によらないような動きというのも出

てきていて、当初の動きとは少し変わってきてい

るのかなと、人の心とかも変わってきているのか

なというのもありますので、具体的に宮代町の中

でもそういった具体的な事業を挙げて、それにご

賛同いただける方に返礼品のご用意があるかどう

かは別としても、そういった方法によってもふる

さと納税ができる仕組みというのも検討したいと

いうふうには考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  今お伝えいただいたその内容のことを私も言い

たかったんですけれども、これからご検討を来年

度に向けていただけるということで承知をいたし
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ました。ありがとうございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。お願い

いたします。 

  決算書54ページ、施策に関する説明書は77ペー

ジ、便利バスが走る事業なんですけれども、新し

いバスになって、もう何年か経ちますけれども、

車椅子スペースがあると思うんです。それで、ち

ょっと外からは、今見えなくなっているので利用

があるか分からないですけれども、どの程度利用

されているのかお聞きしたいと思います。 

  車椅子スペースがあって利用してくださると、

どうしても乗り降りで時間もかかったりしますの

で、時々バスがすごく早く行っているときが、時

間に間に合わなくてちょっとスピードを上げてい

るかなと思う、お客さん待たせないためにという

感じもあるんですけれども、そんなことも含めま

して、車椅子スペースの利用があるのか、そして、

そのちょっと急いでいるようなこの時間帯、お客

さんが多いとか何かそういう理由があるのかお聞

きします。 

  あと、決算書65ページ、66ページ、みやしろ定

住促進作戦。 

  こちら、ホームページなど委託されていると思

うんですけれども、この65、66ページを見ても、

この委託する業者にこれ全部お金がいっていて、

そこから細かくどう動いているかというのは、町

は把握されているというか、どういうふうに使っ

てほしいというところはあるのかお聞きします。 

  あと、前段の委員さんと同じなんですが、決算

書67、68、ふるさと納税管理事業で、施策に関す

る説明書は74ページです。 

  74ページの返礼品で、いろいろあるんですけれ

ども、ちょっとこれ産業観光課かなと思ったりも

するんですが、この中で巨峰の返礼が787件とか

とあったんですけれども、ブドウの何か出来が悪

かったと聞いたんですけれども、私としてはすご

くたくさんあった、こんなに返礼されたんだとい

うのと、あともう一つ、町内の方たちがブドウ買

いたくても、どこの農家さん行っても買えなかっ

たと。不作で買えないと言ったんだけれども、物

が返礼品に優先されているのか、ちょっとそこ気

になったのでお伺いします。 

  あとは、ふるさと納税年々ちょっと金額は減っ

ているんですけれども、いろんな特産品がとても

充実しているとは思うんですが、やっぱりその品

質とかとすごく大事で、次も頼むということもあ

ると思うので、その辺の変化というのはどうなっ

ているのかお聞きします。 

  あと、私もちょっと今、副課長から出ましたけ

れども、全国の自治体でクラウドファンディング

がすごく使われているということと、あと、この

75ページの成果のところを見てみると、やはり塚

村委員と私もちょっと同じような感じを持ったん

ですが、何かに活用というのが全体の大まかなも

のに使われて、これは一体、例えば、一番上の新

しい村を中心とした農のあるまちづくりの活用と

いうことで、説明書のほうの163ページに指定管

理料が幾らとこうやって書いてある中の一体どこ

にこれは使われている。だから、全体の一部と使

うんじゃなくて、この中の新しい村の何かどれか

に使っているとか、そういう細かいのが寄附する

人って気にされるんですよね。こうしたいという

のがあるので、どれを見てもちょっと何か漠然と

して大きいので、その辺りどう考えているのかお

聞きします。 

  あと、一番下のその他まちづくり全般への活用

というところが、1,844万8,000円と結構大きく書

いちゃっているんですけれども、これもうちょっ
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と具体的に教えていただきたいと思います。 

  あと、真ん中辺にある宮代マルシェや特設ウェ

ブサイトによる情報発信など起業創業支援の活用

というのも369万円と結構払っているんですけれ

ども、こういうのも実際は本当はそのものの取組

としてやるものだと思うんですが、あえてここの

寄附金活用の中に入っている意味というのを教え

てください。 

  これも多分同じ会社に依頼していると思うんで

すけれども、すごく一生懸命やっていただくのは

ありがたいなと思うんですが、同じ会社にいろん

な意味で頼んでいることが多いと思うんです。そ

れで、この前に議会のほうの質問の中で、今年か

らちょっと業者が変わったんですけれども、監査

委員からやっぱり毎年同じところではなくという

ことで、印刷会社も今年変わったんですけれども、

そういういろんなところがやるという考えがある

のか、やっぱり同じところに頼むのがよくてやっ

ているのかとかそういうこともお聞きいたします。 

  あと、決算書60ページ、施策に関する説明書78

ページ、庁舎等管理事業の施設修繕料に使える修

繕とはどんなものか。 

  多分、庁舎の入り口の屋根というんですか。天

井とかの木の張り替えとかしたんですけれども、

この前、一般質問も出させていただいたんですけ

れども、駐車場の管理ってどの項目。企画財政の

どの項目に入るのかなと私ちょっと探したんだけ

れども分からなかったので、どこか項目あるのか

教えていただきたいと思います。 

  あとは、電話交換なんですが、うちの町はずっ

と電話交換でお願いしているわけなんですが、こ

の12委託料の電話交換とは、庁舎総合管理委託料

に入っていると思うんですが、ちょっと時々不便

だと思うのが、役場からお電話いただいても代表

の電話しかないので、どこの課からかかってきた

か分からないというのもあるんですけれども、い

わゆるこの電話交換で、１つの窓口でやっている

という意味、それをずっと続けている意味ってあ

るかと思いますので、教えていただきたいと思い

ます。 

  あと、最後です。 

  決算書86ページ、施策に関する説明書80ページ、

統計調査事業。 

  令和２年度国勢調査があったんですが、前回も

話したりとか言っているんですけれども、なかな

か調査員が大変だったり、今回コロナ禍だったり、

もともと情報のことでちょっと皆さん不安になっ

たり、なっているところに今度コロナ禍で調査員

の方大変ご苦労されたんですけれども、また５年

後にあるわけなんですが、国の事業とはいえ、何

か町のそういう大変さとかこうしたほうがいいと

か、何かそういうものは県に出したりとか、もう

少し郵送にするとか、ネットができるからネット

が５年後には進んでいるのかなとも思いますけれ

ども、そういうことの提案というんですかね、何

か町からも県に対してとか言っていけるのか、そ

れが通るか通らないは別なんですけれども、そう

いうことが言っていけるか、大きく以上５点です。

よろしくお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  管財担当主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当主査、島

村でございます。よろしくお願いいたします。 

  私のほうからは、まず、回答させていただくの

はバスに関しましてなんですけれども、便利バス

が走る事業です。 

  こちらにつきまして、車椅子のご利用の方につ

いてのお問合せでございますけれども、申し訳ご

ざいません。今年度に関しまして、直接その事業

者と車椅子の話しをしたことは、申し訳ありませ
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ん、ございませんが、昨年度までの間に定期的に

利用されている方がいらっしゃったということは、

話としてはいただいております。ひまわり作業所

があったときに、作業生が使われていたというこ

とでございます。 

  それによって、そのお話が委員様ご指摘のよう

に、実際に遅れが生じることがありますかという

のは、ドライバーでしたり委託している会社のほ

うに話をしてみたことはあるんですけれども、車

椅子の乗車一つだけの理由で遅れが生じることは

ないと。 

  ただ、複合的な理由によって、その日の道路状

況ですとかそういったことで遅れが生じることは

ございます。それが、仮にあったとしても時間よ

りも安全を優先して運行していただくようには、

常々指導しているところでございます。 

  続きまして、私のほうから庁舎管理事業につい

てご回答させていただきたいと思います。 

  こちらにつきましては、決算書の60ページです。

それから、成果書78ページ、庁舎等管理事業につ

いてのお問合せをいただいております電話交換に

ついてということでございます。 

  まずは、ちょっとこの決算書上に載っている話

につきましては、電話交換機の保守管理となって

おりますので、これは通信関係の業者に委託して

いる業務でございます。 

  お問合せいただいたのは、電話交換の交換手に

対してのお問合せだと思いますので、こちらの費

用につきましては、庁舎管理の総合委託料に含ま

れている部分です。そこで人材派遣ということで、

そちらの業者から派遣された方が、電話交換を務

めていただいておるということでございます。 

  電話交換に関してナンバーが代表でしか表示さ

れないということでございます。そちらにつきま

して、先ほど申し上げました通信会社と対応策と

いうものを相談はしているんですけれども、今の

ところ解消策がございませんで、こちらにつきま

しては、再三やはり交換のほうに、役場から電話

があったんだけれどもどこの課から電話があった

か分からないという話を再三いただいております

ので、こちらにつきましては職員が共有している

システム上でもって、何月何日の何時何分の下４

桁何桁の方に電話しましたというのを共有できる

箇所に入れて、そちらで確認を受けたもの、ある

いは電話交換がそちらのデータをもって確認いた

だくことになっております。 

  私に関しましては以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（小川雅也君） 主幹の小川でご

ざいます。 

  私のほうからは、みやしろ定住促進作戦につい

てお答えさせていただきます。 

  決算書で言いますと65、66ページ。成果書で言

いますと47ページになります。 

  みやしろ定住促進作戦のウェブサイト運営管理

等委託料がどのように使われているかということ

でご質問だったと思います。 

  まず、こちらですが、みやしろ定住促進サイト

「みやしろで暮らそっ」の管理運営のほうに使わ

せていただいております。 

  その中でどのような事業を行っているかといい

ますと、まず、サイトの運営ということはあるん

ですが、中には特集記事のほうをつくっておりま

す。昨年度に関しましては大きな特集記事が４件

です。こちら読み物となるようなもので、カメラ

マンとかも入ってしっかりとした宮代の暮らしぶ

りであったりとか、移住者へのインタビューみた

いなものをお伝えする記事を４件出しております。 

  また、もうちょっと軽い記事で、宮代のホット
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なネタであったりとかそこら辺をぶらりと散歩し

たようなものを載せるような記事といたしまして、

５件の記事を載せてございます。 

  その他、毎月イベントの予告記事のほうも載せ

てございます。 

  また、こちらのサイトに関連しまして、ＳＮＳ

のほうも行っておりまして、フェイスブック、ツ

イッターのほうも行ってございます。こちら随時

つぶやいたりとか、また、どなたかがつぶやいた

宮代町に関するＳＮＳの記事でいいものがあれば、

それをリツイートしたりとかそういったことも行

っております。 

  その他、セキュリティー対策なんかも行いまし

て、そのような運営委託のほうをお願いしている

ところでございます。 

  私のほうからの説明は以上となります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  ふるさと納税に関しまして、決算書67、68。そ

して、成果書で言いますと74、75ページについて、

ご質問いただいた件につきましてご回答のほうを

させていただければと思います。 

  丸山委員さんのおっしゃったとおり、昨年度は

ブドウの採れ高というのがよろしくなかったとい

うのは、天候不順によってもろにその状況が出て

しまったということで、宮代町役場、直接的な数

字とかあとは軒先の状況がどうだったかというの

は、できれば産業観光課のほうで伺っていただけ

ればと思うんですが、たしか、その1,100程度、

1,200程度だったと思いますけれども、ふるさと

納税で出荷できるようなご準備をお願いしていた

んですけれども、結局のところは、ここの成果書

に書かせてもらっているとおり、74ページの787

というのが実際には出荷できた数ということで、

非常に厳しい状況だったというのは伺っています。 

  その令和元年度で言いますと、1,700ぐらい出

ていますから1,000セットぐらい減ってしまった

ということで、宮代町にとってはふるさと納税に

は一番というかかなり大きなウエイトを占めてい

て、昨年度の天候状況によってしまったんですけ

れども、非常に残念な結果がこういったことにな

ったと。 

  今年度についても、ちょっと分析自体はうまく

できているかどうかは分からないんですけれども、

やはり今年も申込み状況は非常に厳しくて、やは

り一度逃してしまうと、どうしても今あまたある

選択肢の中から、やっぱり選んでもらうというの

が非常に難しくなっていて、どうしてもその返礼

品というのが、どうしても競争に巻き込まれて選

択肢がたくさん出てくる中では、一回飛ばしてし

まうとリピートとしてかなり落ちてしまうという

があって、一方で、生産されている方も減ってし

まっているというような状況で、ここについて早

めに課題を解決するために取り組まなければいけ

ないかなというふうには思っております。 

  出すものについては、予算委員会などでもお話

をさせていただいたりもしていますけれども、新

たなタイアップ事業者にお声がけをさせてもらっ

て、お品物を増やしたりとか、また現にタイアッ

プをしていただいている事業者の方に新たな返礼

品の開発をお願いしたりといったような努力は産

業観光課のほうでさせてもらっているんですけれ

ども、このブドウについては、後継者がなかなか

いないといったところでは、今まで大きなウエイ

トを占めていただけに、これが反動として返って

きてしまうので、ここについては早急にちょっと

改善していかなければいけないかなというふうに

は思っております。 
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  品質のお話しというのは、その中身というかメ

ニューという意味で捉えたとすると、例えば去年

は、パン屋さんでシュトーレンというのを新しく

出してもらったりとか、そういう工夫はさせては

もらってはいるんですけれども、やっぱり事業者

数も限りがある中でなかなか次の一手がちょっと

打てていないかなというところで、企画財政課も

産業観光課と密に連携して、例えば、今現状とし

ては、ふるさと納税入り口としては、ふるさとチ

ョイスというホームページと、６月から楽天とい

うところで開かせてもらっているんですけれども、

ほかの自治体見ますと、入り口をほかにも増やし

て、いかに多くの人に見てもらうかというところ

が鍵になっている部分もありそうですので、ただ

一方でふるさと納税寄附を頂いたときには、経費

を当然サイトをホームページを運営している方に

は５％とか払わなければならなくて、ふるさと納

税のルールとしては、経費は50％までと決められ

てしまっているんですね。それなので、郵送料と

かホームページの運営委託料とかそういったもの

を差し引いていくと、50％までしかいけませんの

で、そこのルールの中でやらなければいけないと

いう中で、いかに工夫していかなければいけない

のかというふうには考えております。 

  あと、もう一つ充当の考え方についてお伺いが

あったかと思います。 

  成果書の74ページと75ページ、左右見ていただ

きますと、当該年度に頂いた金額は4,500万円超

でして、当該年度に使わせてもらったものは

7,200万円と、これイコールではないんですね。

頂いた分と当然その基金に積んで、当該年度の予

算、歳入としてこれぐらいある、歳出としてこれ

だけある、ふるさと納税をどれだけ充てなければ

いけないのかという計算の中でやらせてもらって

いるというのがありますので、もらったものをそ

のまま使うということではありませんので、いろ

んな財源を検討した中で、ふるさと納税をこの分

野として充てられるものが何なのかというのを財

政担当と各担当の事業の要求状況に合わせて行っ

ている状況でございますので、農のあるまちづく

りに関する事業の全体が、これぐらいあればそこ

にどれぐらい充てられるのかというのを計算しな

がら充当させてもらっているというのが実情でご

ざいます。 

  いわゆる農のあるまちづくりに関する事業で、

例えば5,000万円残っている中で、農のあるまち

づくりに関する事業が、例えば2,000万円しかな

ければ最大でも2,000万円しか充てられませんの

で、3,000万円残るという形になって、それをそ

れぞれの事業の全体の金額に充当しながらどれだ

け充てられるのかというのを計算させてもらって

いますので、なかなかそこのやりくりとどこの部

分に充てるのかというのは、どうしてもこれあく

までも一般財源なので、この節のこの部分に充て

るというのはなかなか難しいという、事業全体に

充てなければならないかなというふうに考えてい

ます。 

  その他のまちづくり全般への活用というのをも

っと具体的にということですけれども、その点に

ついては、やっぱり一般財源というところになっ

てしまいますので、なかなか具体的にここに充て

ましたよというのは、説明が難しいといいましょ

うか、もちろん積み上げにはなっていますけれど

も、一般財源として様々な事業に充てられている

という説明しか、この場ではちょっとできないと

いうことでご勘弁いただければと思います。 

  あと、国勢調査についてお問合せをいただいて

おります。 

  予算書で言いますと85ページ、86ページになろ

うかと思います。成果書で言いますと80ページと
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いうことで、丸山委員さんのご指摘のとおり、コ

ロナ禍の中で168人の方の国勢調査の調査員の方

に、指導員の方25人も含めてですけれども、200

人弱の規模でやらせていただいて、様々なご苦労

をおかけしたということですけれども、基本的に

はインターネットに回答があった上で、そのイン

ターネットにご回答していただいた以外の方に、

郵送以外の方ですね、その２つによらない方につ

いてはご訪問させていただいて回収をさせていた

だいているということで、年々インターネットの

回収状況は上がっているということです。ちょっ

と私、数字を持ち合わせていなくて恐縮なんです

けれども、インターネットの回答の結果として、

その以外の方については、調査員に訪問に行って

いただいて回収をしていただいているという状況

です。 

  基本的な感染症対策をしていただいた上で、極

力近づかない中でやり取りをするといったような

方法にしていますので、例えば郵便受けに入れて

おいてもらうとか、そういったことをやっていた

だいたというふうには記憶していますけれども、

さらに、インターネットの回答は増えてくるのか

なというふうに思います。また、こういった状況

を総務省のほうもいろいろな各自治体から意見は

伺ってはいると思いますので、改善されていくの

かなというふうに思っています。 

  ちょっと雑駁で恐縮ですけれども、以上でござ

います。 

○委員長（丸藤栄一君） 管財担当主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  先ほど、申し忘れたことがございました。 

  １点なんですけれども、庁舎等管理事業の中の

駐車場の路面標示の修復費用というのはどこから

拠出するのかというお問合せでございましたけれ

ども、そちらに関しましては、決算書で言うと60

ページ、10番需用費の中の施設修繕料でございま

す。 

  施設修繕料につきましては、もともとある施設

に対して修復を行うものにつきましては、基本的

にこの費用から拠出しているような形でございま

す。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございます。 

  １番目の便利バスが走る事業。 

  定期に使っていてくださった方がいるというの

では、よかったなと思っています。 

  今、今年とかは、ちょっと試験的にタクシーも

入ってきたりとか福祉タクシーがあったりしてあ

るんですけれども、せっかくスペースがあるので

使っていただくのがいいかなと思ったときに、や

はりこう見ているとバスがすごく走っているとき

があるので、多分それはたくさん乗った方が、私

もたまにしか乗りませんけれども、荷物をいっぱ

い持って時間かかって上がってというそういうの

もあるけれども、何か車椅子の方が乗ってくれた

ときに慌てなくていい、そういう余裕の、多分時

刻表にはなっていないような気もするんですね。

それで、せっかくのスペースですので、やはり車

椅子の方も増えてこれからいくと思いますので、

そこのところ有効活用してもらいたいなと思いま

す。 

  今、外から紫外線カットで全然中見えないので、

前は何人乗っているなとか思ったけれども、今は

全然見えないので、新型コロナの影響で見てみる

と数字も随分落ちていますけれども、何かせっか

くつくっているスペースですので、出かけるのに

使える、何か今までは定期に使ってくれたという

方もいらっしゃいますけれども、やはりちょっと
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怪我をされたり、やっぱりちょっとご病気で車椅

子を使うようになった方たちが、バスも乗れるん

だという知らない方もいらっしゃるんですよね。

そういうところ、ちょっと幅広く使ってもらえる

ように出すということ、周知というかそういうこ

とも必要かなと思います。 

  バスは遅れが生じてもやっぱりちょっと安心安

全というところは、ちょっと見ていて心配になる

ときがありますので、気をつけていただくように

お願いいたします。 

  あと、定住促進のほうなんですけれども、特集

記事とかいろいろやっていただいたということで

フェイスブックとか。すごく頑張っていただいて

いるとは承知しています。いろんなイベントも私

も見せていただいたりしています。 

  そういった関連でふるさと納税なんですけれど

も、今いただいたように、多分やっぱり宮代のブ

ドウっておいしい甘くて。山梨とか種なしブドウ

って大きくデパートとかくるのは、やっぱりそう

いう豪華のなんだけれども、返礼品でやっぱり私

たちもちょっと農家さんから買っても、やっぱり

いろんなもの今出ていますけど、おいしいんです

よね。ただ、去年今年があんまり、去年は、まず

食べられなかった。そういう中で、ブドウの生産

が少なくなるってことは、やっぱりこっちの今、

副課長の答弁もいただいたように減っていく、そ

したら違うところの巨峰おいしかったから違うと

ことなるようになっていくと思いますので、やっ

ぱりこれからちょっと考えていただくということ

は必要だなというのは思います。 

  さっき言ったように、今度、楽天も６月から始

まったということで、うまく活用できるといいか

なと思います。 

  クラウドファンディングは、やっぱりこれ自治

体として何か参加してほしいなと。私も見ていて、

やっぱりこれ、うちの町のこれに力入れたいとか、

たとえば巨峰、今、高齢者でできなくなっている

ところもありますけど、新しい苗植えているとこ

ろもありますよね。なので、そういう事業に、例

えばうちの町は巨峰だから、これに力入れるから

こういうのにとか、いずれ今は食べられないけれ

ど、いずれは巨峰をまた食べられるとか、そうい

うふうな何か目的持って、これもひとつ、今、自

治体結構やっていますので、やってほしいなと思

いますので、その辺ちょっと答弁をお願いします。 

  庁舎管理の駐車場の白線とかなんですが、どう

しても庁舎の建物ということで修繕とかしていた

だくと思うんですが、今のここの入っているとい

うことですので、ぜひともそういうところ計画的

にしてやっていただきたいなって。建物だけじゃ

なくてそのところも、多分庭木は別の会計になっ

ていると思うので、そういうところをきちっとや

っていただきたいと思いますので、結局そこに入

っていない建物という感覚だと今まで入ってこな

かったと思うので、何かそこをちょっともう１回

答弁お願いします。 

  国勢調査は、かなり５年前よりはインターネッ

トのほうがすごく進んでいて、この５年後増える

と思うんですが、やっぱりまだ高齢者が多い中で、

実際統計指導員の方もそうですけど、統計調査員

やってくださっている方も皆さん高齢者なんです

よね。若い方はどうしても仕事の関係とかででき

ないし、どうしても依頼するのが区長さんとか、

その関係者とかになってしまうと年齢が高くて、

人によってはすごく丁寧にご説明されて、やっぱ

り何回行っても会えないとかってやっぱりいます

から、やっぱりそこはインターネットが進むと思

うんですが、よくお話をされて、すごく丁寧に対

応している人もいらっしゃると聞いていますので、

そこは担当としてきちっと話をしていただきたい
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と思います。 

  さっきの寄附金のほうなんですけれども、マル

シェとかのそれに金額が全部いっているんじゃな

いというのは分かりました。全部がいっているわ

けではないというのは分かるんですけれども、や

っぱり寄附する側としては、やっぱりこれ、子供

の教育のこれ、やっぱりこれというのが、やっぱ

りやる人はしたい。やっぱり前もお話したかもし

れないけれども、宮代で育ったから、宮代の教育

のあそこにお金やってほしいとかって、やっぱり

そういう思いでしている方もいるんですよね。だ

から、そういう時ってやっぱり漠然と教育にとか

じゃなくて、進修館のというのじゃなくてね。や

っぱりこれ、これって、ほかの市町村見ると、結

構はっきり出しているところもあるんですよね。

私の生まれ育った辺りもきちっと出しているので、

やっぱりそういうところもうちょっとやっていた

だけるかなと思って、ちょっとそこもご答弁お願

いします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  管財担当主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当島村でご

ざいます。 

  先ほど委員様からお問合せいただきました路面

標示の件でございますけれども、令和２年度中に

路面標示につきましては業者から見積りを取った

経緯がございます。 

  したがいまして、金額大体どの程度かというと

ころは把握はしておるんですが、昨年度中別のも

のと天秤にかけて、そちらについては見送った経

緯がございます。引き続きまして、今年度中の予

算でもって費用捻出できるように努力していきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 副課長の伊東

です。 

  ふるさと納税について、成果書の74、75という

ことで、恐らくその特定の事業にというのは、ク

ラウドファンディングという方法になろうかなと。

塚村委員さんからも具体的な事業にということも、

お話し先ほどいただきましたので。 

  もちろん、ふるさと納税の返礼品というのも少

し曲がり角にきている。特産品もなかなかその後

継者がいない中で、安定的に供給できるという状

況でもなくなってきている。ブドウ農家さんも今

30軒くらいになってしまったんでしょうかね、そ

ういった話も伺っていて、なかなか後継者がいら

っしゃらないよといった中で、そういったことも

課題としては当然に持たなきゃいけないというこ

ともあって、そういった中では具体的な事業を打

ち出して、そこに具体的にその寄附を求めていく

と、お願いしていくといったことも一つの方法な

のかもしれませんので、４年度できるかどうかっ

てちょっとここでお約束はちょっとできないんで

すけれども、検討として進めていきたというふう

に思いますので、ご理解をいただければと思いま

す。 

  また、国勢調査の高齢化が進んでいる調査員さ

んについては、国勢調査だけではないというふう

に認識していまして、調査員さんにご協力いただ

いている方は、全般的にこういったコロナ禍の状

況でご懸念されている方ももちろんいらっしゃい

ますので、そういったことも留意しながら丁寧に

やっていきたいなというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございます。 
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  ふるさと納税のほうは別にすぐというわけでな

くて、やっぱり今後ちゃんと考えていかないと、

やっぱりほかの委員の方からお聞きすると、温暖

化とか宮代町のブドウができにくくなっていると

かお話も聞くので、やっぱり先を考えていただき

たいと思います。 

  先ほどの庁舎の白線なんですけれども、私、一

般質問したから、やってくれというのではなくて、

やっぱり高齢者の方が来て線が分からないって本

当不安なんです。町内の方が来庁して、ぶつかっ

て、どっちが悪いとか何か怪我をするとか、やっ

ぱり線があればそこに止めるということ、若い人

は勘とかで大丈夫なこともあるけれども、やっぱ

り事故が起こらない安心安全のために、予算は大

変で検討してもらったことはあるということです

ので、やはりそこをやっぱり町民の命守ってもら

うという意味で。やっぱりどこから出ているお金

かなと思うとやっぱりそうだけれども、建物には

やっぱり何年か十何年たつと直すんですけれども、

下ってなかなか毎年変えるものではないので抜け

落ちる部分だと思うので、やっぱりそこはやって

いただきたいなと思います。 

  さっきのすみません。戻りますけれども、ふる

さと納税のところはクラウドファンディングとや

っぱり並行して、移行するというより並行してや

っぱりこの先考えてやっていって考えていただき

たいと思います。 

  ちょっと１点、すみません。 

  先ほど忘れちゃったんですけれども、電話の交

換のほうなんですけれども、システムで共有化、

各あれで下４桁で誰って、それが私たちも分かれ

ばすごくありがたいなと。本当、お電話いただい

て出られないこととか、議員もそうですけれども

やっぱり町民の方お返事いただくとか、どこか分

からなくて電話すると違うと言われて、やっぱり

交換で「すみません、今もらったんですけれども」

とやっぱりお聞きすることあるんです。やっぱり

ちょっと手間なので、何かそういうところ考えて

いただいて、すぐこういう状況が電話交換手の方

でお願いするのではあれば、やはりそういう下４

桁で分かるとかそういうことをしっかりやってい

ただきたいと思います。要望になりますけれども、

よろしく願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 他に質疑ありますか。泉

委員。 

○委員（泉伸一郎君） 泉でございます。よろしく

お願いします。 

  ２点お聞きいたします。 

  決算書54ページの便利バスが走る事業。これで

成果書のほうでは77ページになります。 

  便利バス委託料ということで、30年度と元年度

では、大体委託料が12万7,614円増えて、今回元

年度から２年度では186万5,244円増えているとい

うことで、大幅に増えているわけなんですけれど

も、もちろんこれ下の計算式見れば分かるんです

けれども、設備工事費これが増えたのと、運賃収

入等が減ったっていうことなんでしょうけれども、

ここのところもうちょっと詳しくご説明いただき

たいと思います。 

  それから、決算書の68ページのＯＡ管理事業の

中で、成果書では79ページになるんですが、下の

ほうの表のところなんですけれども、新型コロナ

ウイルス感染症対策に係る分散勤務環境の整備と

いうことで、２点入っているんですけれども、こ

ちらのほうのネットワーク設定と、こういうパソ

コン関係の一式ということで、このことを説明を

詳しくお願いいたします。 

  以上、２点です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  管財担当主査。 
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○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当島村でご

ざいます。 

  私からは、便利バスが走る事業ということで説

明に使わせていただきたいのは、成果書の77ペー

ジ、決算書でいきますと54ページでございます。 

  こちら便利バスの委託料につきましての内訳を

具体的に説明してほしいというお話でございまし

たけれども、そちらについてご説明申し上げます。 

  まず、対比として上からいかせていただきたい

と思うんですけれども、令和２年度契約額3,025

万8円、それから、元年度Ｂとしていますけれど

も2,997万5,004円。この金額の違いにつきまして

は、消費税が８％から10％に変更があったことに

よる契約額そのものの変更でございます。それが

６か月分という形でございまして、差引きその額

が27万5,004円ということになってございます。 

  続きまして、運賃収入228万800円、こちらが令

和２年度の収入でございまして、令和元年度につ

きましては、350万600円でございました。こちら

の内訳につきましては、お客様がお乗りになられ

ました１回100円の運賃、ないしは今バスの車両

にて、14枚綴りのチケットを1,000円で販売して

おります。こちらの売上という形でございます。

こちらにつきましては、利用者の統計にも表れて

くるところなんですけれども、コロナ禍の関係で

乗降客が、平成26年度見直しを行ってからずっと

右肩上がりで毎年度5,000人程度増やしていたと

ころではあったんですけれども、令和２年度つい

に前年度を下回る数字というものが初めて出てき

たところでございまして、これがすなわちお客様

が乗る予定がなくなってしまいまして、増減121

万9,800円減額となったという形になってしまい

ました。 

  続きまして、両替立替分につきましては、あら

かじめ業者のほうで用意している準備金でござい

ますので、毎年同じ金額、毎月１万円お釣りの準

備金として用意しているということです。 

  こちらの設備工事費につきましては、これ毎年

度金額が違うんですけれども、昨年度につきまし

て空気清浄機と申しますのが、プラズマクラスタ

ーです。ウィルス対策に一定程度の効果が見込め

るというお話をいただいておりましたので、委託

業者中田商会にお願いしまして設置をしていただ

きました。これが２台分の設置費用となってござ

います。これが毎年度違う分ですので、一昨年度、

令和元年度につきましては、料金機の移設という

形で費用をやはり中田商会の方に設置いただいた

という形でございます。その差し引きの結果が委

託料となってございますが、最終的に申し上げま

すと、まず最初に、５年契約をしてはいるんです

けれども、１年ずつその契約料の支払いの伝票と

いうのを切っておりまして、ここに表示されてい

るのはその１年度の金額。１年度の金額、最初か

ら決まっている金額の中から差し引くものとして、

お客様から頂いた運賃収入があるということです、

１つ。もう１つは、先ほど申し上げましたお釣り

の準備金、それから中田商会に頼んだ工事費、そ

れを差し引いた結果が、令和２年度の委託料

2,886万7,348円になっているということでござい

ます。 

  便利バスが走る事業についてのご説明は以上で

ございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  情報担当主査。 

○情報担当主査（飯尾浩之君） 情報担当主査の飯

尾です。 

  私の方からは、新型コロナウイルス感染対策に

係る分散勤務環境の整備、こちらについて説明さ

せていただきます。 

  まず、１項めとしまして、庁内ＬＡＮ回線増設
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及びネットワーク設定。こちら内容といたしまし

ては、ここにありますとおり今までネットワーク

が敷設されていなかった庁舎の相談室等こちら計

10箇所に情報系ネットワーク、通常の職員が業務

で使用するネットワークと今後需要が増えてくる

ことが見込まれるウェブ会議等に対応するための

インターネット回線、こちらを併用できる回線を

敷設いたしました。こちらが工事費等で343万

7,500円となります。 

  続きまして、ウェブ会議用パソコン及びソフト

ウェア一式。コロナ禍の昨今で、国や県の実施す

る会議の多くが今、ウェブ会議に移行しておりま

す。 

  また、今後町が主体として行っている会議につ

きましても、徐々にネット会議になっていく割合

が増えていくことが見込まれましたので、今後の

こういった需要に対応するために、ウェブ会議用

専用の端末、パソコンと会議を行うための周辺機

器、こちらを整備いたしました。具体的には、ウ

ェブ会議用端末を10台。それに加えて、ウェブカ

メラ、ウェブマイク、端末自体にインストールす

るウィルス対策ソフト、こういったところになり

ます。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉伸一郎君） ありがとうございました。 

  特に、便利バスのほうすごい細かく説明してい

ただいてありがとうございます。よく分かりまし

た。 

  やはりこれを見ても分かるんですけれども、や

はりこの委託料が左右されるのは、運賃収入が大

きいということが、ウエイトを占めているという

ことが分かると思うんですね。やはり、コロナ禍

であったということではあるんですけれども、こ

の利用者ですか、これをやっぱり増やしていくと

いうことが大事だと思うんですよね。それに対し

て、便利バスの利用促進に対してどのようなこれ

からの考えを持っているかをお聞きいたします。 

  それからあと、２点目です。 

  よく分かりました。パソコンが10台でよろしい

んですかね。端末機って。パソコン及びと書いて

あるので、パソコン10台設置されたんでしょうか。

それが、どことどことどこに設置されたかとか、

そういったのを聞きたかったんですけれども。そ

れで、会議等ウェブ会議は、何回ぐらい行われて

いたかをお聞きいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  管財担当主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当島村でご

ざいます。 

  ただいま泉委員様よりご指摘いただきました便

利バスが走る事業についてでございます。 

  こちらの便利バスが走る事業の利用者拡大の方

法ということなんですけれども、既存の事業とし

て申し上げますと、令和元年度から免許を返納さ

れた方に、チケットを70枚、70枚というのは先ほ

ど申し上げました1,000円１綴りのチケットの５

セット分をお配りさせていただきまして、１回限

りの無償配布でございます。免許を返納されたそ

の事業開始時、令和元年４月１日以降に免許を返

納された65歳以上の方に関しましては、お試しに

使っていただくという意味で、70枚のチケットを

配らせていただいております。そちらのような機

会を持って、バスの使い方というものを学んでい

ただく機会としていただければ幸いという考えで

配布させていただいております。 

  併せて先頃行われました、新型コロナのワクチ

ン接種に関しまして、バスの利用料を無償ないし

はチケットをお渡しさせていただきまして、この

たび、今回で初めて利用される方にもバスの使い
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方を理解していただく機会ということで、ご協力

させていただいたところでございます。引き続き

そういった事業ですとか、機会に合わせましてそ

ういった利用の仕方を学んでいただく機会という

ものをつくっていけたらなと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  情報担当主査。 

○情報担当主査（飯尾浩之君） 情報担当飯尾です。 

  まず、ウェブ会議用端末こちらにつきましては、

ご指摘のあったとおり現在所有しているのは10台

になります。それぞれの配布先なんですけれども、

まず、本庁舎で全課が共有して使うのが現状３台

になります。これに加えて保健センターに１台、

子育て担当に１台、福祉課に１台、保育園に各１

台計２台です。残りの端末につきましては、本来

予備機、または本庁舎の端末数が足りなくなって

きた場合に増設するのを考えていたんですけれど

も、現在は新型コロナワクチン接種の予約を窓口

で受け付ける都合上、そちらのほうに貸出しをし

ております。 

  また、10台で足りるのかというご質問なんです

けれども、購入して約半年以上運用してみた結果、

やはりウェブ会議の需要、頻度自体がどんどん高

まってきていますので、庁舎の３台これに関して

は正直足りないというような印象があります。こ

ちらに関しましては、可能であれば備品購入費で

このあと増台をしていきたいと考えております。 

  続きまして、ウェブ会議の開催された回数なん

ですけれども、申し訳ありません、ちょっとこち

らに関しては各課でそれぞれ予約をとって参加し

ている都合上、全体数というのは現状まだ把握で

きておりません。そちらに関しては、調査をした

上で後ほど回答をさせていただきます。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉伸一郎君） ありがとうございました。 

  とにかく私も何度も一般質問で便利バスについ

て言わせていただいておりまして、やっぱり町民

の方がどんどん使っていただけるようなそういう

取組、これをしっかり進めていただきたいなと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  また、ウェブ会議、これからもどんどん増えて

いくと思うんですよね。それに対応できるように、

町としてもシステムとかしっかりと向上していた

だきたいと思います。 

  ありがとうございました。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  ２点質問します。 

  便利バスなんですけれども、77ページの成果書。 

  運賃収入とお客様の人数見ていますと、客単価

が毎年下がってきているんです。30年度が63円１

人当たり、元年度は59円、去年は57円。客単価が

減るということは、ただ乗りしている人が多いと

思うんですけれども、無料で乗った人何人ですか。

この４万609人のうち。 

  ２点目ですけれども、第５次総合計画。人口を

減らさないようにして頑張るということで、答申

が出ましたけれども、61ページを見ますと、その

公共施設の再編についてですけれども、こちらで

は人口減少、少子高齢化が進んでおりとこう言っ

ております。ですから、計画によって人口が減る

から学校を減らす。第５次総合計画は、人口を減

らないようにする。計画によって人口を都合のい

いように操作するのはやめてほしいんですよ。や

めてほしいの。だから、第５次総合計画見直す考

えがあるか。早急に。12月議会にでも見直しを出

してほしい。その考えがあるかどうか副町長にお

願いいたします。 
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  以上、２点。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時２２分 

 

再開 午後 ４時３９分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  金子委員に対する答弁からお願いいたします。 

  答弁願います。 

  副町長。 

○副町長（渋谷龍弘君） 副町長の渋谷でございま

す。 

  金子委員のご質問にお答えを申し上げます。 

  ご質問は、成果書の61ページに人口減少という

表記がある一方、総合計画の目標人口が３万

4,000人になっているというふうな関係のご質問

かと思います。 

  宮代町の人口推計を基に10年後の人口を見てみ

ますと、約３万1,000人という人口推計となって

おります。今回の第５次の総合計画の人口につき

ましては、あくまでも将来の目標人口ということ

で３万4,000人の設定をさせていただいておりま

す。この３万4,000人の将来の目標人口を達成す

るために具体的に、たしか32事業の様々な政策を

実現することで、特にその３つの駅を中心としま

した既存の市街地の魅力を高めまして、市街化区

域内にございます農地あるいは未利用地、これが

合計で約53ヘクタールございますので、この未利

用地を効果的に活用いたしましてこの３万4,000

人の目標人口を達成していこうという、そういっ

た考えでございます。 

  なお、この３万4,000人の目標人口につきまし

ては、住民意識調査ですとかワークショップに参

加された町民の皆様のたくさんのご意見、あるい

は審議会のご意見などを経て設定した数字でござ

います。まさにこの目標の数字を実現するために

町民一丸となってみんなで努力していこうという、

そういった将来目標の人口でございます。 

  なお、ご質問にございました12月議会で第５次

の総合計画のこの目標人口を見直しをする考えが

あるかというご質問でございますが、この将来人

口につきましては既に議会のほうの議決を経てお

りますので、見直す考えはございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 続いて、答弁願います。 

  管財担当主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  先ほど金子委員からご指摘いただきました、循

環バスの利用者における無償のお客様の割合はと

いうことでご指摘いただいておりました。 

  まず、人数のほうからご報告させていただきま

す。 

  令和２年度実績としまして、無償、この中でい

う無償というのは、無料で実際にご乗車いただい

た方と先ほど申し上げました自主返納の方が含ま

れて、令和２年度の無償でご乗車いただいた方は

延べ人数で１万1,600人ちょうどでございました。

利用者全員につきましては、こちらの成果書の77

ページにございますとおり４万609人となってご

ざいます。したがいまして、その数字で比較しま

すと、無償の方は28.5％の方が無償で乗ってござ

いました。 

  引き続きまして令和元年度の実績でございます。

令和元年度実績、無償の方でございますけれども、

１万5,347人、先ほどと同じ無料でご乗車いただ

いた方と自主返納の方合わせて１万5,347人。こ

ちらに対しまして延べ人数、乗客全てがですね、
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こちらにつきましては５万9,463人という実績で

ございます。同様に比較するために割合を計算し

ましたところ、25.8％でございますので、金子委

員様のおっしゃるとおり、全体の利用者に対する

無償でご乗車された方というのは割合としては増

えている傾向にございます。 

  担当としての理解としましては、利用者総数自

体が減っているということがまずございまして、

そこから無償としている方、条件を確認しますと

というか、条件なんですけれども、障がい者手帳

を持っている方、あるいは介護認定を受けている

方、それから未就学児の方、併せてそれら免除さ

れる方の付添者１名までを無償とさせていただい

ております。したがいまして、あくまで担当とし

ての理解なんですけれども、総数が減っている中

で割合が増えているということは、そういった

方々がいまだ必要とされているという認識でござ

いますので、ご理解のほういただけたらと思いま

す。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 無料の割合が増えるのは悪

いということではなくて、利用が進むのは非常に

いいことだと思っています。しかし、契約3,000

万円で運賃収入が228万円というと、もう10％以

下、つまり、90％以上はバスを利用しない人が払

っているということなんです。この比率が正しい

のかどうかというと、ちょっと疑問を感じます。

後期高齢者医療と同じような割合だなと思えばそ

ういう事業なんだなと思いますけれども。 

  以上です。 

  それから、第５次とこの小中学校の関係ですけ

れども、推計人口３万1,000人に対して目標３万

4,000人。ぜひとも10年間で責任もって頑張って

ほしいです。もし推計どおり３万1,000人になっ

てしまったら大変なことになってしまう。こちら

を、目標を変えるつもりがないということは、こ

の小中学校のほうも、中学校も１校にするという

ことを目標変えるつもりがないということなんで

しょう。そうなると、須賀中なくなったら人口達

成さらに難しくなりますから。須賀中なくなった

らちょっと越してくる人減るんじゃないですか。

引っ越して出ていっちゃう人も増えるかもしれな

い。そうやっておいて人口を増やす。ちょっと真

逆のことをやっているんですよ。整合性が取れな

い。12月議会でこれはちょっと追及させていただ

きます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 何点か伺いたいと思います。 

  今、コロナ禍で宮代町民がかなり苦しんでいる。

これは334人ですか、今日で。ちょっと忘れまし

たけれども。それだけの人数が新型コロナに感染

している。 

  そこで、Ｐ58、59にも載っています減債基金、

財政調整基金、公共施設整備基金、宮代まちづく

り基金、森林環境譲与税基金がありますが、全額

で３億6,788万円積み立てられていると思います。

これは企画財政課だけでは済まないと思いますけ

れども、今、コロナ禍で爆発的にコロナ患者が増

えている。いつ自分も感染するか分かりません。

命を落とすかもしれません。この宮代町として命

を守るために、本来であればですよ、国や県で出

すべきだと思うんですけれども、これらの基金を

流用できないものか、できるものなのか、その辺

のところをお伺いしたいと思います。もしできな

いとすればその理由、そして、できるとすれば誰

が決裁するのか、その辺のところも含めてお願い

したいと思います。 
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  それから、58ページの12節の会計システムの保

守委託料ですが、これはどこに委託されているの

ですか。また、ほかの委託先などはどのように委

託先をお決めになっているんでしょうか。これ、

64ページに電子入札共同システム負担金ともなっ

ているのでそちらのほうでも聞こうかなと思って

おります、別の問題で。そういうことで公に公募

して入札しているのかどうか。 

  それから、62ページです。 

  庁用自動車管理事業です。今、環境問題で自動

車のガソリン車、問題になっていると思うんです。

宮代町としてガソリン車に代わる庁用車を将来的

に考えているのか、いつ頃まで考えているのか、

その辺のところもちょっと教えていただきたいな

と思っております。 

  それから、先ほど言いました64ページ、契約事

務管理事業ですが、電子入札共同システム負担金

となっています。入札は全てここに任せているの

かどうか。本会議の説明によると、２年に一度の

入札参加者の登録年度ということで分かっている

んですけれども、何件ぐらいの登録があったのか。

そして、ここに登録しなければ、宮代町の全ての

業務を登録しなければ町は委託をしないのかどう

か、その辺のところも含めてお願いします。全部

それも含めてここに登録しないと委託しないのか

どうか。 

  それから、これはつまらない質問なんですけれ

ども、66ページになります、みやしろ定住促進作

戦ですが、委託料を137万円出して成果などホー

ムページに載せるということなんですけれども、

こういう感じのというのは町の職員でもできるん

じゃないですか。どうなんでしょうか。その辺の

ところ、もしできるんだったら町でやったほうが

いいんじゃないですか、節約のためには。 

  それから、68ページ、ＯＡ管理事業です。 

  説明の中で、ＯＡ管理などに関わる経費で、主

に住民登録や税情報などを電子処理するためにソ

フトやリース料、町内の公共施設を結ぶネットワ

ークの改善使用料と説明されています。これはマ

イナンバー制度そのものですよね。そういうこと

でちょっと私は少し心配なんですよ。保守や点検

はどこで行われているのか、誰がしているのでし

ょうか。あと、住民情報が外に、これが漏れない

のかどうか、その辺のところを詳しくお願いしま

す。 

  私はこのマイナンバーカード取得について、菅

総理大臣がマイナンバーカードの普及を一気に進

めようと躍起になっていると思います。2020年度

末までに全国民に持たせることを方針に掲げ、21

年３月から健康保険証との一体化を開始しており

ます。運転免許証との統合も計画をしているそう

です。マイナンバーカードの利用を国民生活の

様々な分野に拡大することには個人情報の集中や

国家による一元管理の危険が指摘されているとこ

ろでございます。国民が望んでいるわけではない、

全員取得に押しつけるべきではないんじゃないか

なと私は感じておるんですよ。町のほうの考えを

お願いします。 

  それから、公債費の、190ページになります、

公債費元金償還事業です。 

  説明書22ページを見ますと、金利が0.2から0.3、

高いほうですね、これは。低いほうは0.02から

0.04となっております。町で借りるやつです。高

い金利よりか低い金利のほうへこれは移せるもの

なんでしょうか。できないんだったらできないで

結構です。できればより低い金利の借換えをした

ほうがいいんじゃないかなと私は思っています。 

  最後に、これは意見ですけれども、今、コロナ

禍で大変な時期だということで今しばらく、不要

不急の仕事というんですか、委託事業も控えてお
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いたほうがいいんじゃないかなと私は思っておる

んですよ。ぜひそのためには新型コロナのほうに

全力を傾けてほしいなと思っておりますので、こ

れは町民の命がかかっている問題です。ひとつよ

ろしくお願いいたします。その辺のところの考え

をひとつ述べてください。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  まず、決算書の58ページ、それぞれの基金につ

いてどういう活用、大変な方に活用ができないか

みたいなお話をいただいているかと思いますけれ

ども、この基金についての活用については、当然

に予算化をさせていただく、こういった部分を切

り崩して、取り崩してこういった事業に充てさせ

ていただくといった予算書を編成して議会にご提

案申し上げて採決をいただくというような流れに

しか我々には権限がありませんので、当然にそう

いった手続を踏ませていただいてこの基金の活用

というのは決まるというふうに認識をしておると

ころでございますので、当然に議会に諮るという

手続が必要だということでございます。 

  また、公債費については、金利については山下

委員さんの当然おっしゃるとおりで、有利な、町

民のお金を、そのまちづくりのためのお金をお借

りするわけですので、より有利なものを活用する

というのは財政担当一同肝に銘じてやらせていた

だいているという中で、当然にその過去の高い金

利のときに借りたものをそれで引き継いでいる部

分もありますので、それを借換えするということ

は難しい状況ではあります。 

  ただ、借換えできるものについては、よりその

低利なものに、また、新規のものについてもより

低利なものということで選択をさせていただき、

また、民間金融機関を活用する場合についてはお

見積りをいただいて一番安い金利のところを選ば

せていただいているという状況でございますので、

常にその有利なもの、当然にお金を借りるという

ことは後世に引き継がなければいけない負の財産

になってしまいますので、そういった中でもより

有利な金利のものを活用するということを心がけ

て編成をさせていただいているという状況でござ

います。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（小川雅也君） 主幹の小川でご

ざいます。 

  決算書65、66ページのみやしろ定住促進作戦の

委託料の関係で答弁のほうをいたします。 

  こちら委託しておりますが、職員のほうでもで

きるのではないかというようなご質問であったか

と思います。こちら、みやしろで暮らそっのサイ

トの運営になりますが、こちら、宮代での暮らし

ぶりであったり宮代の魅力だったりを町外にＰＲ

するという目的で実施してございます。現在は町

内のデザイン会社のほうに委託しておりまして、

プロのライター、カメラマン、イラストレーター

によってそっちの記事のほうを作成していただい

てございます。 

  もし職員が直営でやった場合に、恐らくそれほ

どのクオリティーを出すというのが難しいかなと

思っております。また、130万円程度ということ

ですが、当然、職員がやった場合には人件費とい

うものがかかってまいりますので、現状におきま

してはプロのほうに委託してそれ相応のクオリテ

ィーのものを発信して関心を持ってもらうという

ことが一番効率的なのかなというふうに思ってご
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ざいます。 

  以上となります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  管財担当主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  まず、ご質問いただきました庁用自動車管理事

業なんですけれども、こちらにつきましては決算

書62ページとなります。 

  委員様ご指摘の内容につきましては、電気自動

車やハイブリット車、いわゆる次世代自動車の導

入の検討についてということでご指摘いただいて

おりますけれども、おっしゃるとおり、そちらの

ガソリンの消費を少なくすることで温室効果ガス

の対策になるということは我々も考えているとこ

ろでございまして、今現在所持している車両のう

ち、34台中ハイブリット車が１台、電気自動車が

１台所有しております。 

  こちらの導入について検討もしているところで

はあるんですけれども、一応課題が２点ほどござ

いまして、一つには、購入に係る初期コストの金

額でございます。ハイブリット車であれば同じ車

格の車に対しまして大体50万円から100万円の開

きがございます。これが電気自動車の場合、一般

的には100万円から200万円との開きがございます。

現在、新規で車両の購入をしている車両につきま

しては、軽自動車であれば100万円強、普通自動

車であれば大体百三十、四十万円ぐらいで考えて

おりますので、ちょっと予算的に厳しいところで

す。 

  もちろん燃料費等々込み込みで長い目で見れば

元は取れるという考え方もございますけれども、

もう一点ある課題と申しますのがメンテナンスの

問題でして、こちらについて、今ある車両のうち

先ほど申し上げたハイブリット車と電気自動車以

外につきましては、そういったメンテナンスの関

係もございまして購入に、あるいは修理に関して

は全て町内の事業者に出しております。緊急な故

障とかというのも想定されるところではあるんで

すけれども、電気自動車、ハイブリット車の類い

は大体メーカーに出さないと直らない。すると、

大体スケジュールとして１週間、10日押しですと

かという話になるような事例もございましたとこ

ろですので、今現在は次世代自動車の購入、同様

の車格でという考えにつきましては見送っている

ところでございます。 

  ただし、春日部市さんが昨年度、超小型電気自

動車を購入されたと思うんですけれども、あちら

につきましてはちょっと、その集中と選択という

か、そちらであれば初期投資の見込みが立つので

あれば、本当、人だけを運搬するという意味で、

先々の話ですけれども入替えについて検討してい

ってもいいかなというのは担当のほうで、内部で

まだ話しているところでございます。 

  庁用自動車については以上でございます。 

  引き続きまして契約事務管理事業、決算書64ペ

ージでございます。 

  こちらでご質問いただきましたのは、予算科目

で言いますと18番負担金、補助金及び交付金の中

にございました電子入札共同システム負担金とい

うことですけれども、この入札の仕組み、入札の

登録の仕組みについてご説明をさせていただきた

いと思います。 

  こちらで負担金を払っているのは、埼玉県で持

っているところの電子入札システム、こちらの窓

口を開設するための負担金でございます。２年に

一度という説明がございましたのは、その登録名

簿というものがございまして、その登録名簿の新

規作成のタイミングが２年に一度です。ただ、そ

の機を逃すと受付ができないわけではなくて、そ
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ちらにつきましては、参加自治体の希望によるん

ですけれども、半年に１回ないしは１年に１回、

変更受付のタイミングがございます。細々とした

変更につきましては随時受付をしているという形

でございます。 

  それで、もう一つご質問のございました、これ

に登録しないと町が発注する仕事を受けられない

かどうかということなんですけれども、県のシス

テムにつきましては建設工事業の登録に関しての

み宮代町は登録してございます。したがいまして、

おっしゃっていらっしゃったような委託関連、委

託といってもちょっと種類がいろいろありますの

で、例えば測量だとか図面を引くようなお仕事で

したらば、県のシステム、建設関連になってくる

んですけれども、ちょっと委託は難しいというか。

失礼しました。担当者がどちらで分けるかという

部分があるんですけれども、建設工事の登録の設

計業者だったらありますし、宮代町が独自でやっ

ている物品登録、物品業者の登録というシステム

もございまして、そちらにご登録いただいたうち

から町の職員は委託業の業者の選定を行うわけで

す。建設業の登録、もう工事でありまして、入札

に関わる案件は原則その県の電子入札システムを

使っていただきます。すなわち、町の建設業者と

いうのは、町から仕事を受けている業者は原則的

にそこに加入しています。 

  ただ、物品の登録というのは物の購入だけでは

なくて、一部業務委託の関連、例えば、先ほど申

し上げたような車も物品の購入に当たりますので

あるんですけれども。すみません、今、ちょっと

適当な業種が見当たらないんですけれども、業務

委託の関係ですと、建設工事関連の登録がないと

できないというのは建設業に関わっているかどう

かなんですけれども。基本的に町が発注している

業務は、先ほどのお問合せですけれども、その電

子入札システムに登録していないからといって発

注できないというわけではございません。 

  ただし、宮代町が作成するところの登録名簿、

それは県のシステムをつくっても町の登録名簿と

いうのはあるので、そちらに登録されていない限

り入札に参加することはできません。その登録者

名簿に入っていない限り。その入札を行う際にど

ちらから選定業者を持ってくるかという話です。

建設工事であれば県のシステム上に登録されてい

る町の名簿から業者を選ばなければなりませんし、

それ以外、物品の購入だったり一部の業務委託に

つきましては、町だけでやっているところの物品

の入札参加資格の名簿から業者を選定しなければ

ならない。いずれも、入札に関わる案件というこ

とですといずれかの町の名簿登録がされている必

要があるという形になります。 

  併せて、もう一つご質問が。 

〔「だから、うちのことについては何件ぐ

らいあるのか」と言う人あり〕 

○管財担当主査（島村 剛君） 失礼いたしました。 

  登録業者でございます。先ほど言いましたよう

に建設工事の宮代町への登録業者は1,800件ござ

います。この1,800というのはあくまで宮代町が

発注する工事への登録なので、埼玉県内であった

り、あるいは県外の業者も含まれております。 

  もう一方で、物品の業者につきましては800件

ほど登録がございます。 

  登録業者につきましては以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  情報担当主査。 

○情報担当主査（飯尾浩之君） 主査の飯尾です。 

  私のほうからは、決算書68ページ、電算機器保

守委託料の中からマイナンバー関係の事項につい

て説明させていただきます。 

  まず、ご質問のあった保守業者ですが、こちら
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は株式会社ＴＫＣになります。このマイナンバー

に関する業務につきましては、先ほどの説明とち

ょっと重複をしてしまうんですが、町内に幾つか

あるネットワークの中で基幹系ネットワークとい

うところに位置しています。こちらはインターネ

ット回線や職員が事務に使う市町村や国・県と直

結されているＬＧＷＡＮの回線、こちらのネット

ワークとは全く独立した、この基幹系の業務にの

み使用できる、こちらは許可をしない限りそのほ

かのところにアクセスはできない、完全に安全性

が確保された回線の中に位置しております。 

  この株式会社ＴＫＣの選定につきましても、宮

代町単独で決定したわけではなく、宮代町も参加

しております埼玉県の町村システム共同化推進協

議会という組織がありまして、こちら、こういっ

た基幹系の業務を町村で共同統括してコストの削

減を図っていこうというような組織でして、その

中で複数の町村の目で審査を経て決定された団体

になります。 

  また、町での実績につきましても、この協議会

が発足する前から長く基幹系システムはこちらの

ほうにお世話になっている状況でして、そういっ

た実績を照らしても保守業者としては問題ないも

のと考えております。 

  また、回線以外のところから物理的な情報流出

等は考えられないかという点なんですけれども、

こちらにつきましても、基幹系システムを使用す

る端末につきましては各執務スペースの席に完全

に施錠され固定されており、また、使用する際も

職員一人ひとりのＩＤを入力した上で指紋認証等

を行うようになっておりまして、また、外部メデ

ィア、情報を外に書き出すことに関しましても、

情報担当のほうで細かくセキュリティーのチェッ

クを行っておりますので、こちらに関しても可能

性は低いものと考えております。 

  また、最後に、町のマイナンバーカードの普及

に関する取組につきましては、山下委員のおっし

ゃるとおり総務省のほうが現在、マイナンバーカ

ードの普及を強力に推進している状況下にありま

して、今後、国のほうにつきましてはマイナンバ

ーカードを市民サービスの根幹に位置づけるとい

った施策を打ち出してきております。 

  町としましても、この姿勢と歩調を合わせてマ

イナンバーカードの普及を進めていくというとこ

ろに変わりはないのですが、委員のおっしゃると

おりいまだマイナンバーカードに関しては不安を

抱えていらっしゃる町民の方も多くいらっしゃる

というふうに伺っております。ですので、あくま

でも町民の皆さんの理解、満足を経た上でマイナ

ンバーカードの交付事業に当たっていきたいと。

ですので、懇切丁寧な説明を心がけていただく所

存であります。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  すみません。ご回答が漏れていたかもしれませ

ん。ちょっと確認をしながらちょっとお話しをさ

せていただければと思うんですが、決算書の58ペ

ージの中段から財政管理事業の委託料についてお

伺いがあったかと思うんですが、お間違えがない

でしょうか。このシステムはどこが委託している

のかというのをご質問いただいたかと思うんです

けれども、 

  業者としてはパブリックビジネスコンサルティ

ングという会社でございまして、公会計システム

の自治体のほとんどがここと結んでいると。その

公会計についてのノウハウが非常にたけていると

いうことで、公会計については平成29年度分から
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総務省のルール、全国的な統一のルールに基づい

て行っているわけですけれども、この公会計とい

うのは、いわゆるその複式簿記でしょうか、いわ

ゆるその資産とか負債を総合的に管理していこう

というシステムでございまして、当然にその固定

資産台帳というのを設けております。宮代町が保

有している資産全てを登録してシステムの稼働を

させていただいております。 

  そのため、この業者以外に選定をしていこうと

すると、当然に今、持っているデータの移行作業

があって、確認したところ、この移行作業には数

百万円のお金がかかると。300万円から500万円程

度、まずはそのシステムを新たな業者に委託する

場合には500万円程度のお金がかかってくるとい

ったようなこと、同時に新たなシステムを入れる

ためにまた別のお金がかかってくるといったよう

な、その、いわゆるコストですね、非常に高くか

かってくるといったような状況もありますので、

ノウハウを持っているといったことと、後はシス

テムを導入して安定的に運用していくといったこ

との中で、この公会計システムにつきましては１

者随契によってやらせていただいているという状

況でございます。 

  すみません。先ほど回答が漏れてしまいまして

恐縮でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初にも言った減債基金と

かそういう調整基金がいっぱい積まれているんで

すけれども、これ、あと、議会のほうに当然諮っ

てやるんだということ言っていますけれども、確

かに議会の承認が必要だなと思いますけれども、

これを提案するほうというのは、どなたか提案、

もしやるとすれば提案というのは町長でしょうか。

その辺のところがはっきりとお願いしたいと思っ

ております。 

  それと、委託料、58ページのシステム管理委託

料、どこに委託されているかというのは、１社に

やるんだということで、システムのこういう優れ

たところがあるので、そこを、あと、国の問題が

あってそこに、１社に任せているんだということ

でなっていますけれども、確かにこれは国の主導

でなっているんだと思いますけれども、やっぱり

競争入札というのが私はいいんじゃないかなとい

う感じはしないでもないんですよ。その辺のとこ

ろを検討できるのかどうかお願いしたいと思いま

す。 

  庁用自動車、いろいろな、高いということなん

ですけれども、これ、今すぐ入れろという話じゃ

ないんですよ。そういう庁用自動車を購入する計

画、将来的に。これだけ温暖化になってしまうと、

人間が住めなくなったらおしまいということで、

もうこれは待ったなしなんですよ。ぜひ、アメリ

カでもこれは待ったなしだということを言ってい

ますので、その辺のところがやはり個々に自治体

が先陣切ってやっていかないとほかのところがま

ねできないと思うんですよ。なかなか煙がもくも

く出すだけが能じゃないと思うので、ぜひ将来的

にも、近い将来ですよ、遠い将来話したってしよ

うがないので、近い将来に検討していただきたい

とは思っております。 

  電子入札共同システムなんですけれども、ここ

にはちょっとわけの分からないような説明があっ

たんだけれども、建設業は県のほうでやるとか、

いや、物品は町のほうでやるんだとかと、まるで

町のあれや。全てこの共同システムのほうに入力

するんでしょう、この1,800件と800件というのは。

その辺のところをもう一度お願いしたいと思う。

もしそれで全部入力して、そのほかに１年に、半

年に１回、１年に見直しがあるんだということで
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言っていましたけれども、全部これ入札しなけれ

ばこの入札の条件が整わない。そういう理解して

よろしいのでしょうか。お願いします。 

  あと、定住促進作戦ですけれども、この辺につ

いてはいろいろとデザイン会社があってプロに任

せたほうがいいんだということで言っていました。

確かにプロに任せたほうがいいかなと思っており

ます。できればプロに負けないような職員を育て

てほしいなという感じはします。 

  それから、ＯＡ管理事業、これはマイナンバー

システムで情報漏れないんだと言っていました。

でも、情報というのは人間がつくったということ

ですよね、そういう機械設備とかそういうのは。

過去にも漏れたところいっぱいあります。過去に

はファイル転送サービス、宅配ファイル便の情報

が漏れたとか、あと、お客さん408万人外部漏れ

しちゃった。トヨタ自動車も同じです。販売会社

やユニクロでのお客情報も流れたと。そういうふ

うに盗もうと思えば幾らでも情報として盗めます。 

  そして、デジタル庁をつくってもこれは民間の

業者の人たちがこのデジタル庁に入るということ

なんですよ、一番問題なのは。やっぱりそこでや

れば必ず自分たちの有利な情報を漏れる。どんな

ことがあっても人間ですから、自分の企業、自分

のをやるためには漏れる。これはもう仕方ないこ

とだと思うんだけれども、漏れるということを前

提にしてやらないと、この運営管理事業、難しい

んじゃないかなと私は思っております。要するに、

やれば全て漏れるんだということで、前提だとい

うことなんですよ。 

  だから、町民がこのＯＡ管理事業の中でマイナ

ンバーを選択しないというのが、まだ30％ぐらい

ですか、宮代町は。どのくらい入っているんです

か、分からないけれども、そういう結果になって

いると思うんですよ。５年たっているんですよ、

もう、マイナンバーやって。選べないというのが

そういうところにあるんじゃないかなと私は思っ

ております。その辺のところ無理やりに押しつけ

るんじゃなくて両方選択できるようにして、国が

幾ら何だ言って、これは間違い、駄目だというわ

けにはいかないと思うんですけれども、そういう

考えでやってほしいなと感じます。町窓口で住民

に押しつけるんじゃなくて、個人の自由に、裁量

に任せる、それがいいんじゃないかな。これ、マ

イナンバーやったらもう顔写真から全てですから。

少し、ちょっと心配だなと思っております。 

  公債費については分かりました。なるたけ安い

ところにお願いしたいなと思っております。ぜひ

その辺のところは分かりました。公債費のことで

すが、安い方向にということでやっていきたいと

思います。 

  もし、その中でも回答がありましたらひとつよ

ろしくお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  管財担当主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  先ほどいただきました入札の参加資格について

のお問合せです。 

  申し訳ありません。分かりづらい説明で申し訳

ございませんでした。また改めてお話しさせてい

ただきたいんですけれども、まず最初に、入札参

加につきましては事前に資格者かどうかというの

を確認する事務が発生します。それを行っている

のは町の、先ほど申し上げましたちょっと物品か

ら先、話ししますと、町は単体で物品の入札につ

いてはやっております。ですから、登録名簿はそ

のシステムじゃなくて町が独自に作成した名簿で

もって持っているということでございます。 

  残るは建設工事なんですけれども、あくまで入
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札の話です。建設工事なんですけれども、こちら

につきましてはいろんな業者が同じタイミングで

申請してくるわけです。したがいまして、それを、

事務を取りまとめるために埼玉県は、実際には物

品にもシステムは存在するんですが、建設工事の

取りまとめ、その事前参加資格の申請について一

括で県がまず受け付けます、書類について。その

後、参加自治体、その、それぞれ各業者が手を挙

げている自治体のほうに書類を投げるという形に

なっております。 

  県はただ取りまとめているだけであって、名簿

につきまして、名簿のその所有者というのは我々

宮代町ではあるんですけれども、ただ、県のシス

テムを登録するのが前提としてございますので、

建設工事、ここでいう建設工事の登録業者という

のは、先ほどそこでちょっと私も説明が分からな

くなってしまったんですけれども、普通の土木業

者さんのほかにも、建設業上の登録を受ける設計

だったりとか、あと、維持管理とジャンル上は呼

んでいるんですけれども、やっぱり土木業者さん

だったり一部造園業の方とかもそちらで登録され

ております。あらかじめ入札参加資格を確認して

いるから、工事にしろ物品にしろ、それがどうい

う管理の仕方をしているかは別として、それに登

録しているから指名業者として宮代町は選べるん

です。そこから、設計金額によって何社以上とい

う規定がございますので、それに合わせた業者を

選定して仕事を、入札参加を呼びかける、入札の

通知を投げるような形になっております。 

  それで、管理の方法は別ですけれども、宮代町

が持っている名簿であることには違いないです。 

  説明のほう以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 副課長の伊東

です。 

  まず、決算書で言いますと58ページでございま

す。基金の関係でございますけれども、提案する

のは町長ということになります。 

  また、財政管理事業の中の委託料の公会計シス

テムについて入札というご提案いただいているか

と思いますが、先ほど申し上げたとおり別の事業

者になった場合には、当然にそのシステムの現に

持っている固定資産台帳の引継ぎに係る、当然に

移行する費用というのが発生し、それが一つ聞い

てみたところは300万円程度お金がかかるという

ことなので、ほかの事業者も同じかと思います。

当然にその固定資産税台帳の移行に数百万円かか

るとすれば、仮に入札を行ったとしてもなかなか

その金額の高低については結果が出てしまってい

るといったような状況ですので、なかなか難しい

状況にあろうかなというふうに思います。 

  この２点については以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 企画財政課長、栗

原です。 

  自動車については、先ほど島村主査のほうから

ありましたようにガソリン自動車の時代というの

ももう終わったと過去形で言ったほうがいいのか

もしれません。ただ、新しく買うときに補助金等

の優遇もあるんですが、なかなか金額的にという

ところもあります。そんな中で小型の、町内をぐ

るぐる回るような業務というのも非常に多いので、

そういった場合に小型で、そんな電気自動車とい

う選択肢もあるのかなというふうにご指摘のとお

り感じております。 

  いずれはガソリン自動車というのはなくなると

いうことが分かり切っていますので、そういった

意味でも、町としても場合によってはそういった



－６７－ 

職員が町内を少し回るような、そういう場合には

選択肢としてあってもいいのかなというふうには

感じてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  ２点ほど質問させていただきます。 

  成果書の47、決算書の66です。 

  みやしろ初めてツアーなんですけれども、私、

一般質問で質問させていただいたときに、栗原課

長から５年間で33組、12組が移住をされたという

ふうに答弁をいただいたんですけれども、２年度

は11組というふうに載っているんですけれども、

移住された方、その11世帯の中で何組ぐらい、ど

のぐらいいらっしゃるのかお聞かせください。 

  もう一つなんですけれども、成果書の74、決算

書の68ページです。 

  ふるさと納税なんですけれども、合計が2,847

件、寄附金額が4,554万2,854円ということで、こ

の金額また件数は埼玉県において何番目ぐらい、

自治体で何番目ぐらいなのかお聞かせ願います。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（小川雅也君） 主幹の小川でご

ざいます。 

  みやしろ定住促進作戦の中で、ツアーの参加者

ということで答弁させていただきます。決算書に

つきましては65ページ、66ページ、成果書におき

ましては47ページになります。 

  令和２年度のツアーの参加者につきましては、

先ほどお話あったとおり11組の参加がございまし

た。移住、実際に転入されてきた方ということで、

令和２年度中には４組の方が移住してきたという

ふうに聞いてございます。 

  答弁については以上となります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 企画財政課副

課長の伊東です。 

  県内順位については今、確認しておりますので、

確認でき次第ご答弁させていただきますので、

少々ちょっとお時間をいただければと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） ありがとうございます。 

  １番目の質問に対してちょっと再質問させてい

ただきたいんですけれども、あと、移住された方

が４組でしたっけ。また、移住されなかった方と

いう、７組いらっしゃるわけですけれども、何で

宮代町に移住しなかったのか、その辺の調査みた

いなのはしているのかどうか。その辺ちょっとお

聞かせ願えますか。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（小川雅也君） 主幹の小川でご

ざいます。 

  移住ツアーの参加者の引っ越さなかった方とい

うことで、今現在におきましてはそういったこと

の追跡調査のほうは行ってございません。今後、

そういった方がその後、引っ越されたか、もしく

は別のところに引っ越されたかということに関し

ての調査を行う方向で今、ちょっと検討している

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） ありがとうございます。 

  そういった調査をすると、宮代のちょっと足ら

ないこととかそういったことが把握できるので、

ぜひ調査をしていただければと思うんですけれど
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も。 

  また、第４次総合計画の後期実行計画に、構想

３の定住人口を増やすということで、方針３に挙

げた空き部屋・空き家の多機能活用についてとい

うことなんですけれども、これはどのような実績

とか成果があったのか、その辺ちょっとお聞かせ

願いたいと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 空き部屋・空き家は担当

課がちがうよね。 

○委員（川野武志君） はい。分かりました。 

  どうしても定住促進というと、やはり一番今、

問題になっているのがやっぱりあの空き家だと思

うので、ツアーというのも大事ですけれども、ま

ずはこれ、引っ越そうとする方というのはまず物

件から来ると思うので、その辺の物件に対しての

補助制度みたいなのというのは考えていないのか、

その辺をお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（小川雅也君） 主幹の小川でご

ざいます。 

  引っ越されてきた方の物件に対しての補助とい

うことなんですが、今のところはそういったもの

は検討していない状況でございます。 

  以上となります。 

○委員長（丸藤栄一君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） はい、川野です。 

  ふるさと納税のほうなんですけれども、何か、

先ほど副課長の答弁の中でちょっと見ていると、

栗原課長が産業観光にいた頃とあまり取扱店、そ

の件数もあまり変わっていなくて、あの頃、埼玉

県で１位とか２位だったんじゃないかなと思うん

ですけれども、今はどうなのかなということと、

あと、課長がちょっと今、行き詰まっていると。

何か、取扱店というんですか、なかなかその特産

品の取り扱う方も少ないというところで、近くの

境町が、今日の境町のホームページ見たら、30億

3,000万円というすごい金額を出しているところ

で、やはり見ていると、やはり地元の事業者を、

いろんな業種の方がその特産品に積極的に参加し

ていると。 

  その辺のこの宮代町の事業所に対しての働きか

けというのが少ないんじゃないかというふうに思

うんです。全然件数が増えていないので、その辺、

これ産業観光課なのかなと思うんですけれども、

やはり企画財政のほうにページ数が載っているの

でその辺できたら教えていただき、この意気込み

というかその辺を、副課長いないので課長が答弁

いただくとありがたいんですけれども。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 企画財政課長の栗

原です。 

  宮代町の寄附のメニューは非常に数が多くて、

数が多いということと、寄附の額もそうなんです

が、寄附の件数、要は１万円とか２万円のものが

数が多いというのが特徴です。 

  以前、今、副課長が戻ってきたので、今の最新

の県内の件数とあるんですが、以前の宮代町が１

位、２位だったという時期というのは非常に、件

数で稼いでいたということ。例えば、近隣の某町

が年間合わせて50件とか60件とかというときに宮

代町が4,000件、5,000件でしたので、そのぐらい

の件数の多さだったということです。 

  逆に言うと、宮代町はその一点豪華主義の、和

牛ステーキとか車エビとかそういうものがないの

で、町内の事業所さん、和菓子屋さんであるとか

クラフトであるとか、本当にそういった皆さんに

努力していただいてということで、裏を返すと小

さな事業所の皆さんが頑張っていただいてその件

数稼いだというところで、県内でも高い位置でい
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たという時期があったということです。 

  ただ、なかなかお出しするメニューも減ったり

増えたりという、事業者さんの都合でふるさと納

税のものに出せなくなったりとかというところが

あるので、この辺は企画財政課で言ってしまうと、

また、この後、産業観光課の審議なんかもあると

思うのでそちらのほうに委ねることにしますが、

考え方はそういうことです。 

  恐らく、境町30億円ということは、半分として

も15億円を、例えば特産品だ返礼品であったりと

か何か様々な、５億円金をかけて15億円の寄附を

もらうみたいなそういう、かなり大胆なところも

あるのかなというふうなことがあります。これは

自治体の考え方なので、それがいいか悪いかとい

うのはまた自治体それぞれの成り立ちとかあるの

でと思うんですが、宮代町の場合は単に寄附が来

るということじゃなくて、事業者さん、それこそ

家族でやっているようなところがほとんどなので、

そういった皆さんのところにネット通販じゃない

ですけれども全国的に品物をアピールしていくと、

そこも大事なところかなと実は思っています。で

きればその和牛とか車エビとかそんなのがあれば

きっともっとというのがあるんですけれども、そ

ういうのがない中での地道な取組ということで、

商工担当のほうも一生懸命やっていると思うので、

これが宮代のよさだと思いますので、引き続きこ

のスタンスは。ただ、目新しいものというのはど

んどん、それは開拓していくというのも大事なこ

とだと思いますので、新しく開拓するということ、

ふるさと納税だけじゃなくて商工業の活性化にと

っても非常にいいことだと思いますので、県内の

ランクは少し落ちてしまっているかなと思います

けれども、また挽回できるように頑張りたいとい

うふうに思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 副課長の伊東

です。 

  大変失礼いたしました。外させていただきまし

たけれども、確認をいたしまして、金額で言いま

すとこの4,500万円というのは県内で21番目とい

うことです。昨年が８番目でしたので、大きく落

ちているかなというところにはなろうかなという

ふうに思っています。 

  すみません。お時間いただきまして、恐縮です。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） それでは、ほかに質疑は

ありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。すみません、

お願いします。 

  60ページなんですが、５目の財産管理費の16節

ですね、公有財産購入費の不用額が4,705万円、

これについて、予算計上してこの辺の差というの

を教えていただきたいなと思います。 

  それから、今、順位の話があったんですけれど

も、町長の行政報告の中で宮代町は町村で１位と

いうので、日経グローカル電子化ランキングで１

位というのが発表されたということを言われたん

ですが、それは行政サービスの向上もその高度化

されているというようなこともあるのかなと。も

ちろんマイナンバーもあるんですけれども、それ

については宮代町、本当に全国で１位なほど電子

化ランキング、本当なのかというか、その辺詳し

く教えてもらいたいと思います。 

  それから、成果書のほうの２、３ページなんで

すが、ちょっと、町民の方から町の自主財源を増

やすように、そういう町を目指してほしいという

ふうに言われているんですけれども、今回、自主

財源が35.7％ということで、これは国の特別定額
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給付金から来ているということもあるのかなと思

うんですけれども、その辺で分担金と負担金の幼

児教育・保育の無償化というのももう、保護者負

担金というのもなくなってくるだろうし、使用料、

手数料の新しい村のもなくなってくるだろうし、

今、言っていた寄附金はもちろんそうですが、そ

の自主財源を35.7ということに対して今年だけで

すよみたいな感じなのか、その辺お伺いします。 

○委員長（丸藤栄一君） では、答弁願います。 

  管財担当主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  お問合せいただきましたのは、決算書60ページ、

財産管理費、こちらの公有財産購入費に対しての

不用額4,705万9,650円に対しての説明をというこ

とでしたけれども、実際不用となってしまったこ

とについては、相手方との交渉が出来上がった形

で予算化していなかったという部分がございます。 

  また、ここのもとの7,400万円につきましては、

こちらについて積算根拠があって予算がついてい

たものではなくて、実際にその中でお金を使わせ

ていただけるというお話がございまして、その中

で交渉が成立しましたのがそのうち宮代町役場の

公用車駐車場、それから商工会の付近に公有財産

ございまして、そちらの購入について交渉がまと

まりましたので、2,731万1,350円について地権者

の方と契約させていただいて購入に至った次第で

ございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（栗原 聡君） 企画財政課長の栗

原です。 

  日経グローカルのランキングについては、全国

の町と村でＩＴ化というかのランキングで１位と

いうことで、これ半年ぐらい前に行政報告で議会

の皆様にもお知らせした内容ですけれども、一つ

として、マイナンバーカードの普及率が高かった

ということ、その半年前で35％ぐらい、今は40％

ぐらいですけれども、その当時、半年前、高かっ

たということ。それと、先ほど来、電算システム

の話を差し上げていますけれども、宮代町の場合、

基幹系、情報系ともに全てクラウド化しておりま

すので役場の中にはサーバーは設置していません。

ですので、その保守管理に関する手間というか効

率性というのは非常に高いというところで、そこ

ら辺りが理由かなというふうに思います。 

  ただ、もう、その自治体のＩＴ化というのも節

目に来ていますので、これからはそれぞれの自治

体が１位だ２位だというふうな競い合う時代では

なくて、国がデジタル庁を設置するということに

なっていますが、全国同じサービスをどこでもと

いうことを普及するということにかじを切ってい

ますので、これからはマイナンバーカードを基盤

としてどういうふうにＤⅩ化を進めていくかとい

うことになるかなというふうに考えています。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（伊東高幹君） 副課長の伊東

です。 

  今の自主財源ということでご質問をいただいて

おります。町税ですとか分担金、使用料及び手数

料について、その自主財源の見通しはということ

でご質問をいただいております。 

  町税については、当然にその町民税、固定資産

税、軽自動車税とありますけれども、今、税務課

から少しお話を聞いているのは、来年度の町税に

ついてはそこまで落ち込みがないであろうという

ふうには聞いてはいます。あくまでも現状の見通

しですので、もう少したって国から地方財政計画
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が出て、その町税の見通しというのが示されるの

かなというふうに思います。所得の落ち込み状況

についてはなかなかその町のほうで全体を把握す

るというのが難しい関係があり、その国からの資

料を基に積算しなければならないという事情もあ

りますので、そういった状況を見極めた上で確認

していく必要があるかなというふうには思ってお

ります。 

  今のところのその町税の落ち込みは大きくはな

いだろうというふうな見込みでございますが、一

方で分担金とか負担金については、この幼保無償

化については一定程度落ち着きがあると思います

ので、そこから大きく変わるというふうな見通し

は持っておりません。使用料、手数料についても

同様でございますので、自主財源としての見通し

としては町税が大きく関与するのかなというふう

に思っておりますけれども、地方財政計画を見な

いとなかなかその状況、１年後２年後も見通せな

いというような状況になろうかなというふうに思

いますけれども、現状として税務課から確認して

いるのは、そこまで大きくは落ち込みはないだろ

うというようなところ。現にその西口、東武動物

公園の西口ですか、そういったところの開設がど

ういった影響が出るのかということについても確

認をしていきたいなというふうに思っております。 

  また、和戸横町についても建物が来年度、秋ぐ

らいにできるというようなお話も聞いていますの

で、そういった動向も注視していきたいなという

ふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） もう時間あれなので、公

有財産購入に関してなんですが、相手のあること

なのでそれは思うとおりにいかないだろうとは思

いますが、これはその相手との契約の節目だった

りするわけですよね。そうすると、この年、令和

２年度でうまく交渉ができなかったとして、向こ

うどれくらい行っちゃうのかということを聞きた

いと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  管財担当主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） 管財担当、島村で

ございます。 

  契約につきましては、それぞれ契約ごとにもよ

るんですけれども、最短で１年のものから最長で

10年のものまでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 私も資料見てちょっと期

待はしていたんですけれども、なかなか思うとお

りにはいかないですけれども、駐車場は買えたと

いうことで、しようがないといえばしようがない。

借地、お金を払って10年いくということもあるだ

ろうし、また、その相続絡みで変わってくるとい

うこともあるので、分かりました。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 前段の角野委員さんのに関

連した話になりますけれども、おっしゃったよう

に用地買収というのはなかなかうまくいくときい

かないときがあります。ただ、当初予算を組むと

きに、やっぱりその見通しをつけて組んでいただ

きたいなと。 

  今回の場合は、実際に用地買収できたのが

2,700万円ですよね。で、もう１件がどこなのか

というのはちょっと教えてもらいたいんです。

何々地内ぐらいで教えてもらいたいんだけれども。

大きいところが買収できなかったと。結局、不用

額ということに計上したということになります。

だから、質問の１は、予定していたところ、購入
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したところ、地内を教えてください。 

  それと、ちょっとこれ、会計処理上問題はない

んですけれども、この公有財産購入費から５つの

流用が発生しているんですよ。これ全部足すと

660万円ぐらいですか。これは何なの。あそこは

空いているから、残額が、不用額が出ているから

ここから流用してしまえという、ちょっと変な、

うがった見方もできなくはない。それを見込んで

その用地購入費を多額に見積もったというふうに

言われてもしようがないんですよ。4,700万円は

非常に割合的に高いんですよ。この、こういうや

っぱり執行処理というのは私から見るとちょっと

問題があるなと。 

  流用というのは同項同目でやるんだからそれは

いいんですよ。構わないんだけれども、こんなに

この、余ったというか不用を出したところから流

用をかけて、とにかく流用先もちょっと予算の見

積りが甘いなと、こういうことに結果的にはなっ

ちゃうんですよ。その点をちょっと指摘したいの

で説明を求めます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  管財担当主査。 

○管財担当主査（島村 剛君） ご質問いただきま

した、まず１点目ですね、昨年度購入した庁用車

駐車場以外の場所につきましては、場所で申し上

げますと、字百間付近の目ぼしい施設でございま

した商工会の建物の裏手にございます。こちらに

つきまして取得目的は、笠原地区の浸水対策用地

とするために下水道担当から要望があって購入し

たものでございます。そちらにつきましては、

606平米でおよそ700万円で購入させていただきま

した。 

  次の質問なんですけれども、そのときに同じタ

イミングでもって交渉の土俵というか、契約交渉

のタイミングに合った施設ということなんですけ

れども、そちらにつきましては、まず宮代町の公

用車でなく、一般のその駐車場の一部に土地が残

ってございます。それから、進修館の駐車場、こ

ちらのやはり駐車場に一部残ってございます。 

  こちら同じタイミングですと、図書館の底地あ

るいは駐車場も借地でございまして、そちらも契

約更新のタイミングでございました。 

  それから、須賀小中体育館の底地の一部が借地

でございまして、そちらも更新のタイミングでご

ざいました。 

  対象につきましては以上でございます。 

  失礼いたしました。もう一点、当初予算の執行

処理でございます。 

  こちらにつきまして、実際のその流用先につき

ましては、庁舎管理の修繕費ないしは工事費に充

てさせていただいております。こちらを当てにし

て予算を組んでいるというわけではないんですけ

れども、年度途中にお客様にけがをさせてしまう

おそれのある故障というか修繕の必要が出まして、

こちらのほうからお金を頂戴しましてその工事費

に充てさせていただいております。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 副町長、この流用について

お考えはありますか。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  副町長。 

○副町長（渋谷龍弘君） 副町長の渋谷でございま

す。 

  本来、適正な本来の予算があって執行するとい

うのが原則でございますが、たまたまそういった

予想外の出来事があった関係でこういった流用を

させていただいておりますけれども、基本的には

あくまでも流用は最低限にとどめるべきというふ

うに思っております。 
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  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 最低限にしていただきたい。 

  流用というのは基本的に当初予算で組んだ、考

えていたことと違う特別な事情が発生したときに

これは流用するわけ。流用も違う項には行けない

わけですよ。同じ項の同じ目でやるというふうな

形になっていますからこれは問題ないんですけれ

ども、ただ、件数が多過ぎるというのは、そう簡

単に、はい、そうですかというわけにはいかない

んですよ。時々、決算書を見ると、去年のやつ見

てもそうなんですが、ちょっと多いなという感じ

がするところもあるので、流用できるところを探

し出してそこから流用する、かけるわけで、それ

はいいんですけれども、これは最低限でやっぱり

やっていただきたいなという要望しておきます。 

  それと、前段の管財のほうからお話があったや

つは、よく私、理解できなかったんだけれども、

まあまあいい理解をするとして、どことどことど

こをどう買ったかという。で、予定がどうだった

かというのが判別がちょっとつかなかったので、

それはもういいです。済んだことだから。執行で

ここまで来ちゃったからそれは構わないんですけ

れども、今後、ちょっとその辺は十分検証してか

ら予算計上という形でお願いしたいと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

で企画財政課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ６時０３分 

 

再開 午後 ６時１５分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  会計室に入る前に、先ほど企画財政課のところ

で泉委員の答弁の答えがまだ一つ残っております

ので、その答弁からお願いいたします。 

  担当主査。 

○情報担当主査（飯尾浩之君） 企画財政課主査の

飯尾です。 

  先ほど保留させていただいていた質問のご回答

と一部訂正をさせていただきます。 

  まず訂正からなんですが、各課に配付されてい

るウェブ会議用の端末なんですけれども、申し訳

ありません、教育委員会に１台配付されているの

を失念しておりました。総台数が10台だというと

ころは変わりません。 

〔発言する人あり〕 

○情報担当主査（飯尾浩之君） はい。なので、ち

ょっとカウントし直しますと、共用で使えるのが

３台、福祉課に１台、子育てに１台、教育委員会

に１台、保育園に２台、最後、保健センターに１

台、予備１というような形です。 

  続きまして、ウェブ会議の開催件数なんですけ

れども、こちら、庁舎で管理している共用端末の

予約状況からカウントいたしました。ですので、

正確な値ではないんですけれども、おおよそ月21

件前後、大体１日に１回はどこかの部署がウェブ

会議をやっているというふうに考えていただけれ

ばよろしいかと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ご苦労さまでした。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（会計室） 

○委員長（丸藤栄一君） それでは、これより会計
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室の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○会計管理者兼会計室長（大橋洋巳君） 会計管理

者の大橋でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○会計担当主査（髙林優子君） 会計担当主査の髙

林と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。歳入歳

出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  １点だけお願いします。 

  ご説明のときに、旅券、パスポート。 

  ごめんなさい。60ページです。マイナス581万

円とお聞きした気がするんですけれども、これっ

て新型コロナの影響だとは思うんですが、その前、

町のほうが委託受けるようになってもう長いと思

うんですが、その前も大体この金額だったのか。

利用というか受けていたのが減った金額というか、

その前とコロナ禍でかなり減ってしまったという

ことでしょうか。何かそう、前は、もう完全に新

型コロナの影響が大ということなのか、ほかの影

響もあるかということをお聞きいたします。１点

です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  会計担当主査。 

○会計担当主査（髙林優子君） 会計担当主査、髙

林です。 

  パスポートも新型コロナの影響でございます。

新型コロナの影響で、収入印紙の購入ですとか埼

玉県証紙の購入が減額となっております。大きく

減額しております。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  会計管理者。 

○会計管理者兼会計室長（大橋洋巳君） 会計管理

者の大橋でございます。 

  60ページの需用費の中の消耗品費720万円、こ

ちらに収入印紙代が含まれておりまして、こちら

が新型コロナの影響で548万円ほど減ってござい

ます。ですので、パスポート自体については、コ

ロナ禍前については減っておりませんので、ほぼ

新型コロナの影響ということで考えてよいかと思

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） この60ページの会計管理事

業815万1,788円となっております。私、本当は、

本来だったら去年の決算書持ってくればよかった

んですけれども、これ毎年減っているような感じ

がするんですよ。どうやって減っているのか、そ

ういう努力、どうやってやったのか、このことに

ついて町全体で参考になるようなことがあれば、

事例があればおっしゃっていただきたいなと思っ

ております。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  会計担当主査。 

○会計担当主査（髙林優子君） 会計担当主査、髙

林でございます。 

  委員さんからご質問がありました会計管理事業

ですが、令和元年度は1,170万1,186円です。令和

２年度に関しましては815万1,788円ですが、大き

く何か努力をして減らしたというわけではなく、

新型コロナの影響が大きいというふうになってお

ります。 
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○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） たしか、2019年度は1,680

万円ぐらいだったのかな。去年が1,170万円。今

年は815万円。コロナ禍によって今年はと、分か

りました。 

  ただ、毎年これ減っているような感じがするん

ですよ、予算が。決算か。だから、その辺のとこ

ろをお聞きしたいなと思っているんですよ。どう

いう努力でこれ毎年減ってきているのか。町全体

にこれ、予算が、決算が減るような努力が、参考

になるようなことがあったのかどうか。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  会計管理者。 

○会計管理者兼会計室長（大橋洋巳君） 会計管理

者の大橋でございます。 

  この会計管理事業につきまして大きく予算決算

を占めているのが需用費、先ほど言った需用費の

消耗品費でございます。これ、消耗品費の中身を

申し上げますと、埼玉県証紙の購入と収入印紙の

購入ということになります。ですので、そちらは

町民の皆さんが買う買わないによって大きく金額

が左右します。ですので、どちらかというとその

努力とかそういったよりも、そのどれだけ県証紙、

収入印紙を買うか買わないかという形で大きく金

額が動くというふうにご理解いただければと思い

ます。 

  なお、２年度については、全体としては新型コ

ロナの影響で減っているんですが、増えたものと

いたしましては、決算書60ページの11役務費の公

金取扱事務手数料55万円がございます。こちらに

ついては、指定金融機関である埼玉りそな銀行が

会計室の窓口に派出置いてございますけれども、

その派出の手数料というのが新たに発生したとい

うことでございます。 

  これまでもりそな銀行からは、派出の費用、人

件費、１人平日９時から３時までずっといますの

でその人件費の分を手数料いただきたいという話

をいただいていたんですが、町としては払わなか

ったんですけれども、ほかの市町村では既に払っ

ているところもございました。ただ、こういう、

今、指定金融機関とのメリットがなくなっている

時代ですので、基本的にはそういった手数料につ

いては払うべきだろうという形で、２年度につい

てはもう全県内の町村で埼玉りそな銀行が指定金

融機関であるところ全てこの手数料を払うように

なってございます。そういったところでプラスに

なっている部分もあるということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 分かりました。 

  一応、収入印紙だとかそういうやつ、県のやつ

を買うのを控えていると思います。その控えてい

るのは分かるんですけれども、毎年それ控えられ

るものでしょうか。ちょっと分からないんだけれ

ども、毎年減っているということは控えていると

いうことですよね。ちょっとその辺のところ。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  会計管理者。 

○会計管理者兼会計室長（大橋洋巳君） 会計管理

者の大橋でございます。 

  控える控えないということではありませんので、

また窓口でご要望があれば、その方に全て、要す

るに県証紙と収入印紙のほう渡しているというこ

とです。こちらは相関関係がありまして、当然、

収入印紙の支出が増えれば収入のほうも入ってく

るということですので、そういった相関関係にも

あります。ですので、抑える抑えないというより

も、その利用者次第ということでご理解いただけ

ればと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

で会計室の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（丸藤栄一君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は９月８日水曜日午前10時から委員会を開き、

引き続き町民生活課関係の審査から始めたいと思

います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ６時２８分 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ２ 日 
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出席委員（１２名） 

        山  下  秋  夫  君            丸  藤  栄  一  君 

        丸  山  妙  子  君            金  子  正  志  君 
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        泉     伸 一 郎  君            角  野  由 紀 子  君 

        塚  村  香  織  君            合  川  泰  治  君 

        土  渕  保  美  君            川  野  武  志  君 

  （議 長  田  島  正  徳  君） 

 

欠席委員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

町 長 新  井  康  之  君 副 町 長 渋  谷  龍  弘  君 

会計管理者兼 
会 計 室 長 

大  橋  洋  巳  君 町民生活課長 吉  永  吉  正  君 

町民生活課 
副 課 長 

押  田  昭  浩  君 
町民生活課 
副 課 長 

山  﨑  健  司  君 

町民生活課 
主 幹 

小  林  知  弘  君 
町民生活課 
主 幹 

関  根  雅  治  君 

危機管理担当
主 査 

横  溝  秀  武  君 
危機管理担当
主 査 

加  藤  正  久  君 

資源循環担当 
主 査 

田  邊  和  美  君 税 務 課 長 門  井  義  則  君 

税務課副課長 金  子     諭  君 税務課主幹 田  原  浩  介  君 

資産税担当 
主 査 

鈴  木  健  司  君 徴収担当主査 折  原     淳  君 

住 民 課 長 高  橋  暁  尋  君 住民課副課長 高  橋  正  巳  君 

住民課主幹 中  村  佐 登 志  君 
戸籍住民担当
主 査 

海 老 原  剛  章  君 

年金担当主査 加  藤  智  浩  君   

 

本委員会に出席した事務局職員 

議会事務局長 野  口  幹  雄 主 幹 小  林  賢  吉 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸藤栄一君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。定足数

に達しておりますので、９月６日に引き続き、決

算特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（町民生活課） 

○委員長（丸藤栄一君） これより町民生活課の審

査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○町民生活課長（吉永吉正君） 改めまして、皆様

おはようございます。 

  町民生活課長の吉永と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

  それでは、出席している職員は、自己紹介をさ

せていただきます。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） おはようござ

います。町民生活課副課長の山﨑と申します。私

のほうでは、環境推進担当、資源循環担当、地域

振興担当の３担当のほうを所管させていただいて

おります。よろしくお願いいたします。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） おはようござ

います。町民生活課副課長、押田と申します。私

のほうでは、危機管理担当ということで、交通安

全、自転車対策、防犯、防災のほうを担当させて

いただいております。よろしくお願いいたします。 

○危機管理担当主査（加藤正久君） おはようござ

います。危機管理担当主査の加藤です。よろしく

お願いします。 

○町民生活課主幹（小林知弘君） おはようござい

ます。町民生活課主幹、資源循環担当、それから

環境推進のほうを担当させていただいております。

小林と申します。よろしくお願いいたします。 

○町民生活課主幹（関根雅治君） おはようござい

ます。町民生活課主幹、地域振興担当をさせてい

ただいております。関根と申します。よろしくお

願いします。 

○資源循環担当主査（田邊和美君） おはようござ

います。町民生活課資源循環担当主査の田邊と申

します。よろしくお願いいたします。 

○危機管理担当主査（横溝秀武君） 危機管理担当

主査の横溝と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕でございます。４点ほ

どお願いいたします。 

  まず初めに、成果書97ページ、決算書52ページ、

地域力ステップアップ事業の花いっぱい活動の内

容をお伺いします。 

  次に、成果書101ページ、決算書72ページ、環

境推進事業について。環境対策の推進のために、

情報収集のために環境保全に関する参考図書や備

品の購入となっていますが、具体的にどのような

書物や備品を購入したのかお伺いします。 

  ３点目です。成果書104ページ、決算書76ペー

ジ、災害に強いまちづくり啓発事業です。昨年10

月18日に行われました、避難所開設実働訓練の実

施から間もなく１年が過ぎようとしています。昨
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年のときよりも新型コロナの状況は悪くなり、デ

ルタ株の影響により、子供たちに感染するリスク

も増えてまいりました。これから迎える台風シー

ズンに対して、また大規模地震に対して、昨年の

訓練等を踏まえて、どのような形で行うのかお伺

いします。 

  最後に、４点目です。成果書110ページ、決算

書152ページ、消防団の事業運営についてです。

これから行われる予定の統一訓練や特別点検の予

定をお伺いいたします。また、各分団詰所の建替

えが進み、環境の整った場所で作業が行えること

は、団員を代表して感謝いたします。ただ、団員

自体の欠員が生じていることと団員の高齢化によ

り、団員一人ひとりにかかる負担も大きなものと

なっています。新規団員の補充について、町とし

て、何か考えはあるのかお伺いいたします。 

  以上４点、お願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  まず１点目の、成果書97ページ、決算書52ペー

ジということでお話のほうをいただいております。 

  花いっぱい運動の関係でございます。 

  こちら、豊かな地域づくりの推進事業補助金の

中に地域力ステップアップ事業として、地域で花

を植えて環境整備を行う事業に関しまして、限度

額１万5,000円といたしまして補助のほうをさせ

ていただいているところでございます。 

  こちらにつきましては、１万5,000円というこ

とで３地区のほう実施のほうをいただいていると

ころでございます。こちらが、東と道佛三丁目、

和戸のこの３か所が花いっぱい活動のほうを実施

していただいているところでございます。 

  続きまして、成果書101ページ、予算書72ペー

ジでございます。 

  環境推進事業の実施内容につきましてご説明の

ほうをさせていただきたいと思います。 

  環境推進事業でございますが、こちらにつきま

しては廃棄物関係、環境関係全般の図書を購入さ

せていただいております。 

  また、備品ということでございますが、こちら、

ドローンの使用が今後規制されることも考えられ

ることから、高所場所から撮影ができるような高

所撮影用の機器を購入させていただいております。

こちらにつきましては、今イベントのほうを自粛

のほうをさせていただいておりますけれども、イ

ベントのほうで使わせていただいたり、あるいは

空き家、空き地の状況を高所から確認させていた

だく、あるいは災害時においてはやはり高所から

確認させていただく、多分野に使える機器という

ことで、環境推進事業のほうで購入のほうをさせ

ていただいたところでございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 次、答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  それでは、お答え申し上げます。 

  まず、成果書の104ページ、災害に強いまちづ

くり啓発事業、決算書76ページの関係でございま

す。こちらの関係で質問の内容ですが、昨年10月

18日に避難所開設実働訓練を実施してから１年が

経過して、新型コロナの状況も悪いということで、

今後台風も起こり得るということで、これからの

訓練に対してどのようにするかというご質問に対

して、お答えのほうをさせていただきたいと思い

ます。 

  まず、災害につきましては、時、所、人を選び

ません。また、新型コロナウイルス以外でも、感
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染症の流行を防ぐことはできません。町では、い

かに災害と感染症に向き合うことが大切かを考え

ながら、感染症予防対策を施した避難所開設実働

訓練のほうを昨年度は実施させていただいたとこ

ろでございます。 

  訓練内容といたしましては、新型コロナウイル

スの感染が蔓延している中で災害発生を想定した

避難所開設運営といたしまして、検温、体調のヒ

アリング、避難スペースへの案内、感染の疑いの

ある避難者の誘導を行い、避難者のソーシャルデ

ィスタンスを確保いたしまして、３密の防止を図

った避難所開設実働訓練のほうをさせていただい

たところでございます。 

  そこで、昨年度実施しましたことから、職員並

びに自主防災組織の参加者の方から様々な意見を

いただいたところでございます。 

  職員、参加者、双方のほうから問題提起された

点でございますが、まず、受付時における建物の

外部での滞留がしていたということが一番の意見

をいただいたところでございます。 

  そのことを踏まえまして、基本的な感染対策は

当然に行えるようにしていく中で、自然災害に加

えて、感染症という脅威に対する不安を抱えた避

難者に対しまして、いかに気を配って安心感を与

えて避難所運営をできるかが課題となっていると

ころでございます。 

  また、定期的に訓練を実施いたしまして、町職

員へ浸透させることで感染症に対する避難所運営

の習熟度を向上させまして、町全体としての取組

として、さらなる防災力の向上を図る必要性を感

じたところでございます。 

  通常の避難所運営も難しい中で、感染症対策を

併せ持って、どのように対策を考えながら運営す

るかが一番の課題ということで捉えたところでご

ざいます。 

  続きまして、成果書の110ページ、消防総務事

業、決算書152ページの関係でございます。 

  まず、消防団の訓練につきましてでございます

が、11月に特別点検のほうを予定しているところ

でございます。訓練については、今年度、従来11

月に実施する特別訓練を一つ今後については予定

しているところでございます。 

  また、消防団員の欠員という関係でございます

が、令和３年４月１日現在で、宮代町の消防団員

数は91名でございます。こちらにつきましては、

条例定数98名でございますので、７名ほど今欠員

が生じているところでございます。 

  こちらのほうにつきましては一人でも多く早急

に見つけて補っていきたいというふうに考えてい

るところでございますが、皆様方、仕事をしてい

る方も町民の方はいらっしゃいますので、多忙の

中でいかに地域の中枢を担う消防団として役割を

担っていただくかが問題となっておりますので、

ちょっと難しいところもございます。しかしなが

ら、引き続きこの７名の補充をすべく消防団員が

見つけられるよう努力してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕でございます。 

  ご回答ありがとうございます。 

  では、少しだけ再質問させていただきます。 

  まず第１問目の花いっぱい活動なんですけれど

も、これは一応３地区で行い、１万5,000円ずつ

の補助という形で４万5,000円。これの花いっぱ

い活動の内容というか、どういった形で花いっぱ

い活動をやっているのかという点、１つ。 

  ２番目の高所作業ということは、これドローン

を購入したという形なのでしょうか。 

  ３問目、今年の実働訓練、これは行うのでしょ
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うか。 

  ４問目は分かりました。ただ、私も消防団員の

一人として活動していますけれども、確かに地域

で仕事をしながら、さらに消防団活動をするとい

うのはなかなか勇気の要ることと、あと決断力の

要ること。あと、目ぼしい人がいても後押しとい

うかな、要するに、もう少しで入りそうなんだけ

れども、町からそういう人に対して一緒にプッシ

ュしてほしいという、そういったことの連携で少

しでも増やしていけたらなと、そういう形を取っ

ていただけたらという要望です。 

  以上、お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  まず、１点目の花いっぱい活動の内容につきま

してご説明のほうをさせていただきます。 

  こちら、地区の住民の方が地区の環境整備のた

めにプランターに花を植える等の花いっぱいの活

動をしていただいている活動に対して、花の苗と

か、肥料とか、そういうものに対しての助成とい

うことで実施のほうをさせていただいております。 

  ３地区は従前からやっていただいている地区で

ございまして、こちらの補助のほうをご活用いた

だいているということでございます。 

  続きまして、２点目の高所撮影用の方法、機器

の関係なんですが、ドローンのほうで従前は対応

できたものが、小型のドローンであれば許可等手

続は要らないものもございますので、そういうも

ので空き家とか空き地の確認とかさせていただく

ことが多かったんですが、今後そういう小型のも

のも規制の対象になり得るということで、いろい

ろ情報を収集しまして、それが使えなくなった場

合にも対応ができるようにということで、釣りざ

おの太い、伸びるような感じの、高く伸びるよう

なスライドするようなものを購入させていただい

ております。その先のほうにカメラをつけさせて

いただいて、今のカメラは性能がいいですので、

ブルートゥースで携帯と接続しましてシャッター

のほうも切れるという、そのような形で対応のほ

うをさせていただいているところでございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  それでは、再質問のほうについてお答え申し上

げます。 

  まず、今年度避難所開設実働訓練の実施はする

のかということでございますが、今年度、来月の

17日日曜日に、昨年同様、避難所開設実働訓練の

ほうを実施する予定で今準備を進めているところ

でございます。 

  また、２点目の消防団員のほうが足りないとい

うことでいろいろな点で……。 

〔「要望だからいいんじゃないか」という

人あり〕 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 失礼しました、

要望については承知いたしました。申し訳ござい

ません。 

○委員長（丸藤栄一君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ありがとうございます。 

  ３問目の実働訓練なんですけれども、10月17日

に行う予定となっております。 

  昨年は、要するに町の職員を主体にした、そし

てあとは地区の各区長さんたちをメインですね、

あとは防災関係の方、一応消防団も呼ばれました

が、見ているだけの形でした。 

  今回は消防団等のそういった組織は参加できる
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のか、その点に対してお伺いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  今年度の避難所実働訓練の実施に当たって、消

防団ということで役割でございますが、今年度に

ついては、消防団の方々につきましては自主防災

組織の方と連携を取るということで、無線を使っ

た情報伝達訓練ということで今考えているところ

でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ありがとうございます。 

  分かりました。 

  以上をもって私の質問を終わらせていただきま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  ２点ほど質問させていただきます。 

  決算書72ページ、成果書100ページです。 

  町営駐輪場工事ですが、和戸駅第１、第２駐輪

場及び姫宮駅西口駐輪場に防犯カメラを設置して

いただいたみたいです。 

  私の今年の３月議会の一般質問で防犯カメラの

増設を質問させていただきましたが、そのときの

担当課長からの答弁では、防犯カメラは安心・安

全な社会づくりには有効なツールであると答弁し

ながらも、地域から要望もない、予算もない、地

域全体で防犯意識を持つことが重要です、設置す

る予定はないと答弁をされました。にもかかわら

ず、防犯カメラを３台設置していただきました。

本当にありがとうございます。 

  また、和戸の残土のことも、県のほうに土質調

査のほうを働きかけてくれましてありがとうござ

いました。 

  それで質問ですが、この駐輪場３台の防犯カメ

ラ設置はいつ頃設置したのか。また、どんな基準

で駐輪場に防犯カメラを設置したのか。ほかにも

安心して安全に暮らしていけるまちづくりを確保

するためには、防犯カメラの増設は必要だと思い

ます。これから予算を立てて取り組んでいくのか

答弁をお願いいたします。 

  もう一つ、決算書、成果書には載っていないん

ですが、環境推進課の空き家バンクの取組は令和

２年度の成果を教えていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  私のほうからは、空き家バンクの取組について

ご説明のほうをさせていただきます。 

  空き家バンクにつきましては、空き家を有効利

用していただくために情報提供ということで、そ

の空き家バンクのサイトのほうに町のほうのペー

ジを設けさせていただいているところでございま

すが、こちらにご登録いただくということで、い

ろいろ周知のほうをさせていただいているんです

が、ご登録いただいている案件がございませんの

で、こちら空き家バンクのほうを開設させていた

だいておりますが、登録情報がないということで

そのままの状況になってしまっているところでご

ざいます。 

  今後におきましても、広く活用いただくために

ＰＲのほうをしていきたいなと思っているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 
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  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  それでは、お答え申し上げます。 

  成果書の100ページの自転車対策事業、決算書

72ページということで、防犯カメラの関係でござ

います。 

  有料駐輪場、こちらのほうが、姫宮の西口の駐

輪場と和戸の第１駐輪場、和戸の第２駐輪場とい

うことで、７台の防犯カメラのほうを設置させて

いただいたところでございます。 

  こちらのほうにつきましては、いつ頃というお

話なんですが、12月か１月ぐらいだったというふ

うに私記憶しておるんですが、もしその時期がず

れていたら申し訳ございません。 

  それと、今後の増設予定でございますけれども、

今のところ増設ということでの内部での話は出て

いない状況でございます。ですので、その点につ

いては予定なしということでご理解いただければ

と思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野でございます。 

  再質問させていただきます。 

  空き家バンクの登録が、今のところ案件がない

ということなんですが、その理由はどういうこと

なのか、その辺はどのように認識しているのか教

えていただきたいと思います。まず１点お願いい

たします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  空き家バンクの登録のない理由でございますが、

宮代町のほうで十分に、皆さん空き家をお持ちの

方に知れわたっていないというのも一つの理由か

もしれません。 

  またその空き家バンクの登録件数、ほかの市町

を見てもなかなかその件数が伸びていないような

状況も確認ができるようなこともございます。 

  いずれにしても周知不足というのがあると思わ

れますので、改めまして周知の方法、利用促進に

向けて努力していきたいと考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  承知させていただきました。 

  できれば、民間の不動産屋さんとかそういった

事業所には相談とか、空き家を持っている方には、

地権者から相談はあると思うんですね、やはりこ

れからの定住促進を進めていく中では、やはり空

き家の有効利用というのは必要だと思います。 

  ほかの自治体を見ると、空き家に対しての解体

費用とか、それのリノベーションですか、そうい

ったものに補助金を出しているところもあるので、

それは環境推進課で行うのか、それは私には分か

らないんですけれども、その辺のことをやはり取

り組んでいただければと思っております。よろし

くお願いいたします。 

  あと、よろしいですか、もう１点。 

○委員長（丸藤栄一君） 川野委員。 

○委員（川野武志君） 川野です。 

  あと、自転車の件なんですけれども、やはり、

自転車の駐輪場に防犯カメラを７台設置していた

だいたということで、それはありがたいと思うん

ですけれども、自転車の駐輪場以外にも、例えば

駅の構内というか、駅の乗降する入り口とか、人

が集まるところ、そういったところにもやっぱり

安心・安全の環境づくりを作る上には必要だと思
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うので、その辺もぜひ防犯カメラの設置のほうを

よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いします。 

  ８点ほど質問させていただきます。 

  まず、１問目なんですが、予算書52ページにな

ります。 

  集会所整備事業補助金、あと、コミュニティ助

成事業助成金についてお伺いいたします。 

〔発言する人あり〕 

○委員（泉 伸一郎君） すみません。 

  成果書のほうでは97ページになります。 

  集会所借地料ということで、30年度17、元年度

16、２年度が15ということで、何か１件ずつ減っ

ているんですけれども、その理由をお聞かせくだ

さい。 

  この修繕助成金、これなんですけれども、昨年

度が281万1,484円で、今回ですと29万8,957円増

えているんですね。これはこの集会所の修繕にか

かって増えたのかなと思うんですけれども、その

辺のことをお伺いします。 

  それから、２点目なんですが、令和２年度は76

の地区自治会に対して様々な補助金を交付しまし

たとあるんですけれども、主なものをお教えくだ

さい。 

  続きまして、３点目なんですが、決算書70ペー

ジになります。 

  交通安全対策事業の中で、成果書のほうで98ペ

ージに、下のところで、交通安全母の会による啓

発活動ということで、高齢者世帯に対するおたっ

しゃ訪問を行うとなっているんですね。これのこ

とをちょっと説明をお願いいたします。 

  それから、４点目です。 

  交通安全施設の新設、修繕ということで、表の

２つ目ぐらいにあるんですけれども、道路標示等

工事ということで、今回305万8,000円ですか、こ

れなんですけれども、昨年は234万3,802円という

ことで、プラス71万5,000円、多くやっていただ

けるのはありがたいと思いますけれども、これは

なぜ多くなったかということと。 

  あと逆に、道路反射鏡設置及び修理工事という

ことで、この道路反射鏡設置及び修理工事が今回

305万6,350円ということで、昨年は518万3,802円、

そうしますと212万7,452円減っているんですけれ

ども、その理由をお聞かせください。 

  ５点目は、決算書72ページになります。 

  公害防止対策事業という中で、成果書のほうで

は101ページになるんですけれども、主な実施内

容ということで野外焼却や不法投棄ということで、

不法投棄は下に書いてあるんですが、野外焼却に

ついては何も示されていないので、これは何かあ

ったのか、それが何件ぐらいあったのか。 

  それとその下に書いてある、不法投棄について

関係機関と調整を行い迅速に対応したとあります

けれども、この関係機関というのはどういうとこ

ろであるかをお教えください。 

  続きまして、６番目なんですが、決算書74ペー

ジになります。 

  12番の委託料として、防犯施設等管理システム

更新委託料33万円、これは今回の決算に入ってい

るんですけれども、これの説明をよろしくお願い

いたします。 

  続きまして、８問目なんですが、 

〔「７問目です」という人あり〕 

○委員（泉 伸一郎君） 失礼しました。 

  今のが７問目になっているんですけれども。 
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  ８問目なんですけれども。 

〔「まだ６つしか言っていない」という人

あり〕 

○委員（泉 伸一郎君） 細かく質問しているので、

途中で、じゃ、ちょっと戻りましょうか。 

〔「いや」という人あり〕 

○委員（泉 伸一郎君） ８問目なんですが、すみ

ません、決算書154ページになります。 

  一番下のところなんですが、消火栓設置修理等

負担金ということで480万円ということなんです

が、これ消火栓の修繕が５か所というふうに、す

みません、成果書のほうで111ページの真ん中の

ところです。消火栓の管理ということで、消火栓

修繕５か所とあるんですけれども、これについて

場所を教えていただきたいと思います。 

  以上８点、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  一つひとつ確認しながらお答えのほうをさせて

いただきたいと思います。 

  まず、決算書の52ページということで、集会所

整備事業補助金とコミュニティ助成事業補助金の

内容についてということで、回答のほうをさせて

いただきたいと思います。 

  まず、集会所整備事業補助金でございますが、

こちら、集会所の修繕に係る補助金でございまし

て、今回修繕に係るものが11集会所、13回の申請

のほうをいただいておりまして、231万3,000円の

修繕のほうの補助のほうをさせていただいている

ところでございます。 

  借地でございますが、これは後にも出てくるん

ですけれども、15か所ということで、今年借地の

ほうの補助をさせていただいているところですが、

79万7,441円ということで、こちらの累計が311万

441円ということとなるところでございます。 

  こちら集会所の借地の助成が少なくなっている

理由でございますが、集会所そのものの解体もご

ざいます。あるいは、町で買い上げているところ

というか、西原のところなんかですね、町で買わ

せていただいたりしていますので、そういうもの

で件数が若干変更が出てきているところでござい

ます。 

  続きまして、コミュニティ助成事業の助成金で

ございます。こちらの、俗に言う宝くじの助成金

でございまして、地区のほうから要望をいただき

まして250万円を限度といたしまして助成のほう

をさせていただいているところでございます。 

  令和２年度につきましては、姫宮地区自治会の

ほうでこちらの事業をご活用いただきまして、机

とか椅子、テント等でご購入をいただきまして、

地区のコミュニティ活動の推進にご利用いただい

ているところでございます。 

  続きまして、地区への補助金の助成内容でござ

いますが、先ほどもお話しさせていただきました

が、豊かな地域づくりの関係で花いっぱいの活動

のほうをさせていただいておりましたり、コミュ

ニティ活動の支援事業ということで地区のほうに、

76地区に対しまして589万6,300円の助成のほうを

させていただいたりしております。 

  また、コミュニティ掲示板の助成ということで、

こちら修繕のほうで６万円のほうの補助をさせて

いただいておるところでございまして、こちらが、

国納が南が２か所の修繕、宮代台のほうで４か所

のコミュニティ掲示板の修繕ということで実施の

ほうをさせていただいているところでございます。

こちらの累計で601万300円の豊かな地域づくり推

進事業の補助金のほうの助成のほうをさせていた

だいているところでございます。 
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  １つ目の集会所コミュニティ助成事業、借地料

が少なくなっている集会所の修繕内容ですね、地

区の補助金の回答につきましては以上でございま

す。 

  続きまして、２点目の、決算書72ページ、公害

防止事業の野焼きの関係につきましてご説明のほ

うをさせていただきます。 

  こちら、すみません、成果書のほうには、公害

防止のところには出ていないんですけれども、成

果書の108ページ、環境衛生のところをご覧いた

だきたいと思います。 

  こちらに環境衛生ということで、環境問題処理

状況ということで、真ん中から少し下のところに

リストがあると思うんですが、こちらのほうで野

外焼却ということで記載のほうをさせていただい

ております。分かりづらい記載で申し訳ないんで

すが、こちらのほうが野外焼却の対応ということ

でなっておるところでございます。 

  関係機関への対応でございますが、不法投棄、

あるいはその野外焼却におきましても、産業廃棄

物関係がございます。産業廃棄物に分類されるよ

うな類されるものもございます。そのような場合

は、東部環境管理事務所のほうと相談させていた

だきながら、あるいは、状況によっては警察とも

相談させていただきながら、問題の解決に当たっ

ているところでございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  それでは、順次お答え申し上げます。 

  まず１点目、成果書の98ページ、交通安全対策

事業のところで、交通安全母の会による啓発活動、

こちらのほうに高齢者に対するおたっしゃ訪問と

いうことでございますが、そのおたっしゃ訪問と

はどういうことかということでございますけれど

も、こちらのほうにつきましては、交通安全母の

会の会員の方々が高齢者のお宅を訪問して、いろ

いろな啓発のチラシ等をポスティングするような

活動を行っているところでございます。 

  続きまして、同じく交通安全対策事業、成果書

の99ページ、こちらのほうで中段のほうに、道路

標示の工事、金額にいたしまして305万8,000円と

いうことで、昨年比に対しまして多くなっている

というようなご質問をいただいたところでござい

ます。 

  こちらのほうにつきましては、昨年度と比較い

たしますと、道路標示等の工事で新設の場合が３

か所増、修繕については４か所増、金額にしまし

て71万5,000円の増となっているということで、

工事件数が増えたということが増額の理由となっ

ているところでございます。 

  続きまして、同じく、交通安全対策事業、成果

書の99ページの同じく道路反射鏡設置及び修理工

事、こちらの点でございます。こちらのほうにつ

きましては、昨年度と比較いたしますと、金額に

しまして212万7,452円の減額となっているところ

でございますが、こちらのほうにつきましては工

事件数の減による減額となっているところでござ

います。 

  続きまして、決算書の74ページ、こちらのほう

で防犯活動事業、こちらのほうの委託料に防犯施

設等管理システム更新委託料33万円という執行額

がございますが、その内容についてはというご質

問をいただいたところでございます。こちらのほ

うについてお答え申し上げます。 

  防犯管理システムにつきましては、株式会社ゼ

ンリンが作成したシステムでございまして、この

システムのパソコンが老朽化で不具合が生じ、故
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障が生じると業務に支障が出るためにシステムの

更新をさせていただいた経費でございます。 

  こちらのほうのシステムに組み込まれている内

容といたしましては、防犯灯ですとか、道路照明

灯のデータが保存されている状況でございまして、

業務を遂行する上でこのデータが飛んでしまいま

すと管理ができなくなるということで、更新のほ

うをさせていただいたところでございます。 

  最後でございますけれども、消防総務事業の関

係でございます。 

  決算書154ページ、成果書111ページ、こちらの

ところで、消火栓の管理ということで、金額にし

まして480万円のほうの計上をさせていただいて

いるところでございます。また、消火栓の修繕箇

所ということで、５か所ということで計上させて

いただいております。 

  その５か所の場所についてはというご質問をい

ただいたところでございますので、そちらについ

てお答え申し上げます。 

  場所につきましては、東姫宮の１丁目、学園台

１丁目、学園台３丁目が２か所、こちらのほうが

水道管の老朽化に伴う布設替え工事、これで４件

ですね。それともう１件が、消火栓の口の交換と

いうことで中島地内ということで、消火栓修繕の

工事５か所を実施させていただいたところでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  すみません、先ほどやはり１問抜けていました。

でも、いいです、すみません。 

  じゃ、１問目と２問目、分かりました。 

  あと、３問目なんですけれども、これ訪問と書

いてあるんですけれども、すみません、成果書の

98ページですね、下のところの高齢者世帯に対す

るおたっしゃ訪問ということで、訪問と書いてあ

るんですけれども、括弧を見ると啓発チラシ等ポ

スティングと書いてあるんですね。ポスティング

ということはポストに入れるだけですから、訪問

しているうちに入らないのではないのかと思うん

ですけれども、それをちょっと聞きたかったので

お聞きしました。その件についてちょっとお伺い

したいと思います。 

  それから、４点目ですね。これ、反射鏡設置の

ほうが多く減っているわけなんですけれども、こ

れは申請自体が少なかったのでしょうか、という

ことをお伺いいたします。 

  それから、５点目についてはよく分かりました。 

  あと、６点目についても、大丈夫ですね、よく

分かりました。 

  あと、７点目についても分かりました。これは

やはりそういうパソコン等の関係で、あと何年か

は大丈夫ということでよろしいということでいい

んでしょうか。昨年はなかったものだったので聞

いてみたんですが、答えなくて結構です。 

  それからあと、８問目なんですけれども、５か

所ということで分かったんですが、この予算を見

ますと、大体昨年と同じぐらいな予算になってい

るわけなんですけれども、これ、例えば消火栓の

修繕の基準というんですかね、そういったものは

あるのかどうかをお聞きいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  それでは順次、お答え申し上げます。 

  まず、道路反射鏡の設置の関係でございます。

こちらのほうにつきましては、道路反射鏡、いわ

ゆるカーブミラーでございますけれども、令和２

年度の申請件数21件、令和元年度の申請件数23件
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ということで、２件の申請が減っているような状

況にございました。その関係での減額ということ

で捉えていただければと思います。 

  また、２点目の消火栓の修繕の関係でございま

すけれども、予算額については昨年度と同額、同

じぐらいというようなことで、こちらのほうにつ

いての基準はということでございます。こちらの

ほうにつきましては、内容でございますけれども、

館施設の老朽化に伴う消火栓施設の交換工事費用

及び消火栓の老朽箇所の修繕工事費用の負担金を、

宮代町水道事業へ支払っているものでございます。

したがいまして、上下水道のほうで工事のほうは

請け負っているということで、予算につきまして

は上下水道のほうから上げられた金額のほうを予

算計上をさせていただいているところでございま

す。 

  以上です。 

  大変失礼しました。 

  おたっしゃ訪問の関係でございますね。こちら

のほうについて、ご指摘のとおり、成果書の98ペ

ージのほうでは、高齢者世帯訪問、括弧で啓発チ

ラシ等ポスティングということでございます。原

則、交通安全母の会の会員の方々が高齢者のお宅

を訪問して、その方がいらっしゃれば面と向かっ

てお話のほうをさせていただいているところでご

ざいますが、不在の場合についてはポスティング

ということで捉えていただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。

それを聞きまして安心いたしました。やはり声を

かけるということが一番大切ではないかなと思い

ましたので、ありがとうございます。 

  最初のコミュニティ活性化のほうなんですけれ

ども、やはり今コロナ禍ということで、なかなか

催し物とかができない状態ですので、少しでもそ

ういう催し物をしていくという方がいらっしゃっ

たらどんどん支援していただければと思います。 

  あと、今のそうですね、とにかく声がけを必ず

していただいて励ましていただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  また、道路標示等、こちらのほう増えたという

ことで大変ありがたいなと思っております。今後

とも要望がありましたらどんどん応えていただき

たいと思います。 

  不法投棄ですね、こちらのほうもやはり深刻な

ところがあると思いますので、これからも町とし

ましてしっかりと対応していただきたいと思うん

ですが、この野外焼却について、何か指導みたい

なもので町のほうからそういう、やらないように

するという働きかけがあるかどうかは分かりませ

んけれども、今後ともしっかりと監視していただ

ければと思います。 

  以上で終わります。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  ４点質問をさせていただきます。 

  決算書の70ページ、成果書の98ページ、市民活

動推進事業についてです。こちらの町民まつり備

品購入費とありますけれども、どのようなものを

購入されたのか教えてください。 

  町民まつりについては、コロナ禍ということで

中止ということなんですけれども、今年度も中止

ということで、この先、町民まつりができるのか

ということもあるんですけれども、町民まつりに

ついてのお考えもお伺いいたします。 

  ２点目です。決算書の72ページ、成果書の111

ページです。環境推進事業のこちらも備品購入費

なんですけれども、撮影器具というのはどのよう
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なもので、用途は何なのかお伺いいたします。 

  ３点目が、決算書の74ページ、成果書の103ペ

ージです。こちらの防災活動事業についてです。

こちら、不審者情報があった場合の連絡について

情報発信など、どのような流れになっているのか

お伺いいたします。 

  それで、令和２年度、何名ぐらい不審者情報を

把握されているのかお伺いいたします。 

  最後に、決算書の78ページ、成果書の105ペー

ジです。進修館管理事業についてです。こちらな

んですけれども、指定管理者と町の関わりについ

て伺いたいんですけれども。 

  あと、市民活動の活動拠点としてとあるんです

けれども、進修館について、例えば、部屋代の場

所の費用にしても営利と非営利で倍の金額がかか

っていたりするんですけれども、昨年からコロナ

禍で利用できないときもあったんですけれども、

緊急事態宣言以外は予約もできるということで利

用はできたんですけれども、人数制限があって、

今までのような人数が入らない分、何回も開催し

なければいけないということで場所代の負担が増

えているので、そういう意味でも使いづらいとい

うお声がありました。この辺りの市民活動の拠点

ということでというので、どのように拠点となっ

てほしいんですけれども、実際活動されている市

民活動の方が使いづらいというご意見があるので、

その辺りのことを、町と指定管理者の間でどうい

う考えになっているのかということをお伺いいた

します。 

  あと、今年度からまた新しい指定管理の期間と

なりまして、いろいろ変わった面もあると思うん

ですけれども、受付が１階と２階に分かれたとい

うことで、その辺りどういう理由なのかとか、ち

ょっとそれも使いづらいというお声があったので、

その辺りも教えてください。お願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  塚村委員の質疑に対する答弁からお願いいたし

ます。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  それでは、まず、決算書の70ページ、成果書の

98ページの市民活動推進事業の町民まつりの備品

購入の関係からご説明のほうをさせていただきま

す。 

  こちらにつきましては、町民まつりのちょうち

ん用のケーブル線が非常に老朽化してきました。

使用が非常に難しい状況になってきましたので、

購入のほうをさせていただいたところでございま

す。こちらで、お祭りが再開できればすぐ使える

ような状況ということとなっているところでござ

います。 

  続きまして、決算書の72ページ、成果書の111

ページ、環境推進事業の撮影用機器の関係でござ

います。こちら、先ほどもご説明させていただき

ましたが、ドローンの規制がいろいろかかってく

るということから、高所で撮影するための、全長

７メートルというのを確認したんですが、全長７

メートルのもので、その先にカメラをつけて、空

き家、空き地、あるいはその他もろもろの高所か

らの撮影に対応できるということで、環境推進事

業のほうでこちらの撮影機器を購入させていただ

いたところでございます。 
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  続きまして、決算書の78ページ、成果書の105

ページ、進修館管理事業でございます。 

  こちらの部屋代等の関係でございますが、まず、

受付が２か所ということでお話をいただいており

ますが、受付そのものは１階のボランティア室で

実施のほうをさせていただいております。２階の

ほうは市民活動サポートセンターという形で、市

民活動のいろいろなご相談をさせていただくとい

うことで、今年度から改めてスタッフのほうを配

置させていただいております。より一層市民活動

の相談に相談しやすい状況をつくらせていただい

ているところでございます。 

  また、今コロナ禍において利用人数の制限をか

けさせていただいているのは、これは申し訳ない

んですがご理解いただきたいなと思うところでご

ざいます。 

  料金についても、その都度変更というのはなか

なか難しいですので、従前のまま利用のほうをし

ていただいているところでございます。 

  コロナ禍の状況が改善されれば、従前どおりま

たその辺の利用の形態は確認させていただきたい

なと思うところでございますので、ご理解いただ

ければと思うところでございます。 

  このような相談は、進修館の指定管理者のほう

とは適時させていただいております。月１回の月

次報告のときにもいろいろなお話をいただく中で

対応のほうをさせていただいているところでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

  ごめんなさい、先ほどの市民活動推進事業のお

祭りのその考え方についてご説明のほうが漏れて

おりましたので、ちょっとご説明のほうをさせて

いただきたいと思います。 

  町民生活課としては、お祭りが開催できるよう

な状況になれば開催したいと考えているところで

ございます。これは実行委員会の世話人さんのほ

うも同じ思いでありまして、今でも適時必要があ

れば、36回の町民まつりのスタッフ、世話人さん

と打合せのほうをさせていただいているところで

ございます。 

  その思いのあかしとしまして、今、進修館２階

のロビーのほうで宮代町民まつり展という写真展

と、等身大パネルも含めて、おみこし、太鼓等を

掲示させていただいているところでございます。

あの思いは、今お話しさせていただいたように、

コロナの状況が改善されれば、またお祭りを実施

したいと、町民まつりの思いを忘れないでほしい

という思いから実施のほうをさせていただいてい

るところでございますので、ご理解いただければ

と思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  それでは、お答え申し上げます。 

  まず、決算書74ページ、成果書の103ページの

防災活動事業でございます。 

  こちら、不審者情報の発信についてはどのよう

に行われているのかというご質問でございますけ

れども、不審者情報について警察署のほうから依

頼があった場合については、町の防災行政無線の

ほうを通じて町民の方には発信のほうをさせてい

ただいているような状況でございます。 

  また、令和２年度についての不審者の件数でご

ざいますが、令和２年度不審者の件数はゼロ件と

いうことで捉えているところでございます。 

  しかしながら、杉戸警察署のほうから犯罪等の

情報提供ということでお話をいただいているとこ

ろもございまして、例えば、振り込め詐欺ですと

か、迷い人ですとか、そういった形でも町民の方
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に周知をする意味でも、防災行政無線のほうを流

していただきたいということで、お話のほうはい

ただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ありがとうございました。 

  再質問をさせていただきます。 

  市民活動推進事業の町民まつりについて、備品

のことは承知をいたしました。 

  36回続いている町民まつりは、皆様楽しみにし

ているイベントの一つだと思います。それで、こ

れから、同じ規模で同じようなものをできるとい

うことを考えているのか、それとも、このコロナ

禍の中、新しい形を模索されているのかというこ

とをもう一度お伺いいたします。 

  ２点目の環境推進事業のドローンの購入費とい

うことで承知をいたしました。 

〔発言する人あり〕 

○委員（塚村香織君） ドローンをつる……。 

〔発言する人あり〕 

○委員（塚村香織君） すみません、ドローンだと

ちょっと思ってしまって、もう一度、じゃ、お願

いいたします。 

  ３点目の防災活動事業なんですけれども、こち

らは小学校のメールなどで登下校中の不審者情報

の情報が来ることもあるんですね。そういったも

のが、学校とのつながりのある人にしか来ないの

か、それが例えば、未就学児の方もそういった情

報を受け取れるのかということで言うと、防災無

線でそういった情報が広く受け取れるのがいいん

じゃないかと思っているんですけれども。 

  また、そういう不審者情報を防災無線で流すと

いうのは何か問題が、不審者というのに、振り込

め詐欺だったり、迷い人というのは防災無線で流

れるのはいいと思うんですけれども、ナイフを持

った人が出没したとかというそういうのはやっぱ

りそういう防災無線ですると問題が、逆にあるの

かとか、その辺でやっていないのかとか、その辺

りももう一度お伺いいたします。 

  最後に、進修館の管理事業なんですけれども、

２階がサポートセンターの市民活動支援されてい

る窓口になっているということで、承知をいたし

ました。 

  お話があったのは、こういう場合は２階に、じ

ゃ、行ってくださいとか、１階で受付した場合、

またあちらに行ってまた何か１階にというと、行

ったり来たりした方もいて、前のほうが使いやす

いねというお声もあったということなんですけれ

ども、でも市民活動をサポートする場所だよとい

う周知がされれば、そういう前向きな変更だと思

いますのでいいと思います。 

  それで、市民活動をサポートする進修館の事業

というところで言うと、先ほど申し上げた、部屋

代が営利か非営利かということでの違いで、そち

らはなかなか金額を変えることはできないという

のは納得はできるんですけれども、非営利団体で

ボランティア活動なら、営利の場合は非営利の２

倍の部屋代になっていると思うんですけれども、

そこで市民活動という捉え方でボランティアが無

償で全部費用もかからないでやるものだったら、

そういう必要経費もかからないということで活動

されていると思うんですけれども、ボランティア

団体も自分たちで活動費を捻出しながら活動を続

けていくということも大切で、でもそうなると営

利になってという、何かそこの線引きが捉え方が

難しくて、逆に市民活動がしづらくなっているん

じゃないかと、ちょっと感じております。 

  あと、もう１点なんですけれども、進修館は市

民活動だったり、市民が活動するものを発信でき
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る場の一つと考えた場合、ポスターの掲示につい

てなんですけれども、進修館でする講座とか事業

については営利でも非営利でもポスターを張れる

んですけれども、進修館以外の町でやる講座に関

してはポスターが張れないとか、それは営利は張

れないとか、非営利ならいいとか、何かその辺が

細かく分かれているのは、それは町の意向でそう

されているのかということで、その辺も営利か非

営利かというところの微妙な捉え方があって、一

応そういう活動費を捻出しなければいけないので

営利となるのかもしれないけれども、町で循環さ

せるような講座であったり、そういうものをする

ときに、場所代は営利の場所代でそれは納得して

いるということなんですけれども、ポスターも張

れないとか、何かその辺が、応援してくれている

のか、何かどういうふうな基準にしているのかと

いうところで、すごく疑問を持たれている方から

のお話が多いので、その辺ちょっともう一度詳し

くお伺いしたいです。お願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  まず、１点目の市民活動推進事業の、お祭りの

考え方でございます。 

  こちらは、コロナ禍がどこまで改善されるのか

というところが一つ大きな問題になると思います。

状況に変化があっても不特定多数の方にお集まり

いただくのがお祭りでございます。また、おみこ

し、あるいは流し踊りにつきましても、どうして

も密集することが考えられますので、そのような

いろんなことを考えながら、次回町民まつりにつ

いては、開催の内容を検討していなくちゃいけな

いということは、町もそうですし、実行委員会の

ほうもそうですし、その辺は今後の動向を見なが

ら検討していきたいと考えているところでござい

ます。 

  祭りの考え方につきましては以上でございます。 

  続きまして、２点目の環境推進事業の撮影機器

の関係でございます。 

  こちら、先ほどもご説明させていただきました

が、購入させていただいたのは、伸び縮みするよ

うな釣りざおの大きなものの上に、カメラがつく

ようなものの高所撮影用の機器を購入させていた

だきました。 

  購入させていただきました理由として、今後ド

ローンの、小型のドローンについても規制がかか

ってくることが考えられるんで、それの代替えの

ものとして購入のほうをさせていただいたという

ことでございます。 

  ちなみに、こちら全長７メートルということで

確認させていただきましたので、そこそこの高さ

から撮影ができるということでございます。 

  続きまして、３点目の進修館でございます。い

ろんなお話をいただく中で、ご相談いただいてい

る団体のお気持ちも分かりますが、ちょっと具体

的なその中身がよく分かっておりませんので、こ

の場で個々に申し上げるのはちょっと難しいなと

思うところです。もし、よろしければ、窓口のほ

うに来ていただいてご相談いただければなと思い

ますので、ご相談いただいている団体の方にもそ

の旨お話しいただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  それでは、引き続き、防災行政無線の関係につ

いてお答え申し上げます。 
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  まず、防災行政無線でございますが、災害です

とか、犯罪等の未然防止と町民生活の安定と福祉

の向上に寄与することを目的に設置されているも

のでございまして、地域住民に対する情報伝達等

のための通信手段としては重要な役割を果たして

いるものと認識しているところでございます。 

  また、宮代町防災行政無線放送分類別実施要領

というものがございます。その中には、緊急性あ

りですとか、緊急性なし、非常時、その他という

項目がございますけれども、例えば、不審者、凶

悪犯罪等につきましては分類としては緊急性あり

という分類にくくられているところでございます。

そういった点については、警察のほうから防災行

政無線の放送を流してほしいという要望があった

場合については流すようにさせていただいている

ところでございます。 

  また防災行政無線については、全町的に流れる

ものでございます。先ほどお話しいただいた学校

関係のその不審者が出たときにメールが入ってく

るというものは学校関係でございますので、区域

がございますので地域性のものであるというふう

に見ているところもございます。そういった点で

は、全町的か地域性かということで違いがござい

ますけれども、そういった不審者情報については

今後小学校関係については教育委員会の関係もご

ざいますので、関係部署と調整を取りながら発信

については検討してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  何点か質問させていただきます。 

  最初に、52ページの地域コミュニティ活性化事

業なんですけれども、私、集会所なんかにＷｉ－

Ｆｉ設備をということで一般質問させていただき

ました。この説明書の103、104ページにもあるん

ですけれども、地域情報共有化に向けた支援だと

か、集会所の拠点化に向けた支援、あと防犯灯、

33ページの防災コミュニティ促進事業では災害時

の情報収集を敏速に対応するとしています。これ

は町民生活課じゃないんですけれども。 

  私、この集会所なんかに、やっぱり皆さんが集

まるところですよね、これからは情報の多様化と

いうことで一般質問の中でありました。集会所に

設置をするんであれば一部を補助しますよという

ことでお聞きしました。そういうことで、やはり

Ｗｉ－Ｆｉ設備、これから子供たちにもタブレッ

トを配ったり、そしてオンライン授業をやろうと

しております。やはり身近な集会所で子供たちが

集まってそういう授業ができるよう、やはり必要

じゃないかなと私は思っているんですよ。その辺

のところを町民生活課としてはどう思っているの

か。 

  それと集会所というのは災害のとき避難所場所

ともなっております。いろいろな多様な通信手段

ということで、無線機だとかそういうのは声だけ

の通信手段ですよね。パソコンとなれば地図やい

ろんな映像を送れるし、これで携帯でもできます

けれども、安定して送れるのはやっぱりパソコン

じゃないかなと思っておりますので、そういう、

それを実施できるようなＷｉ－Ｆｉ設備を各集会

所にどうかなと思っておるんですよ。 

  この何という、条件というんですか、Ｗｉ－Ｆ

ｉを入れるときの設置の補助をしますよというこ

となんですけれども、やはりＷｉ－Ｆｉを設置す

ると通信費もかかるんで、その辺のところも含め

てどういうふうに考えているのか、これをお聞か

せ願いたいなと思います。 

  それから、70ページの交通安全対策です。説明
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書では98から100ページぐらいになるのかなと思

います。 

  交通安全施設の新設や修繕と説明されています

が、どのぐらいの総数でそういう修繕と説明の何

回ぐらい相談があったのか。やったのはあるんで

すけれども、相談件数もあると思うんですよね、

ここも入れてくれ、あっちも入れてくれという。

何件ぐらいあったのか。 

  その中で、学校長や地域の区長と保護者からは

要望なんかはどのぐらいあったのか。 

  あと、やっぱり入れているところになると危険

だということで、または事故を起こしたところだ

と思うんですけれども、事故現場を町民生活課と

して視察に行ったのかどうか、その辺のところが

あったらお願いしたいなと思って、そしてその検

証はどうなっているのか、これと結びついている

のかどうか、その辺のところ。 

  私、西原のツカツカバッティング、オカムラ病

院、オカムラだっけ、あそこの病院のところの信

号機、手押し信号……。 

〔発言する人あり〕 

○委員（山下秋夫君） もとむらさんか、もとむら

さんの信号のところの手押し信号、事故を何度も

言われているんですよ、あそこの近くの住民から。

何とかしてもらえないかということで言われてい

るんですよ。あるところであれば警察に行って、

今言っているんだけれどもということで言ってい

るし、校長先生に聞くと、いや、校長会からもお

話ししますということで言っていました。 

  その辺のところを、町民生活課としてどうする

のか、ちょっとお聞きしたいなと思っております。 

  それから、成果書の100ページになります。 

  自転車対策事業の放置自転車の撤去のことでご

ざいます。 

  たしかに自転車いっぱいあります。これ放置自

転車は撤去したら有効活用すると言ったんですけ

れども、この放置自転車の対象自転車というのは

個人が分からないやつだと思うんですけれども、

これは盗難車も放置自転車も個人が所有が分から

ない、そういう自転車を撤去した後何年か放置し

て、法律があるんだと思いますけれども、それを

有効活用しているのかどうか。調べているのかな

と、私ちょっと疑問を持っているんですよ。その

辺のところをお願いします。 

  あと、72ページの公害防止事業、環境パトロー

ルを定期的に実施しているということで、再発を

未然にというんですけれども、ここで環境整備と

いうのは町民生活課で、企業や何かがありますよ

ね、いろんなところで、一時、公害がはやって問

題になったと、排水だとかそういうのが垂れ流し

で。宮代町はそういう以前、過去とか現在、そう

いう企業はあるのかどうか、汚染企業というんで

すか。その辺のところをお願いしたいと思います。 

  あと、私、これは個人的なのですが、企業名と

かどこにあるということは言えないんですけれど

も、歩いていると、敷地内で外に用水があるんで

すけれども、そこの用水のコンクリートが溶けて

いるんですよね、どういうわけだか知らないけれ

ども。そういうのを過去だったのか、現在だった

のか、ちょっと分かりませんけれども、そういう

のも見ているのかどうか、町民生活課で。お願い

します。 

  それから、72ページのみやしろの魅力推進事業

ですが、成果書では42、43、桜の木です。 

  私は、桜は春になると本当にきれいだなと思っ

ております。散歩しながら見て、楽しみです、毎

年。その反面、歩道に根が張り、歩道を持ち上げ

て、通行の妨げにもなっていると。また、農家さ

んたちは、桜の木が大きく、今最近は大きく、何

十年とたっていますから、もう大きくなり過ぎち
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ゃって、農地がはげになってしまうんですよ。作

物が均一に育たない。例えば、米作りだったら一

緒に刈れない。だから、二重にも三重にも手間が

かかる。そういう対策なんかは町民生活課として

はどういうふうに考えているのか、お願いします。 

  あと、122ページ、説明書106ページになります。

狂犬病予防事業です。 

  狂犬病は日本では発生していないんだと思って

いるんですけれども、もし発生していたらその事

例があるのかどうか。 

  それと、犬の頭数や猫の頭数、また個人宅で飼

育している爬虫類。蛇なんかこの間どこでしたっ

け、逃げ出しましたよね、ニシキヘビが、見つけ

るのが大変だった。そういうのを宮代町は把握し

ているのかどうか、どこでどういうのを飼ってい

るのか。もし把握していたらおっしゃってくださ

い。 

  もう一つです。 

  125ページの環境衛生費、126ページは雑草等除

去委託料とかで書いてありますけれども、これか

ら、はっきり言いまして、農家さんとかご近所さ

ん、昔自分の家の近くの農道とかそういうところ

が、若いときはみんな自分の家で刈ったんですけ

れども、今みんな農家さん80とか90ぐらいになっ

て、なかなかできないというのが、だからますま

す増えるんじゃないかなと思っているんですけれ

ども、その辺のところは町民生活課として今後ど

ういうふうにやっていくのか。どうなるのかなと

思って、私も心配なんですよ、その辺のところが。

草だらけになってしまうんじゃないかなと、町中

が。対策とかそういうのがあれば教えていただき

たいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  まず、決算書72ページの公害防止対策事業でご

ざいます。 

  こちら、基本的に排水、水質の汚染とか、大気

に大きな影響を与えるような、そのような危機が

あるものについては、基本、大気水質については

県の事務となっておりますので、県のほうに届出

が必要だったり、あるいは町のほうに届出が必要

だったりするものがあるんですが、そのようなも

ので把握のほうはしております。大気、水質のほ

うは県のほうできちんと管理をしておりますし、

定期的な確認、検査のほうも行っているところで

ございます。 

  先ほどの中でお話がありました、用水のコンク

リートが溶けているということでございますが、

その状況が、ちょっと私も確認できておりません

ので何とも言えないんですけれども、コンクリー

ト、特に用水のコンクリートなんかですと、老朽

化してくるとぽろぽろと欠けてくるようなところ

もございますので、その状況をちょっと確認させ

ていただいてみないと、ちょっとお答えのしよう

がございません。もし、場所がお分かりであれば、

うちのほうの窓口にお伝えいただければと思いま

す。状況によりましては用水の管理者のほうにそ

の旨報告のほうをさせていただきたいと思うとこ

ろでございます。 

  続きまして、決算書の72ページのみやしろの魅

力推進事業の中の桜の管理の関係でございます。 

  今ご質問にございましたとおり、根っこが道路

に出っ張っているというようなお話もいただくこ

ともございます。そのような場合、対応ができる、

その根を切るとか対応ができるような場合は対応

させていただくことも考えますので、もし場所等

教えていただけるのであれば、お示しいただけれ
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ばと思います。ただ、それなりの事業費がかかっ

てきますので、その辺はちょっとご相談させてい

ただきたいなと思うところでございます。 

  あと、道に出っ張っている、農地にかかってい

る桜の木に関しましては、適時剪定のほうをさせ

ていただいております。今でも適時剪定のほうを

させていただいておりますので、そういうご相談

が具体的にございましたら、環境推進担当のほう

にご報告いただければと思うところでございます。 

  桜の木については、かなり大木、大きくなって

きております。いろんなお話をいただくことが多

くなっておりますので、適時対応のほうをさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、決算書の122ページの狂犬病予防

事業でございます。 

  こちらの、日本の中では狂犬病発生はしていな

いということで確認のほうをさせていただいてい

るところでございますが、発生すると、この狂犬

病、予防がなかなか難しくて発病すると致死率が

ほぼ100％ということになってしまいますので、

今外国からの犬の関係もございますので、継続的

に実施のほうをさせていただいているところでご

ざいます。 

  また、特殊な動物の把握ということでございま

すが、こちらについては町のほうでは特殊な動物

の把握はしておりません。一定レベルの動物、種

類によっては県のほうに届出る義務がございます

ので、県のほうで確認するような動物の種類につ

いては確認のほうをしているということで、認識

のほうをしているところでございます。 

  続きまして、決算書の126ページ、環境衛生事

業の関係でございます。 

  先ほどお話しいただいたのは、農道等、あるい

は水路等の縁辺にある草の草刈りの関係というこ

とでよろしいでしょうか。 

  町民生活課の環境推進担当のほうで所管してお

るのは、不適正管理の空き地の適正管理を促す事

務のほうを所管させていただいております。今お

話しいただきました農道とか水路の草刈りに関し

ましては、それぞれ管理者のほうが、町道であれ

ば道路管理者、水路であれば農業振興担当のほう

で担当させていただきますので、それぞれの管理

者がそれぞれに対応させていただくと、検討させ

ていただくということになりますので、町民生活

課のほうでは、今のご質問についてはちょっと明

確なお答えができないという状況でございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  それでは順次、お答え申し上げます。 

  まず、成果書の98ページからの交通安全対策事

業、決算書70ページの関係でございます。 

  こちら、成果書の99ページにお示ししたとおり、

交通安全対策事業ということで、交通安全施設の

新設、修繕ということで、道路標示等工事ですと

か、道路反射鏡設置及び修理工事等のほうを実施

させていただいているところでございます。 

  こちらのほうにつきましては、道路表示灯等に

つきましては学校からの要望等ございます。また、

道路反射鏡の新設設置については区長さんからの

要望に基づいたものでございます。 

  そこで、道路反射鏡、カーブミラーの令和２年

度の設置申請件数でございますが、こちらのほう

につきましては申請件数が21件ございました。そ

のうち令和２年度に対応させていただいた件数が

11件でございます。 

  また、学校からの通学路に対する要望件数もご

ざいました。こちらのほうにつきましては令和２
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年度要望件数22件、うち対応件数ということで19

件の対応のほうをさせていただいたところでござ

います。 

  また、現場等の撮影等でございますけれども、

町民の方ですとか、学校から通学路に対するいろ

いろ、枝木が道路にはみ出しているとか、そうい

った要望ですとか、カーブミラーに同じように枝

木がかかっているので見えづらいので対応してい

ただきたいというようなご要望もいただいている

ところでございますが、そういった場合について

は担当のほうが現地に向かいまして、状況確認を

させていただいております。また写真も証拠とし

て残しており、その後の対応についてしっかりと

させていただいているところでございます。 

  続きまして、成果書の100ページ、自転車対策

事業でございます。 

  こちらのほうの関係で、放置自転車の撤去のお

話をいただいたところでございまして、その放置

自転車の有効活用、こちらのほうについては、ま

ず、放置自転車のほうにつきましては一時的に進

修館脇の柵のほうに保管のほうをさせていただい

ております。 

  その中である程度期間を過ぎたものにつきまし

ては、警察等を照会をさせていただいて、所有者

のほうを確認をさせていただいております。所有

者が確認させていただいた場合については、その

所有者に撤去して保管しているので自転車を引き

取りに来ていただきたいというような通知も差し

上げているところでございますが、放置自転車所

有者が見つかっても取りに来る方についてはほと

んどいないのが現状でございます。 

  そこでそういった放置自転車につきましては、

宮代町の町内の自転車組合、そういった組合がご

ざいますので、そちらのほうの方々に見ていただ

いて、程度のいいものについては買い取っていた

だいているような状況にございます。 

  そういった形で放置自転車については有効活用

のほうをさせていただいているような状況でござ

います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  集会所のＷｉ－Ｆｉの関係でお答えのほうをさ

せていただきたいと思います。 

  町民生活課のほうで集会所の修繕等の補助につ

いて担当のほうをさせていただいている者といた

しまして、今対象事業となるものといたしまして、

原状回復のための修繕、バリアフリー化のための

改修、時代変化により必要となった改修等という

ことで、集会所の改修等の補助のほうをさせてい

ただいているところでございます。 

  こちらの地区のほうで必要があるということで、

町のほうに申請をしていただく中で対応のほうを

させていただく、補助のほうをさせていただいて

いるところでございますが、今回のＷｉ－Ｆｉと

か、そういうもの、先ほどご質問の中にもありま

したけれども、一度設置すれば通信費がずっとか

かるとか、あるいは、今回のその集会所の修繕等

の補助に該当するのかどうかとか、いろいろな検

討が必要でございます。 

  また安心・安全まちづくり推進事業費補助金の

ほうとか、いろんな絡みがございますので、ちょ

っと今この場で明確なお答えはしづらい状況でご

ざいます。また改めてご相談いただければなと思

うところでございますが。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 
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  本当はこのＷｉ－Ｆｉのことなんですけれども、

公民館につけるのがベターかなという感じはする

んですけれども、やはり、子供たちにタブレット

を持たせて、これからはそういう集会のやるとい

ったら身近な集会所よりもそうだということなん

ですよ。災害のときなんかでも、やはり、私の一

般質問の回答にあるように、多様な放送アンド通

信手段、やはり電話だけではだめだ、携帯だけじ

ゃだめだということになると、やはりいろんな通

信手段が必要じゃないかなと感じはするんですよ

ね。 

  ぜひそこら辺のところはこの町民生活課でも考

えていただいて、集会所に力を入れていただきた

いなと感じはします。 

  このことについては一般質問でもしますので、

ぜひ実現に向けてお願いしたいなと思っておりま

す。 

  それと、交通安全対策、先ほどいろいろな学校

長から、申請が21件、学校長のほうからは22件あ

ったとか何とか言っていましたけれども、そのう

ち11件と19件は対応したということなんですけれ

ども。 

  やはり、先ほども言いました信号のところ、バ

ッティングセンターのあそこの、やはりあそこは

事故が多いんですよね。町民生活課としてどうい

うふうに対応しているのか、もう一度お願いした

いんですけれども、ちょっとそれの説明がなかっ

たような感じがしたんで。 

  あれが通学時間にもし横転事故などがあったら、

あそこでありましたけれども、子供さんたちが巻

き込まれるという危険があったわけですよ。学校

長からも、時間帯が違っていたら、もしかしたら

巻き込まれたかもしれないなというんで、そうい

う話も聞きました。 

  やはりその辺のところはきちんと対応をするべ

きじゃないかなと感じはするんですよ。事故の中

に子どもさんたち巻き込まれなかっただけ、まだ

よかったんですけれども、時間帯が通学時間、下

校時間になっていたら危ないなと感じはします。 

  あそこは一度だけじゃないですよ、何度でも、

何回ぐらいあったかな、もうな、私の知っている

限りで５、６回あったんじゃないかな、細かい事

故を入れたら。多いんですよ。 

  ぜひ、その辺のところの対応を強めていただき

たいと思っております。 

  放置自転車のことは分かりました。有効活用し

ているということで、引取り手がいない、警察に

も連絡して、自転車組合に査定をして、いい自転

車だけを残して販売していると。分かりました。

放置自転車も人のものですから、徹底的に相手先

盗まれてきたものだったら盗まれてきたもの、そ

ういうのを分けてやっていただきたいなと思って

います。 

  あと、公害、さっきも言いました、コンクリー

トが私見受けていますよ。これは本当、一企業で

すから本当に公害か何だか分かりませんから、名

前は言えませんけれども、この場ではね。あとで

どこそこでということで言いますけれども、この

場所では言いません。その辺のところ、過去なの

か、今だったのか。 

  それと、県のほうに届け出ということでそうい

うところで毎月検査はしているということなんで

すけれども、あるということですね、宮代町にも

公害をもたらすような企業が。 

〔発言する人あり〕 

○委員（山下秋夫君） 分かりました。 

  桜の木、まだ大きくなりつつ、私も認識はして

いるんです、桜を切るばかはいないということで

認識はしているんですよ。根っこなんか切ったら

枯れてしまいますよ、本当に、桜なんかは。です
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から、やって事業費がかさむと、これも分かりま

す。ただ、枝だけは農家のほうに迷惑かけますの

で、農家の田んぼとか畑のほうにかかっている枝

だけは何とかしてほしいなというふうな、農家さ

んのほうの要望もあるんです、それは。ぜひお願

いしたいなと思っております。 

  あと、狂犬病予防事業、これは県のほうのあれ

ということで、それは分かるんですけれども。 

  またニシキヘビが逃げたとか、私、蛇が大嫌い

なんですよ、本当に。だから、ああいうのが逃げ

出したとしたら震えが来ちゃうなと思っているん

ですよ。ですから、ぜひそういうのも把握してほ

しいなと思っております。 

  犬はもう今狂犬病は日本ではないとのことは承

知しているんですよ。でも注射だけはしています

けれどもね。 

  ぜひその辺のところも、外来の動物を扱ってい

る人たち、販売するというんで聞けば分かると思

うんですよ、どういう人に売ったとかね、巨大危

険動物は。中にはライオンとかそういうのも飼っ

ている人もいるという話も聞いていますけれども、

届けてね。怖いですから、ぜひ、その辺のところ

はよろしくお願いしたいと思います。 

  そんなもんですね。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  公害を発生させるような企業があるのかどうか

ということでございますが、当然一定規模以上の

ものについては県のほうに届け出るということで

ございます。当然適切に管理をされておりますの

で、公害が発生するような企業ということではあ

りませんので、その辺はご理解いただければと思

います。 

  ちょっとお話がちょっと行き違いがありました

ようですので、ここで話のほうをさせていただき

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  交通安全対策事業の点で、バッティングセンタ

ーのところ、こちら、事故が多いというお話をい

ただいたところでございます。 

  その対応についてはということでございますが、

あそこの通りについては、県道がございまして、

中から入ってくる通りにつきましては一時停止、

手押し信号があると思うんですけれども、歩道の

部分が幅員に対して若干広目に取ってあるところ

でございます。一時停止はするものの、車につい

ては歩行者の枠がちょっと広目に取ってある関係

で、左折する場合等について膨らんだ形で出てく

るような形になっておりますので、その点につい

てはその歩道の部分を若干狭くしたりして、停止

線の位置をセンターのほうからちょっと左側のほ

うに入れた形での、今対応策を考えているところ

でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 今の交通安全対策問題なん

ですけれども、歩道が広いから膨らんでくる車が

膨らんでということなんですけれども、私、地元

の中で聞いていると、あそこ坂が多いんですよね、

坂になっていて分かりづらい、そういうのもある

んですよ。ですから、本当であれば、あそこは手

押し信号なんですけれども、感知式の信号とか、

そうにしたほうがいいんじゃないかなということ

で言っているんですよ。手押し信号は手押し信号
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で置いておくんですけれども、車が来た場合は感

知信号で右折、左折ができるようにしたほうがい

いんじゃないかと私は聞いているんですけれども、

それのところの考えというのはありませんか。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  その点については、具体的には今考え方がござ

いませんので、大変失礼ながら要望という形で受

け止めさせていただければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありませんか。 

  丸山委員。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（丸藤栄一君） 質問だけ受けます。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。よろし

くお願いします。 

  何点かあるんですが、ちょっと待ってください。 

○委員長（丸藤栄一君） じゃ、ほかに質疑ござい

ませんか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） いいですか。すみません、

角野です。お願いします。 

  防犯対策の74ページ、成果書102ページなんで

すが、成果のところに、今年度は老朽化したＬＥ

Ｄ型防犯灯を少なくして電力量も十分な光量で最

新型のものに交換したということで、この電気量

が下がっていますよね。これはこのＬＥＤでも明

るくて、最新型のものにするとこんなふうに違う

のかというか、この辺ちょっと教えていただき、

もちろん全部防犯灯はＬＥＤですよねという確認

と、それから、ＬＥＤでももう最新はこんなに少

なくなっているということなのか、確認します。 

  それから、76ページです。防災コミュニティ促

進事業、成果書は33ページと95ページです。 

  この予算に対して、去年はコロナ禍ということ

で、自主防災の活動という、33ページの第４次総

合計画の最終年度だったけれども、これは大変だ

ったんだろうなと思いますが、この予算、令和元

年度も資機材の購入が少なかったんですが、今年

も予算が余っていますけれども、この辺について

お伺いします。 

  それから、今言いそびれたんですが、その上の

防災対策費の防災活動費の17備品購入費ですね、

これは当初予算は3,400で補正予算で2,140万円入

れて、そして多分この備品購入をしてくださった

んだと思うんですが、コロナ禍ということでこれ

急遽やってくださったのか、この具体的な品とい

うのを、決算ですので、ちょっと教えていただき

たいなと思います。 

  それから、進修館費、78ページです。12の委託

料ですね、委託料指定管理料というのが入ってい

ますが、それにプラス予備費充用と入っているん

ですが、これはどういう意味なのかお伺いします。 

  それから、歳入のほうの自転車対策に関して、

歳入の40ページ、雑入ですよね。成果書は100ペ

ージです。自転車対策事業について２つちょっと

質疑というか、町営の駐輪場のほうはコロナ禍で

緊急事態宣言などがあって、町民全体で自転車だ

とか、勤務、通学に使わなくなっているというこ

とで、このマイナス145万円になっているのか、

もう本当に自転車に乗る方々も高齢化でいなくて

こうなっているのか、この辺の捉え方を教えてい

ただきたいと思います。 

  それから、歳入の40ページのこの説明の中で、

再利用自転車引換代金が１万1,900円で14台分で

すよというふうに有効活用リユースは分かりまし
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た。 

  そのあと、放置自転車等撤去保管料で２万円入

っていますが、これが多分取りに来た人が払った

お金なのかなと思いますが、これ何人分というか、

何台分なのかということと、それから、その上の

廃棄自転車回収代金２万3,600円ということです

よね。そうすると100台中何台をどれぐらい置い

ておいて放置するのか、そして警察にその所有者

確認して通知をするということで、町民生活課は

結構危機管理だとか大変忙しくて、そして人数も

少ない中で、自転車対策事業をこういうふうに表

に出していいのかどうかというか、その辺のちょ

っと聞きたくて、これは再質でもいいので、取り

あえずそこです。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） それでは、ここで休憩い

たします。 

 

休憩 午後 ０時１０分 

 

再開 午後 １時１０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  午前中の角野委員の質疑に対する答弁からお願

いいたします。 

  答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  決算書の78ページ、進修館管理事業の関係でご

ざいます。 

  こちらの委託料、指定管理料の中に予備費充用

が入っているということでお話のほうをいただい

ておるところでございます。 

  進修館管理事業の委託料、指定管理料の中に予

備費充用が入っているということでご質問いただ

いた件につきまして、回答のほうをさせていただ

きます。 

  令和２年度におきましては、進修館の指定管理

料、通常の指定管理料のほかに、５回の新型コロ

ナ感染症対応に伴う補償のほうを行っているとこ

ろでございます。こちらが、そうですね、年度協

定ということで指定管理料の変更をしているとこ

ろでございますが、こちらが226万9,346円、令和

２年度の年度間協定は変更のほうをさせていただ

いているところでございます。この一部として予

備費のほうを充当をさせていただいたということ

でございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  それでは、順次質問に対してお答え申し上げま

す。 

  まず、決算書74ページ、成果書102ページ、防

犯活動事業についてでございます。 

  こちら、電気料の関係で下がっているというこ

とでご指摘がございましたが、その点についてお

答え申し上げます。 

  まず、電気料につきましては一括前払い契約に

よる支払いをさせていただいているところでござ

います。この一括前払い契約とは、電気料金を一

定期間あらかじめ一括して前払いすることにより

まして割引になるサービスでございます。防犯灯

など低圧定額性供給のお客様が対象となるという

ことで東電のほうから伺っております。 

  なお、こちらのほうの減額なんですけれども、

理由といたしましては燃料調整額の変動によりま
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して、月ごとに増減が発生していることによるも

のでございまして、令和２年度については前年度

比で減額という状況でございます。 

  続きまして、決算書76ページ、成果書33ページ、

防災コミュニティ促進事業の関係でございます。 

  こちらのほうの補助金の関係でございますけれ

ども、こちらの補助金につきましては、宮代町安

心安全まちづくり推進事業費補助金でございます

が、防災に関する資機材等を各自主防災組織で整

備する場合に、町で補助金のほうを交付させてい

ただいているような状況にございます。 

  こちらのほうの実績でございますけれども、令

和２年度につきましては19件の申請をいただいて

おります。なお、令和元年度につきましては38件

の申請をいただいているところでございまして、

申請件数といたしましては前年比で19件のマイナ

スとなっております。 

  なお、町のほうから各自主防災組織のほうに交

付させていただいております補助金に関しまして

は、令和２年度は225万4,500円、令和元年度は

157万6,200円ということで、金額にしましては67

万8,300円、こちらのほうを増加しているところ

でございます。 

  申請件数は減りましたが、補助金額が増加して

いるという点につきまして申し上げますと、例年、

コロナ禍の状況でなければ、各自主防災組織のほ

うにおいて地区の防災訓練のほうを実施させてい

ただいているところだとは思いますが、コロナ禍

の状況でそういった訓練ができないということで、

まず、そちらの申請件数が前年比で19件マイナス

になっている関係もございまして、申請件数は減

っているという形でございます。 

  なお、その分資機材の購入ですとか、防災拠点

整備に関する補助のほうが件数が多くなっており、

また、そちらを整備するに当たっては防災訓練に

要する補助金額よりも若干高めという点もござい

まして、金額に関しましては増額という傾向とな

っているところでございます。 

  続きまして、決算書74ページ、防災活動事業で

ございます。 

  こちらのほうの、76ページでございますけれど

も、17節の備品購入費、こちらについては具体的

に何を購入されたかという点についてお答え申し

上げます。 

  17節の備品購入費で感染症対策パーティション、

感染対策トイレ用品、モバイルルーターの端末、

タブレット本体、折り畳みベッド、圧縮式トイレ

袋、避難者用サポートタイツ、防護服セット、ス

ポットエアコン、救助用ボート、避難者用スリッ

パ、避難者用更衣室テント、あとは棚、こういっ

たものを令和２年度備品購入として防災に関する

整備として執行させていただいたところでござい

ます。 

  なお、最後でございますけれども、自転車対策

事業の歳入関係でございます。 

  決算書40ページでございます。成果書の100ペ

ージ、こちらをご覧いただければと思います。 

  失礼しました。 

  それと、まず、決算書の20ページをご覧いただ

けますでしょうか。 

  20ページのほうに、駐輪場使用料、こちらのほ

うが、令和２年度決算527万5,520円ということで

計上のほうをさせていただいているところでござ

いますが、前年度と比較いたしますと、減少を生

じているところでございます。 

  この町営駐輪場の使用料収入の減少についての

理由でございますけれども、駅前には民間駐輪場

もできておりまして、利用者にとっては選択肢が

増えているということで、よいことだというふう

に捉えているところでございます。 
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  また、公営駐輪場だけでなく民間駐輪場もある

ことによりまして、不法駐車の減少につながるも

のと考えているところでございます。 

  また、令和２年度につきましては、コロナ禍の

影響もあり、公営駐輪場の利用者が減ったものと

捉えているところでございます。 

  ４月７日から５月31日ということで、コロナ禍

の影響によりまして自主要請期間がございました。

この２か月分については既に利用者のほうから利

用使用料のほうをいただいているところでござい

ますが、この自粛期間に伴いまして、利用しない

ということでこの２か月分を先送りをさせていた

だいているところもございます。そういった形で

２か月分の使用料が本来は入るけれども、入らな

かったという点もございまして、使用料の減少に

つながっているというふうに捉えているところで

ございます。 

  続きまして、決算書40ページ、放置自転車等撤

去保管料、こちら２万円のほうを計上させていた

だいているところでございます。こちらのほうに

つきましては、宮代町自転車等の放置の防止に関

する条例に基づき、徴収する撤去保管費用となっ

ているところでございます。令和２年度につきま

しては10台、１台当たりの単価が2,000円でござ

いますので、２万円ということで歳入のほうを挙

げさせていただいたところでございます。 

  また、同40ページ、決算書40ページでございま

すけれども、廃棄自転車回収代金２万3,600円の

ほうを計上させていただいているところでござい

ます。こちらのほうにつきましては、一定期間引

取りのない撤去自転車等の廃棄処分収入でござい

ます。令和２年度につきましては118台、単価が

200円となっております。そういった形で２万

3,000円の収入とさせていただいているところで

ございます。なお、前年比で26台分増加している

ところでございます。 

  最後になりますけれども、大変申し訳ございま

せん、ちょっと最後の質問の内容確認を、角野委

員にさせていただいてもよろしいでしょうか。 

  最後の質問なんですが、自転車対策事業の……。 

〔発言する人あり〕 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 大丈夫ですか。 

  以上です。失礼しました。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ご答弁いただきましてあ

りがとうございます。 

  順番ちょっと違いますけれども、進修館かな、

102ページですよね、178ページの105ページの進

修館の指定管理について、コロナ補償ということ

ですよね、コロナ補償で226万9,300円ということ

のようなんですが、私たちも補正予算が組まれた

ときに、こういうことでという補正を認めたとい

うか、議決したと思うんですが、それの額とこの

226万はちょっと違うということを確認すること

と、それから、この基準というのはどうやって割

り出したのかお伺いします。 

  それから、Ｐ74の防犯灯ですね、前払い契約で

東電でやってあらかじめ割り引いてもらっている

ということと、あと東電のほうの燃料調整額で月

ごとの調整で低くなったということで、分かりま

した。 

  それから、この防災コミュニティの話なんです

が、町民生活課の95ページの本年度の成果という

ところがございまして、真ん中辺りなんですが、

防災士の資格取得の経費について補助金を交付し、

防災組織の育成に務めましたというふうにありま

すが、これ防災士、この33ページは、令和２年度

はゼロ、前年度は２人ほどいらっしゃったようで

すが、こういうふうに書いてあるんですけれども、

補助金は出したけれども、防災士は、でも申請と
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出ていますよね、支援団体ゼロ、ここは、95ペー

ジは、こういうこともありますよという啓発で書

いているのかどうか、そこら辺お伺いします。 

  それから、令和２年度はコロナ禍ということで、

防災訓練ももちろんできない状況でしたので、そ

れは致し方ないと思うんですが、その分資機材購

入拠点整備にお金をかけてくださったのは大変分

かりますが、もうコロナ禍も２年目に入りますが、

自主防災組織の組織員というのがもう高齢化して

いるというのがちょっと問題になってきているん

じゃないかなと。100％自主防災会はあるんです

けれども、その辺が機能していくのかどうか、ち

ょっと心配なところなので、その辺前向きな答弁

をお願いしたいなと思います。 

  それから、決算書の20ページの駐輪場使用料

527万5,500円と、それから、自転車対策の決算の、

額、ちょっと細かい、この額違うのは何なんです

か、計527万5,520円が歳入で、この成果書100ペ

ージの527万4,350円というのは、これは何なんで

しょうと今説明聞きながら思ったんですけれども。 

  それから、成果書100ページなんですが、放置

自転車撤去台数は100台であって、一定期間引き

取ったのが118台、それから販売台数は14台で、

保管して持って帰ったのは10台、この辺の数とい

うのは、前年度のがあるということなのか、いず

れにしても台数の多数というか、４割、５割じゃ、

８割くらいはもうほとんど引取手がなくて、そし

て廃棄するためのことということですよね。 

  最後の質問は何ですかというのは、先ほどどな

たかへの答弁で、警察のほうに所有者確認したり、

通知を出したりということをしているというふう

に伺ったんですが、その辺の手間というか、職員

がその自転車対策に随分力を入れているという言

い方はおかしいですけれども、手間がかかってい

るのかなというふうに思っているんですが、その

辺の職員の働き具合というか、その手間というの

をちょっと聞かせてくださいということです。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  まず、決算書78ページの進修館管理事業の指定

管理料、予備費充当の関係でございます。 

  こちらでございますが、進修館の指定管理料に

つきましては、開館を制限をしていた時期もござ

いまして、どうしても減収が生じているというこ

とから補償のほうをさせていただいたところでご

ざいます。 

  こちらの補償させていただいた額が、補償する

タイミングによりまして補正でやらせていただい

たり、予備費充当でやらせていただいたりという

ことで、ご説明させていただいている額が違うと

いうのはこちらの間違いによるということでござ

います。 

  進修館のほうは、この指定管理料のほかに、コ

ロナ対策に伴う工事とか、備品購入とか、そうい

うものでも補正のほうをかけさせていただいてお

りますので、そちらのほうを踏まえてということ

で数字に違いがあるということでございます。 

  あと、額の算定の方法でございますが、過去３

年、2020年度と違いが発生しているかどうか、

2017、2018、2019のこの３か年の同月と比較いた

しまして、平均と比較いたしまして差が生じてい

るかどうかということで額の算定をさせていただ

きました。そこで減収があるかどうかということ

で確認をさせていただいて、減収があるものにつ

いて補償のほうをさせていただいているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 
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  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  順次お答え申し上げます。 

  まず、防災コミュニティ促進事業の関係で、成

果書の95ページ、こちらのほう中段に、防災コミ

ュニティ促進事業ではということで成果のほうを

掲げさせていただいているところでございます。 

  その中に、防災士の取得資格の申請件数、令和

２年度についてはゼロ件ではございましたが、こ

ちらの成果のところに防災資格の取得の経費とい

う形で記載のほうをさせていただいているところ

でございます。こちらのほうにつきましては、宮

代町安心安全まちづくり推進事業費補助金の中の

１つのメニューでございまして、申請がある、な

いにかかわらず、こういったことで町は自主防災

組織のほうに対して補助金のほうを交付させてい

ただいているということで、掲げさせていただい

たところでございます。 

  続きまして、自主防災組織の関係で、高齢化に

よる問題点についてでございますが、確かに自主

防災組織、現在自治会のほうが77か78ぐらいあり

まして、その中で自主防災組織が56団体ございま

す。こちらの差異については地区によってまとま

った形で一つの自主防災組織をつくっている関係

もございまして、77、78の地区に対して56団体と

いうことで、まず捉えていただければと思います。 

  また、高齢化につきましては、私どものほうも

自主防災組織でご活躍をされている方々について

は高齢化が進んでいるというふうに捉えていると

ころでございます。しかしながら、自主防災組織

の会長さんですとか、そういった方の役づけをど

ういった形で決めるかについては地区の方々で決

めていただいているところでございます。町のほ

うとしましては、少しでも若い方が表に立って地

域の皆様を引っ張っていっていただければ一番と

いうふうには考えているところでございますが、

そういったことも地区によっては難しいというと

ころも捉えているところでございますので、この

点については町のほうから、自主防災組織のほう

についても若い方の起用についても考えていただ

けないかということで、発信していければという

ふうに考えているところでございます。 

  続きまして、駐輪場の使用料の関係でございま

す。成果書と決算書で金額に違いがあるというこ

とでご指摘をいただきました。 

  決算書上では20ページで、527万5,520円という

ことで記載のほうをさせていただいております。

成果書のほうでは100ページ、黒ポチの下から２

つ目の町営駐輪場の維持管理の計欄、２年度、Ａ、

527万4,350円ということで、こちらのほうを

1,170円違いがあるかと思います。この1,170円に

つきましては、決算上では駐輪場使用料というこ

とで、この分も含めた形で計上させていただいて

いるところでございますが、こちらのほうは和戸

駅の第３駐輪場の電柱使用料ということで、行政

財産使用料ということで東京電力のほうからその

使用料をいただいているということで、決算書上

と成果書上でその金額に差異があるということで

見ていただければと思います。 

  自転車対策事業の職員の事務の関係でございま

すが、警察に照会とかかけて自転車対策事業に力

を入れているというようなお話をいただきました。

ありがとうございます。 

  その職員の事務内容でございますが、警察に照

会をかける事務についてはさほど、申し訳ござい

ません、手間になるような事務ではないというふ

うに捉えております。自転車の盗難防止のナンバ

ーがあると思うんですけれども、そういったナン

バーを控えて、そのナンバーに対して警察のほう
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に所有者を確認しているということで、確認件数

も10件あるかないかぐらいというところで把握し

ておりますので、事務的な内容としては手間にな

っていないところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  進修館なんですが、過去３年間の使用料の差異

の分を補塡したというのは分かりました。 

  ただ、補正予算と議決した以外のが入っている

というのがちょっとよく分からないんで、そこの

ところだけもう一回教えていただきたいと思いま

す。 

  それから、地域防災コミュニティの話なんです

が、95ページ、成果書の35ページ、33ページの安

心安全まちづくり推進事業の中の内容のことを言

われたのかなと思うんですが、この防災士という

のはそこからでないと出せないのかというか、防

災士で町の防災、もちろん地域が必要なんですが、

自主防災のほうから申請しないとできないという

ことになっているのか、防災士に補助が出ますよ

ということを町民が知っているのかどうかという、

その辺をちょっと確認します。 

  それから、自転車のことなんですが、自転車、

結局廃棄が一番多いということですよね。防犯登

録のきちんとしたいい自転車が元の持ち主に戻る

という割合よりも、ほとんどもう使えないような

自転車なのか、取りに来ないのか、14台は再利用

できるとは言っていますが、ほとんどもう捨てる

場所がなくて捨てられているというふうに捉えて

もいいのかなと思うんですが、その辺を確認しま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） それでは、答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  先ほどの指定管理料の考え方でございます。 

  新型コロナの対応に伴う国の交付金が４号補正

で、あるいは５号補正、７号補正で指定管理料の

ほうでそれぞれ補正のほうを取らせていただいて

ございます。その都度補正をかけさせていただい

ているんですが、このタイミングで間に合わない

もの、あるいはそのタイミングから時期がずれて

いるものに関して予備費のほうを充当させていた

だいたということでございます。それがこちらの

額ということで表記のほうをさせていただいてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  防災コミュニティ促進事業の関係で、防災士の

資格の関係でございますけれども、こちらのほう

については、先ほど来から申し上げております宮

代町安心安全まちづくり推進事業費補助金の中の

一つのメニューとして組み込まれているところで

ございます。 

  こういった補助金の内容につきましては、自主

防災組織連絡協議会のほうにおいて会長さんが一

堂に集まった席で、この町の補助メニューについ

て説明のほうをさせていただいているところでご

ざいます。ですので、会長さんのほうから地区の

方々へ、町のほうについてはこういった補助メニ

ューがあるということで周知をしていただいてい

るものと認識しているところでございます。 

  また、自転車撤去の関係でございますが、廃棄

が多いということでございます。昨年度につきま

しては、廃棄自転車の有価回収代金ということで

110台ですね、こちら一定期間引取りのない撤去
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自転車の廃棄処分ということで、有価回収のほう

で３万8,000円のほうの収入を得たところでござ

います。なお、有価で引取りができないものにつ

いては、最終的には鉄くず処分という形になると

思われます。 

  補助金の中の防災士の資格の関係でございます

が、自主防災組織からの申請という形になります

ので、一個人から町に対しての申請はできないと

いうことで捉えていただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  ごめんなさい、決算書の76ページの備品購入の

歳出のところでちょっとし忘れてしまったんです

が、これどこかに福祉避難所にも何か購入したと

いうふうにあったんですが、福祉避難所に出した

のは、それを具体的に教えていただきたいという

のを、忘れていました。それ、お願いします。 

  それから、地域コミュニティ活性化事業で、２

年にわたってコロナ禍が、今後ウィズコロナとい

うことになるのかと思うんですが、区長さんはも

ちろんなられて、それぞれの活動というか連絡は

しているんでしょうけれども、町と区長との絡み

というのが、連絡会も開催できない、意見交換も

できないというそういうことに関してですが、今

ズームだったり、ＬＩＮＥだったり、オンライン

というか同時に100人、200人単位で区長会、そん

なふうなことができないこともないと思うんです

が、そういうことに関してはどうなんでしょうか。

一度も２年間しないということ自体がちょっと、

集まることはできないにしても、そういう形でで

きないのか。意思疎通というか、意見交換、自分

が町にいるだけでなくても、ほかの区で考えてい

ることが分かるということも必要かと思うので、

それについて伺います。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  地域コミュニティの関係で、区長さんと町との

関わりでございますが、先ほどご意見がありまし

たズーム等の会議でございますが、区長さん、高

齢の方も随分いらっしゃいます。また、そういう

環境が整っていないご家庭も多分にあることから、

ズームでの会議につきましては検討のほうはさせ

ていただいていないということでございます。あ

るいは、させていただいていないというか、でき

ないだろうということで、実施のほうをしていな

いということでございます。 

  区長さんとの関わりでございますが、町のほう

では、区長さん、まめに窓口のほうに来ていただ

いています。いろんな各種申請とか、そういうも

ののご相談、あるいは各事業のご相談とかで、区

長さん、まめに役場の窓口のほうに来ていただい

ておりますので、そのときに十分お話のほうを今

はさせていただいているところでございます。そ

この場で困り事、いろんな相談とか、お話のほう

をお受けいたしております。 

  また、今後のコロナ禍のその状況にもよるんで

すが、従前どおりの地区連絡会、大人数での地区

連絡会ができないということであれば、人数を分

けて実施することも、今後若干でも改善がされる

のであればご相談のほうをさせていただこうかな

と思います。 

  ただ、来ていただける区長さんのほうで、それ

も、でもご心配だということであれば、その辺の

実施は難しいと思いますが、いろんな形で区長さ

んとのコミュニティのほうは調整していきたいな

と思っているところでございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  決算書76ページの防災活動事業の17節の備品購

入費の関係でございますが、先ほど、令和２年度

中に購入した備品のほうの説明をさせていただい

たところでございます。先ほど申し上げた備品に

つきましては、指定避難所に対する備品として整

備させていただいたものでございます。ですので、

福祉避難所に対しての整備ではないということで

捉えていただければと思います。 

  なお、福祉避難所に対しての備品の整備につい

ては、同じように地方創生臨時交付金のほうを活

用して、福祉課のほうでも整備はしているという

ふうに聞いているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） もう時間あれなので、あ

りがとうございました。 

  区長会に関しては区長さんも高齢の方もいらっ

しゃいますし、また、１年目という方もいらっし

ゃるかと思うんですが、町と自分の区というか、

自分の地域ということも必要ですが、区の代表で

来ているということで、オンラインがその方が高

齢でできないならば、地域でこの接続をお願いで

きるようにという区長さんがそれなりに努力もし

ますでしょうし、やっぱり地区分割で連絡会を開

くことももちろんいいかと思いますが、ウィズコ

ロナの中でこの区長さんとの、ただ区長さんが町

の役場へ来てお願い事だとか、相談事をするとい

うこともそれは基本的には必要ですが、それ以外

の他の区の様子というか、区長さん同士の思いと

いうのが見える場所というのも必要かなと思いま

すので、それは工夫していただきたいなと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。よろしくお願い

します。 

  まず、主要な施策に関する説明書の６ページ、

７ページ、令和２年度一般会計歳出の性質別決算

状況の中の上から５番目かな、性質名５の補助金

等一部事務組合に対するものの主な増減理由とい

うところが2,800万8,000円増となっております。

平成30年は決算額が９億5,000万円台、令和元年

は９億4,424万円で減額になっていたんですね。

令和２年度は2,800万8,000円増となった理由は何

なのか、これ、利根斎場と衛生組合と消防、全部

のことだと思うんですが、そこの詳細をお願いし

ます。 

  ２点目は、決算書75、76、主要な施策に関する

説明書33ページ、前段委員の方も質問されていま

したけれども、防災コミュニティ促進事業の実施

内容、自主防災組織活動に対する支援ですね、こ

の負担金、補助及び交付金が225万4,500円です。

ちょっと前の委員さんたちにかぶるかもしれない

んですけれども、申請があった自主防災会延べ19

団体に補助金を交付したといいますが、延べでは

なくて実際申請していないところもあると思うの

で、実際の数と、どの団体がどのように、たくさ

ん申請して活動もしたところもあると思うので、

それのちょっとしていないところとか、数等分か

りましたら教えてください。 

  あと、そこの同じところの講師謝金が２万

5,000円となっているんですが、これはどのよう

な講師で、１回なのか、それとも何回かのものな

のか、そしてどのような内容だったか、お願いい
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たします。 

  次が、決算書151から154、説明書のほうは110

ページ、消防総務事業でございます。 

  昨年度、中島出張所が６月１日付で廃止された

んですけれども、負担金割合と出張所廃止で、ち

ょっと単純に考えると、出張所がなくなると負担

金が減るのかなと思うんですが、ちょっと細かい

ことが書いていなかったので、そのところどの程

度減ったのか、変わらないのか、理由をお聞かせ

ください。 

  あと、やっぱり前段の委員さんが質問されてい

ましたけれども、消火栓の管理、消火栓修繕５か

所480万円ですね。ご説明で分かったところはあ

るんですが、その水道管工事によって消火栓のと

ころを変えるということで、ここの項目に出すの

が正しいのか、それとももうちょっと丁寧に消火

栓の管理とかではなくて、もうちょっと幅広い記

入の、説明書の書き方なんですけれども、何かち

ょっと違うほうが、もう私とかがあれ、消火栓の

管理、消火栓修繕で５か所で480万円かかるのか

なと思ってしまいますので、この辺の記載の方法、

ちょっと考えていただけないかなと思って質問い

たします。 

  次は、決算書17、18、11款の交通安全対策特別

交付金463万1,000円についてです。具体的にどう

使われたのか説明お願いします。記入されている

部分もあるんですけれども、お願いします。 

  あと、横断歩道とか、今、小学校、中学校の通

学路のグリーンベルトなどございますけれども、

路面標示、先ほどからも学校の要請とか要望でと

いうことをおっしゃっていただいていますが、結

構薄くなっちゃっても直さないところとか、きれ

いになっているところがあるんですが、これは学

校からの要望がきたときにやるのか、ある程度こ

れはもう危ないと思ったらそれでやるのか、ちょ

っとその辺、基準があるのかないのか。安全のた

めにどうされているのかお聞きします。 

  あと、これ防災の関係なんですが、令和２年度

の事業報告の中に、テレビ埼玉、テレ玉のデータ

放送等を通じて随時発信とあります。それ、説明

書の103ページですね。66万円となっていて、市

町村データ放送サービス利用料なんですが、私、

時々見てみるんですが、宮代町に関して、情報は

ありませんと、そういうような内容の表示がとて

も多いんですね。以前、やっぱり委員会のときに、

自治体で出しているお金が随分違うことのように

おっしゃっていましたけれども、自治体で情報の

出し方が非常に、量というんですかね、が違うん

ですね。 

  それで、その66万円をフルに66万円の、何とい

うんですか、お金でフルに使っているのか。大雨

とか降っても情報がすぐに入ってこなくて、テレ

ビ埼玉つけて入らないんですよね。ほかのところ

は結構すごく入っているんですよ、避難所どこに

したとか、発信も早い。そこは66万円分ちゃんと

使っているのか、それ以上あったほうがいいのか。

66万円使っているけれども、これしかないんだっ

たら、ちょっと残念だなと思っています。 

  あと、加入者が増えているＪ：ＣＯＭの、今、

やっぱりいろんな自治体が出しているんですが、

経営ケーブルのこれやっている家は結構多くなっ

ています。それで、やっぱりコロナ禍の対応で、

近隣杉戸町、幸手町、白岡とか、全部流れるんで

すよね。宮代町、非常に対応が早いのに、はっき

り言って、とっても早かったです。いろんなコロ

ナの対応していただきました。ちょっと、まだ、

そのＪ：ＣＯＭの見るとまだこんなに遅いのかと

いう。情報がどんどん他市町のは流れていまして、

何で宮代は流れないんだろうと思ったときに、

Ｊ：ＣＯＭにはまだ契約をしていないかなと思う
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んですが、その辺、やっぱりＪ：ＣＯＭのほうも

たくさんの自治体使っていますので、その辺りお

考えがないのかお聞きいたします。 

  あと、この主要な施策に関する説明書を見てみ

ますと、広域利根斎場、109ページ、決算書は127、

128、そして、清掃総務事業、こちら決算書128、

説明書のほうは109、110、そして、先ほど質問い

たしました消防の関係なんですが、ちょっと記載

の仕方がこの説明書を見ますと、衛生組合のとこ

ろだけ負担金というか、一部事務組合でやってい

る仕事だと思うんですが、記載の方法が違うんで

すね。その衛生組合のところが、衛生組合のごみ

がどれぐらい燃やされたということがあるんです

が、久喜宮代衛生組合でやっているということが

一つも書いていないんですね。それでこの斎場と

ごみと消防、記載が、ある程度同じ事務組合で町

は運営しているので、同じような記載の仕方がい

いんじゃないかと思います。 

  それで、久喜市は、今年から処理量割になりま

したよね。それで、そういうことも全然書かれて

いないし、宮代町のものだけ出てきていますけれ

ども、何か記載の仕方をもうちょっと考えたほう

がいいなと思います。 

  あと、し尿処理の増減についてお聞きしたいん

ですが、そんなに差はないんですが、この増減が

ある理由、お聞かせ願います。 

  あとはすみません、主要な施策に関する説明書

の中の108ページ、決算書は126ページです。空き

地保全の事業です。 

  それで、成果書の中で表があるんですが、市街

地が、大きさですね、何平米と書いてあるんです

が、ちょっと相談されるのが市街地じゃない本当

に市街化調整区域で長年悩んでいる人がやっぱり

すごくたくさん出ているし、前段の委員から出ま

したけれども、やっぱりだんだん年齢が皆さん高

くなって、手に負えない、やりきれないというと

ころが出てきたときに、もう少し空き地対策をし

たほうがいいと思うんですが、ここで市街地をわ

ざわざ別に載せているというのは市街地を優先す

るという意味じゃないと思うんですが、市街地内

ってすごい広いんですよね。それで、そこを載せ

るんだったら市街地と市街化調整区域、両方載せ

たほうがいいと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

  あと、成果書98ページ、決算書70ページ、交通

安全母の会による啓発活動なんですが、382世帯

を２日間でやっていただいたと書いてあります。

いろんなところをやってくださっていると、交通

安全母の会の方からも聞いているんですが、この

382世帯というと、宮代町にとってはすごい少な

い数字なんですが、これって毎年ちょっと場所を

変えているのか、いつも同じようなところにやっ

ているのか、お分かりになったらお願いします。 

  あと、ちょっと答弁聞いていて、私もあっと思

ったんですけれども、すみません、もう一回で、

不審者を知らせる情報というのをやはりもう少し

多くもらえたらいいなと思っています。安全パト

ロールしているものとかは来ると分かったり、私

たちも結構そういう地域の方から、不審者が出た

けれどもと対応を頼まれることも結構あるんです

が、防災無線がなかなか難しくても、スマホに来

る、あちらには流れるとか、何か考えていただけ

るといいと思います。何かそれはちょっと要望な

んですけれども、よろしくお願いします。 

  ちょっと多くなりましたけれども、お願いしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０２分 
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再開 午後 ２時２０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩前の丸山委員の質疑に対する答弁からお願

いいたします。 

  答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  そうしましたら、適宜回答のほうをさせていた

だきたいと思います。 

  まず、成果書109ページの清掃総務事業で、組

合の負担金の関係でございます。こちらの増減に

つきましては、今改めてちょっと組合のほうに確

認をさせていただいておりますので、きちんと分

かり次第、お答えさせていただきたいと思います。 

  続きまして、同じく成果書の109ページ、広域

利根斎場組合の負担金事業と清掃総務事業の表記

の違いでございます。 

  まず、広域利根斎場組合の負担金事業でござい

ますが、これも100％利根斎場組合のほうに負担

金を拠出するだけの事業ということで、このよう

な表現になっております。 

  清掃総務事業でございますが、こちら衛生組合

の負担金のその拠出とともに、ごみ関係の計画な

んかを定めるときに、この事業で予算計上させて

いただいておりますので、単純にその組合負担金

の拠出だけの事業じゃないということで表現の変

化があるということでご理解いただきたいと思い

ます。 

  ただ、ごみ関係は衛生組合でやっているとかそ

ういう表現がちょっと不足するということであれ

ば、その辺の表現につきましては、少し分かるよ

うに表現を変えさせていただければなと思います。

成果のところにもちょっと変えた形で変えさせて

いただければなと思います。 

  続きまして、同じく成果書の109ページ、清掃

総務事業のし尿の関係でございます。 

  こちら、生し尿に関しましては、毎年くみ取り

の戸数、世帯が少しずつですが減っております。

ただ、合併処理浄化槽、あるいは単独処理浄化槽

の汚泥がこちらに搬入されます。単独処理浄化槽

と合併処理浄化槽の汚泥の量を比べると、合併処

理浄化槽のほうが格段に多いということもあった

り、あるいは工事なんかで仮設のトイレが発生し

たりしますと、その年に関しましては、し尿の搬

入量が増えるということになりますので、一概に

その増減については、その年の変化によってとい

うことでしか、ちょっと明確にお答えができない

ような状況でございますのでご理解いただきたい

と思います。 

  続きまして、成果書の107ページですね、環境

衛生事業で、その続きで108ページの空き地環境

保全の表記の関係でございます。 

  こちら町全体の量が、こちらの表の一番左側、

対象面積の17万7,478平方メートルということで、

対象面積がうちのほうでは空き地の不適正管理の

台帳のほうに載っている総面積がこちらというこ

とでございます。 

  ご相談が非常に多いのが、市街地のほうでござ

いますので、内市街地ということで抜き出しのほ

うをさせていただいておりますので、この差分が

市街化区域と市街化調整区域ということとなると

ころでございます。 

  この中で、表現が分かりづらいということであ

れば、こちらのほうも少し書き方は変更させてい

ただいて、市街化区域、市街化調整区域等の表現

に変えさせていただくことは可能でございますの

で、そちらのほうは検討させていただきたいなと
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思うところでございます。 

  今後その空き地の対策でございますけれども、

確かに高齢化が進んでおりまして、空き地の適正

管理に対して非常に難しい状況の方もいらっしゃ

います。また、町外にお住まいで宮代町の状況を

よくお分かりでない方もいらっしゃいますので、

その空き地の台帳の管理だけではなくて、適時情

報が入ってきましたら現場のほうに出向きまして、

適切な指導等を行っていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

  最近、非常に多いのが農地の不適正管理の、そ

の草地が多いことがあります。こちらのほうは産

業観光課のほうで、その草刈り関係の対応につい

て、新しい方法を検討しているようですので、そ

ちらのほうでご確認いただきたいなと思うところ

でございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課長。 

○町民生活課長（吉永吉正君） 私からは、成果書

の110ページ、決算書の154ページ、埼玉東部消防

組合の負担金の点についてお答えさせていただき

ます。 

  埼玉東部消防組合の負担金でございますが、出

張所がなくなったことによる負担金の増減という

ものはございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  ただいま衛生組合の負担金の増額分につきまし

て確認が取れましたので、お答えを申し上げます。 

  ＬＥＤ化の工事を実施したということでござい

まして、場内の。こちらのほうでこれは屋内外、

両方の電気の関係でＬＥＤ化を実施したというこ

とでございます。 

  あと、公債費の返済によりまして、こちらがお

金が増えているということで増額ということとな

っているところでございます。 

  衛生組合からの負担の増は、そのような形で増

えているということを確認させていただいている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  順次お答え申し上げます。 

  まず、決算書75、76ページ、成果書33ページ、

防災コミュニティ促進事業の関係でございますけ

れども、実際に支援した団体については19団体、

補助金額にしまして225万4,500円ということで補

助金のほうを各自主防のほうへ交付をさせていた

だいたところでございます。 

  自主防災組織については56団体ございますので、

補助している19団体に対して補助率としましては

34％ということでございます。なお、申請してい

ない箇所についてはどこということで、一応、申

請場所についても全部記録は取ってあるので、こ

の場で細かく申し上げることはできるんですが、

そうしますと時間がちょっとなくなってしまうの

で、その点、割愛させていただければと思います

ので、申し訳ございませんが、よろしくお願いい

たします。 

  続きまして、決算書、同じく75、76ページの防

災コミュニティ促進事業の関係の講師謝金の関係

でございます。 

  こちらのほうにつきましては、令和２年度につ

いては２万5,000円の執行のほうをさせていただ
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いたところでございますが、講師謝金に対する内

容でございます。 

  宮代町安心安全まちづくり講座指導員の講師謝

金として、まず地区の自主防の講演に対して、講

師として派遣された方に対しまして謝金のほうを

お支払いさせていただいております。 

  また、避難所開設実動訓練並びにその後フィー

ドバックの講演のほうを実施させていただいた関

係で、その講師の方へのお支払いもさせていただ

いたところでございます。合わせまして、昨年度

２万5,000円の執行という状況でございます。 

  続きまして、成果書の110ページからの消防総

務事業の関係でございます。 

  こちら111ページのほうに消火栓の管理、消火

栓修繕５か所480万円というような記載をさせて

いただいたところでございますが、説明書の書き

方ということで、丸山委員のほうからご指摘ござ

いましたので、来年度この成果書のほうについて

は、この記載方法についてもうちょっと分かりや

すく検討をさせていただければというふうに考え

ているところでございます。 

  また、決算書の17ページ、18ページにございま

す交通安全対策特別交付金ということで463万

1,000円の記載がございます。こちらのほうにつ

きましては、交通安全対策特別交付金は、反則金

として国に納付された後、各都道府県に交付され、

横断歩道ですとか、信号機、標識等の設置や補修

などに使われているものでございます。 

  一般会計から交付税及び譲与税配当金特別会計

に繰り入れされまして、その額の約３分の１が特

別交付金として市町村のほうに交付されているも

のでございます。 

  残りの３分の２につきましては、都道府県に交

付されまして、都道府県の公安委員会と道路管理

者にさらに配分されているところでございます。 

  各自治体への配分につきましては、総務省を通

じて交通事故発生件数ですとか、人口集中地区人

口、改良済み道路延長を指標として配分されてい

るようなところのようでございます。 

  なお、決算書のほうに463万1,000円ということ

で記載のほうがございますが、こちらのほうの金

額については、町民生活課のほうで何かに使って

いるような状況は特にございません。財政のほう

で交付金として入れて管理されているところだと

思います。 

  また、成果書の103ページ、防災活動事業でご

ざいます。こちらのほうに、防災情報システムの

維持管理ということで、テレビ埼玉の関係がござ

います。このテレビ埼玉の関係で少しご質問がご

ざいましたので、答弁をさせていただきます。 

  まず、テレビ埼玉市町村データ放送でございま

すが、こちらはテレビのＤボタンを押すと、市町

村で発信した文字情報をテレビで確認できる仕組

みとなっているところでございまして、防災です

とか防犯、イベントや行政情報を広く周知する方

法の一つとして利用させていただいているところ

でございます。 

  町のほうでは、２つの枠を設けて情報を発信さ

せていただいておりまして、災害時など防災無線

が聞き取れなかった場合ですとか、耳の不自由な

方など、音声が確認できない方に向けた情報伝達

手段の一つとして備えているところでございます。 

  また、災害時にはテレビ埼玉を見るケースとい

うのは少ないと思われます。例えば台風の接近に

伴う情報収集については、ＮＨＫですとか民放の

天気予報が確認されることが多いと思っておりま

す。 

  しかしながら、テレビ埼玉のデータ放送は、地

元放送局である利点を生かしまして、緊急時の即

時対応が可能であるというふうに考えているとこ
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ろでございます。 

  このため、災害が発生する前の注意情報をはじ

めといたしまして、避難所の開放状態や被災した

場合の案内など、テレビを通じて広く周知するこ

とができるため、自治体と住民を結ぶ有効な手段

として、市町村が利用しているところが多いもの

でございます。 

  なお、執行額66万円でございますが、こちらに

ついては、100％有効活用されているのかという

ようなお話もいただいたところでございますが、

町のほうとしましては、このテレビ埼玉に情報を

提供して上げていただく際は、必要な情報を発信

して流していただいているような状況でございま

すので、特段ない場合についてはテレビ埼玉のほ

うに、こういったものを載せてほしいというよう

なことはしていないということで、100％ではな

いですね、申し訳ございません。 

  しかしながら、このテレビ埼玉の情報伝達につ

いては、引き続き、有効活用をさせていただけれ

ばというふうに考えているところでございます。 

  また、Ｊ：ＣＯＭの関係もお話しいただいたん

ですが、今のところＪ：ＣＯＭについては特段考

えているところはございません。はい。 

  最後になりますけれども、成果書の98ページ、

交通安全対策事業の高齢者に対するおたっしゃ訪

問の関係でございます。宮代町母の会の訪問の関

係でございますけれども、こちらのほうにつきま

しては、令和２年度については、国納地区、宮代

台１丁目、２丁目を中心に訪問をさせていただい

ております。 

  また、元年度につきましては、東姫宮の１丁目、

２丁目、金原地区、宮代の２丁目、３丁目を回ら

せていただいておりまして、これは年度によって、

会長さんが会員の方と話合いをされて、どこを回

るかというようなことで訪問先を決められている

ようでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課長。 

○町民生活課長（吉永吉正君） １点補足させてい

ただきます。 

  成果書の103ページになりますが、テレビ埼玉

の、テレ玉のデータ放送についてでございます。

私ども、どうしても危機管理担当ですので、災害

時の発信ということに気持ちが行くんですけれど

も、これは町の、今コロナ禍ですのでちょっと難

しいんですけれども、町のコロナ禍の後の催物で

すとか、あるいはその他の町の情報というものも

流せますので、私のほうから町民生活課以外の課

にも活用のほうをちょっと周知といいますか、依

頼したいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございました。 

  すみません、１つずつ、確認していただきまし

た。 

  ちょっと順番、逆になってしまうかもしれませ

んけれども。 

  決算書75、76、説明書の33ページですね。 

  分かりました。コロナ禍であるということで防

災訓練できなかったりとかあると思うんですが、

使っているところがやっぱり延べだと多いんです

けれども、34％のところということで、ちょっと

どれぐらいがやっていらっしゃるのかなと思った

んですが、やっぱり申請されないというところも

あると思うんですが、やっぱりせっかくですので、

何らかの形で、もうちょっと自主防災のほうから

の申請ができるような、できるといいなと思うん

ですが、その辺、小さな何か、何て言うんですか、
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大きな防災訓練とかじゃなくても、何か人が集ま

らなくてもできるものとか、何かほかの活用を考

えて、できるだけ多くの自主防災組織に補助がい

けるといいなと思いますので、その辺りなんか、

考えてもらいたいと思います。 

  あと、講師謝金については、これ、じゃ２回分

ということですね。大体、金額的にはこんなもの

なのかなと思いますので分かりました。 

  テレビ埼玉のは、やっぱり防災、台風とか来た

り、ちょっと心配なときに、ＮＨＫも流れるんで

すけれども、ＮＨＫだと大きなものしか流れない

ので、やっぱり地域って、ついついテレビ埼玉か

けてみるんですよね。すると、やっぱりさいたま

市とかは避難所開設しましたとか、どこが開いて

ますとか、やっぱり結構細かく出ているので。宮

代町を見ると、避難所多分開設しているだろうに

まだ出ていないとか。ＮＨＫは見たりラジオも聞

いたりしますけれども、テレビ埼玉って意外に見

ているんですよね。私も知り合いの方に聞くと、

テレビ埼玉見てるというから、ああそうなんだと

思いますけれども。 

  だから、そういう、私がお願いしたいのは、そ

ういう台風とか、ちょっと心配なときに、ああ町

はこうなんだなとか、安心感になりますので、も

うちょっと有効に。余裕があれば、町の情報とか

も流していただけるのはありがたいので、その方

向でほかの課にもお願いしたいと思います。 

  何しろ防災とか地震とかになったときに、いち

早く情報が町から出ている、例えば避難所はまだ

出ていませんという情報でもいいので、これから

準備中という、そういう何か、出てから大きく決

まってからじゃなくていいので、そういうのを出

していただくと安心感があるので、お願いしたい

と思います。 

  あとは、広域利根斎場組合のほうの負担金はな

いということで、決算書127、128なんですけれど

も、これって若干数字が増えているんですよね。

去年よりは20人ぐらいなんですけれども、令和元

年からすると40人ぐらい増えているんですね。何

ていうんですか、なっているので、だんだん利用

人数が増えているのかなと思ったんだけれども、

その辺り、別に理由はないのか、もう一回お聞き

します。 

  あと、生し尿のほうは分かってはいるんですけ

れども、上限がやっぱりあるので、ということは、

仮設トイレが今、圏央道の工事と和戸横町の工事、

かなり仮設のところもできていて。来年度はだか

ら増えるかも、ある程度、予算的に増やしておく

とか、かなりの人数働いていらっしゃるんですよ

ね。期間もかかっているので。その辺り、予算増

額とか考えたほうがいいのかなとも思うんですけ

れども。これお願いします。 

  48万円のことは、はい。やっぱり、ぱっと見て

説明書見て分かるほうが、何だろう、何だろうっ

て疑問思うよりは出していただいたほうがありが

たいのでよろしくお願いします。 

  あと、横断歩道のほうも公安委員会とか、はい、

分かりました。県の道路というのは、完全に町の

お金ではなく、県道に関しては全て県で横断歩道

とかも引かれるということですよね、多分そうだ

と思うんですが。これはちょっとまちづくりのほ

うで言います。 

  それと、今、質問したことと、すみません。母

の会に関しては、いろんな地域で配ってくれてい

るということなのでいいと思います。よく、結構、

東武動物公園の駅とか、ちょっと防犯の関係とか

と結構決まった駅で配ったりしていたので、いろ

んな地域で、今、会員さんとともに決めてやって

くださっているということなので分かりました。 

  あと、空き地に関しましては、やはり、見た感
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じで、市街地のほうは力を入れるけれども、市街

地調整区域のほうは力を入れないかなと、そうい

うことはないと思うんですけれども、やっぱりそ

ういうふうに捉えられないように、住んでいる人

は市街地に住んでいても、市街地調整区域に住ん

でいても一緒なので、お隣の草が何十年もなって

いると大変ですので、その辺、きちっと数も出し

てやっていただきたいと思います。 

  ちょっと何点か質問したことの答弁をお願いし

ます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 成果書の109

ページ、広域利根斎場組合の利用者の増の関係で

ございます。 

  こちらのメモリアルトネの利用者につきまして

は、過去、半分ぐらい、50％程度の利用率がもう

少し上がってもということで、いろいろな対応を

させていただいているところでございます。 

  特に、ここ数年、転入者に対しての転入セット

を改めて配らせていただいているんですが、その

中にトネの利用パンフレットを入れさせていただ

いております。 

  それを数年前から始めてから、若干ではござい

ますが利用率のほうは上がっております。ダイレ

クトにそれがこの利用率に関わっているかどうか

というのは、ちょっとはっきり申し上げられない

んですが、現時点、令和２年度末の利用率が

60.7％ということで、従前から比べると随分利用

率が上がってきているんじゃないかなと思ってい

るところでございます。 

  また、その施設が施設ですので、なかなか大き

くＰＲすることができないというのがありまして、

そのような周知の活動を今後も進めていきたいと

考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  防災コミュニティ促進事業の関係の補助金の関

係でございますが、先ほど私のほうで補助率34％

ということを申し上げたところでございます。 

  こちらの活用については、ちょっと数字的には

低いかなというふうに捉えているところもござい

ますので、引き続き、有効活用していただくよう

働きかけのほうを行ってまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

  また、防災活動事業のテレビ埼玉の活用の関係

でございますが、こちらのほうについても、いち

早く町の情報が出るよう、取り組んでまいりたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） 町民生活課副

課長の山﨑でございます。 

  もう一点、し尿の処理量増加に伴う組合の負担

金のお話につきまして、回答のほうをさせていた

だきたいと思います。 

  こちらにつきましては、今、予測されるという

ことでお話をさせていただいている状況でござい

ますので、今後、適時、状況を見ながら確認のほ

うをさせていただきたいと思っているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございました。 

  衛生組合のほうが予測されますので、ちょっと
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見守るというか、していってほしいと思います。 

  斎場のほうは、転入セットというのはやっぱり

結構効いているのかなと。もともと住んでいる人

はもうやはりちょっと近場でとかとなるんですけ

れども。やっぱりここかと思いますので、お願い

したいと思います。 

  防災コミュニティーのほうも有効活用というこ

とで、やっぱりもう少し、使うところは毎年やっ

ていらっしゃると思うんですけれども、なかなか

使わないところは使わないでずっと通っちゃって

いるところもあると、せっかくの組織なので、使

えるように何か提案したりしていっていただきた

いと思います。 

  事務組合のほうは、事務組合のほうで決算とか

しているわけですけれども、やはり成果書のほう

にもきちっと委託料とか分かるように載せていた

だくとありがたいので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありませんか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  手短に３点お願いいたします。 

  まず第１点は、これまでにも出ていますけれど

も、決算書Ｐ52、主要な施策として97ページ、地

域コミュニティ活性化事業、そのうち報償費、自

治会長等報奨金が859万4,400円、これは正当にと

いうか、適正に執行されたと思いますか、お尋ね

をいたします。 

  ２点目、自転車対策事業、主要な施策は100ペ

ージですけれども。 

  これについては、これまでやったことについて

は構わないんですが、ある程度、理解をしている

んですが、この町営駐輪場第１、第２と、和戸の

第１、第２、姫宮があるんですけれども有料では。

この駐輪場の維持管理が30％減少したという理由

はお聞きしました。和戸駅前に民間の業者がかな

り、最初は駅ホームに沿って、ちょうど正面です

よね。それからその次に歯医者さんの隣の東部の

空き地、あそこにあってと。徐々に徐々に拡張し

ています。 

  町営駐輪場は最初できたときは何もなかったん

ですよね、民間は。東武動物公園駅と違って、い

わゆる個人の駐輪場、これないんですよね。そう

いう中で、将来、この和戸第１、第２の駐輪場を

どうするのか。その在り方について、現在のコス

トをちょっと教えていただきたいんです。 

  料金的には変わらないと思うんですよ、民間と。

１日幾ら、一月幾ら、自転車、バイクということ

で、そんな変わっていないと思うんですよ。いう

ことで、将来につなげる意味でも、現在のコスト

についてお尋ねをいたします。それ、２点目です。 

  それから、３点目は、これも前段でかなり出て

いますけれども、環境衛生事業、主要な施策107

ページですけれども。 

  空き地については、ある程度、町にも環境保全

条例あります。これ古いんですけれども、昭和62

年にできているやつですけれども、その後、改正

されているかどうか分かりませんが。 

  かなり把握し、土地所有者に対して指導助言を

されて解決はしていると思いますが、まだ町が把

握していない、いわゆる繁茂空き地、草木が生い

茂っている、どの程度あると推定できますか。令

和２年度末で結構です。 

  問題は２点目でして、空き地については、ある

程度済んでいるんですが、空き家については、や

っとこさ、去年の３月、平成31年、令和元年にな

る前ですよね、平成31年３月に空き家バンク制度、

これは違うわ、空き家バンク制度というのはもう

ちょっと前にできていますけれども。これ、登録

ゼロということですが、そうだ、これでいいんだ。
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１年たってゼロということになった理由というの

は浸透していないということでご説明があったん

ですが、この空き家バンク制度、所有者がある場

合に限定されているんですよね。所有者が分から

ない、はっきりしないというやつは空き家バンク

制度には登録できないという形になっています。 

  ということで、この空き家バンク制度の登録を

増やすためにどうすればいいのか。これは所有者

がある場合どうすればいいのか。ない場合に、何

か方策がないか、お尋ねをします。 

  以上、３点です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） それでは、ま

ず成果書の97ページの自治会長等報奨金の交付に

つきましてご説明のほうをさせていただきます。 

  自治会長等報奨金制度につきましては、地区自

治会を代表し、次の町政に関する事項にご協力い

ただくとともに、地域の自治活動に当たっている

方にお支払いのほうをさせていただいているとこ

ろでございます。 

  広報等の町発行文書の配布または回覧、防犯灯、

公園等各施設の維持管理のための調整、自治会の

意見等の取りまとめや行政との調整及び処理、町

主催事業または行事への参加、上記に掲げるもの

のほか、町からの依頼事項の対応ということで、

こちら各世帯均等割１万円と、世帯割につきまし

て１世帯800円掛ける世帯数ということで、お支

払いのほうをさせていただいておりまして、859

万4,400円はこちらの累計ということとなってい

るところでございます。 

  こちらにつきましては、各地区におきましてい

ろいろな活動調整につきましては、どのような状

況でも実施していただいております。 

  コロナ禍においては、コロナ禍における各地区

の調整等が必要な状況もございますので、あるい

は町のほうからいろいろお話しさせていただくこ

ともございますので、令和２年度の自治会長等報

奨金の支払いについては、例年どおり適切に執行

されているということで考えているところでござ

います。 

  続きまして、成果書の107ページの環境衛生事

業の中の空き地の関係でございます。 

  町のほうでは、空き地の台帳のほうを整備して

おります。こちらに列記されているものにつきま

しては、最低でも春と秋に現場のほうを全地区確

認のほうをさせていただいているところでござい

ます。 

  膝丈以上に伸びている草地につきましては、不

適正管理の空き地ということで、所有者あるいは

管理者に通知のほうをさせていただいているとこ

ろでございます。そのような中で改善されていな

い土地も実際ございます。また、何回も近隣の住

民の方からお話をいただく土地もございますので、

その土地に関しましては現場に出向きまして、状

況によっては写真を添付させていただいて、所有

者、管理者のほうに通知のほうをさせていただい

ているところでございます。 

  この台帳に載っていなくて、実際その空き地で

あると。あるいは不適正管理の土地であるという

土地に関しましてどのぐらいあるかということな

んですが、大変申し訳ないんですが、こちらのそ

の把握ができておりませんので、こちらでどのく

らいあるかというのはお答えは申し上げられませ

ん。 

  続きまして、空き家の関係でございます。 

  空き家バンクの登録がゼロということで、こち

らに対しての対応ということでございますが。 

  空き家バンクのその事業そのもの、そのシステ

ムそのものが十分に周知できていないというお話
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は、従前からさせていただいております。こちら

については、十分に周知できるようにお話をさせ

ていただきたいと思います。 

  また、機会あるごとに、今年はコロナ禍という

ことで、いろいろな説明等もできなかったんです

が、町といたしましては不適正管理の空き家にな

る前に、その適正に相続あるいは処分のほうをし

ていただけるように、説明、勉強会などを適時実

施していきたいと考えておるところでございます。

こちらを回数を増やすごとに、その空き家の適正

管理の周知を図っていきたいと考えているところ

でございます。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  自転車対策事業の関係でお答え申し上げます。

成果書100ページの関係でございます。 

  現在のコストというお話をいただいたところで

ございますが、成果書100ページに記載をさせて

いただいておりますとおり、町営駐輪場の維持管

理ということで２年度決算額527万4,350円でござ

いました。こちらのほうにつきましては、和戸の

第１と和戸の第２並びに姫宮の西口の駐輪場のほ

うを、朝６時から９時までの３時間、これをお一

人で。また９時からお昼の12時までの３時間をお

一人でそれぞれ管理のほうをさせていただいてい

るところでございます。 

  こちらのほうにつきましては、年末年始を除く

毎日この時間帯で一人の方が常駐の上、管理をさ

せていただいているところでございまして、こち

らのほうの有料駐輪場の管理委託料ということで、

先ほど申し上げました496万6,945円ということで、

維持管理のほうの金額がかかっております。 

  また、先ほど使用料収入ということで527万

4,000円ぐらいあるということで、成果書の100ペ

ージに記載のほうをさせていただいているところ

でございますが、こちらのほうを比較しますと、

83万円ぐらいの黒字となっているところでござい

ます。 

  また、将来的なお話で、町営駐輪場はどうする

のかということでございますが、現状は維持させ

ていただきたいというふうに考えているところで

ございます。現段階での考えでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 第１点目の報奨金の関係で

ございますけれども、基本的に自治会長とか区長

等については、これはボランティアだと思うんで

すよね。この報奨金制度が始まったのがいつ頃か。

そして、私のところは60万、これ人というか、世

帯によって変わるんですけれども。これは何のた

めにもらっているかといえば、広報紙の配布等、

この事務、これ大変なあれですから、そのために、

この配布事務のために、これを頂いているという

ことで、これは個人には入らずに、自治会費の収

入に充てていると、こういう形です。 

  確かに会長として、るるいろいろ町との折衝も

あるだろうし、内部の調整もあるだろうし、でも

それは本来的な会長としての職務なんですよね。

この今回のコロナ禍、令和２年度そうなんですが、

広報紙等の配布事務で、総務管理費で４回分168

万円、委託として役務費で計上していると。これ

が持ち出しになっちゃうというんですよね。 

  本来は、区長さん等が、自治会長等が配布する

ものを、コロナ禍で配布できなかったから仕方な

しに委託にしたと。余計なお金かかっちゃってい

るんですよ。 

  だから、全部切るということは、これ必要ない
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と思うんですよ。でも、少なくとも168万円とい

う余計な費用と同等の数字は、自治会長さんにも

お話をして、これ規則上できないということであ

るならば、要項ですね、これ、できないというこ

とであれば別ですけれども、今回特別だと思うん

ですよ。 

  そういう意味で、自治会長等もイベントが全部

中止になっちゃっているから、総会も開かれない、

何も開かないというそういう状況の中で、やっぱ

り何か本当にもらっちゃっていいのかなという、

そんな感じになるので、この執行についてはちょ

っと理解がしにくいんですよ。何でこんな余計な

金を使わなくちゃいけないんですか。当然その分

は差っ引くべきなのではないかな。そのためには、

区長さん等にもご理解を持っていただかないとい

けないと思うんですけれども、その点、再度お尋

ねします。 

  それから、２番目の町営の駐輪場ですけれども、

現状はこれやむを得ないと思うんですよ。ただ、

姫宮の場合は、これは周りに駐輪場、私見かけな

いんですけれども、個人の民間の駐輪場見かけな

いんですけれども、和戸地区の場合は現実にある

んですよ。それで、いろんなお店ももう畳んじゃ

っているから、ああいうところは需要があれば個

人の駐輪場を開くかもしれない。だから、ずっと

このまま町営駐輪場でやる必要があるのかという。

コスト計算では利益を出しますと83万黒字でした

と、こういうお話ですけれども。これはシルバー

人材に委託をしてやっていらっしゃるので、かな

り低額で抑えて、この事業をされていると思うん

ですが。将来やっぱり、ちょっとね、在り方、今

ここでは難しいと思いますけれども、考えておい

てください。 

  それから、空き地については把握していないと

いうことですからいいんですけれども、空き家の

関係は非常に遅れているんですよね。それで、こ

れをご存じですか。空き家等の管理に関わって、

町とそれから姫宮の北団地、南団地、それとシル

バー人材と県の住宅供給公社、この５者で協定を

結んでいるんですよ。 

  中身的には、私から言わせれば、機能している

かどうかは分かりませんけれども、情報の共有関

係がやっぱりメインだと思います。それぞれ５者

がお互いの空き家の状況を理解しつつ、できるこ

とはやるという形の協定を、令和になる前の平成

31年３月にこれ結んでいるんですけれども。 

  空き家については外観では分からないんですよ。

だから、町として、区長さん通して、申し訳ない

けれども、空き家を報告してもらうと。自分の地

区なら大体分かっているんですよ。確証がなけれ

ば、そこ尋ねればいい話で。空き家はつかみやす

いんですよ。町が単独で動いても分かりません。

あくまで区長さん通して、地区が一番よく知って

いますから、それで把握してくださいよ、まず。

その上で、指導、勧告、命令代行というのは、こ

れは空き地、空き家の特措法で示されている。そ

れに基づいて、県が条例をつくっているはずです

よね。そういうものに基づいて、この空き家の一

掃を、空き家バンクと同時にやっていただきたい

なと思うんですけれどもお尋ねします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（山﨑健司君） まず、自治会

長等報奨金の関係でございます。 

  広報の配布ということで、別途168万円かかっ

ているということでお話のほうを今お受けいたし

ました。 

  ただ、自治会長等報奨金につきましては、その

広報の配布だけではなくて、地区の調整とかいろ

いろなものが入った中で、この金額を算出させて
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いただいているところでございますので、減額を

するとか、そういうものについては、現状では考

えていないところでございます。 

  また、その緊急事態宣言が発生したときに、こ

のような体制を取るということで、決定させてい

ただいて、広報のほうの配布方法を変更させてい

ただいたのも、区長さんにご相談するということ

でなくて、ダイレクトに町のほうで変更のほうを

させていただいておりますので、その辺も含めて

従前のとおりということで対応のほうをさせてい

ただいているところでございます。 

  続きまして、空き家の関係でございます。 

  町と公社と協定を結んでいるのは確認のほうを

しておりますし、内容のほうも確認させていただ

いているところでございます。 

  こちらの内容のほかに、今、空き家の情報を区

長を通して把握してほしい。あるいは、その特措

法に基づいて、国・県の動きを町のほうでも検討

してほしいということでございます。 

  空き家の対策につきましては、いろいろな動き

がございます。町といたしましても、今、現状で

空き家の対策がいいということでは考えておりま

せん。今の空き家の対策のほうでも、先ほど空き

地の現場確認と同じように、空き家の台帳を整備

しておりまして、町のほうにご連絡いただいてい

る不適正管理の空き家につきましては、現場のほ

うに出向きまして、状況の確認をやはり年２回行

っているところでございます。 

  こちらで、敷地の中に草が生えているとか、あ

るいは建物自体に損傷があるとか、そういう空き

家に関しましては、適時、通知のほうをさせてい

ただいているところでございます。そちらの現場

確認をして、状況確認をしたときに。 

  また、空き地と同じように、近隣の方からそれ

以外にお話をいただければ、状況によっては写真

をつけて、通知のほうを改めてさせていただいて

いるところでございます。 

  今後、空き家の対策、今お話しさせていただい

たような動きだけではなくて、今後、空き家の対

策につきましては、少しいろいろ勉強させていた

だきたいと考えているところでございますので、

ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 町民生活課の職員の方はよ

く町内回っているんですよ。それはよく理解して

います。ただ、交通安全の辺りは非常にシビアに

確認をされていると思うんですが。 

  この空き家というのは、いわゆる空き地と違っ

て、繁茂している状態が全然違うんですよ。もっ

と安全上も悪いし、防災上も悪いし、何も悪いん

ですよ。みんな悪いんですよ。空き地の場合は雑

草がぼうぼうとなっている。空き家は違うんです

よ、荒れ方が。だから、空き家のほうもしっかり

やってほしいと。この担当者が町民生活課にあま

りいないんですよ。だから、その辺、強化するの

であれば、人ぶつけないと、つけないとなかなか

どうしようもないなと思います。一応、それはそ

れで終わらせます。 

  報奨金の関係は、これ副課長ね、お話しされた

んですけれども。もっとも地区によっては確かに

違うのかもしれないですよ。でも、この制度がで

きたときは、何でできたかといったら、もう町か

ら来る仕事が多いと。特に広報紙の配布が多いと。

月１回だから、そんな多くないかもしれないけれ

ども。でも、そういうことから、これに対する手

当というものが区長さん宛てに出されてきたと思

うんです。だから、その業務が少なくとも４回な

くなるわけですよ。メインの業務はこれなんです

よ、広報紙の配布ですよ。あと調整とか何とかと
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いうのは、本来業務ですよ。町が何も、お金与え

る必要はないんですよ。 

  ただ、広報は配布するためには、それぞれ組織

によって違うんですけれども、配布ルートという

のを全体に渡らせるためには、いろいろやっぱり

作業もあるし、足で歩いている。そういうことも

必要になってくるので。だから、本当、これ金額

的には859万という1,000万に近い報奨金を、今、

全76地区ですかね、にお渡しをされていると思う

んですけれども、個々には４万とか３万とかいう

ところもありますよ。でも、大きいところは60万

というのが最高ですよ。そういうものをやっぱり、

このコロナ禍の中で、町のほうも財政の問題を含

めて、大変苦労しているということは理解はある

と思うんですよ。ただ、そういうものを持ちかけ

なかったということで、もうこれ過去の話ですか

ら、令和２年度、過去の話だからもうどうしよう

もないんです。でも、いいんですけれども、本当

を言えば、この執行はダブル執行になっています

から、広報紙ということに限定すればダブル執行

ですよ。だから、おかしいと思うんですが。見解

の相違ということで、ここは幕を引いちゃいます

けれども。 

  本来は、区長さんたちはボランティアですよ。

これ有料で区長をやっているわけじゃないですよ。

そこのところを間違えないようにしていただきた

いなということで終わります。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 小河原です。 

  道路反射鏡について、前段者、今までの人がほ

とんど質問しておりますので、私はしつこいよう

ですけれども、未来についてちょっと考え方を教

えてもらいたいと思います。 

  というのは、多分、場所によってはもう５年も

６年も全然設置されない。その理由は一部あると

思います。区長が代わると、もう今まで申請して

いるのが忘れられて、次はしていない。ですから、

それで終わり。もう設置してもらえない。 

  私が今日聞きたいのは、どう質問したらいいか

な。確かに、今までで人が十何か所設置したとい

う答弁をいただいたようですけれども。私が聞き

たいのは、よく区長を通じて役場へ申請する。そ

れはそこまでいいとしても、その後、また申請し

た後、役場の職員、またいろんな調査する人が調

べて決定をしているというふうに聞いております。

それはそれでしようがないのかなとは思うけれど

も。 

  私なんかもいろんな人に、あそこはどうなった

ろうと頼まれます、今でも。まして専門家が「あ

そこは設置しないと駄目だよな、小河原」と言わ

れたことも何回かあります。専門家がですよ。そ

の専門家も一緒になって調べてあるというんだか

らね、その役場と。それで駄目なの。数の論理で

負けたのかもしれないけれども、それはそれでい

いの。 

  場所によって、私、今日聞きたいのは、見通し

がいいから多分駄目だというのがほとんど100％

近いと思うわね。ところが、場所によって、じゃ、

何メートルの見通しがあればいいのか、道路幅が

どのぐらいあればミラーを設置しなくてもいいの

か、それはあると思います、基本が。 

  ところが、宮代町の町は、狭くてくにゃくにゃ

曲がるところが多い。最近は裏道を通る車が多い

ので、時間帯によっては交通量が多い。ただ、調

査するときには昼間回っているから、ほとんど通

らない。朝夕はすごい、朝夕。 

  そこで聞きたいのは、見通しがいいからミラー

は要らない。科学じゃないけれども、例えば、一

方が左折する、入ってくる車が右折する、そうな



－１２３－ 

ると見通しがよくても、道路幅が狭いから、あそ

この角で止まっちゃう、車ごと。ですから、それ

は何メートルぐらい離れていれば問題はないのか、

それを教えてもらいたい。ですから、今まで何年

間たっても設置してくれない、多分そうだと。で

も、専門家が設置しないとあそこは危ないよと、

あの場所言われているわけ。それでも多分私は見

通しがいいから。見通しというのは、今言ったよ

うに、道路幅だとか場所によっては、朝夕は何メ

ートルだったら設置要らないのか。お互いに左折

する右折する場所へ来て、みんな止まっちゃうわ

け、車危ない、これができないんだから、道路幅

があまり広くないから。 

  確かに、最近の軽自動車同士だったら、割合ス

ムーズに通れる場合があるけれども、大きな車が

来たら、まず無理、乗用車は１台でも２台でも入

ってきたら。そういうことがあるから、ひとつ、

科学的に何メートルあれば見られますと、ちょっ

と教えてもらいたい。人間の目は確かにこう見え

るよね、ある程度ね。ですから、今は設置しない

のは見通しがいいからと思ってつけないんだと思

います。でも、専門家はあそこは危ないよと言わ

れている場所があるわけ。ですが、見通しがいい

の、ある程度、10メートルぐらいずつ、片方は10

メートルぐらいで。ところが、両方がこう左折、

右折しようとすると、もう止まっちゃうわけ。で

すから、ミラーがあれば、自然にお互いに裏のほ

うで止まれるわけ。ですから、何メートルあれば、

そういうミラーは必要ありませんという数字を教

えてもらいたい。それだけ。それで理解ができれ

ば、町の住民の人に、こういう理由でミラーは設

置しなくても済むようですと説明できる、それも

ない。ただ見通しがいいからだって、それで終わ

り。 

  ですから、それを科学的に何メートルあれば、

お互いに止まりますよと、そのメートル数を教え

てもらいたい。それだけの話。それはそれで、こ

れからも設置してもらいたいという運動はあるに

しても、私からはそういう説明をしたいと思いま

すので、専門的に教えてもらいたい。皆さん、役

場の職員も一緒になって回って歩いているんだか

ら見ているわけ。説明できると思います。専門家

が設置しないと危ないと、しつこいようだけど言

っている場所が、どうも町の調査するときになる

と消えちゃう話だ。なぜと聞くと、見通しがいい

からって。それじゃ通らないですよ。私はもう長

い間、何回言ってもやってもらえないんだからね。

だから、その専門的に教えてください。 

  以上、それだけ。 

  ほかの施策については、多くの人が質問してい

るから、今日はやめます。今日については、その

ミラーだけ聞かせてもらいたい。専門的に理解で

きるように教えてもらいたい。それだけ。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  道路反射鏡のご質問に対してお答え申し上げま

す。 

  まず、道路反射鏡、いわゆるカーブミラーでご

ざいますが、設置に当たっての町の設置基準とい

うのがございます。そちらのほうをまず申し上げ

させていただきます。 

  道路反射鏡は、原則として次の要件を満たす場

合に設置することができるというような規定にな

っております。 

  １点目といたしまして、塀などの工作物により

見通しが悪くなる安全確認が困難であること。２

点目といたしまして、不特定の車両等に通行があ

ること。３点目といたしまして、車両等の通行に
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十分な道路幅員が確保されており、道路反射鏡の

設置により通行に支障が生じないこと。４点目と

いたしまして、町道と県道、または町道の交差点

であること。５点目といたしまして、町道の見通

しの悪いカーブであること。こういったことで設

置に当たっての基準を定めさせていただいている

ところでございます。 

  なお、設置につきましては、区長さんを通じて

町のほうに申請のほうを上げていただいていると

ころでございまして、ご承知のとおり専門部会に

よる委員さんによって、現場のほうを全て確認さ

せていただいた上で、場所によっての設置の可否

を決定させていただいているところでございます。 

  なお、小河原委員のほうから何メートルという

数字的なもののご質問をされたところでございま

すが、現在、道路反射鏡設置するに当たっての何

メートルという、そういった基準は今のところな

い状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） どうも、ああなかなかい

い基準があるんですね。うちの基準、絶対これで、

車同士が途中で入れないということはあり得ない

ということだよね。そういうとこがあるわけなん

ですよ。片や踏切があって、踏切があるために戦

っちゃっている。その踏切も一方通行で、片方通

行というのかな。遮断機が開くとみんな夢中で吹

っ飛んでくる。そのまま吹っ飛んできて、カーブ

が曲がったところがもう狭くなってくる。今度は、

片方の道路が右折しようとする、鉄道のほうは。

もう大きな車が来て、鉄道のほうを渡って左折し

ようと車が、狭くて車が自由に通行できない。ふ

ん詰まっちゃうわけ、両方で。前はよく田んぼの

中へ落っこっちゃったから、どっちかが。田んぼ

だからよかったんやね。そういう場所は、すぐ近

くに郵便があって物すごく危ないと、そういう問

題があったから申請をした経緯があるわけ。そう

いう話をしている間に専門家が、あそこ危ないよ

なと。見通しがいいって言ったって、あんな見通

しいいのと悪いのと同じだよ、あの場所はって。

かえって見通しがいいので、お互いに入ってきち

ゃうんだって。だから、右折も左折もできない、

そういう場所なんですよ。 

  町のこの基準、絶対それは安心で通れる場所か

というの。だから、今、役場は、赤いポール、田

んぼへ落っこちないように立ててあるよな、４本

ぐらい。あれが皆、今度こする。そういうところ

があるんですよ。それで、朝夕はすごく、特に朝

は多いね。電車の通る時間、電車も多いので、踏

切が開かない時間帯があるわけ。それだから、つ

ながっちゃうわけ。それだから、踏切が上がると、

うなってふっ飛んでくる、みんなほら、片方しか

通れないから、両面通れない、踏切の上。片方が

終わらないと片方が通れない、踏切だから。それ

で、出てきたらすぐカーブだから、もう先が見え

やしない。早く行こうと思ってね。こっちから来

る、片方から丁字路のほうから右折するほうの車、

確かに20メートルぐらい見通しがあるのかな。そ

ういうね、専門家がそういうところなんで、見え

るわけないじゃないか、あれはって、私、怒られ

たことある。私に怒ったってしようがないよと。

私は権限がないから、ただ言うだけ言うよといっ

て、もう六、七年前から言っているわけ。それだ

って、皆、町は全然やる気がない。こんな基準で

設けている、済ましちゃっているんでしょう。そ

れで、町の安心・安全をって言える立場あります

かね。 

  まして、最近は交通量が多くなって、何かする

と、裏道を通る。早く春日部のほうへ行きたいと

か、早く東武動物公園のほうへ行きたいとか、い
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ろいろ考えているんだよね。そういう場所なの。 

  今みたいな基準で、私は納得できない。だから、

何メートルぐらいになれば安心なんですよと教え

てください。道路と見通しのいいのは何メートル

だってはっきり教えてもらいたい。私から説明す

るから、住民の希望者には。自信の持てる数字を

教えてくださいと言うの、私も納得する内容でね。 

  ただ、こんな基準でももういいんですなんてや

られたんじゃかなわないよ、宮代町が交通安全を、

こんなことで。また、愚痴言って文句言ってしま

たけどね、本当に危ないんだよ。本当に説明して

くださいよ、それだけ。よろしくお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） 町民生活課副

課長、押田と申します。 

  先ほど申し上げましたとおり、道路反射鏡につ

いては、現状の設置基準ということで、その基準

について５点ほど申し上げたところでございます。 

○委員（小河原 正君） ちょっと委員長、それ聞

いた。それで納得できないということ。 

○町民生活課副課長（押田昭浩君） これからご説

明いたします。 

  ５点ほど申し上げたところでございますが、そ

の５点に基づいて、設置の可否を決定させていた

だいているところでございます。 

  先ほど、私の答弁の中でメートル数については

基準がないためお答えできないということを申し

上げたところでございます。小河原委員のほうか

ら、明確に納得のいくような答えをということで

再度ご質問いただいたところでございますが、現

在のルールはこの基準に基づいたルールにのっと

って設置の可否をしているところでございますの

で、このルールに反して、特例といいますか、特

段認められるというような設置の方法は現在取っ

ていないというところでございます。 

  新たにその設置に当たって、いろいろもうちょ

っと軟らかくしたほうがいいんじゃないかという

ようなことであれば、まず、この設置の基準の中

身を見直しをする必要があると思います。その見

直しをした上で、専門部会の委員さんのほうに説

明をした上で、それを理解していただいた上で現

場を見ていただきながら、申請に対する設置の可

否を決めていただくようになると思っているとこ

ろでございます。 

  ですので、恐れながら申し上げますが、現状で

はこの設置基準に対する設置の可否ということで、

これ以上のものはないということでご理解いただ

ければと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 先ほど質問をしたように、

もう６年も７年も前から言っているの。田んぼへ

落っこった。先ほど言ったように、左折、右折、

一緒になってしまって通れないで、無理して通る

と落っこっちゃうわけ。そいうことを言っていて、

今言ったような説明されたって納得できないと言

ってるわけ。つまんない基準なんか作ってと、町

の人言ってるよ。 

  だから、私はその基準を変えろなんて言える立

場じゃないよね。私たちは、そういう安全をどう

して守ってくれるんだと、話を聞いてあなたたち

が考えるわけよ。もっと軟らかい基準とは言わな

い。安心して通れる基準を考えますと。専門家に

言ったって、今まで専門家の人は、専門家の一人

が、あそこは危ないよ、何とかしてくださいよと

言っているわけ。そういう人にまた、あんたたち

が基準を軟らかくしたって怒り出すと思うよ。多

分、専門家のその人は、動いちゃってるかもしれ

ない、人事異動で。そういう状況なんですよ。 
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  全然、そういうことをあまり知らない人には言

ったって、見通しがいいからいいよで終わると思

うよ。もう６年も７年も同じようなんだから。 

  そのことを考えてくださいよ。それ以上言うと、

またあんたたちへの愚痴になるから言いませんけ

れども。今度の予算のときにはまた質問をするか

もしれません。そのときにはちゃんと基準を軟ら

かくしましたと。今度あそこは通れますよと、そ

ういう回答をいただけると思いますので。私から、

しろとか、ああしろと言いません。ただ、安心し

て通れるようにしてくださいと、それだけ。 

  課長が手を挙げているけれども、答弁するかし

ないか、俺は何とも言わない。ただ、自信を持っ

てやりますと言うか、やりませんと言うか分から

ないけれども、私は何しろもう６年も前から言っ

ていて駄目なんだからって。多分また駄目だと思

っているけれどもね。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁ありますか。 

  答弁願います。 

  町民生活課長。 

○町民生活課長（吉永吉正君） 町民生活課長の吉

永でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  カーブミラーの件ですけれども、やはり交通安

全、交通事故のことですので、何メートル見通せ

れば必ず安全かということはちょっと言えないも

のだと思っております。 

  そのため、専門部会で現場を見て、設置の可否

を決めさせていただいております。ですので、そ

ういうご事情といいますか、状況があるのだと思

います。よく申請していただいている内容につき

ましては、できれば申請者にお話も聞いたり、現

場をつぶさに確認させていただいて対応してまい

りたいというふうに思っておりますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） その専門部会の人と何か

相談してどうのと言うけれども、結果を見て、私

は理解をします。結果が出なければ理解しません。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

で町民生活課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時４３分 

 

再開 午後 ４時００分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（税務課） 

○委員長（丸藤栄一君） これより税務課の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○税務課長（門井義則君） 税務課長、門井でござ

います。よろしくお願いいたします。 

  出席職員の自己紹介にて失礼いたします。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。よろしくお願いいたします。 

○税務課主幹（田原浩介君） 税務課主幹、田原で

す。よろしくお願いいたします。 

○徴収担当主査（折原 淳君） 税務課徴収担当主

査、折原です。よろしくお願いいたします。 

○資産税担当主査（鈴木健司君） 税務課資産税担
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当主査、鈴木と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に、本会議において説

明済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。質疑は

ありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  税務課としては町民税とか固定資産税とか、徴

収対策とかいろいろ扱っていると思います。 

  これ、委託料と使用料及び賃貸料でございます。

電算委託料と地方税電子申告支援サービス利用料

とかいろいろ書いてありますけれども、これ大事

なところなので、これはどこに委託しているのか。 

  それと、税務のことですから、この町だけで置

いておくわけにいかないと思うんですよ。そのデ

ータをどこかに保管していると思うんですよ。そ

の辺のところがどこにデータを保管しているのか。

その辺のところを詳しくお願いしたいなと思って

おります。 

  それと同時に、このセキュリティーはどういう

ふうに、住民の情報が全部入っているわけですか

ら、その辺のところ、どのようにやっているのか。

委託しているとしたら、これはどこに委託してい

るのか、民間企業なのか、どこなのか。それで、

民間企業だとしたら、それはどこどこの、これは

民間企業というのは、どこかの大きな会社の下請

になっていると思うんですよ。どこの下請になっ

ているのか、もし分かっている範囲で、そういう

安全対策がどういうふうになっているのか。大き

く分けて２つ、よろしくお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） それでは、答弁願います。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  電算委託料及び地方税電子申告支援サービス委

託料の委託先の件でございますが、こちらにつき

ましては、株式会社ＴＫＣのほうに委託となって

おります。こちらのほうは、住システムの全ての

ものが税務課範疇のものが全てＴＫＣという形に

なっております。 

  データの保管先ということでございますが、こ

ちらのほうは株式会社ＴＫＣのデータセンターの

ほうで保管されているという形になります。 

  セキュリティーの関係でございますが、下請と

かそういう形ではなくて、ＴＫＣのほうが直接運

営しているという形になりまして、安全面でもこ

ちらのほう、データのほうのウイルス等ないよう、

ＴＫＣのほうが徹底的に管理しているという状況

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ＴＫＣですか、株式会社、

これはどこにある、本社は何人ぐらいでやってい

る会社なのか、ちょっと詳しいことを教えていた

だければありがたいなと思っております。 

  これは安全上の問題が一番危惧されているんで

すよ。やっぱり住民の税務の関係の委託している

わけですから。これは保守も含めて、ここに委託

しているということでよろしいんですか。保守は

専門会社、このデータを作っている大本のところ

から来てやっているんでしょうが、そこは民間で

すよね、たしか。その辺のところも含めて、どう

いうふうにやっているのか、ちょっと教えていた

だきたいと思っております。 

○委員長（丸藤栄一君） 税務課主幹。 

○税務課主幹（田原浩介君） 主幹の田原です。 

  今の質問に対してお答えいたします。 
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  税システムの管理なんですけれども、今、株式

会社ＴＫＣ、民間の企業です。データの管理等も

含めて、全て株式会社ＴＫＣのほうで行っており

ますので、下請等はございません。 

  ただ、ごめんなさい、詳しい、こちらのシステ

ム、埼玉県町村会を中心とした共同のクラウドシ

ステムを活用していまして、大本の契約それから

セキュリティー等のケアの細かい部分につきまし

ては、企画財政課の情報担当のほうで一括で契約

をしております。なので、ごめんなさい、税務課

担当としては、そこの詳しいところまでは、ごめ

んなさい、ご説明する資料がございません。 

  ただし、町村会、宮代町、19町村で一括で行っ

ております。専用回線を使ってデータのやり取り

等を行っておりますので、今考え得る完全なセキ

ュアな状態でデータのほうを行っておりますし。

栃木県のほうに会社のほうございまして、データ

センターのほうも栃木県のほうにございます。ち

ょっと場所のほうはあまり細かい話はできません

ので、ここまでとしますが。 

  その19町村の情報担当のほうは、そのデータセ

ンターのほうも視察を行って、定期的に視察も行

っているはずです。そちらで必ず安全のほうを確

認しています。中に入っている職員、株式会社Ｔ

ＫＣのデータセンターのほうの社員のほうも、全

てＴＫＣの社員が行っておりますので、外部の者

が入ってくるということも特にございません。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 安全だということなんです

けれども、このシステムを作った大本というのは

大きな会社なんですよ、全て東芝だとか、そうい

うところが最終的には全部保守点検をやっている

はずなんですよ。そうしないと、製造したところ

がやらないと、そのシステムを利用しようと思っ

てもできないんですよ。 

  だから、セキュリティーが安全に保たれている

といっても、必ずこれはいろいろな問題で、これ、

マイナンバーと同じで、セキュリティーというの

は漏れるんですよ、幾ら強くしていても人間が作

ったやつですから。だから、私はちょっと心配だ

なと思っているんですよ、そういう点では。 

  全部、個人データが流れた場合、どうするのか

なという感じがしないでもないんですよね。です

から、そういうところがもう少し詳しく自分たち

も知ってほしいなと思っているんですよ、税務担

当ででも。やっぱり情報は少しでも漏らさない。

そういう考え方で税務の仕事をやっていただきた

いなと思っております。 

  以上です。質問はありません、もうこれ以上は。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  ２点だけお願いします。 

  決算書は11ページからで、主要な施策は89ペー

ジからということになっていますけれども。 

  これ、毎年そうだと思うんですけれども、決算

書のいわゆる主要な施策説明書ですね、これに不

納欠損の関係が出てこないんですよ。決算書のほ

うでは、不納欠損が今回も出ているわけですけれ

ども、町民税について。 

  ということで、簡単でいいですけれども、個人

町民税207万円と法人町民税15万円の不納欠損の

理由と件数をお願いします。 

  それから、同じところで、このコロナ禍であり

ましたので、大変収納努力に苦労されたと思うん

ですけれども、滞繰分が収納率が低下をしている

と、これ監査も指摘しているんですけれども、ち

ょっとやむを得ないかなという感じはしますけれ

ども。収納率が低下した理由をお願いします。 
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  それから、もう一つは、直接この資料からは出

てこないんですけれども、ふるさと納税による、

宮代町民から他県のところへふるさと納税をやっ

ている人も必ずいるはずで、それの税額控除分で

すね、町民税の、どれぐらいになったのか。これ、

本来は町の財源となるものなんですが、ふるさと

納税で出ていった分がどれぐらい税額控除になっ

ているか、それ教えてください。町民税の関係は

それだけです。 

  それから、町たばこ税なんですけれども、決算

書13ページ、大体同じようなページになりますけ

れども、主要な施策説明書のほうで出ています売

渡本数が243万本、全体の本数の率にして８％減

したにもかかわらず、予算現額に対して296万

1,000円増の１億6,531万8,000円の収入になって

いると。しかも、他の町税とは異なって、当然の

ことながら収納率100％、これ町にすれば貴重な

安定財源であると思いますが。賦課される税務課

としてどのように受け止めていますか、お願いし

ます。 

  以上。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  徴収担当主査。 

○徴収担当主査（折原 淳君） 税務課徴収担当主

査、折原でございます。 

  不納欠損の件数と理由、あと滞繰分の率が低下

した理由というところについてお答えいたします。 

  まず、不納欠損でございます。個人町民税、こ

ちらに関しては、不納欠損のほうを207万6,033円、

令和２年度しております。その内訳でございます

が、財産がなしというところの方が31件で169万

362円、生活困窮というところで４件11万172円、

所在不明ということで６件26万9,469円。本人死

亡で相続人なしといったところのくくりで１件

6,030円という内訳でございます。 

  続いて、法人町民税15万円でございます。こち

ら１件で15万円でございまして、内訳とすると財

産なしというところでございます。 

  続きまして、滞納繰越分の徴収率が下がったと

いう主な理由でございます。 

  実際、我々、差押えを含めて滞納者にいろいろ

文書等を照会いたりとかしています。毎月50件程

度、今、金融機関や生命保険会社等に預金調査等

を行っておるんですけれども、実際、令和元年度

と比較しますと、幾ら減ったという感覚はないん

ですけれども、そういうところは確認はしていな

いんですけれども、調べていく中で実際滞納者の

調査で、預金のほうの残高がなかったりというよ

うなことは肌で感じております。 

  差押え件数でございますけれども、実際、令和

元年度が161件あったものに対して、令和２年度

に関しては81件ということで、ほぼ半分になって

おります。実際、我々、担当としても、そういっ

た預金調査で出てくれば、差押え等のほうをすぐ

行って、換価充当していくところでありますけれ

ども、令和２年度におきましては、そういった財

産調査を行った結果、差押えをするほどの預金が

確認できなかったというところから、滞納繰越分

の徴収率が下がったのかなという感じはします。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  税務課長。 

○税務課長（門井義則君） 税務課長、門井です。 

  大きな２点目のふるさと納税絡みについてお答

え申し上げます。 

  統計資料を基にというお答えになりますけれど

も、令和２年度の町民税の課税におきまして、そ

の中で寄附金税額控除というのがございます。た

だし、これ全てがふるさと納税という部分ではな

くて、ふるさと納税を含んだ寄附金への税額控除
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ということで。 

  ただ、その中でもふるさと納税部分が大きく占

めるというところでございますけれども、額とい

たしましては3,137万4,000円。寄附をした人の数

が951人という数字でございます。ですので、そ

ういった部分が住民税の所得割から控除を受けた

形となっています。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  町たばこ税の状況でございますが、決算額とい

たしましては１億6,531万8,164円ということで、

前年と比べまして771万9,645円、4.5％の減とな

ったところでございます。 

  売渡し本数につきましては、成果書のほうに記

載がございますが、2,813万1,774本というところ

で、前年と比べまして243万3,324本の８％の減少

という形になってございます。 

  健康志向の高まり等によりまして、売渡し本数

については毎年減少の傾向にございます。ここ５

年間では毎年平均160万本ほど減少傾向となった

ところでございます。 

  税率等につきましては、租税全体の中で、国の

税制の中で決められておりますので、町といたし

ましては引き続き適正な課税事務に努めていきた

いと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 税務課が努力されていると

いうのはよく分かるので、今ご説明を受けた内容

で理解をします。こんなものかなと思います。 

  滞繰分についても、収納率の低下はコロナとい

う状況もあるし、基本的にみんな町民、貧しくな

っているのかなという感じで受け止めております。 

  ふるさと納税の関係は、これ寄附金税額控除の

数字を話されましたけれども、これ、ふるさと含

めるけれども、ほかにいろんな寄附金の税額控除

できるものが確かにあるので。その内訳、急に言

われても分からないよということだと思います。

取れるはずなんですけれどもね。 

  ただ、仮に全部ふるさとだとしたら3,137万

4,000円という、今ご説明あって951人と、そんな

ものだろうなと。これは全部が全部、ふるさとと

は言わないけれども、昨年4,500万の収入が、令

和２年度あって、3,137万、町から財源をかすめ

取られているということは、ちょっと気になる数

字ではあります。半分としても、結構、税額控除

を受けて税収が減ったと、こういうことになっち

ゃいますので、非常に問題ではあるかなと思いま

す。 

  ご説明、十分分かりましたので改めて質問はな

いのですが、ただ、２番目のたばこ税のほうで、

年々これ税収が減っているんですよね。ただ、予

算現額に対してはかなり見込み違いで、収入増に

なっているわけですよ。 

  今年10月、また税率が上がりますから、したが

って、同じような傾向でまた落ちるということに

なりますけれども、さてどうなるか。 

  いずれにしても、貴重な安定財源であるという

ことには変わりはないわけで、その点はやっぱり

税務課としても大事に扱っていただきたいかなと

いうふうに思います。 

  以上で、質問はありません。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

で税務課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 
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休憩 午後 ４時２４分 

 

再開 午後 ４時４０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（住民課） 

○委員長（丸藤栄一君） これより住民課の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○住民課長（高橋暁尋君） 住民課長の高橋でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長の高

橋と申します。よろしくお願いいたします。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当主幹、

中村でございます。よろしくお願いします。 

○年金担当主査（加藤智浩君） 国民年金担当主査

の加藤と申します。よろしくお願いいたします。 

○戸籍住民担当主査（海老原剛章君） 戸籍住民担

当主査の海老原と申します。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくよう、よろしくお願いいたします。 

  一般会計分の歳入歳出一括して質疑をお受けい

たします。ただし、特別会計は入りませんので注

意ください。 

  質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  この説明書の83ページです。 

  マイナンバーカード交付件数、平成２年度では

33.5％、元年度で20.5％、３年度では15.3％とな

っております。これは国では、このマイナンバー

カードを100％にしたいということで、その中に、

これは一般質問でも言ったんですけれども、運転

免許証だとかいろんなことを情報として入れるこ

とを考えているようです。ですから、住民の全て

の情報がこの中に入る。 

  そして、こういうことになると、事務の効率化

ということで、逆に言えば、役場の窓口がなくな

る。そういうことも考えられます。 

  その辺のところで、これを100％にした場合、

役場の業務、発行件数はなくなりますよね。みん

なコンピューターでやればいいんだから、住民票

を取りたいと言っても、それ入れてくださいとい

うことで終わってしまう。 

  私、そういうこと等含めて、あと使えない方は

これは窓口から入らんと除外される。そういうこ

とも危惧されるなと感じはするんですけれども、

この住民課としてはどのように将来的にこのマイ

ナンバーカード100％になった場合、どのように

考えているのか。人が要らないのか、その辺のと

ころも含めて、ちょっと考え方があったら教えて

いただきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 戸籍住民担当主幹、

中村でございます。 

  ただいまの山下委員のご質問でございますが、

マイナンバーカード、こちらの成果書のほうにお

示ししたとおり、徐々に効率が上がってきており

まして、今年度８月31日現在では宮代町は
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41.12％まで伸びております。 

  国のほうではご承知のとおり来年度末に100％

を目指しているということでございますが、なか

なか進まないところが現状でございまして、おっ

しゃるとおり、全ての方が持つというのはなかな

か、目標ではございますがかなり厳しい面はござ

います。 

  それから、100％持った方に対しまして、さら

にそこに先ほど申されましたように、運転免許証

の機能を入れる。それから、先日の報道によりま

すと、外国人の方につきましては在留カードの情

報を入れるというふうに報道で伺っております。 

  そういった場合におきましても、役場のほうの

事務がなくなるというわけではございません。免

許証の事務は当然警察がやることでございますし、

外国人の登録の在留カードの件につきましては、

出入国在留管理庁が行うものとなりますので、そ

れぞれ事務がなくなるというわけではございませ

んし、また、住民票の発行でも当然窓口でもでき

ますし、転入してきた人の手続につきましては、

転出につきましては現在でもマイナンバーカード

をお持ちであれば、郵送等で連絡していただけれ

ばできますが、転入につきましてはあくまで現状

のところは、必ず役場のほうにお届けをいただく

という制度になっておりますので、100％役場の

事務がなくなるということではございませんので、

ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 確かに100％はなくなりま

せん。それは言えると思います。ただ、事務の効

率化といったら、これは今の職員200人近くいま

すけれども要らなくなる。そう思います。そうじ

ゃなかったら、こういう合理化というのはあり得

ないことですから。下手すると町長以下数名で済

んでしまうかもしません、下手をするとですよ。

全員、首というわけじゃないですけれども、ほか

の業種に移ってもらうような感じになってしまい

ます。 

  まず、これがこのマイナンバーカード、国が一

元化して国が管理するのが役目じゃないかなと私

は思っておるんですよ。一自治体でどうとかこう

とかってことはできませんけれども、やはりそう

いうカードを私はちょっと賛成はできないなとい

う感じはするんですよ。職員も含めて少なくする

ような合理的にするということではそういうこと

ですから。だんだん町の財政、全て国が管理する

ということになると、自治体がなくなって消滅し

てしまう。私は将来的にはそういうふうに感じが

しますよ、このまま突き進んでいったら。 

  町でどうとかこうとかということは、これは言

えませんけれども、国のことですから。ただし、

そういうことも覚悟して、町の行政も進んでいか

なくちゃいけないなという感じがします。 

  全て、カードを差し込んでいれば、買物じゃな

いんですけれども、カードを差し込めば出てくる。

使えない人は勝手に、コロナ患者と同じですよ、

入院できない人はもう死んでしまうのと同じです

よ。今現在でも家で死んでいる人が何人もいます

からね。それと同じですよ。そういう冷たい社会

を私はつくりたくありません。それを望みたくな

いんですよ。 

  そういうことで、町の行政も、これは止まりま

せんけれども、私の思いを言いながら、このこと

についてはそういうことを私は危惧しているとい

うことだけは考えてくださいということで質問を

終わりたいと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上
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で住民課の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（丸藤栄一君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は９月10日金曜日、午前10時から委員会を開

き、引き続き、福祉課関係の審査から始めたいと

思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ４時４８分 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ３ 日 
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出席委員（１２名） 

        山  下  秋  夫  君            丸  藤  栄  一  君 

        丸  山  妙  子  君            金  子  正  志  君 

        西  村  茂  久  君            小 河 原     正  君 

        泉     伸 一 郎  君            角  野  由 紀 子  君 

        塚  村  香  織  君            合  川  泰  治  君 

        土  渕  保  美  君            川  野  武  志  君 

  （議 長  田  島  正  徳  君） 

 

欠席委員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

町 長 新  井  康  之  君 副 町 長 渋  谷  龍  弘  君 

会計管理者兼 
会 計 室 長 

大  橋  洋  巳  君 福 祉 課 長 宮  野  輝  彦  君 

福祉課副課長 小  島     晃  君 
社 会 福 祉 
担 当 主 査 

長  瀬  昇  之  君 

障がい者福祉
担 当 主 査 

荒  川  俊 二 郎  君 
子育て支援 
課 長 

横  内  宏  巳  君 

子育て支援課
副 課 長 

田  中  啓  之  君 
子育て支援課
主 幹 

石  井     栄  君 

子育て支援課
主 幹 

吉  田  直  子  君 保育担当主査 松  岡  祥  哲  君 

こども笑顔 
担 当 主 査 

清  水  邦  江  君 健康介護課長 井  上  正  己  君 

健康介護課 
副 課 長 

稲  宮  辰  男  君 健康増進室長 竹  花     治  君 

健康介護課 
主 幹 

野  口  延  寿  君 
介 護 保 険 
担 当 主 査 

小  林  和  政  君 

産業観光課長 菅  原  隆  行  君 
産業観光課 
副 課 長 

飯  山     武  君 

産業観光課 
副 課 長 

榎  本  恭  一  君 
農業振興担当
主 査 

鈴  木     功  君 

農地調整担当
主 査 

鷺  谷  栄  一  君 
商工観光担当
主 査 

山  内  一  生  君 

 

本委員会に出席した事務局職員 

議会事務局長 野  口  幹  雄 主 任 岡  村  恵 美 子 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸藤栄一君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。定足数

に達しておりますので、９月８日に引き続き、決

算特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（福祉課） 

○委員長（丸藤栄一君） これより福祉課の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○福祉課長（宮野輝彦君） 福祉課長の宮野です。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、本日出席している職員の自己紹介を

させていただきます。 

○福祉課副課長（小島 晃君） おはようございま

す。福祉課副課長の小島と申します。よろしくお

願いいたします。 

○社会福祉担当主査（長瀬昇之君） おはようござ

います。社会福祉担当、長瀬と申します。よろし

くお願いいたします。 

○障がい者福祉担当主査（荒川俊二郎君） おはよ

うございます。福祉課障がい者福祉担当主査の荒

川と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いします。３問質問させていただきます。 

  まず、１問目なんですけれども、社会福祉事業、

福祉避難所用備品等の配備ということで、決算書

が90ページで、説明書が114ページになります。 

  114ページの避難所用備品等の配備ということ

で330万8,813円なんですけれども、こちらの決算

書で、福祉避難所備品購入費ということで132万

231円となっております。その差額について教え

ていただきたいと思います。 

  それと、あとガス発電機が11配備されているん

ですが、このガス発電機について教えていただき

たいと思います。 

  続きまして、２問目が決算書90ページ、説明書

115ページと116ページ、重度心身障害者医療費支

給事業と重度心身障害者手当支給事業についてな

んですが、表のところなんですけれども、平成30

年度が718名で、令和元年度は688名ということで、

大体30名減っています。令和元年度から令和２年

度に関しては653名ということで35名減っている

んですけれども、この減っている理由を教えてい

ただきたいと思います。 

  それと、116ページのほうで、平成30年度から

令和元年度は118名増えているんですが、令和元

年度から令和２年度に関しては149名というふう

に減っているんですね。この辺の変動が多いと思

うんですが、このことについて説明いただきたい

と思います。 

  ３問目です。決算書94ページ、説明書120ペー

ジになります。 

  障害者地域生活支援事業の中で、紙おむつ購入

費支給事業とあるんですが、表組で４つ目のとこ

ろですね。 

  平成30年度から令和元年度は１人増えておりま
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して、支給額も16万3,118円増えております。令

和元年度から令和２年度にかけては７名増えてい

るわけなんですけれども、逆に51万6,281円減っ

ているんですけれども、これについて説明をよろ

しくお願いいたします。 

  以上、３点になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 福祉課副課長の小

島と申します。 

  ３点の質問のうち、まず１点目からお答え申し

上げます。 

  １点目、決算書が90ページ、成果書のほうが

114ページになります。 

  こちらのほうの福祉避難所用備品の配備という

ことで、330万8,813円ということで計上させてい

ただいております。 

  こちらのほうなんですが、ここの下の表に書か

れている内容のほうを配備したものでございます。 

  内訳の中で、備品購入費と、あと需用費の消耗

品のものがございまして、両方足したものが330

万円ほどになっております。備品購入費につきま

しては、全部で132万231円になります。そのほか

で、需用費のほうで208万5,313円になる内訳にな

っております。 

  それと、ガス発電機の内容でございます。 

  こちらのほうは、発電機の電源となる大本のも

のが通常のガスボンベ、市販されている家庭用の

ガスボンベを利用して発電をする発電機になって

おります。 

  １点目につきましては以上でございます。 

  ２点目になります。 

  ２点目のほうが、決算書のほうが90ページ、成

果書のほうが115ページになります。 

  こちらのほう、人数の増減ということでござい

ますが、支給件数のほうが減っている状況になっ

ております。 

  こちらのほうにつきましては、死亡、転出によ

る登録者の減が主な要因となっております。 

  続きまして、重度心身障害者手当支給事業のほ

うになります。 

  決算書のほうが90ページ、成果書のほうが115

ページ、116ページになります。 

  こちらのほうは年度によって増減がございます。

増えているときは、手帳の取得者がその年は多か

ったという状況になっております。基本的な増減

の理由というところなんですが、対象者の死亡、

転出が主なものになります。 

  また、手当のほうにつきましては、在宅の手当

ということになりますので、在宅での生活が困難

になりまして、高齢者施設とか、あとは障がい者

の支援施設などに入所した方なども、減になる要

因となっております。 

  ２点目につきましては以上でございます。 

  続きまして、障害者地域生活支援事業になりま

す。 

  決算書のほうにつきましては、92ページからに

なりますが、紙おむつの支給事業につきましては

94ページになります。成果書につきましては120

ページになります。 

  紙おむつの減の理由でございます。 

  こちらのほう、紙おむつにつきましては、令和

元年度につきましては162万7,418円、それに対し

まして令和２年度は111万1,137円となりまして、

516万281円の減額になっているところです。 

  こちらにつきましては、脳性麻痺等の生まれつ

きの障がいのある方につきまして、日常的におむ

つのほうが必要になるということがございまして、

こちらの対象になる人が日常生活用具、成果書で

言いますと119ページのほうになるんですけれど
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も、119ページの一番下の段の表にあります日常

生活用具の種類及び給付人数というところで、紙

おむつ等というのがございます。こちらのほうを

制度として追加いたしまして、こちらのほうに移

行した方がおりましたので、人数が減った状況に

なっております。 

  対象人数のほうは増えたんですけれども、移行

した方がいたので、給付の額、月数が減った状況

で、件数は減っているような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  差額についてよく分かりました。 

  あと、備品についてなんですけれども、このガ

ス発電機というのが、ガスボンベはどのぐらいの

大きさなのか分からないんですけれども、これに

よって大体どのぐらいの時間発電されるのか、お

聞きいたします。 

  そして、また、これがもし、ないとは思うんで

すけれども、どうしても緊急の場合、障がい者が

使わなくてはいけないということが起きた場合に、

操作しても大丈夫かどうかというのをお聞きいた

します。 

  それから、２問目、重度心身障害者医療費支給

事業と、あと、手当支給事業ですね。分かりまし

た。 

  そうしますと、変動が大きいのは、認定の基準

で認定される方が変わったりとか、そういうこと

はないということでよろしいわけですね。 

  あと、また、この成果のところに書いてありま

すが、65歳未満の重度心身障がいのある方152人

に対して、インフルエンザ予防接種の費用を助成

しましたとありまして、これは本当に大変ありが

たいことだなと思いました。 

  あと、３番目の紙おむつに関しても分かりまし

た。 

  紙おむつとか、こういったもので本当に介護さ

れる方って大変な思いをされていますので、少し

でもそういう方の負担が軽減されたらいいと思い

まして、質問させていただきました。 

  １番目の備品の関係のガス発電機についてだけ、

もう一度よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  社会福祉担当主査。 

○社会福祉担当主査（長瀬昇之君） 社会福祉担当

主査、長瀬です。 

  ガス発電機について、ご説明のほうさせていた

だきます。 

  具体的にメーカーさんを言ってしまうと、ホン

ダさんのカセットコンロ用のガスボンベを使った

発電機になります。 

  皆さんも、卓上でお鍋とかやるときに使うカセ

ットコンロあると思うんですけれども、あれに使

っている、ホームセンターなんかですぐ手に入る

コンロのガスですね。小っちゃいやつですね。あ

れを２本入れます。２本入れて発電するのに使え

るのが、大体１時間ぐらいだということです。 

  ですので、本当に緊急であるとか、照明である

とかいうような形で、ワット数もそんなに大きな

ものではないので、それで冷蔵庫が動くとかいう

ようなことはない形です。パソコンぐらいだった

ら動くと思うんですけれども、携帯電話の充電で

あるとか、照明であるとか、本当に緊急用の形に

なります。 

  基本的には、防災というよりも、何かアウトド

アで使うようなグッズになっておりますので、そ

の代わりカセットボンベという形になりますので、

通常のガソリンのものに比べて手に入りやすい部

分と、あと保存が利くというというようなところ
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がありますので、備えておけばいつでも使えると

いう形になります。 

  あと１点、難点と言えば、やっぱりエンジンで

使うものなので、エンジンオイルを使いますので、

それについてはやはり通常の発電機と同じように

交換が必要になってきますが、使い方としては非

常に、スイッチをひねるだけで使えるような形に

なりますので、ボタンを押すだけで電気が発電で

きるという形になっています。 

  小型で、小さなトランクぐらいの大きさになっ

ていますので、女性でも傾けてガラガラと引いて

いくような形ができるようなものになっています。 

  使うときには排気ガスが出ますので、屋外に置

いて使う形になりますので、ちょっと室内では使

えない。コードを中に入れて、おうちの中で使う

場合には使用するというようなものになっており

ます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。ちょっと少し何

点か質問させていただきます。 

  最初に、88ページになります。社会福祉事業で

ございます。 

  社会福祉事業のほうの下からのほう、民生委

員・児童委員の推薦会委員が６人になっている。

お金の費用弁償、去年が６人で６万8,000円でし

たんですけれども、今年は６人で５万4,000円と

いうことで報酬のほうなっているんですけれども、

その理由を教えていただきたいなと思っておりま

す。 

  それと、同ページの社会福祉総務人件費ですが、

会計年度任用職員の人件費は、これは何人分なの

かなと思いまして。それと、職員の給料は、これ

も何人分かなと思いまして、質問させていただき

ます。 

  それから、87ページの18節負担金、補助及び交

付金ですが、不用額が992万円で民生委員・児童

委員の定数不足と説明をされているんですけれど

も、現在はこの定数不足は解消されているんでし

ょうか、お願いします。 

  また、障害者総合支援事業の介護給付、訓練等

給付費、自立支援医療費及び医療用介護医療費に

おいて、支出が見込みを下回ったことによると説

明をされていますけれども、それらの支援が下回

ったということなんですけれども、今までの給付

を受け取った人たちの影響はどうなっているのか、

その辺のところも調査しているのかどうか、影響

しているのかどうか、お願いします。 

  あと、19節の扶助費でございますが、これらの

対象者の働きかけがどのように進められていたの

か、ちょっと対象者への働きかけ、どうなってい

るのか。 

  それから、成果書の114ページです。 

  成果の部分で、福祉交流館すてっぷ宮代を整備

したと書かれていますけれども、説明の中で町民

の集まる場所を有料にするとおっしゃったような

感じがしたんですよ。どこを有料にするのか。町

民が集まる場所、正面の入り口のところで有料に

するのかどうか、ちょっとその辺のところ、お聞

きしたいと思います。 

  あと、90ページです。説明書で115ページにな

りますけれども、重度心身障害者医療費の支給で

すが、登録者数、支給件数とも年々減少していま

すが、これは最大の原因はどういうものなのか。

調査などしましたか。説明書の116ページも併せ

てお願いしたいと思います。 

  あと、説明書の117ページなんですけれども、

福祉交流センター陽だまりサロンですが、年々利

用者が減少しています。なぜ下がってしまったか。
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また、福祉課としてどんなアドバイスをしている

のか。その辺のところも聞かせていただければあ

りがたいです。 

  あと、説明書の120ページです。 

  地域活動支援センターの事業ですが、利用件数

が221人減っているのに支給総額が増えている理

由、その辺のところをちょっと教えていただきた

いなと思っております。 

  それから、最後に１つなんですけれども、これ、

ちょっと私、一般質問でしたんですけれども、電

気代の補助ということで。社会福祉事務所と連携

して、今、食品の援助をしているということで、

一般質問の中で社会福祉事務所ということで、こ

れはこちらの管轄でよろしいんでしょうかね、社

会福祉事務所は。 

〔「社協」と言う人あり〕 

○委員（山下秋夫君） 社協になっちゃうのかな、

社会福祉協議会。 

  失礼しました。じゃ、今までのやつをお願いし

たいと思うんですけれども。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 福祉課副課長の小

島と申します。 

  まず１点目、民生委員・児童委員推薦会の報酬

につきまして、減の理由でございます。 

  令和元年度、開催回数が４回ございまして、委

員さんの出席人数が延べで20人になっております。

令和２年度につきましては、開催回数が３回にな

りまして、延べ出席者数が16名になっております。 

  したがいまして、回数が１回減っているという

ことと、出席委員さんの人数が減になっているこ

とから、前年よりも下回ったということになって

おります。 

  すみません、続きまして、任用職員と職員の給

与の関係についてですが、こちらのほう、担当が

総務課のほうになります。 

  続きまして、民生委員・児童委員の数でござい

ますが、こちらのほう、定数が55に対しまして、

現在47名になっております。 

○委員（山下秋夫君） 45名のうち42名。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 47名です。 

○委員（山下秋夫君） 55名のうち47名ということ。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 47名が今いる、委

嘱しているところでございます。 

  続きまして、負担金補助及び交付金につきまし

て、不用額でございます。 

  こちらのほうにつきましては、主に障害者総合

支援事業の介護給付費、訓練等給付費が262万

4,485円、自立支援医療費359万554円、療養介護

医療費108万9,399円になります。それと、宮代町

生活サポート事業補助金で131万2,845円が不用額

になっております。 

  こちらのほうの減になっての影響というところ

でございますが、介護給付費・訓練等給付費につ

きましては、利用者の状況によって支出するもの

でございまして、現状として、額が減った状況の

中で影響というところはございません。 

  自立支援医療費につきましては、こちらのほう

につきましては更生医療として人工透析などの治

療が必要な方の支援という形になりまして、生活

保護の受給者の方などの死亡によって、こちらの

ほうも利用者が減った状況でありますので、特段

の不利益があるような状況ではございません。 

  それと、療養介護医療費につきましては、予備

分が１名設けておったところなんですが、追加で

新たな対象者が出てこなかったために不用額とな

っておりますので、こちらのほうも影響がござい

ません。 

  それと、生活サポート事業補助金のほうの不用
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額につきましては、新型コロナウイルス感染拡大

に伴って外出を控えた方が多くいましたので、結

果、利用見込みよりも大幅に減となった状況での

不用額になっております。 

  続きまして、成果書の114ページのほうになり

ます。 

  すてっぷ宮代の有料施設の場所というところな

んですが、すてっぷ宮代のほうの有料施設につき

ましては、主に会議室が有料施設になっておりま

す。１時間当たり300円という形になるんですが、

ボランティア登録をしている団体さんにつきまし

ては、こちらのほうは無料で利用できるという状

況になっております。 

  ですので、すてっぷ宮代に入って、正面の広く

広がっているホールにつきましては、そこはもと

もと自由に使っていい場所になっております。 

  続きまして、決算書89ページ、90ページ、成果

書115ページのほうになります。 

  こちらの重度心身障害者医療費支給事業につき

まして、減になっている理由ですね。こちらのほ

う、支給件数につきましては、死亡、転出による

登録者の減が主な要因となっております。 

  支給件数、支給総額については、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大に伴いまして、医療機関

への受診控えがございまして、大幅な減額になっ

たところであります。 

  特に令和２年度４月、５月、６月を中心に、上

半期は大幅に減っているような状況でございまし

て、下半期に比べても少ない状況になっていると

いう状況になっております。 

  続きまして、決算書91、92ページ、成果書のほ

うが117ページになります。 

  こちらのほうの利用者が減になっているという

状況でございます。 

  こちらのほうも、昨年度から新型コロナウイル

ス感染拡大に伴いまして、利用者のほうが大幅に

減っているような状況でございます。その前まで

はほぼ利用者のほうは大幅な減少とかはなく、事

業とかもできていた状況ですので、変わりないか

なというところではございますが、ちょっとここ

２年ほど、新型コロナウイルス感染拡大に伴って

の利用減が顕著になっている状況でございます。 

  続きまして、決算書91、92、実際の場所が93、

94ページのほうにかかってきます。成果書のほう

が119ページの障害者地域生活支援事業の中の、

ページまたぎまして120ページのほうになります。

上から２段目の表の地域活動支援センター事業の

ほうになります。 

  こちらのほうは、利用者の減になっているとこ

ろでございます。こちらのほうが減になっている

理由といたしましては、やはり新型コロナウイル

ス感染拡大に伴いまして、利用者が利用控えがあ

ったというところがございまして、減になってい

る状況でございます。 

  地域活動支援センター事業の支給総額が増えて

いるというところなんですが、こちらのほうが主

に人件費になりますので、設置については行うと

ころでございますので、利用者数が減になっても

人件費はかかってきますので、その分が増になっ

ているところでございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課長。 

○福祉課長（宮野輝彦君） 福祉課長の宮野です。 

  最後の社会福祉協議会の管轄というところなん

ですけれども、社会福祉協議会は福祉課のほうで

管轄している状況でございまして、連携して事業

を行っているというようなところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 
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○委員（山下秋夫君） 一番最後のことから始めた

いと思います。 

  社会福祉協議会は、こちらと福祉課のほうで協

議して連携してやっているということなんですけ

れども、今回電気代をと言ったんですけれども、

まずはいろんな支援の方法あるということなんで

すけれども、食材の生活困窮世帯に支援をしてい

るということなんですけれども、これ、何食ぐら

いやってどのくらい、１週間に１回ということな

んですけれども、今後もずっと続けていくのか。

それと、要望はどういうふうになっているのか、

利用者層の。その辺のところをお聞きしたいなと

思っております。 

  それと、この社会福祉事業で１番の報酬なんで

すけれども、６人で６万8,000円、これ、延べ参

加人数が20人、16人ということでやっているんで

すけれども、これ、１回幾らぐらいなんですか、

業務をやられていたんであれば。 

  それと、同ページの社会福祉総務、会計年度任

用職員、55人のうち47人しかなっていないという

んですか。この募集のほうはまだ。これは民生委

員はどのくらいの人が、55人民生委員いるんです

か、予定としては。その辺のところも、ちょっと

47人なのか、今現在が47人ということで聞いてい

るんですけれども、これ、利用している人なんで

しょうか。民生委員なんでしょうか。ちょっと分

からなかったんで、もう一度お願いします。 

  あとは、利用者が年々新型コロナによって、87

ページですか、いろんな介護医療費だとか、そう

いうのが減っている、または死亡しているという

ことで、992万円の不用額があるということなん

ですけれども、死亡とかそういうのがあるんです

けれども、この辺のところは利用、例えば障害者

総合支援事業で介護給付を受けていた人が急に来

なくなってきた、そういう調査というのはしてい

るんでしょうか。急に来なくなった場合は、訓練

等なんかに。そういうやつはやっているのかどう

か。来なくなったら、ああ、来なくなったんだな

というだけで済ませちゃっているのかどうか。そ

の辺のところもちょっとお聞きしたいなと思って

おります。 

  あと、同じページの19節の扶助費なんですけれ

ども、これらの対象者に対してどのように働きか

けをしているのか。働きかけていないのか。ただ

申請に来るのを待っているだけなのか。その辺の

ところもどういうふうになっているのか、ちょっ

とお聞きしたいなと思っております。 

  すてっぷ宮代、有料というのは会議室というこ

とは分かりました。入り口入って、テーブルとか

置いてあるところは、今までどおり無料で使わせ

ていただけるということで分かりました。有料と

聞いたから、あれっと思って、何、どこを有料に

したのかなと思って。 

  90ページの、説明書が115ページの重度心身障

害者医療費の支給ということは、死亡とか転出、

あと新型コロナによって医療にかかる人が少なく

なってきたということで、併せて言っていました。

新型コロナも大分影響があるんだなというふうに

受け止めました。 

  あと、陽だまりサロンです。年々、毎年この数

年間、利用者が減っている。結果として、どんな

ことでこの陽だまりサロンの関係者とお話をして

いるのか、その辺のところだけ、ちょこっと話し

ていただければありがたいなと思っております。 

  確かに、新型コロナで集団で集まったら可能性

ありますからね。ちょっと怖いなという感じはし

ますけれども、密にならない程度にやれるんだっ

たら、それはやったほうがいいのかなという感じ

がします。 

  最後の120ページの地域活動支援センター、こ
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れは人件費だということで、人件費ということは、

この地域活動支援センターの人件費というのがあ

るんですけれども、何人担当でやっているんです

か。教えていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課長。 

○福祉課長（宮野輝彦君） 福祉課長の宮野です。 

  まず、１点目の社会福祉協議会の食材提供事業

の関係でございますけれども、こちらにつきまし

ては答弁もさせていただいたんですが、全部で

1,250食、今年度予定してございます。期間にす

れば大体半年、６か月間程度でございます。 

  今、２か月間につきまして行ってございまして、

今後１月まで予定としては配布する予定でござい

ます。 

  食事、食材提供事業に関しては以上でございま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 福祉課副課長の小

島と申します。 

  民生委員・児童委員推薦会の委員さんの報酬の

単価ということで、委員報酬につきましては、特

別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例に基づ

きまして、会長職につきましては日額で5,000円、

その他の委員につきましては3,000円になってお

ります。 

  したがいまして、令和２年度につきましては、

委員長、会長職の方が３回の会議全て出ておりま

すので、5,000円の３回の１万5,000円で、その他

の委員につきましては3,000円の単価で、３回の

会議で13人延べで出ておりますので、３万9,000

円という状況になっております。 

  続きまして、１つ、飛ばさせていただきまして、

介護給付費・訓練等給付費の関係で、コロナの関

係とかで急に来なくなった場合の対応とかという

ところなんですが、介護給付費・訓練等給付費に

つきましては、利用する際に、介護保険で言いま

すとケアマネジャーさん、障害者福祉のほうにつ

きましては計画相談という相談員がついておりま

して、利用に当たっての計画をつくりまして各サ

ービスを受けているような状況でございます。 

  したがいまして、利用の施設とその計画相談の

相談員さんが連携して、急に来なくなったとかと

いうような対応はきちんと行っておりますので、

ただ、どうしても本人が行けないとか、そういっ

たところは、本人の状況を踏まえた上での対応と

いう形になっております。 

  続きまして、扶助費の働きかけですね。 

  扶助費のほうにつきましては、ちょっと多岐に

わたる状況でございますので、おおむねの対応の

方法のところをお伝えいたします。 

  扶助費につきましては、まず大きく分けますと、

手帳の取得、要件ですね。要件のところを満たし

ていれば、対象になる事業が１つあります。例え

ば、重度心身障害者医療費支給事業とか重度心身

障害者手当支給事業、こちらのほうにつきまして

は手帳等の要件がございますので、その方々は自

動的に対象になるかどうかというところは、町の

ほうで確認をしているところでございます。 

  そのほか、障害者地域生活支援事業などの、町

で行う形にはなるんですけれども、本人の障害の

状況だとか利用の希望だとか、そういったところ

の中で、手挙げ方式でこちらのほうはサービスを

利用していくような状況にはなってくる事業がご

ざいます。 

  こちらのほうも、例えば先ほどお話しした計画

相談とかの方がいらっしゃいますので、介護給付

費・訓練等給付費以外のサービスも、これを使っ
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たほうがいいよねというサービスがあれば、それ

を踏まえて利用していくような状況になりますの

で、個々の状況に応じて対応しているような状況

に扶助費のほうはなっております。 

  続きまして、決算書91ページ、92ページ、成果

書のほうが117ページになります。 

  福祉交流センターの運営事業になりまして、陽

だまりサロンとの話はどうなっているのかという

ところでございます。 

  月に１回、定期的に笠原小学校と陽だまりサロ

ン、あと町の職員ということで、３者で話合いを

しているところでございます。 

  感染状況とか事業の状況とかを確認して、規模

をどうするとか、あとはやり方をどうするという

ところは話合いをしておりまして、その状況の中

で、今は新型コロナウイルスのほうの感染拡大が

あるから、ちょっと規模を縮小しましょうとか、

今は大丈夫だからというような内容とかを話をし

て対応しているところでございます。 

  続きまして、決算書91、92ページ、実際ちょっ

とページまたいでしまうんですが、93ページ、94

ページのほうになります。あと、成果書のほうに

つきましては119ページ以降、障害者地域生活支

援事業になります。実際のページは、120ページ

の上から２段目の地域活動支援センター事業にな

ります。 

  こちらのほう、対応する職員数というところで

ございます。 

  こちらの事業につきましては、市町村が設置し

なくてはいけない地域活動支援センターというも

のと、あと、任意で行っている地域活動支援セン

ターのほうがございます。 

  市町村が設置義務がある地域活動支援センター

につきましては、蓮田市、幸手市、白岡市、杉戸

町と共同で設置しております地域活動支援センタ

ーになります。 

  場所のほうにつきましては、埼葛北障害者地域

活動支援センターふれんだむになります。すぐそ

この田口ビルのところに設置をしている状況です。 

  職員数につきましては、合計で４名いらっしゃ

います。 

  あと２か所、久喜市と越谷市のほうに任意で設

置されている地域活動支援センターがございまし

て、こちらのほうは、ちょっとすみません、今手

元に職員数の状況がなくて分からない状況なんで

すが、それぞれ久喜市と越谷市のほうに負担金、

委託という形でお金を支出して行っておりますの

で、適切な執行になっているかなと思っておりま

す。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  社会福祉担当主査。 

○社会福祉担当主査（長瀬昇之君） 社会福祉担当

主査、長瀬です。 

  民生委員さんの定数関係についてご回答いたし

ます。 

  民生委員さんという言葉、よくお話ししている

んですけれども、正確には宮代町民生委員・児童

委員というようなお名前でなっております。 

  お役のほうが民生委員ということ、一般的なも

のと、児童委員ということでお子さんのことも見

守るというような形のお役になっております。 

  併せて、児童委員さんの取りまとめ役として、

主任児童委員さんという方がいらっしゃいます。 

  人数の内訳としては、52名、52地区に分かれて

いる方が民生委員・児童委員さん、さらに中学校

区分けで３名の方が主任児童委員さんという形で

配置をさせていただいております。 

  民生委員・児童委員さん及び主任児童委員さん

の任期というのが３年間になっておりまして、令
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和元年12月１日に新しい３年間の任期がスタート

しておりまして、令和４年11月30日までの３年間

が一つの任期となっております。 

  令和元年12月１日時点での定数に対する充足数

なんですけれども、民生委員・児童委員さんが52

名のところ37名、主任児童委員さんが３名のとこ

ろ２名というような状況で、合計して39名という

ことで、16名の欠員状態でございました。 

  この後、令和２年４月に新たに２名の民生委

員・児童委員さんが加わりました。次に、７月に

１名の民生委員・児童委員さんと主任児童委員さ

んが加わりました。10月に１名の民生委員・児童

委員さんが加わりました。 

  ３回に分けて入っておりますが、これが推薦会

の３回とリンクしております。 

  合計、令和２年の間に５名の方が入りまして、

欠員数のほうは11名というような状態になってお

ります。 

  決算のお話ですとここまでなんですが、最新の

情報でお話ししますと、今年４月に３名の方が入

りまして、現在のところ８名の欠員という状況に

なっております。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 現在のところ、民生委員・

児童委員合わせて８名の方が減員になっていると

いうことなんですけれども、これは減員になる原

因というんですか、やる人の条件というんですか、

悪いんでしょうか。それとも、何の理由というの

があるはずなんですよね、いつも欠員というのは。

仕事が大変だとかあると思うんですけれども、ど

のように把握しているのか。その辺のところ、例

があったらお願いしたいなと思っております。 

  大変だというのは分かっておりますので、その

辺のところの条件が悪いのか、分かる範囲で結構

です。お願いします。 

  それから、福祉交流センター陽だまりサロンな

んですけれども、これ、話し合っているというこ

となんですけれども、利用者の声はどういうふう

にあるのか、その辺のところもちょっと。利用者

の声ですよね。役人たちとの話合いでなくて、利

用者の声はどのようになっているのか。いろんな、

あると思いますよ。このままでいいよという人も

いるし、もう少し開いてほしいという人もいるし、

両者の声というのは大事にしなくちゃいけないな

と思っているんですけれども、その辺のところを

教えていただきたいなと思っております。 

  それから、120ページの地域活動支援センター

の問題なんですけれども、そこの宮代町では蓮田

とかそういうところからも来ているということな

んですか、田口ビルのほうに。何人ぐらい利用さ

れているんでしょうか、各市町村で、そこに。そ

れだけ教えていただければ、ありがたいと思って

おります。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  社会福祉担当主査。 

○社会福祉担当主査（長瀬昇之君） 社会福祉担当

主査の長瀬です。 

  民生委員・児童委員さんにつきましては、地区

ごとにお願いをしているところでございます。 

  基本になるのは、自治会単位ということになっ

ております。地区によっては２つの自治会でお一

人出していただくとかいう形になっております。 

  あと、別の人口が多いところについては、丁目

ごとに出していただくような形になりますので、

１つの自治会さんでも２人出したり、３人出した

りというような状況になっております。 

  お願いの仕方としましては、この人ならお願い

したいなというような地区の方のご推薦というの
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がまず第一だと思っておりますので、自治会さん

であるとか、地域の関係者の方を中心にお声がけ

をさせていただきまして、現在、欠員状況ですの

で、どなたか適切な方はいらっしゃいませんか、

取組に熱心な方いらっしゃいませんか、またはサ

ロン等でご活躍されている方いませんかというこ

とでお声がけをさせていただいているところであ

ります。 

  地区によっては、自治会の説明会などにもご参

加させていただいて、状況のほうをご説明をさせ

ていただいたり、回覧を回したりというような取

組をしているところでございます。 

  なぜできないのかというようなところがご指摘

ございましたが、ご多分に漏れず各地区、高齢化

が進んでおりまして、お時間のある方でご対応い

ただくとなるとご高齢の方が多いので、なかなか

腰が重いというようなお話も伺っております。 

  引き続き、地区のほうと連携を取りながら、欠

員の地区につきましてはご選出をお願いできるよ

うに対応していきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 福祉課副課長の小

島と申します。 

  まず、決算書のほうが91、92ページ、成果書の

ほうが117ページの福祉交流センター運営事業の

ほうの陽だまりサロンになります。 

  利用者の声はどうなっているかというご質問で

ございますが、まず今、陽だまりサロンのほうで

利用者が大幅に減少になっている理由というとこ

ろが、イベント、要は陽だまりサロンで企画して

いる事業のほうが、新型コロナウイルスの感染拡

大に伴いまして取りやめたり、あとは利用者を制

限するような、密にならないような状況をつくり

まして運営している状況で減になっているのが一

番大きい状況でございます。 

  一般の利用につきましては、感染対策のほうを

実施しまして行っているところでございますので、

特段、利用者の方から何か要望があるとかという

ところは、特に聞いてはいない状況でございます。 

  続きまして、決算書91、92ページ、実際は93、

94ページになります。成果書のほうが119ページ

からになります。実際のところは120ページにな

ります。 

  障害者地域生活支援事業の中の、地域活動支援

センター事業になります。 

  田口ビルのところで設置している地域活動支援

センターのほうですが、広域事業で行っていると

いうところもございまして、令和２年度の末なの

で、令和３年３月末時点の登録者数のほうを申し

上げます。 

  蓮田市のほうが４名、幸手市16名、白岡市７名、

宮代町32名、杉戸町37名で、圏域外のところが38

名、合計で134名の方が登録をしているような状

況です。 

  それで、延べの利用件数のほうになります。蓮

田市のほうが87件、幸手市が491件、白岡市が120

件、宮代町が1,087件、杉戸町が1,233件、圏域外

のその他の地域の方で479件、合計3,497件の支援

件数になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  地域活動センターのことなんですけれども、

134名、毎月合わせてやっているということなん

ですけれども、これは田口ビルというのはあんま

り広くはないですよね。広いんですか、中は。大

丈夫ですか。これ、密にならないということ、そ

の辺のところがちょっと心配だなという感じはす
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るんだけれども、密にはならないということでな

っているということですね。分かりました。 

  それが新型コロナの温床になってしまったら大

変なことだなと思っておりますので、ぜひその辺

のところは注意をしてお願いしたいなと思ってお

ります。 

  以上です。分かりました。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。４点質

問をさせていただきます。 

  決算書90ページの民生委員・児童委員について

です。 

  こちら、欠員がまだ８名いらっしゃるというこ

とで活動していただいているんですけれども、民

生委員と児童委員の方の活動内容というか、その

内容が割と、元気かなとか、そういう感じで尋ね

るということならいいんですけれども、そのちょ

っと内容が深い内容になると、逆に地域の方との

そういうつながりで話しづらいとか、何かそうい

ったお声があって、成り手がちょっとなりづらい

とか、そういう地域でのそういったお話とかある

のかなと思ったので、ちょっとその辺の事情を伺

いたいと思いました。 

  ２点目なんですけれども、決算書の94ページで

す。 

  障害者地域生活支援事業の子供の発達支援巡回

事業委託料についてです。 

  こちらはコロナ禍ということで、あまり訪問の

回数とかも少なかったとは思うんですけれども、

何回ぐらいどこへ訪問したか。訪問した結果、そ

の後、支援につながった件数などをお伺いいたし

ます。 

  次に、同じく94ページの障害者更生援護事業に

ついてです。 

  こちらの詳しい内容を教えてください。 

  最後に、こちらの障害者地域生活支援事業の中

で、成果書の113ページにありますオリーバーに

ついてなんですけれども、こちらの事業の内容の

説明といいますか、こちらに内容は障がい児や難

病患者などの高齢化及び重度化並びに亡き後の生

活の安心を見据えて、住み慣れた地域で安心して

暮らし続けるような支援を切れ目なく提供できる

仕組みを構築するための場所、拠点ということで

オリーバーがあると思うんですけれども、こちら、

どこにあるのかとか、詳しい内容と、あと、それ

がこの決算金額のどこに当たるのかということも

教えてください。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  塚村委員の質疑に対する答弁からお願いいたし

ます。 

  社会福祉担当主査。 

○社会福祉担当主査（長瀬昇之君） 社会福祉担当

主査、長瀬でございます。 

  塚村委員のご質問についてお答えいたします。 

  民生委員・児童委員さんの成り手についてとい

うようなお話だったんですけれども、委員ご指摘

のどおり、やはりあの人だと話しづらいわとか、

えっ、あの人なのみたいな形の方が民生委員にな

られてしまうと、やはり地区のコミュニティーの

ほうもなかなかコミュニケーションが難しいよう

な状況になってしまうと思います。 

  そのため、地域の方々とのコミュニケーション
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が取れている方にお役をしていただきたいなとい

うのが、やはりこちらの町のほうの意向でもあり

ます。 

  ですので、なかなか公募とか、一方的にあなた

やってくださいというような指名というのは、や

はり役割になじまない仕事と考えておりますので、

この人ならお願いしたいなというような人柄や性

格の方をまた自治会とか地域の方からご推薦をい

ただいて、その方について、じゃ、お話聞いてみ

るわと言っていただければ、私どものほうで、私

が行くんですけれども、担当職員のほうでご説明

をさせていただきまして、こういった活動してい

ただきますよということでご説明に上がっている

ところです。 

  お役割としましては、なったからと言って、全

て地区の方のお悩みとかお困りをその方が解決す

るということではなくて、あくまでも町と地域の

パイプ役ですよというお話をさせていただいてい

ます。 

  そのような中で、いろいろ地域の見守りである

とか、高齢者の見守りであるとか、あと、お子さ

んが不登校であったり、ひきこもりになっちゃっ

ているよというようなことが学校からお話があっ

た場合には、一々ご訪問して大丈夫とか元気なん

ていう話ではなくて、ご近所のお話を伺うとか、

そっと見守るような形で、何か変化があったら

我々であったり教育委員会にご連絡をいただいて、

適切に我々組織のほうで対応するというような対

応をしております。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 福祉課副課長の小

島と申します。 

  決算書が93、94ページになります。 

  障害者地域生活支援事業のうち、子供の発達支

援巡回事業委託料についてお話しさせていただき

ます。 

  こちらの事業につきましては、子供の発達支援

巡回事業ということで、町内の幼稚園、保育園に

通っているお子さんの中で、気になる子、発達に

気になるという子をそれぞれの園から情報提供し

ていただきまして、障がい者の支援機関の相談支

援員が対象となる保育園、幼稚園を訪問して、対

応をどのようにしていったらいいかというところ

を必要な助言ということで行っているものでござ

います。 

  年間で１園につきまして２回訪問いたしまして、

１回目の状況でお伝えして、２回目までにその対

応をやっていった結果、どうだったかというのを

振り返りができるように、２回ということで訪問

しているような状況でございます。 

  令和２年度につきましては、２回実施予定だっ

たんですが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い

まして、園のほうから２回目はちょっとというと

ころがございまして、訪問回数が各園共に１回ず

つとなりました。訪問した先なんですが、本田保

育園、百間保育園の２園になっております。 

  続きまして、決算書93、94ページ、成果書が

120ページになります。 

  障害者更生援護事業のほうになります。 

  こちらのほうは、在宅重度心身障がい児等の家

族に対するレスパイト事業ということで行ってい

るものでございます。 

  こちらのほうがレスパイトケアということで、

いわゆる短期入所の施設とかの利用になります。 

  こちらのほうが補助金という形で金額設定をさ

せていただいて、障がいの重い子が１泊につき２

万円、少し障がいのほうが重くはないという状況

のお子さんに対しましては、日額１万円というこ
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とで補助を出しているような状況でございます。 

  判定項目につきましては、気管内の挿管、気管

切開、吸引の頻度とか、あとは腸瘻、腸管栄養、

人工肛門などの各項目がございまして、15項目そ

のような項目がございまして、そこの中で点数が

ございます。１項目につきまして３点から10点の

点数がございまして、それを合計した点数が25点

未満の方か、25点以上の方かということで区分し

ております。25点未満の方につきましては１万円、

25点以上の方につきましては２万円の補助単価と

いうことで行っております。 

  宮代町におきましては、令和２年度末現在で25

点未満の方が３人、25点以上の方はお一人となっ

ております。 

  それで、利用しているところなんですが、松伏

町にあります中川の郷療育センター、あとは蓮田

市にありますカリヨンの杜、こちらの２施設を令

和２年度は利用しているという状況になっており

ます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  障がい者福祉担当主査。 

○障がい者福祉担当主査（荒川俊二郎君） 障がい

者福祉担当主査の荒川です。 

  埼葛北地区障害者地域生活支援拠点、「オリー

バー」についてお答えいたします。 

  埼葛北地区障害者地域生活支援拠点につきまし

ては、令和２年度中の設置を国から求められてい

たことから、令和３年３月22日に蓮田市、幸手市、

白岡市、杉戸町と共同で設置し、センター長のほ

か、コーディネーターが設置されております。 

  場所は、白岡市のはぴすしらおか内にあります。 

  拠点については、障がい者の重度化、高齢化や

親亡き後を見据え、居住支援のための機能として、

相談、緊急時の受入れ、体験の機会の場、専門的

人材の確保養成、地域の体制づくりの役割を担う

こととなっております。 

  地域の実情に応じた創意工夫により整備が可能

となっており、障がいのある方の生活を地域で支

えるサービス提供体制を整えてまいります。 

  拠点の役割としては、一例を挙げますと、親が

80歳、本人50歳のいわゆる8050問題と言われてい

るゾーンの方において、親が急遽、入院や死亡に

なったときに、50歳の本人の生活をどうしていく

かという問題があります。本人の状態像にもより

ますが、あらかじめ将来を見据えた支援体制を整

えておくことで、単純に施設入所になるのではな

く、障がい福祉サービスの居宅介護などのサービ

スを利用して地域生活を続けていくこともできる

ため、拠点のコーディネーターを中心に、本人を

支えることを検討していくことになりますことか

ら、重要な拠点整備ができたと考えております。 

  なお、決算はどこにあるのかということにつき

ましては、令和３年３月22日に拠点が設置された

ため、令和２年度の決算はありません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

います。 

  民生委員・児童委員についてなんですけれども、

やはりそういうお話が中ではあるということで、

承知をいたしました。 

  お互い、利用というか、町民の方も児童委員・

民生委員の方も、両方を考えると、例えばそうい

う顔見知りの人だからいいという利点もあるんで

すけれども、全く知らない、例えばソーシャル的

なものの資格のある方が来てくださるほうが安心

であるとか、その中でのお声みたいなものとか、

もしあったら教えていただきたいのと、そういう

ことも踏まえて、そういった方向に考えていくと
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いうことはどのように考えられているのかという

ところをもう一度お願いいたします。 

  あと、子供の発達支援巡回事業についてなんで

すけれども、こちらの１回を２つの保育園に巡回

されたということで、こちらで児童、子供が困っ

ている様子だなというのを見つけて先生方に伝え

たり、あと保護者の方に伝えたという件数という

のはどれくらいなのかということをもう一度お願

いいたします。 

  それと、あとオリーバーについてなんですけれ

ども、こちら、こういう拠点ができたということ

はとてもいいと思います。それで、宮代町の方が、

相談も含めたこういった事業だと思うんですけれ

ども、まずどこに相談してここにつながるのかと

か、宮代町の方が例えばすてっぷ宮代もあったり

だとか、いろいろそういったセンターとなってい

る場所があると思うんですけれども、そことの連

携をしていたりとか、その辺りのことをちょっと

もう少し詳しく教えてください。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  社会福祉担当主査。 

○社会福祉担当主査（長瀬昇之君） 社会福祉担当

主査の長瀬です。 

  地域の方が民生委員さんとのお話をするときに、

専門的な話であるとか、顔見知りだから話しづら

いといった場合には、どういうふうな対応がとい

うことなんですけれども、基本、広く浅くみたい

なところで地域の方にということで民生委員さん

にお願いしているところでありますので、話しづ

らいとか、お付き合いがあったんでみたいな方の

場合には、直接町のほうにお話をいただければ、

結局私のところに話が来ますので、私のほうで例

えばご近所さんでご高齢の方がちょっと問題行動

起こしているよみたいなお話があれば、賜った後

には高齢者支援担当と地域包括支援センターさん

と一緒に行ってもらうとか、ごみがちょっと多く

てみたいなお話があった場合には、環境の担当と

一緒に行ったりとかいう形で対応しております。 

  専門家のというお話になりましたら、県である

とか様々な相談機関のほうもご案内をさせていた

だくような形を取っておりますので、もしそうい

った方いらっしゃいましたら、私どものほうにお

話、直接言っていただければということで、町に

言いづらいから地域の方ということもあるんでし

ょうけれども、逆のパターン、地域の民生委員さ

んに言いにくいということであれば、ちょっとも

う一歩踏み出して町に電話をしていただければご

対応させていただきますので、お待ちしておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 福祉課副課長の小

島と申します。 

  決算書93、94ページの障害者地域生活支援事業

の子供の発達支援巡回事業について、件数という

ことなんですが、すみません、ちょっと今手元に

持ってきていないので、後ほどご回答させていた

だければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  続きまして、同じく障害者地域生活支援事業の

ほうになります。 

  こちらのほう、地域生活支援拠点のオリーバー

の相談をどのようにしていったらいいかというと

ころですが、まずここの事業に関わるのが、その

拠点のところに行けばということではなくて、関

連するところが各障がい福祉サービスを提供して

いる事業所の方々なども含めて連携しながらやっ

ていくという事業でございます。 

  そのような状況から、その先でグループホーム
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を体験したいとかということがあれば、自分が通

っている事業所のところに相談をしていただきな

がら拠点のほうにつながっていく場合もございま

すし、サービスを利用するということは、相談支

援事業所、計画相談のほうも関わっておりますの

で、計画相談の事業所の相談員の方にお話をしな

がら拠点とつながっていくとかということがござ

います。 

  あと、市町村の窓口、宮代町の福祉課のほうで

も、体験ちょっと利用したいんだというようなご

相談とかがあれば、そこから必要なところを通じ

て拠点のほうにつながっていくというような状況

もあります。 

  こちらのほう、特にアナウンスがちょっとまだ

できてないところではございますが、直接連絡し

ていってやり取りするというのも可能になってお

りますので、どの手段を使っていただいても、現

状としては問題ないという状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） ありがとうございます。い

ろいろ承知をいたしました。 

  先ほどの子供の発達支援の巡回事業についての

ことなんですけれども、そういったお子さんが困

っているような状況が見られるとかというのは、

なかなか保育士さんは、人数も多いと思いますの

で、気づかないところをそういう巡回してくださ

る方が気づいてということでの内容だと思うんで

すけれども、もしそういう事象があったときに、

その後どのように伝えるかというところが、保護

者の方へとかが難しい課題なのかなと思うんです

けれども、そこでやはり保護者としても、そこが

正しい知識とか情報というのを持っていれば悪い

印象は持たないんですけれども、そこでの行き違

いみたいなところで、また負担がお互いにかかっ

てしまうというところを防ぐためにも、やはり啓

発というか、情報を発信していただきたいなと思

って、保育園やそういうところに事前にというか、

そういった内容をお知らせすることはできるんで

すかね。その辺りをちょっとお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 福祉課副課長の小

島と申します。 

  決算書93、94ページの障害者地域生活支援事業

の中の子供の発達支援巡回事業についてお答え申

し上げます。 

  やはり塚村委員さんのおっしゃるとおり、親御

さんにどのように伝えるかというのが非常に難し

い課題になっておりまして、発達の気になる子な

どにつきましては、親御さんが気づいていないケ

ースも多かったり、あとは保健センターとかで実

施しております１歳６か月児健診、３歳児健診等

でも気づかれない場合もございます。 

  やはり日頃の支援をしている保育園、幼稚園の

先生たちがほかの子と比べて少し遅れているかな

とか、あとは通常のこの年齢だったらここぐらい

まではというところから少し遅れてしまっている

とかというところがございまして、そういうよう

な内容の子を挙げていただいているような状況で

す。 

  これまで、やはり対応方法の部分については、

お話がこの事業でできてはいたところではござい

ますが、なかなかその先、ご本人、発達の遅れの

あるお子さんに対しては早期対応が必要で、それ

をやることによって、いわゆる２次障害、そうい

った部分を起こさないような対応が求められると

ころではございますが、やはり親御さんにどのよ

うに伝えるかというところについては、福祉課と

か、あとは保健センターとかと連携しながら、あ



－１５２－ 

とは子育て支援課とかと連携をしながら、どのよ

うな対応をしていくのかというのは、ちょっとこ

れから対応しようと考えていたところではありま

す。 

  やはり福祉課が前面に出るということは、あな

た、障がい者だよというお話になっていってしま

いますので、そこはちょっとあんまり前面には出

られないかなと。そういう状況の中だと、やっぱ

りキーパーソンになるのは、保健センターの保健

師さんとかがキーパーソンになってくるかなとい

うところではあるので、なるべく３歳児健診より

も前の段階で気づいて指摘してあげられるような

環境がつくれればというふうに考えておりますの

で、今まで子供の発達支援巡回事業につきまして

は、ある程度ちょっと予算の関係で絞らせていた

だいて実施していたので、意外と４歳、５歳とか、

年齢がちょっと高くなって伝えづらい状況があっ

たんですが、ちょっと今年の令和３年度からは年

齢層を少し下がる状況で、１歳児、２歳児、３歳

児健診の前の子の対応をしていくような状況をつ

くっておりますので、そういったところでは３歳

児健診のところで少し指摘をしていきながら、次

の児童発達支援とか、そういったところの支援機

関につなげられるような対応をしていきたいと考

えている状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  いろいろ改善をされたり、毎年していただいて

いるのは分かりますので、これからもどうぞよろ

しくお願いいたします。ありがとうございました。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  令和２年度の決算について質問をいたしますけ

れども、全体通して福祉課所管分については、計

数上も特に執行に当たっても大きな問題はなかっ

たと思います。 

  その中で、一応確認と質問を兼ねて２点大きな

項目で質問いたしますが、答弁に対してもう一回

質問しますけれども、それ以上はしません。 

  それでは、まず社会福祉事業ですよね。もうこ

れ出ていますから、決算書は90ページで、それか

ら説明書のほうは114ページということになりま

す。 

  福祉避難所の件について質問いたします。 

  福祉避難所、これ確認もあるんですが、これは

既存の福祉施設、これを災害時避難所に指定をし

て、そこで在宅の福祉援助が必要な方を避難させ

るという理解でよろしいかどうか。それが１つで

すね。 

  もう一つは、先ほどガス発電機の関係でご答弁

がありました。答弁された長瀬主査は、これは防

災のスペシャリストですから、特に機械には強い

はずです。このガス発電機についてちょっと気に

なる答弁がありましたので質問しますけれども、

電灯をつけるとか何とかというのは、どんな発電

機でも構わないんですが、気になるのは機材、パ

ソコンですよね。こういう微妙な精密機械に対し

ては、これは不適なんではないかなと。というの

は、こういう、幾らで買われたか費用を教えてほ

しいんですけれども、非常に電圧が上下する、そ

ういう代物ですから、正直言えば、パソコンのあ

るところでもし電源を必要とするならば、それな

りの発電機を購入されたほうがいいと思うんです

が、いかがでしょうか。費用と、それから今のガ

ス発電機、簡易で非常に持ち運びもいいし、いい

んですけれども、その点。 

  それと、これ11か所にこれら購入したんですけ
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れども、これで全部間に合うとは思わないんです

よね。今後、計画的に必要な消耗品、備品、これ

を購入するという前提で今回これだけ買ったとい

うふうに理解しているんですが、それでよろしい

でしょうか。それが大きな１点目に。 

  もう一つ、大きな１点目の中で、先ほどから話

が出ている民生委員・児童委員の関係ですけれど

も、質問だけ先に言いますと、地区から推薦が上

がってきた、その推薦が上がってきたものを推薦

の委員会でこれが本当に大丈夫かどうかというの

を審査して、それで大丈夫ですということで、初

めて国家公務員、非常勤ですけれども、国に推薦

すると、こういうふうな形になるわけですけれど

も、この推薦委員というのは、国が必ず置かなけ

ればならない法律令、置かなければならない組織

なのか。地区から上がってきたものは、みんな自

信持って上げてきているんですよ。そんなの推薦

委員会必要ないんですよ、本当は。でも、そうい

う組織をつくらなくちゃいけないというんであれ

ばしようがないですけれども、そんなのに金払い

たくない、執行したくないというのが私の思いで

すけれども、これは義務的に置かなきゃならない

のかどうか、お尋ねします。 

  もう一つは簡単です。福祉タクシー等利用料金

の助成事業ですよね。 

  これは説明書の122ページです。 

  この中でちょっと気になるんですけれども、交

付枚数が１万3,000、利用枚数が5,700ということ

で、交付はしているんだけれども、利用枚数が半

分強、利用していないという。これは令和２年度

との比較もあるんですけれども、令和２年度がど

うなっているのか。新型コロナだけであれば、そ

れでよしとします。ただ、それ以外の理由がある

ならば教えていただきたい。 

  この２つだけお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  社会福祉担当主査。 

○社会福祉担当主査（長瀬昇之君） 社会福祉担当

主査、長瀬です。西村委員の質問についてお答え

いたします。 

  ご指摘のとおり、お話のあったガス発電機とい

うのは初期対応用のものになっております。です

ので、なかなかパソコンであるとか、そういった

電子機器に対して使うというのは、周波数の関係

もありますので、厳しいのは事実でございます。 

  まず、発災した直後に福祉避難所で使う用途と

しましては、夜間であれば電気であるとか、あと

はスマートフォンなりの充電であるとか、そうい

ったもの、あともう一つ想定しているのは、各避

難をされる方が生命的な装置がバッテリーで動い

ているものを使用しておりますので、そのバッテ

リーが切れるまでの間の充電であるとか、そうい

ったものの利用ということを想定しております。 

  ですので、次の段階、多少落ち着いた段階での

電気の供給というところで、やはりパソコンであ

るとか、そういったものの対応ができるようなも

のを準備するものが必要かなと思っております。 

  まず、今回の予算の範囲内でということで、

様々な、段ボールベッドであるとか、ほかの備品

も併せた中で、まずは最低限の電源ということで

ガス発電機を用意させていただきました。 

  今回購入した金額のやつをちょっと手元に持っ

てきていないのですが、私の知っている範囲です

と、メーカーの小売価格で11万円ぐらいだという

ような形のものであったと思います。 

  次に、民生委員の推薦委員会の関係なんですけ

れども、推薦委員会につきましては民生委員法と

いう法律がありまして、その中で推薦委員会を設

置しなさいというような形になっておりますので、

そちらの点についてご承知おきをいただければと
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思います。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 福祉課副課長の小

島と申します。 

  決算書93、94ページ、成果書121ページの福祉

タクシー等利用料金助成事業についてお答え申し

上げます。 

  福祉タクシー券につきましては、令和２年度か

ら年間24枚から36枚ということで変更させていた

だきまして、初乗り料金相当額として利用できる

というものでございます。 

  利用状況につきまして、タクシー券につきまし

ては１万3,985枚を配布いたしまして、利用が

5,753枚となっております。これを利用率という

状況で見ますと、41.1％の利用状況になっており

ます。令和元年度の福祉タクシー券の利用率につ

きましては57.1％という状況でありましたので、

利用率は大幅に減少しているような状況でござい

ます。 

  これにつきましては、委員さんご指摘のように、

新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、外出

自粛をした影響が非常に大きい状況でございまし

て、利用率が下がった状況でございます。 

  福祉タクシー券につきましては以上でございま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課長。 

○福祉課長（宮野輝彦君） 福祉課長の宮野でござ

います。 

  福祉避難所の関係で既存の施設でよいかという

ご質問でございますけれども、そのとおりでござ

いまして、福祉避難所につきましては、特別支援

学校並びに町内にある介護施設のほうで協定を結

ばさせていただいて、いざという有事のときに福

祉避難所という形で開設していただくような手続

きを取っているところでございます。 

  また、福祉避難所等に備品の調達等について今

後行っていくかというような質問でございますけ

れども、これにつきましても防災担当の町民生活

課が主に防災のほうをメインでやっておりますの

で、そちらと連携を図りながら、当然こちらの備

品についても調達のほうは検討してまいりたいと

考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 福祉避難所について、ご答

弁ありました。 

  そういうことであるならば、11か所をどこかで

公表していますかね。どこにも出ていない。出て

いなければ、ちょっと分かっている範囲で出して

ください。 

  それから、まだありますから。 

  ガス発電機、大体11万円ぐらい。高いですね、

これね。こんなの買わんほうがよかったなという

ふうには思ってはいますけれども、やむを得ず、

今回応急的に買ったということで了承します。 

  それから、やはりこの民生委員の関係の推薦会

は、これはもう法律で決まったもの。だから、置

かざるを得ないと。だから、地方自治体がぐじゃ

ぐじゃ言うものじゃないと、こういうことですよ

ね。 

  それで、実はこの民生委員と児童委員になる方

の推薦に私は２回携わっています。きれいに継続

してやってくれる方がいればほっとするんですけ

れども、３年ごとにこれ更新しますから、３年来

るの嫌なんですよね。嫌ということは、難しいよ

ということなんです。ちょっと変ですけれども、

時間がないんで、簡単に言います。辞める人に１
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人につき２人推薦しろと。その２人推薦された者

を当たってみると。そのときは一緒についてこい

ということでやるんですけれども、それでもでき

ないときがあるんです。幸い、私の頃は全部埋ま

ったんですけれども、その後、やはり世の中の情

勢変わっているんですよ。高齢化というのもあり

ますから、初めてやる人は年齢制限があるんです

よ。これでまず引っ掛かっちゃうんです。それか

ら、若い人はいいんです、活動力があって。とこ

ろが、そういう人はみんな働きに行っちゃってい

る。それでも構わないよと言って誘い出すんだけ

れども、なかなかそうはいかないということで、

非常に令和元年12月からの委員さんが埋まらない。

これはどんなに努力しても埋まらないと思います。

制度的な欠陥です、これ。この現状、世の中の変

化に合わせたそういう制度になっていないからだ

と私は思うんですけれども、それはただ私の意見

として言うだけでございます。 

  ということで、最初の施設避難所について教え

てください。それで終わります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課長。 

○福祉課長（宮野輝彦君） 福祉課長の宮野です。 

  それでは、福祉避難所の場所についてお答えさ

せていただきます。 

  まず、公設福祉医療センターの六花、２つ目が

特別養護老人ホームみどりの森、３つ目が特別養

護老人ホームふるとねの郷、４つ目が有料老人ホ

ームグランビューさくらそう、５つ目がグループ

ホーム喜楽里、６つ目が小規模多機能ホームケア

タウン宮代、７つ目がグループホームひだまりの

家、８つ目が特別養護老人ホームひだまりの郷、

９つ目が介護老人保健施設はーとぴあ、10個目が

特別養護老人ホームもみの木、11個目が宮代特別

支援学校。あと、12施設、一般質問のほうで答え

たかと思うんですけれども、もう一つ、もみの木

で通所施設になっているんですけれども、こちら

も福祉避難所としての協定を結ばせていただいて

おりまして、全部で12か所になります。ただ備品

を配布したこの11か所につきましては、もみの木、

通所施設でございますので、場所の置くスペース

がないということで、先方のほうからちょっと備

品の搬入は遠慮したいというようなことがござい

ましたので、こちらのほうにつきましては備品の

ほうは配布していないで、全部で11か所という形

になってございます。 

  以上でございます。 

○委員（西村茂久君） 備蓄しているの。 

○福祉課長（宮野輝彦君） そうです。そちらの施

設にあるものを使っていただくというような形に

なるかと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。２点お

願いします。 

  決算書は94ページ、説明書は121ページなんで

すが、難聴児補聴器補助金が平成30年は支給され

ているんですが、令和元年と令和２年が支給がな

いんですが、こちらは対象者がいないということ

だと思うんですが、情報が行き渡っていて対象が

いないのか、そういうことを知らなくて請求がな

かったのか、その辺はどうなっているのか、お聞

きします。 

  あと、もう一点は福祉タクシーです。 

  説明書は121ページなんですが、この12節委託

料の209万6,797円というのが先ほどからもお話出

ているタクシー使わなかったお金とか、車の燃料

費、使わなかったものが残ったのが不用額に出て

いるのか、お聞きします。 
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  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時０４分 

 

再開 午後 １時０５分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  丸山委員の質疑に対する答弁の前に、先ほど塚

村委員の質疑の残りの答弁がございますので、そ

の答弁からお願いいたします。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 福祉課副課長の小

島と申します。 

  決算書93、94ページになります。 

  障害者地域生活支援事業の中の12節委託料です。 

  子供の発達支援巡回事業委託料の内容で、巡回

相談をした方の人数についてお答え申し上げます。 

  先ほど本田保育園と百間保育園に行きましたと

いうことでお答えしたところですが、それぞれ２

名ずつ、昨年度は合計４名の方に対して相談を受

けたという状況になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） それでは、丸山委員の質

疑に対する答弁からお願いいたします。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 福祉課副課長の小

島と申します。 

  決算書のほうには載っていなくて、成果書121

ページのほうになります。 

  事業につきましては、障害者更生援護事業にな

ります。 

  121ページの上から４段目の表にございます難

聴児補聴器補助金のところで、令和元年度、令和

２年度共にゼロという数字になっております。そ

ちらのほうのゼロの理由というところでございま

す。 

  こちらの事業につきましては、両耳の聴力レベ

ルが25デシベル以上で、身体障がい者手帳の交付

の対象にならない方に対する補聴器の交付になっ

ております。 

  こちらのほうの事業につきましては、相談も特

になく、この状況のところの該当する方もいなか

ったというところになります。 

  ご本人さんが聞こえづらいということで補聴器

購入を検討する際に、業者さんのところに行きま

すと、町のほうでこういう事業やっているよとか

というご案内もありますので、そういったところ

でそこから町につながってくることもございます。 

  単純に今回、今年度、令和２年度と令和元年度

につきましてはそういう対象の方が、お子さんが

いなかったという状況になっております。 

  続きまして、決算書のところで言いますと87ペ

ージ、88ページのところで、委託料の不用額が

209万6,797円ということで、この中のうちの福祉

タクシー等利用料金助成事業のところの部分がど

のような不用額になっているかという状況でござ

います。 

  12節委託料につきましては、幾つかの事業で不

用額が出ておりまして、その合計値が209万6,797

円ということになっております。 

  福祉タクシー等利用料金助成事業につきまして

は、不用額のほうが、予算が672万8,000円に対し

まして支出額が630万5,470円、不用額にいたしま

して42万2,530円ということで不用額になってお

ります。 

  また、12節委託料につきましては、障害者総合

支援事業ということで、101万246円の不用額が出

ております。こちらのほうは、措置入所の委託料
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ということで、72万3,500円が未執行ということ

で不用額になっております。 

  また、障害者地域生活支援事業につきましては、

43万2,769円ということで不用額が出ております。

こちらのほうは、各事業におきまして新型コロナ

ウイルス感染症拡大に伴いまして、当初予定して

いた回数ですとか利用状況が減ったというような

状況での不用額となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 難聴児補聴器補助金に関し

ては分かりました。 

  補聴器を作る業者のほうからも、町のほうでと

いうお話もあるということなので、これはもうた

またま令和元年度、令和２年度で予算ゼロでした

けれども、これはもう必ず予算がついていく、そ

れは大体予算としては、予定としては例えば１名

とか２名とか、そういうのはありますか。そこを

お聞きいたします。 

  あと、福祉タクシーに関しての42万2,530円と

分かりました。 

  もともと福祉タクシー、そんなに利用者が、前

もそうだと思うけれども、半分いかないぐらいな

んですけれども、だから、予算立てるときもやっ

ぱり全員分ではなくて、大体金額としてはそれぐ

らい、利用の半分ぐらいを目安に立てているとい

うことでしょうかね。今お話聞いているとそうか

なと思ったんですが、不用額の詳細というのは分

かりました。そこをもう一回予算立てするときに、

人数的にある程度半分ぐらいで見積もっているの

か、そこをお聞きいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（小島 晃君） 福祉課副課長の小

島と申します。 

  まず、障害者更生援護事業の中の難聴児補聴器

補助金のところでございます。 

  こちらのほうが基準額がございまして、基準額

が19万2,000円ということで、１名分を予算措置

をしておるところでございます。 

  続きまして、タクシー券のほうになります。 

  決算書のほうにつきましては93、94ページにな

ります。成果書につきましては121ページになり

ます。 

  福祉タクシー等利用料金助成事業、こちらのほ

うの予算につきましては、過去の執行状況等を加

味しまして、予測を立てまして予算立てをしてい

る状況でございます。したがいまして、ちょっと

令和２年度は下がってしまっているので、そこの

部分は新型コロナウイルス感染症拡大の影響等も

ありますので、特殊要因という形にはなってきま

すので、今後についても例年どおりの予算の立て

方になっていくようになると思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

で福祉課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時１５分 

 

再開 午後 １時２５分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 
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◎議案第３３号の審査（子育て支援

課） 

○委員長（丸藤栄一君） これより子育て支援課の

審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） それでは、皆様

こんにちは。子育て支援課長の横内でございます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、自己紹介という形で本日の出席職員

の紹介をさせていただきます。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 皆さん、こ

んにちは。子育て支援課副課長の田中と申します。

よろしくお願いいたします。 

○子育て支援課主幹（石井 栄君） 皆さん、こん

にちは。子育て支援課主幹の石井と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○子育て支援課主幹（吉田直子君） 皆様、こんに

ちは。子育て支援課町立保育園を担当しておりま

す主幹の吉田と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○保育担当主査（松岡祥哲君） 皆さん、こんにち

は。子育て支援課保育担当主査、松岡です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○こども笑顔担当主査（清水邦江君） 皆さん、こ

んにちは。こども笑顔担当主査の清水と申します。

今日はよろしくお願いいたします。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） それじゃ、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。３点質問をさせ

ていただきます。 

  決算書100ページ、学童保育所運営事業につい

てです。 

  こちらの工事請負費で、かえで児童クラブとふ

じ児童クラブの改修工事の内容について教えてく

ださい。 

  あと、学童保育については、成果書の125ペー

ジで、指定管理者が株式会社アンフィニに変わっ

たと思うんですけれども、こちら運営が変わって

の評判といいますか、保護者からのお声や、あと

町に学童保育についての要望や改善などのお話が

来たかということと、あと変わってよい点でそう

いうお声があったということを教えてください。 

  あと、ふじ児童クラブの人数が少し増えている

んですけれども、コロナ禍の中でのご対応という

のはどうなっているのかというのをお伺いいたし

ます。 

  ２点目は、決算書の104ページです。 

  みんなで子育て！こども未来事業の地域子育て

サロン実施業務委託料についてです。 

  こちらの内容を教えてください。 

  最後に、成果書の29ページ、30ページです。 

  こちらのオンライン配信で相談業務などをされ

ているんですけれども、こちらのオンラインでの

相談については、子育て広場に来ていない方がご

利用されているのか、来ている方がご利用してい

るのかということと、あとオンラインでの相談と

いうことでの感想というか、その辺を教えてくだ

さい。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 副課長の田

中です。 
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  最初の学童保育所の決算書の99、100ページの

学童保育所運営事業のかえで児童クラブ改修工事

とふじ児童クラブ改修工事の内容なんですけれど

も、いずれもコロナ感染症対策ということで、か

えで児童クラブについては手洗い場を新たに設置

したと。ふじ児童クラブについても、洗面台とい

うか、手洗い場なんですけれども、廊下の部分で

広くなって置ける場所があったので、手洗い、洗

面台を新たに設置した工事費でございます。 

  続きまして、昨年度から須賀小学校以外の小学

校、株式会社アンフィニが指定管理者になったと

いうことで、その評判というか、そこなんですけ

れども、サービスの部分でまず変わった点なんで

すけれども、平日の閉所時間が、平日は放課後か

ら始まるんですけれども、それがそれまで18時30

分までだったのが19時までに延びました。 

  あとは、学校休業日の時間も、これまで８時か

らだったのが７時30分から19時まで、19時は変わ

らないんですけれども、それ以外に行事等なんで

すけれども、サッカー教室とか、理科実験教室と

か、マジック鑑賞とか、大道芸鑑賞とか、そうい

ったこれまで提供できなかった行事を提供してい

るということですね。こういったサービスの改善

が図られております。 

  実際の評判というか評価の部分なんですけれど

も、直近で令和３年５月に株式会社アンフィニの

ほうが保護者の方に実施したアンケート、満足度

のアンケートなんですけれども、全体的な評価で

すと、４点満点で3.51という評価をいただいてい

るところです。 

  評価が低かった部分については、一番あれなん

ですけれども、子供が学童に行くのを楽しみにし

ているかという部分の評価がほかと比べて低かっ

たというのがございます。高かった部分は、安心

して子供を預けられるという、保護者側の視点、

そういった部分は評価をいただいているところで

す。 

  あとは改善とか要望、その辺につきましては、

同じくアンケートの中で、自由記述であったので

一番多かったのが駐車場ですね。ふじ児童クラブ、

笠原小学校の学童の駐車場、入り口もちょっと見

通しが悪いというか、狭くなっている。入っても

そんなに台数も止められないというところがあっ

て、そこに対する改善要望という、それに対しま

しては、新しい村の池の横の駐車場をなるべくお

使いいただければということでご案内をしている

んですけれども、何か改善の手だてはないかとい

うことで、今、担当のほうで検討と言ったらあれ

ですけれども、検討させていただいているところ

でございます。 

  もう一つ、駐車場だと、東小学校のいちょうの

木児童クラブのほうにつきましても、やっぱり駐

車場に対するご要望をいただいているところでご

ざいますけれども、東小学校のいちょうの木児童

クラブのほうにつきましても、今般、東小学校の

改修工事の中で駐車場をどうするかという課題が

ありましたけれども、一応指定管理者、株式会社

アンフィニのほうで分室の近くに駐車場を新たに

借り上げまして、そちらをご案内させていただく

といった対応を取らせて、できる範囲でなるべく

スピーディーな対応、最大限できる対応を検討し

て対応させていただいているところです。 

  それ以外には、子供同士のトラブルの対応とか、

それも含めて指導員の対応、そういったところに

対するご意見、ご要望というものもいただいてお

ります。 

  あとは、コロナ禍での毎日の検温とかそういっ

たものも、手書きじゃなくてアプリでできるよう

にしてくださいねとか、そういったご要望もいた

だいているところでございます。 
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  続きまして、ふじ児童クラブの人数が多いとい

うことで、説明書の125ページでもふじ児童クラ

ブ138人ということで４単位、一番多い状況にな

っておりまして、私どもが現場に行ってもやっぱ

り子供がいっぱい元気に遊んでいるという状況で

すので、そういう中での保育ということで、でき

る限りの感染症対策というのは当然やらせていた

だいておるところでございまして、面積基準とい

った部分については国の基準を満たしているんで

すけれども、そういう中で確かに密っぽいなとい

うのは私も感じているところですけれども、ここ

は指定管理者のほうにもできる限りの感染対策を

するようにということで、そこは申し伝えており

ますので、そこは現状、あまりにもひどいような

状態になりましたら、笠原小学校にお願いして教

室をちょっと増やしていただくとか、そういった

ことも考えていかなきゃいけないかなとは考えて

おります。 

  続きまして、こども未来事業の地域子育てサロ

ンの業務内容になるんですけれども、こちらの事

業、昨年度からスタートさせていただいた事業で

して、それまで子育て広場を整備して、子育て中

の子育て世帯の方々の居場所というか、相談、気

軽に集まれる場所ということで整備をして、子育

て広場の利用者を増やしていく取組、ずっと取り

組んできたんですけれども、次の課題としてやっ

ぱり子育て広場で待っているだけじゃなくて、地

域に出向いていくというか、子育て広場に来たく

ても来れない人もいると。地域の中で孤立して子

育てをしている、子供の「子」じゃなくて、孤立

の「孤」で「孤育て」という社会的な問題になっ

ておりまして、宮代町でも同じような状態だとい

うことで、待っているだけじゃなくて、地域に拠

点をつくっていかなきゃいけないねということで、

地域の様々な場所で、保護者の方が一息つけたり、

悩みを相談できたりとか、アドバイス受けられた

り、そういう場をつくっていかなきゃいけないよ

ねという問題意識からスタートさせていただいて

いる事業で、昨年度からスタートさせていただい

たんですけれども、そのまま第５次総合計画の前

期実行計画のほうにも位置づけられている事項で

はございます。 

  実際の業務の内容なんですけれども、地域子育

てサロンの開催ですね。昨年９月から月１回程度

の開催をしております。開催している場所なんで

すけれども、町内の店舗とか集会所とか、そうい

ったところを会場にして開催させていただいてお

ります。 

  業務なんですけれども、地域子育てサロンの開

催につきましては、子育て中の保護者の方による

企画委員の方に企画運営をしていただいておりま

して、そこのアドバイザーというか、コーディネ

ーターということで、アンカルク株式会社のほう

に業務委託をいたしまして、アンカルク株式会社

のコーディネートの下に、子育て中の保護者自ら

が講座内容を企画検討して、当日の運営とかもや

っていただいていると、そういった事業でござい

ます。 

  最後に、オンラインですね。 

  説明書の128ページから、みんなで子育て！こ

ども未来事業にある子育て相談のオンラインなん

ですけれども、昨年の３月からＺｏｏｍを使った

新たなサービスということで開始はさせていただ

いているところなんですけれども、実際にこれま

での利用実績、今までございません。ゼロ件とい

うことになっておりまして、実際、先ほどご質問

いただいた広場の利用者なのかとか、そういった

ところについてお答えすることはできないんです

けれども、何が原因なのかというところもこれか

ら考えていきながら、今後、周知が足りないのか、
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あるいはちょっと使い方に面倒があるのかとか、

そういったところを分析しながら使っていただけ

るようにということで、進めていきたいと考えて

おります。 

  ただ、オンライン関係については、子育て広場

でオンライン子育て広場を開催したりとか、そう

いったところでツール自体は活用させていただい

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  学童保育について、いろいろ時間を長くしてい

ただいたり、株式会社アンフィニに変わってから

利用しやすくなった部分もあると思うんですけれ

ども、先ほどのアンケートでもありましたけれど

も、子供が行きたがらないというところがちょっ

と気になりまして、そういうお話は、声は私も聞

いておりまして、その辺りの内容の中身の部分が

やっぱり子供にとっては一番大事なところである

と思っているんですけれども、その辺りの株式会

社アンフィニと町とのそういう関係性での改善と

か、その辺りのことはどうなっているのかという

のをもう一度お伺いいたします。 

  みんなで子育て！こども未来事業の地域子育て

サロンなんですけれども、子育て広場以外でそう

いう集まれる場所、子供の居場所があるというこ

とは、本当にとてもいいと思っています。それで、

回数なんですけれども、月１回ということで、全

部で何回開催をされたのか、もう一度お伺いした

いと思います。 

  オンライン配信なんですけれども、３月から始

めてゼロ件ということで、なかなかオンラインで

ちょっと込み入った話をするというのは、しづら

いのかなというのは、やっぱりオンラインを使っ

てみると分かるというか、込み入った話じゃない

ものだったりするのは気軽に話せる友達同士だっ

たりとか、あと目的が決まっている連絡事項だっ

たらいいんですけれども、ちょっと悩みだったり

というのを画面越しに言うのというのは、利用し

づらいのかなというのは何か私も感じております。

なんですけれども、そういった環境を用意すると

いうことはとても大切だと思います。 

  それで、オンライン配信で子育て広場のオンラ

イン子育て広場というのを開催されて、34人の方

が参加をされていたりしているんですけれども、

これは１回で34人みんながつながっているのか、

その辺りのオンラインでのつながりについての事

業というか、講座の内容をもう一度教えてくださ

い。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 副課長の田

中です。 

  初めの学童保育所に子供が行きたがらないと聞

いているという部分ですね。 

  行きたがらないというよりも、楽しいかどうか

という設問だったので、でも、委員さんのほうで

行きたがらないというお話も聞いているというこ

となのであれなんですけれども、それへの対応と

いう部分なんですけれども、半分個人的なという

か、部分になってしまいますけれども、楽しけれ

ばいいというわけでもないということは前提とし

てあると思いますけれども、行きたがらないとい

うことがあってはいけないのかなと考えておりま

す。 

  そういった部分で、楽しいという部分が行きた

くなる要因に当然なると思いますので、楽しくな

る要素としてのサッカー教室なり、理科実験教室

とか、楽しいだけじゃなくて、いろんな学びの機
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会を提供するというふうにもつながると思うんで

すけれども、そういった部分をこれからさらに拡

充していってもらえたらなという部分と、あとは

指導員の方との関係というか、あの指導員さん好

きだから行きたいなとか、逆に嫌いだったら行き

たくなくなっちゃう、そういった部分もあると思

いますので、指導員自体が子供にどう接している

のかというところも、我々としても注意深く考え

て対応していきたいなと考えております。 

  続きまして、地域子育てサロンのほうなんです

けれども、具体的にどういう場所で何回やったの

かというようなところで、ちょっと先ほど説明が

足りなくて申し訳ありませんでした。 

  回数なんですけれども、９月から３月までで合

計７回、毎月１回のペースで開催しております。 

  ９月は手足形アートということで、子供の手形

とか足形をモチーフに見立てた作品づくりをやっ

たりとか、10月にはキャンプ講座、11月には親子

ヨガ＆かんたんダンス、12月には陶芸教室ですね。

１月にはベビーマッサージ、２月には親子ビクス、

３月には「みやしろで何して遊ぶ？」ということ

で、令和３年度、次の年度にどんなことやってい

くのかということをみんなで考えるみたいなとこ

ろも含めたワークショップを進修館の大ホールで

開催しております。１月と２月についてはオンラ

インですね。１月のベビーマッサージと２月の親

子ビクスについてはオンライン開催ということで。 

  各回大体、少ないときは２組、多いときは７組

の親子が参加していただいております。会場なん

ですけれども、店舗の名前出しちゃっていいか分

からないんですけれども、町内の飲食店とか農家

さん、あるいは集会所、そういったところを活用

して開催させていただいております。 

  最後に、オンライン子育て広場なんですけれど

も、34人は１回でなのかということですね。こち

らは５回やった中の延べ人数でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  学童保育についてなんですけれども、私が個人

的に思うのは、子供たちがこういうコロナ禍の中

でマスクをしながらずっと授業を受けた後に、ま

た学童保育で長い時間を、１日すごい長い時間を

外で過ごすということは緊張状態が続いていると

いうことだと思っていまして、学校で緊張して、

その後、学童に行ってそこでの、学童に行ってい

ない子は家でリラックスができると思うんですけ

れども、またそこ、その後に学童でのそういう集

団の割と人数が多い中でのということで、また緊

張状態が続いているという中でのルールとか、子

供たちの環境での締めつけというか、そういった

ところも少し影響があるのかなと思いますので、

何かその辺は、今コロナ禍のこういう時期という

こともあるので、もちろんルールを守るとか、規

律正しくという、それは株式会社アンフィニさん

の考え方のご指導があるとは思うんですけれども、

少し許容範囲を広げたり、子供たちが今どういう

状態なのかというのを見て、指導員さんは見てい

ると思うんですけれども、ただそういうルールが

そうなっているからできないとか、何かそういっ

たこともあるかもしれないと思いますので、何か

そこでのまた情報共有というか、見直しで、子供

たちが過ごしやすくそこでいられたらいいなと思

うんです。 

  先ほど、楽しい講座ということで、サッカーと

かいろいろやってはくださっていて、それはすご

くよかったというお声も聞いているんですけれど

も、そういう楽しいものいっぱい詰め込むという

よりは、何かリラックスさせてあげるというのも
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一つの考え方かなと思います。 

  あと、地域子育てサロンなんですけれども、こ

の回数を７回ということで、こちら少し細かいこ

とになってしまうんですけれども、７回の開催で

99万円という金額がかかっているんですけれども、

そういう子育てサロンで一番大切なのは、集まっ

て何かそこで子育ての話ができたり、外に出ると

いうことだったり、それが仲のいい人と、心が許

せる人とそういう会を設けられるというのが一番

いいとは思うんですけれども、なので、サークル

活動のような気心知れた仲の、しかも今コロナ禍

なので、人数はそんなに多く集まれないので、そ

ういう小さい集まりがたくさんあるほうが本当に

お母さんたちには必要なんじゃないかなと思うん

ですね。 

  それで、そういった内容ですと、１回に、例え

ばこれですと10万円以上費用がかかっているよう

な計算になるんですけれども、そういった少人数

で集まって何かするというときに、本当に場所代

とかだけ出してくれれば集まれるという形のほう

が利用がしやすいんじゃないかと思うんですね。

なので、ちょっとこの事業についてはどうなのか

なと、私は思ってしまいました。 

  オンラインについてなんですけれども、先ほど

オンラインの子育て広場ということで、５回開催

して、五、六人ぐらいの方がＺｏｏｍでつながっ

てみんなでお話しされたということだと思うんで

すけれども、これ、オンラインの意味というのは、

もともと子育て広場を利用するというのは、１人

での子育ては、もう子供とお母さんでちょっと煮

詰まってしまったりとかするんですけれども、そ

れを子育て広場に行ってちょっと気を抜いたりと

か、そこで知り合う人がいたりとか、相談員の方

とお話ししてということだと思うんですけれども、

それをオンラインでできるということで、外にち

ょっと行けない方がオンラインでというのが、つ

ながっているオンラインの意味かなとも思うんで

すけれども、これがいつも子育て広場に来ている

方なのか、オンラインにしたことで今まで来れな

かった方がこれを利用したのかというところがす

ごく大事だなと思ったんで、先ほどちょっと伺っ

たんですけれども、その辺はもう一度どうなのか

というのをお伺いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  まず１点目、学童保育の児童が学校から引き続

きの緊張状態であるのではないかという点でござ

いますけれども、学童保育は家庭での保育を、家

庭の雰囲気を目指して開所しております。やはり

委員さんおっしゃるとおり、学校が終わって、本

来だったら家庭に帰る、この状態をやはりつくり

たいなということで実施しているところでござい

ます。 

  ただ、どうしても集団になってしまうので、集

団においてのルールというのはおっしゃるとおり

ございますけれども、イベント的なものだけでは

なく、宿題をさせたり、家へ帰ったら宿題やると

か、同じようなことで宿題をさせたりとか、あと、

休みたいという子、ゆっくりしたいという子供が

いれば、ゆっくりしてもらうというようなことで

行っております。家庭的な雰囲気を出すというこ

とを考えて、いつも実施していただいているよう

な状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 副課長の田

中です。 
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  地域子育てサロンの関係なんですけれども、サ

ロン７回で99万円はちょっと高いんじゃないかと

いうご指摘なんですけれども、こちらにつきまし

ては、結果として７回の開催になっておりますけ

れども、この開催に至るまでという部分で、先ほ

ど申し上げましたとおり、サロンの企画運営自体

を子育て中のお母さんに実際やっていただいてい

ると、そういう方々を集めるところからスタート

しておりまして、そういう方々を人材発掘をして、

じゃ、そこから皆さんサロンやりましょうよとい

う、企画しましょうよというところのコーディネ

ートといった部分、そういった部分も裏側にはご

ざいます。 

  また、町内のお店を会場にするという部分で、

お店との調整とか、そういったところも裏方作業

で実施しておりますので、そういったところも含

めていくと、金額が高いのかというのは私もあれ

なんですけれども、高いか安いかという判断はな

かなか難しいところかなと思うんですけれども、

そこで育ったお母さん方が、これから自分たちで

場所を確保してサロンを開催していってくれたら

いいなという、コーディネーターなしでそういう

ことをしていってくれるような流れができたらい

いなというところが目指すところでございますの

で、そのための種まきじゃないですけれども、初

期投資みたいなところもあるのかなと担当として

は考えております。 

  また、今年度も来年度も続いていく事業なので、

先ほど委員さんおっしゃったように、小さなサー

クルみたいなものが町内のあちこちにできて、子

育て中のお母さんが気軽にそこに集って、雑談と

かいろいろ悩みを話し合ったりする場ができたら

いいなというところを目指していきたいなと考え

ております。 

  そういう中で、最終的には第５次総合計画の中

にも書いておりますけれども、令和５年度辺りに

は、そういった町からの手を離れて、完全に手を

離れるというのができるのか分からないんですけ

れども、自立した自主的な活動というのが町内あ

ちこちで生まれていったらいいなと、そこを目指

していきたいなと考えております。 

  続きまして、オンライン子育て広場の関係なん

ですけれども、オンラインで開催した子育て広場

のイベントに参加したのは、いつも子育て広場に

来ている人だけなのかどうか、オンラインで開催

したことによって、これまで来れなかった人が新

たに参加するような状況が生まれたのかというご

質問なんですけれども、正確な人数まではちょっ

とお答えできないんですけれども、ふだんいらっ

しゃっていない方も何人かいらっしゃったという

ことで確認をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。１点質

問させていただきます。 

  決算書102ページで、説明書は127ページになり

ます。 

  こども医療費支給事業のところなんですが、入

院分とあと通院分ということで表が出ているわけ

なんですが、入院分なんですが、平成30年度から

令和元年度にかけては17名減っております。件数

もマイナス16ということになっているわけなんで

すけれども、支給総額が令和元年度ですと1,471

万2,540円ということで、188万8,301円増えたと

いうことなんですが、令和元年度から令和２年度

に関しては11名減ったということで、この支給総

額に対しては469万4,759円と逆にマイナスになっ

ているんですね。この数字の説明をしていただき

たい。 
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  それと、通院分のほう、128ページになってし

まうんですが、こちらも平均対象者数は同じにな

っていまして、平成30年度から令和元年度は17名、

それに対して支給総額が69万3,059円ということ

で上がっております。令和元年度から令和２年度

にかけては11名減ったということで、それですが、

支給総額に関しましては1,696万2,219円減ってい

るわけですね。この辺について説明をお願いいた

します。 

○委員長（丸藤栄一君） 子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（石井 栄君） 子育て支援課

主幹の石井です。 

  こども医療費支給事業、決算書で申し上げます

と102ページ、成果書で申し上げますと127ページ

につきましてお答え申し上げます。 

  委員おっしゃるとおり、入院分及び通院分につ

きまして、平成30年度から令和元年度は全体的に

増加しております。ただし、令和元年度から令和

２年度につきましては、入院分、通院分、共に大

きく下回っておるところでして、こちらの原因に

つきましては、コロナ禍の中で医療機関に診療す

る機会が減ったということが考えられます。今ま

では軽微な疾病ですとか、けがに関して、何のち

ゅうちょもなく医療機関のほうに通われていたと

思うんですが、昨年から始まりましたコロナ禍の

影響で、医療機関も非常に密になる場所でもあり

ますので、そういった点で通院、入院を控えると

いう傾向があるものだというふうに認識しており

ます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  通院でしたら、確かにコロナ禍だからというこ

とで、病院に行くことを控えようかなと考える方

もいらっしゃいますけれども、入院に関しては病

院に入るわけなので、そこに関してはそんなにコ

ロナ禍だけと考えるのもおかしいのではないかな

という気はいたします。その点についていかがで

しょうか。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（石井 栄君） 子育て支援課

主幹の石井です。 

  委員おっしゃるとおり、入院分について通院分

並みに件数が減るというのはおかしいというのは

ごもっともな意見ではあるんですが、入院分につ

きましても、緊急性を伴うものかどうかという疾

病ですとか病気というものもありますし、中には

もう少し様子を見て半年先、１年先、２年先まで

引っ張れるようなものも内容としてはあるものじ

ゃないかなというふうには考えておりまして、そ

れ以上に入院分について医療費事業として分析し

たというものはございません。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  私もちょっと考えてみたんですけれども、今回

新型コロナウイルスということで、対策を個人個

人がしっかりと取っているというところにも原因

があるんではないかなと思うんですね。 

  例えばマスクをしている人が増えた。それから、

手洗いをしっかりしている。消毒もしっかりする。

３密を避けるという、そういう生活環境というん

ですか、その変化によって、やっぱり病気にかか

る方が軽症で済む。要するに重症化しないで、そ

の前の段階で治まってしまうという可能性も出て

きたのではないかなということで、その辺でやっ

ぱり新型コロナウイルスに対しての教訓というか、

そこで少し皆さんの考え方がしっかりとしてきた

んではないかなと、その辺のことも考えたんです
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ね。ですから、これからもやはりこういう感染症

とかウイルスに対する対策というものをしっかり

取っていくという、そういう考え方が維持されて

いけば、これからもこういう医療費とか抑えられ

ていくのではないかなと私は思うんですが、その

辺のことを考えながら、これからもそういうレベ

ルをしっかりと保っていただくような事業をして

いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。幾つか質問させ

ていただきます。 

  最初に決算書100ページ、説明書125ページ、学

童保育事業でございます。この委託料です。 

  かえで児童クラブ1,499万8,000円、宮代町学童

保育所指定管理料１億380万円となっていますが、

この説明の違いと、国と町の補助及び負担金など

の考え方というんですか、学童保育にやっている

んだけれども、その補助金だとか負担金の考え方

というのは違いがあるんですか。ちょっとその辺

のところを一つは聞きたいと思います。 

  あと、学童保育の運営費についてお聞きしたい。

どんな計算の下で運営費の計算となるのか。国基

準、これも町基準の違いがあるのか。２つの学童

がありますから、株式会社アンフィニとかえで児

童クラブ。その辺のところのちょっと違いが分か

らないというか、補助の対象の違いというか、計

算が同じなのかどうか。支給基準の、運営基準の

違いとかあるのかどうか、一つお願いします。 

  それと、説明書126ページです。 

  ひとり親家庭等の医療費支給事業、この平均対

象者は減って、同じところがありますけれども、

１人当たりの支給額は155円になっていますよね。

増えていますよね。単純に見ると、１人当たりの

医療費が上がっているということは、そういうひ

とり親家庭の医療費というんですか、一人ひとり

にあげているあれが高くなるわけですから、この

病状が重たくなっているのかどうか。なぜ155円

上がったのかどうか、その辺のところをお願いし

ます。 

  あと、ひとり親対象者185人となっているんだ

けれども、これは支給対象者の全員の数なのか。

ちょっと分からないんで、その辺のところをちょ

うど126ページの真ん中辺に書いてありますよね。

支給対象者数何人、185人、支給総額が幾らと書

いてあるんですけれども、支給対象者数というの

は、これがひとり親家庭の当事者数は269人とな

っているんですけれども、その辺のところの行き

違いというか、医療費は269人やったけれども、

対象者数は185人なのかどうか、ちょっと分から

ない、その辺のところが。説明をお願いします。 

  それと、説明書の127ページです。 

  これも、民間保育所などの給食費補助金と、公

営保育所との食費にかかる保護者負担なんですけ

れども、民間と公立とは差があるのかどうか。 

  また、幼稚園の副食費の支給の町の考え方、保

育所と幼稚園の副食費の違いというんですか、そ

の辺のところあるのかどうか、お願いしたいんで

すけれども。 

  こども医療費支給事業、説明書では122ページ

になります。 

  入院分が全てマイナス、これは前の人も説明聞

きましたけれども、この辺のところの説明、令和

元年度では１億円、令和２年度で8,556万円とな

って、決算で減った理由。コロナ禍だということ

は言っていましたけれども、重複になるかもしれ

ないですけれども、もう一度これ、それだけの問

題なのか、コロナ禍だけの問題なのか、その辺の

ところはもう一度お願いします。 
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  あと、説明書の135ページですね。 

  中身136ページの子育て世帯への臨時特別給付

金事業なんですけれども、施設などの利用という

ことで支給となっていますけれども、これはどう

いう内容なのか。利用料というのはどういう内容

なのか、説明をお願いしたいと思います。 

  同ページで児童手当支給事業なんですが、支給

対象者数と支給対象児童数が違う、この辺のとこ

ろの説明。説明では、給付対象者児童数が342名

並びに受給者数が402名、昨年より710万円減額と

なっているということで、数の違いが分からない

んで、ちょっと支給対象者児童数と受給者数、こ

の説明をお願いしたいと思います。 

  また、136ページの説明ですと、３歳児よりか

中学生まで金額が違うけれども、全員に支給され

ている。なぜ全員に支給されているのに被用者と

非被用者に区分されているのかどうか、ちょっと

その辺のところが分からないという、その説明を

お願いします。 

  あと、最後になりますけれども、説明書の136

から139ページですが、保育所関連です。 

  各保育所の１人当たりの保育面積、定数が変わ

ったと思うんですけれども、その辺のところで民

間と公立で違いがあるのかどうか。それと、民間

と公立保育園の１年間の経費の違いというのがあ

るのかどうか、その辺のところをできれば教えて

いただきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 子育て支援

課副課長の田中です。 

  初めにいただいたご質問、学童保育所の指定管

理料の関係なんですけれども、昨年度から株式会

社アンフィニのほうに町内３つの小学校の指定管

理をやりまして、その指定管理料の違いというこ

とで、決算書の100ページの学童保育所運営事業

の委託料ですね。こちらをごらんいただきますと、

かえで児童クラブ指定管理料が1,499万8,080円、

宮代町学童保育所指定管理料、こちらが１億380

万円となっております。 

  こちらの違いなんですけれども、かえで児童ク

ラブのほうにつきましては、指定管理料1,499万

8,080円に、あと、ほかに指定管理者の収入とい

たしまして学童保育の保育料のほうが525万7,280

円入っておりまして、合計すると2,025万5,360円

がかえで児童クラブの運営費になります。 

  株式会社アンフィニのほうなんですけれども、

１億380万円が、こちらは学童保育料も町が徴収

しておりますので、それも込み込みの金額という

形になります。したがいまして、指定管理料だけ

じゃなくて、保育料も合わせて比較しますと、繰

り返しになりますけれども、かえで児童クラブの

ほうが2,025万5,360円、これに対して株式会社ア

ンフィニのほうが１億380万円、この比較が指定

管理者の収入、学童保育所の運営費になります。 

  この金額の違いなんですけれども、受け持って

いる学童保育所の数も違いますのであれですけれ

ども、かえで児童クラブは令和２年度２クラスで

すね。株式会社アンフィニのほうは３つの小学校、

全部合わせて10クラスを見ております。 

  先ほどの金額とクラス数を割り戻しますと、か

えで児童クラブのほうが１クラス当たりの運営費

でいくと1,000万ちょっとで、株式会社アンフィ

ニのほうも１クラス当たりにすると1,000万ちょ

っとということで、ほぼ同じくらいになるもので

ございます。 

  補助金とか考え方、違いというものは、補助金

は町が国・県に対して要望して、町のほうで歳入、

入るもので、それが指定管理料の原資になってく



－１６８－ 

る部分でございますので、そこについてはそれぞ

れの学童で大きな違いはないというものでござい

ます。 

○委員長（丸藤栄一君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  ひとり親医療費の１件当たりの支給額の変化に

ついて、まずお答え申し上げます。 

  こちらは、ひとり親医療費の場合は、その年に

おいて対象者がかかった医療によってやはり単価

が変わってまいりまして、また対象者の数が子供

医療費よりは少ないため、ちょっとした医療費の

変化がこちらの１件当たりの支給額に影響が出て

いるものでございます。 

  例えば、平成30年度から令和元年度のときも

279円減となっておりまして、これが令和元年度

から令和２年度においては155円の変化がある、

増となっておりますのが、これもやはり１回当た

りのかかった医療によって、毎年ちょっと変化が

生じてきているものでございます。 

  対象者は、下の新型コロナウイルス感染症の緊

急経済対策として、ひとり親家庭と医療費受給世

帯に対し、臨時特別給付金を支給させていただい

たわけですが、こちらが185となっておりますが、

こちらは世帯の数でございます。上のひとり親家

庭の医療費につきましては、こちらは対象者数で

ございますので、子供と親御さん両方入った数で

ございますので、数に違いが生じているものでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 副課長の田

中です。 

  児童福祉対策事業、説明書で126ページ、決算

書ですと102ページの関係について答弁させてい

ただきます。 

  説明書の127ページの一番上の民間保育所等補

助金につきまして、民間と公立の違いはあるのか

というご質問なんですけれども、こちら、民間保

育所等補助金ということで、民間保育所が行う新

型コロナウイルス感染症対策の経費を助成させて

いただいたものでございまして、こちらは全部、

民間保育所に対する、百間保育園、本田保育園、

姫宮保育園、あとカインド・ナーサリー２園に対

する補助金でございます。 

  こちらは民間保育所に対するものなんですけれ

ども、公立との違いはということで、新型コロナ

ウイルス対策につきましては、お金の出し方は違

う部分はあるんですけれども、感染症対策という

ことで、宮代町におきましては公立、民間保育所、

同じように支援を、対策のほうをさせていただい

ているところでございます。 

  続きまして、副食費の給付費補助金の関係なん

ですけれども、こちらは保育園の給食、副食費の

一部を免除させていただく制度なんですけれども、

対象が年収360万円未満の世帯と、あとは所得に

関係なく第３子以降の子供に対しまして月額

4,500円を上限に給食費を免除させていただいて

いるものでございます。これも公立と私立、特に

関係なく、同じ制度で支援をさせていただいてい

るものでございまして、令和３年度ですとおおむ

ね40人程度の方が対象となってございます。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  こども医療費の入院分の減額についてでござい

ますが、前段の委員にもご答弁させていただいて



－１６９－ 

おりますけれども、こちらにつきましては、やは

りその時々の医療の内容によって変わってくる部

分と、あと新型コロナウイルスのやはり影響があ

りまして、なかなかちょっとした病気ではお医者

さんに行かなくなったということも影響が出てい

るものであるというふうには分析しております。 

  入院分につきましては、本当に１件当たりの額

が大変大きく変わりまして、やはり重たい病気に

かかりますと大変高額な医療費を必要としたり、

あとちょっとした軽いけがで１日入院していきな

さいという程度ですと、医療費がそれほどかから

なかったりする場合もございまして、これもやは

り年によって大分その内容に差があるものという

ふうに考えております。このため、金額等は大き

く変化が、ある程度の変化があるということでご

理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（石井 栄君） 子育て支援課

主幹の石井です。 

  成果書で言いますところの135ページ、子育て

世帯への臨時特別給付金給付事業に関する質問な

んですが、こちらの事業につきましては、昨年度、

新型コロナウイルス感染症の国の緊急経済対策と

しまして、児童手当を受給している世帯に対して、

その対象児童１人当たり１万円上乗せして給付す

る臨時特別の措置の事業でございます。 

  支給総額につきましては、支給対象者数が

2,318名、支給対象児童数については3,827人、支

給総額につきましては3,827万円という実績でご

ざいます。 

  続きまして、成果書136ページの児童手当支給

事業に関する質問に対してお答え申し上げます。 

  表にあるとおり、延べ児童数というのにつきま

しては、令和２年度４万838人というふうに計上

してありますが、こちらにつきましては、１人の

児童が１年間通して何月分の児童手当を受給した

かの合計の延べ数でございます。単純に申し上げ

ますと、４万838人を12で割った数字がおおよそ

の対象児童数に当たります。 

  続く、延べ受給者数につきましては、こちらは

受給する方、いわゆる親御さんの人数でありまし

て、親御さんの人数の１年間を通した月数の合計

でありまして、例えばこちらの２万5,297人と計

上してあるんですが、こちらを１年間12か月で割

った数字がおおよその対象世帯数に当たります。 

  続く、なぜ被用者と非被用者という区分の分け

方をしているかというご質問なんですが、こちら

につきましては、児童手当の支給事業については、

国・県の補助事業プラス町の単費を合わせまして

やっておる事業でございまして、被用者、いわゆ

る厚生年金加入者が被用者と言われている方なん

ですが、こちらの世帯に対する児童手当につく補

助率と、非被用者、いわゆる厚生年金加入者以外

の世帯に対する児童手当の支給に対する補助率が

大きく違うものですから、内訳としてこういう書

き方をさせていただいた次第であります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（吉田直子君） 主幹の吉田で

す。 

  先ほどの山下委員からの８番目のご質問にお答

えさせていただきます。 

  保育所の面積要件に、民間、公立の差があるの

かというところですが、そちらは国の基準でゼ

ロ・１歳児は3.3平米、２歳児、３歳児、４、５

歳児は1.9平米というところの基準がありますの

で、ここは民間、公立同じです。なんですが、年
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齢を何人受け入れるかというところで、職員の配

置、最低基準も決まっておりますが、公立では最

低基準というところで、例えばゼロ歳児は３対１、

３人に対して職員が１人というふうになっていま

すが、私立ではそれぞれ規程を設けているという

ふうになっております。 

  そのような差から経費の差というのも出てくる

かなと思いますが、先ほどのご質問は、経費の差

というのは１園ずつの運営の経費というところで、

そのような職員の配置ですとか園の規模、あとは

事業を保育園だけではなくて、一時保育ですとか、

私たち公立だと病児保育、療育事業等、複数やっ

ていると、またそこの経費が変わってくるという

ふうになっております。 

  給料の形態につきましても、公立は町のほうで

の規程になっていますが、民間さんのほうが私で

は、ごめんなさい、分からないんですが、そのよ

うな差が出てくるかと思われます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  学童の問題で、これは説明書では125ページ、

決算書では100ページなんですけれども、いろい

ろとかえで児童クラブと何か違うような、大きな

違いはないという説明なんですけれども、ちょっ

と聞いた話なんですけれども、受け止め方の違い

なのかどうか分かりませんけれども、何かこうに

言っても国の基準とあれと合わないんだよねとい

うんで、そういう話をしている人もいます。 

  その辺のところを、ただ、今、子供を育てるの

にこういうのが必要だ、あと賃金の基準はこうな

んだという基準がちょっと違うような感じがする

んですけれども、町の基準と国の基準、賃金だけ

でも結構ですので、その決め方の基準というんで

すか、それに対しての補助だと思うんですけれど

も、その辺のところが違いがあるのかどうか、国

の基準の考え方と町の基準の考え方の違いという

のが。指定管理の違いというのがあるのかどうか。

町のほうの考え方とね。その辺のところがちょっ

とお聞きしたいなと思っているんですよ。 

  あと、１人当たりの症状によって、これは分か

りました。医療によっては単価が違うということ

では、分かりました。ただ、コロナ禍で今抑えら

れているというのもあるかとは思うんだけれども、

多分それが抑えられて、重症化なってからじゃ遅

いと思っているんですよ。その辺のところもやっ

ぱり把握しておく必要があるんじゃないかなと思

っておりますので、ぜひ医療費の低減のためにも、

やっぱり重症化してからじゃ遅いということで、

よろしくお願いしたいなと思っております。 

  それから、副食費のことなんですけれども、

360万円以下の収入の人ということだったと思う

んですけれども、これも公立も私立も同じという

ことで受け止めてもよろしいんですか。副食費の

基準というんですか、これ以上の人は手当はつく

よ、これ以下は補助金はつかないよという、あれ

は公立も私立も同じだということで、分かりまし

た。 

  子供の医療費も、これもさっき言ったひとり親

家庭の基準と同じということですね。 

  あと、児童手当、この世帯数、児童手当の全員

にこれは一応渡しているんですよね。ちょっとこ

の被用者と非被用者の、厚生年金に入っている人

と、それ以外の方ということで今聞いたんだけれ

ども、その辺の違いによって世帯数が変わってき

ているということは、非被用者というのは、これ

は例えば厚生年金じゃなかったら、一般の例えば

国民年金ですか、そっちのほうに入っている人と

いうことで。国民健康保険か年金か、年金のほう

ですよね、たしか。基金ですからね。そっちに入
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っている方ということで、大ざっぱでよろしいと

いうことですね。分かりました。 

  それ以外にはないですよね、国民年金のほかに。 

  そのほかにはありませんか。お答えください、

後で。 

  それと保育所の面積、問題は、これは国基準で

やられているということで了解をいたしました。 

  ただ、私立との差としてゼロ歳以上は３人に１

人ということなんですけれども、こういうことは

４人に１人というところもあるんですか。そうい

うの、増えているところが。それとも、下がって

いるんですか、私立の場合は。何か差があるとい

うことで言っていましたけれども、その辺のとこ

ろが具体的にどうなっているのか、説明をお願い

します。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３７分 

 

再開 午後 ２時５０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  山下委員の質疑に対する答弁からお願いいたし

ます。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  まず、１点目の学童保育の賃金の関係でござい

ますが、こちらは指定管理者によりまして賃金が

若干異なってまいります。学童保育の運営費につ

きましては、やはり人件費の割合が大変大きくな

ってきますので、こちらの賃金の違いが指定管理

者によって多少違いは出てまいります。その他、

事業費なども、例えば教室を行ったとか、こうい

った場合は、その分の経費が当然乗っかってくる

わけでございますけれども、ただ人件費につきま

しては、公立の公設公営の学童保育を指定管理制

度に移行するときに、既に指定管理制度になって

おりましたかえで児童クラブの賃金を参考にさせ

ていただいて、そのとき設定させていただいてお

ります。 

  基準が特にあるわけじゃないんですけれども、

逆に町のほうから、町の公設公営をかえで児童ク

ラブの賃金水準に近づけたというのが実際のこれ

までの経緯でございます。この辺で、若干違いは

出ているものかなというふうには考えられます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（石井 栄君） 子育て支援課

主幹の石井です。山下委員の再質問につきまして

お答え申し上げます。 

  成果書の136ページの児童手当支給事業、表中

の被用者及び非被用者につきまして説明させてい

ただきます。 

  被用者につきましては、先ほど申し上げたとお

り厚生年金、基金ではありません、厚生年金です。

厚生年金というものに加入している受給者で、非

被用者というのは厚生年金に加入されていない方、

一般的には国民年金に加入されている方ですとか、

年金未加入の方が該当します。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  保育所の基準につきましてのご質問でございま

すが、こちら人員配置基準でございます。 
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  ゼロ歳児は３対１、１・２歳児は６対１といっ

たような基準がございますが、こちらは最低基準

になっておりますので、例えば民間であっても公

立であっても、ゼロ歳児を４対１で見ることはで

きません。ただし、もっと手厚くするといった意

味で、例えば２対１とかにすることは当然可能で

ございまして、特に１歳児とか、１・２歳児が６

対１という基準になっているんですけれども、こ

れを４対１にしたときには民間の場合は補助金が

出ますので、そういったことを活用して手厚い保

育をしていただく意味では、その基準よりも保育

士を多く配置するといったことは、民間でも公立

でも可能でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  学童保育の賃金、かえで児童クラブを参考にし

て町の基準を、基準というわけじゃないんですけ

れども、参考にしたということで分かりましたけ

れども、これはやっぱり町には基準がないという

ことなんですね、じゃ逆に言うと。そういう賃金

決めるときの。そういうことでよろしいんですね、

受け止めて。基準はありませんけれどもというこ

とで、私はそうやって受け止めてよろしいですね、

じゃ。また答えてください。 

  それと、児童手当、厚生年金基金以外というこ

となんですけれども、被用者と非被用者、これで

見ると、非被用者、かなり減っているような感じ、

金額的にですよ、支給分が。これは減ったという

ことを意味してよろしいですか、人数が。かなり

減っちゃっているという感じがするんだけれども。

被用者は増えているんだよね、支給総額で。非被

用者は減っている、金額でですよ。増減だけで見

ると。どうやって受け止めていいのか、ちょっと

分からないんだけれども、これ、もう一度、この

辺のところ説明をお願いします。 

  この２点だけですね。 

  あとは、もう一点は保育所の問題で、民間の場

合は、基準を例えば３分の１だとそれを４分の１

にしてもいいよと、よくするんだったらいいです

よという、最低の基準であって増やしていくんだ

と。民間ができて、これは公立もそういう考えで

やっているんでしょうか。その辺のところだけ。

その３つだけ、じゃ最後にお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（石井 栄君） 子育て支援課

主幹の石井です。 

  支給総額が、全体から見ますと、令和元年度に

比べて710万5,000円減額になっています。その内

訳として、被用者である厚生年金加入者による受

給者は59万円増えているんですが、非被用者であ

る方は対前年度比769万5,000円減っているという

結果です。これの合計が、何度も申し上げますけ

れども、支給総額が前年度比マイナス710万5,000

円ということになりまして、これは児童手当の受

給者の構成世帯をただ単に表しているだけで、被

用者が増えて非被用者が大幅に減ったというもの

は、あくまでも構成率の違いであって、特段大き

な理由はありません。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  学童保育所の賃金基準の件でございますが、町

の確かに基準というものはございません。あくま

で適切な基準、適切な賃金を設定するときにおい

て、他の自治体やまたほかの、今回で言えば、か

えで児童クラブの賃金を参考にさせていただいた
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ものでございます。 

  ただし、処遇改善加算などの補助金をもらうと

きにつきましては、こちらは国の補助基準という

ものはございます。こちらの基準よりも超えてい

るか超えていないかとかというところは、補助金

の加算等に計算するときはこういったところを目

安とさせていただくものでございます。 

  次に、保育所の人員配置基準の関係でございま

すが、民間には補助金があって手厚くできて、公

立はどうなのかという点でございますが、公立は

ちょっと補助金はもらえないんですけれども、た

だし保育の質を向上させるという意味では、やは

り保育士を手厚く配置するというのは必要でござ

いますので、実際には、例えば３歳児が20対１、

４歳・５歳児が30対１という基準になっておりま

すけれども、実際には２人以上の保育士を配置し

て、手厚い保育、質の高い保育を行えるように配

置はしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。よろしくお願い

します。 

  ３点お願いします。 

  前段の委員さんと重なるところあるんですが、

１問目は、決算書100ページ、説明書が125ページ、

学童保育所に関してです。 

  株式会社アンフィニに指定管理をされているん

ですけれども、私もよく指導員の方とか保護者の

方に相談されるんですが、株式会社アンフィニに

委託したということで、建物に関してとか、使い

勝手とか、いろいろ問題が出てきたときに、指定

管理者である株式会社アンフィニがどこまでやる

のかとか、あと町に頼む、そこの基準というのが

あると思うんですが、ちょっとそれがまだこの１

年、なかなかできていない気がするんですね。そ

このところどうなっているのか、お聞きいたしま

す。 

  それと、やっぱり私もちょっと指導員に関して

なんですが、前は町が採用していましたけれども、

今株式会社アンフィニが採用しているので、指導

員さんを、やっぱり学童保育って学校から帰って

きて、お家に帰る前の第二の家庭ということで、

家庭という雰囲気なんでしょうけれども、家庭っ

てしつけもしますから、そういう面では株式会社

アンフィニの持つ学童保育の指導員さんのここま

でやってほしいというものが何かあると思うんで

すが、私もちょっと見に行くと、指導員さんによ

って全然違ったりもするんですね。先ほど楽しい

とか、行きたくないとか、そういう理由にもやっ

ぱり指導者のこともいっぱい理由があると思うん

ですけれども、自分にとって厳しい人は多分楽し

くない。優しく何にも言わなければ優しくていい

とかなることも、子供にとってはあったりすると

思うんですが、その指導員さんの基準、きちんと

ここまでを教えるというのが株式会社アンフィニ

にきちっとあるのか、それが町と話合いができて

いるのか、お聞きします。 

  あと、駐車場の件、さっきアンケートでもあっ

たと言って、私のほうも要望出したりしていたん

ですが、新しい村のほうの駐車場はやっぱり皆さ

ん使わないということと、あと、あそこ暗いんで

すよね。外灯が欲しいという要望が何か出ていた

気がするんですが、本当に真っ暗なんで、もう10

月もだんだんなっていくと暗くなってきますので、

その辺、要望が届いているのか。それとも、防犯

灯１つあると、明るさがあれば、やっぱり暗いか

ら怖いといって使わないと、保護者の方にも聞い

たんですね。なので、その辺、防犯灯、来年度と

かじゃなくても、今年つけてくれるといいんです
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けれども、何かその辺、考えをお聞きします。 

  ２つ目は、子育てサロンの話なんですが、私も

この99万円、決算書104ページ、説明書46ページ

なんですが、地域子育てサロン実施業務委託料99

万円というのを先ほどご説明いろいろ、準備段階

があったとかと聞いたんですが、地域交流サロン、

健康介護課のほうの事業を見てみると57万円なん

ですよね。それで、一概に金額では言えないんで

すが、28団体たしかあって、２団体が今休眠とい

うか、実際ほとんどの団体が新型コロナでやって

いないんですけれども、５団体ぐらいがやってい

て、結局、予算が57万円で決算が２万7,698円な

んですね。それだけの団体やっても57万円の予算

なのに、この99万円って非常に高い。あと、ウェ

ブサイト運営管理委託料とかもあるんですが、子

育てのウェブサイトも私も見せてもらって、なか

なかすごくよくできてはいるんですが、これだけ

のお金をかける必要があるのか。町からいずれ手

を離れてその人たちがというんだったら、今、子

育て広場に来ているお母さんたちがいっぱいグル

ープをつくって、いろんなところで話をしていっ

て、実践みたいなので使って、この99万円って実

際非常に高く感じるんですが、そのところ、もう

一度お願いいたします。 

  あと、３点目なんですが、ちょっとこれは予算

に直接関係ないかもしれないんですが、今、保育

園のほうが大変な新型コロナの状況で、休園のと

ころも全国的に増えているんです。これからちょ

っとミュー株とかいろいろ出てきているので、そ

の点、学童保育と保育園と子供に感染しちゃった

りした場合の対応というのは、うちの町はすぐ対

応どうするのか、どう考えているのか。保育園と

学童保育所についてお聞きします。 

  指定管理者が入っているので、意向とか、どう

いうふうに考え方とか、町の方向ですぐ何とか休

園にはなかなかしてほしくないという意見もたく

さんあるんでしょうけれども、どういうふうにし

ていくのかをお聞きします。 

  以上、３点です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 子育て支援

課副課長の田中です。 

  最初にいただいたご質問、学童保育所に関する

部分ですね。 

  株式会社アンフィニの修繕工事とか、そういっ

た施設に不具合が生じたときの費用分担の考え方、

基準についてなんですけれども、こちらにつきま

しては、指定管理の基本協定、あるいは業務要求

水準書におきまして、一応一つの基準というか、

ルールが決められておりまして、１件当たり５万

円未満の工事については指定管理者がやる、それ

以上については町が見るというのが一つ基準がご

ざいます。 

  なので、いろんな形で修繕の工事の必要が発生

するんですけれども、その基準に基づきまして、

一つの線をそこで引いて費用分担を協議している

と。ただ、１件の捉え方というのもケース・バ

イ・ケースで違ったりとかありますので、そこは

協議をしながら、５万円の工事が10件も20件も続

いてしまえば指定管理者の負担が大きくなります

ので、そういったところは協議をしながら対応し

ていくというのが基本的な町の考え方でございま

す。 

  続きまして、指導員の保育に当たっての対応、

スタンスといったところなんですけれども、株式

会社アンフィニが指定管理者の応募、提案をして

いただいたときに、保育の方針が会社としてのと

いうのが、一つの方針が当然ございますけれども、

じゃ個々の指導員の保育に対する姿勢とか、実際
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の対応については、株式会社アンフィニも指導員

を雇用したときに初任者研修ということで最低限

の研修を設けておりますし、株式会社アンフィニ

の中でも職員、放課後児童支援員という学童保育

の支援員の資格、公的な認証を受けている、研修

を受けて資格を取った職員の方も結構いらっしゃ

いますので、こうあるべきだというのは、当然一

定のラインはあると思いますけれども、個々の職

員の個性というか、そういった部分も当然あると

思います。なので、そこで相性が合う、合わない

もあるでしょうし、人によって言葉遣いがちょっ

とラフだったりとかというのもあると思いますが

が、そこはあまりにも目に余ったりとか、保護者

の方、子供によくない影響があるような場合には、

町のほうからもそこは適切に指導、改善させてい

ただきたいと考えております。 

  新しい村の池の横の駐車場の件につきましては、

ご指摘ありがとうございました。現場も確認させ

ていただきまして、対応について検討させていた

だきたいと思います。 

  続きまして、地域子育てサロンの関係なんです

けれども、99万円は高いということで、先ほど健

康介護課の地域交流サロンの話、例示でいただい

たんですけれども、同じじゃないと委員さんもお

っしゃっていただいたので、同じではなくて、地

域交流サロンは私も担当じゃないので詳しいこと

は分かりませんけれども、母体が自治会であった

りとか、そういった部分がもう既にあるというと

ころで、地域の中でいったらまとまりがもうでき

ているというところで運用されていると。なんで、

個々のもう出来上がったグループを束ねていると

いうような部分があるのかなと思うんですけれど

も、今回ゼロからの部分で、人材の発掘とか、そ

ういったところをお願いしているという部分が一

つ大きな違いなのかなと考えております。 

  具体的な99万円の内訳について説明をさせてい

ただきますと、大きな項目は地域子育てサロンの

開催ということになっておりまして、その内訳は

資料の作成、企画書、募集申込書とか、そういっ

たものの資料を作成するのに６万円、地域子育て

サロン開催店舗の、サロンを開催させていただく

店舗の募集とか、どういうふうに募集していくか

という企画とか、店舗との調整とか、そういった

部分で６回分ということで30万円、人が足で稼い

だり、お話を調整にしに行ったりとか、そういっ

たところでのものですね。あと、実際のサロンの

実施、講師料、講師アシスタント業務、備品購入、

そういったところですね。サロンを実際にやるに

当たって講師の方を呼んだりとか、あと一時保育

をやっていただくサポートの方もお願いしたりと

か、そういったこともしています。あとはフライ

ヤー、ポスターの作成経費ですね。作成、デザイ

ンから印刷まで含めてということで、合わせて14

万円ほど、そういったところが主な内容となって

おりまして、人づくりというか、そういったとこ

ろになってくる事業なのかなというところで、高

いと言われれば高いのかもしれないし、そこは

我々もちょっとあの金額が適正かどうかというと

ころは、常にそこは意識をしっかり持ちながら考

えていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  保育園及び学童保育で新型コロナが発生した場

合の対応でございますけれども、昨今では本当に

新型コロナにかかる方が残念ながらちょっと増加

しているような感じでございまして、保育園、学

童も今までも何例か発生しております。そのとき
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には、まずはやはり町としては医療的な判断がで

きませんから、保健所とまず連携をして指示を受

けるといことが重要になってくるかなと思います。 

  これによって閉所閉園するべきか、閉所閉園し

たとしたらどのくらいの期間にするべきか、それ

とも感染の危険性がないので、そのまま例えば消

毒して開園するかといった判断は、基本的には保

健所の話を聞きながら、最終的に町として判断し

ている状況でございます。 

  何日間か、今までもちょっと閉所、保育園はや

はりちょっと休みにしたこともあるんですけれど

も、おかげさまで何とか長期間の閉園閉所は、公

立の場合せずに済んではおります。ただ、ちょっ

と民間において、先日１週間程度、やはりどうし

ても閉所が必要になった事例もございます。この

ときも保健所と連携しながら、本当になるべく保

育については提供していきたいという町としての

考えもありますところから、なるべく最小限にし

たいということで、保健所と調整を取りながら実

施している状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございます。 

  １点目の学童保育所に関しまして、多分、副所

長さんとかは株式会社アンフィニが雇っているん

だと思うんですけれども、そこと指導員さんとの

情報、だから、やっぱり町に言うべきことは株式

会社アンフィニがきちっと言うというところがち

ょっとできていないみたいなところもちょっと感

じている部分もあるので、株式会社アンフィニは

指定管理でしっかりやっていただくという面では、

町に情報をどんどん上げていただくというような、

しっかり体制を取ってほしいなという感じをして

います。 

  それで、指導員さん一生懸命なのが、子供にと

って一生懸命過ぎちゃうところに見えたりとか、

やっぱりありますけれども、第二の家庭というこ

とで、学校からの終わった緊張感とか何か、でも、

ある程度きちっと家庭でもすることはするとか、

何かそこを指導員さんも子供さんも楽しくとか、

できるようなのをもうちょっと、株式会社アンフ

ィニが入ったことでよくなったことはたくさんあ

ると思うので、そういうところをしっかりと打合

せしてやっていただきたいと思います。 

  あと、先ほどの子育てサロンなんですけれども、

アンカルク株式会社、町の事業、非常に積極的に

たくさん関わっていただいていますよね。定住促

進から、この「みやしろで育てよっ」も私も見せ

ていただいたり、新しい村もそうだし、いろんな

ことに関わってくださっているんですけれども、

このアンカルク株式会社がコーディネーターにな

ったというのは、何か理由があるのか。宮代で子

育てをしようというところで作ってくださってい

るので、その関係かなと思いますけれども、専門

的に関与するという感じでこの金額になっている

のかなというところがありますので、なぜアンカ

ルク株式会社がコーディネーターをやっているか

というところをちょっと分かるようにお答え願い

ます。 

  あと、保育園と学童は保健所と連携ということ

なんですけれども、多分、保育園のことで吉田主

幹にお聞きしますけれども、多分、一生懸命気を

つけていらっしゃると思いますけれども、これだ

け感染が広がってくると、さらに気をつけるとこ

ろで、マスクを外さないとか、今問題になってい

るのは、表情が見えないからマスクを外したりと

か、保育士さんにすると、お食事の時間とか気を

遣ったりするんですけれども、その辺すごい気を

つけているところ、ちょっとお聞かせ願います。 

  以上です。 
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○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 子育て支援

課副課長の田中です。 

  地域子育てサロンのアンカルク株式会社への委

託理由についてお答えさせていただきます。 

  この事業につきましては、１社随意契約、匿名

指定の契約で、アンカルク株式会社のほうに委託

をさせていただいております。 

  その理由につきましては、委員さんおっしゃら

れた部分と重なるんですけれども、平成29年度か

ら子育てに関するポータルサイト、情報サイト、

「みやしろで育てよっ」の管理運営をやっていた

だいているという実績もございまして、あと同時

に、同じくインターネットのほうで「宮代で働こ

っ」とか「みやしろで暮らそっ」というサイトも

運営しておりまして、町内に関する情報、特に店

舗、町内のお店との情報にも精通していると、お

店との関係も持っているというところで、地域子

育てサロンを各地域のお店を拠点にしてやってい

こうとしたときに、そのアンカルク株式会社が持

っているお店とのパイプ、お店に関する情報を生

かしていけたらなと、そういったところも狙いと

してさせていただいたことで、１社随意契約とさ

せていただいているものでございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（吉田直子君） 子育て支援課

主幹、吉田です。 

  新型コロナ対策についての保育園での状況をお

伝えさせていただきます。 

  お言葉いただいたとおり、どこまでやれば完全

なものになるのかというところを日々、保育園で

も模索しながら行っております。 

  本当に基本的なマスク、職員は全体的につけて

おりますが、やはりその中で表情で、小さい子は

特にどういうふうに表情を認識していくんだろう、

それが成長していく上でどんな影響が出てきてし

まうのかなというところは、統計が取れていない

ところなので心配するところではありますが、や

はりそこはもう見える部分とか雰囲気で伝えるよ

うにはしております。 

  園児につきましては、３歳児以上は基本的には

室内ではつけるというふうにはしておりますが、

やはり熱中症の心配というところもあります。顔

色をどういうふうに見ていくかというところもあ

りますので、そこは場面によっては外したりとい

うふうにもしております。 

  あとはもう各ご家庭において、まずはお子さん

の健康観察を必ずしてきていただく、保護者の方

にもお願いはしております。 

  保育園への立入りというところで、町立の国納

保育園につきましては、施設の環境上、玄関でお

預かりすることが可能ですので、そこでお預かり

をしているので、保護者の方はもう１年近く保育

園への立入りができていない状態ではあります。

ですが、その分、保育園での内容をお伝えするよ

うには心がけております。 

  みやしろ保育園では、やはり施設の環境上、玄

関でお預かりというのが難しいので、保育室には

立ち入らないで、廊下まで入ってきていただくと

いうところを徹底していただいております。 

  あとは、行事の開催につきましても、保護者の

方を制限したりだとか、年齢を制限したりだとか、

本来だったら、例えば運動会はみんなで、全園児

でわいわい楽しめたところを、各年齢ごとに分け

てその様子をとにかく見ていただくという機会を

設けるということで行っておりますが、今回も10

月に開催する予定ですが、緊急事態宣言が長くな

ったことで、その影響がどういうふうに行事開催

に出てくるかなというところは、民間保育園さん
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とも状況を伺って、やはり同じように悩んでいる

というところを確認したところです。 

  あとは、給食につきまして、やはり職員もそこ

はマスクを外すというところで、本来だったら一

緒に食べられるところを別の席で黙食というとこ

ろを徹底してはおります。 

  そういうところ、制限はありますが、それ以外

でやはり子供たちに保育園の生活を楽しんだり、

人との関わりというところは知らせていきたいと

ころなので、そこも工夫をしながら行っている次

第です。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。ご丁寧にありが

とうございました。 

  こんな中なので、ご注意していただいていて、

安心しました。よろしくお願いします。 

  このアンカルク株式会社に関してなんですが、

すごく一生懸命やってくださっているのは決算書

見てもすごく分かるんですけれども、すごくたく

さんやっていただいているんですが、監査委員か

らこれだけ委託していて何か指摘とかはないんで

しょうかね。かなりやっていただいていて、町の

ためになっているとは思うんですけれども、これ

だけお願いしていてどうなのかなと思うのがちょ

っと、あ、こんなにやっていて、私もちょっと会

社自体をよく細かく知らないんですけれども、こ

んなにいっぱいやれる人数がいてされているのか

なというのがあって、町の広報紙もずっと同じも

のをやっていて、監査委員からちょっと指摘が入

ったということを聞いたので、こういうところは

監査委員から指摘が入らなかったか、お聞きしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 子育て支援

課副課長の田中です。 

  アンカルク株式会社がいっぱいやり過ぎだとい

うところなんですけれども、確かにおっしゃると

おり、いっぱい事業を請け負っているなという、

私も印象としてありますけれども、まず監査委員

からそういう指摘は受けてございません。 

  あとは、うちのほうから依頼している事業、地

域子育てサロンについては先ほどお話ししました

けれども、併せて「みやしろで育てよっ」のほう

につきましても、ウェブサイトの見直しとか、そ

ういったところも閲覧している方にアンケートを

取って、こういうところを改善していかなきゃい

けないよねとか、あとは地域子育てサロンのＰＲ

も含めた連携みたいなところは、ページの改善と

いうところも今進めているところでございますの

で、そういったところで町として期待している業

務はやっていただけていると、そのように捉えて

おります。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  子育て支援課で、新型コロナの対策ということ

で様々な備品だとか、また消耗品、需用費、いろ

いろ予算がどんどん変わっていったんですが、基

本的に最初の当初予算からについてお伺いします。 

  102ページなんですが、負担金、補助及び交付

金というところがございますが、ここで令和２年

度の取組として、保育士確保のための補助金とい

うか、そういうものが計上されていたと思うんで

すが、その貸付け、それは新規ということで令和

２年あったんですが、その実績というのがどうな

ったのか、県のほうがあんまりあれだったのか、

その辺についてお伺いします。それが102ページ
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です。 

  それから、もう一つ、令和２年度、106ページ、

ファミリーサポートセンターですね。 

  これもひとり親家庭は半額にしますよというの

が令和２年度の新しい打ち出しだったかと思うん

ですが、新型コロナ対策ということで、ひとり親

には様々な給付が入ったりしているので、このフ

ァミリーサポート、ひとり親支援事業補助金とい

うのがあんまり周知されていないのか、使われな

かったのか。その辺の評価というのはどんなふう

なのか、お伺いします。 

  それから、110ページ、みやしろ保育所運営事

業の報償費の病児・病後児保育協力というところ

なんです。成果書137ページの病児保育・病後児

保育の実施、これも令和２年度から病児保育始め

ますよという新規が入っているんですが、これが

普通の病後児も少ないというか、７名ということ

なんで、この辺についてちょっとお伺いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 子育て支援

課副課長の田中です。 

  １点目の保育士の確保のための支度金の関係、

こちらにつきましては、令和２年度は申請があり

ませんでしたので、実績もなしという形になりま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  ファミリーサポートセンターのひとり親家庭支

援事業でございますが、こちらは１か月当たりの

利用料が5,000円を上限として２分の１というこ

とで助成をさせていただいているところでござい

ますが、ちょっと思ったより利用実績が伸びてい

ない状況はあるかなとは思います。 

  やはりもっと町としてもＰＲをしていきたいな

というふうには考えているところでございますが、

なかなかひとり親の方がファミリーサポートの利

用にまだ至っていない状況もあるのかなというと

ころは考えられるところでございますので、さら

に一層、制度自体の利用が拡大できるようにして

まいりたいとは考えております。 

  ただし、ちょっと新型コロナの影響もございま

して、やはり学童とか保育園の若干登園控えとか、

こういったところも、実際、全体的な利用実績と

しては影響しているところでございますので、こ

ういったところも含めて、さらにサービスについ

ては推進を図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（吉田直子君） 子育て支援課

主幹、吉田です。 

  ３点目にご質問いただきました病児・病後児保

育報酬費の件なんですが、そちらは六花と協定を

結びました。その協定内容といたしましては、指

導助言ということで、施設運営に関してですとか、

利用時の入室の判断、あとは保育中の健康管理、

もしも体調が変わった場合、そういう場合の相談

と緊急時の対応ということで、このような内容で

協定を結んでおります。 

  昨年の令和２年度の病児・病後児の利用数が７

名というところで、これは全て病後児利用になっ

ております。 

  昨年は、７月までは利用に制限をかけさせてい

ただいていました。やはり新型コロナの状況が今

よりも分からない状況というところがありました

ので、病後児のけが、外傷の方のみ利用ができま
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すということでご案内をしておりました。７月以

降からは通常の利用ができますよというふうには

ご案内したのですが、その中でもきちんとお医者

さんにもちろんかかっていただいて、感染症の疑

いのない方というところで周知はさせていただき

ました。 

  保育園のほうでも感染対策がしっかりされてい

ることと、あとはちょっと体調が悪ければ自宅で

安静を図るとかというところが徹底されていたこ

ともあって、体調を崩すお子さんが保育園を見渡

しても本当に少ない年でした、昨年は。そういう

こともあっての利用の少なさというのはあったの

かなというふうに思っております。 

  今年の参考までに利用状況なんですが、病児の

利用で今、９月までで11名のお子さんが利用して

いただいている状況です。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  保育士確保の準備金というか、貸付け事業なん

ですが、申請がないというのは、どこに申請がな

かったということなんでしょうか。 

  それから、ファミリーサポートについては、

134ページには利用会員数、減は178名ですが、ひ

とり親家庭はファミリーサポートは使いにくいと

いう現状が分かったということなんでしょうか。

せっかく令和２年度、新規で半額にしますよとい

う、そういう新しい政策を打ち出したんですけれ

ども、それとは全然関係なく、新型コロナの関係

でこういう形になったのか、もう一回お願いした

いと思います。 

  それから、病後児保育のときでも70人くらいい

て、新型コロナの関係もあるかと思うんですが、

病後児保育のときは看護師さんということで、も

ともと病後児保育も六花が関係していたというこ

となのかどうか、ちょっとお伺いします。 

  少ないですよね。本当に今年、令和２年度病児

保育しますよといったら、もう病後児保育もいな

くなっちゃったみたいな、何かちょっとよく理解

が、分からないんですけれども。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  まず、新任保育士の就職支度の貸付事業でござ

いますけれども、申請のほうは町でお受けします。

ただし、その後、町から県社協に進達といいます

か、町を経由して県社協に出しまして、そこで最

終的に決定がされるものでございます。 

  続きまして、ファミリーサポートの利用につい

てでございますが、ひとり親家庭が利用しにくい

のかという点でございますが、こちらは特にひと

り親家庭だからといって利用がしにくいというこ

とはないものと認識しております。全体的に、や

はり新型コロナの影響で早めの保育所や学童から

の降所とか、そういったところを意識していただ

いている結果がちょっと実績となって現れている

のかなというふうには考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 子育て支援

課副課長の田中です。 

  ファミリーサポートセンターの利用実績が令和

元年度と比べて少なくなった理由につきまして、

ちょっと補足をさせていただきますと、学童保育

所の閉所時間が、令和２年度に株式会社アンフィ

ニなったことで夕方６時30分から７時に変わった

といったところで、それまで学童のお迎えでお願

いしていた会員さんがしなくて済むようになった
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というところがすごく大きい要因だったというよ

うにセンターの運営のほうから聞いております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課主幹。 

○子育て支援課主幹（吉田直子君） 子育て支援課

主幹、吉田です。 

  病児・病後児保育の実績数についてお答えさせ

ていただきます。 

  ７名と数字となると本当に少なく、私たちも思

うところではありますが、なぜかと申し上げます

と、私が考える範囲では、こういう状況だと利用

ができますかということでのお問合せも実際受け

てはいないです。やはり新型コロナというところ

で、怪しければ、体調がもう不安であれば、まず

は本当家庭で安静を図るというところが、そこが

徹底できていて、社会的にも、お子さんを預ける

環境的にも、そこは整っていたのかなというふう

には考えております。 

  看護師は常駐で、病児・病後児担当の看護師は

配置、もともと病後児のときからされております。

六花との協定は、病児保育が令和２年10月から開

始になったのですが、そこからの協定を結ぶとい

うことになっておりまして、病後児のときには協

定は結んではおりません。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 令和２年度から保育士就

職準備金貸付事業というのが新たに導入されて、

それで申請がなかったというのはちょっと寂しい

かなというか、新型コロナもあったんですけれど

も、やはりその辺、町が今年はこれやりますよと

言って、県との共同というか、県の話なんですが、

でも新卒の20万円貸付けということで、有利な保

育士確保のためのということでやられて、令和２

年ということで始まった事業ですので、やはりい

ないというのは寂しいというか、周知ですよね。

どういう人々に周知をしたらいいのかというとこ

ろも、ちょっと工夫していただきたいなと思いま

す。 

  それから、ファミリーサポート、今年はひとり

親をファミリーサポート半額にしますよと言った

けれども、予算はあんまり使っていなかったなと。

１万幾らですから、新型コロナという状況だった

から仕方がないのかなというふうに、これはしよ

うがないと思います。 

  あと、病児保育と病後児保育なんですが、病後

児、これも新型コロナですよね。得体の知れない

感染症ということで、皆さんの受け止め方がしっ

かりしたということで、通常ではないということ

でこうなったというふうには思いたいと思います

が、ただ、病児保育に六花が入ったということで、

病児保育室もしっかりと空気清浄機、それなりの

備品を備えましたよね。逆に、病児保育というの

が入ったがために縛りがきつくなるみたいな、そ

ういうことのないよう、これから新型コロナがだ

んだん分かってきたので大丈夫と思うんですが、

六花が入ってきた分、そこにあんまりきつくなっ

たみたいなことになっちゃ、保育園に通わせてい

る親御さんにとっては気の毒なので、その辺はち

ょっと注視していただきたいなと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） １点だけ質問します。 

  簡単な質問なんですけれども、決算書は106ペ

ージ、説明書は133、134ページですね。 

  これまで、あんまり出ていないんですけれども、

この緊急サポート運営事業及びその次のファミリ
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ーサポートセンター運営事業、それぞれ事業委託

料が出ておりますけれども、52万8,000円と349万

8,000円、この委託先をまず教えてください。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 子育て支援

課副課長の田中です。 

  まず、ファミリーサポートセンターの委託のほ

うの委託先は、姫宮にある特定非営利活動法人き

らりびとみやしろになります。 

  緊急サポート事業の業務委託のほうは、特定非

営利活動法人病児保育を作る会という組織となり

まして、事務所が千葉県の船橋市でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 349万円、ファミリーサポ

ート、これはきらりびとみやしろですね。 

  なぜ、これ出したかといいますと、まず緊急サ

ポート運営事業というのは、サポートの会員数は

増えているんですけれども、活動状況はゼロに近

いんです。これはどう見ていらっしゃるんでしょ

うか。それ、聞いておきます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課副課長。 

○子育て支援課副課長（田中啓之君） 子育て支援

課副課長の田中です。 

  緊急サポート事業につきましては、令和２年度、

説明書の133ページにございますとおり、預かり

が１件ということで、合計１件というふうになっ

ております。 

  前年度比でも合計で11件減っているという状況

になっておりまして、原因につきましては、事業

所のほうにもちょっと聞いてみたんですけれども、

はっきりした原因自体は分からないという回答で

したけれども、実際の依頼と提供のプロセスを確

認させていただきましたところ、依頼があったも

のの、あと提供する会員さんとのマッチングがう

まくいかなくてというようなところで、実際にサ

ポートに至らなかったものが数件あったというこ

とでございます。 

  要因につきましては、コロナ禍での外出控え、

あるいは在宅勤務といったところが普及している

ということもあるかと思います。あとは、先ほど

もありましたけれども、ＰＲが足りていないとい

う部分ももしかしたらあるかもしれないなと考え

ております。 

  あとは、すみません、ファミリーサポートと緊

急サポートの優先度というか、まずはファミリー

サポートを使っていただいて、本当に緊急の場合

は緊急サポートを使っていただくという仕分けを

しておりますので、緊急サポートのほうはもとも

と少なくて当然というようなところも担当として

は捉えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 今の説明は納得できません。 

  要するに、先ほどおっしゃったように、子育て

支援課の令和２年度の決算、これ需要と供給のマ

ッチングができていませんね、正直言って。児童

福祉総務費、これ子育て支援課がほとんどですよ

ね。これ、支出は５億7,000万円。これは新型コ

ロナ関連費用抜いて歳出が５億7,000万円です。

総額の約５％、これ、子育て支援課の事業に充て

られているわけです。 

  私は、これは少ないとは、あるいは多いとは、

そういうふうに言っているわけじゃないんです。 

  最後にまずはファミリーサポートで、次に緊急

の場合は緊急サポートで、何でこんな仕分けする

んですか。一本でいいじゃないですか。 

  そのために、事業委託料が52万円と349万円、
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これより少なくなっちゃいますよ、委託料は。何

でこんなばらばらにするんですかね。分からない。 

  この５億円を使って子育ての支援を行ってこら

れて、なおかつ、何十年と言ったらちょっと語弊

がありますけれども、依然として出生率が向上し

ない。それは、子育ての安心・安全にあるのか、

これがやっぱり十分あれされてないからそうなる

のか、あるいは、経済的要因がそうさせているの

か、何がそうさせているのか、よく分からない。

答えがなかなか出てこないんですよね。 

  ずっと子育て支援課の全ての事業を見させてい

ただいてはいるんですけれども、宮代町に関して

は、ほかの課も恐らくそうなんですが、事業の見

直しというのをあんまりやっていないんですよ。

ずっと続いているもの、そのまま引き継いでやる

と。確かに廃止事業もありますけれどもね。 

  子育ての場合は、全部国と県の支出金が出てい

ますよね、一事業を除いて。いわゆる独自財源で

事業展開しているというのはあんまりないんです。

だから、難しいというのは分かるんです、ひもつ

きだから、それぞれが。その点、副町長もよく検

討いただいて、令和４年度のほうにあれしていた

だきたいかなと、そういうふうに思っております。 

  皆さん、職員の方、一生懸命やられているんで

すよね。どうしたら本当にこちらが用意したメニ

ューに、たくさんの子育てに携わっている皆さん

がやってきて、これを使っていただくということ

ができるのか。単純なＰＲでは、なかなかやっぱ

りいかないと思います。やっぱり需要の分析が十

分ではないのかなと、こういうふうに思って私の

質問を終わります。副町長、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。よろしくお願い

いたします。 

  ４年前の12月議会なんですけれども、新井町長

になった初議会です。そこでお願いしたのは、町

長選挙で応援してくれた業者さんにこれから税金

をたくさん使うことをしないようにとくぎ刺した

んです。ですから、結果を知りたい。 

  つまり榎本町長時代に、認定ＮＰＯ法人きらり

びとみやしろ、アンカルク株式会社、株式会社深

井建築設計事務所、幾らの税金が使われていたの

か、４年間で。そして、新井町長の４年間では幾

ら税金が使われたのか、それをちょっと比較した

い。これ、課がまたがっていますけれども、全部

の決算に関わることなんで、できましたら決算の

採決の前までに数字をいただけたらと思います。

今すぐ出ないでしょうから。よろしくお願いいた

します。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５３分 

 

再開 午後 ４時１０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  金子委員の質疑に対する答弁からお願いいたし

ます。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  それぞれの委託先の金額を申し上げます。 

  まず、ＮＰＯ法人きらりびとみやしろでござい

ますが、こちらはファミリーサポート運営委託料

として349万8,000円お支払しております。 

  また、アンカルク株式会社でございますが、こ
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ちらは地域子育てサロン事業と子育て支援ウェブ

サイト運営委託費用としまして、合計で197万

3,840円支出しております。 

  あと、株式会社深井建築設計事務所でございま

すが、こちらはいちょう分室賃貸料といたしまし

て、185万円を支出しております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） ありがとうございます。よ

く分かりました。 

  そうしましたら、今回、新井町長の４年間の総

決算でもありますので、令和２年度の決算を評価

するためにも、やはり４年前、引き算すると2016

年度の決算の数字も知りたいと思いますので、出

していただけるんでしたら、決算委員会の採決前

に出していただきたいと思います。 

  出していただけるかどうかだけ返事をお願いい

たします。榎本町長の最後のとき、４年前。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  子育て支援課長。 

○子育て支援課長（横内宏巳君） 子育て支援課長

の横内でございます。 

  こちらの３社の支出につきまして、子育て支援

課分の所管ということになりますが、資料をお作

りしてご提供させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） ありがとうございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

で子育て支援課の質疑を終了いたします。 

  休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時１３分 

 

再開 午後 ４時２５分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（健康介護課） 

○委員長（丸藤栄一君） これより健康介護課の審

査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課の審議

をよろしくお願いいたします。 

  健康介護課長の井上です。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 皆様、こんに

ちは。健康介護課副課長の稲宮でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○健康増進室長（竹花 治君） 皆さん、こんにち

は。健康増進室長の竹花と申します。よろしくお

願いいたします。 

○健康増進室主幹（野口延寿君） こんにちは。健

康増進室主幹の野口と申します。よろしくお願い

いたします。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 介護担当主査

の小林と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  一般会計分の歳入歳出、一括して質疑をお受け

します。ただし、特別会計は入りませんので、ご

注意ください。 
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  質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。１点質問をさせ

ていただきます。 

  決算書の120ページ、成果書149ページの母子保

健事業です。 

  こちらの中の訪問支援ということで、赤ちゃん

の訪問という生後４か月までの全戸訪問事業とい

うことなんですけれども、こちら、195人で全員

ということでよろしいのでしょうか。 

  あと、この153ページの訪問支援という、これ

についても教えてください。お願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。いただきましたご質問にお答え

申し上げます。 

  説明書の153ページの赤ちゃん訪問事業、195件

が全件かというご質問でございますけれども、こ

ちらにつきましては、おっしゃるとおりでござい

ます。実際に訪問した方が195名と面接した方が

１名ということでございます。 

  ４か月までの全戸訪問事業でございますので、

出生数とはまたずれてきてしまうというところで

ご理解いただきたいと思います。 

  その４か月児までのところでは196件の方々で、

195件の方に実際の訪問と１名の方に面接をした

ということでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  全員に訪問をしているということで、承知をい

たしました。 

  あと、152ページの訪問支援ということなんで

すけれども、こちらのうちの赤ちゃんの訪問が

195件と面接１件ということで、そのほかの訪問

もあるという意味でよろしいんでしょうか。 

  この訪問というのは、どういうことで訪問され

たのか、お伺いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきましたご質問、成果書の152ページの

訪問支援のところの新生児とか乳児というところ

の数のことかと思いますので、そちらにつきまし

て申し上げます。 

  こちらにつきましては、赤ちゃん訪問の時点で

一度お会いして、その後で必要なことがあれば、

またさらに訪問させていただいたりとかというこ

とで行っております。 

  また、乳児につきましては、実際にはこれ重複

している部分もございますので、そちらもご理解

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  重複しているということで承知をいたしました。 

  幼児、小学生、妊産婦ということなんですけれ

ども、こちらはどのようなことで訪問されたのか、

もう一度詳しくお伺いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました説明書の152ページのご質問で

ございますけれども、幼児とか小学生につきまし

ては、継続して支援する方々もいらっしゃいます

ので、そういう方々に訪問させていただいて支援

を行ったりとかしているところでございます。 
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  また、妊産婦の方におかれましても、母子健康

手帳を発行した後に、いろいろな部分で不安を持

たれていらっしゃる方々に対して対応させていた

だいているということでご理解いただきたいと思

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  承知をいたしました。 

  こちらの訪問していただいている方は保健師さ

んということで、妊婦さんやお子さんのことで訪

問して様子を見てくださっているということで、

やっていただいていることで承知をいたしました。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いいたします。２点質問させていただきま

す。 

  まず、１点目なんですけれども、決算書118ペ

ージ、説明書は146ページになります。 

  保健衛生総務事業の中で、献血推進事業になり

ます。 

  この146ページの真ん中の表、こちらになるん

ですが、平成30年度では332件で、令和元年度で

は274件ということで、58件減っております。令

和２年度は147件ということで、127件減っている

ということで、これはコロナ禍で日本工業大学の

ほうで何かやられていないということも反映して

いると思うんですが、だんだんと少なくなってき

ていると思うんですが、これについてどのように

お考えか、お伺いいたします。 

  その中で、東部消防組合宮代消防署、春と冬、

これ、令和元年度からやられていないんですけれ

ども、なぜやらなくなったかを教えてください。 

  それと、２点目なんですが、決算書ですと120

ページです。説明書は同じく146ページになりま

す。 

  医療介護障がい者福祉分野への応援給付金につ

いてお伺いいたします。 

  該当医療機関が30件で、介護施設が46件、その

中で申請施設が28件と45件ということで、この該

当施設から減っているというのはどういう内容で

減ってしまったのか。それから、あとこの給付金

というのはどのような形で払われているのかをお

聞きいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました説明書の146ページ、まず献血

事業でございますけれども、こちらにつきまして、

日本工業大学さんのほう、数が減っているという

ところでございますけれども、こちらにつきまし

ては大学さんと埼玉県日本赤十字血液センターも

踏まえまして、授業とか一応効率がよいところで

何とか確保できるようにという日程は組ませては

いただいているんですけれども、なかなかやはり

増えてこないというところが現状でございます。 

  昨年度、令和２年度については、過去の失敗の

部分を踏まえて、ちょっと日程のほう調整したと

ころではあったんですが、先ほど委員さんのほう

もおっしゃったようにコロナ禍ということで、ち

ょっと秋のほうの部分ができなかったというとこ

ろになっておりますので、数のほうがまた少し増

えていないという状況にあるということで、ご理

解いただきたいと思います。 

  また、東部消防組合さんのほうなんですけれど

も、こちらにつきましては、平成30年度も１回目

で７名で、２回目で３名ということで、バスのほ

う出したりとかというところも含めて、効率が非
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常に悪いというところで、埼玉県日本赤十字血液

センターのほうでちょっとこちらのほうは継続す

るのが難しいということでお話のほうがございま

したので、了解させていただいたというところで

ご理解いただきたいと思います。 

  また、下の医療介護障がい福祉分野への応援給

付金につきましては、一応、当該施設に関しては、

施設に対してこういうことで給付金がございます

というご案内のほうさせていただいて、ご希望す

る場合にはそのまま申請をしていただきたいとい

うことでお手紙のほう出させていただき、またそ

れに指定の口座というところも書かせていただい

ていますので、申請された方々というか、施設に

ついては、その指定された口座のほうに振り込ま

させていただいているという状況にございます。 

  ですので、実際に30の医療機関に通知は出させ

ていただいていますが、28しか来てないというこ

とで、残りの２つについてはどのような理由でこ

ちらのほうに申請しなかったというところまでは、

ちょっと理由までは把握していないというところ

でご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  献血なんですけれども、私も学生時代は、東京

に行っているとき月に１回やっていたんですね。

後で聞いたら、月１回やるのは体を壊してしまう

とか言われて慌ててやめてしまったということも

あったんですけれども、やはり献血というものは

大事なことだと思っておりますので、町としてこ

の献血をやられるときに、どのような周知をされ

ているかをお聞きいたします。 

  あと、２問目のほう、応援給付金のほうなんで

すけれども、この支給のやり方というんですか、

一律ではないと思いますので、どのような分配方

式で支給されたかをお聞きしていたわけなんです

が、その点についてはお答えなかったと思うんで

すが。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました説明書の146ページでございま

すけれども、まず給付金の内訳でございますけれ

ども、診療所に20万円、歯科診療所に10万円、保

険医療機関について５万円というところでご理解

いただきたいと思います。 

  献血のＰＲでございます。 

  こちらにつきましては、広報紙とホームページ

で周知のほう行わせていただいているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  そうしますと、大きなポスターか何かを町に貼

り出すとか、庁舎内に貼り出すとか、そういうこ

とは行ってはいないということですね。分かりま

した。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） お願いいたします。 

  先ほど子育て支援課に伺ったんですけれども、

お金をどういうふうに使われたかというのも大事

ですけれども、どこに使ったかということも大事

なことなので、認定ＮＰＯ法人きらりびとみやし

ろとアンカルク株式会社と株式会社深井建築設計

事務所に令和２年度は幾ら払われたのか、それと

４年前の2016年度は幾ら払われたのかを尋ねたん

ですけれども、健康介護課でももし支払っている
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ようでしたら、その金額を教えていただきたいと

思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。 

  今ご質問があった３社に対しては、昨年度、契

約としてお支払いした実績はございません。 

  2016年については今手元に数字がありませんの

で、確認をして後ほど報告をしたいと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） ありがとうございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。それでは質問さ

せていただきます。 

  説明書の30ページ、敬老会の事業でございます。 

  この自治会が３自治会となっているんですけれ

ども、これは健康介護課での指導の結果が３とい

うことになってしまったのかどうか。それとも、

これは自治会の判断で３自治会になってしまった

のか、その辺のところを教えていただきたいなと

思っております。 

  それと、説明書の144ページです。 

  低所得者の利用者負担、これは介護サービスだ

と思うんですけれども、313名に助成したという

ことなんですけれども、313名というのは介護利

用者の何％に当たるのか。また、所得ですね。幾

ら以下の人に支給したのかどうか。その辺のとこ

ろ、分かれば教えていただきたいなと思っていま

す。 

  あと、説明書の146ページです。 

  医療介護障がい者福祉分野への応援給付金です。 

  応援給付金は申請されれば、これはすぐに応援

給付金というのは医療機関に、こういう医療機関、

介護機関とか、障がい者とかあるんですけれども、

申請されれば、これ、審査しないでそのままやっ

てしまうのかどうか、支給してしまうのかどうか、

その辺のところをお願いします。 

  あと、この辺で医療機関では２つ申請は、当該

施設30あって申請が28だということなんですけれ

ども、これは受けなかった理由というのはどうい

うことなのかなと、ほかのところもね。ちょっと

教えて。146ページの医療介護障がい者福祉分野

への応援給付金ということでなっているんですけ

れども。 

  分からないんですか、それは。相手がいること

で。まあ、いいや、ちょっと説明お願いします。 

  あと、説明書の153ページですか、これは先ほ

どの説明もありましたけれども、全員にやったと

いうことで結構です、それで。全員やったんです

よね。全員の訪問したということで分かりました、

それは。 

  あと、成果書の155ページの不妊治療費助成事

業です。 

  これは、県と町のほうで出しているんですけれ

ども、不妊治療というのはお金が相当かかるんで

すよね。多額になるということで、県や国に働き

かけて助成金を増やすようにするべきじゃないか

なと思っているんです。 

  成果として、令和２年度で７人の方が妊娠した

ということなんで、できればそういうのを働きか

けという考えがあるのかどうか、その辺のところ

をお願いします。 

  あと、最後に質問するのは、説明書の157ペー

ジの福祉医療センター六花、議会でも私述べたん

ですけれども、六花というのは公設だということ

で、町民の命と健康を守る医療機関として設立さ

れていると思います。しかし、現在コロナ禍で宮

代町民の大勢の人たちが苦しんでいる。このまま
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で町は健康介護課としていいのかどうか。その辺

のところを何かありましたらお願いします。 

  あと、コロナ患者や発熱患者も受け入れるよう

に町としては指導するべきじゃないかなという感

じはするんですけれども、その辺のところもお願

いします。 

  もしそれが受け入れられないという場合は、仮

設の施設を使って、この六花の医師や看護師を派

遣をし、介護に当たるべきじゃないかなという感

じはするんですけれども、それらが町民に受けら

れる私は道じゃないかなと思っているんです。仮

設用としては、六花からも近い保健センター内に

ある旧社会福祉作業所もあるんで、そういうとこ

ろも利用してやったほうがいいんじゃないかなと

いう感じはするんです。 

  どうしても自宅療養だと、医療設備もなく、家

族にも感染するということで、また独り暮らしだ

といつどうなるか、症状が悪くなっていくか分か

らないということで、そういうところで野戦病院

とニュースなんかで言っていますけれども、仮設

の医療センターみたいなのをつくって、そこで六

花の先生を派遣して見るべきじゃないかなと私は

思っているんです。その辺の考え方、健康介護課

としての考え方あるかどうか、その辺のところお

答えください。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  まず、１点目のご質問でございます。 

  説明書30ページの地域敬老会支援事業の関連で

ございますが、説明書に記載のとおり、令和２年

度におきましては、地域敬老会は２か所、３自治

会が開催をされております。 

  その前年度、令和元年度におきましては、77の

自治会のうち67自治会、８割を超える多くの地域

で敬老会が開催されておりましたが、令和２年度

におきましては、新型コロナウイルスの影響によ

りまして、多くの自治会が開催を見送ったという

経緯がございます。結果的に、こちらにあります

ように２か所、３自治会。１か所は２つの自治会

で合同でやっておりますので、３自治会でありま

すが、会としますと２か所ということでございま

す。 

  地域敬老会につきましては、平成24年度までは

町が主催をしておりましたが、平成25年度からは

地域のコミュニティの醸成ということを目的とし

まして、地域が自主的に開催するもの、敬老会と

して開催をしていただいております。したがいま

して、今回、この令和２年度の地域敬老会におき

ましても、あくまでも地域が自主的に開催をした

敬老会ということでございます。 

  しかしながら、コロナ禍の中で敬老会を開催す

るに当たりまして、どういった形で開催をすれば

いいかという形で事前にご相談はいただいており

ます。なるべく多くの方に参加していただきたい

という地域の希望もございますが、やはり感染の

拡大防止ということもございますので、いかにそ

れを工夫しながらやっていくかということで、そ

の地区の代表の方と町のほうで何回かご相談をさ

せていただいて、こういう形で開くとどうでしょ

うということで助言のほうもさせていただいて開

催をしたというふうに聞いております。 

  従来ですと、余興をやったりですとか、飲食を

やったりとかいう形の敬老会というのが多いと思

うんですが、今回はたしかＤＶＤを使って鑑賞を

するような形で、なるべく会話を控えて、密にな

らないような形でやったというふうに１か所聞い

ております。 
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  それから、２点目のご質問でございます。 

  説明書の144ページの低所得者利用者負担対策

事業の関係でございます。 

  こちらは記載にありますように、令和２年度に

おきましては313人の支給がございました。それ

が全体のどのくらいかというご質問でしたが、被

保険者の数というのがおよそ１万1,000人ぐらい

でございますので、そのうちの313人ということ

ですから、およそ３％ぐらいというふうにお考え

いただいて結構じゃないかと思います。 

  その低所得の基準というか、内容でございます

けれども、こちらは助成の対象者の条件といたし

まして、介護保険の負担限度額認定を受けた方が

対象となります。では、その負担限度額認定はど

ういう基準かと申しますと、幾つかあるんですけ

れども、まず１点目として、住民税が非課税世帯

の方というのが１つの条件でございます。それか

ら、もう一つの条件というのが預貯金の金額によ

るものがございまして、配偶者がいない方は

1,000万円、そして配偶者がいる方は合計2,000万

円というのが令和２年度におきましての基準とい

うことで、その低所得者の該当する基準というふ

うに設けさせていただいております。 

  ちなみに、助成の割合でございますが、居宅サ

ービスの利用分については２割、そして、施設サ

ービスの利用分については１割というふうになっ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  説明書の146ページ、医療介護障がい者福祉の

応援給付金についてご質問でございますけれども、

こちらにつきましては、該当する施設ということ

でこちらが事前に把握させていただいたところに

お送りしていますので、あえて審査とかせずにそ

のまま申請が上がってきたところにお出ししてい

るというところでご理解いただきたいと思います。 

  続きまして、説明書の155ページの不妊治療の

助成事業というところでございますけれども、確

かに委員さんおっしゃるように治療費というのが

高額ではございますけれども、今現在のところ、

ここの部分について増額する予定はなく、今後い

ろいろな部分を踏まえて、必要に応じて増額も検

討させていただきたいというふうには考えており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。 

  私からは、六花の件についてお答えをしたいと

思います。 

  このたび、コロナウイルス第５波というんです

かね、非常に拡大が進行しておりまして、多くの

皆様が感染され、あるいは在宅での療養を余儀な

くされて、非常に大変な思いをされているという

ことと思います。こうした中での六花の役割でご

ざいますけれども、建物としては非常に立派な建

物でございますので、多くの町民の方からもご期

待いただくのは、これはやむを得ないことかなと、

当然のことかなと理解はしております。 

  しかしながら、健康介護課長として申し上げる

ならば、六花には老人保健施設もございますし、

通常の診療行為も行わせていただいております。

そうした中で、あの建物、それから体制を維持し

ていくためには、もう何でもかんでも受け入れま

すというわけにはいかないわけでございまして、

その点はご理解を一ついただきたいというふうに
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思っております。 

  もう一つ、感染者の方を受け入れるための施設

ということの話がございました。 

  今回感染症でございますので、国、あるいは県、

それから私ども地方自治体、市町村ですね、それ

ぞれやはり役割がございまして、その役割の中で

精いっぱいやらせていただいているつもりでござ

います。 

  そうしたことから、町では、ご覧になった方も

あるかと思いますが、在宅の方への食料支援をさ

せていただいておりまして、併せてパルスオキシ

メーターも必要な方にはお貸出しをさせていただ

いております。さらに、使わなくて済むことを願

っておりますが、酸素を供給する機械もご用意さ

せていただいておりまして、こういったところで、

今の六花のサポートを得て手当てをしていくとい

うこと、体制を整わせていただきました。 

  つまり、宮代町として在宅の方、町民の方の安

心をお届けするための準備はさせていただいてお

りますので、ご理解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 説明書の30ページの敬老会

事業なんですけれども、３自治会、２か所でやっ

たということなんです。これは町のほうの指導で

やったのかどうか分かりませんけれども、要する

に自主的に敬老会をコロナ禍で行わなかったとこ

ろが圧倒的に多いということなんです。その中で、

町のこの指導の説明なんですけれども、ここに成

果書に書いてあるんですよね、30ページの中に。

えっと思ったんですけれども、これはやるという

ことを前提に指導しているということだと思うん

で、地域敬老会の開催方法の資料を配布、敬老会

の開催を奨励するために開催した様子を収めた動

画を貸し出している。でも、地域の人はコロナ禍

でちょっと心配だということでやっているんだけ

れども、町のほうはそういうのを無視している感

じが、この説明の中では見受けられるような感じ

がするんです。その辺のところが、地域の敬老会

開催する団体と町のほうの考え方がちょっとバラ

ンスが違うんじゃないかなという感じがするんで

すけれども、その辺のところは、町としてはその

地域の様子を考えないでそういうことをやってい

るのかどうか、その辺のところのあったら、一つ

お願いしたいと思っているんです。 

  それと、低所得者ですか、313人、３％ぐらい

かなということで言っています。例えばその対象

者の預貯金が1,000万円以下ということ、これは

どうやって調べるんですか。対象者1,000万円あ

るのか、配偶者だと2,000万円までだということ

で、これは強制的に調べるんですか。ちょっと分

からないんだけれども、どうやって調べているの

かなという感じがするんですよ。住民税や非課税

は分かりますよ、これは。預貯金までは分かるの

かなという感じはするんですよ。その辺のところ、

どうやって調べているのか、ちょっときちんとお

っしゃってください。 

  それから、説明書146ページの医療介護障がい

者福祉分野への応援給付金、これと該当施設は30、

46、13とありますけれども、申請施設者が28、45、

13、これは理由は分からないと思うんですけれど

も、町として把握している範囲でも結構です。こ

ういうことで申請しなかったんだよという例があ

れば、一つお願いします。 

  あと、赤ちゃんの全戸訪問やっているというこ

とでは、これは前段の人で分かりました。 

  あと、155ページの不妊治療助成事業、これ、

今現在は増額するつもりはないんだけれどもとい

うことで言っていましたけれども、将来的にどう

いうふうなことを考えているのか。ありましたら、
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その辺のところもお願いします。 

  実績として７人の方が妊娠したということです

から、町に貢献しているのかなという感じはする

んで、やはり大勢いると思うんですよ、これで苦

しんでいる人が。ぜひ前向きに考えていってほし

いなという感じがするんです。 

  あと、最後に152ページの福祉医療センター六

花のことなんですけれども、町のほうで精いっぱ

いやっている、酸素吸入のもやるんだということ

で言っていますけれども、実際に独り暮らしで在

宅でされている方は、いろんなテレビニュースな

んかも聞いているんですけれども、死亡したとか、

急に変わったとか、容体が、それを把握しなくち

ゃいけないと思うんです、いくら用意をしていた

と言っても。どうやって把握しているのか。万が

一それがなった場合は大変なこと、命に関わるこ

とですから、その辺のところを町としてどういう

ふうに考えているのか。 

  私は、やっぱり保健センターの近くにあるとこ

ろとか、いろんな考えられると思うんですけれど

も、それで六花の先生に診てもらうか、民間の先

生に診てもらう。定期的に行ってもらってね。そ

うすれば、毎日見られるんじゃないかなという感

じがするんですよ。看護師さんでもいいし、様子

を見に行く。そういうことが必要じゃないかなと

いう感じがするんですけれども、その辺のところ

がどうなんでしょうかね、町としての考え方は。

あったらおっしゃってください。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  まず、１点目のご質問にお答えいたします。 

  敬老会の関係でございますが、令和２年度にお

きまして開催された敬老会が２か所、３自治会で

ございます。 

  説明書には、敬老会の開催のための資料を配布

という形、あるいは開催した様子を収めた動画を

貸出ししているという形で記載はしております。 

  この敬老会の開催というものは、あくまでも地

域が判断において行うものというふうに考えてお

りますので、例えば町が開催したほうがいいとか、

開催しないほうがいいとかいう形で、特に強制な

り指導をするということはございません。あくま

でもその地域の中でのご判断によって、敬老会の

開催の有無を決めていただくという形でやってお

ります。 

  もしその地域の中で敬老会を開催するといった

場合には、こういった形で開催をしたらどうでし

ょうかという注意点などをお示ししたもの、ある

いは開催するに当たって、こういう形で開催がで

きますよという形での助言、アドバイスをしてい

る形なので、決して町のほうから開催をしたほう

がいいとか、しないほうがいいとかいう形で指導

とかをしているものではございませんので、地区

の判断によるという形で考えております。 

  それから、２点目のご質問でございます。 

  預貯金の照会に関してでございますけれども、

先ほど申し上げました条件の中で、配偶者のいな

い方が1,000万円、配偶者がいる方が2,000万円と

いう預貯金の額があります。これは申請の際にあ

くまでも自己申告という形で、ご本人の申請で通

帳のコピーをつけていただいて申請をしていただ

いております。 

  ですので、町のほうから、それを何らかの手段

によって金融機関のほうに調査をかけて預貯金の

額を調べるといった方法は取っておりません。あ

くまでもご自身の自己申告、通帳のコピーをつけ

ていただいていますけれども、自己申告という形
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で申請をお受けしております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  説明書の146ページの給付金の関係でございま

すけれども、前段の委員さんにも申し上げました

ように、申請しない理由については、こちらで把

握していないような状況でございますので、ご理

解いただきたいと思います。 

  また、２点目の同じく説明書の155ページの不

妊治療のところでございますが、こちらにおきま

しても、国・県及び近隣の状況を踏まえて今後検

討していきたいというところの回答でございまし

たので、そちらについて、またご理解賜りたいと

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。 

  感染者の対応につきまして、ご提案ありがとう

ございます。 

  今回、先ほど言ったように第５波ということで、

非常に多くの方が感染されて陽性判定をされて、

なかなか病院にも入れない、自宅で看護せざるを

得ないという状況が各種報道で伝えられておりま

す。 

  当然そういった中では、テレビなんかのワイド

ショーなんかですと、どこかに感染した人を集め

て隔離をすることによって、さらなる感染を防ぐ

というコメントもなされていますので、確かに物

理的には有用な方法なんだというふうに思います。

感染が広がらないという点でですね。 

  ただ、この感染というのはやはり波があります

ので、常設で大きい施設を全ての自治体が持つと

いうことは、これはやはり現実的ではないと思っ

ております。そうしたことがあって、県、あるい

はそういった大きい市町村の役割というものがあ

りますので、それはそれとして、やはり立場、役

割というのが違いますので、そこについては、町

としてできること、やるべきことをきちんとこれ

からも対応していきたいというのが考えでござい

ます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  これは本当、説明書30ページの敬老会事業なん

ですけれども、あくまでもこれは各自治会の開催

団体の自主的な考えだということで、町としては

指導していないと、こういうことで私は今現在受

け止めているんですけれども、ただこの資料の説

明の中によると、30ページのことなんですけれど

も、開催を奨励するためにということで書いてあ

るんですよ。ここのところが、町のほうではこれ

は勧めるということの意味をするんじゃないかな

と。こういうことはやっぱり書かないほうがいい

んじゃないかなと思うんですよ、もし自主的なこ

とだったら。奨励するために、このコロナ禍と自

治会はみんなほとんどのところがやめているのに

町のほうで奨励している。ちょっとおかしなこと

じゃないんですか、これは。と私は思っているん

です。これはお答えいただかなかったら答えなく

ても結構です。もし答えられるんだったら答えて

ください。 

  あと、この説明書144ページの医療介護の申告

の1,000万円、コピーをということを言っている

んですけれども、これは通帳のコピーなんですか、

それとも個人のありませんという、ただのそれだ

けのコピーなんですか。コピーを提出してもらっ
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ているということなんですけれども。よく分から

ない、その辺のところが。どうやって調べている

のか。まさか本人の申請で、3,000万円も5,000万

円もあっても、いや、900万しかありませんよと

言ったら、それで通ってしまうんですか。その辺

のところ、もう少しきちんと。多分、通帳出して

もらうんだと。でも、通帳でも、幾つか持ってい

たら分からないですよね。その辺のところ、町と

してどうやって把握しているのか、ちょっと詳し

くお願いしたいんですけれども。 

  それと、不妊治療はほかの周りの情勢を見てか

らということで言っていますけれども、町のほう

としても、そういう治療を積極的に人口増、また

宮代町に定住させるためにも必要じゃないかなと

いう感じはするんですけれども、積極的に応えて

やってほしいというのが私の考えなんですよ。そ

れは周りの情勢を見てからやるということですの

で、考えていってほしいなという感じはします。 

  157ページの六花のことについては、内容は分

かるんですけれども、宮代町民も340人近くにな

っていますよね、感染者が。自宅療養している人

もいると思いますよ、かなり。自宅療養している

人は自分で命がもつのかどうかと、いつも心配し

ていると思いますよ。感染して、そういう独り暮

らしなんか特にそうなんですけれども、見回りと

いうのはしているんでしょうか、感染した人の。

町としてどういう考え持っているのか。きちんと

やっぱり把握する必要があるんじゃないんですか。

分からないなら分からない、把握してなかったら

把握してないでも結構ですよ、今現在は。でも、

将来はこういうふうにやっていただきたい。これ

からも、このコロナ感染症だけじゃ、万が一将来

あった場合、心配ですよ、私は。その辺のところ、

よく答えていただければありがたいなと思ってい

ます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  まず、１点目の敬老会の関係でございます。 

  委員のご質問のとおり、説明書の30ページには、

地域敬老会開催促進のためのＰＲ及び説明という

ことで、敬老会の開催を奨励するために動画を貸

出ししていますというふうに記載をいたしており

ます。 

  その上の行ですけれども、実際、開催方法の資

料については配布をしておりますが、この動画の

貸出しにつきましては、コロナ禍の中での開催を

奨励するために貸出しをしていますということで

はなくて、あくまでも敬老会全体、コロナ禍とい

うことに関係なく、敬老会の開催自体を推奨する

ために貸出しをしていますということで捉えてい

ただきたいなというふうに考えております。 

  実際、文書の中でも貸出しをしていますという

ことで、貸出しをしましたということでの報告で

はありませんので、全体論として貸出しをしてい

ますという形で奨励をしているものというふうに

ご理解をいただければというふうに思っておりま

す。 

  それから、２点目の預貯金の残高の確認でござ

いますが、こちらは例えば申立書のような形で出

してもらうのではなくて、あくまでも通帳そのも

ののコピーを提出していただいております。通帳

の記入をした後、一番最後のページというんです

か、その下が空欄になっておりますんで、どこの

部分が一番直近の記入かというのが分かりますん

で、そこの部分をコピーをしていただいて、提出

をしていただくことによって残高を確認しており

ます。 
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  委員さん、おっしゃられるように、その方が幾

つ口座をどこに持っているかということは、こち

らでは物理的に確認のしようがないことになって

しまいますので、あくまでもご本人様の申告によ

るものとして捉えておりますので、そのお持ちに

なっている口座については、全てコピーを提出し

ていただくようにお願いはしておりまして、その

通帳そのもののコピーで残高を確認しております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました説明書の157ページ以下のとこ

ろの分でございますけれども、先日の新聞報道で

もなされたように、埼玉県では感染者の情報を市

町村に今までずっと流していなかったという報道

がされたところでございます。 

  こちらにつきましては、以前から委員さんとか

に感染者の情報とかって町で把握していないのか

というところで何度もご質問されたところでござ

いますけれども、まだそこの部分が、県が今まで

とちょっと状況を変えてきまして、今後において

は少しずつ、その感染された方が状況を市町村に

対して出してもよいというようなご理解を示され

ていらっしゃる方については、恐らく市町村に対

しても連絡が入ってくるようになると思います。

でなければ、逆に先ほど課長のほうが答弁させて

いただいた、置き配ですとか、パルスオキシメー

ターを誰に貸すとかということが一切できません

ので、そういう方々の情報というのは入ってくる

とは思うんですが、そうでない方々については、

多分また今後においても情報が入ってくる可能性

は少ないと思いますので、委員さんがおっしゃっ

たような形で在宅療養されていらっしゃる方、全

て見回りができるかといったら、多分、今後にお

いても難しいような状況が続くのではないかなと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  この313名、何％に当たるということなんです

けれども、通帳のコピーをということなんですけ

れども、例えば銀行なんかじゃ1,000万円以下の

通帳しかありませんよね、たしか。100万円か、

ちょっと忘れましたけれども、そういうコピーを

１つだけ出してということになってしまうと、や

っぱりこの人は所得制限にかかっていないという

ことで受けられるということを意味しますよね。

ぜひ、それはそれでいいんですけれども、これは

自主性に任せるということなんですけれども、本

当に困っている人、私はそっちを心配しているん

ですよ。本当に困っている人、制限されたら困っ

ちゃうなという感じです。こういうことなんです

よ。そういう人はいませんよね。本当に困ってい

る人を制限しているということはありませんよね。

確認の上ですけれども。 

  あとは、これの六花のことは町の限度があると

いうことで説明されたので、一応、今のところは

納得いたしました。 

  以上、１つだけお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問の低所得者利用者負担対策事業の件でご

ざいますが、繰り返しになりますが、あくまでも

預貯金の残高についてはご本人様に全てお出しく

ださいという形でお願いしているもので提出して

いただいております。 
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  また、この制度の中で、条件に該当する方につ

きましては、例えば人数の制限とか予算の制限と

いうものは特にございませんので、条件に合った

方であれば、皆さん申請していただいて支給をで

きるというふうになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  決算書120ページ、成果書147ページ、１点だけ

お願いします。 

  保健予防事業の定期予防接種の子宮頸がん予防

に関してですが、米印で令和２年10月に対象者に

郵送したというふうに書いてあります。対象年齢

になっていますということを郵送したとあります

が、これは何名にされたのか、お伺いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  今の説明書の147ページの子宮頸がんワクチン

についてのご質問ですけれども、大変申し訳ござ

いません、手元に何名の方に通知をしたかという

資料がございませんので、後ほど資料のほう提出

させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） よろしくお願いします。 

  初めて５名というか、ここのところずっとゼロ

だったのが５人になっています。これはこの郵送

したのも影響されているのかなと、効果が出てい

るのかなと思いますが、これはずっと続けていく

ということでよろしいのでしょうか。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  ただいまの説明書の147ページのところのご質

問でございますけれども、令和２年10月に初めて

国から、今年度対象になっている方々におきまし

ては、積極的な勧奨はしていないんだけれども、

きちっと通知をするようにというところで、市町

村に対して正式に通知が出されたところでござい

ます。 

  また、最近の流れですと、婦人科学会とかでも

少しこちらのほうもちょっと積極的に推奨すべき

ではないかというお話が出てきていますので、今

後において恐らくこの通知というのはもっと早い

時期の４月ぐらいとかに通知のほう出させていた

だいて、もっと積極的に接種をしていただくよう

な形になるのではないかというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  ということは、令和３年度はまだ郵送は、通知

は出しているとか、出していないとか、その辺と

いうのはいかがなんでしょうか。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。ただいまのご質問にお答え申し

上げます。 

  令和３年度においては、まだ通知のほうは出さ

せていただいていない状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 分かりました。 

  国から出ていないということで、10月に例えば

出したときは、もう半年しかないわけですよね。
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今、ご答弁いただいた、もう４月の時点で分かっ

ていたら、あなた、対象年齢ですよと出したら、

対象者に対する割合というのも多くなるのかなと

いうふうに思っています。 

  海外では、もうこれ当たり前のようなところで、

日本が過敏になってしまったところが出ているの

で、これは郵送、令和２年度については、その通

知を出したことに対して問合せというのは何か来

ていますか、保健センターに。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。いただきましたご質問にお答え

申し上げます。 

  実際に手紙を出してからというのは、問合せと

かは結構増えました。 

  まだ積極的な接種勧奨ではないというところを

申し上げますと、なかなかそこで、じゃ、何で手

紙をよこしているんですか、これって出したこと

自体が積極的な勧奨ではないかとか、そういった

ご意見等もいただきながらというところで進めて

いる事業でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  厚生労働省というか、国の動きから来るもので、

なかなか市町村での判断というのは難しいのかな

とは思いますが、一応、令和２年度の当初予算で

は５人分を出されていたので、５名しっかり受け

られたということはよかったのかなと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。お願い

いたします。 

  147ページの米印のロタウイルスワクチンが定

期接種開始となったというのは、これ私も聞いた

んですけれども、これの人数、ロタリックス、ロ

タテックという対象年齢と、あと対象者のうち何

人打っているのかとか、そういうこと、ちょっと

ロタウイルスワクチンを打ったと聞いて、私、何

だろうと、ちょっとすみません、思ったら、ここ

にきちっと書いてあったので、人数等お願いいた

します。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。いただきました説明書147ペー

ジのロタウイルスのワクチンのご質問にお答え申

し上げます。 

  ロタテックに関しましては、生後６週から生後

32週までで３回受けるワクチンでございます。ま

た、ロタレックスにおいては、生後６週から生後

24週までに２回接種を受けるということでご理解

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  ということは、10月からの対象者は、一応乳幼

児、全員打っているということになりますか。そ

れだけです。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  10月からスタートした段階で、対象者がもう既

に決まっておりますので、その方々については全

て通知等出させていただいて、接種勧奨を行って

いるということでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ちょっと喉がつかえちゃ

って、どうもすみません。 

  質問というか、考え方が変わったのかなという

んで、１点は聞きたいと思います。 

  敬老会、何か前段者の質問でも、お答えが地区

が決めると。運営は地区がやっていることは分か

ります。なぜこういうこと聞くかというと、各年

齢に応じて、敬老会に出席しますか、しませんか

と出すのは地区じゃないよね。町でしょう。そう

いうことを考えりゃ、町が決めているんですよね。

なぜ地区に変更したのか、聞きたいと思います。 

  もう一点は、これ質問じゃないんですけれども、

六花の問題なんですけれども、これは愚痴を言う

だけで、質問というよりも言わせてもらいたいの

は、新型コロナの把握はしていないと。しかし、

私たちは運よく役場から今何名ですよというのは

連絡があるわね。それはありがたいと思いますけ

れども、それ以上に商業新聞で見ています、毎日。

あれっ、あれっと、毎日何人かずつ増えているよ

ね。これ、ほっぽっといたら、今日もらった資料

で341人。どんどん増えている。これ、ほっぽっ

といたら400人ぐらいいっちゃうよね。場合によ

ってはまだまだいってしまう。自宅療養の関係な

んか考えると特にだよね。ですから、これは今か

ら本気になって町もコロナ対策は、ただワクチン

をやっていますだけで済ますとえらいことになる

と思いますよ。それだけ言っておきます。 

  聞きたいのは１点目。よろしくお願いしたいと

思います。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時２９分 

 

再開 午後 ５時４５分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  小河原委員の質疑に対する答弁からお願いいた

します。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  敬老会のご質問につきましてお答えを申し上げ

ます。 

  敬老会の開催につきましては、平成24年度は町

主催ということで開催をさせていただいておりま

した。当時は参加率というものも約１割、10％と

いうことで非常に低い参加率でございまして、か

ついらっしゃったとしても記念品をお持ちになっ

てすぐお帰りになる方も多くて、町の主催する敬

老会というのがちょっと形骸化していたようなと

ころがございましたので、平成25年度からは地区

の主催している地域敬老会というふうに変更をい

たしました。これの目的でございますが、より地

元での開催ということで参加のしやすい敬老会、

そして幅広い世代の交流が進むことができる。ま

た地域のコミュニティの醸成につながるというこ

とで地域敬老会の開催を進めたところでございま

すが、その結果、令和元年度におきましては約

40％ぐらいの参加率ということで、より多くの

方々に参加をしていただいているところでござい

ます。残念ながら令和２年度におきましては、コ

ロナ禍によりまして多くの地域で開催が見送られ

たところではあります。また、従来から多くの

方々にご要望、ご意見としてお伺いをしておりま

した内容としまして補助金の申請の手続が非常に

煩雑であるとか、あるいは出席をしたくてもでき

ない人への補助金の対象のものですとか、あるい
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は記念品だけお渡しするのにも補助金の対象にし

てほしいという声が多く寄せられておりましたの

で、こちらは今年度、令和３年度から町民生活課

所管の豊かな地域づくり補助金へということで移

管をいたしまして、そういった補助金の手続も以

前と比べて簡素化をされましたし、記念品につい

ても対象となっております。また、参加できない

方についても補助の対象ということになりました

ので、そういった形で改善を図れたのかなという

ふうに思っています。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 大分詳しく説明ありがと

うございます。 

  私は簡単に質問したんですよ。出席するかしな

いかというのは役場が出しているんでしょう。そ

の返事によって自治会が運営しているというのは

分かるんです。ですから、自治会は町の主催だと

思っているんです。お金ももらっているし。です

から、その考え方がなぜ変わったんだというだけ

聞いているんですよ。お金もこれからは出さない

とか、出すとか、自由に出してくれるとか、自治

会に任せるんじゃもう自由に出してもらえるんだ

とかいろいろある。ただ、縛りはするわけだよね、

役場は。縛りは。自治会だけれども縛るよと。そ

れはないだろうと私は思うから聞いたんですよ。

自治会が主催にいつ変わったんですかと。それだ

けなんですよ。町が主催でしょう。なぜ我々、私

も対象者。出るか出ないかと来るんですよ。自治

会が主催するんだったらこんなことないじゃない。

無駄なお金使って。自治会がみんな調べればいい

んだもの。出るかい、出るかいと。それこそお互

いに話合いができるわけよ。今誰が出るんだか分

からないんだ。だからいつ変わったんですかと、

簡単に聞いているんですよ。町主催が自治会に変

わったんですね。それだけでいいですよ。そうい

う考えでいきますから。その代わりいろいろな要

求が出るよ。それだけ言っておきます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  敬老会の開催に当たりましては、事前に地区の

ほうから町のほうに連絡をいただいた場合、町の

ほうでその地区が名簿の提供を希望される場合に

は町のほうから該当の方に通知を出して参加の有

無、名簿提供の有無についてお伺いをして、同意

を得られた方についてその地区に名簿として提供

をさせていただいております。そういったところ

での確認をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） そこが違っているんだよ。

自治会がこういう名簿を出してどうですかと聞い

ていることじゃないでしょう。初めから、役場か

ら対象者に連絡が来ているんでしょう。初めから。

出るのか出ないのか。そこが変わっているじゃな

いもう。そういうふうにくるっと変えてはいけな

いですよ、答弁を。全くうまいよな。じわりじわ

りと変えていくんだよ。そういうやり方は一番汚

いよ。私に言わせれば。また私は言葉が悪くなる

けれども、変わったことがあったらなぜ変わった

かと言えばいいんですよ。理由をつけて。でも今

の説明だと自治会が名簿を出してこれを役場で調

べてくれ、出るか出ないか。そうじゃないでしょ

う。初めから役場から対象年齢者に通知が来るん

ですよ。出るか出ないか。それで結果的に何人出

ます。誰が出ます。それを自治会長に連絡してい

るんでしょう。それが変わっているんだから今言

い方が。しようがないくるりくるり変わるのが大
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好きだったらそれだけ聞いておきます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  町からお出ししている通知についても、以前か

らお出しをしているものでございまして、以前か

ら今と同じように開催を希望する地区の要望に基

づいてお出ししているものでございまして、町か

ら一括して開催要望するにかかわらずお出しして

いるものではございません。それは前から変わっ

ていないところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 先ほどと違うでしょう。

町が名簿を出して、自治会が、この中で出るか出

ないか調べてくれと言ったじゃない。言っている

ことがまた変わったよ。それでその結果を自治会

長に言っているというんだよ。大きな違いだよ。

自治会長は初めからそう思っていないよ。町が対

象年齢者に、我々に出るか出ないか来て、その結

果を自治会長に役場に返事を言って、自治会長に

言って、名簿を提出しているんでしょう。いや、

そういうふうに聞いているんだ、我々は。いつか

ら変えたの。そうじゃないね。そういうふうに聞

いていないよ。役場から出るか出ないかいったや

つの回答だけもらっていますよと言っていますよ。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  健康介護課長。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。 

  もし私どもの説明が伝わっていなかったらいけ

ないので、もう一度事実関係として仕組みだけお

話をさせてください。 

  まず、この地区敬老会については、あくまで敬

老会を開催するかしないかは各自治会のお考え、

任意でございます。その自治会が敬老会をやりた

いと言ったときに、独自でもこれはやっていただ

いて結構なんですが、中にはこの自治会のエリア

内、区域内で自治会に入っていらっしゃらない方

もあるかもしれない。なので、ついてはそういっ

た方もお声がけをしたいので、役場のほうで当然

住民票を把握していますからそういった方までお

声がけする手だてとして協力いただけないかとい

うことに基づいて、そのエリア内の方に町が通知

をしているものです。町が勝手に送っているもの

ではないです。結果的に参加意向を伺いまして、

あと、それから名簿の提供について意向確認をし

てお名前を出してもいいよ、あるいは参加するよ

という方が分かればその情報だけ自治会に提供し

て活動いただいているような仕組みでございます。 

○委員（小河原 正君） そういうふうに聞いてい

ます。先ほど副課長の答弁は違うんだ。自治会は

…… 

○委員長（丸藤栄一君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 課長の言っている通りな

んだ。それなら理解するんだ。理解。それが正し

い。副課長が答弁しているのは違うんだよ。自治

会からこの名簿を出して、出ているか出ないか役

場で調べてくれという答弁をしたんだよ先ほど。

町長もそうだと言ったよね。そうだから違うじゃ

ないかと言っているんだよ。町長も違った答弁し

ている。いいですよ、違ったで。確かに自治会は

六十何歳以上の名簿を知らないというんだよ、今

は。課長の言うとおり自治会に入っていない人も

いるんだから、分からないと。だからもう全て初

めから町が調査していますよと言っているんです

よ。だから今の課長の答弁は正しい。ところが前

の答弁は違うんだよ。自治会から名簿を提出して、

これで出るか出ないか調べてくれというんだ、さ
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っきの答弁は。そしたら町長はそうだと言ってん

だ初めから。駄目だそれじゃあ。町長の答弁は違

うんだから。これだけ分かってやめます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕でございます。 

  成果書154ページ、決算書124ページ、健康教育

事業に関して３点ほど質問させていただきます。 

  みやしろ健康マイレージ事業、各種健康教室に

ついて、新型コロナウイルス感染拡大防止のため

に縮小して開催し、町民が疾病予防及び健康増進

の啓発等に努めていただきました。確かに参加者

は減少していますが、続けていただければ町民の

健康で長く過ごせる時間が持てます。また、みや

しろ健康マイレージ事業に関しましては登録者は

139人の増となっており、これはコロナ禍で３密

を避けても気軽にでいるウォーキングが、自宅待

機でテレワークの働いている方にとってストレス

発散並びにメタボ予防など様々な理由で登録者の

増加につながったのかなと思われます。それに対

して、３点ほど質問をさせていただきます。 

  まず、健康教室等の対象年齢というか参加者の

平均年齢。 

  あと、健康教室は主にどこで開催されているの

か。 

  ３点目が、みやしろ健康マイレージ事業は、簡

単なウォーキングで健康を維持でき、ポイントが

もらえるものです。さらに参加者を広げるために

周知並びに宮代町ならではの考えはございますか。 

  その３点をお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  説明書の154ページ、健康教育事業のご質問に

お答え申し上げます。 

  まず、１点目の年齢でございますが、平均の年

齢というところでちょっと大変申し訳ございませ

ん。こちら把握を各事業での参加者の方々の年齢

とかは各事業ごとではその都度把握はしておりま

すけれども、大変申し訳ございません、今資料と

して手持ちにございませんので、平均の年齢が欲

しいということであれば後ほど示させていただき

たいと思います。ただ、この事業自体が旧老人保

健法の事業に基づくものでございますので、基本

的には40歳以上の方々が対象となった事業がほと

んどでございます。後ほど平均の年齢というとこ

ろは示させていただきたいと思います。 

  また、開催場所は主にどこかということでござ

いますけれども、こちらは保健センターが主で行

っている事業でございます。 

  また、マイレージ事業について町独自の考えと

いうことでございますけれども、マイレージ事業

につきましては委員さんご存じのとおり、もとも

と県のマイレージ事業に町独自としてみやしろ健

康マイレージということで、今、クオカード等を

お渡しさせていただいているという事業でござい

ますので、ここについての今後の考えというとこ

ろにおきましては、委員さんもおっしゃったよう

に、やはり長く続けていただきたいというところ

がもともとの考えにございますので、今までは11

月の一月だけというところでしたけれども、今年

度におきましては２か月間というところを対象の

期間として行ってまいります。ただ、この２か月

間というところもなるべく１か月やっていただい

たことによって前後の月の歩数も皆さん伸びてい

らっしゃるという統計が昨年取れていますので、

今年また１回やらせていただいて、それでその２

か月間の伸びというところとさらに前後の伸びと

いうところも見させていただいて、今後またさら
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に有効な事業にしていきたいというところは考え

ていますけれども、それ以外のインセンティブの

部分をどうするとかというところは現在まだ考え

ていない状況にございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ありがとうございます。 

  １点だけ再質問させていただきます。 

  この健康教室等を保健センターで行っている、

これを地域コミュニティの場所に教室を開催する

ということは今後可能でしょうか。 

  お考えをお伺いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  いただきました説明書の154ページの質問にお

答え申し上げます。 

  実際に保健センターとしての事業として今行っ

ている事業を載せさせていただいていますが、各

地域で要望があればそちらに行って健康教育とい

うことでまた別のお話等をさせていただいたりと

かというのがございますので、要望等あればこう

いったものをやりたいというお話で保健センター

のほうに相談いただければ、内容によっては赴き、

一緒に活動させていただくことは可能かなと思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ありがとうございました。 

  できるという方向で捉えたと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  ３点質問をいたします。簡単な質問ですから、

時間は取らないと思います。 

  その前に、令和２年度コロナが始まった年度で

すけれども、健康介護課の職員の皆さんご苦労さ

んでした。それを前提の上で質問をします。 

  １つは、地域交流サロンです。 

  これは説明書28ページになります。これについ

ては、成果の中に書いてございますのでその内容

についてはここでは言いませんけれども、実際こ

うであったということですから。ただ、３か所が

活動を終了したという、中止じゃなくて終了した

と。１か所が新しく開設されたということなんで

すよね。なぜこれが終了しなければならないのか

ということについて、どう把握されているか質問

をいたします。 

  ２つ目は、これは決算書の96ページになります

が、老人福祉総務事業、18の負担金、補助及び交

付金の項ですけれども、そこにある補助金、シル

バー人材センター補助金548万円、それから老人

クラブ活動費助成金93万4,258円、この補助金、

補助、助成の基準がよく分からない。前年度踏襲

をまさかしているとは思わないんですけれども、

この基準について教えてください。 

  ３点目は、避難行動要支援者支援事業。 

  決算書は98ページで、説明書が145ページにな

ります。 

  これの中で、決算書の13の使用料及び賃借料で

地図データ複製使用料となっていますけれども、

地図データ複製というのは私も初めて聞くので、

どういうことを指しているのかお尋ねいたします。 

  以上３点です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副
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課長の稲宮でございます。 

  まず、１点目の地域交流サロン支援事業でござ

います。 

  こちらは、介護保険の特別会計のほうの事業で

はございますが、ご質問の中でサロンのほうが２

団体減っているというご質問でございました。こ

ちらの減った理由につきましては、やはり新型コ

ロナウイルスの影響というのが大きいようでして、

そういった中で活動がままならなくなってしまっ

たというのが大きな原因というふうにお聞きをし

ております。 

  それから、２点目の補助金の関係でございます。 

  こちらですが、シルバー人材センターの補助金

につきましては、548万円というふうになってお

りまして、これは金額については細かな積算の積

み上げによるものではなくて、ここ数年同じ金額

で推移をしているものでございます。また、老人

クラブの補助金でございますが、こちらはその老

人クラブの規模ごとに額が分かれておりまして、

まず、さわやかクラブ連合会、連合会の分が58万

8,000円というふうになっております。また単位

クラブ当たりの金額につきましては、人数により

まして変わっておりまして、５人から19人が１万

5,000円、そして20人から34人が２万円、そして

35人から49人が２万5,000円、そして50人以上が

５万円というような内訳になっております。 

  それから、避難行動の要支援者の事業でござい

ますが、地図データの複製ということで、こちら

は避難行動の要支援者の方のリスト、データとい

うのをパソコンのほうで管理をいたしております。

そのパソコンの中でゼンリンの地図データを使用

しておりまして、その使用料というのが毎年こち

らの金額で発生して支払いをしているものでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） １点目は、これ特別会計で

すが、いずれ質問しますのでそのときに今の答弁

を踏まえて質問をさせていただきます。 

  それから、２点目の地域交流サロン、これ答弁

いただきましたっけ。 

〔発言する人あり〕 

○委員（西村茂久君） そうかそうか。ごめんごめ

ん。 

  ２点目老人福祉総合事業で、老人クラブの関係

はこれは積み上げでやっていますから今の基準で

そうなると思うんですけれども、基準そのものは

全然変わっていないんですよね。これ恐らく前例

踏襲になると思うんですけれども、ずっとこの基

準、人数割でいっているだろうと思います。実際

に老人クラブに加入されている方からいけば、こ

れ老人クラブによって加入年齢が違いますので一

概に何とも言えないんですが、全体に対象者とな

り得る60歳以上ぐらいが基準になっていると思う

ので、その辺からいくと圧倒的に率が悪いんです

よね。ここはやはり少し育てるという意味では助

成するというのは大切なことなんですが、その金

額等について考える余地があるのかなと、増やす

のか減らすのか。ということは私としては考えの

中にあります。 

  今回はこういう数字でしたと、数字そのものに

ついては分かりました。問題はシルバー人材セン

ターですけれども、この補助金は基本的に定額に

なっているんですよね。補助金というのは本来定

額であってはいけないと思うんですよね。助成と

いうのは大体状況が変わらなければほぼ定額にな

るんですけれども、シルバー人材センターそのも

ののいろいろな決算等の報告書もおありだろうと

思います。したがって、その内容によっては補助

金についてもやはり考えるべきではないかという
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ふうに思いますけれども、その点いかがでしょう

か。 

  地図データについては分かりました。この地図

データに関連して、自主防災組織に災害時要援護

者対策の取組情報ということで名簿が提供されま

すよね。自主防災会の会長宛てに。で、ただ、こ

の名簿がどういう記載項目になっているかという

ことで実際にそれを受けた会長さんが、これはマ

ル秘資料ですから取扱い厳重注意ということで本

来はほかの人に見せてはいけないとこういうこと

になっています。それでは何の役にも立たないこ

とですから、現地においては。ただ、この情報が

不十分だから地区によってはこの情報、名前と住

所さえ分かればいいんですよ。そこで、それぞれ

面接をして災害時にどういう形で支援の内容をす

ればいいかということを、お互いで話し合って決

めていくということをしておかないと、何の役に

も立たないということになりますけれども、名簿

記載項目を参考のために聞かせていただきたいと

思います。 

  それと、避難行動要支援者とか災害時要援護者

とか言葉の使い分けが全然違うんですよね。これ

は何で一本化できないのかなというのを常に考え

ているんですけれども、昔からこうなんですよ。

ころころ名前が変わるんです。もともと古い段階

では援護者というのが普通だったんですよね。そ

れが支援者というふうに変わった。現在は支援者

ということで大体統一的に地区のほうでは使って

いると思うんですけれども、援護というのはよく

ない言葉なんですよ。戦後の早い時期での言葉で

すから、これは使わないほうがいいのかなと思い

ます。 

  以上、ちょっと２点ほどかな。お答えください。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  まず１点目、シルバー人材センターへの補助金

でございます。 

  こちらの金額につきましては、委員さんのおっ

しゃるとおり定額という形でここ数年548万円で

推移をしております。こちらの金額につきまして

は、シルバー人材センターからも見直しの要望と

いうのは出ているところでございますが、今後そ

の補助金の金額の決定に当たりましては、今おっ

しゃられたようなことも踏まえて、どういう金額

であるべきか、幾らであるべきかというのを考え

ていく必要があるというふうに考えております。 

  それから、２点目の避難行動要支援者の名簿の

関係でございます。 

  こちら実際に書かれている項目なんですが、申

し訳ありません。ちょっと今手元にその資料がな

いのですが、お名前とご住所と、あと必要とする

理由というのが書かれていたのではないかという

ふうに思います。委員さんのおっしゃるように名

前と住所があれば、あとは面接によって細かなと

ころはご本人から聞き取りをするのでそれで足り

るのではないかというご意見も確かにございます

が、やはり地区によりましては、なぜそういった

形で支援が必要なのかを知りたいという要望をい

ただくような地区もありますので、そういったご

意見も踏まえて、今後、その記載内容についても

見直しを必要かどうかを検討していきたいという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） シルバーの関係は分かりま

した。 

  で、名簿のほうは、名前と住所さえあればそれ

でいいとは私は全然言っていないので、私らの地
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区ではもうそれだけあればできますよと。地区に

よってはもっと詳しく何でと、何でこの方がそう

なったんだということをやはり記載項目の中に入

れておいていただいたほうが、接触するのにも接

触しやすいわけですよね。その方と。ということ

ですから、シンプルにしてくれとは全然言ってい

ないので、やはり現場の立場からいってやりやす

いような、そういう名簿にしていただきたいかな

と。 

  それで、これマル秘資料ということで口外はで

きないということですから、私どもこの情報とい

うのは自治会のパソコンにもう入れてガードをし

ていますから、特定の人間しかもう見ることはで

きません。災害時にはやはりそれを開錠して使う

というふうな形でやっていますけれども、できれ

ば名簿記載のほうももう少し詳しくというか、１

行でいいんですけれども、これさえあれば何とか

できるというこういうもの、あれをやって、だか

ら生年月日なんて何歳でいいんですよ。もう。字

数取ってしまいますから。ということで、ちょっ

とお願いをしておいて、質問を終わります。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

で健康介護課の質疑を終了いたします。 

  休憩いたします。 

 

休憩 午後 ６時２０分 

 

再開 午後 ６時３０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（産業観光課） 

○委員長（丸藤栄一君） これより産業観光課の審

査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○産業観光課長（菅原隆行君） 改めまして皆さん

こんばんは。 

  お疲れのところありがとうございます。産業観

光課長の菅原です。どうぞよろしくお願いします。 

○産業観光課副課長（飯山 武君） 産業観光課副

課長の飯山と申します。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。よろしくお願いします。 

○農業振興担当主査（鈴木 功君） 農業振興担当

主査の鈴木と申します。よろしくお願いします。 

○農地調整担当主査（鷺谷栄一君） 農地調整担当

主査の鷺谷と申します。よろしくお願いします。 

○商工観光担当主査（山内一生君） こんばんは。 

  商工観光担当主査の山内と申します。よろしく

お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  ３点質問をさせていただきます。 

  決算書の134ページ、成果書の56ページ、明日

の農業担い手支援事業委託料についてです。 

  こちらの６次化推進事業委託料について教えて

ください。 
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  ２点目、決算書140ページ、成果書165ページ、

メイドイン宮代ＰＲ事業についてです。 

  こちらなんですけれども、町内商工業者による

特産品づくりを支援するとともにとあるんですけ

れども、どのような支援をしていただけるのか、

考えているのかということをお伺いいたします。 

  最後に、決算書140ページ、成果書53ページ、

まちなか起業創業支援についてです。 

  こちらの宮代トウブコフェスティバル及び里山

マルシェについて、コロナ禍の中で昨年度は中止

で今年度も中止の予定なのか。今後このようなマ

ルシェについてどのように考えていらっしゃるの

かお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（飯山 武君） 産業観光課副

課長、飯山と申します。 

  質問の１点目でございます。 

  決算書134ページ、明日の農業担い手支援事業

におきます委託料、６次化推進事業委託料34万

1,000円でございます。こちらの委託料につきま

しては、地産地消の店といたしまして令和２年度

につきましては５店舗の飲食店を認定させていた

だきましたが、こちらに対する令和元年度を含め

まして合計17店舗の認定後のフォローといたしま

して、令和３年３月にホームページにございます

「みやしろで暮らそっ」内に特集ページを設ける

ための委託料として支出をしたものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  まず、メイドイン宮代の特産品づくりの支援で

すが、こちらについては専門家によるアドバイス

というのがございますが、昨年そういった実績は

ありませんでした。 

  それから、まちなか起業創業支援事業、決算書

140ページ、成果書53ページ、宮代トウブコフェ

スティバルと里山マルシェ、昨年はコロナ禍の中

で中止となりましたが、今年度宮代トウブコフェ

スティバルは中止を決定しておりますが、マルシ

ェのほうはまだ何とかできないかと考えておりま

して、まだ検討段階ではあるんですが、こちらの

創業支援のメニューでもありますので、昨年３万

円ビジネス講座というのを行いましたが、そちら

に参加していただいた方などを中心に、こちらを

行っていけたらいいのかなといいふうなことで、

今、その検討を進めているところです。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  １点目の６次化推進事業についてなんですけれ

ども、６次化ということでほかに何か支援を考え

ていらっしゃるのかということをもう一度お伺い

いたします。 

  あと、２点目なんですけれども、メイドイン宮

代の専門家によるアドバイスということなんです

けれども、専門家というのはどのような方なのか

ということと、宮代町の特産、メイドイン宮代と

いうことなので何か宮代町にちなんだものを何か

やっていきたいという方がいた場合、そういった

支援をしていただけるのかということをもう一度

お伺いしたします。 

  ３点目なんですけれども、里山マルシェはいつ

頃の予定をお考えなのかもう一度お伺いいたしま

す。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 
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  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（飯山 武君） 産業観光課副

課長、飯山でございます。 

  ６次化の関係につきまして、ほかに支援はとい

うお話でございます。 

  令和２年度につきましては、新型コロナの関係

で残念ながら開催することができませんでしたが、

食と農の研究会というものを設置してございまし

て、そちらの中で６次化について研究、検討のほ

うをさせていただく機会がございます。今までの

例ですとこちらのほうで農家、商業者、消費者、

専門家が一堂に会する場として食と農の研究会の

ほうを設置してございますが、この中で農商連携

による６次化についての意見交換のほうを行って

ございまして、その中から農家や商業者の方が商

品化のアイデアを得る場所として活用のほうをし

ていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁お願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  メイドイン宮代の専門家のアドバイスというこ

とで、こちらについては観光ですとか過去に仕入

れをやられていただいた方ですとか、そういった

分野にたけた方ということでアドバイスをいただ

ける場は設けているんですが、昨年は新型コロナ

の中で審査会というのも開けなかったということ

もありまして、直接そういったアドバイスを受け

る機会というのはちょっとなかったというのが現

状です。 

  宮代町にちなんだものということで、こちらに

ついてはメイドイン宮代も随分と長い制度になっ

ておりますが、途中でエントリーされる商品がだ

んだん少なくなってきてしまったという経緯があ

りまして、もう少し裾野を広げようということで

あまりハードルを一旦下げて、その中でさらによ

いものを特選ということで選定をしていこうとい

うことで少し見直しを図ったところなんですが、

その矢先にこういった状況になったものですから、

昨年は審査ができなかったという現状がございま

す。 

  もう一点、里山マルシェの関係です。 

  いつ頃かということになりますが、やはりこの

コロナの状況でございますので、この感染状況を

見据えながら政府のほうではワクチンを受けた方

を条件として緩和していこうという動きもあるよ

うですので、そういったところを見据えながら準

備を進めていきたいというふうに考えております。

今ちょっといつかということはなかなか申し上げ

られないんですが、なんとか両立をさせながら実

施していきたいというふうに考えているところで

す。 

  よろしくお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ありがとうございました。いろいろ承知をいた

しました。 

  メイドイン宮代なんですけれども、登録はさせ

て私もいただいているんですけれども、特に何か

あるということがないというのも減少していたり

ということなのかなという気もしております。そ

れで、新しく選定は今回昨年度はできなかったん

ですけれども、またメイドイン宮代のＰＲという

ことでお考えをしている団体もありますので、ぜ

ひそのメイドイン宮代になったＰＲだけではなく、

そこに向かう方の支援もお願いしたいと思います。 

  これで、以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  泉委員。 
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○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いします。 

  ちょっと細かい点なんですけれども、３点ほど

質問させていただきます。 

  まず、１問目なんですが決算書138ページ、説

明書が164ページになります。 

  商工業振興事業の中で産業おこしモデル事業業

務委託料ということで157万725円となっておりま

すが、これどこに委託しているかを含めてちょっ

と説明をお願いしたいと思います。 

  それから、２点目なんですが、決算書140ペー

ジ、説明書165ページになります。 

  メイドイン宮代ＰＲ事業の中で、スタンプラリ

ー用子供向けシールの作成とあるんですが、これ

はどういう目的であるかということと、内容をお

聞きいたします。 

  また、一番最後のところです。メイドイン宮代

推奨品を全国的に周知し、販路拡大に努めました

とあるんですけれども、これどのような形で周知

され、また反応はどういうものがあったかという

ことをお聞きいたします。 

  あと、３点目になります。 

  決算書56ページで説明書が166ページになりま

す。 

  特別定額給付金給付事業ということで、予算の

ほうは国から出ているんですが事業を行ったとい

うことで、こちらに関してはそんなに何回もある

わけではないと思いますが、今回全国的にもトラ

ブルとかが発生したということがありまして、当

町におかれましてもそういうトラブル等がどのよ

うなものがあったかということと、これからの課

題、それについてお聞きいたします。 

  以上３点になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  まず、決算書138ページ、成果書164ページのモ

デル事業、産業おこしモデル事業の委託先のほう

は商工会となってございます。 

  それから、決算書140ページ、成果書165ページ、

メイドイン宮代のスタンプラリー、子供向けスタ

ンプラリーのシールということですが、物を見て

いただくのが早いかと思いますが、こういったも

のがありまして、メイドイン宮代のスタンプラリ

ーになっておりまして、こちらにスタンプを貼る

ところがございます。お子さんと一緒にメイドイ

ン宮代の商品を知っていただく機会として作らせ

ていただいております。 

  全国的に周知ということについては、メイドイ

ン宮代については幾つかはふるさと納税の返礼品

にもなっておりまして、そういった意味合いで全

国的にもＰＲをしていくということでやらせてい

ただいております。 

  それから、定額給付金ですね。決算書は56ペー

ジです。こちらの定額給付金については、当時ト

ラブルがあったかどうかと。トラブルにつきまし

ては、ご指摘のありましたとおり全国的にありま

したネットでのつながらないですとか、そういっ

たトラブルがあったというふうに聞いております。

今後ということについては、この定額給付金につ

いては国から臨時交付金ということで入ったもの

でございますので、そういった機会があれば積極

的に考えていくことになるのかなと考えておりま

すが、今そういった状況はないので、今後につい

てはどうなるかというのはちょっと今のところは

申し上げられないというところです。 

  それと、前後してしまいまして申し訳ありませ

ん。 

  産業おこしモデル事業の中身については、商工
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会のほうで実施しております新型コロナで新型コ

ロナ感染症の関係で事業者の方がお困りになられ

ているということで個別相談会をさせていただい

ております。そちらでは、国の補助金ですとか、

県の補助金ですとか、そういった申請ですとか資

金繰りの相談などを受けていただいております。

そのほか、昨年度は新型コロナで影響のあった事

業者を確認するために商工業者へのアンケートも

実施させていただいております。内容的にはその

ような内容で委託をさせていただいております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  最初に内容が説明がなかったのでどうしたのか

なと思ったんですが、すみません。 

  再質問をさせていただきます。 

  まず、１問目の産業おこしモデル事業業務です。

私も下のほうの説明書は読んでいるんです。産業

おこしというふうになっているわけなので、こう

いうアンケートをしたとかそういっただけでは何

かちゃんとした事業になっていないのではないか

なと。産業おこしということですから、そういう

何か目的に向かっての何かアドバイスとか、そう

いうほうの仕事を私は期待して聞いているわけで

すから、この個別相談会をやったとかアンケート

をしたというのは事業になっていないような私は

気がするのでお聞きしたんです。だからちょっと

期待外れだったということをまず言わせていただ

きたいのですが、その点についてもう一度お答え

していただきたいと思います。 

  それから、２点目なんですけれども、お子さん

を通じてそういうものを広げていくというのは分

かってはいたんですけれども、あとこれって大体

どのぐらいの予算が必要だったのかをお聞きしま

す。 

  あと、メイドイン宮代推奨品を周知するという

ことでどのような周知の仕方をしたかということ

もお聞きしたんですけれども、それについてもち

ょっとお答えがなかったんですが、インターネッ

トとかそういったものを使われたと思います。や

はり宮代町としてはブドウもあると思いますが、

梨もあると思うんです。やはり食べたときにおい

しいというか、そういったものを表に出るような、

何かこう引きつけるものというんですか、そうい

ったものを前面にアピールできるようなそういう

周知の仕方というか、あとはやはり口コミでも広

げていけるような、そういう取組も大切ではない

かなということを感じております。 

  それと、３問目になりますが、給付金の給付な

んですけれども、やはりトラブルが発生したりそ

ういったことがあって給付が遅れたということが

あったわけなんです。それに対して町としても今

後またこういうことがあったときにトラブルを発

生しないで速やかに行っていける、そういうスム

ーズな事業にしていいくためにやはり何かしらの

考えを持っていなければ、またそのとき考えます

ではまたトラブルが起こってしまうと思いますの

で、その辺の認識をしっかり持っていただきたい

と、これは要望としておきます。 

  最初の産業おこしモデルに関して質問だけさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  先ほどのモデル事業について、説明が不足して

おりまして大変申し訳ありませんでした。 

  もともとは産業おこしモデル事業については、

過去の例を見ますと商工会員向けのインターネッ
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トを活用したオンラインショッピング研修ですと

か、宮代の竹あかりイベント、そういったものを

実施させていただいていたところなんですが、昨

年については新型コロナということで、そういっ

たイベントですとか、そういった積極的な活動と

いうのができなかったということを受けまして、

その前に今大変になっている事業者さんを支援し

ていこうということで急遽相談会の実施ですとか、

アンケートを実施させていただいたという経緯が

ございます。 

  不足して申し訳ありませんでした。よろしくお

願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  先ほどのスタンプラリーの件は、後で個人的に

聞けばいいと思いますので、結構です。 

  失礼いたします。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） １点だけなんですけれども、

税金の使われ方、行方をお尋ねします。 

  全部成果書なんですけれども、まず40ページ、

下の方にある宮代ｉＩｉｎｅ（い～ね）！、それ

から観光ＰＲ動画作成、これはどちらに支払われ

たのか。 

  続きまして、53ページ、一番下の起業創業支援

ウェブサイトの情報発信、これはどちらに支払わ

れたのか。 

  続いて、56ページ、６次化推進でみやしろで暮

らそっでＰＲしているということですけれども、

この50万7,746円は全部どちらに支払われたので

しょうか。 

  続きまして、163ページ、新しい村パンフレッ

トの作成、この費用はどちらに支払われたのでし

ょうか。 

  続きまして、164ページ、真ん中辺りにプレミ

アム商品券、この商品券というのは当然印刷する

わけですけれども、この印刷代はどちらに支払わ

れているんでしょうか。 

  最後に、165ページ、先ほど泉委員が質問しま

したスタンプラリーの件です。スタンプラリーの

用紙とシール、この印刷代はどちらなんでしょう

か。 

  以上、６か所の行方をお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（飯山 武君） 産業観光課副

課長、飯山でございます。 

  成果書56ページ、宮代農業６次化推進事業にお

けますみやしろで暮らそっの紹介ページの設置費

用ということでございます。こちらにつきまして

は、決算書で言いますと134ページ、委託料で６

次化推進事業委託料といたしまして34万1,000円

を支出してございます。こちらの委託先はという

ことでございますが、こちらにつきましてはアン

カルク株式会社のほうに委託料として支払いをし

たものでございます。 

  それと成果書163ページ、新しい村管理運営事

業、こちらにおけます新しい村パンフレット作成

でございます。こちらにつきましても委託先につ

きましてはアンカルク株式会社のほうに作成のほ

うをお願いしたところでございます。金額につき

ましては、こちら決算書の134ページ一番上にな

りますが、需用費の印刷製本費ということで26万

700円計上してございますが、こちらが印刷製本

費として支払ったものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副
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課長の榎本です。 

  まず、成果書40ページ、宮代ｉＩｉｎｅ（い～

ね）！の印刷ですが、こちらについてはぱどにな

ります。それから同じ40ページのＰＲ動画作成、

こちらについてはヒロスタジオというところでご

ざいます。 

  続きまして、成果書164ページ、プレミアム商

品券の印刷については商工会で行っていただいた

事業となっておりますので、印刷のほうは商工会

のほうで行っております。 

  それから、165ページのメイドイン宮代ＰＲ事

業のスタンプラリー、こちらの印刷はイノ印刷さ

んにお願いをしております。 

  すみません、一つ漏れてしまって申し訳ありま

せん。 

  成果書53ページ、起業創業ウェブサイトについ

ては宮代で働こっですが、こちらはアンカルク株

式会社にお願いをしております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  先ほどの動画制作の関係でヒロスタジオとお話

ししましたが、正しくはヒロセスタジオです。こ

ちら、所沢にある会社です。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） この件で１点だけ質問です

けれども、商工会にお願いしまして、その印刷は

町の業者、誠進堂なのかアンカルク株式会社なの

かどちらだったんだか分かりますでしょうか。 

  それから、新しい質問ですけれども、子育て支

援課のときに質問した内容と同じなんですけれど

も、認定ＮＰＯ法人きらりびとみやしろ、アンカ

ルク株式会社、株式会社深井建築設計事務所に税

金が幾ら支払われたか、その金額と事業内容をお

願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（飯山 武君） 産業観光課副

課長、飯山でございます。 

  先ほどご質問ありました３社に対しての出資と

いうことでございますが、まずアンカルク株式会

社につきましては先ほどご答弁させていただきま

したとおり、新しい村のパンフレットの作成料、

それと宮代で暮らそっへのホームページの掲載委

託料、それとあともう１点ございまして、決算書

でいいますと132ページ、水田農業構造改革対策

事業の中でございますが、こちらの中の全額では

ございませんが印刷製本費で19万1,530円という

のがありますが、このうちの一部新生児お祝い米

の引換券、こちらの印刷につきましてアンカルク

株式会社のほうに印刷のほう発注してございます。

金額にいたしますと14万30円となってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  まず、アンカルク株式会社のほうにお願いして

いるものが何でどのくらいかということで、まず

は決算書138ページ、下の方の欄になります商工

業振興事業の委託費、テイクアウト等広報記事デ

ザイン委託料23万4,300円、こちらのほうをお願

いしております。こちらのほう昨年度コロナ禍の

中で飲食店が大変だということで企画財政課が所

管しています宮代で暮らそっというサイトにお家

でご飯というウェブサイトの特集を作っておりま

すが、そちらがウェブサイトでないと見られない
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ということでそれを広報でも見られるようにとい

うことで、紙のデザインに直すそういった委託と

いうことで委託をしております。 

  続きまして、成果書140ページ中段のメイドイ

ン宮代ＰＲ事業、こちらの需用費の印刷製本費の

22万円、こちらがメイドイン宮代のカタログのデ

ザインでお願いしている額となっております。 

  それから、最後に決算書128ページの一番下に

なります労働事業、こちらのページがまたぎまし

て130ページになりますが起業創業支援ウェブサ

イト管理運営委託料ということで66万円。 

  合計しまして、111万4,300円となっております。 

  それと、プレミアム商品券、商工会のほうにお

願いをしてその後どちらに委託したかというのは、

申し訳ありませんちょっと今分からなくて大変申

し訳ないんですが、今分かりません。申し訳あり

ません。 

  引き続きまして、認定ＮＰＯ法人きらりびとみ

やしろさんと株式会社深井建築設計事務所さんに

ついては商工担当のほうでは、農政の担当もござ

いません。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 金額の合計が111万、足す

と合わないと思うんですけれども、まず、新しい

村パンフレット26万700円、宮代で暮らそっは幾

らですか。 

〔発言する人あり〕 

○委員（金子正志君） 答弁が２か所からありまし

たけれども、総合計をお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ７時０８分 

 

再開 午後 ７時０９分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  答弁からお願いいたします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  産業観光課の合計は、185万6,030円でございま

す。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 非常にたくさんあることが

よく分かりました。 

  なぜこの質問をしたかといいますと、子育て支

援課のときにも伝えたんですけれども、４年前の

12月議会で私多分発言したんですけれども、町長

になりまして町長になった心構えとして業者との

付き合い、あまり偏らないようにということを申

し上げたと思うんです。ですので、４年前の2016

年、平成28年度、榎本町長のときにその認定ＮＰ

Ｏ法人きらりびとみやしろ、アンカルク株式会社、

株式会社深井建築設計事務所に税金で支払われた

事業は幾らあるのか。その数字を出していただき

たいんですけれども、委員会の採決の前にその資

料を頂きたいと思います。それを見て、委員会の

採決の判断にいたしますので、よろしくお願いし

ます。 

  出していただけますでしょうか。約束をお願い

いたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁お願いいたします。 

  産業観光課長。 

○産業観光課長（菅原隆行君） 産業観光課長、菅

原です。 

  2016年度の決算からちょっと数字をはじき出し

てみます。数字は提出させていただきます。で、

よろしいですか。 
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  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） ありがとうございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  最初に、成果書の162ページの宮代町人・農地

プランの更新ということで、宮代町人・農地プラ

ンの更新を行い、今後の宮代農業を担う中心とな

る担い手農業者として新たに１名を位置づけたと

いうことなんですけれども、下のほうには担い手

経営体ということで言っているんですよね。百間

地区では21経営体、これは21人ということを意味

しているんでしょうか。須賀地区では15経営体と

いうことなんですが、15人いうことで位置づけを

しているのか、その辺のところを教えていただき

たいなと思っています。 

  それと、隣の163ページの新しい村管理運営事

業の中の育苗施設のトイレ増設工事、それと次の

ページの森の市場の結の新しい村トイレの洗面器

水洗取替え工事となっています。これは全て２つ

とも従業員労働改善のために取り付けたというこ

となんですけれども、これは一般町民が使えるの

かどうか。そして何時から何時まで使えるのか。

新しい村が休日になった場合は使えるのかどうか。

その辺のところをちょっとお聞きしたいなと思っ

ております。 

  それと、165ページの店舗・住宅リフォーム事

業補助金です。 

  この中では、利用件数は38件となっております。

この内訳です。店舗は何軒なのか、住宅リフォー

ムは何軒なのか、それと店舗と住宅を合わせた利

用ケースはあったのかどうか、それは何軒ずつな

のか教えていただきたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（飯山 武君） 産業観光課副

課長、飯山でございます。 

  成果書の162ページ、宮代町人・農地プランの

更新、こちらのほうでご質問いただきました。こ

ちらのほうで昨年度につきましては位置づけたの

は１名ということで個人の方を位置づけさせてい

ただきました。合計につきましては、百間地区21

経営体、須賀地区15経営体ということでございま

すが、こちらの位置づけた方につきましては必ず

しも農家個人ということではなく、農業法人につ

きましても位置づけをしてございます。そういっ

たことからこちらのほうの合計の表記につきまし

ては、人ではなく経営体というような表現とさせ

ていただいているところでございます。 

  続きまして、成果書163ページ、一番下の育苗

施設トイレ増設工事でございます。こちらにつき

ましては、育苗施設のほうにつきまして今まで女

性用のトイレがなかったということから、従業員

に女性の方がいらっしゃいますことから、そちら

の方の労働環境改善のためにトイレのほうの増設

を行ったところでございます。こちらにつきまし

ては、あくまでも従業員用のトイレということで

育苗施設の南側、ふだん一般の方が入っていかな

いようなところに設置したものでございまして、

基本的には一般の方がご利用ということは想定し

てございません。 

  続きまして、成果書164ページ、新しい村トイ

レ洗面器水栓取替え工事でございます。こちら新

型コロナウイルスの感染拡大防止対策としまして、

トイレの洗面器を手動の水栓から自動水栓のほう

に更新をした工事でございます。こちらにつきま

しては、設置をした場所が直売所が３か所、それ
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と農の家が２か所、それと村の集会所こちらが４

か所、合計９か所の水栓のほうを取り替えたもの

でございます。こちらにつきましては、いずれも

直売所であれば営業時間中は自由に入っていただ

くことが可能です。また、農の家につきましても

農の家が開いている時間帯については入っていた

だくことも可能です。村の集会所につきましては、

これ貸出し施設になってございまして、貸出しを

利用の方がいないときにはふだん施錠してござい

ますので、一般の方は貸出しの際に使っていただ

くのは全然可能でございますが、貸出しでないと

きにはやはり防犯上のこともございまして施錠し

てございますので、自由にいつでも入っていただ

けるというようなものではございません。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  成果書165ページ、上段、店舗・住宅リフォー

ム補助金利用件数38件。決算書で言いますと決算

書の140ページの上段から少し下りたところにあ

る店舗・住宅リフォーム事業費補助金になります。

こちら利用件数38件の内訳でございますが、こち

らについては店舗が１軒、住宅が37軒です。店舗

兼住宅についてはございませんでした。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初の、経営体ということ

で農家は個人の名前が入っていないということな

んですけれども、この経営体ということは21経営

体あったということなんですか。それとも一つ一

つのあれがこれ百間地区は21経営体、須賀地区は

15経営体というんですからこれ同じ経営体でやっ

ているのかどうか。その辺のところ、経営体は

別々なのか、完全に。ということは、宮代町に経

営体が三十幾つあるということを意味するのかど

うか。教えていただきたいなと思っております。 

  それと、トイレなんですけれども、今聞いた話

だと営業時間内だけしか使えないというふうに受

け止めたんですけれども、何のためにあそこの公

園があるのかちょっと分からないんで。朝の散歩

をする人もいるし、営業時間外に来ている人もい

るし、魚を釣っている人もいます。散歩している

人なんかは本当に困ってしまったという話を私は

聞いています。閉まってしまうんですよ。多分営

業時間内というんだから５時以降はもう閉まって

いると思うんですよね。夏場なんかみんないます

よ。そのへんに。全然使えない。困ったなという

ことですよ。使えるところといったらこの役場ま

で来ないと駄目だ。あそこの外の。距離的には本

当に気分の悪い人は困ってしまう。そういうこと

があるので、これ何とか24時間使えるようにでき

ないものか。その辺のところは私は思っているん

ですよ。これ、あそこを利用している人はみんな

思っていると思いますよ。トイレは人間として本

当に最低限必要ですから。トイレと水は。新型コ

ロナ騒ぎで水がもう使えないとなると手も洗えな

いとうことですから、その辺のところはこの新し

い村の一つの課題じゃないかなと私は思っている

んですけれども、担当者としてどう思っているの

か、もう一度お願いします。 

  それとあと、店舗住宅リフォーム補助制度、住

宅は主に使われているということなんですけれど

も、この住宅というのは宮代町全体にこれなって

いると思うんですけれども、これは商工会が全部

そこで仕切っているということなんですか。店

舗・住宅リフォーム制度というのは。町でやって

いるんですか。それとも商店会ですか。お願いし

ます。それだけ。 
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○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  住宅リフォームについては、町のほうで実施し

ております。商店会ですとか、商工会というのは

こちらについては関係がございません。実施する

に当たって町の事業者を利用してくださいという

条件がございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（飯山 武君） 産業観光課副

課長、飯山でございます。 

  成果書162ページ、人・農地プランの更新の中

にございました経営体のこちらのご説明でござい

ます。 

  こちらにつきましては、経営体につきましては

個人の農家さんも入っておりますし、また農業法

人についても入ってございます。それで合計しま

して21経営体ということで、個人も法人も合わせ

てその表現として、経営体というような表現とし

てございます。 

  なお、こちら百間地区21経営体ございますが、

こちらのうち実際法人につきましては２つの会社

がこの中に含まれてございます。また、須賀地区

15経営体となってございますが、こちらにつきま

しても法人につきましては２つの法人が含まれた

数字となってございます。 

  続きまして、成果書164ページ、新しい村トイ

レの洗面器の関係でございます。 

  ご質問いただきました利用時間ということでご

ざいますが、こちらご質問の中にございましたと

おり、村のほうの営業時間に限ってご利用いただ

けるということで、早朝、あるいは夜間、あるい

は新しい村が休みの月曜日などにつきましてはト

イレのほうは閉鎖させていただいてございまして、

ご自由に使っていただくということは残念ながら

できていないような状況でございます。この理由

としましては、こちら直売所に隣接していますト

イレにつきましては、ご存じのとおり直売所とあ

とあの建物については事務所のほうも併設した建

物でございます。その構造上、一体の建物として

なってございますことから、トイレの部分だけ使

えるように開けておくということになりますと、

ややもするとそちらのほうで利用される方が例え

ば火災を起こしてしまうとかあるいは防犯上等の

関係もございますので、なかなか構造上そちらの

トイレだけ分離して常時開けておくということが

なかなか難しいようなことになってございますの

で、現在のところ新しい村が営業している時間だ

けご利用いただくということで行わせていただい

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 成果書の162ページの法人

２つということなんですけれども、これは同じ業

者が入っているわけではないですよね。２つ別々

ということなんですよね。それだけもう一度お願

いします。 

  それと、新しい村のトイレなんですけれども、

私いろいろといつも見ているんですよ。この宮代

町というのは細長い町なんですよ。新しい村にも

ない、どこにあるんですか。ここにあるけれども、

１か所だけ24時間使えるトイレが。散歩道だとか

いろいろなことをやっていますけれども、白岡市

なんかに行くと小さな公園でもトイレがあるんで

すよ。やはり宮代町のこの新しい村、顔ですよ宮

代町の。やはり最低人間として人に優しくやるん

だったらやはりこの新しい村に外で24時間使える
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トイレを作るべきじゃないかなと私は思っている

んですよ。そういう考えがあるのか、ないのか。

やはり皆さんから言われます、私なんか。あそこ

トイレないんだよというので。営業時間内はあり

ますよ、それは。閉まったらもうなし。女性なん

かはトイレあそこで使えないんじゃあないの。だ

から散歩も来られないんじゃあないの。私はそう

思いますけれども。それを火災だとかなんとかと

いうふうに、防犯上だとか言っていますけれども、

それやったら日本中のトイレがみんな防犯上問題

になりますよ。公衆用のトイレは。作らない理由

にはならないと思いますよ、私は。それだけは強

く言います。もし回答ができたら、回答をお願い

します。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（飯山 武君） 産業観光課副

課長、飯山でございます。 

  まず、人・農地プランの形態のご質問でござい

ます。 

  すみません、先ほど私のほうでそれぞれの法人

の経営体の数を誤ってお答えしましたので訂正さ

せていただきます。 

  まず、百間地区でございます。 

  法人につきましては、経営体、法人は３社でご

ざいます。失礼いたしました。 

  また、須賀地区でございます。 

  須賀地区につきましても、法人につきましては

４社でございます。 

  それぞれの中に新しい村につきましては、須賀

地区、百間地区それぞれ１社ずつという形でカウ

ントしてございます。新しい村につきましては、

場所は１か所ございますが農業経営、実際作業と

かそういうのをやっておりますのが須賀地区ある

いは百間地区、それぞれの地域にまたがってやっ

ていますので、位置づけとしましては１社でござ

いますがそれぞれ１社ずつ須賀地区、百間地区、

カウントのほうしてございます。 

  続きまして、新しい村のトイレの関係でござい

ます。 

  先ほど構造上等の問題で常時開けていないとい

うようなお話をしてございましたが、そちらのト

イレの問題につきましては、今年度新しい村の魅

力アッププラン、そちらのほうで新しい村今後の

在り方のほうについてを検討してまいるというこ

とで事業のほうを行ってございます。そちらの中

で今後の検討課題として考えていきたいというふ

うに考えてございますのでよろしくお願いいたし

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  じゃあ、162ページの法人は新しい村を除くと

３社、２社ということで、５社あるということで

すね。宮代町に。百間地区に３社ですから、そこ

に新しい村が１社入っている。だから残りは２社。

須賀地区には４社入っていて、新しい村が１社入

っているから残りは３社。残りは６社、宮代町に

別々に入っているという意味でよろしいんですね。 

  それと、トイレの問題です。 

  今年度中に検討する、これは作るという方向で

検討するということで受け止めてよろしいんでし

ょうか。それともまだ検討段階で来年も延びるん

でしょうか。その辺のところだけお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課長。 

○産業観光課長（菅原隆行君） 産業観光課長、菅

原です。 

  まず、成果書162ページの担い手についてです

が、こちら百間地区の担い手のうち法人につきま



－２１７－ 

しては小林農園合同会社という会社と、あと竹内

園芸、それから新しい村の３社になります。それ

から、須賀地区の担い手の法人につきましては、

マルゲンアグリー株式会社と有限会社モンテロー

ザファーム、それから株式会社関田農園。関田農

園というネギを作っている会社です。それから新

しい村になります。 

  あと、トイレにつきましては、やはり一度外に

建てるとなると数千万円という予算にはなります

ので、今ここで建てるというふうにはお話はちょ

っと残念ながらできませんので、そういった場所

ですとか、金額含めてちょっと検討させていただ

きたいというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 法人のほうは分かりました。 

  トイレの件なんですけれども、今数千万かかる

と言ったんですけれども、そんな立派な公衆トイ

レはいりませんよ。数千万もかけるような。白岡

市なんか行ってみました。公園のトイレ。数千万

もかかるようなトイレじゃありませんよ。その辺

のところはお任せしますけれども、前提として人

が集まるところなんですよ。最低限トイレと水は

必要です。私はそう思っています。作るという前

提で検討していただきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。お願いいたしま

す。 

  ２点お願いします。 

  決算書142ページ、説明書166ページの消費者対

策事業についてお聞きします。 

  相談件数が多くなっているんですが、どんな内

容が何件で、結構詐欺に引っかかっている人が以

前すごく大きなお金がかかった人もいますけれど

も、被害金額とかもし分かったらお願いします。

件数と。お願いします。 

  あと、今の新しい村のトイレの話なんですが、

元議員が一般質問をしたときにちょっと私記憶と

しては、必要だと言ったときに検討すると私聞い

たような気がするんです。散歩に来た人が使える、

確かそういう答弁をされていたような気がするの

で、改選前にやっていた議員が質問されていたの

でちょっと確認していただきたいのと、やはりあ

そこたくさん散歩に来ていますので、やはり必要

だと思います。トイレがなくて、あそこでトイレ

に行くとなるとどこになるのか。ここ。四季楽ま

でですよね。四季楽は昔4,000万で作ったといっ

てすごく有名になりましたけれども、すごい立派

なのじゃなくて本当にいいので、本当に子供でも

使えるトイレ、絶対に必要なのでお願いします。

確かちょっと議事録読んでくださいお願いします。 

  それと、新しい村のホームページというのはど

こが作っているのか。ちょっとおしゃれに作って

くれているんですけれども、これもどこで作って

いるのかお聞きします。お願いします。 

  以上、３点です。 

  トイレは今分からないと思うので、お願いしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ７時３５分 

 

再開 午後 ７時４８分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  丸山委員の質疑に対する答弁からお願いいたし

ます。 
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  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（飯山 武君） 産業観光課副

課長、飯山でございます。 

  ご質問にありました新しい村のホームページの

委託先というお話でございます。こちらは、アン

カルク株式会社のほうに委託しているということ

で伺っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  決算書142ページ、成果書160ページ、消費生活

相談の内訳ということでご質問だったかと思いま

すが、相談件数108件のうち多い順に申し上げま

すと、売買契約に関することが52件ございました。

次いで、不審な郵便物、メールなどの売買契約で

はないその他の案件というものが42件、それから

不当請求ということで12件ほどございました。今

年度の傾向でもあるのですが、インターネットの

買物が増えているせいか、インターネットに絡む

相談というのが多いように思われます。被害総額

については把握しておりませんので、大変申し訳

ありません。 

  よろしくお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  消費対策事業は、いろいろなものがコロナ禍で

減っているのに相談件数が28件増えているって結

構数が多くなっているのかなと思っています。今

答弁いただいたように、インターネットの、家に

いてインターネットでいろいろなことが買物とか

したりとか、そういうことで相談が増えているん

だと思いますけれども、金額は分からないという

ことで、ということは大きな被害の事件はないと

いうことですか。そういうことでしょうか。もう

一回お聞きします。 

  それで、成果のところに消費者被害防止サポー

ターによる啓発活動に取り組みましたと、このサ

ポーターさんはどういう方がやっているんでした

っけ。ちょっとここを教えていただきたいのと、

啓発活動というので駅とかでチラシをまいたりし

たのか内容が分かりましたらもう一回お願いしま

す。 

  あと、新しい村のホームページ、すごくきれい

であれだったんだけれども、やはりアンカルク株

式会社だったんですね。分かりました。 

  ホームページ作るのは幾らくらいかかっている

んですか。そこは分かりますか。 

〔発言する人あり〕 

○委員（丸山妙子君） そうですね。分かりました。 

  じゃ、トイレはまたちょっと調べておいてもら

うということで、すみません、消費者被害防止サ

ポーターに関してと、被害総額の関連で大きな事

件があったかなかったかということでお願いしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本です。 

  被害金額で高額なものについては、今担当に聞

きましたところそんなに高額なものはなかったと

いうふうに聞いてございます。それから啓発活動

ですが、これまで県のサポーター養成講座という

のがありまして、そちらに参加された５名の方が

活動しておりまして、昨年は新型コロナでちょっ

と活動が頻繁にできなかったんですが、それまで

地域交流サロン、そういったところに出向いて、

最近多い詐欺の手口ですとか、埼玉県からそうい

ったチラシが届きますので、そういったものを逐
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次その５名の方に郵送させていただきまして配布

していただいたり、そういったサロンでしゃべっ

ていただいたりしているというふうに確認してい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。１点だけお願い

します。皆さんお疲れでしょうから。 

  決算書は140ページ、説明書は164ページです。 

  商工業の振興事業ですけれども、主な実施内容

の中で宮代町商工会補助金（商工業振興事業補助

金）1,100万円、決算のほうは商工業振興事業補

助金1,100万円で出ていますけれども、1,100万円

というのは何年度から始まっていますか。お答え

願います。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（榎本恭一君） 産業観光課副

課長の榎本でございます。 

  商工会の補助金が1,100万円になったのがいつ

からということで、こちらは平成20年から1,100

万円となっております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 私は、商工会が町に果たす

役割、これは評価しています。だから補助金であ

ろうと何であろうと出すのは別にやぶさかではな

い。ただし、1,100万円というのは平成20年から

定額で続いているんです。これは補助金ではない

んですよ。表示を改めていただきたいかな。補助

金というのは事業に対して補助するものですから、

商工業の振興事業といっても風呂敷が大き過ぎま

すよ。成果物だって別にないんですよ。それぞれ

の事業というのはずっとその下にあるようなもの、

それが事業であって、それに対して補助金が出て

いるわけですから、私は1,100万円を出すという

のが悪いとは言っていないんですよ。それなりの

役割を果たしていますから。でも、これを商工会

補助金という形でやったとすれば、これはおかし

いと。決算として。こう思います。だったら中身

を見せてくださいと。全部公開を。何に対して補

助したんだと。1,100万なんて切りのいい数字な

んて出っこないんです補助金は。そんなことは子

供だって分かるんです。 

  したがって、私はやるなら交付金ですよ。だっ

たら納得します。定額であるということも、期待

値を込めて商工会の発展のために、町内の商工業

を発展させるために使ってくださいと。そういう

ことでやっていただけるのが一番いいんじゃない

かと。願わくば1,100万円を1,000万に下げるとい

うこともそれはあるし、逆に、いやいや今までよ

く我慢してくれたと。1,200万円に上げますよと

いうこともあり得る。でも何にもしないでこうい

う形でずっと毎年続いているというのは私は決算

処理上、これは今度予算議会になりますから、来

年。そのときはかぶりつきます。予算を通さない

という。 

  ということで頑張るような気持ちもありますけ

れども、中身的には今言ったように商工会という

のは頑張っているという理解をしていますから。

町民の皆さんもこんな形で出されたら疑ってしま

うんですよ。だからよく10年以上頑張ってこられ

たなと、この形で。 

  ということで、何かありましたらお答えくださ

い。なければあれです。私のほうはこれで終わり

ます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  産業観光課長。 

○産業観光課長（菅原隆行君） 産業観光課長、菅
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原です。 

  私も財政担当は長かったものですので、確かに

交付金とおっしゃられますとそちらのほうが適し

ているかなというふうには今は思っております。

ただこの辺につきましては、ちょっと県の市町村

課等にも確認を取りながら正しい方向に持って行

きたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

で産業観光課の質疑を終了いたします。 

  本日はこの程度にとどめ、次回は９月14日火曜

日、午前10時から委員会を開き、引き続きまちづ

くり建設課関係の審査から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ８時００分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸藤栄一君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、９月10日に引き

続き決算特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（丸藤栄一君） これより、まちづくり建

設課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） おはようご

ざいます。まちづくり建設課長の石塚でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） おはよ

うございます。道路担当の髙橋です。よろしくお

願いします。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） おは

ようございます。まちづくり建設課副課長の小川

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○上下水道室長（成田雅彦君） おはようございま

す。上下水道室長の成田です。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○まちづくり建設課主幹（小島英樹君） おはよう

ございます。道路担当小島でございます。よろし

くお願いします。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 同じく道

路担当の和田です。よろしくお願いします。 

○まちづくり建設課主幹（新井庸一君） おはよう

ございます。まちづくり建設課主幹の新井です。

よろしくお願いいたします。 

○都市計画担当主査（島村明子君） おはようござ

います。まちづくり建設課都市計画担当、島村と

申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくよう、よろしくお願いいたします。 

  一般会計分の歳入歳出一括して質疑をお受けし

ます。ただし、特別会計は入りませんのでご注意

ください。 

  質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） おはようございます。泉

でございます。よろしくお願いいたします。 

  ５点ほど質問させていただきます。 

  まず、１問目です。 

  決算書144ページ、説明書168ページになります。 

  道路維持管理事業の中で測量設計委託というこ

とで、道路修繕工事に伴う測量設計業務委託とい

うことで826万4,300円出ているんですけれども。 

  この決算書では144ページで、12節委託料のと

ころで、測量設計委託料が77万円と、あと下のほ

うで同じように測量設計委託料が749万4,300円と

いう、この２つだと思うんですが、これについて

どこに委託されたのか、それと何か所ぐらいの設

計なのかを教えてください。 

  ２問目です。同じページになるんですが、除

草・樹木管理委託ということで、説明書では街路

樹管理除草業務委託ということで556万3,852円と

いうことで、決算書のほうでは、街路樹管理業務

委託料が136万2,667円、あと道路除草業務委託料

が420万1,185円ということで、これもそれぞれど

こに委託されて、大体何回ぐらい除草されている
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かを教えてください。 

  ３問目です。決算書が146ページ、説明書が172

ページになります。 

  橋梁維持管理事業ということで、下のほうに橋

梁補修工事とあるんですが、一番最後のところの

宮代大橋（字道仏）前払金とあるんですけれども、

これの説明をお願いいたします。 

  ４問目は、決算書148ページ、説明書が173ペー

ジになります。 

  一般住宅耐震対策事業の中で、表のところで耐

震診断補助ということで、30年度と元年度２件ず

つあるんですが、２年度はゼロということで１件

もなかったということの説明ですね。それから、

その下にあるブロック塀等撤去ということで２件

あるんですけれども、この14万2,000円の、まず

２か所がどこかということと、あとそれぞれ幾ら

ぐらいかかっているかということをお聞きいたし

ます。 

  最後に、５問目なんですが、決算書152ページ、

説明書が175ページになります。 

  公園等環境管理事業の中で、街区公園草刈り樹

木管理委託料ということで1,396万166円、それと

街区公園等健康器具設置事業、14節になるんです

が、こちらが483万1,200円ということで、それぞ

れのどちらに委託されているのかということと、

あとこの下のほうの街区公園等健康器具設置工事

というのはどういうものであるかということです

ね。 

  それと、あと175ページに書かれているんです

けれども、公園遊具等の点検や職員による公園パ

トロールの実施等ということであるわけなんです

けれども、これはパトロールするときに、点検表

みたいなものというんですかね、チェックシート

みたいなものがあるのかどうかをお聞きいたしま

す。 

  以上５点になります。 

○委員長（丸藤栄一君） それでは、答弁をお願い

します。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長、髙橋です。 

  それでは、お答えさせていただきたいと思いま

す。 

  まず、決算書の144ページ、成果書の168ページ

だと思うんですけれども、こちらの測量設計費に

関しての質問だと思うんですけれども、まず、測

量設計費、町道1483号線舗装修繕調査測量という

ことで、坂田測量さんのほうに発注しておりまし

て、こちらのほうが77万円になります。 

  同じく測量設計なんですけれども、町道17号線

の測量設計ということで、坂田測量さんですね、

こちらのほうに600万9,300円ですね。鯨岡設計さ

んのほうに148万5,000円ということでお願いして

おります。 

  坂田設計さんのほうの委託に関しましては舗装

の調査になっておりまして…。そうですね。すみ

ません、以上になります。 

  ごめんなさい、坂田測量さんのほうと鯨岡さん

のほうのやつなんですけれども、町道17号線のほ

うが坂田測量さんのほうで、町道74号線のほうが

鯨岡設計さんになります。すみません。 

  以上です。 

  すみません。続きまして、２番目なんですけれ

ども、同じく144ページ、成果書のほうが168ペー

ジになります。こちらの除草等樹木管理の件に関

してなんですけれども、除草業務委託ということ

で、駅前広場の除草ですとか道路の除草というこ

とで、主にシルバー人材センターのほうに委託し

ておりまして、そのほかにＪパークさんですとか

といったところに委託をさせていただいておりま
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して420万2,185円ということですね。 

  街路樹のほうの剪定ですとか消毒ということで、

ほかに加藤園さんですとか大植さんというところ

に頼んでおりまして、こちらのほうが136万2,667

円ということになっております。 

  以上でございます。 

  次に３番目なんですけれども、決算書のほう

146ページ、成果書のほうが172ページ、橋梁につ

いてなんですけれども、宮代大橋の前金350万円

に関してということで質問があったかと思うんで

すけれども、こちらに関しましては契約額につい

ては889万9,000円ということで、伊草建設さんの

ほうで請け負っていただいているんですけれども、

こちらのほう令和３年度に繰り越したことがあり

まして、前金の40％以内という決まりがあります

ので、こちらが350万ということでお支払いさせ

ていただきまして、３年度に終わったら残金を支

払うということでなっております。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 次、答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  まず１点目のご質問でございますが、決算書

148ページ、成果書173ページ、一般住宅耐震対策

事業の関係でございます。 

  こちらにつきまして、耐震診断補助につきまし

て元年度につきましては２件、２年度につきまし

ては０件ということで、０件の理由はというお尋

ねでございましたが、こちらについては、町のほ

うでも啓発活動はやっているものの、なかなか診

断補助について申請のほうがいただいていないと

いうことなんですけれども、明確な、ちょっと理

由については分かりかねるところでございます。 

  一方、耐震改修工事のほうでございますが、こ

ちらについては件数がやはり少ないという理由に

つきましては、耐震対策の対象となる昭和56年以

前の住宅の居住者につきましては、高齢者が多い

こともございますので、なかなか家を建て直すの

に費用のほうもかかりますので、こちらについて

も少ない状況ということでございます。 

  続きまして、ブロック塀の撤去の関係でご質問

のほうをいただいております。２年度２件、こち

らはどこの地区かということでご質問がございま

した。こちらにつきましては、１件目が川端１丁

目地内、２件目が百間４丁目地内でございます。

こちらにつきまして、ブロック塀の撤去の工事に

かかった費用でございますが、まず川端１丁目が

８万8,000円かかっております。そのうち２分の

１でございますので４万4,000円の補助を出して

おります。次に、百間４丁目でございますが、こ

ちらについては工事の費用が19万6,861円、こち

らについても２分の１ということで９万8,000円

を補助しております。したがいまして、補助の額

につきましては２件合わせまして14万2,000円と

いうことでございます。 

  続きまして、決算書152ページ、成果書175ペー

ジ、公園等環境管理事業の関係でご質問のほうを

いただいてございます。 

  こちらにつきまして、まず街区公園の草刈り、

樹木の管理委託料1,396万166円、こちらにつきま

して、どちらへ委託されているかというご質問で

ございましたが、こちらにつきましては、まず東

武緑地株式会社、こちらのほうに令和２年度街区

公園等樹木管理業務委託として委託をしておりま

す。請負額につきましては858万円でございます。 

  それから、シルバー人材センターのほうにも委

託をしておりまして、こちらにつきましては484

万6,666円、それから大植さんのほうにも委託を

しておりまして42万9,000円、それからＪパーク
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さんのほう、こちらにつきまして10万4,500円の

委託をしております。 

  続きまして、14節のほうの街区公園等健康器具

設置工事についてでございますが、こちらどうい

うものなのかというご質問でございましたけれど

も、こちらにつきましては、まず請負者のほうが

株式会社アミューズというところに発注をいたし

ました。こちらにつきましては、コロナ対策の臨

時交付金を充当させていただいた事業でございま

して、新型コロナによって外出自粛により健康維

持のため近所での散歩が増加したことにより、健

康遊具を整備したものでございます。公園等環境

管理事業のほうで計上はしてございますが、施工

したところにつきましては健康マッ歩と、それか

ら公園につきましては学園台宮前幼児公園、こち

らに健康遊具のほうを設置しております。健康遊

具につきましては、ベンチ型のあん馬、オリンピ

ックでも競技がありましたが、あん馬の形をした

ベンチ、そういったものを設置しております。そ

れから、腹筋のできるベンチ、テーブルベンチ等

を設置しております。 

  最後に、公園等環境管理事業成果書175ページ

の定期パトロールの実施につきまして、チェック

シート等ありますかというご質問でございました

が、現在のところ、町のほうの職員で月１回定期

的に点検のほうは行っておりますが、チェックシ

ート等を持って点検のほうを行ってはおりません。

こちらにつきましては、簡単な何かチェックシー

ト等を作れればというふうには考えておりますの

で、今後の検討課題とさせていただきたいと思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  １問目なんですが、そうしますと、この道路修

繕工事は３か所で行われたということでよろしい

わけですね。分かりました。 

  それから、あとその２問目で、街路樹管理等除

草業務委託のところで、説明いただいたんですが、

例えばこれ、年に２回やるかどうかをもう一度お

聞きいたします。何月と何月かということでお聞

きいたします。 

  ３番目は分かりました。 

  あと４問目も分かりました。 

  すみません。３問目の橋梁維持管理事業に関し

ては分かりました。 

  あと４問目の一般住宅耐震対策事業で、耐震診

断補助とブロック塀等の撤去ということで分かり

ましたが。一応、この耐震診断補助のところで、

ホームページ等広報で周知していますということ

があるんですけれども、それ以外に、何か周知す

るために考えているかどうかをお聞きいたします。 

  あと５問目なんですけれども、すみません、お

話しされるのが早いもので、ちょっと書き取るこ

とができなかったので、申し訳ないんですけれど

も。 

  公園草刈り樹木管理のほうですかね、最初のほ

うで言われた中の、シルバー人材センターとか大

植さんとかＪパークさんのその前に言われたとこ

ろの、ちょっと会社名が書き取れなかったので、

もう一度言っていただいてよろしいでしょうか。 

  また、その公園の除草とか、そういったものと

いうのは、どういう単位で刈取りをされるかとい

うことをお聞きいたします。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長、髙橋です。 

  ２問目の草刈り、除草についてなんですけれど
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も、年に何回か、また何月ぐらいに行われるかと

いう質問だったかと思うんですけれども、こちら

のほうにつきましては、大体、年に２回から３回

ということで実施させていただいております。 

  何月ぐらいに刈られるかということなんですけ

れども、大体伸びてきたら、その都度見て刈れる

ようにとは思っているんですけれども、大体、５、

６月ぐらいに１回と、９、10月に１回ということ

で、年２回から３回ということでやらせていただ

いております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  まず、１つ目のご質問でございます。成果書

173ページ、耐震診断の関係でございます。ホー

ムページ、広報以外での周知はということでござ

いますが、こちらにつきましては、例年であれば

年に３回程度、耐震リフォームの相談会というの

を実施させていただいております。ただ、昨年度

につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響で、そういった周知活動ができなかった状

況でございます。 

  また、10月に行われています防災訓練、こちら

で耐震リフォームのブースを設けさせていただい

て、そちらでも啓発のほうを行っておりましたが、

こちらにつきましても昨年度は新型コロナウイル

スの影響がありまして、中止になってございます。 

  ちなみに、今年度でございますが、今年度につ

きましては、一度、７月にリフォーム相談会のほ

うを実施させていただきました。８月、９月にも

予定をしておりましたが、緊急事態宣言の影響を

受けまして、こちらについても中止というふうに

なっているところでございます。 

  耐震改修工事店ですとか、それから地元建築士

の皆さんにつきましては、ご自分のお店のほうで

も引き続き啓発活動に努めていただいている状況

でございます。 

  続きまして、成果書175ページ、公園の草刈り、

樹木の管理の委託の関係でございます。 

  こちらにつきまして、まず委託の請負者でござ

いますが、こちらにつきまして１者目が東武緑地

株式会社でございます。２者目がシルバー人材セ

ンター、３者目が大植さん、それから４者目、こ

ちらにつきましてはＪパークでございます。 

  草刈りの頻度でございますが、道路担当のほう

と同じでございますが、繁茂した時期を見計らっ

て草刈りのほうを発注しておりまして、年２回程

度でございます。 

  実際に草刈りの状況を見ますと、やはり５月、

６月が集中して１回目が多いのと、それから８月

の終わりから９月が集中して発注している時期に

なっているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  そうしますと、除草樹木のほうなんですけれど

も、これ決まっているのは２回ですけれども、要

望に沿うようにするために３回ほど行われるとい

うことでよろしいわけですね。 

  やはり結構要望が出たりしますので、特に今年

は雨のせいか、すごく草の伸びが早いというんで

すかね。そういうこともありますので、そういう

ときには順次対応していただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  あと、先ほど公園のほうもそうなんですけれど

も、やはり除草されるときというのは、町職員の

ほうの点検というか、そのパトロールによって見

つけて、それで依頼して行われるのか。もしくは、
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その携わっている委託先の方たちが見回って伐採

とかをされるのか、それだけもう一度お聞きいた

します。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  成果書175ページ、こちらの公園等環境管理事

業の関係の草刈りの件でございますが、発注をし

ておりますシルバー人材センターのほうでも、現

場のほうは常日頃、確認をしていただいておりま

す。町のほうでも当然職員のほうが現場に出た際

に確認をしておりまして、両者の目で見て発注時

期のほうを決めさせていただいておりますのと、

それから地元の方からのご要望であったり、その

都度、適宜、除草のほうは発注させていただいて

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  とにかく公園のほうですと、やっぱり子供たち

が遊ぶ場所ですので、大人の目で見て伸びている

長さと、子供たちの目から見たその伸びの差とい

うんですかね、そういったものあると思いますの

で、やはりひどいなというふうに感じたときは、

すぐ刈っていただければと思います。ありがとう

ございました。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。４点質問をさせ

ていただきます。 

  決算書152ページ、成果書175ページ、公園等環

境管理事業について４点質問をさせていただきま

す。 

  こちらの公園管理報償金に関係しているんです

けれども、町が管理している公園と、各自治会が

管理をしている公園があると思うんですけれども、

町が管理している公園についてのごみ収集や、そ

の公園の環境整備はどのような頻度でどのような

ことをされているのか、お伺いいたします。 

  ２点目なんですけれども、先ほども出た内容な

んですが、街区公園草刈りの委託料についてなん

ですけれども、年に２から３回ほど定期的に草刈

りをしていただけていると思うんですけれども、

要望があった場合は、その都度、草を刈ってくだ

さるということで伺っているんですけれども、令

和２年度でそういう要望などがあって草を刈った

場所や件数をありましたら教えてください。 

  ３点目で、工事請負費のほうで公園砂場フェン

ス設置工事なんですけれども、こちらも感染症対

策として、砂場にフェンスをつけていただいたと

思うんですけれども、こちら、どこの公園に何か

所つけられたのかということと、つけてみて保護

者の方からのお声などあったか。今後もこのよう

な砂場にこういうフェンスをつけるのかというこ

ともお伺いいたします。 

  最後に、公園の管理についてなんですけれども、

宮代町の公園の中で、放置されているというか、

何もない、ただの場所になっているような、ちょ

っともったいないような感じの公園があるんです

けれども、そのようなのは宮代町にどれぐらいあ

るのかというのをちょっと教えてください。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  成果書175ページ、公園等環境管理事業でござ

います。 

  まず１点目、管理している公園につきまして、
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町が管理している公園、自治会が管理している公

園がございまして、町が管理している公園につい

てのごみの収集、どのような頻度でどのようなこ

とをしているかということでございますが。 

  まず、定期点検のほう、月１回行っております。

その際に公園のほうに行きまして、気づきました

ごみ等につきましては収集をさせていただいてい

るところでございます。 

  また、通勤とかで公園の近くを通ることもござ

いますので、その際、気づいたものについては、

同じようにごみ拾いのほうをさせていただいてお

ります。 

  それから、ごみを捨てるなという注意喚起の看

板が公園等にも設置してあるんですが、それがい

たずらによって壊されることもございます。そう

いったものの補修等につきましても、職員が直接

やらせていただいているところでございます。 

  続きまして、草刈りの委託につきまして、年二、

三回程度ということで、令和２年度、要望箇所と

それから件数というご質問でございましたが、こ

ちらにつきましては、要望の多い箇所につきまし

ては、道佛の区画整理地内が多い状況でございま

す。こちらにつきましては、ちなみに、道佛の公

園でいきますと、桜の道公園というところがある

んですが、こちらにつきましては４回ほど除草の

ほうをやらせていただいております。 

  それから、きりかぶ公園でも３回、道佛緑地に

おいても３回、その他は２回という形で草刈りの

ほうを行わせていただいております。 

  続きまして、14節工事請負費の関係で、公園砂

場フェンス設置工事についてでございます。 

  こちらにつきましては、委員おっしゃるとおり、

コロナ対策を防止するため臨時交付金を利用させ

ていただきまして、砂場の周りにフェンスのほう

を設置させていただいたところでございます。反

響といたしましては、ペットも入らないというよ

うな形でのフェンスですので、良くなったという

ようなお声もいただいているところでございます。 

  こちらにつきまして、どこの公園かということ

でございますが、こちらにつきましては、まず１

か所目が道佛南公園でございます。もう一か所が

宮代中央公園、東武動物公園駅の西口にできた新

しい公園でございます。こちらにつきまして、今

後の予定はということでございますが、こちらに

つきましては、コロナ対策の臨時交付金を利用さ

せていただいて、ペットを介した新型コロナ感染

症を防止するため防護柵を設置したものでござい

まして、平時における措置ではないということで

理解をしております。 

  今後そういった砂場の周りにフェンスの設置等

の要望があった際には、公園の利用状況ですとか、

それから当然予算もかかりますので、そういった

状況を勘案しながら検討をさせていただければと

いうふうに考えてございます。 

  それから、最後のご質問で、公園の何もない、

遊具とかが何もないという公園ということだとは

思いますが、こちらにつきましては、まず大きな

公園でいきますと、はらっパークが代表的な公園

でございますけれども、あちらにつきましては、

町民の皆さん、それから町外の皆さんにも有効に

利用をしていただいているところでございます。 

  ほかの遊具のない公園につきましては何か所か

というご質問ですが、ちょっと今、資料が手元に

ないものですから、後で調べてお答えさせていた

だければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） ありがとうございました。 

  １点目の町が管理している公園は、月１回点検

をしていただいて、ごみ拾いなどしていただいて
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いるということで承知をいたしました。近所の

方々が好意でごみを捨ててくださったり、見回り

とかされていることもあるんですけれども、町も

そのようにしてくださっているということで分か

りました。 

  ２点目の公園の草刈りについてなんですけれど

も、公園によって、その草刈りの草の量にしても

変わってくると思うんですけれども、割と道仏の

辺りは草の量が多いので、このように、これは定

期的な２回から３回プラス４回やってくれている

ということなのか、合わせてこの４回したのかと

いうことを、もう一度お伺いいたします。そのよ

うな要望が出ていて、すぐに対応をしてくださっ

ているということで承知をいたしました。 

  砂場についても、感染症対策ということで、取

りあえず今回限りで２か所ということなんですけ

れども、こちらのフェンス工事で、２か所で90万

円ほどかかっているんですけれども、これがちょ

っと高いんじゃないかと思うんですけれども、そ

のようなものなのか、ちょっともう一度詳しく教

えてください。 

  最後、公園についてはまた後ほどということで

承知いたしました。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  成果書175ページ、公園等環境管理事業の関係

でございます。まず、草刈りの関係でございます

が、道仏地内の公園につきまして４回やったとい

うことで、要望により４回やったのかというご質

問だとは思いますが、こちらにつきましては、利

用頻度の多い公園でございまして、周りの方たち

もよく気にしていただいている公園でございまし

て、おっしゃるとおり要望により実施をさせてい

ただいております。 

  続きまして、砂場フェンスの関係でございます

が、こちらにつきましては、まず道佛南公園のほ

うでフェンスの長さ15メートル、プラスそれから

出入口、門扉を設置しております。宮代中央公園

のほうにつきましては、フェンスの長さ21メート

ル、プラス同じように出入口、門扉のほうを設置

してございます。 

  設計をしたところ、設計額については99万円で

ございまして、請負額は当然そこから若干落ちま

すので90万2,000円ということで、最終的に95万

9,800円の工事費がかかってございまして、大体

これぐらいの額なのかなというふうには承知をし

ております。 

  それから、先ほどのご質問で、放置されている

という公園の関係でございますけれども、こちら

につきましては、放置されているという公園とい

うのは特にはございません。 

  先ほどのご質問の中で、施設等ない公園という

ことでございますと、43の街区公園がございまし

て、ベンチとか水飲みとか、そういうものが全く

ない公園につきましては、まず桃山台のコミプラ

の跡地というところがございます。そこが１か所

でございます。それから、学園台地内の身代親水

公園、こちらにつきましてもベンチ等施設につい

ては一つもございません。 

  よりまして、43か所の街区公園のうち２か所の

街区公園については何もそういった施設がない公

園ということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  フェンスの件も承知をいたしました。砂場はネ

ットを張るということでの、そういった感染症と
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いうか、猫とかそういった感染症ですね、そうい

う対策でネットをしているところもあるので、ど

うなのかなと思って、ちょっとこちら伺いました。 

  最後の街の中の公園についてなんですけれども、

43の公園で遊具がなかったりということなんです

けれども、ベンチでこのような、先ほど健康器具

で造っていただいた、そういう高価なベンチでは

なくてもいいので、ベンチだけでもその公園にあ

ると、そこでちょっとこう座ったりできると思う

んですけれども、何もなかったり、もう少し何か

あれば、そこでこのようなコロナ禍の時期なので、

外に出て少し気分転換ができるのではないかと思

った公園が幾つかあったので、これからそのよう

な見直しをしていただいて、あまりお金のかから

ない、座れるだけのベンチでもいいので、そのよ

うな対応を要望して終わりにいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕でございます。成果書

174ページ、決算書150ページ、中ほどにあります

湛水防除対策事業、その中で、笠原地区浸水対策

実施設計業務委託とあります。これに関しての内

容と、あと委託ですから、委託先をお願いいたし

ます。 

  また、浸水対策に対して機械器具等の点検につ

いて、年何回ぐらい行っているのか、その作業内

容はどうなっているのか。点検等で浸水対策に対

する課題点はそこから見つけ出すことができたの

か、お伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  決算書150ページ、成果書174ページの湛水防除

対策事業、そこの成果書の174ページの一番下に

なりますね。下の表の笠原地区浸水対策実施設計

業務委託の内容でございますが、こちらは浸水対

策として笠原小学校の下に排水管を通して、笠原

沼落に排水を流すという工事の実施設計というこ

とで、工事を出す前の最終的な設計を実施設計と

いいます。そちらを株式会社コーセツコンサルタ

ントに561万円で発注しております。 

  あと、設計といたしましては、笠原の排水機場、

今回ポンプを設置する、さらに下流の部分に排水

機場がございまして、そちらに排水機場に入る道

路というのがございませんで、今まで管理するの

に、民地の田んぼをその作業時だけ無償で貸して

いただきまして作業のほうをしておりました。 

  今回その土地周辺が開発の計画がございまして、

それに伴いまして、地権者さんに相談したところ、

こちら町道の1648号線というんですが、そこを再

納していただけるということになりましたので、

それを進入路として使わせていただくということ

で、こちらの道路の設計を有限会社細田測量設計

事務所に49万5,000円で発注しております。 

  ２点目でございますが、今回その排水ポンプを

購入させていただきまして、台風等大雨が降った

ときに稼働させるようにするわけなんですが、幸

いにも、この購入させていただいてからは、まだ

大雨は降ってございません。我々もそういう非常

時に備えて、日々訓練をしようではないかという

ことで、まず令和２年10月６日に町長立会いの下

で、まず試運転をさせていただいております。令

和３年５月18日に上下水道室の職員と、あとはほ

かのまちづくり建設課の職員を含めまして手伝っ

ていただきまして、エンジンポンプの設置訓練を

しております。 

  あと、台風、６月25日ですね、台風５号が接近

するということで、台風というのはなぜか金曜日



－２３１－ 

というか、週末の夜に接近することが多いので、

その金曜日に、６月25日は金曜日なんですが、備

えてポンプの、現場には設置しないんですけれど

も、今回この事業で購入させていただいたトラッ

ク、軽トラ２台に載せて準備をしております。８

月６日の台風10号の際にも同じように準備をして

おります。 

  あと点検ということで、その下流部に笠原の排

水機場がございますが、これ下水道事業のほう、

企業会計のほうなんですが、そちらのほうで常に

点検業務を年間通して発注しておりますので、そ

ういう大雨に備えていつも準備はしております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） はい、ありがとうございま

す。 

  最後に一点だけですけれども、訓練等で見えて

きた課題ですか、それがあったかどうか知りたい

んですけれども、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  まず、ポンプが非常に重いんですね。200キロ

あります。それを今回３台購入させていただいて、

今、ポンプのほうは元中島の消防出張所があった

ところに保管しているんですが、それをまず車に

積んで現場に運んで、また下ろしてホース設置と

いうのは、かなり想像していた以上に重労働とい

うか、手間がかかる作業なんですが、何回かやっ

ているうちに慣れると思うんですが、課題という

のは、どんな状況でもすぐにそういうのを設置で

きるようにするということが、今のところの課題

になっております。 

  あとは、また台風が来たら、また新たな課題と

いうのがどんどん浮き彫りになってくると思いま

すが、その都度、体制を整えていきたいとは考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） はい、ありがとうございま

す。 

  これから迎える台風シーズンに向かって、ぜひ

とも安心・安全のまちづくりという形で、今後と

もひとつよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。 

○委員長（丸藤栄一君） そのほかに質疑はありま

すか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。３点お

願いします。 

  決算書152ページ、説明書が175ページです。 

  公園等環境管理事業の主な実施内容で、はらっ

パーク宮代の利用状況があるんですが、コロナ禍

でグラウンドゴルフ、アーチェリー、サッカーは

減っているんですが、唯一、種別のその他の欄で

すね、が247件と増加しているんですが、これっ

てどういう、新型コロナだから増えたのか、何か

この増えている理由、内容と。今までも1,170件

って結構その他でまとまっちゃっているんですけ

れども、これ大まかに何か、分別というんですか

ね、どういうものに使っているかお願いします。 

  ２点目は、先ほども出ていたんですが、公園管

理協定に基づく、同じページですね、住民主体の

維持管理の表の中で、町役割分担の定期パトロー

ル実施というのがあるんですが、これ、さっきの

委員さんと重なるところあるかもしれないんです

が、これが年１回なのか、あと内容が、点検シー

トがないということなんですけれども、一応どう

いうものを点検しているのか。例えば、害虫とか
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何か破損とかって、大体決まっているものがある

んだったらお願いいたします。 

  これ違うのかな、委託料が88万円となっている

んですが。あとすみません、公園遊具等点検業務

の委託料が88万円となっているんですが、これの

ちょっと詳細をお願いいたします。 

  大きな３点目としまして、町管理になるか分か

らないんですが、県道125号線の道路じゃなくて

歩道の部分の雑草がすごく伸びているという苦情

が結構入ってくるんですが、特に、須賀と学園台

の間のローソンの向かい側とか、あと久喜市との

境、沖の山方面ですね。沖の山方面は、この前、

刈ってくださったのかな、減ったんですが、空き

地の横とか田んぼの横ってすごい生えるんですが、

これって町民が歩くわけですけれども、歩道って

いつも何か結構伸びたままになっていたり、ここ

の管理ってどうなっているのか、お聞きします。 

  以上、３点です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  まず成果書175ページ、公園等環境管理事業の

関係でございます。 

  はらっパーク宮代の利用状況、表にございます

その他につきましてのお問合せでございました。 

  こちらにつきまして、グラウンドゴルフ、アー

チェリー、サッカーにつきましては軒並み減って

いるものの、その他が増えている理由はというこ

とでございますが、このその他が増えている理由、

詳しい理由はちょっと分かりかねますが、たまた

ま新型コロナウイルスの関係で、はらっパークに

つきましては４月、５月を休園措置を取らせてい

ただいております。それ以外のはらっパーク開園

時にその他の利用が多かったということではない

かなというふうに推測をしているところでござい

ます。 

  こちら、その他の中身でございますが、こちら

につきまして、まずラグビー、こちらが573人、

それから運動会、こちらが157人、それから陸上

競技、こちらが430人、続きまして写真撮影が４

名、その他の中のその他というところでございま

すが、こちらが７名、計1,171名でございます。 

  続きまして、同じく成果書175ページ、表の下

のほうなんですが、管理協定の関係で町の定期パ

トロールの実施ということで、年１回というお問

合せでございましたが、こちらにつきましては月

１回パトロールのほうを実施させていただいてお

ります。そのパトロールの際につきましては、先

ほど申し上げましたとおり、ごみですとか、それ

から委員おっしゃったとおり、害虫ですとか、そ

ういった視点でパトロールのほうはさせていただ

いております。 

  公園によりましては、駅近の公園ですと、夜、

若者が集ったりして花火等をやったりして、その

ごみを散乱していることもございますので、そう

いったごみの収集、ごみが落ちている状況とかも

確認しながらパトロールのほうをさせていただい

ているところでございます。 

  それから、こちらにつきましては、決算書の

152ページでございます。公園等環境管理事業12

節委託料、公園遊具等点検業務委託料でございま

す。 

  こちらにつきましては、街区公園の遊具の定期

点検のほうをさせていただいてございます。こち

らにつきましては、今まで２年に一度の点検でご

ざいましたが、令和２年度から都市計画法規則の

第３条の２に基づき、点検は１年に一度の頻度で

行うことを基本としておりますことから、定期点

検の業務委託のほうを発注させていただいており
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ます。ちなみに、請負者でございますが、日都産

業株式会社でございます。 

  こちらにつきましては、各遊具の破損状況でご

ざいますとか、それから塗装の劣化等を確認して、

ＡＢＣＤの評価をつけまして、その診断結果を判

断しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長、髙橋です。 

  須賀のローソンの辺りですとか、久喜市との間

の歩道の管理はということなんですけれども、恐

らくこちら、県道の春日部久喜線になりますので、

こちらのほうの管理については、杉戸県土整備事

務所になります。 

  こちらのほう、町のほうにも苦情等入ってくる

ところではございますけれども、県のほうに連絡

して対応をお願いしているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。１つ目の決算書

152、説明書175、その他の利用状況分かりました。

これ、表なんですけれども、結構、前も聞いたか

もしれないんですけれども、このグランドゴルフ、

アーチェリー、サッカーと分けている件数って結

構大きいと思うんですが、ラグビーとか運動会、

結構使って、運動会少ないかもしれないんですけ

れども、ラグビーとかって、これ分けている理由

ってあるんですか。何かその他って1,179って結

構多いので、どんなものかなと思うんですけれど

も。 

  この、今のその他の、平成30年と令和元年度と

いうのも大体同じような利用になるんでしょうか、

お聞きします。 

  あと２つ目の定期パトロールの件なんですけれ

ども、ちょっと言い間違えて、すみません、週１

回ということ、月１回とお聞きしていました。 

  やっぱりさっき前段の委員さんもおっしゃって

いましたけれども、シートをきちっと作って点検

項目をしっかり必ずどこも同じように見るという

方法をやっていただきたいと思います。 

  あと、自治会が管理しているところありますよ

ね。そうすると、今のお話ですと、町が管理のと

ころはそれをやっていただいていると思うんです

けれども、町管理は町内の自治会、町内会が管理

しているところは結構そこに委ねるところが多い

と思うんですが、それって結構負担にもなったり

とか抜けっちゃったりもするので、その辺ってど

う考えていらっしゃるのか、お聞きします。 

  あと、決算書152ページの公園遊具等点検業務

委託料ということは、２年に一度だったのが１年

に一度になったということは、大体、点検料が倍

になったということでしょうかね。前はこの半額

ぐらいで済んでいたのか、そこをお聞きします。 

  あと破損状況がＡＢＣＤということは、Ｄにな

っちゃったらもう、例えばＤになったらもうそこ

の遊具は使えないとか危険とか、何かそういう状

況なのか。何かそのＡＢＣＤで判断、Ａだったら

大丈夫とか、何かそういうのがあるのか。Ｄだっ

たらどういう判断をされるのか、お聞きします。 

  あと県道に関しまして、やっぱり町のほうにも

苦情が来ると思うんですが、学園台とか住宅地の

ところは多分向かいの方とかが手伝ってくれてい

るけれども、だんだん高齢化にもなっていて、や

っぱり皆さん、どこに相談したか分からないとい

うのがすごくあるんですね。それで、住民から来

る前に、久喜市との境の辺りは自転車とか本当通

れない状況になっちゃってて、そういうのって町

のほうも少し県に言っていただくって、ちょっと
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あまりにも伸び過ぎたら言っていただくというこ

とをしてほしいと町民の方とかも言っているんで

すけれども、その辺りどうなのかお願いいたしま

す。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  成果書175ページ、公園等環境管理事業の関係

でお答え申し上げます。 

  はらっパーク宮代のその他の利用状況でござい

ますが、指定管理者日本環境マネジメントのほう

からの報告書でいきますと、やはりラグビーだと

か、それから運動会、陸上というほうが多いよう

な状況でございます。そのほかに、過去ご利用さ

れたものとしては、紙飛行機ですとかフットサル

というのも若干あったようでございます。 

  続きまして、公園の管理協定に基づく維持管理

の関係でございますが、こちらにつきまして、自

治会のほうで管理されている公園につきましても、

併せて町のほうで定期的にパトロールのほうはさ

せていただいております。日頃、地区の皆さんに

ご協力をいただきながら管理をしていただいてい

るわけでございますが、町のほうでも定期パトロ

ール等を行いまして、気づいたときにはごみの収

集等を行っているところでございます。 

  続きまして、遊具の点検の関係でございます。 

  こちらにつきまして、先ほど判定ＡＢＣＤとい

うことでご説明のほうを申し上げました。まず、

Ａにつきましては今までどおり使用可という判断

基準でございます。それから、Ｂにつきましては

使用可であるものの、今後の経過観察が必要とい

う判断基準でございます。続きまして、Ｃになり

ますと、使用はできるものの、重点的な管理、日

常点検が今後も必要という形でございます。最後

にＤでございますが、こちらにつきましては使用

不可という状況でございます。ちなみに、昨年度

の定期点検におきまして、Ｄ評価というのが３か

所の公園でございました。こちらにつきましては、

既に補修のほう、済んでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長の髙橋です。 

  先ほどの県道だからといって、町では見ていな

いのかというようなことだとは思うんですけれど

も、住民の方の連絡だけでなく、町のほうも町道

のパトロールですとか、工事現場に行くときとか、

主要な道路でありますので県道も目に入りますの

で、そういったものを確認して、あまりにもひど

いということであれば、住民の方からお声がない

からといって、県のほうに言わないわけではなく、

そのようなことが確認できれば、うちのほうでも

県のほうに言ってやっていただくということはあ

りますので、そういった対応をさせていただいて

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。ありがとうござ

います。 

  ラグビーの使用がすごく結構多いような気がす

るので、さっきお聞きしたのは、わざわざグラン

ドゴルフとかアーチェリー、サッカーというのを

分けている理由、例えば定期で使っているとか、

その３種目については、ラグビーは違うよとか、

何かわざわざ出している理由と出していない理由

があるんだったら、ラグビーとかずっと使ってい

るんだから出してもどうかなと思ったので質問を
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しました。その辺り、何か定期利用とかあるのか、

もし分かればお願いします。 

  遊具のほうは、きちっと対応してくれているよ

うでありがたいです。それと、町のパトロールも

していただいて、うちの町内会とかでも、住民の

方とかが虫がいるとか言うと、すごく早い対応を

しているのは、それは非常に対応が早くて、住民

の方も、近隣の方とかはすごく喜んでいらっしゃ

るので、それはとてもありがたく思っております。 

  あと、県道のほうの道路なんですが、やっぱり

町民の方が、町の職員さんは見てないのかなと言

うんですよね。やっぱりどうしても沖の山とかは

久喜市との境とかになってしまうと、こっちのほ

うは見てくれないのかなと。実際、私も見たんで

すけれども、本当、自転車が通れない、物すごく

大きくなっちゃっているので、やっぱりそこまで

行く前に、今もローソンの前も非常に大きく生え

て、もう根が張っちゃって取れないような、そん

な大きな状況になっていますので、やっぱりちょ

っと町内の道、県道を考えていただきたいと思い

ます。 

  さっきのラグビーのことなんですけれども、や

っぱり利用者、利用のちょっとそこだけ１点だけ

お願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  ただいまご質問のございました成果書175ペー

ジ中段の表の関係でございます。こちらにつきま

しては、指定管理者のほうとも再度確認のほうは

させていただきますが、ラグビー等、定期利用が

あるようであれば、この表の記載の方法について

は工夫をさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  決算なのでちょっと教えてもらいたいなと思っ

てお伺いします。 

  成果書169なんですが、都市計画整備事業、決

算書144、それで49ページの道仏土地区画整理事

業も関係があるのかなと思いますが、春日部久喜

線の12号線ですね。私たちが通ってみても、どん

どん進んできたなというのはよく分かります。 

  これが第４次総合計画の、取りあえず道仏土地

区画整理事業の中の事業ということでも一応入っ

ていますが、これ聞きたいことは、道路用地の購

入なんですが、これであと残っているところがど

れぐらい残っているのかという、この令和２年度

で終わっている、この２年度以降、今、令和３年

度なんですが、残っている、令和２年度で第４次

総合計画が終わっていますので、令和２年度が終

わった時点で、あと残っているのはどれぐらいな

のかということをお伺いします。 

  それから、成果書の49、50のほうなんですが、

マスタープランも作ったということで一緒にお伺

いしたいと思います。 

  新橋通り線はなかなか今、進捗が見えない状況

なんですが、この宮代通り線です。これについて

は、まちづくり建設課が実施主体となっています。

第４次総合計画では道仏土地区画周辺整備事業の

中に入っていまして、これが終了するわけですが、

マスタープランのほうにこう入ってきているのか

なと思うんですが、宮代通り線は今後10年は手つ

かずになるというか、言い方悪いですけれども、

第５次総合計画の中の計画には入ってないような

気もするので、そこだけちょっとお伺いします。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 
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休憩 午前１１時１２分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩前の角野委員の質疑に対する答弁からお願

いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長の髙橋でございます。 

  決算書144ページ、成果書146ページの町道12号

線の拡幅についての用地買収の件だと思うんです

けれども、こちらのほうの事業のほう進捗しまし

て、未買収のほうの権利者さん、こちら５件にな

っております。残りの面積といたしましては

807.15平米ということでなっております。 

  続きまして、宮代通り線の整備について、４次

総から５次総に移りまして、その計画がなくなっ

たようですけれども、今後の対応についてどのよ

うにするかということだと思うんですけれども、

これにつきましては、東武動物公園の西口、東口

等を重点的に今やっていまして、あと、先ほどの

町道12号線のほうにお金もつけまして、人も動い

ているところでございますけれども、こちらのほ

うを優先的にやらせていただきまして、宮代通り

線につきましては、優先順位をちょっと落ちたよ

うな形ではあるんですけれども、個別で相談等を

受けましたら対応させていただければということ

で進めていければと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  807平米、あと残っているということなんです

が、これは第５次総合計画でいくと、令和３年と

４年で買収できたら、購入できたらいいというこ

とで、そういうめどというか、そんな形なんでし

ょうか。 

  それから宮代通り線については、順番的に優先

度でいくとそうなっていくので、第５次総合計画

にもマスタープランにも優先的には書いてない。

特に第５次総合計画には書いてないということで、

10年間にはできないということを認識したときに、

分教場跡地、ずっとあそこにできるんだと、私な

んかは議員になったときからずっと思っていたん

ですが、それは、じゃ、ずっとそのままというこ

となのかなというか、ずっとですよねという話で、

そことは、まちづくりとは関係ないんですけれど

も。 

  というのは、議員で視察に何年か前に、もっと

前に道仏のカスミの近くで視察に行ったときに、

宮代通り線、こっちに道ができるんですと、こう

生き生きと話された職員さんがいらしたので、あ

あ、これも一緒にできるのかななんていう思いが

ちょっとしたものですが、取りあえず第５次には

入っていないということで、ちょっと優先度的に

は今そっちじゃないよということなんでしょうか。

確認です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長の髙橋でございます。 

  用地買収のほう、令和３年度、４年度でできる

のかというような、何かしらの目標があるのかと

いうところでございますけれども。 

  今、そうですね、権利者の方、お亡くなりにな

ったりという形で代が変わってございます。今ま

でお話ができなかったようなところであったとし

ても、ちょっと、今、若干、状況が変わってきて

ございますので、見通しといたしましては、おっ
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しゃるとおり、令和３年、４年、なるべく早いう

ちに解決できるようにというふうに考えておりま

す。できると思っております。 

  続きまして、宮代通り線の関係なんですけれど

も、やはり今の第５次総合計画の中でも、令和７

年ぐらい、そうですね、なかなか10年できないの

かという話はあるんですけれども、なかなか前の

優先順位といたしましては、12号線、252号線で

すとか、万願寺橋通り線、そういったものもござ

いますので、都市計画事業といたしましては、か

なり長い目で見ないと完了しない事業でございま

すので、一概には言えないですけれども、10年で

はできないのかなというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） そのほかに質疑はありま

すか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。それでは、何点

か質問をさせていただきます。 

  最初に、137、138の６款の農林水産業費のうち、

農業集落排水事業会計負担金事業でございます。

そのうち、農業排水事業の負担金、総務省が示す

繰り出し基準に基づく一般会計からの負担金と言

っているんですけれども、総務省が示す繰り出し

基準というのはどういうものか。 

  それと同時に、あと一般会計から補助金を出し

ていると思うんです。この一般会計の補助金等繰

り出し基準から基づくということなんですけれど

も、合計で五千何百万出していると思うんですけ

れども、その内容がちょっと分からないというか、

こっちは繰り出し、こっちは補助金という、繰り

出し基準となると何が。それと下水道のほうでも

総務省が示す繰り出し基準となっているんですよ。

これは何ページだったかな、総務省が示す。そう

いう下水道でもなっているということで、その繰

り出し基準の説明と、町の補助金の関係というん

ですか、ちょっと分からないというのがあって、

その辺のところ、教えていただければありがたい

なと思っています。 

  それと、決算書の141、142ページの８款土木費

で、予算が13億8,000万、支出が11億4,000万とな

っていますけれども、前年度と比べて支出済額が

18％増となったということで説明されたんですけ

れども、この増額の理由としては東武動物公園駅

東口周辺事業において用地買収とか済んだことに

よってということで言ったんですが、今後、これ

18％増えたというんですけれども、まだ残ってい

るところがあるのか、町の予算として幾らぐらい

残っているのか、金額として、町の見積りとして

どのぐらいの予算があと残っているのか。完成す

るまでに幾らかかるのか、教えていただければあ

りがたいと思っております。 

  それと、そのうち１項の道路橋梁費、１目の道

路橋梁費総務費なんです。説明によりますと、道

路担当職員の人件費及び各種協議会への負担金な

どにということで説明されたんですけれども、こ

の負担、各種協議会というんですけれども、これ

を見ると144ページですか、備考18の負担金及び

補助金ということで、この３つだけなのか。など

にと言っているので、ちょっとその辺のところの

説明をお願いします。わざわざ説明の中で、など

にということを言ったものですから、ええっと思

って、ちょっとお聞きしたいなと思いまして。 

  そのことともう一つ、私が一番言いたいのは、

まちづくり建設課で152ページ、説明書は175ペー

ジです。公園等についてお聞きしたいなと思って

おります。 

  私、新しい村でも質問したんですけれども、そ

ういう公園等のトイレ、あと手洗い場、宮代町は

どこにあるのか、あったとしても時間内なのか、



－２３８－ 

時間外は使えないのか、どこにあるのか、ちょっ

と教えていただきたいなと。それを趣旨としてお

聞きしたいんですけれども。 

  私、毎朝、犬と散歩しているんですよ。お隣の

白岡市が珍しく、町の様子も変わっているんです

よね、宮代と違って。もちろんＪＲが通っている

ということは一つのことなんですけれども、公園

に行くと人間が利用する、使用するんですよね、

生きていくための一番大事な設備が整っている。

それは公園ですから子供さんたち遊ぶ、手が汚れ

る、水で洗う。今はコロナ対策で手洗いは奨励し

ているはずなんですけれども、公園にそれが整っ

ているんですよ。水は必ず整っています。トイレ

はあるところとないところもありますけれども、

水だけは必ずあります。やはり宮代町でそういう

公園があるのかどうか。時間内というか、時間外

も24時間使えると思うんですよ、言っているとこ

ろは。 

  そして、外灯が明るい。あと、ちょっとした公

園には子供が遊べる遊具が整っている。ほとんど

整っていますよ。新白岡の周りの公園などは特に。

毎朝、夏場なんかは近所の子供たちと親御さんが

遊んでいます、公園で。そういうところなんです

けれども。 

  最低でもやっぱり水とトイレは公園に必要じゃ

ないかなと思って、全部の公園に設置しろという

ことは、私は言いません。幾つか、やっぱり必要

じゃないかなと私は思っております。 

  駅にはあるんですけれども、これは中に入らな

いとない、宮代町はね。白岡市は外にあります、

各駅、必ず。 

  やはり宮代町は、この役場内には１か所ありま

すけれども、そこはあと24時間使えますけれども、

本当にトイレに、コロナ対策だとかいろんなこと、

手洗いをしましょうと言っていますけれども、そ

ういう設備が一切ないということはちょっとおか

しいなとか、私は思っております。 

  特に奨励している散歩コース、桜並木のね、そ

こには１か所もありません。久喜のほうまで行く

んですけれども、白岡とか通っていくんですけれ

ども、１か所もありません、トイレが、宮代内は。

姫宮のほうもないですよね、公園あっても、トイ

レはね。あの団地の中の公園にもトイレはない。 

  やはりこれは、町として、人にやさしいまちづ

くりというのでやっている立場であれば、トイレ

と水は最低必要じゃないかなと私は思っておりま

すので、その辺のところの説明はなぜないのか。

町内の43公園とさっき言っていましたけれども、

32公園かなと思っていたんだけれども、42、３あ

るということなんですけれども、それに最低でも

水は必要だと思います。それがなぜないのか。そ

の辺のところの説明をお願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  決算書137、138ページの農業集落排水事業会計

負担事業、それと決算書の149、150ページの公共

下水道事業会計負担事業で、こちらの負担金と補

助金について、それぞれどういう、あとあれです

か、総務省で示した繰り出し基準についてという

ご質問でございますが。 

  まず、基準内繰入金という言葉がございまして、

一般会計から下水道の運営のために繰り入れられ

るお金を基準内繰入金といいます。これは、独立

採算制の原則に基づき、一般会計で負担すべき経

費で、総務省が示した繰り出し基準に合致した経

費をいうというふうにいわれています。これを企

業会計では他会計負担金といいます。これに対し
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て、繰り出し基準に合致しない経費で赤字補塡分

が基準外繰入金となっております。企業会計では

他会計補助金として受け入れてございます。 

  こちらは、その負担金補助金の根拠は、地方公

営企業法第17条２に経費の負担の原則というのが

ございまして、こちらに負担金のほうが載ってお

ります。補助金につきましても、地方公営企業法

第17条の３で補助金についてもうたわれていると

ころでございます。 

  ご質問の、総務省で示した繰り出し基準につい

てでございますが、ちょっと手元に資料としてご

ざいますが、公共下水道のほうなんですが、ちょ

っと公共下水道のほうを例にしてお答えさせてい

ただきますと、基準内繰入れ繰り出し基準につき

ましては、まず雨水処理に要する経費というのが

ございます。雨水ですね。雨水は公費、汚水は私

費という下水道の原則がございます。汚水の場合

は、皆さん利用者がトイレを利用して流すという

ことで、私費で支払いなさいよという原則がござ

いますので、使用料のほうをいただいているとこ

ろです。雨水につきましては、公共用水域に流れ

る雨水ですので、これは公費でやりなさいよとい

う原則がございますので、まず１つ目が雨水処理

に要する経費ということですね。あと分流式下水

道等に要する経費というのもございます。国では、

公共下水道の使用料単価を一応150円ぐらいと見

込んで設定して、実際それより多いわけですね、

宮代町もどこの自治体も多いわけなんですが、そ

れをオーバーした分を負担金としていただけると

いうふうになります。 

  あと３つ目が、流域下水道の建設に要する経費。

宮代町は中川流域下水道に属しておりますので、

その流域の建設負担金を毎年支払っております。

それの元利償還金相当額です。あと高度処理に要

する経費ですね。下水の高度処理に要する資本費

及び維持管理費に相当する額の２分の１となって

おります。 

  あともう一つですね。下水道普及特別対策要綱

により実施された事業に係る下水道事業債普及特

別対策分というんですが、これの元利償還金につ

いてを繰り出すための経費ですね、これの55％。 

  もう一つは、緊急下水道整備特定事業実施要綱

により実施された事業に係る下水道事業債臨時措

置分というんですが、それですね。 

  あと最後に、経営戦略策定等に要する経費、今、

下水道のほうで経営戦略つくっております。企業

会計になったことによって持続可能な下水道事業

をしていくために経営戦略を立てまして、今やっ

ているんですが、これに要する経費の２分の１と

なっております。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長の髙橋でございます。 

  まず、決算書の141ページ、２ページのところ

だと思うんですけれども、こちらのほうの東口の

用地費の関係だと思うんですけれども、こちらの

ほう、まず総額なんですけれども、総事業費とい

たしまして18億が総合計になっております。うち、

９億円が国庫補助になります。残りが町負担とい

うことになるんですけれども、杉戸町のほうも駅

前広場を利用するということから、全体事業費か

ら国庫補助金を除いた残りの２割をご負担してい

ただくということになっておりまして、杉戸町か

ら1.8億円いただくような形になっておりまして、

その結果といたしまして、宮代町が残りの7.2億

を負担するということになりまして、合計18億円

になります。 

  この事業といたしましては、29年から今４年目
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になるというところなんですけれども、進捗率と

いたしましては、用地買収の面積で考えたところ

14.17％ということで、まだかなりの事業量が残

っている状況でございます。 

  続きまして、同じく決算書の141ページ、２ペ

ージ、こちらの道路橋梁総務事業についてでござ

います。 

  こちらにつきまして、先ほど課長のほうから説

明が抜けたというところでは、そうですね、需用

費、こちらのほうが需用費と役務費のほうが説明

から抜けていたというところでございまして、消

耗品ですとか、あとはソフトウエア調整手数料と

いうことで、道路の設計を行うときに積算を行う

んですけれども、こちらのほうの積算システムを

利用するためのプログラムなどの委託、委託とい

うか調整の手数料ということで、５台分のソフト

を使わせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  決算書152ページ、成果書175ページ、公園等環

境管理事業についてのご質問でございます。 

  まず、トイレのある公園はということでお尋ね

がございましたが、先ほどご説明いたしました43

の街区公園、こちらにつきましては、トイレは全

くない状況でございます。 

  都市公園といたしまして、はらっパーク宮代が

ございますが、こちらについてはトイレがござい

ます。しかしながら、利用時間のほうは開園時間

内となっておりまして、24時間使えるトイレでは

ございません。 

  また、公園での手洗いということで、水飲み場

の状況でございますが、こちらにつきましては、

43の街区公園のうち、31か所の街区公園に水飲み

場が設置されております。公園で遊んだ方の手洗

いにつきまして、水飲み場の設置されていない公

園で遊んだ方につきましては、手洗い場がない状

況でございますので、ぜひ家に帰ってからコロナ

対策としての手洗いをしていただければというふ

うに考えてございます。 

  また、先ほど散歩する方というようなお話がご

ざいましたが、見沼用水沿い等のふれあいロード

もございますが、こちらにつきましても、トイレ

のほうはございません。そういった散策できるコ

ースにつきましては、進修館の脇に案内看板等を

出させていただいておりますけれども、そちらに

つきましては、トイレにつきましては、近くのコ

ンビニエンスストアでございますとか、それから

トイレの設置されている公園等を明記させていた

だいて、必要な方にはそちらをご利用いただく形

になってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  まず最初に、総務省が示す繰り出し基準、それ

と補助金に関することは説明ありましたけれども、

何かちょっと分からない点があるんですよ。いろ

いろと総務省では、こういう基準だったら、こう

いう計算で出しなさい。自分たちの汚水処理は自

分たちで個人負担だよということで示しているみ

たいですけれども、もともと下水道というのは公

共の生活基盤として、衛生上の問題とかそういう

ことで大事なところだと思います。宮代町も５億

円ちょっと負担しているということで。 

  そういう点では、やはり必要最低限のことは必

要かなと思っております、私も。ただ、基準とい

うのがどこまでが基準で、どこから町が負担する

負担金なのか、ちょっと分からないところがある
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ので、基準はこうなんだと言っていても、町で足

りなかったら、じゃ町のほうで出すのかどうか、

そこ。その辺のところがどういうふうになってい

るのか。もし足りないといったとき、町負担がす

るのか、個人負担になるのか。その辺のところが

ちょっと見分けがつかないというか、お願いしま

す。 

  それと、総務費147ページですか、総務費で、

説明が足りなかったということを言っていますけ

れども、一番多いのがやはりこれを見ると、使用

料及び賃借料ですね、積算システムのリース料の

100万円出ていますよね。その次多いのが役務費、

その次が消耗品ということになっていますけれど

も。一番少ないこの負担金が最初に説明の中で出

ているというのはちょっとおかしいなと私は思っ

たので、その辺のところはなぜこういうふうなの

になってしまったのかな。ちょっと細かいことで

すけれどもお願いしたいなと思っています。その

辺の説明を。普通であれば、高い順から説明して

いくのが順番じゃないかなという感じがしていた

ので、お願いします。説明不足だと言っていまし

たけれども。 

  それと、私が一番気にしているのはやっぱり公

園の維持管理ですよね、それと設備の問題。手洗

い場は31か所、手洗い場がありますよといっても、

蛇口が出ていて水道が出るぐらいの水だと思うん

ですけれども。やはりそれだけで本当に済むのか

どうかということなんですよね。小さなお子さん

が来ていて、コロナ対策だといって手洗いをやっ

ていきながら公園には何もない。 

  まず、小さなお子さんはトイレが一番心配です

よね。すぐ近いですから。じゃ、どこへ連れてい

くの、ここまで来るのというふうになってしまう

のでね。やはりその辺のところは、全部の公園に

つけろと言っていませんけれども、この細長い宮

代町の地形ですよ。やはり所々に置いておくのが、

あそこだったらあそこにトイレがあるというのが

分かる。それを近くのコンビニで済ませて、これ

はコンビニに行けば有料ですよ、ある程度。有料

じゃなくても、何かをアイスクリーム１つぐらい

は買わなくちゃ、何か人間的に申し訳ないですよ、

人の家のおトイレを借りるんですからね。その辺

のところはやっぱりわきまえないといけないと思

うんですよ。人の家を使いなさいということで言

っているようなものですよ、これは。やはり町で

設置するというのが大事じゃないかなという感じ

がします。 

  やはりはらっパークだったら１つ24時間、新し

いものだったら１つ24時間、姫宮の公園だったら

姫宮の公園に１つ。遊歩道に１つというのが私は

考えているんですけれども、やっぱりそういう人

間らしい、人間が生活するのに一番大事なところ

がないというのは、やっぱり問題だなと思ってい

るんですけれども、もう一度、それは検討する必

要があるのかということで考え方を示していただ

きたいと思うんですけれども。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  基準内繰入金、政府が示した基準ですよね。そ

れは最低限でも一般会計から確保できる、企業会

計から確保できるお金です。 

  今の宮代町の下水道事業は、ほかの自治体もそ

うなんですけれども、この基準内だけでは経営は

成り立ちません。これだけでやるとしたら、あと

は料金を値上げするしかないんですよね。利用者

の方から料金を徴収、値上げをして徴収するしか

ないんですけれども、それはもうちょっと現実的
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ではないということで、一般会計繰入金というか

補助金ですね、今回の公共下水道事業会計補助金

と、あと農業集落排水のほうももらっていますけ

れども。その補えない分を補助金でいただいてい

るということなんです。足りない分を補助金で一

般会計からもらっているということなんですね。

それでちょっとご理解いただければと思います。

基準外なんです。総務省が示した基準内では賄え

ないので、基準外として補助金でもらっていると

いうことです。ですから、補助金がないと下水道

事業会計は成り立たない。水道のほうは独立採算

で今できておりますけれども、下水のほうは補助

金をいただかないと経営は難しいということです。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長の髙橋でございます。 

  説明の中で金額が大きいものから説明するべき

ではないか、代表的なものを説明するべきではな

いかということだったんですけれども。 

  ちょっと、うちのほうといたしましても、あく

まで代表的なものとして説明したつもりであった

んでございますけれども、金額のほうが大きいも

のからということをちょっと考えていなかったの

で、次回からちょっと参考にさせていただきまし

て、説明のほうをさせていただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  決算書152ページ、成果書175ページ、公園等環

境管理事業の関係でございます。 

  公園へトイレの設置というご質問がございまし

た。 

  委員おっしゃるとおり、公園でございますとか、

それから遊歩道についてトイレがあれば当然便利

になるとは存じます。 

  しかしながら、その設置費用、それから設置し

た後のランニングコスト、これらを考えますと、

全体の予算が限られている中、そちらに予算を費

やすことになりますと、他の事業を削らなければ

ならないということもございますので、今現在、

設置については難しいというふうに考えてござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初の137、農業集落と公

共下水道なんですけれども、足りない分は町から

出すんだということを言っています。確かに、こ

れはちゃんと採算が出るような事業じゃないんで

すよ、公共下水道事業は。これは町から当然出さ

なければ個人負担がどんどん増えていく、そうい

う仕組みになってしまいますよね。 

  ですから、町のほうで負担金を出している、足

らない分を。でも国基準は交付で出しなさいよと

言っておきながら、今度、町基準では補助金で出

しているんだ、足らない分を出しているんだとい

うことなんですけれども。 

  補助金を、これ逆に言えば、補助金がこれから

下水道事業にお金がかかるということになると、

補助金をアップしていかなくちゃいけないですよ

ね、必ず。下がるんだったらいいですよ、下がっ

たらいいんですから。下がるということは今まで

ありませんから、そういう補助金を際限なく、こ

れからは上げていくという意味でよろしいんです

か、上がった分は。それとも個人負担を狙ってい

るんですか、さっき言ったように。その辺のとこ

ろの考え方というか、補助金でもらうのか、利用



－２４３－ 

者に負担してもらうのか、そういう考えあるのか

どうか、その辺のところだけお願いしたいなと思

っております。 

  それと、道路橋梁費の総務費は分かりました。

ぜひ分かりやすく説明をお願いしたいなと思って

おります。 

  それと、公園等のトイレです。これ、周りの市

町村の公園はどうなっているのか、私も調べたこ

とはありませんけれども。私は近くは犬を連れて

遊んでいるんですけれども、半分近くの公園には

ありますね、トイレと水は。そうすると、各市町

村は採算を無視して造っているのかどうか。それ

ぞれの市町村によって違うと思うんです、考え方

が。やはり考え方、人間が使用する公園です。犬

猫じゃないんですよ、人間は。その辺で    

    ということもありますけれども、女性の

場合はそうはいきませんよね。これを、じゃ、コ

ンビニを使えって言うんですか、全部。駅にもな

い、予算がないからできない。やはり考える必要

はあるんじゃないかなと私は思っているんですけ

れども、もう一度その辺のところをどういうふう

に、予算がないから本当にできないのか、予算、

じゃつくればいいじゃないですか、折衝して。こ

のまちづくりとして。そういう気持ちはあるのか

どうか、もう一度お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  今後の下水道の事業費がどんどん上がっていく

と、補助金も上げなければならない。それは当然

のことなんでが、それに伴って、伴うというか、

それか、あとは使用者の料金を上げるのかという

お話なんですが。 

  今の下水道事業の経営戦略のほうを策定してお

ります。今まだその中間段階なんですけれども、

今後、下水道事業というのはほとんど償還金、今、

起債を借りて設備投資をしておりますので、その

償還金がそろそろ落ち着いてくるんじゃないかと

見込んでおります。そうすると、償還金、かなり

決算においてもウエートが大きいものですから。 

  それと事業費的には償還金が下がってくる。あ

と今、下水道の、今年ですね、管内の調査をする

予定です。その結果にもよるんですが、もし不具

合な箇所があれば、その修繕とかもなってくるん

ですけれども、それでも償還金の減のほうが大き

くなっていきますので、今のところ、直近でその

料金を上げるということは考えてはおりません。 

  今後、またその調査結果においてどうなるか分

からないんですが、補助金も上がってくるという

より、どんどん下がってくるんじゃないでしょう

か、一般会計から負担する分なんですが、それを

見込んでおります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  公園のトイレに関するご質問でございます。 

  街区公園を利用されます方につきましては、近

所の方が利用されているものと思われます。そう

いったトイレを利用する場合には、ご自宅のトイ

レを使っていただくなり、お近くにコンビニ等が

あれば、そういったところを使っていただきたい

と存じます。 

  先ほどと同じ答弁になって申し訳ございません

が、設置費、ランニングコストを考えますと、現

在の状況では公園の設置については難しいという

考えでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 
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○委員（山下秋夫君） 最後の質問のトイレでござ

います。 

  近所の方がということ、おかしいですよ、それ

は。近所の方だけじゃないですよ、公園を使って

いるのは。本当に宮代中、歩いてくる人もいるし、

私みたいに散歩する人もいるし。これはそういう

ふうにやっちゃうと、じゃ、みんなそうですよ、

ここも要らないはずですよ。何のために造ったん

ですか、じゃ、ここは。近所の方が集まってくる

んだったら、別に近くへ行ってやってくればいい

じゃないですか、自分の家へ行って。公園という

のは違うでしょう、公の園と書いて、誰でも使え

るようなところでしょう。本当に公園造るんだっ

たら、一緒にトイレと水道設備は必要だと思いま

すよ、最低。それを言っているんですよ。だから、

予算を取りなさいということを言っているんです

よ。 

  どこのうちだって、そりゃ、じゃ親戚があるか

ら、自分のうちは公園とトイレは造らないのかと、

それ言っているのと同じですよ、これは。お願い

しますよ、その辺のところ。もう一度考え直して

ください。以上を言って、それはおわりにします、

私は。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。質問をいたしま

す。 

  トイレはね、これは私からも要望しておきます。 

  質問に入ります。 

  まず、一般住宅、これまでに出ている事業なん

ですけれども、一般住宅の耐震事業の関係、説明

書173でいったほうがいいと思いますので。 

  この事業というのは、大体もう何年ぐらい経過

しているんでしょうか。実績の傾向から見て、見

直すようなそういう考えはないのか。確かに、こ

れ国からの支出金も半分出ていますので。ただ、

一般会計からも32万出していますから、こういう

事業もやはり見直しの対象になるのではないのか

なということが第１点です。 

  ２点目は、これも出ていますけれども、公園等

環境管理事業。これは決算書の152ページと、こ

れは説明書が必要なので175、この２つで質問を

いたします。 

  まず、７番目の報償費、これは公園管理の報奨

金ですけれども、公園管理協定を締結している地

区数はどれぐらいあるのか、及び、この締結して

いる地区の公園の総面積、それから、全体の町が

管理している公園の総面積、この２つを教えてく

ださい。 

  それから、10番目の需用費の電気料と上下水道

料なんですが、電気料について、電気料のこれ対

象となるものは何なんでしょうか、防犯灯なんで

すかね、分かりません。教えてください。 

  それから、上下水道料、これかなり出していま

すけれども、この使用料の最大と最小の公園を教

えてください。31か所ぐらいあると思うんですよ

ね。 

  それから、施設修繕の内容について及び箇所数

を教えてください。 

  これが主な質問になります。 

  それと、もう一つ加えて、まちづくり建設課が

所管している事業というのは、委託料ないし工事

請負費用がやっぱり相当数占めてきていると思う

んですが、工事請負費用のほうは分かるんですが、

これはきちっとされていると思うんですが、委託

料の関係、つまり委託先がよく質問に出るんです

が、委託先を決めるに当たってのやり方、これ入

札が基本だと思うんですが、随意契約も含めて、

委託料の契約の相手先について教えてください。

これだけです。 
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  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） では、ここで休憩にいた

します。 

 

休憩 午後 ０時１１分 

 

再開 午後 １時１０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁の前に、山下委員から発言がございます。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  午前中に不適当な発言がありましたので、訂正

させていただきます。 

           、その言葉は削除させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） それでは、休憩前の西村

委員の質疑に対する答弁からお願いいたします。 

  まちづくり建設課主幹。 

○まちづくり建設課主幹（新井庸一君） まちづく

り建設課主幹、新井と申します。よろしくお願い

いたします。 

  午前中にいただきました決算書148ページ、成

果書173ページ、一般住宅耐震対策事業につきま

して、いつ頃から始まった制度なのか、また、制

度の見直しについてはというご質問だったと思い

ますが、こちらについて回答させていただければ

と思います。 

  まず、この補助制度ですが、平成17年度に耐震

改修促進法というものが改正されまして、こちら

に基づきまして平成19年度、町でも耐震改修促進

計画を策定させていただきました。また、同時に、

補助要綱というのを作成させていただきまして、

こちらから制度を運用しているというような状況

になります。 

  ちなみにですが、昨年度までにこの制度を利用

した件数ですけれども、耐震診断のほうが98件、

改修のほうが60件の方々にご利用いただいている

ような状況になります。 

  そして、この制度につきましては、当初から運

用させていただいた内容を平成23年度に補助額の

上乗せという形をもって高齢者の世帯ですとか、

障がい者の世帯ですとか、このような方々に利用

しやすいように補助の内容を改正させていただい

ているところでございます。 

  また、見直しに当たりましては、令和３年度、

今年度末の耐震化率がまだ87％という数字が実質

出ておりますので、まだ促進事業を見直す必要が

あるというふうに考えられておりますが、ここ数

年の補助金の実績ですとか、耐震化率の伸び率で

すね、ここら辺を配慮させていただきまして、令

和３年度の予算より実績等に基づきまして、昨年

度は予算額で500万円取らせていただいたところ

を300万円、今年度につきましては計上させてい

ただいているというような形になります。 

  耐震改修の目的は、そもそもは町民の命や財産

を守ることというところになります。また、先ほ

どお話しさせていただきましたとおりに、耐震化

率というものがまだ伸びるという部分ございます

ので、引き続き耐震化率の向上に向けていろいろ

努力をさせていただければというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川と申します。 

  決算書152ページ、成果書175ページ、公園等環

境管理事業の関係でございます。 
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  まず、協定締結公園、地区数、公園数について

お尋ねがございました。こちらにつきましては、

締結している地区が13地区、公園の数につきまし

ては32公園でございます。 

  こちらの公園面積の総数というお尋ねでござい

ますが、こちらにつきましては、３万489.18平米

でございます。 

  宮代町内の全体の公園面積というお尋ねが次に

ございました。こちらにつきましては６万71.35

平米でございます。 

  続きまして、決算書152ページ、同じ事業でご

ざいますが、10節需用費のうち電気料の対象はと

いうことでございますが、こちらにつきましては

公園に設置してございます公園灯の電気料金でご

ざいます。 

  続きまして、同じく10節需用費、上下水道料金、

高いところと低いところがあるということでお尋

ねがございました。こちらにつきましては、高い

ところにつきましては年間２万1,120円でござい

ます。対しまして低いところでございますが、こ

ちらにつきましては１万7,556円でございます。 

  続きまして、同じく10節需用費、施設修繕料に

つきまして、何か所の修繕、それから修繕の内容

はというお尋ねでございました。こちらにつきま

しては、昨年度18か所の公園で修繕のほう実施を

しております。主な修繕内容でございますが、ベ

ンチの修繕、それから公園灯の修繕、花壇の修繕、

それから砂場用の砂の搬入、外柵の塗装の塗り替

え等でございます。 

  それから、まちづくり建設課全体の委託料の関

係でお尋ねがございました。こちらにつきまして

代表的なものを、私のほう公園等管理事業からご

紹介させていただきます。 

  除草樹木管理委託料でございますが、こちらに

つきましては、東武緑地株式会社というところに

委託をしておりまして、その契約方法でございま

すが、指名競争入札でございます。 

  次に、シルバー人材センターのほうへ除草のほ

うを委託しておりまして、こちらは１社随契での

契約となってございます。 

  また、大植のほうに高木伐採のほうを委託して

おりまして、こちらについては３社見積りを取っ

てございます。 

  また、Ｊパークのほうにも高木伐採を委託して

おりまして、こちらも３社見積りでございます。 

  それから、続きまして、公園遊具等点検業務委

託料、こちらにつきましては、請負者のほうが日

都産業株式会社でございます。こちらにつきまし

ては、指名競争入札で委託のほうを出させていた

だいております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（髙橋勝己君） まちづ

くり建設課副課長の髙橋でございます。 

  続きまして、道路橋梁のほうに移らさせていた

だきます。 

  道路維持管理事業から委託料、測量設計になる

んですけれども、町道17号線の測量設計につきま

して坂田測量、こちらと、74号線測量設計という

ことで鯨岡設計、続きまして、1483号線、坂田測

量という形になっております。 

  続きまして、都市計画道路整備事業ということ

で、春日部久喜線、町道12号線になるんですけれ

ども、こちらのほうの実施設計になります。共和

コンサルタントになります。 

  続きまして、主要町道の測量設計、26号線とい

うことで、舗装のたわみの調査、ニチレキ。26号

線歩道整備測量設計ということで坂田測量。 

  続きまして、橋梁の維持管理事業ということで、
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番先橋の橋梁補修修正設計ということで共和コン

サルタント、こちらのほうは随契になっておりま

す。宮代大橋の修繕に伴う測量設計ということで

坂田測量が委託を受けております。 

  続きまして、東武動物公園駅東口周辺整備事業

といたしまして、補償の再積算ということで、こ

ちらのほう随契になるんですけれども、東日本総

合計画株式会社ということでなっております。 

  以上でございます。 

  すみません、委託の場合になるんですけれども、

基本的には50万円以上の案件については指名競争

入札ということで行っております。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） それでは、順番にいきます

けれども、住宅の耐震対策の事業については平成

17年からということですから、当初は100件未満、

98件と60件ということで相当あったんですけれど

も、直近の数年はあんまり出ていないということ

からこの質問を出したんですけれども、その主な

理由というのが、もうやはり56年以前の建物とい

うことではもう出てこないという、もういくとこ

ろはいってしまったという感じのこと、説明が前

段でもあったんですけれども、いずれにしても今

後見込めるということであるならば、この事業を

継続していくということも分かるんですけれども、

そうでもないということであれば、一般財源から

負担していなければいいんですけれども、こうい

う事業に関しても、一度つくった事業が役割をあ

る程度終えた段階で、やはり見直すという姿勢も

あっていいんではないかなと思います。これは質

問じゃないです。 

  ２番目の公園等の環境管理事業で、地区数とそ

の地区の公園数、面積、それから全体の面積をお

聞きいたしました。この公園管理協定というのは、

説明書の175ページに出ていますけれども、自治

会がやるべき仕事、それから町がやるべき仕事と

いうのも明記されておりまして、これに本当、間

違いはないと思うんです。 

  この公園管理協定ができた当初の狙いと言うん

ですか、かなり考えると、もうやるところはやっ

たと、でもやらないところはもうやらないという

ふうな感じで、そんなに伸びてはいないと思うん

です、最近は。そういう中で、この公園管理協定、

正直言って自治会がやる仕事というのは、主に雑

草のいわゆる除草ですね、除草と廃棄というのが

主なやるべき仕事で、るるほかにありますけれど

も、基本的には町が公園を管理しているんだと、

大きいところは。これは、定期パトロールから始

まって、苦情等への対応まで含めてこの公園管理

の仕事を進めてきているわけで、これ悪いとは言

わないんで、地区、地区の事情によって協定を結

ぶというところもあるし、場合によっては、協定

なんか結ばないよと。たとえ町がやっても全体的

な除草にはつながらないんですが、あれ機械でや

りますからね、除草だけ例に取れば、あれは機械

でやるんだから。だから、機械が入らないところ

というのは人手でやっているんですよね、だから

完結するものでもないし。 

  樹木等の伐採は、小さな伐採は地区でやって、

大きな伐採は町でやると、こういうふうな仕分に

なっていると思うんですけれども、消毒なんかも

これはなかなか自治会ではできないと、るるその

他ありますけれども、この役割分担というのは、

これはもう適切だと思います。そういう視点でこ

の問題について見ております。 

  需用費の関係で、電気料、公園灯が対象になっ

ているという。公園に公園灯が設置されているの

は何か所ぐらいあるんですか。うちにも４か所、

公園がありますけれども、うちというか宮代台で
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もね、４か所ありますけれども、公園灯なるもの

はないと思ったんだよな。何か所に設置されて、

その電気料払っているのか教えてください。 

  それから、上下水道についてはそんなものでし

ょうね。 

  施設修繕についても18か所ということでありま

した。それも分かります。 

  最後の、まちづくり建設課全体を見て、事業の

性格から委託料と工事請負工事費が、工事請負費

用ですね、これがかなりほかの課に比べてあると

思うんですけれども、それぞれの請負とか委託を

受けるところをどういう形で選ぶんだと。 

  一番最後に、最終的には50万円以上については

入札をするということですから、それは了解とい

うことになりますが。 

  電気料の関係だけ答えてください。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  公園の電気料金の関係でお答え申し上げます。 

  令和２年度の電気料金でございますが、対象に

なっている公園が11か所でございました。こちら

につきまして、11か所の中にさくらパークという

東武動物公園駅の東口にございました公園があっ

たんですけれども、こちらにつきましては整備の

関係で公園がなくなりましたので、今現在10か所

の公園で電気料金のほうをお支払いしているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 本来、公園には防犯の関係

で公園灯を１基ぐらいはつけるというのが普通だ

と思うんですよね。公園が大きくても小さくても

公園が真っ暗なんですよね、夜は。だから、こち

らのほうで電気設備を使って、これは自前の電気

料で払ってやっているわけですけれども、ただ、

それもないところはなかなかこれが明かりをつけ

られないと、真っ暗けという状況が現実だろうと

思います。今、11か所も、さくらパークを除けば

10か所あると言うんですけれども、どんな公園灯

なんですかね。防犯灯とは全く違うと思うんです

けれども、近くに防犯灯があればそれはと言うん

だけれども、防犯灯は町民生活課の所管のほうの

関係になるからここには上がって来ないはずなん

ですけれどもね。11か所、ちょっと全部場所を教

えてくださいよ。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  11か所の公園でございますが、先ほど私のほう

で、11か所につきまして令和２年度電気料金が発

生したと申し上げました。１か所目の公園でござ

いますが、宮代台北遊水地公園でございますけれ

ども、こちらは公園灯ではなく、遊水地の水を排

水するためのポンプの電気料金でございます。 

  公園灯がある公園につきましては、続きまして、

和戸児童公園、それから桃山台南公園、桃山台中

央公園、宮代中央公園、学園台ゆきやなぎ公園、

新道児童公園、それから、さくらパーク、続きま

して、中須ファミリー公園、続きまして、にじ広

場、最後に、姫宮いか公園でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 最後になりますけれども、

分かりました。考え方として、公園には公園灯が

必要ですか。それだけお答えください。これで言

って分かったんですけれども、宮代台の遊水地公

園、北遊水地のことだと思うんですけれどもね。
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あそこに防犯灯なんて、防犯灯じゃなくて、明か

りがあったかなと思ってね。40年も住んでいて、

そんなのも分かんない。ポンプ場というか、排水

のね、あそこのところが明かりは分かるんですけ

れども。あんなのは普通、明かりとは言わないん

でね。 

  ということで、今後のことで申し訳ないんです

けれども、公園に明かりが必要かどうかをお答え

ください。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（小川英一郎君） まち

づくり建設課副課長、小川でございます。 

  公園には明かりが必要かということでございま

すが、一概に必要とも不要ともちょっと申し上げ

られない現状でございます。というのは、明かり

がある公園、はらっパーク宮代には公園灯がござ

いますが、あちらにつきましては、それをつける

ことによって、夜、若者が集まったりしてうるさ

いというような苦情もございましたことから、今

現在消しております。 

  ちなみに、公園灯のない公園に明かりをつけた

場合、やっぱり明かりに対する害だとか、そうい

ったマイナスの要素も考えられますし、また一方

で、やっぱり公園には明かりが必要だということ

も要望としては上がってくるものだとは考えられ

ます。それぞれの公園の利用状況に応じ、明かり

の必要性については検討する必要があるのではな

いかというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） これは要望になりますけれ

ども、公園灯の設置については、公園の管理は所

管はもうまちづくり建設課ですけれども、トイレ

も含めて、明かりについての、本当に公園に、規

模にもよりますけれども必要かどうかというのは、

町民生活課とも、あるいは防犯の関係もやってい

ますから、やっぱりちょっと意見交換してくださ

いよ。現状は、町民生活課、取りあえずないはず

ですから、公園に関しては、ということでお願い

して終わります。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

でまちづくり建設課の質疑を終了いたします。 

  休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３５分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３３号の審査（教育委員会） 

○委員長（丸藤栄一君） これより教育委員会の審

査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○教育推進課長（大場崇明君） こんにちは。 

  教育推進課長の大場でございます。よろしくお

願いします。 

○生涯学習室長（草野公浩君） こんにちは。 

  教育推進課生涯学習室長の草野と申します。ど

うぞよろしくお願いします。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） こんにちは。 

  教育推進課主幹の青栁です。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

こんにちは。 

  教育推進課学校教育担当学校管理幹兼副課長の

塚越と申します。よろしくお願いします。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） こんにちは。 

  教育推進課教育総務担当の髙橋と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○教育推進課指導主事（加藤裕一君） こんにちは。 

  教育推進課学校教育担当指導主事の加藤裕一で

す。よろしくお願いいたします。 

○教育推進課指導主事（鵜川裕介君） こんにちは。 

  教育推進課学校教育担当指導主事の鵜川裕介と

申します。よろしくお願いいたします。 

○教育推進課指導主事（齊藤真美子君） こんにち

は。 

  教育推進課学校教育担当指導主事の齊藤真美子

でございます。よろしくお願いいたします。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（川﨑章人君）

 こんにちは。 

  生涯学習・スポーツ振興担当主査の川﨑章人と

申します。よろしくお願いいたします。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（宮部俊周君）

 こんにちは。 

  生涯学習・スポーツ振興担当主査の宮部俊周と

申します。よろしくお願いいたします。 

○文化財保護担当（横内美穂君） こんにちは。 

  生涯学習室文化財保護担当主査の横内美穂です。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑ありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  大きく３点質問をさせていただきます。決算書

158ページ、成果書182ページです。 

  不登校対策事業について、こちらの報償費、ス

クールカウンセラーの報償金についてお伺いをい

たします。 

  もう１点。さわやか相談室の相談件数、児童生

徒、保護者の各校の相談件数をお願いいたします。 

  また、さわやか相談室へ登校された人数もお願

いいたします。 

  あと、教育委員会内の相談員への相談件数につ

いてもお伺いいたします。 

  続きまして、成果書の186ページ、小学校学力

向上推進事業と、成果書188ページの中学校の学

力推進事業についてお伺いいたします。こちらの

全小学校と中学校に、非常勤講師の配置を小学校

６名、中学校４名配置をしていただいて、算数や

数学の学習の指導を主にしていただいたというこ

となんですけれども、こちらの詳しい内容を、各

校何人配置をされているのかや、どういう形で授

業をしているのかなど、詳しく教えてください。 

  最後に、決算書182ページ、成果書201ページで

す。 

  埋蔵文化財発掘調査事業についてです。 

  こちらの発掘調査なんですけれども、子供たち

や大人もそうなんですけれども、発掘体験ができ

るような講座をすることは可能なのかどうかとい

うことをお伺いしたいです。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） それでは、答弁をお願い

します。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越です。 

  まず、ご質疑、最初の説明書の182ページ、不
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登校対策、スクールカウンセラーの報償費という

ことでございますが、スクールカウンセラーです

けれども、日額で２万5,750円、スクールソーシ

ャルワーカーにつきましては日額１万40円という

ふうになっております。 

  続いて、さわやか相談室の件数になりますが、

各校の件数につきましては、すみません、町とし

て集めた数字しか今は持っておりませんので、ち

ょっと確認をして、そちらのほうはお答えさせて

いただきますが、扱った人数、相談につきまして

は、実人数、中学生の相談に関しましては、町内

69件というふうになっております。教育委員会内

に相談員がおりますけれども、そちらのほうの相

談につきましては、66件というふうになっており

ます。 

  続いて、説明書の186ページ、学力向上非常勤

講師の配置につきまして、こちら配置の人数です

けれども、須賀小学校で１名、百間小学校で２名、

東小学校で２名、笠原小学校１名というふうにな

っております。 

  中学校につきましては、須賀中学校で２名、百

間中学校で１名、前原中学校で１名というふうに

なっております。 

  こちらは、指導内容、説明書のほうにも書いて

おりますが、主にチームティーチングという形で

少人数指導と言いますか、担任が主に授業をして、

その補助というか、というような形で入っている

授業もあれば、または、人数を、この非常勤講師

だけではなくて、例えば、１組、２組があった場

合には、１組、２組一緒に同じ時間、算数という

形にして、そうすると、１組、２組の担任もいて、

さらにはこの非常勤の先生もいてと、３人体制で

学習をするというような形を取ったりもしており

ます。 

  各学校によって、その取組は様々でありますが、

そのような形で取組をさせていただいております。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  生涯学習室長。 

○生涯学習室長（草野公浩君） 生涯学習室長の草

野でございます。 

  ただいま塚原委員さんから質疑がございました

決算書182ページ、それから説明書の201ページの

埋蔵文化財発掘調査事業の子供や大人が体験でき

る講座が可能かどうかというご質問でございます

が、結論としましては、内容によって講座は可能

でございます。発掘調査は受託事業と言いまして、

民間から受ける事業と、国や県、それから町が直

轄で行う発掘調査がございまして、受託事業の場

合は、どうしても民間さんから期間の指定とか予

算の関係とかありまして、そういう講座を開くな

かなか余裕がございません。仮に、国や県で直轄

した発掘調査があれば、その中で体験をしていた

だくことは可能かと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越です。 

  先ほどの学校ごとのさわやか相談室の相談とい

うところであったんですけれども、まず、須賀中

学校なんですけれども、人数的には３人なんです

が、相談の件数的に見ると362回、百間中学校で

すと、人数は10人で相談回数にすると300回、前

原中学校においては56人、相談件数で言うと

1,070回というふうになっております。 

  すみません、さわやか相談室に登校している人

数については今確認をさせていただいております

ので、確認できましたらお答えしたいと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 
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○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ありがとうございました。 

  まず、不登校対策事業についてなんですけれど

も、こちらのスクールカウンセラー報償金につい

ては、こちら各学校でスクールカウンセラーの方

がいらしたときに相談を受けている、その事業に

ついてのこの金額ということでよろしいんでしょ

うか。 

  各学校に月１回、スクールカウンセラーの方が

いらっしゃっていると思うんですけれども、こち

らの利用状況というか、それを何で聞くかと言う

と、このスクールカウンセラー４名でやられてい

るということなんですけれども、この日数で相談

は賄えているのかというか、足りているのかとい

うのをちょっとご確認したくてお伺いいたしまし

た。 

  さわやか相談室の相談件数についてなんですけ

れども、その前に、さわやか相談室の相談員とボ

ランティア相談員については、前年度と同じよう

な体制で、同じ相談員の方がされているのか、相

談員の方が代わりやすいのか、それとも定着され

ていらっしゃるのかということを、もう一つお伺

いしたいと思います。 

  こちらの学校によって人数や相談件数なども違

うと思うんですけれども、それぞれの学校ごとの

相談員さんの相談員同士の情報共有とか、こうす

るとご相談をしてもらいやすいとか、何かその辺

の情報共有などはされているのか。 

  あと、金額が会計年度職員のほうにいってしま

っているので、予算がよく分からないんですけれ

ども、その辺の予算も人数と併せて教えてくださ

い。 

  次に、小学校、中学校の学力推進事業について

は、こちら各学校に１名か２名ということなんで

すけれども、この学校への配属基準というか、こ

ちらをもう一度お伺いしたいと思います。 

  あと、昨年はコロナ禍ということで、授業も休

校になったりした時期もありましたし、その学習

のところで不安を感じている方のサポートに、こ

ういう非常勤の方がなられたと思うんですけれど

も、そのあたりの非常勤の先生方からのお声など

を伺っているものがありましたら、教えてくださ

い。 

  あと、埋蔵文化発掘調査については承知をいた

しました。その事業の内容について、そういった

体験も可能であるということで、宮代町の歴史文

化ということにすごい興味を持っている子供たち

の声が多くて、できたらやってみたいという声も

あったので、有料でもいいのでぜひ開催を楽しみ

にしております。ありがとうございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越です。 

  一番初めに質疑いただきました、さわやか相談

室への登校の人数なんですけれども、まず、須賀

中学校ですけれども３名になります。百間中学校

４名、前原中学校４名というふうになっておりま

す。 

  スクールカウンセラーの相談件数になりますけ

れども、中学校では、すみません、学校ごとには

分かれていませんが、全体として41件、小学校で

は32件というふうになっております。 

  それと、相談員、ボランティア相談員、前年度

と同じ体制かということでございますけれども、

今年に限りましては、昨年度と同じ体制、同じ方

にお願いをしております。やはり人の配置ですの

で、状況によって代わることもあるんですけれど

も、基本的には同じ方にお願いできればなという
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ふうに、こちらのほうでは考えているところです

けれども、様々な事情があるところで代わってし

まう場合もあるということになります。 

  それから、さわやか相談員さんであるとかボラ

ンティア相談員さん、様々な方の共有の場という

ことになりますが、こちらは、今のところ特に共

有する場というものは設けてはおりませんけれど

も、相談員さん同士で連絡を取り合ってお話をし

ていただいているというようなことは聞いており

まして、うちのほうではこんなふうなことがある

よということで、そういったところで連絡を取り

合っているということはお話をいただいておりま

す。 

  それから、町非常勤講師の配属基準というふう

になりますけれども、これは各学校の実情によっ

て、小学校であれば特に教科関係なく配置ができ

るところなんですけれども、中学校では、やはり

学校によって、この教科で配置をお願いしたいと

いうような要望を聞いた上で、人材確保というこ

とで進めております。 

  ただ、近年、やはり全般的に非常勤講師に限ら

ず、教員不足というところがありまして、なかな

かこう要望に応えられるような配置ができないと

いうのが実情であります。ですので、昨年度に限

っては、本来であれば各校２名ずつ配置をしたい

ところだったんですけれども、やはり人がいない

というところがありまして、このような人数にな

っております。 

  あと、さわやか相談員と、それからボランティ

ア相談員の予算ということになりますけれども、

すみません、ちょっと今、すぐに確認ができなく

て申し訳ないんですけれども、また確認をしてお

答えさせていただきます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  土渕委員。 

○委員（土渕保美君） 土渕でございます。 

  １点お願いいたします。 

  成果書189ページ、決算書176ページ、成人式に

ついてお願いいたします。 

  たしか、１月10日、緊急事態が発令されている

間の成人式だったと思われます。新成人で構成さ

れる成人式実行委員会により行われました202人

の新成人の参加で大変盛り上がりました。令和２

年度。 

  令和３年度の成人式についてちょっとお伺いし

ます。現在の進捗状況と今後のコロナ対策を踏ま

えての成人式の今後の動向をお伺いいたします。 

  また、今回参加されました202人は、前後して

例年に比べると参加人数的に多かったのか、少な

かったのかお伺いいたします。 

  以上でお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（草野公浩君） 教育推進課生涯学

習室長の草野でございます。 

  まず、決算書176ページ、説明書の189ページの

成人式についてお答え申し上げます。 

  まず、令和３年度の進捗状況でございますけれ

ども、現在、昨年同様、東武動物公園の野外施設

を活用して開催をしようということで、今、準備

を進めております。既に成人式の実行委員さんの

選定も終わりまして、会議も今２回ほど終えて、

当日に向けて準備を進めている状況でございます。 

  感染対策につきましては、当然、参加者にはマ

スクの着用、手指の消毒等の慣行を進めていただ

くのと同時に、今回、昨年、記念写真も撮影もし

たんですけれども、やはり密になるというような

こともございまして、記念写真をやるかどうかも

今ちょっと検討してございまして、なるべく密に

ならないように進めてまいりたいと思っておりま

す。 
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  参加者につきましてですけれども、令和３年の

成人式の参加率は58.7％でございまして、例年

60％を超えていますので、若干例年よりも低かっ

たというような状況ではございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 土渕委員。 

○委員（土渕保美君） ありがとうございます。本

人もそうですが、ご両親や親族にとっても一生に

一度のイベントで晴れ舞台でございます。これか

らもコロナ禍による賛否両論はあると思いますが、

令和２年度の成人式を参考に、ぜひともより一層

のご尽力をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  その前に、答弁からお願いいたします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越です。 

  すみません、先ほどの相談員の賃金ですけれど

も、まず、さわやか相談員につきましては、こち

ら月額になっておりまして月額14万5,322円とな

っております。ボランティア相談員に関しまして

は、時給が967円というふうになっております。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） では、質疑をお受けしま

す。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いします。 

  ５点ほど質問させていただきます。 

  まず、１番目です。決算書158ページ、説明書

ですと181ページになります。交通安全防犯対策

事業になります。 

  この中で、通学路点検ということで、小中学校

の通学路を点検し、通学路の把握とともに危険箇

所の確認という形であるんですけれども、この何

か所点検されて、危険箇所は何か所あったかをお

聞きいたします。 

  ２問目になります。決算書ですと同じ158ペー

ジで、説明書は182ページになります。 

  この不登校対策事業の中で、令和２年度の不登

校の児童生徒は13人でしたとあるんですが、これ

は各小学校、中学校に分けて何名ずついらっしゃ

ったかをお聞きいたします。 

  それから、３問目になります。決算書166ペー

ジ、説明書ですと185ページになります。 

  これ、中学校のほうも一緒に聞くんですが、一

応、小学校施設管理事業の中で表組の一番上なん

ですけれども、非構造部材耐震改修設計業務委託、

これが620万6,200円とあります。もう一つ、中学

校のほうでは187ページになるんですが、468万

3,800円とあるんですけれども、それぞれの内容

を教えてください。 

  最後に、５問目になります。決算書の180ペー

ジ、説明書ですと192ページになります。 

  公民館管理運営事業ということで、決算書の

180ページですと、公民館空調設備更新工事とい

うことで1,281万9,400円とあるんですが、これは

説明書の192ページですと、２番目の表組のとこ

ろ、施設の主な工事等ということで川端公民館空

調換気工事が470万、それから百間公民館空調換

気工事が564万4,100円、和戸公民館ロスナイ設置

工事が310万5,300円ということの合計金額だとは

思うんですが、これに関しての内容を教えていた

だきたいと思います。 

  以上、５点になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 川端公民館は407万円。 

○委員（泉 伸一郎君） すみません、407万円で

すね、失礼しました。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いいたします。 
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  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越です。 

  まず、交通安全対策につきまして、説明書の

181ページ、決算書158ページになりますけれども、

通学路点検につきまして、昨年度、こちら各学校

から保護者等も通じまして改善要望として要望を

聞いております。昨年度挙げられた箇所が19か所

ありました。そのうち、改善というふうになった

ところが16か所になっております。 

  改善内容としましては、注意喚起の看板の設置

であるとか、路面標識の塗り直し、または樹木の

剪定、そういったことが行われております。交差

点の改良とか横断歩道の設置、ガードレールの設

置につきましては、道路幅の制約等があって、な

かなか難しい場所もあったりもしております。こ

ういったところは関係他課、それから警察等と協

力しながら改善に向けて取り組んでいるところで

ございます。 

  続きまして、不登校対策。説明書の182ページ、

決算書158ページですけれども、各校の不登校の

数になりますが、こちらは小学校ではまず、東小

が１名、笠原小が１名。中学校におきましては、

須賀中が３名、百間中学校が６名、前原中学校が

２名というふうになっております。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育推進課主幹

の青栁です。 

  私のほうからは、決算書166ページ及び174ペー

ジ、説明書の185ページ及び187ページの小学校、

中学校それぞれの施設管理事業の非構造部材の耐

震改修設計業務の内容についてお答えを申し上げ

ます。 

  非構造部材と言いますのは、小中学校の体育館

の天井からぶら下がっている構造物、例えば、照

明ですとか、あとはバスケットゴールのようなこ

ういったものは非構造部材と申しまして、それら

の地震があった際の落下防止措置を講じることが、

いわゆる耐震の改修になります。具体的にはワイ

ヤー等で補強を行ったり、あとは落下防止のネッ

トを入れたり、そういった耐震改修を行うための

設計業務を令和２年度に行ったところでございま

す。今後、この設計を基に実際の工事のほうを行

っていきたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  生涯学習室長。 

○生涯学習室長（草野公浩君） 教育推進課生涯学

習室長の草野でございます。 

  決算書180ページ、説明書192ページの公民館の

工事の内容についてでございますけれども、まず

は、説明書のほうで川端公民館と百間公民館です

けれども、こちらが空調の換気工事ということで、

この２館に関しましては、開館して以来、一度も

エアコンの入替えを行っていないということで、

今回、それぞれエアコンの入替えを行っておりま

す。 

  川端公民館につきましては、１階の洋室、それ

から２階の洋室、それから２階の和室、それから

屋外のロスナイの機械も全て入れ替えております。 

  百間公民館につきましては、１階の洋室、それ

から２階の洋室、それから２階の和室、やはりエ

アコンを入れ替えまして、あとロスナイの入替え

を今回行っております。 

  その下の和戸公民館につきましては、成果にも

書いてありますけれども、元年度にエアコンの入

替えを行っておりまして、和戸公民館はロスナイ

の入替えをさせていただいたところでございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、１問目の交通安全防犯対策事業というこ

とで、19か所の通学路の点検をされて、16か所も

そういう危険箇所があったということなんですが、

先ほども改善されたというのは聞いたんですけれ

ども、何か所改善できて、どういう処置を行った

かというのを、もう一度詳しくお聞きしたいと思

います。話の中で樹木の伐採とかそういったのも

あったんですけれども、それも行われたかどうか

もちょっとお聞きしたかったものですから、お願

いいたします。 

  あと、２問目なんですが、そうしますと、百間

小と須賀小ではなかったということになるんです

けれども、こういう中で、説明書の177ページで、

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーと協力して対策に取り組み、登校状況が改善

されたケースも見られましたとあるわけで、この

改善されたケースが何件ぐらいあったかをお聞き

いたします。 

  ３問目、４問目の非構造部材耐震改修設計業務

のほうですけれども、分かりました。 

  先ほどバスケットボールと言われたんですけれ

ども、バスケットボールのゴールのことを言われ

たんでしょうかね。分かりました。 

  あと、最後の５番目なんですけれども、公民館

管理運営事業なんですが、今まで一度もされてい

なかったということで、これはこういうエアコン

に関しては、大体どういう基準で交換するように

なっているかをお聞きいたします。 

  以上、３点お願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越です。 

  まず、通学路の点検箇所につきまして詳しくと

いうことですので、先ほども申したんですけれど

も、19か所あり、16か所の改善ということになり

ますが、その内容につきましては、「通学路注意」

の道路標示、こちらのほうの設置が全部で１か所、

２か所、３「通学路注意」と「歩行者注意」とい

うのも併せて行っているんですけれども、全部で

４か所ですね。 

  それから、「止まれ」の路面標示の塗り直しと

いうものも行っておりまして、こちらが塗り直し

は１か所、２か所になります。新たに「止まれ」、

「通学路注意」の標識をつけた箇所が１か所あり

ます。 

  それから、グリーンベルトの施工ということで

１か所。それからドット線、それから交差点のマ

ークの塗り直しということをそれぞれ１か所ずつ

行っております。 

  それから、ポールというものが立っている箇所

につきましても、そちらの修繕を行っているとい

うことになっております。ポールの修繕は１か所

になります。 

  それから、手押し信号の青の時間が短いという

ところで、そこを、時間を延長するということに

ついて、関連機関、警察等に連絡をして対応した

ということが１か所あります。 

  それ以外に、「横断者注意」や「速度落とせ」

という看板の設置箇所、それから「学童注意」と

いうものについての表示、横断歩道のこちらは塗

り直し、こういったものも行っております。 

  それから、過去に事故が発生したところに、太

いパイロンや反射材を設置しているということに

なっております。 

  こういった内容のものを実施しまして、改善、

注意喚起を行っているということになっておりま
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す。 

  それから、不登校対策につきまして、改善のケ

ースが何件あるかということのご質問でございま

すけれども、すみません、こちら数字をはっきり

と持っておりませんので、ちょっと確認をして、

またお答えをさせていただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（草野公浩君） 教育委員会生涯学

習室長の草野でございます。 

  泉委員さんからの質疑で、エアコンの交換時期

はいつ頃なのかというご質問かと思いますけれど

も、本来であればエアコンも設備の耐用年数等が

あるかと思いますが、ご覧のとおりに設備も大変

大型なものでございまして、１回入替えしますと

かなりの金額がかかりますので、今、町としまし

ては、故障した段階で入替えをするというのが基

本の形になっております。今回、たまたまこのよ

うに３館同時に入替えを行いましたけれども、実

は、今回、新型コロナの国の交付金の対象になり

まして、エアコンを入れて室内の空気を浄化させ

たいという意味で、今回まとめて入替えをさせて

いただきました。基本的には故障が生じたときに

入替えをさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越でござい

ます。 

  不登校対策の改善ケースの件数につきまして、

こちら欠席の状況の改善についての人数把握とい

うものをしておりませんが、出席できる日が増え

たり、教室に行けるようになった変化が見られる

ということで捉えております。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 細かい説明ありがとうご

ざいました。 

  今回、本当に未曽有の新型コロナということで、

本当に教育関係者の方は大変な思いされたと思い

ます。本当に感謝申し上げます。 

  最後に、ちょっと１点だけお聞きしたいんです

けれども、先ほど言われたのは、危険箇所16か所

全部が改善されたとちょっと私、今聞いたみたい

だったんですけれども、それでよろしいんでしょ

うか。足してみたら、14……看板等が１か所かど

うか分からないんですけれども、何か14か所にな

るかなと思ったんですが。 

  私、先ほど樹木の伐採という点をお聞きしたい

というような、そこがちょっと聞きたかったもの

ですから。確かに信号が延長したというのも、私、

あの要望があって、杉戸警察署に確認に行ったら、

もう延長しましたとか言われたんで、これは本当

にありがたいなと感じました。 

  伐採についてだけ、じゃ、ちょっと教えていた

だきたいんですが、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁お願いいたします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越でござい

ます。 

  すみません、私もまとめてお話をしなかったの

で、件数がずれてしまったのかもしれないんです

けれども、重ねてお話をさせていただいていると

ころもありましたので、件数がちょっとずれてし

まったのかもしれません。 

  樹木の伐採というところですけれども、民家の

垣根によって見づらいところで、伐採というか注

意喚起の表示を表に出したというようなところで
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対応しているところもございます。特に木を切っ

たりというところではなくて、そういった対応で

注意喚起を行うということで対応しているところ

もございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  最後にちょっとお聞きしたいんですけれども、

通学路の中で、例えば、竹がいっぱい林があるん

ですね、そこで竹が伸び過ぎていて、枝が斜めに

なっているんですよ。冬になると、雪が降ったり

すると重みで下がってくるんですね。そういうこ

とがあって、そういうものを改善してほしいとい

う要望で入れたことがあるんですけれども、全然

改善されなかったということがありまして、ちょ

っとその辺どうなのかなと思ったものですから質

問させていただいたのもあるんですが、そういう

ことであっても、やはり土地の持ち主が分からな

いとなかなかできないことですが、対処していた

だければと思うんで、それは要望で終わらせてい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。 

  決算書の180ページですけれども、公民館の空

調設備工事、こちらの業者名を教えてください。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いいたします。 

  生涯学習室長。 

○生涯学習室長（草野公浩君） 教育推進課生涯学

習室長の草野でございます。 

  金子委員さんの質疑に対してお答え申し上げま

す。 

  公民館の工事業者でございますけれども、まず、

百間公民館ですけれども千代田冷機さんですね、

それから和戸公民館が岩崎設備さん、それから川

端公民館が中村工業所でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 幾つか質問させていただい

ます。 

  最初に、156ページの小中学校適正配置事業で

ございます。 

  これ委員会から説明を受けてということで、こ

れからこれを町のほうで具体化すると思いますけ

れども、いつ頃までこれを町は具体化しようとし

ているんでしょうか。そして、またいつ頃という

んですが、町長選挙が終わってから出すんでしょ

うか。その辺のところはっきりとお願いします。 

  それと、成果書181ページ、決算書158ページか

な、交通安全防犯対策事業でございます。 

  この令和２年度決算内で不審者や犯罪に関わる

事例があったかどうか、ひとつお願いします。 

  それと、通学路の点検です。やっていると思う

んですけれども、学区内で改善が必要だというこ

とで意見が出ていると思うんですけれども、特に、

毎年出ている場所、あるのかどうか、その辺のと

ころ。解決しているのかどうかお願いします。 

  あと、158ページ。同じページなんですけれど

も、不登校対策事業、説明書では182ページなん

ですけれども、不登校対策事業なんですけれども、

先ほど何名、何名ということで言っていましたけ

れども、これ高学年になるほど不登校が多くなる。

中学校では1.5、６％、小学校は0.1％と説明され

ているんですけれども、中学生になると多くなる。

それらの原因というのは多岐だと思うんですけれ

ども、なぜこういう高学年ほど多くなるのか、そ

の傾向についてどういう分析しているのか。そし

て、それの対策をどうやって行っているのか、そ

の辺のところを教えていただきたいなと思ってお
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ります。これは専門家じゃなくちゃ分からないん

でね、ひとつよろしくお願いします。 

  それから、説明書の185ページです。 

  186ページだけじゃなくて、中学校も入るもん

でまとめて言いますけれども、小中学校の児童生

徒に１人１台のタブレットを整備していますと思

うんですよね。近い将来、このタブレットを使い、

自宅でオンラインでやって、先生と学習なんかも

いろいろな授業でやると思いますけれども、体制

を、その問題をやるんですけれども、問題でも私

あるんじゃないかなと思うんですよ。一つ、映像

を通しての授業となると思うんですよね、これだ

けじゃないと思うんですよ。映像を通して思うん

ですが、安定した通信と子供たちの環境、一人で

家庭での学習となると、児童生徒が見えない。や

はり見えるようにやらないといけないと思うんで

すけれども、この交互通信ができるかどうか。 

  あと、通信自体が整っていない家庭、その対策

をいつ頃までに完成を見込んでいるのか。その辺

のところお願いします。 

  あと、説明書の186、188ページなんですけれど

も、学校教育担当でも少人数学級ですか、本年も

児童一人ひとりの実力に応じた指導を行うことで

基礎、基本の定着を図ることができたということ

で、やっぱり少人数学級、少ない人数で、複数制

度でやればそういうことができるんだということ

を言っていますけれども、私も一人ひとりの実態

に応じた学習は大事だということで思っています。

私自身、個人では、少人数学級にするためには少

人数学級制度及びに複数担任制度が大事ではない

かなと一つは思っています。 

  それと同時に、ここの小学校のですけれども、

学力向上の基礎学力推進事業ということで、予算

が０円、２年度決算も０円と、そういう学年でや

りたかったんだけれども、先生が入ってこなかっ

たということで説明がありましたけれども、なぜ

入ってこないのか、これは労働時間というのはど

うなっているのか、その辺のところを。０円とい

うことは入らなかったということですよね、一人

も。この説明書によると０円、０円となっていま

すけれども、よく分からんけれどもね。教育事務

局人件費より支出したということなんですか。そ

れで何人ぐらい入っているのか。これを認めてお

きながら、例えば、予定の人員、達しなかったら、

原因というのはあるはずなんですよね。その辺の

ところの原因をつかんでいるのかどうか、お願い

します。 

  それと、説明書の188ページです。 

  コロナ禍において、学校給食センターで調理し

た食事を希望する児童生徒に提供したということ

でなっているんですけれども、これらの政策、い

つ頃から始まったのか。それで、配布された児童

生徒の利用人数、何人だったのか、何食だったの

か、その辺のところちょっと教えていただきたい

と思います。 

  あと、７番目として192ページです、説明書の。

公民館管理運営事業です。 

  これはさっきのＧＩＧＡスクールと同じなんで

すけれども、コロナ禍で利用件数も減っています。

これら公民館活動は、コロナ禍や災害に整えるこ

とが大事だと私は思います。整えるということで

は、やっぱり学校のＧＩＧＡスクールじゃないで

すけれども、学校のＩＣＴ化、環境向上、役場内

でもあらゆる資料の電子化など、コンピューター

による仕事が増えている。住民の中でもパソコン

による交流や災害による情報のやり取りなどが、

大変電子化になって便利になったということで、

私は思っているんですよ。 

  そういう中で、公民館活動の中で、やはりそう

いう交流ができるように、子供たちも自宅待機で
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集団でできなかった場合は、地域の公民館などへ

行って、そういう学習を集団で、１人で学習して

いるか、２人、３人、集団学習じゃないんですけ

れども、そういう人数で、公民館活動でそういう

経験も必要じゃないかなと私は思っているんです

よ。 

  それに、公民館がそういう設備は整えていない

となると、学習ができないんじゃないかなと思っ

て、一般市民も含めてね。やっぱり公民館はいろ

んなことで使われます。災害も使われるし、そう

いう一人ひとりの活動なんかにも使われますので、

ぜひ設備を整えてほしいと私は思っているんです。

その辺のところの考え方、教えて言っていただけ

ればありがたいな思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４９分 

 

再開 午後 ３時０５分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩前の山下委員の質疑に対する答弁からお願

いします。 

  教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育推進課主幹

の青栁です。 

  私からは、教育総務担当に関わる質疑について

お答えを申し上げます。 

  まず、小中学校の適正配置についてですが、こ

ちら今回の９月定例会の一般質問で同様のご質問

をいただいておりますので、そのときの回答と同

じにはなってしまうんですが、現在、審議会から

の答申を受けまして、役場内の関係課と課題の整

理、意見交換を行いながら、今後の方向性につい

て検討を進めているところでございます。ですの

で、明確にいつまでにということは現在、検討中

としか申し上げられませんので、ご理解いただき

たいと思います。 

  続きまして、私のほうからは学校給食センター

のお弁当を無償で提供しました事業ですね。成果

書の188ページになります。こちらのみやしろ児

童・生徒食生活支援事業の内容についてお答え申

し上げます。 

  こちらは、昨年、令和２年４月、５月の学校の

臨時休業の際に長期にわたって学校が休業となっ

たことから、子供たちの食生活の支援と、あと保

護者の皆さんのご自宅での負担の軽減をするため

に、学校給食センターで調理したお弁当を希望す

る児童・生徒に無償で提供したものでございます。 

  こちらにつきましては、小学生については２日

間、中学生については１日ですね。５月19日から

29日までの間でそれぞれ指定日というものを設け

まして、各学校の体育館まで保護者の方に取りに

来ていただいて、お弁当を提供させていただいた

ものでございます。 

  対象の子供たちの人数ですけれども、小学生が

２回、中学生が１回ということで、延べ3,693人

が対象の子供たちになりまして、そのうち実際に

お弁当を受け取りに来た方が955人、率にして

25.9％の子供たちにお弁当を提供させていただい

たところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越でござい

ます。 

  まず、説明書181ページの交通安全防犯対策事
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業の不審者の件数になりますが、昨年度、こちら

のほうで把握しているものは４件というふうにな

っております。実際に児童・生徒の件数について

は２件というふうに捉えております。 

  それから、通学路の点検で毎年出ているところ

ということですけれども、先ほども通学路点検の

ところでお話をさせていただきましたが、何らか

の対応等を取っておりますので、基本的には毎年、

そことは違う、例年出したところとは違う場所と

いうことで報告をしていただくようになっており

ます。 

  続きまして、説明書の182ページの不登校対策

事業です。小から中に向けてその割合が増えてい

るというところですけれども、こちらの原因につ

きましては、一概にこれというものは特にないん

ですけれども、考えられるものとしては、人間関

係が複雑になってくるというところと、または発

達段階、自我の芽生えという思春期に入ってくる

というあたり、または学習がより高度になってく

るというようなところが挙げられております。 

  続きまして、説明書の185ページ、情報端末の

整備、いわゆるＰＣの整備についてになりますが、

こちら安定した通信であるとか、その通信が整っ

ていないものにつきまして、実は現在、こちらの

状況について調査をしております。今週、各学校

とも、各家庭にこの情報端末を持ち帰りまして、

その状況を現在、調査をしているところでござい

ます。 

  その人数を把握しまして、そういった通信が整

っていない子供たちの対応については、その調査

結果を基に検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

  続きまして、説明書186ページの学力向上推進

事業につきまして、こちらも先ほど回答したとこ

ろでございますけれども、現在、全体的に県も含

め、国も含め、やはり人材不足というところがご

ざいまして、なかなか人がいないというようなと

ころが原因となっております。 

  さらに、どういった内容で募集をかけているか

ということですけれども、これも先ほどお話をさ

せていただきましたが、チームティーチングや少

人数指導による授業の児童・生徒への指導、各種

プリントの作成や採点、児童・生徒の学力向上の

ための事務、そのほか児童・生徒の指導上必要と

なる業務の補助ということで募集をかけさせてい

ただいております。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  生涯学習室長。 

○生涯学習室長（草野公浩君） 教育推進課生涯学

習室長の草野でございます。 

  公民館の情報化の推進についてということで、

決算書178ページ、説明書が192ページになるかと

思いますけれども、現在、公民館につきましては、

特にもっと情報化を進めてほしいというような利

用者からの声はない状況でございます。また、一

般的に高齢者が多い状況ですので、なかなか情報

化が関心が薄いのかなというふうにも思っており

ます。 

  情報化するに当たっては、やはり職員の配置と

か機器の設置等、それから運営経費などいろいろ

と課題がございまして、今現在では特に情報化を

進める必要がないのかなというふうに思っており

ます。今後の状況をしっかり見守っていきたいと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 不審者犯罪４件あったとい

うことで、この学生に伝わるのが２件ということ

なんですか。学校の生徒たちに自動的に関わるこ
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とが２件ということですね。 

  これによると、万が一、危険というのはどうい

うところが危険なのかちょっと分からなかったけ

れども、尾行されたとか待ち伏せ食らったとかい

ろいろあると思うんですけれども、刑事事件にな

るような事態の危険性があったんでしょうか。そ

の辺のところも重大犯罪につながるような危険性

があったかどうか、それとも情報の入れ違いとい

うか勘違いというか、そういうことだったのか、

その辺のところも教えていただきたいなと思って

おります。 

  あと通学路の点検ですけれども、毎年違うとこ

ろをということを言っているんですけれども、す

ると、そういう意味だと、過去に出た事例は次の

年には出せない、解決しなくても出せないという

ことなんですか。その辺のところがはっきりしな

いと、毎年出すのは駄目だよいうことで、そうい

う意味になってしまいますよね。やはり解決でき

ないところは解決する方向で出してもらわないと、

やってもらわないと、じゃ何のためのあれかなと

いう感じがするもので、意見交換かなと思ってし

まうので、毎年出してもこれは構わないんじゃな

いかなと思うんです、解決するまでは。やっぱり

危険だと思っているから、皆、出しているんだと

思いますので、ぜひその辺のところはストップさ

せるんじゃなくて、改善する方向で、納得する方

向でやってもらいたいなとは私は思っております。 

  私、このことについては、県道のもとむら病院、

バッティングセンターのところですよね、西原か。

あそこで事故が多いということで聞いているんで

すよ、何とかしてほしいということで。そういう

点で、実はあそこは通学路となっているんですよ。

万が一、子供さんたちが巻き込まれたら大変なこ

とだなって感じでいつも見ているんですけれども、

あそこ通るたびに見ているんですけれども。確か

に坂道で、県道通っているほうはスピードが出て

いる。外から出ているうちは、右左見ているうち

に坂道のほうから来てしまう。そういう状況じゃ

ないかなと思っているんですよ。ぜひ、改善して

ほしい。 

  私に言ってきた人は、あそこを感知式の信号機

でどうかということで言っているんです、これは

一つの例ですけれども。その辺のところは検討し

ていただきたいなと思っております。 

  それから、不登校問題、成果書の182ページに

ある。このことについては対策というやつですか、

教育委員会として対策はどのように考えているの

か、その辺のところがちょっと答えがなかったも

ので、ただこういう傾向なんだということで言っ

ているけれども、人間関係だとか発達、思春期の

問題だとか、そういうことを言っていましたけれ

ども、やはり対策がなければ、これはいつになっ

ても解決できないんじゃないかなという感じがす

るんで。やっぱり学校の先生とか専門家がいっぱ

いいるんで、その辺のところも対策というのをし

っかりしていただきたいなと思っております。そ

の辺のところももう一度お願いします。 

  タブレット、学校の、これを使って、電子的な

通信だとか環境、調査してやるんだと言っており

ますけれども、現実的に、これは調査しないと分

からないことだと思うんですけれども、お金がか

かるんだと思うんですよ、私は、現実的にはね。 

  携帯とかそういうのでも通信はできますよ、そ

れは確かに。だけど、安定したとなると、やはり

Ｗｉ－Ｆｉか何か入れて、きちんと映像も、お互

いに映像で通信しないと、子供一人でいた場合、

寝そべっているかもしれませんよね。誰かが入っ

てきて、侵入して、犯罪に使われるかもしれませ

ん。分かりません。やはり映像というのは必要だ

と思うんですよね、音声だけじゃなくて。お互い
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に映像交換ができるようにしていかないとまずい

ということでね。 

  やはり設備を整えていくというのが今後の課題

じゃないかなと私は思っております。大至急、こ

れはアンケートを取って、その辺のところを教育

委員会として整備していきますよということで思

っていたら、いつ頃までにやるのか、その辺のと

ころの目安みたいなのがあったら、ひとつお願い

します。 

  それから、少人数学級じゃなくて、担当者やっ

ているんですけれども、労働条件がちょっと。募

集の内容は分かったんですけれども、労働条件は

どういうふうな労働条件で雇い入れるのか分から

ない。時給幾らなのか、そして、例えば３年務め

たら正規教職員の道があるよとか、そういうのが

あるのかどうか。テストを受けなくちゃいけない

と思うんですけれども、やっぱり夢を持たせない

と誰も入ってこないんじゃないかなって私は考え

るんですけれども、やっぱり民間でも同じです。

夢を持たせるということはやる気が出てきますの

で、ぜひ、その辺のところはどういうふうになっ

ているのか、労働条件が。もう一度、お願いしま

す。 

  給食センターについては２日間だったというこ

とで、25.9％の人がやったということなんですけ

れども、給食センター、ご飯が一番、人間として

生きていくためには必要なんで、コロナ禍で、奥

さんも旦那さんも務めています、今は。そういう

ところが多くの家庭であります。昼間いなくなっ

てしまうんですよ。ぜひ、これは利用できるんだ

ったら、今後もどうなるか分かりません。こうい

う制度を残していただきたいなと私は思っており

ます。これは要望でございます。 

  それから、公民館運営事業なんだけれども、年

寄りが多いから、高齢者が多いから利用者に必要

性がないんだということで言っていましたけれど

も、やはり高齢者でも今、持っている人が大勢い

ます。スマホ持って利用している人が大勢います。

お年寄りは口には出さないけれども、やっていま

す。やっぱり環境を整える必要があるんじゃない

かなと私は思っております、その辺というのは。 

  これは、何も交流とかそれだけじゃないです。

災害があったときの通信手段にもなると思います

ので、ぜひ、少なくとも公民館にはそういう施設

が必要じゃないかなと私は思っているんですよ。

その辺のところは、私のこれは要望でございます。

ぜひ設置していただきたいというのが要望でござ

いますので、よろしくお願いします。 

  じゃ、答えていただきたいと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越でござい

ます。 

  まず、不審者に関しましては、こちらの２件に

ついては、声かけ事案ということで、「何年生か

な」というようなことをかけられたり、「カメラ

で撮っていい」というようなことを声かけられた

というふうに聞いております。 

  それから、点検につきましては、委員おっしゃ

るとおり、やはり危険なところは危険というふう

に考えております。ですので、基本的には何かし

らの対応をしていくということで、毎年、対応を

取らせていただいております。 

  例えば、どうしてもここに横断歩道が必要だと

いうところになかなか横断歩道ができないという

場合には看板を立てさせていただいて、学童の通

る場所だよというような注意喚起をさせていただ

いたりというような対応をして、何かしらの対応

をさせていただいております。 
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  ですので、繰り返し安全点検のときには出して

もらっていないというふうになるんですれども、

実際には危険な箇所の場合には、点検の期間に限

らず、随時、こちらのほうでお話は聞いていると

ころでございますので、何かしら対応はできない

かということで、関係他課、機関と調整をさせて

いただきながら取り組んでいるところでございま

す。 

  次に、不登校対策のものにつきまして、こちら

の対策としましては、こちらも先ほど来、お話を

させていただいておりますが、スクールカウンセ

ラーであるとかスクールソーシャルワーカーの巡

回であるとか、または事務局内にいます教育相談

員の巡回、こういったものを通して、ケース会議

等も開きながら、その子にとってどのような支援

が必要なのかということを、話合いを通して対策

を取っているところがございます。 

  また、ソーシャルスキルトレーニングという人

と人との関わりのものであるとか、二者面談や保

護者との面談等を通しながら、どのように対応し

ていくかということで取組をさせていただいてお

ります。 

  続きまして、情報端末、タブレット等の活用に

つきまして、先ほどもお話をさせていただきまし

た。現在、調査を行っている最中でございます。

確かにおっしゃられるとおり、安定した通信がな

いと、やはり子供たちの様子というものがなかな

か見られないというところがございますので、そ

ういったところを、今回の調査を通して確認をさ

せていただきまして、その状況を基に調査結果を

分析して、導入等に向けては検討をしていきたい

なというふうに考えております。 

  続いて、町非常勤講師の労働条件というものに

なっておりますが、基本的には月曜日から金曜日

までの５日間の勤務でお願いしています。また、

人によっては週３日間であるとか週２日間という

ようなことでお願いをしているところでございま

す。時給につきましては、こちらは1,318円とい

うことで、時給制でお願いをしているところでご

ざいます。 

  こちらが正規の職員になれるかということです

けれども、こちら非常勤講師につきましては町で

行っているものになっておりまして、正規の職員

になるということであれば、県の県費負担教職員

というふうになりますので、委員のおっしゃると

おり、県の試験を受けていただくということにな

ります。 

  もちろん夢を持たせて仕事をしていただくとい

うことで、こちらのほうも正規の職員になるため

の対応につきましても、各学校と協力しながら行

っているところもございます。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  ２件ということで、声をかけられたということ

なんですけれども、優しい人もいるんでね。町歩

いていても誤解されないように、誤解したやつを

情報等誤って流すと大変なことになるんで、そう

いうことがないようにお願いしたいと思います。 

  あと、不登校対策なんですけれども、中学ほど

多くなっていろいろな対策を取っているというこ

となんですけれども、やはりその人たちというの

はいろんな条件があって、社会問題だとかいろん

なのがあって、競争だとかあるんだと思いますけ

れども、やはり大人たちが手を差し伸べてあげな

いとできないんで、やっぱり学校に行けるように。

無理して行けるようにということでは、その人や

その子によって違うと思うんですけれども、立派

に育つ人もいますし、そういう人もいるんで、や

っぱり適時適切な指導を行っていってほしいと私
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は感じておりますので、よろしくお願いします。 

  あと、タブレット、先ほど言いました。これは

安定した通信がないとお互いに無理なんで、でき

るだけ早くそういうことを、どのくらいかかるの

かも分かりませんけれども、安定した通信をでき

るようにしていただきたいなと思っております。 

  あと、学校教育の成果書の186ページの人材不

足だということで先ほど言っていましたけれども、

労働条件は月曜日から金曜日で、あと週３日の人

もいれば２日の人もいる、1,318円だということ

でやっています。夢を持たせることが大事じゃな

いかなと。お金とかそういうのは別問題としても、

やっぱり先生になりたいという人が夢を持って入

るんだと思いますよ、結局は、若い人は。定年退

職して60ぐらいの人はまた別なんだと思いますけ

れども、やっぱり夢を持たせるということが大事

じゃないかなって感じがします。誰しも若いとき

は夢持っていろんな職場に入るんですから、ぜひ、

その辺のところもかなえてほしいなと思っており

ます。 

  それと、食事のことなんですけれども、これ１

回限りで終わってしまうんですか。今後、またや

る気があるのかどうか、その辺のところだけ一つ

だけお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（丸藤栄一君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育推進課主幹

の青栁です。 

  こちらのお弁当の無償配布につきましては、昨

年のコロナ禍での長期にわたる臨時休業の対策の

一環として行ったものでございますので、今後、

一応実施していくことは、現在のところはござい

ません。ということでご理解いただきたいと思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。お願い

いたします。 

  主要の施策に関する説明書の教育推進課、177

ページです。 

  こちら成果ということであるんですが、その中

で下のほうから10行目ぐらいですね。特別支援教

育においてということで、百小のほうに難聴・言

語障害通級指導教室、２教室今ございますが、こ

れ町内から集まっているわけですけれども、もう

一教室、学校、例えば須賀小とかに設ける考えは

ないのか、お聞きいたします。 

  あと、下から３行ですね。前段の委員さんから

も説明ありましたけれども、不登校対策事業です。

この中でソーシャルワーカーとかスクールカウン

セラー、それから相談員やボランティアというこ

とは会計任用職員とか県の職員ですよね。県から

出ているということで、会計上、ちょっと表に出

てないんですが、不登校対策として幾らくらい、

人件費が総額、今、幾らぐらいでやっているのか。

これからは不登校対策ということを町としては力

を入れていくようなので、今後、これをどう、金

額的にもどのくらい反映させてどうやっていくの

か、考えているところをお聞きします。 

  それと、成果ですので、最後のところに「スク

ールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

と協力して対策に取り組み、登校状況が改善され

たケースも見られていました」ということで、把

握されていないということなんですが、これ読む

と、やっているのかなという感じがするんですけ

れども、何かきちっと成果が出ているとか、何か

そういうふうな、もうちょっと説明をしてくださ

い。 

  それと、これも前、委員が出していましたけれ
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ども、決算書178、施策に関する説明書が192、公

民館管理運営事業の施設の主な工事の中で、和戸

公民館ロスナイ設置工事310万5,300円と書いてあ

るんですれども、ロスナイって、部品とかってそ

んな高いものではないんですけれども、どういう

ものを、全体を変えた、何ていうんですか、310

万5,000円かかった内容をお聞かせください。 

  次が、決算書、図書館管理運営事業なんです。

決算書180、説明書の194、これ行事なんですが、

定例季節行事、「雑誌リサイクル市100人、図書

リサイクル100人と人気」ということで、今もホ

ームページ、今年度も整理券配るって出ているん

ですが、何か人気のようなんですが、これ何冊、

どれくらいの冊数を出すのか。あと児童書とかも

出るのか、その辺、ちょっと詳しくお聞かせくだ

さい。 

  あと、すみません。決算書158、子ども110番の

家です。説明書158ページ。 

  現在121件です。子ども110番始まって、もう25

年ぐらいたつと思うんですけれども、現在、協力

してくれる家庭とか店舗への訪問とかはしている

のか、何か増やそうとしているのか、子ども110

番の家の看板が効果的なのか。子供たちも25年前

とちょっと変わってきていて、通学路も違うとこ

ろもあったりするんですけれども、そういう点で

ちょっと改善されているのか、お聞きいたします。 

  次に、すみません。164ページ、説明書185ペー

ジ、小学校施設管理事業です。 

  主な実施内容の中で、もしかしたらお聞きして

いるかもしれないんですが、先ほども出した非構

造部材耐震改修設計業務委託、東小の設計業務委

託、小学校屋上防水工事（百小、東小）、あと新

型コロナウイルス対策のほうの体育館トイレ改修

等のこの４項目ですね。やってくださった業者さ

んをお願いいたします。 

  あとは総合運動公園管理事業です。決算書186

ページ、説明書195ページです。 

  195というか196になるんですけれども、いろい

ろな工事していただいて、あと感染対策防止のほ

うもしていただいたんですが、総合運動公園のほ

うもだんだん設備が古くなっておりまして、いろ

いろ今までも直していただきますが、今後、直し

ていかなきゃいけないところ、金額的にもかかる

ものとか小さいものもありますけれども、重要な

ところ、お聞きしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越でござい

ます。 

  説明書の177ページですね。難聴・言語通級指

導教室の件でございます。 

  こちらは現在、委員おっしゃるとおり、百間小

学校にのみ設置しております。こちらは実際に百

間小学校となっているんですけれども、そこには

指導者が２人ほどいますので、２人体制で指導し

ているというような状況になっております。 

  委員おっしゃるとおり、やはり須賀小にもとい

う声はいただいているところもございまして、こ

ちらとしてもなるべく指導の幅を広げたいなとい

うふうに考えておるんですけれども、やはりこの

ことばの教室の指導はかなり設備もしっかりした

ものになっておりまして、やはり声を聞くという

ような状況になりますので、防音設備を備えた教

室が必要になってきます。というようなところを

整備していかなければいけないということもあり

まして、将来的にできればいいなという希望も持

ちつつも、そういった予算のところも考えながら

検討していかれればいいかなというふうに思うん
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ですけれども、そのように考えております。 

  それから、続きまして、不登校対策、説明書の

182ページにもありますが、不登校対策の事業に

つきまして、先ほどもお話をいただきましたスク

ールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、

人件費も併せてどのように考えていくかというこ

とでございますが、そちらに書いてあるように、

人件費につきましては会計年度任用職員制度の関

係で移行になっておりまして、今までの例年のも

のを考えていきますと、大体1,000万ほどこちら

のほうの対策として考えておりますので、今後も

そういったものについては、引き続き同等に検討

してまいりたいというふうに考えております。 

  それから、登校の改善につきましては、こちら

は先ほどもちょっとお話をさせていただいたとこ

ろもございますけれども、欠席の数字を見て、こ

れで改善できたというところについて、はっきり

と捉えていないというようなところをお話をさせ

ていただいたんですけれども、子供の教室にでき

るようになるというようなところを見させていた

だいて、その回数は増えてきているなというよう

なところを捉えさせてもらいまして、改善傾向に

あるのではないかというふうに捉えをさせていた

だいているところでございます。 

  それから、続きまして、説明書の181ページに

あります、子ども110番の家の設置でございます。 

  委員おっしゃるとおり、こちらのほう、年数的

にも大分たってきたところがございます。実際、

こちら個別に訪問してお願いしているというよう

なところもあるところもあるんですけれども、ど

のような依頼の仕方かといいますと、学校だより

等を通じまして、こういった家を探しているとい

うことでお知らせをさせていただいております。

そういったところから、声が上がったところには、

こちらから、学校を通して出向いて、実際に依頼

をしているところでございます。 

  子供たちへの周知につきましては、こちらは一

斉下校等とか通しまして、子供たちが帰るときに

教員がついていきますので、そういったところで、

ここに場所があるというような認識をさせながら

下校させたりというような指導で、そういったも

のの利用について、子供たち、改めてお話をさせ

ていただいているところでございます。 

  私からは以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  生涯学習室長。 

○生涯学習室長（草野公浩君） 教育推進課生涯学

習室長の草野でございます。 

  今の丸山委員さんからの１問目、決算書192ペ

ージ、公民館管理運営事業の関係でございますけ

れども、和戸公民館の改修工事の内容でございま

すけれども、まず、こちら１階の和室にロスナイ

の床置き室用４台を置いております。それから、

２階の洋室にロスナイの床置きを１台、２階の洋

室にロスナイ床置きの６台の設置工事を行いまし

て、310万円ということでございます。 

  続きまして、２問目の決算書179、説明書193ペ

ージ、図書館管理運営事業のリサイクル市の関係

でございますけれども、まず、こちら雑誌と図書

に分けておりまして、まず雑誌のほうが保存期間

が２年を過ぎたものを出しております。リサイク

ルしております。 

  それから一般の図書のほうですけれども、旧版

のものということで、新版が出たものは出してい

ると。それから、重複してたくさんあるもの、ま

た見た目、大変古くなったものもリサイクルとし

て出させていただいております。 

  以上でございます。 

  続きまして、決算書188、説明書196の総合運動

公園管理事業の今後の工事の予定でございますけ
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れども、まず、やはり室内プールの関係が近々の

課題でございまして、特に屋根ですね。屋根の漏

水工事が大きな問題になっております。それから、

あとボイラーですね。総合運動公園も開設以来30

年以上たっておりまして、ボイラー等ですね、か

なり更新の時期に来ております。それから、温水

プールの水の配管もかなり傷んでおりまして、こ

ちらも近々の課題となっております。 

  その次に、外の施設の多目的広場と遊具広場で

すね。やはり、うまく活用されてないところがご

ざいますので、それがその次の改修の課題かなと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育推進課主幹

の青栁です。 

  私から、説明書の185ページ、小学校施設管理

事業の主な実施内容の設備、改修、修繕の業者に

ついてお答えを申し上げます。 

  一番上の非構造部材耐震改修設計につきまして

は、千葉構造設計さんになります。２つ目の東小

学校教室新設工事の設計業務、こちらも同じ千葉

構造設計さんになります。３つ目の小学校の校舎

屋上防水工事、こちら百間小学校が木下建設さん

になります。東小学校が中村建設さんになります。

４番目の新型コロナ対策の校舎改修工事というこ

とで、体育館のトイレの改修につきましてはセキ

住設さんで、網戸の設置工事については中村建設

さんのほうに施工していただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。ありが

とうございます。 

  では、ちょっと再質問させていただきます。 

  特別支援教育においての難聴・言語障害通級指

導教室って、今、充実してやっていただいている

んですが、保護者の方の送り迎えが前提というと

ころがやっぱり大きい問題になっています。誰で

も送れる状況ではないということですよね、また

新しいものが入っていて。 

  できたら、やはり２つ欲しいというのと、ほか

の自治体は結構早くから取組もしていて、何校か

１校に必ずありますよね。そういう意味では、施

設の防音設備もしなきゃいけないというのはある

んですけれども、１つつくって、すごくきっちり

活動していただいているので、やはり前向きにも

う一つ、やっぱり子供たちの環境を整えるという

ことでもう一つつくれるような方向でちょっと考

えていっていただきたいなと思っています。さっ

きもちょっとお話聞いたので、要望として強くお

願いいたします。 

  それと、不登校対策なんですが、これから

1,000万かけるということで、子供たちが不登校

で、登校すればいいという問題ではなくて、やは

りその子たちが一日一日、充実して送れていく目

的がどこかというと将来の人生設計だと思うので、

やっぱりそこをよく考えていただいて、何かそう

いう対策をきちっと取っていただきたいと思いま

す。 

  それから、子ども110番なんですけれども、や

はりもうちょっと、依頼されていた人たちも高齢

化したり、そこの問題、結構あるんですよね。な

ので、看板ついていてもおうちにいらっしゃらな

かったりという問題もあるので、四半世紀過ぎま

したので、ちょっと見直し、それとあの看板もと

てもよかったんですけれども、景色の一部になっ

てきてしまっている。だから、また改めて、不審

者も出たりとかで相談とかも来るんですけれども、

やっぱりちょっと何か、やっぱり子供の安全を守

るということでもう一回。 
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  やっぱりコンビニとかお店というのは駆け込む

のにとてもいいところだと思うんですよね。ほと

んど皆さんお留守だったり、高齢者で、変な話、

足の具合が悪かったら、ピンポン鳴っても玄関に

行けないという方もたくさんいらっしゃいますの

で、やっぱりちょっとそこを考えていただくちょ

うどいい時期かなって思っていますので、その辺

をもう一回お願いいたします。 

  あと、公民館のほうのロスナイ設置工事、分か

りました。金額的にこれ全部ということで分かり

ました。 

  あと、図書館管理運営事業なんですけれども、

雑誌のほうは２年過ぎたもの、あと図書リサイク

ルのほうは旧版のものということなんですが、大

体、毎年決まっていなくて、どれくらいの冊数出

るんですかね。何か、私、前、ちょっと利用した

とき結構いただいた気がするんですけれども、も

し分かったら、どれくらい。あと、子供児童書と

いうのは結構出るのか、もう一回、お聞きします。 

  あと、工事関係の業者とか分かりました。 

  あと、総合運動公園管理事業なんですが、やは

りプールのほうの、一回、屋根とか天井直したこ

ともありましたけれども、屋根全体とか出てくる

と思うので、かなりの金額って分からないと思う

んですけれども、どれくらい、おおよそでいいの

で、おおよそこれを直すとどれくらい。結構いろ

いろ今まで直していただいているんですが、ここ、

最後の一番かかるところなんですけれども、おお

よそどれくらいかかるか、お聞きします。 

  あと、もう一点なんですが、適正配置にも関係

するんですが、今、宮代町は自由選択制で小学校

４校、選択できていて、自由に行っているわけで

すが、適正配置の考え方だと１校ということが出

ているわけですけれども、先ほども出たように、

中学生って思春期で悩むときに、４校で自由で行

ったのが１校にまとめられるというと、変な話、

１校になっちゃうと選択ができない。そこがとて

も大きいんですよね。今だったら３校あるので、

何かがあっても違う学校に行くということができ

るんですが、その辺の、小学校は４校から選択で

きるのに、中学校は今、３校から出ています。で

も、いずれ１校という考え方の、その考え方をち

ょっとお聞かせください。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越でござい

ます。 

  まず、ことばの教室については要望ということ

で、これは逆に非常に要望がよく、ことばの教室

の評判がいいなということで受け取らせていただ

いて、前向きに検討させていただきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

  それから、不登校対策につきましても、こちら

丸山委員おっしゃるとおり、やはり将来の人生設

計ということ、これ我々も大事なことかなという

ふうに考えております。もちろん教室復帰という

面もあるんですけれども、やはり将来にわたって

社会で活躍できるというような体制をサポートし

ていきたいなというふうに考えておりますので、

こちらのほうに関しましても、そのような計画を

立てて進めていきたいなというように考えており

ます。 

  それから、子ども110番の家につきましても、

コンビニ等の協力が必要ではないかというご意見

いただいております。こちらのほうも前向きに捉

え、各学校とともにこちらのほうの協力が得られ

ないかということで進められればいいなというふ

うに考えております。ありがとうございます。 
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○委員長（丸藤栄一君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（草野公浩君） 教育推進課生涯学

習室長の草野でございます。 

  まず、図書館のリサイクル市に出ます冊数でご

ざいますけれども、全体で約1,000冊出ます。そ

のうち児童書は100冊ぐらいだというふうに聞い

ております。 

  続きまして、総合運動公園の工事の金額、室内

プール関係の工事の金額でございますけれども、

まず屋根の防水工事ですけれども、約2,100万で

す。それから、ボイラーの改修ですけれども、こ

ちらが1,600万。プール水の配管の工事ですけれ

ども、こちらが約2,000万になっております。こ

ちら、設計のほうは入っておりませんので、また

これで設計するとなると、さらにその設計の金額

が上乗せになります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育推進課主幹

の青栁です。 

  中学校１校ということですけれども、こちらあ

くまで審議会からの答申ということで申し上げさ

せていただきますと、審議会の中においては、全

国的な少子化を考えれば長期的には子供の数は減

少していくだろうと。その中においても、宮代町

の中学校３校ある中で、百間中学校は道佛地区の

影響で当面、学校の規模というものが維持できる

ということは見込まれますけれども、須賀中学校

や前原中学校の場合は長期的にやはり子供たちの

数が減少していって、将来的にはやっぱり単学級

等になっていく可能性があるということが見込ま

れます。 

  そうなったときに、片方の中学校ではクラス替

えができて、部活動なども数が選べて、先生の配

置なんかも学級数に応じてきますので、そういう

先生の人数もある学校もある一方で、クラスが少

ないがために部活ができなく、選べなくなってし

まったりですとか、クラス替えができなくなって

きたりと、そういった学校規模に関わる問題を町

全体で考えたときに、将来的には中学校を１校に

したほうがいいのではないかというのが審議会で

の議論でしたので、そういう議論の結果、今、審

議会としては１校が妥当であるという方向性が出

ているということで理解しております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  大体分かりました。総合運動公園のほうは、ち

ょっとやはりいろいろ、これ見ただけでもかなり

金額が値上がってしまいますけれども、でも今ま

で感染症対策とかもちょうどいい具合にあったり

もして、直していただいているので、これ進めて

いただきたいのと、先ほども出ていて、私もちょ

っと要望は出しているんですが、多目的広場とか、

やはり今いる子供たちが遊べる。将来どうとかで

はなくて、今の子たちが不便じゃなく、そしてや

っぱり多様性でいろんな子たちがいたりしている

中で、そういうものが必要なものをつくっていた

だくと。そういうものも並行で考えていただきた

いと思います。 

  あと、最後に質問しました、私の質問がちょっ

とうまくできなかったかもしれませんけれども、

町の考え方、自由選択制でしているのに、何で中

学校は１校でいいのかって。今、答弁いただいた

のはそのものなんですけれども、町の考え方が答

申のほうには入っていないのかなって。 

  基本的に子供をどう育てる。自由選択制にして

小学校でやったのに、思春期のすごく悩む時期に

１校みんなまとめてしまう。それって、子供側に

とってはすごく横暴な考え方なんですよね。そう
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いうところをどう考えるかということでちょっと

お聞きしたんですけれども、ちょっと答弁はもら

えなかったので、それはちょっと残念なんですが、

答申のこと、意味はよく分かっておりますので、

ただ町の子供たちをどう育てていくのか。 

  さっきの不登校もそうですが、子供一人ひとり

を大事にしているように見えるんですが、反対に

ちょっと町の財政から考えて、ちょっと強引じゃ

ないかなと思うところが、言葉強いですけれども、

思うところがあるので、やっぱり子供の目線でや

っていただきたいと思います。 

  それで、図書館とかのは人気のものはどんどん

していただいて、うまくリサイクルしていただい

て、お願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  質疑というより、ちょっと数を教えていただき

たいような内容なんですが、成果書の185とそれ

から187ページの小学校施設管理事業、中学校施

設管理事業の体育館のトイレ改修なんですが、本

当は視察させてもらって、みんな見れば分かる話

なんですが、洋式にした各小中の個数をちょっと

教えていただきたいと思います。 

  それから、決算書の160ページの英語教育推進

事業なんですが、教育の方は本当に学校もお休み

で大変だったと思うんですが、５月30日の英検は

中止になったんですが、10月はどうされたのか、

お伺いします。 

  それから、教育委員会のほうから点検評価報告

書というのをいただきまして、拝見させていただ

いたんですが、18ページのほうなんですが、外部

評価委員の意見というのが載っております。これ、

間違えているんじゃないかなと思った。３人の方

の三人三様のご意見が載っているんですが、18ペ

ージの学校施設設備の整備というところで、今年

できた分が二重丸になっていて、点検評価委員の

中に「多くの学校で体育館などの雨漏りがひどい

と聞いています。子供たちの安全や授業に支障を

来たさないよう調査、点検、対策をお願いしたい

と思います」って外部評価の方が言われているん

ですが、雨漏りひどいというのはちょっと間違い

なのか、どうなのか。ちょっと私も間違いなんだ

ろうなと思いながら、載せられてあるので、確認

します。 

  それから、同じ33ページなんですが、学力向上

委員会だとか教育委員会のほうではしっかりされ

ていますが、結果というか、令和２年度の実績で、

学力・学習状況調査において、県平均を上回る科

目の割合というのが37％ということで、じゃ下回

る割合の科目というのは多いということなんだろ

うと思うんですが、何の科目なのか、お伺いしま

す。 

  それから、今日も埼玉新聞に載っていたんです

が、新型コロナになって、子供たちも新型コロナ

で学校へ行きたくないという、そういうことに関

しては、町は欠席扱いになるのかどうか、お伺い

します。 

  そういうことに関してまた教育委員会から出し

ている中で、コロナ禍でいじめや不登校が増えて

はないでしょうかという、そういう投げかけがあ

りますが、いじめとかそういうのは、それに関連

してということはないですが、令和２年度はいか

がだったんでしょうか、お伺いします。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０２分 

 

再開 午後 ４時１５分 
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○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩前の角野委員の質疑に対する答弁からお願

いいたします。 

  教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育推進課主幹

の青栁です。 

  私からは、説明書の185ページ及び187ページ、

小学校、中学校の施設管理事業の体育館トイレの

改修についてお答え申し上げます。 

  こちらは、小学校、中学校体育館のそれぞれ体

育館の多目的トイレというものがございまして、

それらを全面的に洋式、温水つき便座の新しいト

イレのほうに改修したものでございます。ですの

で、小学校は各校１か所ずつになりますので４か

所、中学校につきましては、百間中だけ体育館の

トイレが男性用、女性用それぞれで多目的トイレ

というのがございまして、百間中学校だけが２か

所、前原中学校と須賀中学校が１か所になります

ので、中学校が４か所になりますので、小学校４

か所、中学校４か所で合計８か所の改修になりま

す。 

  続いて、私のほうから、点検評価報告書の中で

雨漏りがひどいという指摘を受けているという点

についてお答えを申し上げます。 

  こちら、点検評価委員さんからのご意見という

ことで記載をさせていただきました。実際にどう

かということなんですけれども、通常の雨でした

らもちろん支障がないように、雨漏り等は特に生

じないんですけれども、やはり近年のゲリラ豪雨

と言われるような、短期間の間に猛烈な雨が降る

と、例えば、実際あったのが体育館の屋根に少し

落ち葉が積もっていたりして、排水がちょっと詰

まっていたりすると、ちょっと機能が不全に陥っ

て水がやっぱりあふれてしまって、体育館で結構

ひどい雨漏りが生じたということはございます。

そういった場合には業者のほうに体育館の屋根の

掃除などをお願いするほか、実際に配管の修繕と

か、あとは実際、屋根のコーキングのやり直しと

か、そういった対応をしているところでございま

す。 

  ですので、通常の雨でしたら支障はありません

が、そういったゲリラ豪雨のような雨の場合には、

実際にそういう雨漏りが生じるという場合もござ

います。そういう状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越でござい

ます。 

  まず、決算書の160ページの英語教育推進事業、

英検につきまして、昨年度、第１回目、こちらは

先ほどお話がありましたとおり、新型コロナの関

係で中止となっていますが、第２回目につきまし

ては３中学校合わせて54名の生徒が受検を行って

おります。 

  それから、点検評価33ページの県学力・学習状

況調査の中学校の割合になりますけれども、こち

ら中学校のほうで平均を超える割合が少なくなっ

ているということになりますが、こちら中学１年

生では国語と数学、中学校２年生、３年生につい

ては国語、数学、英語という科目の調査となって

おります。 

  主に中１の子たちに関しては平均を上回る状況

にあるんですけれども、中２、中３の生徒のとこ

ろで平均を下回ってしまっているというような状

況が見られているということで、このような状況

になっています。 
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  ただ、今お話ししたように、中１、それから小

学生に関しましては県平均を上回る状況がありま

すので、こういったものを積み重ねながら、また

中２、中３というところにも指導のほうを進めて

いきたいなというふうに考えております。 

  続きまして、コロナ不安による欠席の扱いでご

ざいますけれども、こちら国や県からの指導もあ

りまして、欠席ではなくて出席停止ということで

取り扱っております。また、新型コロナを起因と

したいじめに関しましては、こちらはないという

ふうに捉えております。 

  私からは以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  じゃ、トイレに関しては多目的トイレを改修し

たという認識で大丈夫ですね。 

  参考までに、洋式トイレに、普通のそういう温

水便座だとかを普通のところに取り替えようとす

るんだったら広さは足りない。同じだけの数をつ

けようとすると広さは足りないだろうという認識

でいいのかどうか、ちょっとお伺いします。 

  それから、雨漏りするってショックです。こん

なこと書かれて、須賀中の体育館の上に穴が開い

ていたりして、空気、ああいうところが出てくる

のを間違えて雨漏りって思っているんじゃないか

ななんて思っていたんですが、そういうことでな

くて、落ち葉だとかの状況で突然そうなってしま

ったことがあったということなんですか。これは

令和２年にあったということなんですか。ちょっ

とそこを確認させていただきます。 

  54人が受けられたということで、これは希望し

た人だけがというか、小学校６年生なのか中学３

年生なのか、どっちだったのか。中学３年生です

かね。確認します。 

  それから、ちょっと先ほど聞きそびれてしまっ

てごめんなさい。180ページの図書館費なんです

が、説明の中でキュービクル工事というふうな何

か説明が、決算の説明があったんですが、これは

成果書の194ページの下から２行目のことかなと

思うんですが、新たな試みというか、この思いと

いうか。これ、いつでしたっけねというか、ちょ

っと私、分からないので、この辺の内容と、新た

な試みの思いというか、それをちょっとお伺いし

ます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  教育推進課主幹。 

○教育推進課主幹（青栁 誠君） 教育推進課主幹

の青栁です。 

  体育館のトイレについては先ほど申し上げまし

たとおり、多目的トイレの改修になります。多目

的トイレについては、もともとブースがほかのト

イレよりも広く造られておりますので、洋式便座

を便座だけを取り替えるというよりかは、トイレ

自体を新しいものに交換をさせていただいたとこ

ろでございます。 

  あと体育館の雨漏りについてですけれども、実

際には令和２年度も学校からは特になかったんで

すけれども、令和３年度になりまして、今年度で

すね。今年度になりまして、実は須賀中体育館は

やはり雨漏りがまたゲリラ豪雨のような雨のとき

にありまして、実際、私ども現場を確認しまして、

今年度については改修の工事をさせていただいて

修繕をしたところでございます。それについては、

屋根の清掃のほかに、先ほどありましたとおり、

配管が一部外れているところもありましたので、

そういった修繕をさせていただいたところです。 

  その後、経過を確認する限りでは、学校からは

特に雨漏りがあるという話は聞いていないという

状況でございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越でござい

ます。 

  英語検定の助成につきましては54件、こちらの

数字につきましては、中学校１年生から中学校３

年生までになっております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  生涯学習室長。 

○生涯学習室長（草野公浩君） 教育推進課生涯学

習室長の草野でございます。 

  説明書194ページの図書館管理運営事業でござ

いますけれども、まずキュービクル工事の関係で

すけれども、こちらキュービクルが絶縁抵抗の低

下が認められまして、このまま放っておくと漏電

事故につながるということで、急遽、キュービク

ルに引き込まれる高圧ケーブルの工事を緊急で実

施したものでございます。 

  194ページにあります、成果にあります新たな

試みですけれども、こちらは図書館の南側にあり

ますテラスがあるんですけれども、そちらに日本

工業大学さんからご協力をいただきまして、木製

の椅子やテーブルを作成しまして、今年の７月か

らオープンをいたしました。 

  図書館につきましては、本を読むだけではなく

て、そういったテラスの場所とかでゆっくりと過

ごしていただく。また、将来的には飲食もできる

ような気軽な図書館にしていこうということで、

今、事業を開始しているところです。そういった

意味で、将来に向けて新たな試みがスタートする

ことができたということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  英語なんですが、中学１年から３年生が英検３

級を受けるんですか。前は小学校６年生がブロン

ズを受けて、中学生が、中学生を対象にだから１

年から３年までという意味なんですか。54人は中

学１年から３年ということで、１年生も３級を受

ける人もいるということですよね。ありがとうご

ざいました。 

  あと、何か学力のことを聞いてしまいますが、

以前は小学生は結構いい学力だから、このままい

けば１年、１年ずつよくなっていくような、そん

なふうなことを聞いていたんですが、そのままで

いっているのか。それとも中学生になったら伸び

が止まってしまうというか、やはり37％しかいか

ないのか、その辺がすごく心配だなというふうに

思うんですけれども、それが緊張感がなくてそう

なるのか。その辺の分析、学力向上という意味で

その辺はどんなふうなんでしょうか。そこのとこ

ろ、お伺いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越でござい

ます。 

  まず、英語ですけれども、こちら３級相当の助

成を行っておりますので、中には準２級や２級を

受けている生徒もおります。ただ、助成をする金

額については３級相当しか助成できないというこ

とでございます。 

  また、６年生に関しましては、委員おっしゃる

とおりブロンズを受けておりますので、６年生は

ジュニア英検ブロンズというものを受けておりま

す。 

  続いて、学力におきましては、先ほどお話があ

ったとおり、小学校のものがそのまま中学校にい



－２７５－ 

ってというところで、継続していけるんではない

かというところで、中学校になると下がってしま

うんじゃないかというご指摘がございました。 

  こちら、中学校に入って、確かに伸び悩んでい

るところがあるのかなという面も、数字で見ると

出てくるかなというふうに思うんですけれども、

ただ、見ていると、中学校３年生で若干盛り返し

てきたりというようなところで、やはりその年の

子供たちにもよりますので、また学習内容も、先

ほどもお話をさせていただいて、段階的にまた内

容も濃くなってくる部分もありますので、そうい

ったところも出てくるかもしれないなというとこ

ろはあるんですけれども、指導の体制をいま一度

見直しながら、子供たちの学力向上について、子

供たちの実態をしっかりと捉えて、こういった結

果も含めて、どういったことで指導していくこと

がこの学力向上につながるかということで、その

検討委員会等では話をし、また取り組んだ内容に

ついては各校でまた持ち帰って、研修等で広めて

いただいて、取り組んでいただいているというこ

とで、またさらに伸ばしていければいいなという

ふうに考えております。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  それでは、お尋ねをいたします。できるだけ、

これまで触れたことのない質問とか、あるいは触

れてあっても、ちょっと別な視点から質問をさせ

ていただきます。 

  １つは大きく交通安全防犯対策事業とそれから

英語教育推進事業、この２つです。 

  １つ、交通安全防犯対策事業の予算決算の関係

です。これ、提案理由の説明のときにお話があっ

たんだったら勘弁いただきたいんですけれども、

ご覧のとおり34万2,000円の予算に対して13万

4,940円、執行率は39.5％となっております。こ

のあたりの説明をひとつお願いいたします。決算

書は158ページですね。それから、説明書は181ペ

ージです。交通安全防犯対策事業。 

  それで、１つは防犯ブザーの配布、新入学児童

に配ったんですが、これはいいんですけれども、

防犯ブザーの性能なんですけれども、これは今ま

でトラック協会とかからくれたやつと全く同じも

のかどうか、お聞きします。 

  次に、子ども110番の家の関係ですけれども、

具体的にお尋ねしますが、まず件数121件という

のが令和２年の決算の数字ですが、その前後を通

して、過去、この推移は増えているのか減ってい

るのか、お尋ねします。 

  それから、令和２年度の成果として、例えば駆

け込んだ件数が何件あったか、あるいは駆け込ま

ずでも相談された件数が何件あったか、その他、

件数があれば教えていただきたいと思います。 

  次は、成果のほうでるる書いてございますけれ

ども、不審者という定義がどうもはっきりしてな

いかなと。まず、定義を教えていただきたいと思

います。といいますのは、先ほどの説明の中では

声かけとかいうのも不審者の一つの要素としてあ

りましたけれども、私らだと、学校帰りの子供た

ちに、向こうから「こんにちは」と言って話しか

けられたとき、「やあ、ご苦労さん、お疲れさん」

って。何年生かいぐらい聞くんですよね。それで、

何年生かいと聞いたら、これ不審者になっちゃう

のかな。それはないと思うんですよね。やっぱり

いろんなケース・バイ・ケースですけれども、不

審者というのは一体何を指すのか、具体的に教え

ていただきたいと思います。 

  次に、英語教育の推進事業ですけれども、これ

は決算書のほうで見ます。説明書のほうでよく分
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かったんですが、要するに小学校は聞く力を持つ

という、英語の。中学校は話す力を養成すると。

結果としては、国際社会で活動できる、そういう

人を育てるのが目的だという、そういう理解をし

ます。ただ、決算書を見ると、どうもよく分から

ないので説明をお願いします。 

  ７番の報償費の講師謝金というのが９万円出て

います。併せて、12番の委託料というのは、英語

指導助手委託料というのは1,547万7,000円。説明

書の中では、英語指導助手を学校１人ずつという

ことは７人ですよね。この報償費はまた違うのが

あれかもしれないですけれども、英語指導助手、

これ委託料で払っているというのはどういうこと

なのかな。どこか団体から派遣をしてもらってい

るという意味で、その団体に出しているのかどう

か。ちょっと金額が1,547万円出ていますので、

その点、教えてください。 

  質問は以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越でござい

ます。 

  まず、交通安全防犯対策事業につきまして、昨

年度の決算額が予算額よりも減っているというと

ころでございますけれども、こちらは実は例年、

子供たちに交通安全や安全対策についてのポスタ

ーや標語作りを行っておりました。そういったも

のを作品を集めまして、啓発資料というものを作

成していたところなんですけれども、昨年はご案

内のとおり、新型コロナの関係がありまして、授

業実数の確保というところで、その作成時間を削

減しまして、授業時間に充てたということがあり

ます。そのために、そういった啓発資料を作る、

そういった費用が、こちらなくなった関係で、こ

のような金額となっております。 

  続いて、ブザーの配布につきましては、トラッ

ク協会からこちら頂いている品物、同じものを毎

年、配布をさせていただいております。 

  続いて、110番の家の件数の推移ということで

すけれども、すみません、細かい推移の件数のほ

うはちょっと把握はできていないんですが、昨年

は２件ほど増えております。２件ほど増えて121

件というふうになっております。 

  それから、成果書の駆け込みの件数につきまし

ては、すみません、こちらのほう、数字を持って

おりませんので、確認ができておりません。 

  それから、不審者の定義ということでお話がご

ざいました。確かに委員おっしゃるとおり、昨今、

「おはよう」と声をかけただけで、ちょっと子供

たちが不審に思ってしまうというようなところは

実際にあるのかなというふうに考えております。

学校のほうで、こういう人が不審者だというお話

ですね。はっきりと定義づけというものを子供た

ちに話をしているものではないんですけれども、

基本的な生活として、あいさつをした人にはあい

さつをしっかりするという指導は行っております。 

  ですので、この方が明らかに不審者だというよ

うな捉え方ですね。なかなか、やはり子供たちの

中で捉えられてないというような現状はあるのか

なというふうに考えております。特に初めて会う

方に関しては、なかなか子供たちがどう捉えてい

いかというあたりで判断が難しいというふうに考

えております。 

  ですので、子供たちにはあいさつ等はしっかり

するようにという指導とともに、やはり気になる

ことがあれば友達と周りに助けを求めたり、また

はすぐに先生や保護者の方、家の方に連絡するよ

うにという話で指導をしているところでございま

す。 
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  続いて、英語教育推進事業になります。こちら

決算書の160ページになりますが、こちら講師謝

金といいますものは、これは小学校のほうに英語

の教科が入ったということがありますので、大学

等の教授を招いて研修会を行う費用として計上し

ているものでございます。 

  それと、12番の委託料につきましては、こちら

おっしゃるとおり、ＡＬＴという、いわゆる外国

人の方を派遣会社に依頼しまして、派遣をしてい

ただいているというものになっております。こち

ら各校１名ではなくて、中学校に１名ずつ配置と、

小学校は２校で１名ということで、合計５人の方

の派遣をお願いしているところでございます。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 第１点目は、新型コロナの

影響でということになるんでしょうけれども、不

用額として20万出ているというのは、この啓発資

料作成で２年度の当初予算に出していましたっけ。

お尋ねします。 

  それから、防犯ブザーですけれども、私も防犯

パトロール、地域でやっているんですけれども、

試しに子供たちがもらっているやつをもらって、

防犯ブザー使っているんですが、距離が延びない

というのか、どこまでそれ届くのか。ちょっと駄

目だこりゃということで、それは使わないで、

100円のぴーころのあれのほうがよっぽどいいん

ですよね。ということで、ただだから文句は言え

ないので、持っているだけでも、あるいは鳴らす

だけでもいいということで一応了解します。 

  それから、子ども110番について、121件、お願

いをしているわけですけれども、長い人もいるし、

まだなったばかりの人もいる。なったばかりの人

はやる気十分ですから。ただ、私が見る範囲の中

での勝手な解釈なんですが、どうも110番の家の

看板を出していることによって、自分ちの防犯に

役に立っているとか、いわゆる名士という仲間に

なっているとかという。ちょっとゆがんだ見方を

すればそういうことになるんですが、実は成果が

全く把握されてないと。これでよく成果表という

か、説明書の成果の中で「110番の家やスクール

ガード等のご協力により、不審者による重大な事

件も発生しておりません」ということが書けるの

かなという、そういう印象を受けました。本当に

これ、機能を果たしているのかどうか、よく分か

らない。 

  全国的に子ども110番の家という制度があると

思うんですが、なければ、これは町の独自のやつ

だと言われれば、もし全国的にあるとすれば、そ

の評価というのは出ているはずですよね、成果表

という感じで。もし、全国的なこれは事業の一つ

だということであるならば、その評価、把握され

ているんだったら教えてください。 

  何をもって不審者というのかというのが大変難

しいとは思います。あくまで、これは学校現場の

視点に立って、子供たちにこういうのが不審者で

すよと教えるわけはないと思います。学校現場の

中で、やっぱり不審というふうに判断するには、

例えば具体的に刃物を持っているとか、あるいは

追いかけてきたとか、あるいは手や体に触れたと

か、そういう具体的な事例があって初めて不審者

ということになると思うんですが、いかがでしょ

うか。 

  それから、英語教育推進事業については分かり

ましたけれども、外国人派遣会社から見積書とい

うか、委託に当たっての積算書が出ているはずで

すけれども、どういう計算方法でこれやっている

んでしょうか。もし分かれば教えてください。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 
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  学校教育担当学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（塚越健一君） 

学校教育担当学校管理幹兼副課長の塚越と申しま

す。 

  まず、交通安全防犯対策事業の令和２年度当初

の予算ですけれども、こちらのほうはこの数字で

計上はさせていただいております。ですが、先ほ

どお話をさせていただいたとおり、この状況にな

ったものと、最近の町の児童・生徒の交通安全等

の状況を見させていただいた中で、この作成につ

いて、昨年度、事業を行っていないということに

なっております。 

  それから、110番の家の成果というふうにお話

がありましたけれども、こちらのほう、すみませ

ん。しっかりと把握ができてないということでご

ざいますが、全国的なものも含めて、もうちょっ

と確認をさせていただければなというふうに思い

ますので、そちらのほうを参考にしながら、また

この110番の家、どのように有効に活用といいま

すか、利用できていくのかということを、まず検

討を考えてまいりたいなというふうに思っており

ます。 

  それから、不審者の定義ということで、具体的

一例を挙げて子供たちに指導するということ、実

際にそのとおりかなというふうに考えております。

警察を招いての、そういった不審者対応の避難訓

練というものを学校でも行っております。実際に、

そのときに警察の方から、こういう場合はこのよ

うに逃げるんだよ、こういうときには大きな声を

出してまずは逃げる。または、確かに不審な人が

どういうものかというのは具体的にはないんです

けれども、そういったときには大きな声を上げて、

みんなで反対方向に逃げる。そういったものを指

導を警察の方からしていただいたり、または学校

の担任のほうでクラスのほうで指導をしたりとい

う形で行っております。 

  続きまして、英語の派遣の数字になるんですけ

れども、直接の人件費という形で、１人当たり24

万円というふうになっております。また、管理費

ということで１人５万4,600円ということで、５

人分で年間1,400万、予算ベースでなっておりま

す。それに消費税ということになっておりまして、

合計で1,500万という形になっております。 

  以上になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） ありがとうございました。 

  よく分かりましたし、また今後、私が今、質問

した内容を含めて、いろいろ前段で数多くの疑問、

質問が出ております。要望も出ておりますね。そ

ういうものをよく考慮いただいて、今後に向けて

いただきたいかなというふうに思います。終わり

ます。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） ないようですので、以上

で教育委員会の質疑を終了いたします。 

  これをもちまして、議案第33号 令和２年度宮

代町一般会計歳入歳出決算の認定について、本件

に対する質疑は全て終了いたしました。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時５２分 

 

再開 午後 ５時００分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開をいたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 
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○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  反対というんじゃなくて、賛成、反対討論につ

きましては、今、決算特別委員会は審議が終了し

たばかりなので、後日、本会議の中で改めて討論

を行いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） これより採決いたします。 

  議案第33号 令和２年度宮代町一般会計歳入歳

出決算の認定については、原案のとおり認定する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸藤栄一君） 賛成多数であります。 

  よって、議案第33号 令和２年度宮代町一般会

計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり

認定されました。 

  本日はこの程度にとどめ、次回は９月16日木曜

日午前10時から委員会を開き、引き続き住民課の

国民健康保険特別会計の審査から始めたいと思い

ます。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ５時０４分 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ５ 日 
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        泉     伸 一 郎  君            角  野  由 紀 子  君 

        塚  村  香  織  君            合  川  泰  治  君 

        土  渕  保  美  君            川  野  武  志  君 
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斎  藤  智  子  君 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（丸藤栄一君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。定足数

に達しておりますので、９月14日に引き続き決算

特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３４号の審査（住民課） 

○委員長（丸藤栄一君） これより本委員会に付託

されました議案第34号 令和２年度宮代町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての審

査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いします。 

○住民課長（高橋暁尋君） 住民課長の高橋でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋と申します。よろしくお願いします。 

○国保・後期担当主査（齋藤幸成君） 住民課国

保・後期担当の齋藤と申します。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） おはようございます。泉

でございます。 

  大きく２問質問させていただきます。 

  まず、１問目なんですが、決算書224ページ、

説明書223ページになります。 

  特定健康診査等実施事業についてです。 

  この健診なんですが、何％の方が受けられたか

をお聞きします。あと、223ページの下のほうに

書いてあるんですけれども、血糖コントロール教

室というところで、糖尿病に関する正しい知識の

習得、食生活改善に向けた講話の実施、また運動

実技の実習を通してとあるんですが、この講話の

実施と運動実技の実習ということについて説明し

ていただきたいと思うんです。それと、成果のと

ころの一番最後のところで、文書、窓口、戸別訪

問など様々なチャンネルを用いた受診勧奨を行い

ましたとあるんですが、この中で戸別訪問という

のはどのようなものであったかをお聞きいたしま

す。 

  続きまして、２問目なんですが、決算書226ペ

ージ、説明書224ページになります。 

  決算書の中の12節委託料のところなんですが、

健脚チャレンジ事業サポート委託料というのがあ

るんですけれども、こちらのほうは説明書で言い

ますと、この健康ステーション事業というところ

に、①②という多くのことで書いてあるんですけ

れども、これに当たるのかどうかということなん

です。あと、その224ページの真ん中の表のとこ

ろなんですが、各種健診等の状況ということで、

元年度から２年度にかけてはマイナスがすごく多

いので、これについてどのようにお考えかをお聞

きいたします。先ほど言ったウオーキングという

ものがチャレンジ事業サポートになるのかどうか。

それに対して委託はどちらにされたのかをお聞き

いたします。 

  以上２問になります。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 
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○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋と申します。よろしくお願いいたします。 

  成果書で223ページ、決算書で224ページの特定

健康診査等実施事業でございます。 

  特定健康診査につきましては、令和２年度につ

きましては、受診率は41.8％でございます。それ

と併せまして、血糖コントロール教室、成果書

223ページに関わるものでございます。こちらに

つきましては決算書のほうの226ページのほうの

疾病予防、すみません。血糖コントロール教室に

つきまして、内容につきましては糖尿病のほうの

かかっていられる方が腎不全になられるというこ

とで、こういったことを未然に防ぐためのアドバ

イスをさせていただく。それによって、糖尿病か

ら透析になられる可能性が高い方に対していろい

ろなアドバイスを取らさせていただいたものでご

ざいます。 

  あと、成果書224ページの疾病予防事業でござ

います。決算書で言いますと225、226ページでご

ざいますけれども、各種健診等につきまして前年

度比マイナスということで、胃がん検診、肺がん

検診、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、人間ドッ

ク助成ということでありますけれども、こちらに

つきましては例年ですと６月から11月末までの間

で集団検診、個別検診をやらさせていただいてい

るわけでございますが、昨年につきましてはコロ

ナ禍の影響もありましてスタート時期が遅れてし

まいまして、その関係及びコロナ禍においてはお

医者さんもそうなんですけれども受診控えが多い

ということで検診の率的には減っているという状

況でございます。 

  成果書併せまして224ページ、健康ステーショ

ン事業でございますが、こちらにつきましてはぐ

るる内をぐるる宮代総合運動公園内を、指定管理

者がミズノでございますので、ミズノの講師を呼

びまして歩き方等をやらさせていただいたもので

ございます。併せまして、秋と桜ウオークという

ことで11月と３月にさせていただいているもので

ございます。 

  あと、一番最後に決算書226ページの埼玉県コ

バトン健康マイレージ事業につきましては、こち

らにつきましては……失礼しました。大変申し訳

ございません。決算書226ページの健脚チャレン

ジ事業でございます。こちらにつきましては、10

月に事前の測定をさせていただきまして、１月に

中間支援、２月に事後測定ということで身体測定、

体力測定、運動支援等を行ったもので、保健セン

ターと２分の１で負担をさせていただいている事

業でございます。これによって健康増進、健康意

識の高まりを求めている事業でございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  再質問させていただきます。 

  まず、１問目の特定健康診査等実施事業という

ことで、私も説明聞いたときに41.8％とお聞きし

たんです。この表組を見ましたら減っている状況

がすごく多く感じられたんです。２桁以上、200

とか400とかとなっていますので、昨年ですと９

月末で49.3％で、県内10位というお話をお聞きし

たと思うんですけれども、それにしては減り方が

41.8と少ないなと思ったものですからちょっと聞

いてみたんですけれども、分かりました。そうす

ると41.8ですから50％いっていないんですけれど

も、コロナ禍の中では数字的には仕方がないとい

うことになるということですね。 

  先ほどの血糖コントロール教室の件では、講話

の実施というのがどういう形でやられたか。あと

運動実技の実習をどのようにやられたかというこ

とについてお聞きしていたんですけれども、これ
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は病院内で行うのか、それとも町の関係者によっ

て行われるのかその辺のことがよく分からなかっ

たのでお聞きしたので、もう一度その点について

お答えいただければと思います。また、下のとこ

ろで戸別訪問など様々なチャンネルをと書いてあ

ったので、この戸別訪問というのはどういうよう

なやり方で行われたかということをお聞きしたん

ですけれども、それについてもお答えしていなか

ったのではないかなと思うんですが。 

  あと、２問目の疾病予防についてですけれども、

そうしますとこの健脚チャレンジ事業サポート委

託料というのは、こちらの説明書のほうの１番、

２番の秋と春のウオーキングとは関係ないという

ことでよろしいんでしょうか。 

  その２点をお聞きいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  国保・後期担当主査。 

○国保・後期担当主査（齋藤幸成君） 国保・後期

担当主査の齋藤です。 

  血糖コントロール教室についてご説明いたしま

す。 

  こちらの教室は、町の保健センターで行ってい

る事業でございまして、保健センターと共同で行

っている事業でございます。 

  講話につきましては、保健師が糖尿病の発症予

防に向けた講話を行っていただいております。運

動実技につきましては、健康運動指導士の方をお

呼びして運動の講義を行っております。 

  あと、特定健康診査の受診率向上に向けた取組

としましては、10月に集団健診の予約がない方、

あと個別健診をまだ受診されていない方を対象に

しまして、はがきで受診勧奨をしております。あ

とは窓口のほうでは、特定健康診査のポスター等

を掲示させていただいて、受診率向上に向けた取

組をしております。戸別訪問につきましては、過

去に受診がない方とかをピックアップしまして、

過去に受診履歴がない方などをピックアップして、

件数は少ないんですが戸別訪問などをしながら受

診率向上に努めております。 

  あともう一つ、健脚チャレンジ事業サポート委

託料と健康ステーション事業につきましては、別

の事業でございまして健康ステーション事業につ

きましては、ぐるる宮代の健康運動指導士の方に

お願いをしまして、正しいウオーキングの仕方の

教室を行っております。 

  以上でございます。 

  すみません。あと、健脚チャレンジ事業サポー

トなんですが、主に健康マイレージに参加されて

いる方を対象に運動の実施前の身体測定、体力測

定と運動を実施した後の体力測定を実施しまして、

あと、健康マイレージに参加されている方と参加

していない方をピックアップしまして、その方た

ちの医療費がどのように違ってくるかというよう

な分析などを行いまして、健康マイレージに参加

されている方のほうが医療費が少なかったり、平

均の歩数がだんだん増えてきているなどというよ

うな分析報告書を作成したものでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  とにかくこの健康診断とか、そういう受けられ

る方の向上を目指してしっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。また、マイレージ事業につ

きましても、この健脚チャレンジ事業ということ

で、ミズノさんと一緒になってこれからもどんど

ん発展させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。お尋ねをいたし
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ます。 

  国保の特別会計については、監査委員の方から

もかなりご心配されたその評価が出されているわ

けです。一生懸命やってはいるけれども、これ最

大の問題というのはやはり被保険者が減っている

ということで、減っているというのは一時的な現

象ではなくて、今後も継続的にこの傾向というの

は止まらないという、いかんともしようがないん

ですよね。みんな後期高齢者のほうへ移行してい

るのがほとんどだと思うんですけれども、実際の

ところ、この減少の内訳といいますか及び将来に

向けてこの国保を健全にやっていくための方策に

ついて、今のところお考えがあれば教えてくださ

い。 

  お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 国保の現状につき

ましてお答えいたします。 

  現在、国民健康保険、令和２年度末でございま

すが被保険者数につきましては7,608人というこ

とで、令和元年度に比べましてマイナス3.8％と

いうことになっております。主な減少の理由でご

ざいますけれども、一番大きな理由といいますの

は、お年を召されて後期高齢者のほうに加入され

た方というのが大きな理由でございます。減少に

つきましては、1,590、プラスもありますけれど

も、プラスは1,295、マイナスは1,595ということ

で、その減少事由の主な理由というのが後期高齢

者、334人の方が後期高齢者のほうに移動されて、

毎年度でいいますと費用決算につきましては４％

から５％の間で減ってきている。 

  その国保の中でも高齢者の水準がなかなか上が

ってきています。そのため今皆様ご承知のとおり

平成30年度から埼玉県運営ということになりまし

て、埼玉県の国民健康保険運営方針というものが

令和３年度から５年度の中で定められておりまし

て、こういったところが令和９年度の全県統一に

向けて動いているところでございますが、なかな

か各市町につきまして税率とかいろいろな方式で

あるとかいろいろ統一しなければいけないものが

あるということがありますので、そういったもの

を３年ごとに国保の運営方針、県のほうで定めら

れておりますので、その中で定めて行って、最終

的には令和９年度に県内であればどちらに住んで

いても同じような税率を使ってということで、そ

ういったもので現在国保の健全財政の運営に向か

って進められているところでございますのでご理

解いただきたいと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） やはり人数、後期高齢者へ

移行した人数というのが今後もこれ続くわけです

よね。県のほうでは今お話があったように運営方

針、国保の運営の計画というんですか、その中で

いろいろ令和９年度を目指してやることになって、

町も努力されていると思うんですけれども、この

令和２年の決算を見て税法の施行令改正で賦課限

度額というのを引き上げていますよね。この影響

というのがやはりマイナスをかなり抑え込む要素

になっているんだろうと思いますけれども、この

賦課限度額の影響というのが決算上どの程度それ

が出ているのか。もし数字が出ているならば教え

てもらいたいなと思います。で、人数がこの被保

険者の数が減少するというのは先ほども申し上げ

たとおり一時的なものではないので、今後も続く

という中で歳入歳出とも落ち込んでくると。同じ

レベルで。 

  ということなんで、今後こういう賦課限度額の

引上げというのもまたさらに強化して歳入の確保

に努めることになるのかなという心配があるわけ
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ですけれども、いずれにしても、国保財政は大変

厳しい状況にあると思われます。令和２年のみな

らず、今後もこの流れがやはり続くので大変心配

しておりますけれども、今、副課長のほうから話

があったんですけれども、全然その心配が取れる

ようなお答えではなかったんですが、再度お願い

いたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） お答えいたします。

一つずつお答えをさせていただきます。 

  現在税率、先ほどお話をいただいた賦課限度額

につきましては、医療費分が63万円、後期支援分

が19万円、介護分が17万円ということで賦課限度

額のほうを法令に基づきまして併せて上げさせて

いただいているところでございます。対象となる

世帯につきましては、年度ごとに当然変わってく

るわけでございますが、約40世帯ほどおありにな

るということで、そこのところそれぞれの賦課限

度額を超えた額につきましては、大変申し訳ござ

いません、ちょっと額では出ませんので、限度額

を超える世帯につきましては40世帯を超えられて

いる世帯がおありになるということでご理解いた

だきたいと思います。 

  あと、今現在、国民健康保険のほうが県運営と

なったということで、各年度各市町村に対しまし

て県のほうから標準保険税率というものが示され

ております。標準保険税率に対しましては、宮代

町につきましてはそこまで数字で達していないわ

けではございますが、ただ、年によってはこの標

準保険税率を使用する医療費等いろいろな基礎数

字的なものにつきましては過去の医療費推計等を

出しておりますので、なかなかそこの数字、標準

保険税率に合わせると取り過ぎの場合もあります

し、年度によっては医療費の動向、保険事業の動

向、いろいろな要件はあると思うんですけれども、

なっておりますので、こちらは今後税率を改正す

る場合におきましても県の標準保険税率を参考に

しながら進めていく形でございます。 

  先ほど来申し上げましているとおり、令和９年

度の県内統一というもので県で全国的に進められ

ておるわけではございますが、後期後の財政状況

を県のほうでも当然見ているわけでございます。

被保険者の方に対しましては、急激な負担増にな

らないように毎年の財政推計等を見据えながら、

今後も税率等改正等いろいろ検討させていただけ

ればなと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 厳しい状況の中でいろいろ

努力ないしお考えをお持ちで進められていると思

うんです。特に令和２年に限って言えば、税収確

保というところでは、これは滞納繰越分も含めて

かなり改善というか、いい数字を出していると思

いますけれども、なお国保財政が置かれているこ

の状況を考えて、さらに一層努力していただくこ

とを要望して終わります。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  それでは、何点かお伺いしたいと思います。 

  現状をちょっと最初にお聞きしたいと思うんで

すけれども、後期加入世帯が5,041世帯、軽減世

帯数が実に2,577世帯あるということなんですけ

れども、加入者のこれだと51％が軽減世帯という

ことでなっています。そうすると過半数以上の人

が何らかの形で軽減されている。 

  それともう一つなんですけれども、収納率、滞

納が87.7％、これは説明書の210ページとかそう

いうところに載っていますけれども、収納率が
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87.7％、残りの12.3％が滞納もしくは不納欠損に

なっているんですけれども、これ額を合わせると

本年度で収入未済額が3,113万円、今までの滞納

繰越分の人が収入未済額が6,249万円、その不納

欠損が361万円あるということなんですけれども、

合わせてみると9,764万円の不納、滞納があると

いうことでよろしいんでしょうか。今年度決算で。 

  それ一つと、あと、この調定額を見ると、それ

で調定額と世帯数で割ると１世帯当たりが15万

7,269円という保険税が入るんですけれども、単

純計算ですけれども、大体そのくらいだというこ

とで分かるんです。それでこの不納欠損と収入未

済額両方合わせてそれを１人で割ると約620人ぐ

らいの人が保険税を払えない状況になっているの

かどうか。まず現状はそこなのかどうかをお聞き

します。 

  それから、国民健康保険に加入している人たち

の収入。1990年代では270万円をピークになって

おります。それから2015年では139万円台まで落

ち込んだ。町の2020年３月議会の資料によると

115万5,000円以下の収入割合が53.76％。これだ

とやはり低所得者が国民健康保険に入っていると

いう認識でよろしいんでしょうか。その辺のとこ

ろで不納欠損、滞納している人が多くなってきて

いる。払えない状態が現実的なんだよということ

で、そういう認識なんでしょうか。そこで私、町

の助成額を見るとやはり10％近くを納めているん

だなという感じで、町の一般会計からの収入額

3,000万ですか。3,000ちょっとありますけれども。

そういう状況になっているのかということなんで

すけれども。どういうこれはまず国民健康保険の

この運営に関しての町の考え方ですか。なってい

るのか。それもお聞きしたいと思います。 

  それと、この収入によって子供の均等割です。

それはどうなっているのか。私はやはり非課税に

したほうがいいんじゃないかなというふうに、こ

れは国・県とかそういうところのあれだと思うん

ですけれども、町の考えはその辺のところをおっ

しゃっていただければありがたいなと思っており

ます。 

  あと、一般会計のときに繰入れを増やす気があ

るのかどうか。その辺のところも含めて、現状と

将来に向けての考え方を述べてください。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋です。よろしくお願いします。 

  成果書210ページの国民健康保険税、調定収納

の状況というところの中に、不納欠損額361万

7,940円というものがございます。今回72件につ

きまして不納欠損させていただきました。理由に

つきましては、例年お答えさせていただいている

んですが、財産がおありにならないとか、生活困

窮とか等々がメインになるわけでございます。そ

のところで先ほど来収入の国民健康保険に加入さ

れている世帯につきましては収入があまり高くな

いというお話をされていらっしゃいます。 

  令和３年度、本年度の本算定の状況で確認をさ

せていただいている中では、その時点の話なんで

すけれども、所得300万円以下の世帯及び世帯員

２人以下の世帯が75％ということで、国民健康保

険に加入されている世帯につきましてはどうして

も収入が、所得は多くはないと。そのために成果

書の210ページにありますような軽減制度を設け

ておりまして、７割軽減、５割軽減、２割軽減と

いうことでなっておりますので、収入がない方か

ら全て取っているというわけではなくて、あくま

でも所得の少ない方につきましては軽減制度を法

定なものをやりまして、一般会計から保険基盤と
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いうことで繰り入れていただきまして運営をさせ

ていただいているところでございます。 

  あとは、世帯当たりの保険税の調定額というこ

とで、現年分に限るところでございますが、宮代

につきましては令和２年度につきまして１世帯当

たりいろいろな世帯があると思うのですが、１世

帯当たり13万6,244でございます。こちらにつき

ましては１世帯当たりということで、県内でラン

キングをすると40位ということになります。であ

りますので、世帯状況いろいろ収入状況、税率等

もろもろあると思うんですが、県内では一応40番

目ということで１世帯当たりの調定額の結果が出

ております。埼玉県のほうの状況のほうの調査結

果から出ておるところですので、これでご理解い

ただきたいと思います。なお、東部地区、近隣市

町であれば上から12番目ということで調定額のほ

うがランキングされております。 

  あと、繰入れに関しましてはいつまでかという

ことでございますが、先ほど来申し上げましてい

るとおり、県の国民健康保険の運営方針第２期に

おきましては、令和８年度までに、今４方式、資

産割とか平等割とか使っている市町が22市町まだ

残っておりますので、限度額を上げていない市町

も９市町あるということで、そういったものに併

せて赤字分の一般会計からの赤字等のその他一般

会計からの繰入金をなくしなさいよというのが県

からの運営方針の中で決まっておりますので、こ

れに合わせて標準保険税率を参考にするなりいろ

いろな方式を使いまして一般会計の繰入金をなく

すようにしなければいけないということが進めら

れておりますので、これに合わせて宮代町も当然

進める形になると思います。 

  最後に、お子さんの均等割につきましてお答え

いたします。 

  未就学児の均等割の保険税の軽減措置につきま

しては、来年、令和４年度から軽減ということで

国のほうで最近来たニュースなんですけれども、

決まっておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初にお聞きしますけれど

も、保険税率、この宮代町でやっている調定額で

人数を割ると15万7,000円なんですよ。それを13

万だということで言っているんですけれども、平

均保険税率を。その辺のところがどういうふうに

計算しているのかちょっと分からないというのが

あるんですよ。これ普通だったら調定額割る人数

ですよね。平均保険税というのは。違うんですか。

その辺のところももう一度お願いしたいと思いま

す。 

  それと、一般会計を繰り入れないということで

言っているんですけれども、今でも赤字なんです

よ。ということは、保険税を上げるという意味な

んでしょうか。その辺のところはっきりとお願い

します。令和８年までに赤字にならないように上

げていく、でまた取立ても厳しくしていく、

100％取らないとこれは無理ですよね。どんな方

法でやるのか。ちょっとその辺のところをおっし

ゃってください。 

  それと、現実的に収納率が87.7％、残りの

12.3％が滞納もしくは不納欠損にしたということ

なんですけれども、これ人数、先ほど言っていな

かったんですけれども何人いるんですか。全部で

合わせて。不納欠損は72件だということで言って

いましたけれども、合わせてどれぐらいなんです

か。もう一度その辺のところをはっきりと、現実

を知りたいんですよ。その辺のところをおっしゃ

ってください。 

  それから、収入の件なんですけれども、300万
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円以下だということで言っていましたら300万円

以下が七十数パーセントということで言っていま

したけれども、私、資料もらった段階では、これ

は2020年の３月議会の報告の資料なんですけれど

も、115万5,000円以下の収入割合が53.76％ある

んですよ。200万だったらまだましなほうですよ。

半分以上の人が115万なんですよ。今現在はどう

なっているのか、その辺のところも半分以下の人

はどうなっているのか。この収入の軽減世帯数で

す。そういう人たちだと思うんですよ、115万と

いうのは。今収入が100万ぐらいですか。この決

算では。現実を教えていただきたいと思っている

んですよ。やはりそれがないと、現実から見てい

かないとこの国保税が高いのか低いのかちょっと

分からないというのがあるんですよ。その辺のと

ころもう一度おっしゃってください。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋です。よろしくお願いします。 

  １世帯当たりの保険税調定額、現年度分、こち

らの成果書210ページにある調定収納の状況につ

きましては、現年度滞繰分合わせたところという

ことでご理解をいただきたいと思うんですけれど

も、先ほど来１世帯当たり13万6,244円というこ

とで申し上げました金額は、現年度課税分の調定

額を平均世帯数で割った数字ということでご理解

いただきたいと思います。 

  あとは、こちら先ほど成果書210ページのほう

で申し上げた87.7％というのは現年度滞繰分とい

うことで、合わせて収納率が87.7％ということで

ございますので、現年度分につきましては成果書

の211ページのほうで95.5％現年度課税分、滞納

繰越分32.9％ということでなっておりますので、

現年につきましては95％台を推移している、滞繰

分につきましては31～32％で推移しているという

ことで、現年のほうの当然滞繰が、収納率が上が

れば滞繰分に回さないということで、現年度を皆

様からいただけるように努力をさせていただけれ

ばと思っております。 

  あと、収入の国保未納の世帯数につきましては、

そのタイミング、タイミングで変わってくるわけ

ではございますが、約500世帯いらっしゃるとい

う過去の水準から見て、いらっしゃるということ

で確認をさせていただいております。 

  先ほど世帯の収入、所得という話でお尋ねいた

だいているところでございますけれども、令和３

年度本算定の状況で先ほど申し上げましたとおり

所得300万円以下の世帯及び世帯員２名以下の世

帯が75％ということでご理解いただきたいと思い

ます。ただ、所得300万円ということであります

ので、収入がそのまま300万円というわけではご

ざいませんので、ご理解賜りたいと思います。 

  あと、現年度分につきましては、先ほどの成果

書の211ページで申し上げましたとおり95.5％、

滞繰分32.9％ということで現年度課税分につきま

してほぼほぼ皆様軽減をさせていただいた世帯に

つきましてはご納付いただいているという認識が

ございますので、その滞納繰越分の方につきまし

てはまた徴収対策室、ほかの税と併せて滞納され

ている方もいらっしゃると思いますので、そうい

うところで徴収対策担当と連携をしてお納めいた

だくように努力をさせていただければなと考えて

おります。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 以上が今おっしゃったとお

りだということになれば、やはり払えない人が大

勢いるということですよね。滞納している人も

500世帯、不納欠損が70世帯ぐらいあると言いま
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したか。そういうことで合わせて570世帯ぐらい、

そのほかにもいろいろとあると思いますよ。現実

は、払いたくても払えないというのが現状だと私

は理解をします。ですから、町のほうでもこの運

営に当たって支障を来すということで町の一般会

計から出ているんだと思います。それを将来にわ

たって令和８年までになくすということは現実的

なんでしょうか。これ上げないとできませんよね。

保険税を。それとも切り捨てるんですか。加入者

を。払えない人は。医療保険から抹消しようと。

どちらなんですか。その辺のところおっしゃって

ください。入れる気あるのか、ないのか。それと

も県に併せて指導に併せて令和８年までに一般の

加入者を酷なようだけれども切り捨てていくんで

しょうか。おっしゃってください。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋です。よろしくお願いします。 

  国民健康保険制度、制度そのものにつきまして

は国民健康保険法で定められた被用者と共済組合

等の加入できない方が原則として国民健康保険に

入らなければいけない国民皆制度の下で成り立っ

ているわけでございます。要するに、老人保健制

度というものがあって、今後期高齢者医療制度と

いうものになっているわけでございます。そちら

につきましても県内統一が進められておるわけで

ございます。それをイメージしたものとはまた若

干違うと思うんですけれども、令和９年度からの

県内の保険税の税率統一に向けて一般会計の繰入

金等をなくしていきましょう、そういったところ

で県内統一を図りましょうということが県のほう

で運営方針で決められておりますので、宮代町だ

けそういった形で別な行動というのは当然できな

いというのはご承知いただいていると思います。 

  今回、一般会計繰入金につきましては、成果書

208ページをお開きいただきたいと思うんですけ

れども、決算状況総括表というものがありまして、

決算収支の状況ということで次年度精算を踏まえ

た会計収支というものがございます。２年度、

4,600万ほど黒字ということで、今回は一般会計

のほうからの繰入金を除いた金額のほかに、これ

だけ黒字が結果的に出ているということもありま

すので、そのため税率等の改正もその点も含めて

検討しなくてはいけないということがありますの

で、なかなか昨年度につきましてはコロナ禍にお

いて医療費につきましては保険者負担分で前年度

93％と医療費は普通交付金でケアされるので問題

はないんですけれども、先ほど来申し上げました

とおり人間ドックの受診控え、特定健診の受診を

控えられている方がいらっしゃったり、いろいろ

な、世帯によっては当然収入が少なくなっている

という世帯もおありになって当然軽減をさせてい

ただいているわけでございますので、そういった

年度年度によって情勢が変わってきておりますの

で、そういったところを見ながら令和９年度まで

に繰入金をなくすようには努力しなくてはいけな

いとは考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 確かにこれは県の上層部の

上のほうの考えだと思いますけれども、上層部じ

ゃなくて上のほうの考えだと思うんですけれども、

しかし入っている宮代町の健康保険加入者、後期

高齢者に移行するといっているんですけれども、

それは別の組織ですからまた。健康保険は健康保

険ですから。これで町の補助がなくなるとやはり

その分を繰入れ、加入者から負担してもらわなく

てはいけない。 

  となると値上げということですよね。早い話が。
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なくすということは。これを令和９年までに解消

していくんだということは。そうするとますます

収入が少ないところから健康保険のほうにやらな

くてはいけない、健康保険に納めなくてはいけな

い。生活できませんよ、本当に。これだけの軽減

世帯数があって、なおさらまた軽減世帯数が増え

る。増えても町財政がなくなるんですから、軽減

世帯数のこれを５割、２割、１割にするかもしれ

ない。みんな生活が大変だなという感じはします

よ、その辺になると。やっていけません。病院に

はかかれません。そういう、健康保険入っていて

もそういうふうな制度にしていくのかどうか。こ

れは上のほうの国・県のほうの考えだと思うんで

すけれども、しかし現実的にはそうなるというこ

とですよね。間違いありませんか、その辺のとこ

ろは。もう一度お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋と申します。よろしくお願いします。 

  一般会計の繰入金、国保特会の繰入金につきま

しては、法定繰入金と法定外繰入金ということで、

法定外につきましては内容的には赤字補塡分とい

うことで、財政で足りない分を補塡していただい

ているわけでございます。その他一般会計繰入金

につきましては、国保以外の方、被保険者、被用

者保険、共済組合に加入されている方からいただ

くことになっておりますので、そういった方の負

担が当然出てくるわけでございます。そういった

ところも加味しながら保険税率を調整しながら県

内統一に向けて進めていく考えでおりますので、

ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  町のほうで限度というのがあるんだろうと思い

ますけれども、しかし国民健康保険に入っている

人、将来的には値上げが、負担が多くなるんだと

いうことで認識しました。私はそういう感じです。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。２点質問をさせ

ていただきます。 

  決算書の207ページ、成果書の210ページです。 

  国民健康保険税のこちらの軽減税額の区分は申

請をしてこの軽減税になっているのか、それとも

自動的にこの区分に分かれてこの税率で徴収をし

ているのかお伺いをいたします。 

  ２点目が、決算書の222ページ、成果書の220ペ

ージ、出産育児一時金支給事業についてです。 

  こちら前年度より増えているんですけれども、

何か案内の仕方を変えたのかということと、この

一時金の支給について病院でこの医療費を相殺し

てそこで支払うことができるのか、後日申請をし

てこの一時金をもらうのかという、その辺の流れ

を教えてください。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） お答えいたします。 

  成果書で210ページ、決算書で207、208ページ

に係る軽減世帯７割軽減、２割軽減というものが

それぞれあるわけでございますが、こちらにつき

ましては所得状況等町のほうで当然判断というか

確認させていただいておりますので、町のほうで

軽減をさせていただいて軽減後の金額で通知を送

付させていただいております。 

  続きまして、成果書220ページ、決算書221、

222ページの出産育児一時金の支給につきまして
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は、件数の増減につきましては特にご案内の方式

は変えていないわけでございます。あともう１点、

医療機関との直接支払制度というものを病院さん

のほうでやられている病院がおありになれば、当

然加入者の方との契約によってご自分で負担しな

くても、結果的には負担しなくていい制度なんで

すけれども、そういった形でさせていただいてお

るところもありますので、それはご自身のほうで

病院さんのほうに確認してやっていただいている

と思います。申請は病院さんとご本人さんが契約

したものを町のほうに来て、それを確認してお支

払いを病院さんに支払わせていただいております

ので、よろしくお願いします。 

  通常の申請は必要です。すみません。直接お受

け取りになりたい方については、ご自身で生まれ

てから85日以上たった出産につきましては町のほ

うに申請をしていただいてお支払いをさせていた

だいております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  軽減税については、申請をしないとこの軽減税

率が受けられないのかと思っていたんですけれど

も、もう自動的に漏れなくこのような軽減ができ

ているということで承知をいたしました。 

  出産育児一時金についても、病院がそういうシ

ステムを導入していたらそこで相殺ができるし、

していない場合は後日申請をして受け取るという

ことで了解をいたしました。 

  出産時はすごくばたばたしてその後も申請に行

けない場合とか、前回も質問したと思うんですけ

れども、受け取れなかった人がいるかいないかと

いうのは把握はされていないということだったん

ですけれども、何かすごい出産の金額の負担も高

いので、そこを町から病院、提携病院、そういう

ことができるような働きかけとかはできないのか

とか、もう一度ちょっとその辺お伺いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋と申します。よろしくお願いします。 

  当然出産をされますと出生届などということで

町の窓口なりにおいでいただいておりますので、

そのときご案内をさせていただくとともに、通常

の病院さんであればそのご案内、出産後の手続の

ご案内をされていらっしゃると思いまして、特に

町から病院さんにお手紙を出しているというケー

スはございませんので、ご理解いただきたいと思

います。 

  あと、先ほど直接払いということで病院さんに

直接支払う等につきましては、母子手帳を保健セ

ンターのほうで申請をいただくと思うんです。そ

ういったところが、あとは育児教室等もあります

のでそういった中で保健センターの職員に聞いて

いらっしゃる方もいらっしゃいますし、町の職員

にもお尋ねいただいている方がいらっしゃいます

ので、そういった中で病院、役場、保健センター

からそういったお尋ねにつきましてはお答えさせ

ていただいておりますので、漏れがないようにさ

せていただければと考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。お願い

します。２点お願いします。 

  前段の委員さんと同じく222ページ、説明書220

ページ、出産育児一時金支給事業なんですが、こ

の私数字のほうがちょっと気になっていまして、

30年度24人いて元年度５人、２年度14人なんです
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が、この数字の違いは、平成28年とか29年の数字

はちょっとここにないんですが、ちょっと数字の

大きな違いもあるんです。それで例えば厚生年金

に入っていて働けなくなってしまって国民健康保

険になって出産が増えたとか、何かそういう理由

が分かるのか、それともこれは５人ぐらいの差な

のでそういう影響ではなく上下があるのかという

ことと、もう１点、208ページの基金の現在高と

いうところに、一番下です。 

  決算状況総括表の一番下の２で、基金の現在高

というので国民健康保険出産費基金というのが大

体401万9,000円から402万1,000円になっているん

ですが、この基金と出産の件数の違いで大きく違

ってくるんですかね。この基金というのは大体毎

年同じとか、何か根拠、402万ぐらいの根拠は何

なのかお聞きします。 

  もう１点は、228ページ、説明書225ページ、保

健衛生普及事業のジェネリック医薬品についてお

聞きします。 

  以前にもお聞きしたことあるんですが、保険事

業の中でお知らせも年２回送っていただいていま

す。それで成果の中に使用を促進することによっ

て薬剤費の自己負担の軽減とか、医療費の減少を

図りましたとあるんですが、これは結構数字に出

てきているものなのか、結構ジェネリックに力を

入れていただいているんですけれども、ここから

すると図ったということなんですけれども、数字

的にはきちんと出てきているのか、ここ５年ぐら

いかなり力を入れていると思うんですが、その辺

りお聞きします。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０７分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩前の丸山委員の質疑に対する答弁からお願

いいたします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋と申します。よろしくお願いします。 

  まず１点目、成果書220ページ、出産育児一時

金支給事業に関しましてお答え申し上げます。 

  先ほどお尋ねいただきましたように30年度、元

年度、２年度ということで、増減の幅がかなりあ

るということでこれは実際の数字ということ、当

然そうなんですけれども、もしお勤めだった女性

の方が６か月以内に出産された場合には、１年以

上当然お勤めになられていることが条件なんです

けれども、そちらの被用者保険のほうから出ると

いうことなので、こちらの件数につきましては実

際はもう少し国民健康保険に加入されている方で

も出産、お産みになられる数は多いということに

なっておろうと思います。ちょっと数的には把握

できませんが。 

  続きまして、２点目でございます。成果書で

208ページ、基金の現在高、国民健康保険出産費

基金ということで、毎年これ増えているのは

1,000円単位で増えているわけですが、利子とい

うことでご理解いただきたいと思うんですが、こ

ちらの基金の制度につきましては、当面のお金が

ちょっと融通できない方に対しまして条例で定め

る42万円の８割分、ですので33万6,000円分をお

貸しするための基金ということでこういった形に

なっております。こちらがご返済いただかないと

400万を割ってしまいますので、一応そのような

数字で推移しているということでご理解いただき

たいと思います。 
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  最後の質問をいただいたものは、成果書で申し

上げますと225ページ、ジェネリックの医薬品の

効果というものということでございますけれども、

今年度、令和２年度は２回お出し差し上げており

ますが、数量シェアというものが国保連合会のほ

うで出ておりまして、宮代町は令和２年度は

78.5％、県内市町村平均が79.7％ということで、

若干1.2％数字的には低いんですが、連合会資料

から読み取りますと先発医療医薬品、今までの医

薬品をジェネリック医薬品に切り替えたことによ

る効果というのが年間4,800万円出ているという

数字が出ておりますので、ですので保険証等いろ

いろ送付をさせていただく際にはジェネリックに

切り替えていただきたいというような旨の保険証

に貼るシールであるとか、おくすり手帳に貼るシ

ールであるとかを工夫して、なるべきジェネリッ

クをお使いいただけるようにしていただければと

いうことで努力をさせていただいておりますので、

ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  分かりました。 

  それで、出産費基金というのは、今33万6,000

円で８名の方を一応返していただくけれども、そ

の金額ということですが、これは結構使われてい

るんですか。８名分用意しておいて、何人毎年使

っている、あとは返済全部してもらっているとか

そういうのが分かりましたらお願いいたします。 

  それと、厚生年金とか仕事を辞めてとか、次に

国民健康保険とかになった場合、すごく１か月と

かすごい新しい保険証が来るまでにかかったりし

ますよね。それでちょっと私も聞いたんですけれ

ども、切れてしまったときが出産になってしまっ

たときに、全額病院で払うと結構な金額になりま

すよね。普通預金には入っていないから結局定期

を崩したりと、そういうところはもう少し早くな

ったらいいかなと思うんですが、やはりそこは１

か月とかかからざるを得ないのか、今の現状では

もう少し早くできないのか。そこをお聞きします。 

  で、ジェネリックのほうはやはりシールに貼っ

ていただいたりしているんですが、結構この５年

一生懸命されているので体に合えばジェネリック

はこれだけ金額も下がっていますので、下がって

いるというか軽減されるわけですから、普通の薬

よりは。いいことなので、これはもう続けていた

だいて、お願いします。 

  じゃあ、先ほどの質問についてお願いいたしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） １点目の出産育児

金の関係で、成果書208ページの国民健康保険出

産費基金の関係でお答えを申し上げます。 

  令和２年度でご利用いただいた方はいらっしゃ

いませんので、最近はあまり、かなり前からこの

制度は創設されているものと認識しておりますが、

あまりご利用いただけていない形があるというこ

とでございます。 

  ２番目、あとは、その出産にかかる費用をこち

らのほうでお支払いさせていただくわけでござい

ますが、先ほどご指摘いただきましたようにちょ

っと日数がどうしてもかかります。そういった場

合は先ほど来、前段の議員さんにお尋ねいただか

れたような直接支払制度ということで病院さんと

の契約によって町が病院さんにお支払いするとい

う形であれば当面のご自身が貯金を取り崩すとい

う制度はないと思うんですけれども、42万円出産

育児一時金はお支払いできる制度なんですけれど

も、42万円に達していない場合があります。そう
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いった場合は病院さんのほうから仮に38万円病院

さんのほうに町から支払って、４万円をまたご自

身で請求をいただくような形ではありますけれど

も、この直接支払制度という形のできる病院等を

紹介できるのであれば、なるべくその出産された

後の負担が少しでも軽減されるように進められれ

ばなと考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。 

  基金の残高で今利用されていないということな

んですが、それは皆さんご存じじゃなくて、そう

いう制度があるということを知らない方が多いの

かなと思うんですが、利用ができるということは

何かでお知らせというか、母子手帳を渡すときに

お知らせするとか、どこかを読むと国民健康保険

使っている人は使えるよみたいなところがどこか

に書いてあるのか、ちょっと周知不足なのか、そ

こをちょっとお聞かせください。 

  それとちょっと先ほど質問しました、厚生年金

から例えば国民健康保険に変わったときのその１

か月ですね。すごくかかる。その手続はいろいろ

なところを通すためなんですけれども、それはそ

のぐらいかかるのはやむを得ないのか、もう一度

お聞きします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋と申します。よろしくお願いします。 

  成果書208ページの国民健康保険出産費基金に

つきましては、その周知がというお話でございま

すが、先ほど来前段の委員さんの質問でもありま

したように、保健センターのほうで母子手帳をお

配りさせていただいておりますので、そういった

ところのチラシで中に入れればすぐ分かると思い

ますので、そういった方法も一つ有効かなという

ことでアイデアとしてありがとうございました。

採用させていただきます。 

  あと保険証の、すみませんちょっと答えがずれ

ていたかもしれないんですけれども、保険証の切

替えでどれくらい日にちが要するかというお話だ

ったんですけれども、お届けいただければその場

でお渡しできますので、保険証自体のもの、特に

切替えで日数を要するという形ではございません

ので、先ほど来の質問でちょっとお答えできてい

なかったんですが、ご理解いただきたいと思いま

す。 

  よろしくお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。ありがとうござ

います。 

  せっかくある基金ですので、出産のは。もう少

し知らなくて利用できないんじゃなくて、知って

いればせっかく基金８人分用意していますので使

っていただいて、返済していただくわけですけれ

ども、何か形して周知をもう少ししていただきた

いと思います。 

  あと、本人のときは多分国民健康保険証なんで

すけれども、渡していただけるんですけれども、

扶養とかに入ると非常になんか時間がかかるとい

う話も聞いたので質問したんですが、分かりまし

た。また改めてお聞きします。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  成果書206ページの歳出の状況の３番の国民健

康保険事業費納付金とかその上の保険給付費は減

ってきています。加入者の減ということで。それ

でお伺いしたいのは、決算書の229ページの予備
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費に関してなんですが、546万予備費が国民健康

保険事業費納付金のほうに流用という形になって

おります。それが決算書で223ページに出ていま

す。国民健康保険事業費納付金の中に分かれてい

て様々あるんですが、この予備費で充用したとい

うのはこれはどういう形で、時期的なものなのか、

その辺をちょっとお伺いします。1,000万のうち

500万出さなければならないというか、随分大き

くなっているのでちょっとその辺の、時期による

ものなのかちょっとお伺いします。 

  それから、あと１点。成果書の221ページ、決

算書222ページなんですが、６項の傷病手当保険

給付費、２款保険給付費ですね。予算が補正予算

でお願いして753万で、３件37万の支出があった

んですが、これについて具体的にお願いしたいと

思います。 

  その２点お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋です。よろしくお願いします。 

  まず、１点目の決算書221、222ページ、国民健

康保険事業費納付金でございます。こちら国民健

康保険事業納付金自体は不用額は540万円ほど出

ておりまして、その内訳として、10ページ、一般

被保険者後期高齢者支援金予備費充用ということ

で546万円をさせていただいているわけでござい

ますが、４月当初に納付金の納入の内訳書が来て

おりまして、そのところの内訳のところが予算上

うまく振り分けていなかったということで、額的

なものではなくて振り分け補正が足りなかったと

いうことで予備費のほうから充用させていただい

ております。 

  続きまして、成果書221ページ、決算書221、

222ページの傷病手当金でございますが、こちら

につきましては37万8,038円の支給をさせていた

だいておりますが、３件支給をさせていただいて

いるわけでございます。こちら予算額に対しまし

て、決算額が少ないというところでございますが、

こちらにつきましては予算を補正させていただい

ているところでございますが、トータルで日給、

日当たりの上限額が３万887円というところがあ

りまして、こちらを被保険者の方が感染された場

合の日数約122日分を見込んだところでございま

すが、実際申請された方は３名にとどまったとい

うことで、かなりの不用額が出ているということ

でご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  傷病手当金のことは分かりました。じゃあ、３

人が何日、ごめんなさい、計算すればいいんです

けれども、何日分で一人ひとりずつ、３人三様の

数を教えてください。 

  それから、予備費の絡みについてですが、振り

分けができていなかったというお話を今いただき

ました。221ページの国民健康保険事業費納付金

ということで、全体ではマイナスに令和２年度は

なりました。そういう中で補正予算で一般被保険

者分だとか、特に介護納付金分は補正予算で操作

ができるようになっていたはずというか、なって

いる形にはなっているんですが、後期高齢者支援

金等は補正予算で出てこられないということなの

でしょうか。お伺いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋と申します。 

  成果書221ページ、決算書221、222ページの傷

病手当金３名ということでお答えをさせていただ
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いておりますが、人それぞれ該当日数が変わって

きまして、３名様合わせまして合計29日分で、そ

れぞれ日給の条件額の日給額が変わりますので、

そういったところでご理解いただきたいと思いま

す。あと同じ決算書で221、222ページから次ペー

ジに係る国民健康保険事業費納付金につきまして

は、こちら、項が変わりますので補正をしなけれ

ばいけなかったところを、すみません、補正をで

きていなかったということで、足りなかった分を

予備費から充用させていただいております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  傷病手当金については３万887円というのが日

額の最高額ということでよろしいんですよね。 

  それから、今、補正、３月の補正で出なかった、

最悪３月の補正でできないことはなかったのかな

と思ってちょっと不明だったので、後期高齢者支

援金分が３月の時点で分かっていたかもしれない

けれども、補正に上げなかったということで確認

します。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課長。 

○住民課長（高橋暁尋君） 住民課長の高橋でござ

います。 

  角野委員のご質問にお答え申し上げます。 

  納付金につきましては、本来分かった時点で補

正予算を議会のほうに出しまして補正すべきとこ

ろだったんですけれども、この補正のほうを失念

いたしまして払う段階で費用が足らないというこ

とが分かりまして、今回緊急に予備費のほうを充

当させていただいたところでございまして、本来

これやらなければならない仕事をやっていなかっ

たこちらの担当のほうのミスでございますので、

今後そういうことがないように努めてまいりたい

と思いますので、ご理解賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） １点だけちょっとお聞き

したいんですけれども、予算書には載っていない

んだけれども、我々患者としてちょっと聞いてお

きたいのがあるんです。紹介状というのがあるよ

ね。大きな病院へかかるときに紹介状を持って行

かなければかかれないよと、それは何とかならな

いものかと。というのは、ある程度の病気をも持

っていれば、診療所とかそういうところへかかっ

ていて紹介状をもらえる場合もあるわけ。また、

その病院にかかっていればいいよね。かかってい

ないで、急に悪くなって、大きな病院に行きたい

なといっても、話を聞いていると紹介状を持って

行かなければ駄目だよと。ということは、どこか

の医者へ１回かからなくちゃならないのかな。そ

れからまた大きな病院。何か患者として待てる場

合と、何か不都合だなと思うのとあるわけですけ

れども、これ県で運営しているんですから国民健

康保険、あと後期高齢者も同じですけれどもね。

後期高齢者保険もね。その対応を何とかならない

ものかなと。私思うんですよ。どうですかね。紹

介状をもらうとまたお金かかるようなところもあ

るんじゃないですか。診療所とかで。二重に払う

ことになったり、どうもそれ私は保険料を払って

いながらそういう方法を取っているというのはど

うも、町でやっていたときもそうだけれども、特

に県運営だったら相当力は持っているわけですか

ら、何とかならないかなと私は思うんですけれど

も、どうでしょう。 

  その１点だけお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 
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○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長です。

よろしくお願いします。 

  今のご質問いただいた点につきましては、私も

あまり内容につきましては承知していないところ

ではございますが、どうしても被保険者というか

患者さんの皆様が心配で大きな病院にかかりたい

ということでどうしても集中してしまうというこ

とが１点背景にあると思います。あとは今いろい

ろなところでかかりつけ医という制度を推奨して

いるというところもございますので、そういった

ところで紹介料とか紹介状という形が発生してい

るものでありますので、一応国の制度上というこ

とで県運営になってどうなるか分からないんです

けれども、そういったところも県の研修会の中で

もこういった意見を議員さんからいただいたとい

うことは必ずお伝えさせていただければと思って

おりますので、ご理解賜りたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ありがとうございます。 

  我々患者として何だろうと思うんですよね。私

ばかりじゃないと思う。ほかの人もいっぱいいる

と思う、そういう人。ひとつ県にそういうことを

何か対策がないのかと申し込んでもらって、なく

ても行けるように方法を考えてもらいたいなとは

思うんですけれども、病気によっては至急に大き

な病院行かなくてはならないものもあると思うん

だよね。それは救急車か何かに乗っかってしまえ

ばいいんだろうけれども。それだと自分の好きな

病院へ行けないもんね。救急車で運ばれるか分か

らない、そういう不合理があるからやはり私はあ

そこの大きな病院に行きたいというのはみんな思

っていると思うんですよ。いろいろな情報を聞い

たりして。自分はこういう病気を持っているとい

うのはおおよそ分かると、私の指定というか、私

の考えている病院に行きたいから、ひとつその紹

介状がなくても何とか行けるように、ひとつ力を

発揮してもらいたいと思うんです。 

  以上です。どうも。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありませんか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ちょっと修正をしたいと思

います。 

  町からの繰入金、私、当初3,000万ぐらいとい

うことを言っていたんですが、１桁違いました。

当初予算が３億691万円、収入済額が２億七千

…… 

〔発言する人あり〕 

○委員（山下秋夫君） 209ページです。決算の209

ページです。 

  繰入金は、３億691万円、収入済額が２億7,592

万円の誤りでした。失礼いたしました。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ただいま決算の内容が終わ

ったばかりなので、後日本会議において発言した

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 反対討論なしと認めます。 
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  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第34号 令和２年度宮代町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

おり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸藤栄一君） 起立多数であります。 

  よって、議案第34号 令和２年度宮代町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、

委員会において原案のとおり認定されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午前１１時５０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３６号の審査（住民課） 

○委員長（丸藤栄一君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第36号 令和２年度宮代町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

ての審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いします。 

○住民課長（高橋暁尋君） 住民課長の高橋でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋と申します。よろしくお願いします。 

○国保・後期担当主査（岡安英之君） 国保・後期

担当主査の岡安と申します。お願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  健康保険と同じく現状をちょっと教えていただ

きたいと思っております。 

  最初に、この高額療養費です。令和元年でした

か変わったのが。それで今回何人ぐらいの人が影

響を受けたのか。それをまずお願いしたいと思い

ます。 

  あと、保険料でございます。30年度は１人当た

り保険料が６万9,730円、元年度で７万2,248円、

令和２年度の決算で被保険者１人当たりのあれだ

と７万5,000円となっています。実に2,750円の増

額となって令和元年度に比べたら5,270円も上が

っている。間違いないかその辺のところお願いし

ます。 

  あと、保険者軽減者数、平成30年度では2,966

人、令和元年度で3,098人、令和２年度の決算で、

今年の決算では3,180人と増えているんですけれ

ども、これも間違いないか。お願いします。これ、

こうやって決算で軽減世帯数も増えている、これ

はやはり収入がなく、保険料が高いから軽減世帯

数が増えてきているのか、その辺のところを説明

をお願いしたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５４分 

 

再開 午後 １時００分 
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○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩前の山下委員の質疑に対する答弁からお願

いいたします。 

  国保・後期担当主査。 

○国保・後期担当主査（岡安英之君） 国保・後期

担当主査の岡安と申します。 

  山下委員さんからご質問ございました高額療養

費の影響について説明のほうさせていただきます。 

  高額療養費につきましては、平成30年８月から

この上限額の改正が行われたところでございます。

この上限額の改正によりましてどれだけ影響があ

ったかというご質問に対してなんですが、大変申

し訳ございませんが実際の実額については数値の

ほう算出しておりません。ですので、制度的な説

明という形でさせていただきたいと存じます。 

  この平成30年８月からの改正によりまして、１

割負担の方、窓口の負担が１割負担の方におかれ

ましては、平成30年７月までは外来が１万4,000

円、外来と入院含めますと月額５万7,600円でご

ざいました。このところが平成30年８月から外来

につきましては、月額１万8,000円、外来と入院

につきましては、５万7,600円というところでご

ざいます。したがいまして、外来と入院の月額に

対しましては負担の上限額は変わっていないんで

すが、外来、通院につきましては１万4,000円か

ら１万8,000円に上限額が変わったところでござ

いますので、推測ですが１人当たり最大4,000円

の負担の影響があるものと予想をしております。 

  また、病院で支払う際の窓口負担が３割の方、

現役並み所得のある方におかれましては、平成30

年７月までは外来５万7,600円、外来と入院を含

めた場合ですと８万100円、プラス医療費から26

万7,000円を引いた数字の１％を加算した数字が

自己負担の上限額となってございました。平成30

年８月から現役並み所得のある方におかれまして

は、外来、それから外来と入院の区別を整理統合

いたしまして、所得によって負担の上限額を変更

としたところでございます。 

  前年の課税所得が690万円以上の方におかれま

しては１か月の自己負担の上限額が25万2,600円

に医療費から84万2,000円を引いた数字の１％を

加算した額が自己負担の上限額となりました。 

  課税所得が380万円以上の方におかれましては、

16万7,400円に医療費から55万8,000円を引いた数

字の１％を加算した額が負担の上限額となりまし

た。 

  前年課税所得が145万円以上の方におかれまし

ては、８万100円に医療費から26万7,000円を引い

た数値の１％を加算した数値を月額の上限とした

ところでございます。 

  高額療養費については以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁願います。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋です。よろしくお願いします。 

  まず最初に、現状ということでお尋ねいただき

ましたけれども、成果書の260ページの中で被保

険者の状況というものが記載をさせていただいて

おります。こちらにつきましては、75歳以上の方

とか65歳以上で障害認定を受けた方とかというこ

とで区分分けをさせていただいておるところでご

ざいますが、前年度に比べまして1.3％増えまし

て5,576人が被保険者総数ということで表させて

いただきまして、総人口に対する被保険者の割合

が16.2％から16.5％、令和２年度ということで

0.3％上がっております。年度によりましてこち

らの増減率はもちろん変わってくるわけでござい

ますが、令和元年度と令和２年度を比べましては

0.3％総人口に対する被保険者の割合ということ
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で現状お話をさせていただいております。 

  あと、軽減の関係でお尋ねをいただいておりま

す。成果書の264ページ、後期高齢者医療保険料

徴収事業の中で令和２年度最終調定時の軽減の人

数がそれぞれ２割軽減、５割軽減等々書かさせて

いただいております。これにつきましては、令和

元年度につきましては5,500人でトータルで合計

でございましたが、令和２年度におきましては

5,571人ということで実数を掲載させていただい

ておるところでございますので、ご理解いただき

たいと思います。 

  保険料現年度の分の推移ということでございま

すけれども、こちらのほうは調定額でお調べをさ

せていただきまして、令和２年度の１人当たりの

調定額につきましては、７万4,932円でございま

す。元年度につきましては、１人当たり調定額７

万2,245円ということで、前年度比として計算し

ますと3.7％増ということとなっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  最初の低所得者の軽減割なされている高額療養

費、引き上げられたということで、これちょっと

見ると計算していませんけれどもまだ、かなり低

所得者の軽減割合が増えているような感じがする

んですけれども、やはり払えない人が増えるとい

うことはちょっとどうなんでしょう。やはり医療

を控えるというのが出てくるんでしょうか。その

辺のところ。金がなくて払えない人が高額の医療

費を払えといったってこれは無理ですよね。これ

医療を控えるし、早い話が悪くなることを前提に

なることが私からすると予想されるんですよ。そ

の辺のところはどうなんでしょうかね。町として

高齢者が医療を控えるということになると思うん

ですけれども、もっと悪くなるんじゃないかなと

私は思うんです。要するに医療費が高くなる、悪

くなってからかかるんですから。その辺のところ

をもうちょっと教えていただきたいなと思ってお

ります。 

  それと、これだけ医療費が高くなって保険料も

高くなるとなると、私は２割軽減とか５割軽減だ

とかはもっともっと増えてくるんじゃないですか。

収入がなくなってそういうことになってくると。

来年あたりはもっとこれよりか増えるんじゃない

ですか。いたちごっこ。で、お金ないお年寄りは

医療費は控える。医療費は、悪くなってからかか

りますから高額になる。ますます払えなくなる。

これが今の現状じゃないんですか。私はそう思う

んですよ。これは国で決めたことなんですけれど

も、私はそれちょっとやめるように宮代町は言っ

たほうがいいんじゃないかなと思うんですよ。黙

って従うんじゃなくて。これを実行した人たちと

いうのはお年寄りが際限なく上がっていく保険料

値上げを我慢するか、医療を我慢するかというこ

とでつくったということで言って問題になりまし

たけれども、つくった当時は。それが実行に移さ

れてきているというのが現実じゃあないですか。

その辺のところ町としてはどういうふうに感じて

いるのか。こういうことなんだということなんで

すが、もう一度ちょっとその辺のところお願いし

たいと思うんですけれども。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋と申します。よろしくお願いします。 

  医療費の高額化によって支払えない方が出てく

るのではないかというご質問でございますが、一

般会計のほうと後期高齢の特会ではまた別なもの

になりますが、特定健診ということでそういった

ことで勧奨をさせていただいておりまして、早期
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に病気が重くならないうちに受診してください。

集団なり個別なりを受けてくださいということで

医療費の抑制化、個人の負担を抑制化ということ

を進めさせていただいておりますので、あくまで

も医療につきましてはご自分で守られるというこ

とも一つの段階の一つであると思っておりますの

で、そちらのほうもなるべく人間ドックを受ける

なり、健康診査を受けるなりをもうちょっとＰＲ

していければ医療費をそんなに高額に、病気が重

篤にならないうちにかかられるものと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

  あと保険料、後期の保険料につきましては、６

回改定がありました。今は２年度と３年度と同じ

保険料率でかけさせていただいているところでご

ざいますが、従来であれば軽減というのが７割軽

減という形のものが今まで30年度、元年度という

ことで軽減の額を増やして皆様に軽減の負担を減

らしていったわけでございます。それで本則のほ

うに近づけていったわけでございます。なるべく

そういった皆様に激変緩和の激変的な緩和になる

ようにご配慮いただいて、後期高齢のほうでも保

険料決定されていらっしゃると思うんですけれど

も、そういったものでございますのであくまでも

保険料、収入の少ない方については軽減をかける。

一般的な収入の方については通常の保険料をかけ

るといったような形で、決して所得の低い方から

同じような量で税率をかけているわけではないと

いうことでご理解いただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） お年寄りと言ったらあれな

んですけれども、高齢者が健康診断受けて、病気

が重くならないようにやっているんだと言ってい

ますけれども、実際はどうなんでしょうね。収入

が少ないんですよ。健康診断をやって病気になっ

て、病気をそれを治す方法、やはり病院に行かな

くては駄目なんですよ。必ずあちこち80歳過ぎる

とありますよ。出せば収入が少ないんですから出

費がかさみます。払えませんよ。で、保険料は高

くなる。軽減措置をやってそれは収入の低い人は

こういうふうにやっているんだから、ということ

は残りの方はその人たちの負担をするということ

なんですか。払えない方は。そういうことが待っ

ているでしょう。要するに払える能力のある人に

負担してもらうということが。国のそういう助成

だとか町の助成を少なくしていくんだということ

は、もうこれは決まっていますよ。 

  年取ってくると必ず病気があるんですから。健

康でいる人は本当に数％しかいませんよ。最後ま

で健康でいられるという人は。圧倒的多数の人は

お金を出さないと医療にもかかれない、そして健

康な人は払える能力のある人は高くなる、そうい

う仕組みの後期高齢者の私は元の老人保健に、こ

れは町に言ってもしようがないなと思うんですけ

れども、私はそう思うんです。ですから、その辺

のところを町としてどういうふうに考えているの

か、国に提案するのかどうか、それを聞きたいん

ですよ。町は言われたからこういうふうにやって

いるんだという、それは分かりますよ。でも解決

の方法というのはそれでは収まりききませんよね。

町民の命と健康を守る立場からするとですよ。 

  以上で私の、これは初期の健康保険と同じです

から、制度そのものを変えないとできないなとい

う感じはします。町のほうはどういうふうに考え

ていますか。その辺のところもう一度お願いしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋です。よろしくお願いします。 
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  現在埼玉県は、どちらの県でもそうなんですけ

れども、後期高齢者医療広域連合というものを立

ち上げまして、そういった中で一つの中で全県を

見て運営をしているところでございまして、町の

ほうで両立を決める、町のほうで高額療養費の上

限を決めるというふうなことができない状況でご

ざいまして、当然これは老人保健制度のところも

そうなんですけれども、ただこれからは後期高齢

者の方がどうしても増えていく事実があります。 

  後期高齢者の負担分を現状のシステムですと若

い方が入っている被保険者、協会健保であるとか

共済組合のほうから負担をしていただいていると

いう事実があります。若い方の負担が逆に今度増

えてくるという問題もあります。そのところで国

では令和４年度から後期高齢者の課税所得等、年

収等が多い方について２割負担をしていただくと

いうことで、取れるところから取れるということ

ではないんですけれども、現役並みに所得のある

方については窓口負担を増やしてご負担いただく

ということで進めているということでございます

ので、現在の日本として高齢者の率が上がってい

る中ではこういった形で今国のほうでは見直して

いるということでお話をさせていただいておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） 西村です。 

  先ほどの前段の質問に対する答弁、これはよく

理解できます。全体通して町が単独で全てを支配

しているということではないので、その点は理解

はできるんですけれども、一つちょっと見ていて、

保険料の関係ですから、説明書261と262ページで

お尋ねしたいんですが、この保険料の徴収関係は

当然町がやらなくてはいけないので、その関係で

いきますと、特別徴収はこれは当然100％は当た

り前なんですけれども、現年度分の普通徴収につ

いても３対１の関係にはあるんですけれども、

99.2％という非常に高い普通徴収の収納率が出て

いるわけです。全体としては99.8％になるんです

けれども、現年度分の普通徴収のこの99.2％とい

うのはどう理解すればいいのか。そんなに徴収で

きるのかなということが第１点ですね。 

  もう一つ、次のページの滞繰分の関係ですけれ

ども、気になるのは元年度に比べてほとんど皆増

みたいな形で不納欠損が出ているんですけれども、

これはどういう理由なんですかね。何かあったん

でしょうか。この収入未済がどんどんたまってい

くと、これ滞納繰越分の徴収というのが非常にや

はり困難になってくるんじゃないかな、前段の質

問を聞いていても大変心配される要素です。２年

度について23.4％というのは30％切っていますか

ら、これは翌年についてかなり、翌年以降負担が

かかってくると、こういうふうに思います。で、

不納欠損処理というのは住民課のほうで恐らくや

っていないと、これは税務課の処理になるのかな

と思うんですけれども、その前提としてどうして

こういうふうに数字が出てきてしまったのかとい

うところをお尋ねします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋です。よろしくお願いします。 

  今お尋ねいただきました成果書261ページ、現

年度分普通徴収保険料、２年度分で99.2％という

数字でございます。こちらにつきましては、広域

連合のほうでまとめたところでは、大体上から10

番目ぐらいな数字で徴収をした結果でございまし

て、この中で口座が約54％、あとは今コンビニが

８％入っておりまして、そういった形でもうちょ
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っと口座の利用率を上げれば上がることもあるか

なというのは考えておりますが、今のところ比較

的皆様からお出しいただいているというところで

99.2％という数字を掲載させていただいておりま

す。 

  続きまして、隣の成果書262ページに移ります。 

  不納欠損につきましては、31万9,802円という

ことでございます。こちらにつきましてはお亡く

なりになられましたり、生保に加入されましたり、

生活が困窮だった方に対しまして不納欠損の処分

を、税ではないので、住民課のほうで処分をさせ

ていただいた件数ということでございます。あと、

収入未済額につきましてはこれからも後期高齢者

の方が増えられますし、どうしても納められない

方が増えてくるんではないかというご指摘だと思

いますが、そういったところにつきましては生活

の実態調査、いろいろな財産調査等を行いまして

処分停止等いろいろな形で調定額を落とす、納め

られない方につきましてはそういった方向性を検

討するのも必要ではないかということで考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 普通徴収の関係ですけれど

も、50％強がコンビニ。コンビニといってもあれ

でしょう。現金でもパスでもいいんですけれども、

要するに納める方がお店に行って納めているわけ

だよね。もう一つ何だっけ、コンビニと何か言わ

れたよね。 

  それ合わせると50％強なんだよな。じゃそれ以

外の50％弱、これは国保のことを考えると後期高

齢者というのは金持ちですかね。金持ちと言った

ら変ですけれども、何でこれだけ徴収率がいいの

かなと、ありがたいことなんですけれども、何か

訳があるんじゃないかなと、そこをちょっと聞い

たんです。 

  不納欠損、これは住民課で処理したということ

でしたら中身が分かっているので、数字を出して

ください。つまり、どういう理由で何件というこ

とだけ、つかんでいると思います。自分のところ

で処理したんだから。お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課長。 

○住民課長（高橋暁尋君） 住民課長の高橋でござ

います。 

  １点目の92％の収納率があるということなんで

すけれども、まず後期高齢の制度なんですけれど

も、そもそも５割は公費負担で４割は現役世代か

ら支援を受けて、被保険者の方たちは全体の１割

だけなんです。ですから、そもそも保険料が安く

なっているんです。その上で窓口の負担は１割で

すので、高齢者の方は少ないお金で医療が受けら

れるということもあって、日本では寿命が年々伸

びているというのはこの制度によるおかげという

ところもあるのかというふうに考えているところ

でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  住民課副課長。 

○住民課副課長（高橋正巳君） 住民課副課長、高

橋です。よろしくお願いします。 

  成果書262ページの不納欠損の割合、件数の内

訳ということでご質問いただいております。５件

のうち死亡が２件、生活保護になられた方が１件、

生活困窮の方が１件、転出された方が１件の、合

わせて５件でございます。 

  お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 課長がお話しされたこと、

普通徴収の関係ですけれども、よく分かります。

高齢者真面目だということですよね。後期高齢者
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は。そういうことで理解をします。 

  不納欠損については５件。死亡２件、生活保護

１件、困窮１件、転出１件、これ徴収というか未

納者に対する払えという、そういう徴収行為はや

れていると思うんですけれども、転出というのは

どうも理解できないんですよね。ほとんど何とい

うかこれ滞繰の分がありますけれども、それに対

する目線がいっていないんじゃないかなと思うん

で、例えこれ１万だとして、金額は今言われなか

ったけれども、転出されるということは死亡した

わけでもないし、生保を新たに受けたわけじゃな

いし、生活が困窮しているわけじゃないと。転出

するということは金があるんですよ。それを見逃

してしまうというのはどういうものなんですかね。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  国保・後期担当主査。 

○国保・後期担当主査（岡安英之君） 国保・後期

担当主査の岡安と申します。お願いいたします。 

  先ほど西村委員さんからございましたこの転出

者への徴収といいますか、納付交渉についてなん

ですが、我々としても転出の際の納付確認等行っ

ておりまして、未納の状態におかれましては早め

に納付のほうお願いしたいということはお願いを

しております。また、転出の際に電話連絡等、当

然電話番号等確認しておりますので、その後納付

がない場合においては定期的な電話催告、あるい

は文書によって催告をしているところでございま

す。 

  ただ、それでも納付が見られていないというこ

とで、順序でいえば強制徴収という方法もあろう

かと思うんですが、やはりなかなかそこまではで

きていなかったというところがございます。です

ので、今後におかれましては転出の方におかれま

しても施設に入所される方が多々多いということ

もございますので、なかなか転出される時点で財

産状況とかを細かく聞くというのがなかなか困難

な状況でございます。しかしながら、納付交渉の

やはり公平なやり方というか、公平にやっていか

なければいけないものですから、今後転出者にお

かれましては納付確認の徹底と定期的な納付交渉、

電話交渉等を行っていきたいと思いますので、ご

理解のほういただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 最後になりますが、お願い

ですけれども、徴収交渉をやっているときに転出

しそうだとかそうでないとか大体分かりますから、

それでもなおかつ未納のままで転出するときは何

かペナルティーを用意してもいいんじゃないのか

なと思います。検討をお願いします。 

  以上で終わります。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  賛成、反対討論につきましては、今決算特別委

員会が審議が終了したばかりなので、後日本会議

において改めて討論いたしたいと思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 反対討論なしと認めます。 

○委員長（丸藤栄一君） 次に、本件に対する賛成
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討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 賛成討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第36号 令和２年度宮代町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸藤栄一君） 起立多数であります。 

  よって、議案第36号 令和２年度宮代町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定されました。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３６分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３５号の審査（健康介護課） 

○委員長（丸藤栄一君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第35号 令和２年度宮代町介

護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての審

査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いします。 

○健康介護課長（井上正己君） 健康介護課長の井

上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 皆様、こんに

ちは。健康介護課副課長の稲宮と申します。どう

ぞよろしくお願いします。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 同じく、健康

介護課介護保険を担当しております主査の小林で

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ３点、質問をさせていただきます。 

  決算書の256ページ、成果書の242ページです。 

  居宅介護住宅改修費給付事業についてお伺いい

たします。 

  こちらのサービスに当たって、申請をしてから

どれぐらいで、その工事ができるかということと、

あと利用費なんですけれども、こちら全額をお支

払いしてから、そのうち返ってくれるのか、それ

とも、もう引いた額を支払いする制度になってい

るのか、各自治体で違うということなので、お伺

いをいたします。 

  次に、決算書の264ページ、成果書の251ページ

です。地域自立生活支援事業についてです。 

  こちらの高齢者等給食配食サービスの実施とい

うことなんですけれども、こちらのお弁当は１個

当たり、大体お幾らぐらいのお弁当なのか、内容

とか、どういうものなのか、ちょっとお伺いいた

します。 

  最後に、決算書の264ページ、成果書253ページ、

地域包括支援センター運営管理事業についてです。 

  こちらの地域包括支援センターについて、何か

介護やご体調のことで、お困りがあったときに、

まず役場などにご連絡すると思うんですけれども、
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そこから地域包括支援センターのほうにというこ

とで誘導されていると思うんですけれども、この

地域包括支援センターでやっていただける内容と

いうか、どの辺までのことをご対応いただけるの

か、ちょっと漠然としてしまうんですけれども。 

  というのも、介護だけなのかとか、これは受け

られるとか、何かそういうところをご相談したと

きのどのようなご対応になっているのかというこ

とを教えてください。お願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  介護保険担当主査。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 介護保険担当

主査の小林です。 

  委員さんの１問目につきまして、ご回答申し上

げます。 

  住宅改修につきましてでございます。 

  住宅改修、申請してからどれぐらいで工事が可

能かというところでございますが、私どもの標準

の期間ですと、事前の申請というのが出るのです

が、その事前に対して、１週間ぐらいで工事を開

始しても大丈夫ですというご案内をしています。 

  その通知が出ますと、お客様のほうで工事事業

者さんのほうに工事を依頼して工事をすると、そ

ういう扱いになります。 

  お支払いですが、工事が終わりましたら、お客

様が直接全額を工事事業者さんに支払う場合もご

ざいますし、工事事業者さんが役場の償還払いの

登録をしているところにつきましては、私どもが

事業者さんに９割、８割、７割をお支払いしまし

て、残りの分を利用者さんがお支払いする、そう

いう形を取っております。 

  お支払いする時期でございますが、お支払いす

る時期は月締めでやっておりまして、前月のもの

は翌月の月末25日の支払いまでには間に合いよう

に事務処理をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ２点目の質問でございますが、給食配食サービ

スの配食のお弁当の内容でございます。 

  こちらは、利用者の方には１食当たり300円と

いうことで、自己負担をいただいています。 

  こちらのお弁当の製造に当たりましては、みつ

なみ会みどりの森のほうでお願いをしておりまし

て、それをシルバー人材センターのほうに配食委

託をしているという形になりまして、１食当たり

のコストというのは、実際に今申し上げましたよ

うに300円の自己負担をいただいているところで

すが、お弁当自体としては大体おおむね１食

1,000円ぐらいかかっているというふうに聞いて

おります。 

  それから、お弁当の内容でございますが、よく

あるパックに入ったお弁当というものではなくて、

手提げ型の大きなコンテナボックスのようなもの

がありまして、その中にご飯とおかずと、それか

ら汁物、それが全部入った形になって、衛生上の

面もありますので、中にご本人がいらっしゃらな

いケースもありますので、そこに置いていけるよ

うにきちんと密閉できる、なおかつ温度の影響を

受けにくい、そういった箱に入れて、お配りをし

ております。 

  それから、３点目のご質問でございます。 

  地域包括支援センターの相談の内容でございま

すが、説明書の253ページに具体的な相談の内容

と件数が記載をしております。 

  令和２年度におきましては、全体で総合相談と

しては4,074件の相談がございました。うち、介

護保険、介護サービスに関する相談が2,700件と
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いうことで、かなりのウエートを占めているとこ

ろですが、そのほかにも様々なご相談がございま

す。 

  こちらに書いてありますように、福祉の件、そ

れから認知症の件、権利要望に関する件、それか

ら見守りなど、様々なご相談に対応できるように、

包括支援センターのほうでも、専門職ということ

で、主任介護支援専門員や保健師、社会福祉士、

こういった経験のある専門職の方を配置して、

様々な対応に、なるべく包括のほうでお応えをし

たいという考え方の下、対応をしているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） はい、塚村です。ありがと

うございました。 

  １点目なんですけれども、申請書を事業所の方

が出してから１週間ぐらいの審査期間ということ

なんですけれども、こちらはほかの自治体ではそ

の場で申請を見て、申請が済む自治体もあって、

何かそういうところだと、改修工事が早く進んで、

在宅でいらっしゃる方の危険の防止にもつながる

と思うんですけれども、そういうことは宮代町で

もできるのか、ちょっとお伺いいたします。 

  お弁当の件は、300円の自己負担ということで、

どのぐらいのお弁当の内容なのかと思ってお伺い

いたしました。 

  そのようないろんな配慮があるお弁当というこ

とで承知をいたしました。 

  最後に、この地域包括支援センターなんですけ

れども、いろいろなご相談にご対応いただいてい

て、そこでは対応できなければ、どこかにつなげ

たりとか、そういうことをしていただいていると

いうことなんですけれども、病院との連携という

のは取られているのか、どこの病院と連携を取ら

れているのか、もう一度お伺いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  介護保険担当主査。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 介護保険担当

主査の小林でございます。 

  １問目、住宅改修につきましてお答え申し上げ

ます。 

  どれぐらいの期間で対応が可能かというご質問

だったかと思います。 

  ほかの自治体では、当日の審査もあるというこ

とですが、宮代町につきましては、今のところ当

日の審査は難しいかなと思っております。 

  というのは、やはり工事の対象となる事例とい

うのは限られていますので、それが対象の工事か

どうかの確認、また見積書の確認等ございますの

で、期間のほうはなるだけ詰めて実施したいと思

っておりますが、当日受けて、その場でという形

は、まだちょっと取る体制にはなっていないとい

う状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えいたします。 

  地域包括支援センターの役割として、今ご質問

にありましたように、中にはやはり健康上の悩み

事、そういったのを相談される方も当然いらっし

ゃいます。 

  先ほど申し上げましたが、地域包括支援センタ

ーの職員に保健師もおりますので、その方のお話

を聞いて必要に応じて町内の医療機関をご紹介す

るケースもございますし、また内容によって専門

の外来というか、診察の部署が必要な場合などに

は、それなりの町外の大きな病院、そういったと
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ころも町内の医療機関で対応し切れない場合には、

町外の医療機関をご紹介するケースもございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ありがとうござ

いました。 

  １点目の改修工事なんですけれども、なるべく

日にちを短くしていただけるようなご検討をいた

だけるということで承知をいたしました。 

  あと、費用についてなんですけれども、こちら

も大きな費用を、一時だとしてもご負担されるの

は負担があると思うので、町と事業者の間で、そ

のような、そこでの支払いは、例えば１割とか２

割でご利用者様が済むような体制を整えていただ

けるようにお願いいたします。 

  あと、地域包括支援センターの内容なんですけ

れども、町内や町外の病院とも連携しているとい

うことで、例えば訪問医療なども、そういうのも

含めてご紹介をしていただけるということでよろ

しいですか。 

〔発言する人あり〕 

○委員（塚村香織君） はい、分かりました。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ちょっと細かい質問で申し訳ないんですけれど

も、２点ほどお願いいたします。 

  まず、１点目ですが、居宅介護サービス給付事

業の中で、決算書では254ページ、説明書では240

ページになります。 

  それから、２問目なんですが、同じく決算書で

は256ページ、説明書では243ページになります。

介護予防サービス給付事業についてになります。 

  最初の１問目なんですけれども、説明書の240

ページの上のほうの表になります。主な実施内容

ということで表が出ているわけなんですけれども、

下のほうで通所サービスと短期入所サービスがと

ても数が多く減ってしまっているということにな

っているんですけれども、これについての内容、

その見解が、もしの町のほうでありましたらお願

いいたします。 

  同じように、２問目も説明書の243ページにな

るんですが、介護予防サービス給付事業の中の主

な実施内容ということで、表組の中に訪問サービ

ス、通所サービス、短期入所サービスとあるんで

すが、やはり通所サービスのほうが減っておりま

して、訪問サービスに関しましては、30年度から

元年度は16増えて、元年度から２年度にかけては、

一気に43増えて、122になっているんですが、こ

の件についても、町のほうではどのような見解を

されているかお聞きいたします。 

  以上、２点です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えいたします。 

  居宅介護サービス給付事業、そして介護予防サ

ービス給付事業におきまして、今委員さんのご質

問にありましたように、令和元年度と比べまして、

件数のほうが減少をいたしております。 

  この原因ということを分析いたしますと、やは

りこの新型コロナウイルス感染症の拡大、こうい

ったことが大きな要因ではないかというふうに考

えております。 

  昨年の２月ぐらいから新型コロナウイルスの影

響というのが大きく出始めまして、かなり感染者

数が増えたという状況を踏まえて、令和２年度４

月以降、やはりこういった、特に通所系のサービ

ス、それから訪問系のサービスについては、やは
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り外出を控えるとか、そういったサービスの利用

を控えるといった傾向が見られますことから、こ

ういった形で両方の事業において件数が減ってき

ているんではないかなというふうに考えていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  介護保険担当主査。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 介護保険担当

主査の小林でございます。 

  介護予防サービス給付事業につきまして、逆に

訪問サービスのところが若干増えている状況とい

うところでございますが、これもコロナ禍の影響

という部分で推測するところなんですが、やはり

通所で伺うというところは、自分でサービスをコ

ントロールしているという部分があると思うんで

すが、来てもらって、訪問看護の回数を少なくす

るというのは、なかなか自分でコントロールしづ

らいところというところもございますので、そこ

は影響がなく、必要な部分は必要なだけ使ってい

た、そういった傾向があったのではないかと分析

しております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） はい、ありがとうござい

ます。 

  まず、１問目なんですけれども、表を見て、大

体コロナ禍の影響ということも考えられるんです

けれども、それ以外でも、やはり通所するのが大

変になってしまう方が出てきているということも

あるのではないのかなと思うんですよ。 

  ２問目のほうでも、やっぱり表の中で年々訪問

サービスのほうに人が増えていってしまっている

ということがあると思うんです。 

  やはり前年度から比べて、要介護等認定者が46

名増えているということもあります。 

  今回の居宅介護サービス給付事業は、前年度に

比べて約2,480万円も増えているんですよね。 

  やはりどんどん厳しくなっていくのではないか

なということを踏まえまして、町としてはどのよ

うな対策を考えているかをお聞きいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  今お話のありましたように、コロナ禍の影響と

いうのも、こちらでお話させていただとおりある

かと思うんですが、確かに年々介護の認定者の方

が増えていっている。さらに、介護の要介護度も

上がってきているということが、やはり高齢化に

伴いまして考えられるというふうに思っておりま

す。 

  そこで、町としての対策でございますが、やは

り要介護にならない、あるいは要支援にならない

という状況をつくるために、やはり介護予防とい

うのがこれから町として力を入れていかなければ

ならない大きな一つの事業であるいうふうに考え

ております。 

  また、現在こういったコロナ禍の中で、高齢者

の方もなかなか外出を控えてご自宅のほうに閉じ

籠もってしまう方も多いという状況も聞いており

ますので、そこで簡単な運動ですとか、そういっ

たことを通じて、より介護にならない、元気がつ

くような形で過ごしていただけるような介護予防

の事業について力を入れていくようにしなければ

いけないというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） はい、ありがとうござい

ます。 
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  本当に、説明書の227ページの大体中央のとこ

ろにも書いてありますように、やはりこういう介

護予防リーダーの育成とか、地域交流サロンとか、

それから高齢者の閉じ籠もり防止及び高齢者の元

気アップを目的とした地域の居場所づくりの支援

というふうに書いてあります。 

  本当にこういったものを、今後ともしっかりと

運営していただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  ２点、お願いいたします。 

  説明書の227ページ、成果の中ぐらいに、地域

交流サロンに対して、高齢者等の閉じ籠もり防止

及び高齢者の元気アップを目的とした地域の居場

所づくりへの支援を行いましたということで、

様々な支援をしていただいた年だと思います。 

  集会所の利用金額なども出していただいたりし

たんですが、ちょっと町の考え方をお聞きしたい

んですが、このコロナ禍が長く続いていまして、

地域サロンがはっきり言って開催できないときが

多いんです。 

  計画しても、宣言が出てしまうと、やっている

ところもあるんですが、中止にして、この１年半、

かなり参加されていた方の健康が確かに悪くなっ

ている、外に出ない、それがはっきり言って顕著

に表れているんです。 

  そういうところを、今後どう考えていただくの

かと思って、やっとできるようになってから、外

で地域の遊園地みたいなところで、児童公園とか

で集まったりして体操したりとかしたりしたんで

すけれども、確実に体力が落ちている、やっぱり

おしゃべりができる、何か学べるということがで

きないので、じゃ変な話、安否確認でもといって、

ちょっとごみを拾いながら集まるとかということ

もしているんですけれども、やっぱりそこを町と

して、やっぱり安全とか考えながら、そしてワク

チン接種も進みましたが、やっぱり打っていない

方も尊重すると、なかなか集まることが難しい、

あと集会所が20人程度なんですね、今の規約にな

ってしまうと。そういうところで、それ以上集ま

ると、例えば民生委員さんとか、皆さんに一緒に

なってもらいたいと思っても、25人ぐらいいると

ころなどは、もうこれ以上入れない状況というと

ころもあるので、そこを町はちょっとどう考えて

いるのかお聞かせいただいて、高齢者が元気でい

られるように望むものですので、お願いいたしま

す。 

  それと、同じく28ページ、地域交流サロン事業、

第４次総合計画のほうだと思うんですけれども、

こちら３か所が活動が終わったということなんで

すが、去年、一つ気になったことがありまして、

広報紙に新しい団体が載ったんですが、その団体

の募集が女性のみというところがあったんですね。

女性は大体参加するんですけれども、男性の参加

が少なくて、入ってもらいたいと思っているんで

すけれども、女性だけというものを、このサロン

で、女性だけでもいいのかもしれないんですが、

地域みんなのサロンということを考えると、そこ

を認めたことはなぜなのかということをお聞きい

たします。 

  あと、また31ページの介護予防・健康づくり活

動支援事業なんですが、先ほども委員からもあり

ましたいきいきプラザ（プラザサポーターの養成）

とかもずっとやっていただいております。 

  それで、参加した人の、ちょっと何人かから意

見をいただいているんですが、町の取組が積極的、

あと職員も一生懸命やってくださっている、入っ

ている方も一生懸命なんですが、町のために協力
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したいと思うことで参加する人たちが、ちょっと

負担に感じるようなことも多くて、例えばＬＩＮ

Ｅが１日に何十通も届くとか、そうすると多くの

人がサポーター養成講座を受けて、町に協力して

いる体制が取れなくなってしまうんじゃないかと

いうご意見がちょっと何人かからいただいており

ます。 

  その辺を、一生懸命やっていただくのはありが

たいことなんですが、幅を広げるという意味で、

もう少し考えていただくことが必要じゃないかな

と思って、そういう声が町に届いているかどうか

分からないのでお聞きします。 

  以上、３点になります。お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ご質問にお答えをいたします。 

  まず、地域交流サロンについて、町としての支

援ということでございますが、説明書の28ページ、

29ページに地域交流サロン支援事業として記載を

しておりますが、こういったコロナ禍の影響も踏

まえまして、令和２年度におきましては、サロン

のほうが３つ終了いたしております。 

  新たに１つ開設されてはおるんですが、３か所

活動が終了したため、28か所の、今、数というふ

うになっております。 

  なかなかこういったコロナ禍の影響を受けて、

皆さんで集まってお茶を飲んだり、お菓子を食べ

たり、ご飯を食べたり、そういったことが難しい

状況の中で活動が縮小してしまっているという状

況は、町でも皆さんのほうから話を聞いて把握は

しております。 

  そういった中で、町として、サロンに対して活

動の支援をどういうふうにやっていけるかという

ところでございますが、まず１つ目として、定期

的なんですけれども、町のほうでサロンの開催状

況、どこのサロンがいつ、どういうふうにやって

いるか、あるいはどこのサロンは今お休みしてい

ますよとか、そういったものをまとめた資料を、

１か月か、２か月に一遍程度、役場のほうで調査

をしまして、皆さんにお送りをしております。 

  そうすると、なかなかサロンのほうも開催に踏

み切れなかったようなサロンでも、ここではやっ

ているだとか、どうやっているんだろかな、こう

いうふうにやればサロンもできるのかなとか、そ

ういったお話を聞いたときに、こちらのほうから

アドバイスを差し上げて、事例をしてご紹介をし

ているところがございます。 

  最新の調査によりますと、全体で28か所あるサ

ロンの中で、今およそ３分の１程度が活動をして

いる状況でございます。 

  皆様、いろいろご苦労はされているようなんで

すけれども、そういった中で、新型コロナ対策に

工夫をしながら、約３分の１のサロンが活動して

いるというような状況でございます。 

  また、同様に補助金の活用というのもございま

して、地域のふれあい居場所づくり支援事業補助

金、こういったものがサロンに対して交付もでき

ますので、新しくこういうことをやりたいなとか、

コロナの中でもこんなことができるのかな、ある

いはコロナの対策用の衛生用品ですとか、対策用

品、そういったものについても、町のほうで補助

できる、こういった補助金がございますので、そ

ういったＰＲをしていっております。 

  また、今後につきましては、例えば以前はサロ

ン連絡会を開催していたんですが、令和元年度は

実施をしていたんですが、残念ながら令和２年度

は新型コロナの影響がございまして開催はできま

せんでした。 



－３１３－ 

  本来ですと、こういった中でサロン同士の情報

共有、あるいは町からの情報提供、そういったも

のができればなというふうに考えて、非常に意義

のあるものかなと思っているんですが、ちょっと

現在なかなか開催が難しいという状況でございま

して、今年度できるかどうかについては、ちょっ

とまだ未定ではございますが、もし可能であれば、

こういった機会も踏まえて、皆さんに情報交換、

情報提供をしていきたいというふうに考えており

ます。 

  それから、女性だけのサロンについてのお話で

ございます。 

  広報みやしろのほうに、毎月サロンのご紹介を

写真入りで簡単なコメントを入れさせていただい

て紹介をさせていただいています。 

  その中で、参加を希望される方はお声がけくだ

さいとあるんですが、確かに条件の中でどなたで

も大丈夫ですというところもあれば、女性だけと

いうような話も中にはございます。 

  これはやはりサロンの開催する方、活動する方

で、どうしてもそういったご希望が強くあります

と、本来ですと男性も女性も含めて皆さんに参加

していただけるサロンがいいのかなと思うんです

が、やはりそのサロンのご希望ということで女性

だけでやりたいというところも中にはございます

ので、それをこちらのほうでできませんというこ

とはちょっとなかなか難しい状況ですので、その

ような形になっているところでおりますが、理想

とすると、やはり男性、女性皆さん入って、ただ、

中にはやはり女性の多い中には男性では入りにく

いとか、女性だけでやりたいといった方もいらっ

しゃるというお話も聞いておりますので、なかな

かちょっと難しい問題ではあるのかなというふう

に考えております。 

  それから、介護予防健康づくり活動支援事業、

説明書の31ページでございます。 

  プラザサポーターの養成でございますが、こち

らたしか皆さん一生懸命やっていただいておりま

して、すごく熱心に取り組んでいただいていると

ころでございます。 

  ただ、今おっしゃられたように、中にはご負担

に感じていらっしゃるというお話がございました

が、ちょっとそこら辺の細かい皆さんのお気持ち

については、ちょっと町のほうではそこまで把握

はしていないところですので、今後、皆さんのほ

うにちょっとご意見を伺うような機会を設けて、

プラザサポーターとして活躍されている方、ある

いは、今後なろうかなと考えている方について、

どんなことを困っているか、どんなことを考えて

らっしゃるか、あるいは要望されているかという

のを広く聞いて、それを今後のプラザサポーター

の養成に反映していきたいなというふうに思って

おります。 

  あと一つ、プラザサポーターの関係では、ある

程度の人数の方、令和２年度末ですと、48名の方

がなっていただいているんですが、なかなか新し

い次の担い手というか、プラザサポーターさんの

成り手というのが伸び悩んできている状況ではあ

りますので、それについての今後の対策というの

を町として考えなければいけないかなというふう

に感じております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。ありがとうござ

います。 

  本当は、令和２年度の健康介護課には、本当に

いろいろ対処していただいて、配布物も福祉協議

会と連携してたくさんいただいたりして、何かサ

ロンをしているものとしてはすごくありがたくし

ているんですけれども、それを生かせる、みんな
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でできる機会というのがあって、こんなに長く続

くと思っていなかったというか、この新型コロナ

の影響なんですけれども、だから、これからどう

やってって、でもやっぱりこのサロンは必要だな

と物すごく感じているんです。 

  先ほど申しましたように、集会所も前はたくさ

ん人数が入れたのが、本当20人ぐらいなので、や

っぱり小さいところを、私は和戸ですけれども、

例えばまだ和戸は１か所ですけれども、毎日誰か

がやってくれている、開催しているような回数、

何か小さいのがいっぱいできるような、何かそう

いう感じで、町のほうも、何か地域と一体になっ

てやってくださると、だから、もう今までみたい

に、私もほかのサロンとかもお邪魔させてもらっ

てみたんですけれども、50人とか、民生委員さん

が一生懸命手伝っているところもあったりして、

だけどそういうことが人数的にできなくなってし

まいますので、小さいものをいっぱい、それで先

ほどご答弁いただきましたけれども、女性だけと

いうのも、私も、一応町のサロンという形なって

るのに、ちょっと引っかかったところもあります

けれども、確かに女性ばっかりのところは入りに

くいので、多分、入って、男性がなかなか増えな

いのも原因なので、そういう面ではやはり小さな

サロンがたくさんどこにもあって、本当に毎日で

もここのサロンに行きたいといったときに行ける

ような、何かそういうシステムみたいなものをつ

くっていただいたとすれば、回数も行けたり、身

近なものになるのかな、今までとは違うのがなる

のかなと思うんだけど、そういうところのちょっ

とお考えをお聞かせください。 

  あと、プラザサポーターです、31ページの。 

  一生懸命皆さんやってくださっているんですけ

れども、やっぱり皆さんがすごく時間がある人た

ちばかりではなくて、働きながらも何か町のため

にとか、何かこう、気持ちよく参加して、それを

町に生かしたい、だから、10あって、３つしかで

きなくてもやりたい、何かそういう参加する人が

100％力を出せる人もいれば、お休みの日１日だ

けでもちょっと協力したいとか、何かそういう伸

びしろというのかな、何かこう広く、みんなが協

力体制できるような体制にしていってくれたらい

いかなと、今ちょっと数が伸び悩んでいるとご答

弁でいただいたんですけれども、ちょっと考えて

いただく時期になっているのかと思います。その

辺何かちょっとご答弁お願いします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  まず、サロンの関係でございますが、１つは人

数の問題でございます。 

  今、町内では28のサロンがございますが、やは

りそのサロンによって人数というのは様々です。 

  これは、やはりその利用できる場所の問題もあ

るかと思うんですが、少ないということですと10

名程度で活動していらっしゃるサロンもございま

すし、多いところですと40人、50人、大体恐らく

平均しますと20人前後が多いのかなというふうに

お聞きしております。 

  もし人数が増えてしまった場合なんですが、ど

うしても地元の集会所ですと、キャパの問題があ

って難しいという声もお聞きしておるところでご

ざいます。 

  ただ単に人数増やすということであれば、公民

館ですとか、進修館とか、そういったところも使

えますが、なかなかちょっと地域から離れてしま

うと難しいなというところはあるかと思うんです。 

  そういった進修館を使う場合などですと、場所
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的には遠いんですが、利用料については、先ほど

も申し上げました地域のふれあい場所づくり支援

事業費補助金、こちらで施設利用料の補助なども

できますので、そういったところも参考に、毎回

でなくても、何回かに一遍とか、ちょっと大きな

会場でやるといった方法もあるのかなという形で、

今後はご相談に応じていきたいというふうに思っ

ております。 

  それから、サロンの今後におきまして、こうい

った形でサロンを多く開設していただいて、皆さ

んに居場所づくりとして利用していただいて、お

しゃべりをしたりして、元気づくり、健康づくり

に生かしていただくということ、非常に大切だと

いうふうに考えておりますので、新たなサロンの

発掘というのも、こういったコロナ禍ではありま

すが重要であるというふうに考えております。 

  そのため、地域支え合い講座というのを、以前、

令和元年度までは開設していたんですが、やはり

ちょっとコロナ禍の影響がありまして、令和２年

度は難しいちょっと状況がございますので、今後

の地域交流サロンの立ち上げのキーマンを育成す

るためのこういった地域支え講座というのを、ち

ょっと状況を見ながら積極的に開設をしていきた

いなというふうに考えております。 

  それから、もう１点目のプラザサポーターの関

係でございます。 

  皆さん熱心に活動をしていらっしゃっていると

ころなんですが、ちょっと先ほども申し上げまし

たように、なかなか負担に感じていらっしゃると

ころがいて、一歩、なかなか出にくいといったふ

うな方もいらっしゃるということでございます。 

  また、先ほどサロンのところで、男性、女性の

話も出ましたが、やはりこのプラザサポーターを

投じてのいきいき100歳体操というと、どうして

も女性の方が、プラザサポーターさんも含めて、

参加する方も多いという現状がございますが、な

るべく今後男性の方にも、こういったプラザサポ

ーターというところにも積極的に参加をしていた

だいて、地域の男性の方にも参加していただける

ような、そういったいきいき100歳体操が進めら

れるといいんじゃないかなというふうに考えてお

りますんで、ちょっとそういったことも踏まえて、

今後検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山です。ありがとうござ

います。 

  サロンの形、いろいろ考えていただいて、本当

に必要な、本当に感じていますので、よろしくお

願いします。 

  それと、プラザサポーターなんですが、実際サ

ロンには、今はちょっとできていないんですけれ

ども、１回は、みんなとお話したり、歌を歌った

りなんですけれども、１回はやっぱり100歳体操

で、プラザサポーターさんの方に来ていただいて

いるんですけれども男性なんですね。 

  それですごく上手で、本当体が動いて、本当す

ごい皆さんその方がすごく教えてくださるのを楽

しみにしているんですね。だから、本当男性のサ

ポーターさんも増やしていただいて、すごくいい

なって、実際思っている立場なので、声がけをさ

れてつくっていただくとすごくありがたいと思い

ます。 

  気楽に、やっぱりサロンは女性が多かったりも

するけれども、丁寧に、その人の体に合わせてと

いうことをしっかり多分サポーターさんとしてし

っかり学ばれた方だと思うんですよね。 

  だからきっちりやって、かなり体も柔らかくな

ったりもしますので、これから男性のサポーター

さんを育成するということもちょっと考えていた
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だきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 簡単な質問だけ、１つお

願いしたいと思います。 

  前段の質問者にもあったかもしれませんけれど

も、介護予防、この問題でちょっと考え方を聞か

せてもらいたいと思うんですけれども。 

  介護予防というのは、確かに大事なことだと思

います。 

  予算書にもあるようですが、それは大変喜ばし

いことだと思います。 

  私が聞きたいのは、予防をやりながら介護認定、

もうちょっと行けそうな人、この対策が大事だと

思います。 

  予防の講習を受けても、たまにやるだけでしょ

うけれども、介護認定に、なぜそんなことを言う

かというと、私、今ちょうど同じような経験があ

るんですけれども、介護認定受けようかなと思う

ことあります。 

  そうすると、また町の予算も大変ですよね。多

く認定者が増えると。本人も大変。本来なら介護

認定にはなりたくないわけです。だから、その予

防というかな、いろいろ本人も努力している人い

っぱいいると思いますが、その介護に行くまでの

予防というかな、その運動をやってくれるような

ことを町はやらないのかどうか。 

  一般的に業者がやっていますよね。ただ、業者

だと物すごい金もかかるし、その業者のところに

行くと期日も決められてしまう、なかなか大変。

その仕事も持っているというか、何かやっている

人でもなかなかいけませんよね。 

  ですから、町として介護認定を増やさないため

の何か工夫を考えてもらいたいなと思うわけです

けれども、何かないかどうか、何かあるかどうか。 

  ただ、予防の運動じゃなくて、介護の寸前の人、

その対策、町もやるべきだと思うんですよ。 

  それ、何か考えているどうか。それがあったら、

もしお願いしたいと。 

  そういう人、結構いると思います。私もつえを

ついて歩いていますけれども、結構町でもいます

よね、杖をついて歩いている人。私、２人ぐらい

に言ったかな、私と同じですね、これはって。介

護にはなりたくないし、介護にならないほうがい

いもんねと言うんですよね。 

  その対策何か考えたほうがいいかなと、私も感

じましたので、何か考えるかどうか、考えないの

なら考えないで結構です。また自分で努力する以

外ないんだからね。どう考えているか、ちょっと

考え方について教えてもらいたいと思うんです。

よろしく、１点だけです。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  ただいまの質問にお答えをいたします。 

  介護予防の重要性というのは、先ほどご説明を

させていただきましたように、非常に重要なもの

というふうに認識をしておりまして、町では、い

きいき100歳体操、それからきらきら体操などを

進めていただいて、あるいはサロンの中で、ある

いは健康団体の中で、様々な運動体操をしていた

だくように進めているところでございます。 

  今、小河原委員のお話にありましたように、あ

る程度、体を動かせる方については、そういった

体操もできるというふうにあるんですが、確かに

要介護の一歩手前の方というか、何とか体は動く

けれどもちょっと運動まではどうかなという方も

多くいらっしゃると思います。 
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  そういった方には、例えば、要介護の認定を受

ける段階の一歩手前として、要支援といった認定

もございまして、そこで要支援の認定を受けてい

ただければ、例えば、地域包括支援センターなど

でご相談を受けて、その方に合った体を動かすた

めのメニューを考えて、実際にそういったところ

の事業所に行って、その方に合ったメニューで体

を動かすことができると、そういったプランの作

成というのもできますので、ある程度、ちょっと

体を大きく動かすのは無理だなという方でも、町

のほうでご相談をいただければ、要支援の認定も

含めて、そういった形で運動できる機会というの

を、ご相談に応じて提供できればなというふうに

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 分かりました。よろしく

お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。それでは、幾つ

か質問させていただきます。 

  最初に、227ページ、この中で、65歳以上の第

１号被保険者は１万982人と書いてあるんですけ

れども、この238ページの介護保険の第１号被保

険者数は１万1,025人ということは43人は65歳以

下だったのか、どこに入っているのか、その43人、

どこに入っているのか教えていただきたい。 

  それと、第１段階から第11段階まで載っていま

す。これの保険徴収料、保険というか、収入別で

なっているんだと思いますけれども、この収入別

の第１段階から第11段階までの収入別を教えてい

ただきたい。 

  それと同時に、平均保険料は幾らだったのか。

私が計算したら５万8,000円くらいになるんかな

という感じがするんですけれども、それのところ

で全体的な保険料というのは平均どのくらいにな

るのか、教えていただきたい。 

  それと、227ページの中で、第２号被保険者数

認定者数、総認定者数は1,751人となっているん

ですけれども、239ページの一番下の表を見ると、

新規申請者が412人、更新申請者が702人、変更申

請者が163人、合わせて1,277人になっているんで

すけれども、474人、認定者数が合わないんです

けれども、その辺のところはどうなっているのか、

教えていただきたいというのがあります。 

  それと、この決算の中で、国のほうでは３年に

一度の改正があったと思うんですけれども、その

提案として、食事と居住費の負担増を打ち出して

いるんですよ。そのとき、120万円を超える場合

の自己負担額を２万2,000円増やすということで

なっていたんですけれども、でも今年の８月から

介護保険料、どうなっているんかというと、この

間の新聞に載っていたんですけれども、資産要件

を変えたということで、今まで1,000万円だった

のが、単身でですよ、夫婦で2,000万だったのが、

単身で500万から650万円、夫婦で1,500万から

1,650万円。それで、最大どのくらい跳ね上がっ

たのかというと、利用料が６万9,000円だってい

うことで言われているんですよ。 

  宮代町でどのくらいの介護の利用料というんで

すか、跳ね上がっているのか、教えていただきた

い。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  お答えをいたします。 

  まず、１点目の質問でございますが、被保険者
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の数でございます。 

  今、ご質問にありましたように、説明書の227

ページでは１万982名ということで、上から３行

目のところに記載をいたしております。これは、

ちなみに65歳以上の第１号の被保険者の方の人数

でございます。 

  これに対して、２ページ後の229ページの上段

では、被保険者の数が１万1,023人となっており

まして……。 

〔発言する人あり〕 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 失礼いたしま

した。 

  238ページの被保険者数１万1,025人というのは、

こちらはあくまでも保険料の賦課対象の人数とい

うことで差が生じているものでございます。 

  それから、認定者の質問についてお答えをいた

します。 

  説明書の227ページのところには、上から５行

目です、第２号被保険者を含む総認定者数が

1,751人と記載はいたしております。そして、説

明書の239ページの下のところ、認定調査事業の

ほうでは1,277名ということで人数が違っており

ます。 

  これは、あくまでも最初に申し上げました数字

は、介護保険の中での認定者数でございまして、

1,277人というのは新規と更新の人数でございま

すので、令和２年度中に新しく申請された方、そ

して更新された方の人数ですので、特に更新の該

当のなかった方については、この数には含まれて

おりませんので、差が生じているというところで

ございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  介護保険担当主査。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 介護保険担当

の小林でございます。 

  平均という保険料の出し方は、今のところつく

っていないのですが、基本的に介護保険の保険料

は、令和２年度までは基本、年間の月額というの

をご用意しています。それが基準額で５万5,500

円、これが１人当たり年間の基準額、この基準額

を基に、収入のある人はより多く、収入の少ない

人はより少なくという形で保険料を設定しており

ますので、ご理解いただければと思います。 

  では、続けて、限度額認定のお話につきまして

ご質問がございました。 

  今年の８月から変更になったものでございまし

て、今８月時点のもの、手元に集計してございま

せんので、もし今年の８月時点ということであれ

ば、また改めてご用意してご回答したいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 集計上の問題で、こちらま

ず最初に言いますけれども、227ページでは第１

号被保険者は１万982人で、43人の差があるんで

すけれども、それのところの差というのはどうい

うふうに出てくるんですか。分からないんだけれ

ども、その辺の意味が。なぜこういうふうに差が

出てくるのか。 

  だって、こっちには介護保険料、第１号被保険

者、65歳以上の方と書いてあるんですよ。65歳以

上だから、65歳以下の人もいるわけですよね。そ

ういう人が43名いるということなんですか。 

  引き算すると43になるんですけれども、どこの

部分、第１段階、第11段階、どこの部分にその人

が入っているのか、教えていただきたいというこ

とを言ったんですよ。 

  それと、段階層の何段階、何段階というんです

けれども、これ、収入別で考えられているんだと
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思うんですけれども、その収入別の金額を言って

くださいということで言っているんですよ。 

  あと、最後に言ったやつは、申請、介護認定者、

こちらの表では1,277人、こちらの言っている227

ページで言っている人とマイナス474人いるんで

すけれども、これは今まで受けていた人というこ

とで受け止めてよろしいんでしょうか。それプラ

ス新しく申請した人が。 

  でも、ここには変更、申請した数、更新だとか、

新規と書いてあるんですよね。 

  それと合わないというのが。 

  更新というのは、今まで受けていた人ですよね。 

  合わないですけれども、数が、間違いなんでし

ょうか。 

  もう一度お願いします。まず、そこからお願い

します。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。 

  まず、被保険者の人数でございます。１万982

人と１万1,025人の差というところでございます

が、あくまでも最初の982というのは３月末での

被保険者数という数字が１万982名となっており

ます。 

  そして、１万1,025人というのは、あくまでも

これは賦課の対象者ということになりますので

……。 

〔発言する人あり〕 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） そうですね。

そこでの差が生じているというところでございま

す。 

  賦課につきましては、当然ながらその年度中に

転出ですとか、死亡とか、そういったものもあり

ますので、人数に差が出るものというふうに理解

をしていただければと思います。 

  それから、認定者の数のところでございますが、

認定調査事業の中での申請数は1,277名と少ない

数字になっておりますが、これは先ほど申し上げ

ました、あくまでも昨年の、令和２年度中の１年

間の中で申請があった数ということでございます。 

  中には、認定の有効期限というのが２年の方と

かもいらっしゃいますので、そういった方につい

ては、場合によっては、この２年度中に申請がな

いというケースもありますので、そういったとこ

ろで数が少ないというふうにお考えいただければ

と思います。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  介護保険担当主査。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 保険料につき

まして答弁させていただきます。 

  先ほど申しました第１段階から第11段階の考え

方でございますけれども、第１段階のほうが保険

料のお安い方、第11段階のほうが保険料がお高い

方で段階別になっています。 

  これは段階ですので、非課税世帯である方がど

ちら側になるか、合計所得金額が幾らでどちらに

なるか、そういった形になっています。 

  基本的には、第１段階の人が生活保護の方、ま

た住民税非課税世帯で前年度の合計額が80万円以

下と、そういった形で段階別に保険料が決まって

いるものでございます。 

  この保険料の段階別の人数は、説明書等に記載

があるところなんですが、段階別にこの収納状況

というのは、今のところ手元のほうで集計を取っ

ていないので、この場でお答えすることができな

くて申し訳ございません。 

  以上でございます。 

〔発言する人あり〕 

○介護保険担当主査（小林和政君） 大変失礼いた
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しました。 

  ご質問の趣旨が、各所得段階の年間の保険料額

ということでお答え申し上げます。 

  去年の７期のものでございますけれども、基準

額から申し上げます。基準額は先ほど申し上げま

した。申し訳ございません。 

  第１段階が税額のほうが、保険料額が年間で１

万7,500円、第２段階が２万9,200円、第３段階が

４万900円、第４段階が４万9,700円、第５段階が、

いわゆる基準額でございまして、こちらが５万

8,500円、第６段階が６万7,300円、第７段階が７

万6,100円、第８段階が８万7,800円、第９段階が

９万9,500円、第10段階が10万5,400円、第11段階

が11万1,200円、以上の11段階で保険料のほうを

設定してございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 基準額となる第５段階が５

万8,500円と言いましたよね。この５万5,500円と

の差というのは、基準額と違いというのは。 

○委員長（丸藤栄一君） 介護保険担当主査。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 第１問目にお

答えしたところが言い誤りでございました。大変

失礼いたしました。 

〔発言する人あり〕 

○介護保険担当主査（小林和政君） １番目の基準

額５万8,500円でございます。大変失礼いたしま

した。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 大変分かりました。 

  基準額が５万8,500円ということで、大変お高

くなっているなという感じがします。 

  第11段階11万1,200円、そういう段階も含まれ

てありますよということで分かりました。 

  それと、認定事業、これについては、新しく認

定された数が1,277人ということは、474人、これ

最初のやつがあったから、１年間を通してという

ことを含めて、全部で認定者数は227ページに書

いてある１万7,051人で正解ということでよろし

いんですね。今年、令和２年は。 

  何だか、その辺のところがちょっと分からない

ですよ。 

  474人の差があるから、何でこんなに差がある

のと、新しく認定した方。 

  ということは、474人は、今まで伺った人、２

年で契約だとか、３年契約だか分かりませんけれ

ども、そういう人も含めている、最初に言ったよ

うな1,751人でよろしいんですね。含めた数とい

うことで。 

  だから、そういう人たちが474人いるというこ

とですね。数が合わないから。そういう人たちも

含めてということになると、正解は重複したとし

ても。意味がちょっと分からないんでね。 

  だから、新しく１年間で受けた人が1,277人、

介護の申請した人が。そのほかに２年とかそうい

うのがいるということですよね。 

  含めた数が1,751人だということですよね。分

かりました。 

〔発言する人あり〕 

○委員（山下秋夫君） だから、その辺のところを

確認したんですけれども、いいですねということ

で確認です、これは。 

〔発言する人あり〕 

○委員（山下秋夫君） お願いします。 

  認定者数については、分かりました、いろいろ

と。 

  それ、１点だけお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 人数の関係で答弁お願い

します。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副
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課長の稲宮でございます。 

  認定調査事業の中での1,277人という数字でご

ざいますが、こちらはあくまでも申請に伴って調

査を実施した人数ということでございますので、

認定を受けていらっしゃる方、全員がその年度の

中で認定調査を受けるわけではありませんので、

差が生じているものでございます。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） あと、制度改正の問題なん

ですけれども、今年の８月から変わったと思うん

ですけれども、後でこれは教えていただけるんで

しょうか。 

  お願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 介護保険担当主査。 

○介護保険担当主査（小林和政君） 申し訳ござい

ません。 

  ８月の集計、まだできていないので、集計が終

わり次第、ご提供できると思います。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  西村委員。 

○委員（西村茂久君） ２点、お願いします。 

  まず、前段で質問がかなり入ったんですけれど

も、地域交流サロンの支援事業の関係です。説明

書28ページです。 

  これ、答弁を聞いておりますと、どうも役所的

な発想が入って、本当に地域交流サロンというの

がどういうものだか、ちょっと私のほうから見て

理解に苦しむんですよ。 

  数字的には１つ増えて、３つ活動も終了という

ことになって、数的にはそう大きな変化はない、

28か所なんですけれども。もともとこのページに

あるスマートフォン体験会、距離を取って体操、

こういう交流サロンは恐らく長続きしないと思い

ます。 

  交流サロンというのは、あくまで、いつでも、

誰でもが入ってきて、それでいつでも、誰もが出

られるという、そういうものであって、メニュー

化されて、そのメニューを皆さん一緒になってと

いうのは、非常に嫌がられるんですよ。 

  現在、28か所のところは、これは規模について

は10名のところもあるし、最大で40名のところも

あるという、平均すれば20人ぐらいだと、こうい

うご説明があったんですが、大体こういう今ある

28か所の交流サロンというのは、月に何回ぐらい

やっているんですか。 

  それから、定員はさっき数がありましたから、

これはいいですよね。 

  地区外から、出入りする、参加するということ

を、どの程度認めているのか、それからスタッフ

の男女の問題があったんですが、これは私も何と

も言えないですけれども、来るお客さんというの

は、大体男女がほぼ均等なんですよね。場所によ

っても違うんでしょうけれども、大体均等です。 

  そういう中で、じゃ、スタッフも男と女、半々

ぐらいにすればいいというものでもないんです。 

  やっぱりスタッフは、女性のほうが非常にやり

やすい。どういう内容でサロンをやるかにもよる

んですけれども、そういう意味において、何とい

っても、行って楽しいと思わないと、来る人が長

続きしないし、その中でいろいろどうでもいいよ

うな話を、会話をして、お互いを確認し合う、高

齢者もいれば、子供も入ってもオーケーと、こう

いうふうな感じで、世代間の交流も含めてできる、

門戸を開いておくという、そういうことも大事な

んですよね。 

  がちっとしたもので、交流サロンをやっても、

なかなかいかないし、もう一つは高齢化が進行し

ているから、スタッフはその高齢化と、令和２年

の場合は、コロナ禍が完全にスタッフというか、
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交流サロン、それ自身のかなり影響を与えてしま

って、やめるところが出てしまったという。やっ

ているところも半分、これはコロナ中断という。

でも永久的にこのサロン事業はやりませんという

ところが、発祥の、一番最初にやったところから

出たということは、かなりこれは痛手なんですよ

ね。 

  交流サロンの在り方について、あえて聞きます

けれども、月に１回ぐらいやっても、これは交流

サロンじゃないんですよ。最低週１回やって、初

めてこの交流サロンというのは意味があるんで、

健康サークルでできることは、健康サークルでや

っているんですよね、週１回ぐらい。 

  だから、そういうことを考えると、この交流サ

ロンの考え方というのは、町のほうがお考えにな

っているようなものではない、その点について、

統計的に月に何回やっていますか。それから地区

外のあれについてどうですかについて、ちょっと

答えてください。 

  それから、もう一つは、これは監査委員会の審

査意見にも出ているんですけれども、ページ的に

言うと、何ページになりますか、今まで出ている

やつですけれども、ちょっと待ってくださいね。 

  要するに、要介護状態にならないよう、介護予

防に力を入れるということを、かなり全体として

審査意見の中では出ているんです。 

  それはそれで別に問題はないんですけれども、

実際の内容を見ますと、なかなか出てこない。介

護予防サービス給付事業、これを見ますと、利用

者の数というのは、コロナ禍の影響で出ているこ

とですからいいんですけれども、要支援の認定者

が要介護に移らないように、このサービス給付事

業はあるんですけれども、実際のところ、介護に

かかる費用というのは年々増えている。この状態

の中で、予防サービスに力を入れてもなおこの状

態だと。 

  介護保険の特別会計が、やっぱり苦しい状態に

現在あるということは、これは誰が見ても分かる

んですよね。 

  そういうことで、口で予防、要するに介護にな

らないようにいろんなことをやりますよと言って

も、一定の効果はあるんでしょうけれども、なか

なかこれといった決め手がこの事業の中ではちょ

っと出てこないんで、その点どうなのかなという

のを、難しい問題なんですけれども聞いてみたい

なと思います。 

  ちょっとその２つだけお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１３分 

 

再開 午後 ３時３０分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩前の西村委員の質疑に対する答弁からお願

いいたします。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（稲宮辰男君） 健康介護課副

課長の稲宮でございます。ご質問にお答え申し上

げます。 

  まず、１点目の地域交流サロンの関係でござい

ます。 

  各サロンでの実施の回数というか状況でござい

ますけれども、こちらで得ている情報としますと、

週１回というのが２団体ございまして、残りは月

１回あるいは月２回といった開催回数でございま

す。その月１回と月２回の割合は、ほぼ半数でご

ざいます。ですので、先ほどご質問にありました

ように、月１回とかいう形ではなくて、週に１回
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程度行われるのが本来あるべきじゃないか、よろ

しいんじゃないかというお話がありました。現実

はなかなかちょっと難しいような状況で、月１回

か月２回というのがほとんどという状況でござい

ます。 

  それから、サロンでのその地元の地域以外での

利用ということなんですが、こちらで各サロンの

ほうから聞いている状況によりますと、やはり多

くの方に来ていただきたいと、そしてお話をした

いというお考えをお持ちのようなんですが、やは

り地区によりましては、その会場である集会所を

利用するに当たって、そのルールがあって、やは

り地元の地区以外の人は集会所をちょっと使うの

はご遠慮いただきたいとかいうような地区もある

ようでございます。 

  そういったところもあって、なかなか地元の地

区だけじゃなく、多くの方々というところは難し

い地区もあるというふうに聞いております。 

  また、あと、集会所については、やはりこう駐

車スペースというのも限られておりますので、あ

まり遠方の方が車でいらっしゃると、車を止める

スペースというのもちょっとなかなかなくて難し

いというのも理由の一つというふうに聞いており

ます。 

  ただ、全体の中でそういった形で地元の地区だ

けに縛っているというところはやはり数としては

全体の中では少ないということでございます。 

  それから、介護予防の関係でございます。 

  先ほどご質問の中で監査委員さんのご指摘にも

ありましたように、介護予防について町ではやは

りこれから力を入れてやっていく必要があるとい

うふうに認識はしておるところでございます。 

  しかしながら、介護予防にこうやって力を入れ

てやっていても、なかなかやっぱり給付のほうは

伸びてしまっているというのが現実でございます。 

  そこで、今後の町の介護予防の取組といたしま

して、今１つ挙げられているのが高齢者の保健事

業と介護予防の一体的実施ですね。高齢者の保健

事業と介護予防の一体的実施というのが国が積極

的に進めているものでございます。 

  具体的に申し上げますと、後期高齢者医療制度

の中で、高齢者の方がお医者さんにかかったりと

か検診を受けたりとかといった中のその医療のデ

ータ、あるいは検診のデータというのを国保連合

会のほうでデータとして管理をしておりますので、

そういったデータを使って保健センターや介護保

険といった分野で、その医療のデータを使って介

護予防に結びつけていく取組というのが国の方向

性が定められておりまして、今こちらが始まった

ところでございます。 

  例えば、高血圧の方ですとか血糖値の高い方と

か、そういった方に当然医療データは国保連のほ

うで把握しておりますので、介護のほうでそうい

った方をピックアップして、よりその重度化する

前に介護予防として、何かこう町のほうで働きか

けを直接そういった方に対して行っていくことが

今進めようとしているところであります。 

  また、同じように検診についても、そういった

医療データを基にして、重度化する前にこちらの

ほうから、町のほうから積極的に働きかけをして、

より病気が重篤な状態になる前に、介護が重くな

る前に、予防、働きかけをしていこうということ

で、今後積極的に取り組むように、今進めている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 西村委員。 

○委員（西村茂久君） 分かりました。 

  交流サロンついては、現状としては今ご説明い

ただいた内容ということになるかと思いますが。

スタッフの方が、もうこの制度は始まってからか
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なりたちますので、その間、年を取ってきていま

すから、なかなか体が動かないという、逆に要支

援までいかないけれども、だんだんもう対応でき

なくなってきている状況があると思います。 

  スタッフが入れ替わって、どんどん、比較的若

い人が入ってくるようになれば、まだこれは続け

られると思うんですけれども、そうでないとやっ

ぱりなかなか難しいなという感じがします。 

  今のところ、月一、二回ということは、ちょっ

と、あれ、少ないかなと。やっぱりお互いが楽し

んで行きたいというふうになるのは週１回ですね。

これが一番いいレベルだと思います。週２回とい

うのは負担がかかるからスタッフに、それはでき

ないと思うんですけれども。もう交流サロンが廃

止になってから、本当に寂しくなっている人もか

なりいるんですよね。よそに行くわけにいかない

から、開催して再開してほしいというような気持

になっている人もいるんだけれども、今度はスタ

ッフの側に問題が出てくるということで、今後、

この交流サロンの問題はそう楽観的には見られな

いかなと思います。話は分かりました。 

  介護予防とそれから要支援、要介護、それら一

体的に把握して、その対応についても実施すると

いう形で話が進んでいるということであるならば

いいんですが、何といっても歳出に当たっても、

保険給付というのが全体の86％を占めている中で、

１％でも上がっただけでも大変な増になるんです

よね。今回、令和元年度に比べて３％上昇してい

ると、こういう中で、今後恐らく要支援から要介

護に移る方も多いと思います。 

  さっきちょっと話していたんだけれども、医者

に行かない人がいて、そういう人が要支援になっ

たときには、もう坂を転げ落ちるように介護の高

いレベルに行っちゃうという、そういうこともあ

る。ただ、何でもかんでも、ちょっと風邪引いた

ぐらいで医者行って、そこで保険使っちゃうとい

うこともちょっと問題があるなと思うんですけれ

ども。私なんか、医者なんかあまり行かないんで

すよね。だから、その手の類いになるのかもしれ

ませんけれども、大変、将来的にこれ心配になる

ので、一体的実施が構想としてはきちっとまとま

った段階で、これが実施されるということを望ん

で質問を終わります。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  討論につきましては、今、決算特別委員会の審

議が終了したばかりなので、後日、本会議の中で

改めて討論をいたします。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 賛成討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号 令和２年度宮代町介護保険特別会

計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり

認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
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○委員長（丸藤栄一君） 起立多数であります。 

  よって、議案第35号 令和２年度宮代町介護保

険特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時４２分 

 

再開 午後 ３時４４分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３７号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（丸藤栄一君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第37号 令和２年度宮代町水

道事業会計利益の処分及び決算の認定についての

審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり

建設課長の石塚でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○まちづくり建設課主幹（忽滑谷 和君） 上下水

道室主幹の忽滑谷です。よろしくお願いします。 

○経営総務担当主査（斎藤智子君） 上下水道室経

営総務担当主査、斎藤です。よろしくお願いしま

す。 

○施設担当主査（高澤 学君） 上下水道室施設担

当主査、高澤です。よろしくお願いいたします。 

○経営総務担当主事（島村保行君） 上下水道室経

営総務担当主事の島村です。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（丸藤栄一君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。よろし

くお願いいたします。 

  ２問質問させていただきます。 

  決算書の13ページになります。令和２年度宮代

町水道事業報告書というところの一番下のところ

になります。 

  道仏土地区画整理地内の個別住宅や集合住宅の

検定満期を迎えた揚水機の交換作業の増加とある

んですけれども、これどのぐらいの数があったの

か。それから、今後まだ残りがあるのかどうかを

お聞きいたします。 

  ２点目は、14ページの上のほうの資本的収支の

中で下から４行目にあるんですが、老朽管更新等

に伴う配水管布設替え工事や、浄水場、配水場の

施設改修工事などの建設改良費がありましたとあ

るんですが、この老朽管更新等に伴う配水管布設

替え工事なんですが、これは年度において、こう

いう工事はどのような基準で計画されているのか

をお聞きいたします。 

  以上２点です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室主幹。 

○まちづくり建設課主幹（忽滑谷 和君） 上下水

道室主幹の忽滑谷でございます。 
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  まず、ページ13の検定満期に伴う修繕というこ

とで、まず決算書24ページの修繕費ということで、

給排水管修繕費ほかということでございまして、

その中の２行目、検定満期に伴う揚水機取替工事

857万4,000円がこちらのほうに該当いたします。

数にしますと3,543個ということでございまして、

昨年度は1,472個。こちらの検定満期というのは

計量法の法令で８年に一度交換しなさいという法

律が決まっておりまして、大体製造コストからす

ると７月とかに造りますので、実際には７年に一

度のペースで交換しているところでございます。 

  道佛の地区につきましては、７年前、６年前に

集中したこともあり、来年度まで数が多いところ

でございまして、今年度につきましては、先ほど

言った3,543個の検定満期を迎えまして、来年度

も多くなります。同じぐらいの数になります。そ

れからまた2,000個前後ぐらいになりますので、

一応、一時的に増えるものでございます。 

  ただし、ちょっと集中しておりますので、その

辺については今後平たく平準化させて、同じよう

な数になるように調整していきたいと考えており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。２問目についてお答えいたしま

す。 

  老朽管の更新でございますが、こちらは平成25

年に老朽管更新計画策定業務委託を出しまして、

庁内の水道管は昭和36年に給水開始して以来、も

う大分たちますので、大分老朽化しているという

ことで。ここへ来て、地震とかも多くなっており

ますので、昔のその管というのは耐震性能がござ

いませんので、それを布設替えするということで

計画しております。 

  それで、新水道ビジョンを策定しまして、その

中で年間約４億4,000万円ぐらいの工事費をかけ

て整備していこうという計画で、今やってござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） はい、ありがとうござい

ます。 

  よく分かりました。そうしますと、来年度もま

だ引き続き数が多くやられるというか。すみませ

ん、今１問目のことなんですが、道佛地区に関し

ましては、まだまだ数が多くやらなくてはいけな

いということなわけですね。 

  それとあと、２問目の老朽管に関してなんです

が、これは、じゃ大体、毎年度４億4,000万円ず

つ着実に進めていくということでよろしいという

ことですかね。分かりました。 

  本当に、水道に関しましては、新鮮な水を供給

するために、ある時期において、夜中に自然と水

をちょっと排水したりとか、そういったご苦労も

されているということもお聞きしております。 

  今後も、引き続き、そういう持続可能な水道、

また安心・安全の水道、それとまた、そういう地

震にも強い強靭な水道ですね、こういったものの

目標達成に向けて着実な推進をお願いいたします。 

  以上で終わります。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 何点かお伺いします。山下

です。 

  最初に、この給水収益６億2,737万4,995円、こ

れは皆さんから水道代として預かったお金だと思

うんですけれども、その中で、この９ページを見

ますと、未収金というのが１億272万5,680円ある
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んですよ。ということは、６分の１ぐらいが未収

金という意味なんでしょうか。だから、みんな集

めれば７億幾らになるということなんでしょう、

分からないけれども。収益が６億2,700万あって、

未収金が１億272万あるということなんですよ。

全部入ってくると幾らになるんでしょうか、未収

金額含めて。まず、それを聞きたいなと思ってお

ります。 

  それと、水道料金なんですけれども、この決算

書の貸借対照表を見ると、９ページを見ますと、

流動資産として現金預金が10億745万あるという

ことなんですけれども、そのほかに未収金で１億

ありますよね、１番と２番で。それと、あと次の

ページ、10ページ利益剰余金を見ますと、減債積

立金が１億円ですか。利益積立金が1,400万、あ

と建設改良費が２億5,966万、これは何でも使え

る積立金ですよね。ですから、何でも使える積立

金と、あと流動資産の現金、未収金合わせると相

当な額になるなと思っているんですよ。それは何

でも使えるような感じがするんですけれども、ど

うなんでしょうか。一応、目的別に積立てはして

いますけれども。 

  それとあと、この宮代町の周りの自治体の水道

料金、一覧表で見たんですけれども、10立方で１

か月で比較すると宮代町は1,463円、杉戸町は

1,375円、久喜市が1,661円、幸手市で1,210円、

春日部市で1,199円となっています。 

  この東部地域、この宮代町の周りを見たわけで

すけれども、埼玉県平均で見ますと、平均水道料

金が１か月10立方で1,170円、春日部市にほぼ近

いんですけれども。１立方で計算すると117円な

んです。宮代町はちょっと高いなという感じがす

るんですけれども、１立方で宮代町は146円です

から、１か月平均、１か月でやると293円高いの

かなという感じがするんですよ。 

  これを１か月で総給水人口で掛けていくと、１

か月440万になるんですよね。12か月で5,290万円

の埼玉県平均より高く取っているというふうに計

算がなるんですよ、単純計算かもしれませんけれ

ども。 

  それだけの金額が埼玉県平均が１年当たり取っ

ておき、なおかつこれだけの資産がある。私はち

ょっと、これ宮代町の水道料金、引っ越しした人

とかいろんな人に聞いたんですけれども、ちょっ

と高いねと言われるんですよ。悲鳴を上げている

というのが正直な話ですよ。宮代町はこのことに

ついてどう考えているのか、まず最初にお聞きし

たいと思います。 

  それだけです。それを一つだけ聞きたいなと思

っております。 

  以上。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  ちょっと２問目のほうからお答えさせていただ

きたいんですけれども。 

  水道料金、流動資産で現金預金が10億7,045万

7,094円と、あと未収金がその下にございます、

未払金とかございますが。要は水道事業として、

今残っているお金というのは現金。未収金という

のは、これ３月31日現在ですので、３月の水道料

金とかは４月以降に来ちゃうので、まだもらって

いませんよというお金です。 

  10ページ目に未払い金がございます。こちらは、

工事が３月31日工期とかで、３月いっぱいで検査

して、その後、合格したら支払うわけなんですけ

れども、その後の支払いになりますので、４月以

降の支払いになるので、まだ未払い金として残っ

ているという、そういう意味でご理解いただきた
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いと思います。 

  これで、いろいろ数字が書いてあるんですけれ

ども、何が重要かというと現金がどれだけ残って

いるかというのが一番ここが重要なんですね。 

  ほかの民間企業というのは、いろいろ資産とか

ありまして、もし現金が足りなくなったら、電通

もそうですけれども本社を売却したりですね。先

日の報道でＪＴＢも本社売却、昨日は肉の万世が

また本店のビルを売却とか書いてありましたけれ

ども。売却して、またそれを収益にしてお金を回

すというふうに民間企業はやっているんですけれ

ども。 

  公営企業ですので、水道事業は資産があっても

それを売るわけいかないんですね。資産はみんな

水道の埋設管であったり、浄水場であったりとか、

そういうあと土地ですよね、そういうのが資産で

ありますので、それを売ったら事業が成り立ちま

せんので、この現金がどれだけ残っているかとい

う、ここがポイントになってくると思うんですよ

ね。 

  21ページ、キャッシュフロー計算書というのが

ございます。こちら１会計年度中の資金の流れ、

または現金及び現金同等物の収支を表したもので

ございます。 

  一番下に資金期末残高というのがございます。

これも同じ金額がここに載っていますけれども。

これは平成29年のときには14億9,334万9,543円あ

ったんですね。それがだんだん減ってきまして、

今ではこの数字と。これも、まだ10億でとどまっ

ていますけれども、令和２年度から老朽管の更新

工事に当たりましては企業債のほうを借り受けま

して２億円程度借り受けて工事のほうを行ってお

りますので、この程度で済んでいるということな

んです。 

  これが、水道ビジョンによりますと、令和10年

ぐらいまではまだ黒字でやっていけるのかなと見

込んでいるんですけれども、給水収益が年々減少

しておりますので、もっと早まるのかなと思って

おります。 

  ですので、いろいろ資産とか載っていますけれ

ども、現金がどれだけ残っているかというのを注

目していただきたいと思います。 

  ちなみに、平成29年度に14億、30年度に11億

9,000万、令和元年が10億8,000万、だんだんこう

落ち込んでいます。これ２億借りなかったら、も

っとそのまた２億分ぐらい落ちていたことになり

ます。 

  続きまして、他の自治体に比べて水道料金が高

いということでございますが、その水道料金の設

定というのは、各事業体の行政規模とか施設の規

模とか、利用者数とか立地条件とかにより、あと、

運営経費が異なるため、他の事業体に比べて単純

に高い安いで判断するものではないと考えていま

す。 

  例えば、水道事業で一番理想的な収益が取れる

運営ができるのが、行政区域が全て市街化区域で

ありまして、住宅が密集していて、大量に水を扱

うメーカーの工場があって、原水となる地下水の

水質が良く、水道施設の状態も良好な事業体、こ

ういう事業体は料金を安くすることができますね。

湧水水量が大きければ給水収益が増えて、原水に

なる地下水の水質が良好であれば、薬品注入量が

少なくなります。浄水処理費の削減にもなります。

施設の状態がよければ、年間の更新費用も少なく

なりますね。このような事業体は給水収益を水道

料金に還元することができますね。 

  残念ながら本町は行政規模が小さくて、大口の

事業者も少なくて、地下水の水質もあまり良好で

ないということで、薬品の処理費もかかりますし、

施設の老朽化も進んでいるということで、ほかの
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事業体とはちょっと性質も違うのかなと考えてお

ります。 

  あと、近隣といっても、そうですね、久喜のほ

うが宮代より、まだはるかに高いのかなと思って

います。白岡も高いですね。あと、よく料金の比

較というか、その経営規模、経営状況を比較する

のに、全国平均とか県の平均とかもありますけれ

ども、経営指標では類似団体というんですか、同

じような経営規模の団体と比較するようになって

おります。ですから、その規模に、企業体の規模

によって、やっぱり経費のほうがかかったり、か

からなかったりしていますので、同等のその規模

の事業体との比較というのもありますので、ご理

解いただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  最初に現金を見てくれと。しかし、これは現金

だけじゃないですよね、未収金はこれから集める、

集まっていないやつだから、２か月に１回だから

ということで、３月だから４月に集めるんですか、

入ってきますよね、じゃ、足されますよね、これ

も。それとあと積立金というのは、これもう何で

も使えるお金ですよね、10ページの。そうじゃな

いですか。水道事業に使うやつでしょう、これも。

これだけあるということなんでしょう。現金だけ

じゃないんですよ、実際に私はそう思っておりま

す。全てこれは使える金だというふうに見ていま

す。 

  それと、比較表、いろいろ言いましたけれども、

一般の人はそんなことは考えていませんよ、はっ

きり言って。確かに比較する必要はあると思いま

すけれども、埼玉県で平均ですよ、これあくまで

も。平均で270円ぐらいでしたね、たしかね、多

いんですよ、１か月。平均ですよ、あくまでも、

いろんなところも見て、あると思いますけれども、

それだけ高いということなんですよ。いろんな条

件ありますよ、それは、埼玉県の中でも、みんな

そうですよ。その中で宮代町は270円ぐらい高い

ということ、１か月、10立方ですよ。20立方だと

500円以上は高くなりますよ、２回で。年間で合

わせると、さっき言ったように数千万円の金が変

わってくる。そういう状況でしょうということを

言っているの。条件ありますよ、それは、借金の

する費用だとか、人口が少ない、工場が少ない、

だから使用量が少ないとか、それは条件みんな同

じですよ、どこの町でも。あくまでも、私は平均

を言ったんですよ。 

  私は、だからね、住民というのは周りから来て、

新住民なんか特にほかの町から来て比べるわけで

すよ。そしたら、前の町の水道料金が安かった、

そういって言うんですよ。必ず言われますよ、宮

代に来た人は水道料金高いねと。それは当然です

よね、高いんですから、事実。 

  それと、あとね、やっぱり自前の水を使ってい

ないというのが一番のあれじゃないですか、買っ

ているというのが。自前の水のときと、あと埼玉

の中川のやつを買ったときの差というのはどのぐ

らいになるんですか。ちょっと教えてもらいたい

んですけれども、その辺のところ１点。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室主幹。 

○まちづくり建設課主幹（忽滑谷 和君） 上下水

道室主幹の忽滑谷です。 

  先ほどの未収金、ページ９の１億272万5,680円

の内訳でございますけれども、こちらにつきまし

ては使用料の水量、２月分、３月分の未収金とし

て7,748万4,419円、その他未収金として2,370万

1,490円でございまして、そのうちの7,700万円に

つきましては、ページ６の６億2,737万4,995円の
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ほうに含まれております。 

  あと、先ほどの他の市との、原単位ですかね、

その原価と比べてくれということにつきましては、

うちの町では第２浄水場のほうで、井戸水と県水

ブレンドして送っていますので、その辺のちょっ

と算出はちょっと困難なところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  委員が先ほどから料金１立米当たり幾らという

のでおっしゃっておりましたけれども、宮代町、

ほかの自治体もそうなんですけれども、料金体系

的にしては従量料金というのを使っておりまして、

あとはその水量が多くなるほど料金単価が高くな

る逓増制料金体系。 

  ですから、１立米幾らでは比べものにならない

んですよ。それぞれ使うボリュームによって、例

えば宮代町は、50から60立米を使う家庭が一番多

いんです。そういう家庭はどういう家庭かという

と子育て世代ですよね。そういう方が使われてい

るのが50、60。そこの料金設定というのは宮代町

は安くしています。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 一般のと違って、平均の水

道料金の決め方の、水道の水の１立米の単価、宮

代町は地下水と一緒に混合して混ぜているから比

べものにならないと言っていたんですけれども。 

  要するに、県水、今回、中川流域の手数料が１

億ちょっとでしたけれども、そのほか設備だとか

いろんなのがありますけれども、宮代町の全体的

な、これはほかの企業でも同じだと思うんですよ。

深谷市でも、飯能市でも、さいたま市でも全部、

規模は違いますけれども。水道をやるのには全部

そういう、何ていうんですか、設備を整えてやっ

ているわけですから。だからね、一概に比較でき

ないといっても、私は高いんじゃないかなと思っ

ております。 

  それと、家庭の50立米を使っているからと、私

は基本料金のことを言っているんですよ、基本料

金。宮代町は基本料金幾らなんですか、じゃ、ほ

かと比べて。なぜ基本料金ってつくっているんで

すか、じゃ。それだったら１立米幾らということ

で言ったほうが早いじゃないですか。基本料金は

もう固定されているんでしょう、使っても使わな

くても。その辺のところを言っているんですよ。

使わなかったら高くなる。１立米しか使わなくて

も1,400円取られる、月に、そういうことですよ

ね。高いじゃないですか、基本料金が。使っても

使わなくても取られるんですから。 

  これは、私は何も50立米使っているから安くし

ているかと、それはそれでいいことですよ、私は

そう思いますよ。家庭、子育て世帯にいいことし

ているということを胸を張って言えるんだったら、

それはいいことですよ。基本料金しか払っていな

いところはどこなんですか。じゃ、使っていない

ところは、何軒ぐらいあるんですか、基本料金使

っていないところ、20立米以内のところは。13ミ

リで基本料金以内のところ、何軒ぐらいあるんで

すか、おっしゃってください。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  まず、口径13ミリの話でよろしいんですかね。

宮代町、口径、大体一般の家庭ですと13ミリと20

ミリを利用していまして、ほとんどが20ミリなん

です。13ミリというのはアパートです。アパート
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は個々に入れていますのでそんな大きい管要らな

いということで13ミリを設置していますね。 

  何軒というのは分からないんですけれども、割

合で求めた数値がありまして、13ミリですと20立

米使用していない軒数というのは2,349軒、これ

数えてものじゃなくて割合で出していますので。

20ミリですと2,139軒。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 給水軒数が全部で何軒です

と言いましたっけ。１万ちょっとですよね、確か

ね。どこかに書いてあったな。給水収益分担金そ

の他の。 

  それを見ると、たしか給水人口３万3,000で、

給水軒数が１万5,048軒、その中の、先ほど言わ

れたように、基本料金以内の人は13ミリで2,349

軒、20ミリで2,100軒、大体同数ですけれども、

それだけいるということは、５分の１ぐらいです

か、もうちょっと少なくなるのかな、６分の１ま

でいかないですよね。それだけのところが、基本

料金以内だっていうことなんですよ。だから、高

く払っているということでしょう。１立米からす

ると。私はそう思うんですよ。 

  だから、その辺のところをよく考えて。確かに、

子供さんいるところは大変ですよ。安くするのは

それは当然ですよ。私もそう思いますよ、それは。

でも、使っていないところからすれば、これは私

は使っていないんだけれども高いねとなりますよ。

まして、先ほど特別会計でいろんなところがあり

ました。料金が値上げして、日割りすると年金が

少なくなる、そういう人がいますよ。そういう人

から比べたら本当に高いですよ。節約するって言

ったって、基本料金まで使おうと思っていても、

なかなか使えないですよ、そういう人たちという

のは、いるということなんですよ、これだけの人

数が。それを考えてくださいということで言って

いるんです、宮代町、高いねというのはそこなん

ですよ、イメージしているのは。どう思っている

んですか、その辺のところは。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田です。お答えいたします。 

  確かに、ほかの自治体から比べると高いという

印象もございますが、この基本水量の設定という

のは、各自治体によっていろいろあります。宮代

町は10立米、２か月だと20立米なんですが、１か

月でやると10立米。あとは５立米、６立米、８立

米というところもあります。ゼロというところは

ないですね。基本料金というのは皆さん設けてお

ります。それが基本なんですけれども。 

  それはなぜかというと、メーターを使わなくて

も料金徴収とか維持管理費とかいろいろかかって

しまいますので、それに充てる費用としていただ

いているものでございます。 

  これが、あれなんです、これもいろいろあれな

んですけれども、安い５立米、基本水量５立米で

設定しているところで、実際10立米使ったらどう

なんだというと、宮代より高くなっているところ

もございますし。だから、一概に、これ一つひと

つ計算していかないと、宮代町が高い、宮代だけ

が高いとは言えないんですね。久喜市で2,068円

で、白岡市で2,376円、10立米使った場合ですね。

どこで設定するかなんですよ、こういうものはで

すね。 

  また、これも毎回議論になりますので、この基

本料金の在り方とか基本水量の在り方につきまし

ては、料金改定をする際に、これはもちろん検討

事項になりますので、改めて次回、料金改定につ

いては、こういうのも含めて検討していきたいと
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考えておりますので、ご理解いただきたいと存じ

ます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  先ほどから言っているんですけれども、私はこ

れ見るのには、やっぱり１立米当たり幾らかとい

うのが、これは埼玉県では117円となっているん

ですよ。料金改定がどうとかこうとかじゃなくて、

平均というのはあくまでも平均ですから、いろん

な条件が入っていますよ。宮代町は146円ですよ。 

  ですからね、使っていない人からすれば宮代町

は高いなというふうに感じますよ、これは、どう

考えても。その辺のところを、よく、これ、料金

表という埼玉県で出している統計なんですけれど

も、水道料金統計調査資料というのがあるんです

けれども、そこで見たって分かると思いますよ。

料金改定をして値上げをするというんだったら、

これは別の問題ですよ、また。埼玉県平均よりか

は１立米余計に取っておきながら、そのほかは料

金体系を見直して上げるというなら、もうめちゃ

くちゃ高いですよね。引き下げるというのはそう

いう意味じゃないですからね。より埼玉県平均に

近づけるというのが引下げの意味ですから。私は

そのようにしてもらいたいというのが希望です。

要望として出しておきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 討論につきましては、今、

決算特別委員会の審議が終了したばかりなので、

後日、本会議において改めて討論をいたしたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 次に、本件に対する賛成

討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 賛成討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第37号 令和２年度宮代町水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、原案のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（丸藤栄一君） 起立多数であります。 

  よって、議案第37号 令和２年度宮代町水道事

業会計利益の処分及び決算の認定については、原

案のとおり可決及び認定されました。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（丸藤栄一君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第38号 令和２年度宮代町下

水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

の審査を行います。 

  本日、出席している説明員の紹介をお願いしま

す。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり
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建設課長の石塚でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○まちづくり建設課主幹（忽滑谷 和君） 上下水

道室主幹の忽滑谷でございます。よろしくお願い

します。 

○経営総務担当主査（斎藤智子君） 上下水道室経

営総務担当主査の斎藤です。よろしくお願いしま

す。 

○施設担当主査（高澤 学君） 上下水道室施設担

当主査、高澤です。よろしくお願いいたします。 

○経営総務担当（島村保行君） 上下水道室経営総

務担当主事の島村です。よろしくお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ちょっとお聞きしたいんで

すけれども、合っているかどうか、まず。 

  山下です。埼玉県中川下水道負担金について１

億1,031万円ということでよろしいでしょうか。 

  それと、町の下水道負担金、補償金、支出金と

農業排水負担金と合わせて５億3,538万5,000円で

よろしいのかどうか。まず最初にそれを聞きたい

と思っております。 

  ちょっとページ数が分からなくなっちゃってね。

ページはたしかね、下水道だよね。中川というの

が出ているはずなんだけれども、どこだったけな。

何ページだったけな。 

  28ページの真ん中辺、中川流域下水道管理運営

費負担金ということで、これが流域下水道維持管

理負担金ということで１億1,031万円となってお

りますけれども、これが中川の流域のあれですよ

ね、払っている、それと違うんですか、これは。 

  それと、さっきも言ったように、農業集落とか

町から出ているやつが５億3,538万5,000円という

ことでよろしいのかということなんだけれども。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室主幹。 

○まちづくり建設課主幹（忽滑谷 和君） 上下水

道室主幹の忽滑谷です。 

  まず、中川下水道に負担しているお金というこ

とで、まずページ28の中段のところを見ていただ

きたいと思います。 

  こちらにつきましては、流域下水道管理運営費

負担金ということで、こちら税抜きでございます

けれども１億1,031万548円。こちらにつきまして

は、宮代町で出している汚水を年間303万3,540立

方、それの40円ということで、40円につきまして

は税込でございますので、1.1で割った金額がこ

ちらの１億1,031万548円となっております。 

  続きまして、ページ32、こちら公共下水道事業

費、資本的支出建設改良費、流域下水道建設負担

金の負担金1,928万4,714円、こちら中川流域下水

道で汚水処理のためにいろいろ機材とか作ってい

るんですけれども、そちら宮代町が負担している

お金ということで、こちら埼玉県の中川流域下水

から請求して、１年間で支払った金額でございま

す。 

  続きまして、一般会計の繰入れということで、

お手数ですけれども、ページ27のほうにお戻りく

ださい。 

  まず、公共下水道事業収益の営業収益雨水処理

負担金1,876万6,000円、こちら雨水処理に係る下
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水道で一般会計負担ということで、繰入基準に合

致するものでございます。こちら雨水処理に係る

というもので、主に排水路とかでかかった費用で

ございます。 

  続きまして、その下の営業外収益、真ん中ら辺

の他会計負担金、一般会計負担金2,472万4,000円、

こちらは汚水処理にかかった一般会計負担金の基

準内ということで、一般会計から繰り入れるもの

でございます。 

  さらにその下の他会計補助金、一般会計補助金

１億1,540万1,000円、こちらは先ほどの汚水処理

にかかった分の基準外ということで一般会計から

負担をしていただいてもらっているものでござい

ます。 

  続きまして、ページ32をご覧ください。 

  こちら上段、公共下水道事業資本的収入出資金、

他会計出資金、一般会計出資金3,000万円でござ

います。こちら、下水道が今年度から法的にかか

りまして、簡単に言いますと、運転資金として、

水道に比べて現金がないものなので、日々の出し

入れのために、お金の運営をするためにいただい

ているお金で3,000万円を出資金としていただい

ているところでございます。 

  続きまして、その下の負担金、公共下水道事業

負担金、一般会計負担金ということで１億921万

1,000円。こちら一般会計負担金、こちら４条の

収支のほうの収入のほうで基準内ということで入

れさせていただいております。 

  さらにその下、ページでいうと真ん中ら辺にな

りますけれども、補助金、他会計補助金、一般会

計補助金２億3,728万3,000円ということで、他会

計の基準外ということで繰り入れさせてもらって

おります。これを含めまして合計して５億3,538

万5,000円を公共下水道として繰り入れさせても

らっているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） すると、1,928万4,714円と

いうのが、32ページ、建設負担金等、それだけに

なるんでしょうか。それだけじゃないよね、中川

流域負担金というのはね。28ページもあるんです

よね。流域化水道１億1,000万ですよね。合わせ

て１億1,000万と2,300万ということで１億4,000

万ぐらいになるのかな。で、いいんですよね、そ

れでね。はい、分かりました。 

  これが、要するに５億3,538万が一般会計から

支出され、残りは農水も一緒に入っていますよね。

入っていないですか。農水は幾らだっけ、4,000

万、6,000万ぐらいでしたっけ。これに6,000万ぐ

らい足すんですか。はい、質問です。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  農業集落排水のほうは5,132万円でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 分かりました。 

  ５億3,500万と5,300万が農水でした。それだけ

が一般会計から出ているということで受け止めま

した。 

  それと中川のほうには１億1,000万と、先ほど

言った3,000万ぐらいですか。分かりました。そ

れだけ入っているということで、負担金をしてい

るということで分かりました。 

  それだけ下水処理には、こう何ていうんですか、

流域の衛生面とかそういう意味でやらなくちゃい

けないということは十分に分かるんです。ただ、

利益を生まないということが一番のことなので、

これに対して、町として今後、これだけの金をか
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けている５億円も。将来もこれはずっと続くわけ

でしょうか。それとも、これが一般会計を企業会

計にしたわけですから、利用者に返していくのか

どうか、その辺のところ、将来的にどういうふう

に考えているのか、お聞かせ願えればありがいと

思っているんですけれども。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  そうですね、下水道が企業会計になって、企業

会計というのは原則独立採算で水道と同じように

やっていかなきゃならないというところでござい

ますが、下水道事業につきましては、もう投資が

かなり多いということで、どの事業体もですね、

更新費用とかに多額の費用を費やしているわけで

ございます。 

  先ほどのお話にありました補助金、公共下水道

事業会計負担金と補助金ですね。こう負担金と補

助金に分けて一般会計のほうからいただいており

ますけれども、この負担金につきましては、総務

省が定めた基準、これやむを得ないだろうという

ことで、総務省が定めて、これだけは一般会計か

ら出しなさいよと、最低出しなさいよという基準

でございます。補助金だけでしたら３億5,200万

ぐらいになります。 

  今後これを一般会計の繰り出しで頼っていくの

かということなんですが。下水道事業は、ほとん

どが今の歳出が、流域下水道の負担金、これかな

り大きなウエートを占めています。今、工事、も

うほとんど整備し終わっていますので、工事のほ

うやっておりませんので、この負担金が流域下水

道建設負担金と維持管理負担金、これがかなり負

担になっていますね。あと、起債、過去に借りた

企業債の償還金なんですよね。これがかなりの、

決算書を見ていただければ分かるんですけれども、

ウエートを占めております。 

  ですが、償還のほうもそろそろ落ち着いてくる

のではと。令和の終わりの頃には、今度は下がっ

ていく、下がり傾向になってくるので、それも見

込んで、今後、あと維持管理費、修繕ですね。不

明水とかも、かなり下水道管の中に入り込んでい

ますので、それも処理代に含まれちゃいますので、

その調査を今年やりますので。管の中にカメラを、

カメラ調査をしまして、その水が漏れている箇所

とか、入ってくる箇所とかを調査するわけなんで

すけれども、その具合で、また今後、維持管理費

という、その修繕費がかかってくるのかなと思い

ますし。それでも償還金が今後少なくなってきま

すので、その料金の値上げとか、そういうのに関

しては、今後その調査結果を見て、その検討の材

料になると思います。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 負担金のことについては、

調査を終わってからだと思うんですけれども。こ

の償還金なんかが将来的に少なくなっていくとい

うことでよろしいんでしょうか。ということは、

値上げをしないでもやっていけるという見込みは

あるんでしょうか。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  その料金の見直しにつきましては、今、経営戦

略のほうを作成しておりまして、その中で、この

表にして、こう比べているんですけれども、かな

り減ってくると予測されております。それに対し

て、今度は修繕費がどのぐらいかかるかというの

と、そこに入れていくわけなんですけれども、そ
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れで判断していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 先ほども言いましたけれど

も、この公共下水道事業というのは、公共の衛生

を保つためには必要な事業だと思いますよ。確か

に莫大な金がかかります、この下水道には。地震

やいろんなことで、漏れて修繕もしなくちゃいけ

ないんだと思いますけれども。 

  これから、この令和の時代になって、そういう

債権だとかいろんなところが少なくなっていくと

いうことは、先ほど言ったように、見直してみな

いと分からないということを言っていますけれど

も、値上げしないで済むような、皆さんにやらな

くても済むような。これ莫大な金になりますよね、

もし、これ全部利用者に負担させるということに

なると。この下水道料金が２倍になるかもしれま

せん、はっきり言って。それだけのお金が町民の

負担にかかるということは、ちょっと私は言えな

いんじゃないかなと思うんですよ、町としても。

そしたら、払えなくなる人がいっぱい出てきます

からね。 

  ですから、見直しするときには料金を上げると

いうんじゃなくて、やはり維持をしていく立場か

ら町の財政も支出していかなくちゃいけないんじ

ゃないかなと思っておりますので、ぜひその辺の

ところがどういうふうに考えているのか。それが

修理が必要なんだ、町の財政も少なくしていくと

いうことは利用者負担ということになりますので、

どういうふうに考えているのか、その辺のところ

だけちょっと詳しくお願いします。 

○委員長（丸藤栄一君） 答弁をお願いします。 

  上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  担当としましても、なるべくそれは料金のほう

は上げないでいけたら、それにこしたことはない

んですが、それにつきましては、一般会計のほう

から今も負担金、補助金でいただいております。

もし、足りない分が出たら、それは財政担当のほ

うと今後いろいろ相談しながらですね。あとは町

の一般会計の財政のほうも、今、義務的経費のほ

うがかなりもうウエートを占めていますので、そ

れは話合いになると思いますので。 

  極力、上げるとしても、そんな極端に上がると

いうのはまずないと思うんですけれども。今後、

下がるということはまず見込めないと思うんです

ね。今、平行になるか、数年後に上がっていくの

かというところなんですが。それは上げることに

関しては、その財政のほうと今後協議して、上げ

るのか、今のままで行くのかとか、そういう話に

もなると思うんですが、検討していきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 債権とか、そういうのが下

がるということを今おっしゃいましたよね、これ

から企業債だとか、そういうのが下がっていくだ

ろうというふうに見ているんだと思いますよ。や

っぱりそういうことになると、町負担、例えば、

今現在が５億何千万か払っていますけれども、そ

れを半分にしても、町民負担が少なくても済むん

じゃないかなと私は思っているんですよ。それで

ペイにするというか。そういうことを上げるとい

うことは、負担を多くするということですから。 

  やはり負担を大きくするといったら、水道料金

も高いし、下水道料も高くなるということになる

と、全体的に公共料金が上がってしまうとなりま

すよね。 

  そのために５億数千万も町の財政負担をしてい
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るんじゃないですか。その考えというのは、これ

を建設するために、いや、修理代はまた別だよと

いうことになるんですか、修理代は別なんだよと

いうことなんですか。今後調べて、かかるようだ

ったら町民負担だよという意味なんですか。その

辺のところが私はちょっと理解できないですよ、

はっきり言って。 

  今まで町の負担として５億何千万もやってきて、

もう一回して、修理代は、今後かかるやつは全部

利用者の負担だよとなると、今後、莫大な金にな

りますよね、町民からの負担は。分かるまで幾ら

かかるか分かりませんけれども。全部取り替える

ことになりますよ、ずっと何十年後かには。下水

道、地下に埋まっているんですから、それを取り

替えるとなると、莫大な金ですよね。いずれは壊

れますから、それは当然ですよ。 

  やはり、それを公共の衛生の問題とすると、や

っぱり一般財源からも含めて出していかないと難

しいんじゃないですか、その辺のところは、どう

なんですか。企業会計だから、一般財源から出さ

ないよとなったら、町民負担でしょ、あと残りは、

そういうのも含めて、じゃないんですか。ちょっ

とお答えください、その辺のところ。企業負担全

部するのか、個人負担に全部するのか。 

○委員長（丸藤栄一君） 休憩します。 

 

休憩 午後 ４時４８分 

 

再開 午後 ５時００分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩前の山下委員の質疑に対する答弁からお願

いいたします。 

  まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（石塚孝信君） まちづくり

建設課長、石塚でございます。 

  委員ご指摘の町の一般会計からの補助金の問題、

そして、利用いただいている個人の皆様からお預

かりしている使用料につきまして、ご答弁を申し

上げたいと思います。 

  公共下水道につきましては、今後も維持管理し

ていくことが重要だというふうに考えております。 

  一方で、少子高齢化ということもございますの

で、配水量は年々減っていくことが想定をされま

す。 

  ただ、その一方で、先ほど申し上げた維持管理

経費が一定額かかるというのはご承知のとおりな

んですが、そのほかに当然、施設も老朽化してま

いりますので、適切な更新をしないときちんと機

能しないということも考えられます。 

  担当といたしましては、今、老朽管の調査も含

めて、カメラを入れて現在の状況をきちんと診断

をさせていただいた上で、今後の更新計画も立て

させていただくわけなんですが。 

  担当レベルの回答で大変恐縮ではございますけ

れども、ご利用いただいている方の負担ができる

限り増えることがないように、今までの料金体系

を維持していければというふうに考えております

が、引き続き、健全運営に向けて職員一同努力し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解賜り

たいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。 

  料金体系あまりいじらないで、維持体系ができ

るように努力していただきたいと思っております。

ぜひ、その辺のところは皆さんでお話ししていた

だきたいなと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 
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○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 一言で終わりますから。 

  私が言うということは、いつもと同じです。 

  下水はきれいにするのが目的ですよね。全て、

川とかＵ字溝とか、地域によってＵ字溝の清掃も

蓋が開かないので行政に頼んでやっているような

時代です。ぜひ、地区によっては下水をぜひ、調

整区域でも敷いてもらいたいと、こういう要望が

あるということだけ耳に入れておいてもらいたい

と思います。 

  終わります。以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子です。１点だけ。 

  接続区域内で接続するとお金がかかるから、水

道代が上がっちゃうからつなぎたくないと、こう

堂々と言う奥さんがいるんですけれども、区域内

でまだ接続していない家庭って何世帯ぐらいある

んですか。それと、接続するようにどういう指導

をしているんでしょうか。 

○委員長（丸藤栄一君） ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ５時０５分 

 

再開 午後 ５時０６分 

 

○委員長（丸藤栄一君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩前の金子委員の質疑に対する答弁からお願

いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（成田雅彦君） 上下水道室長の成

田でございます。お答えいたします。 

  現在のその処理区域内の未接続世帯数455軒ぐ

らいです。 

  あと、この接続されていない方にはどういうふ

うにアプローチしているかということなんですけ

れども、450ほど毎年、これ接続促進やりたいん

ですけれども、ちょっと軒数が多いもので、３年

に一度、ブロックに分けまして、接続のお願いの

通知を差し上げているところでございます。 

  あと個別に、そのような苦情が来たところは直

接お会いしてお願いをしているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（丸藤栄一君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） すみません。個別に苦情と

いうのは、近所の方が苦情を言うんですか。じゃ、

みんなで協力して苦情を言えばいいんですね。分

かりました。 

  以上です。 

○委員長（丸藤栄一君） ほかに質疑はありません

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） この下水道、将来、町民の

負担増にならないように要望して賛成討論とさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（丸藤栄一君） 次に、本件に対する反対

討論の発言を許します。 



－３３９－ 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 反対討論なしと認めます。 

  次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（丸藤栄一君） 賛成討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第38号 令和２年度宮代町下水道事業会計

利益の処分及び決算の認定については、原案のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○委員長（丸藤栄一君） 起立全員であります。 

  よって、議案第38号 令和２年度宮代町下水道

事業会計利益の処分及び決算の認定については、

原案のとおり可決及び認定されました。 

  以上をもちまして、本委員会に付託された決算

の審査は全部終了いたしました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせてい

ただきますが、全ての決算の認定について、私に

ご一任願いたいと思います。 

  これにて、決算特別委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ５時１０分 

 

 

 


